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１.はじめに

事業年度が終わり、決算を迎える時、収支相償、公益目的事業比率、遊休財産規制のい
わゆる財務基準を満たすことができるのか気になるところです。

そこで、財務基準を満たす方策の1つとして、特定費用準備資金の積立てについてご紹介
します。この資金は認定規則※第18条に基づくものです。

特定費用準備資金については、積立額が収支相償上のみなし費用として取り扱われたり、
残高が遊休財産に対する控除対象財産となるなど、財務基準の数値を改善する効果があり
ます。

特定費用準備資金とした剰余金は、将来実施する公益目的事業等に使うと法人自らが決
めた資金です。このため「当該公益目的事業の実施に要する適正な費用を補う額を超える
収入」ではないことになります。なお、収支相償については、単年度で見て法令の適否を
判断するものではありません。

この資料は、特定費用準備資金の積立ての具体的な事例を紹介することで、この資金を
広く活用していただくことを目的としています。
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※ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則（平成19年内閣府令第68号）



参考までに、内閣府が所管する公益法人（2541法人）における特定費用積立資金の
直近※の状況は以下の通りです。
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特定費用準備資金を積み立てている法人数 （参考）資産取得資金を積み立てている法人数

公益目的 641
公益目的以外 85

公益目的 336
公益目的以外 196

※ 2020年12月1日～2021年11月30日の間(令和2年度概況報告の期間)に提出された年次報告データに基づく


事例案

		※会計研究会29年度報告に基づき、特費の事例を3つに区分して記載しています。それぞれの区分における特徴、積立可能な期間に関する記載も29年度報告に基づきます。 カイケイ ケンキュウカイ ネンド ホウコク モト トク ヒ ジレイ クブン キサイ クブン トクチョウ キカン カン キサイ ネンド ホウコク モト

		１．将来の費用支出の増加が見込まれる場合 ショウライ ヒヨウ シシュツ ゾウカ ミコ バアイ

				特徴）対象事業は、新規事業を行う場合や既存事業の規模を拡大数r場合 トクチョウ タイショウ ジギョウ シンキ ジギョウ オコナ バアイ キゾン ジギョウ キボ カクダイ スウ バアイ

				　　　法人自身が主体的に事業計画を立案することとなるため、活動の目的・内容や事業規模、事業期間を想定することが比較的容易である。　　

				積立可能な期間）最長10年を目安。期間の変更については、止むを得ざる理由に基づく場合を除いて、原則一回限り認める。 キカン サイチョウ ネン メヤス キカン ヘンコウ ヤ エ リユウ モト バアイ ノゾ ゲンソク イッカイ カギ ミト

				定期提出書類 別表C(5)の記載例 テイキ テイシュツ ショルイ ベツ ヒョウ キサイ レイ												積立に際しての留意事項等 ツミタテ サイ

				 特定費用準備資金の名称
 （貸借対照表科目名）		将来の特定の活動の名称		当該活動の内容 トウガイ カツドウ ナイヨウ		計画期間
（事業年度）		当該活動の
実施予定時期 トウガイ カツドウ ジッシ		積立限度額の算定方法 ツミタテ ゲンド

				50周年記念事業準備資金		50周年記念事業		令和13年度に財団設立50周年を迎えるため、令和13年度に使用する50周年記念事業を実施するための公益目的事業会計費用及び法人会計管理費として積立てる。		10年間 ネンカン		令和13年度		設立50周年記念として実施する各種事業の経費の見積額の合計額を積立限度額とした。令和3年度に実施した設立40周年記念事業に関する実績額を参考にして以下の金額を見積り、その合計額を積立限度額とした。
会場費200万円、講師料60万円、印刷製本費(ポスター、チラシ等)160万円、旅費交通費100万円、通信運搬費60万円、雑費20万円　合計600万円 レイワ ネン ド ジッシ カン ジッセキ イカ キンガク ゴウケイ エン エン トウ エン エン エン エン エン		計画期間が、ガイドラインで目安とされている10年間を超える場合は、事業計画を説明していただくことがあります。 ケイカク キカン メヤス ネン アイダ コ バアイ ジギョウ ケイカク セツメイ

				建物修繕費用準備資金		建物修繕費用 タテモノ		長期修繕計画で令和28年度に実施を予定している建物大規模修繕のための費用として積立てる。 レイワ ド ジッシ ヨテイ タテモノ		25年間 ネンカン		令和28年度		業者より提示された見積総額××万円を積立限度額とした。 ソウガク マンエン		計画期間がガイドラインで目安とされている10年間を超えていることから、一般的には適当ではありません。事業の性質上特に必要があり、個別の事情について案件毎に判断された結果、認められた場合に限られます。 ケイカク キカン メヤス ネン アイダ コ イッパンテキ ジギョウ セイシツジョウ トク ヒツヨウ コベツ ジジョウ アンケン ゴト ハンダン ケッカ ミト バアイ カギ

				定期提出書類 別表C(5)の記載例 テイキ テイシュツ ショルイ ベツ ヒョウ キサイ レイ												積立に際しての留意事項等 ツミタテ サイ

				 特定費用準備資金の名称
 （貸借対照表科目名）		将来の特定の活動の名称		当該活動の内容 トウガイ カツドウ ナイヨウ		計画期間
（事業年度）		当該活動の
実施予定時期 トウガイ カツドウ ジッシ		積立限度額の算定方法 ツミタテ ゲンド

				事務所移転費用準備資金		事務所移転		現在の事務所の賃貸借契約終了に伴い、令和13年度に予定している事務所移転のための費用として積立てる。 レイワ ネンド ヨテイ		10年間 ネンカン		令和13年度		移転先の事務所の工事費（前回移転時の工事費実績に基づき算定）×××円
運搬費（前回移転時の運搬費実績に基づき算定）×××円 モト サンテイ		今年度は受賞に該当する者がなく、来年度へ賞金を繰り越す場合の積立なども考えられます。 コンネンド ジュショウ ガイトウ モノ ライネンド ショウキン ク コ バアイ ツミタテ カンガ

				奨学金事業準備資産 ジギョウ シサン		奨学金事業 ジギョウ		新規に、令和×1年度から令和×10年度において、大学生を対象とする奨学金事業を実施する予定であり、当該事業の円滑な実施のために積立てる。 レイワ ネンド ダイガクセイ タイショウ キン ジギョウ ジッシ ヨテイ トウガイ ジギョウ エンカツ ジッシ		10年間 ネンカン		令和×1年度
～令和×10年度		募集する奨学生：〇名 ／年
給付額：△△円／年・人
事業実施期間：10年間／人
として、〇名×△△円×10年間　を積立限度額とする。 ボシュウ ショウガク セイ メイ ネン キュウフガク エン ニン ジギョウ ジッシ キカン ネン カン メイ ネンカン		新規事業としてセミナーを開催するための積立や、毎年開催しているセミナーについて参加者の増加や規模拡大を予定していてその会場確保のための積立なども積立可能と考えられます。 シンキ ジギョウ カイサイ ツミタテ マイトシ カイサイ サンカ モノ ゾウカ キボ カクダイ ヨテイ カイジョウ カクホ ツミタテ ツミタテ カノウ カンガ

				研究員雇用準備資産 ジュンビ		シンクタンク事業		シンクタンクとしての組織拡大と機能の充実を図るため、研究員を雇用する費用に充てる。
中期経営計画（令和×1～×9年度）に基づいて研究者の雇用計画を推進する。 レイワ モト		9年間 ネンカン		令和×1
～令和×9年度		特任研究員を×名雇用することとし、
月額給与：〇〇千円／人／月
法定福利費：△△円／人／月
昇給率：□％／年
として、×名に関する給与・法定福利費の9年分を積立限度額とする ショウキュウ リツ トシ カン		公益目的事業に従事する職員や管理部門の職員のための研修費用や、専門知識・技能を持つ高い賃金の職員を雇用する計画なども考えられます。 コウエキ モクテキ ジギョウ ジュウジ ショクイン カンリ ブモン ショクイン ケンシュウ ヒヨウ センモン チシキ ギノウ モ タカ チンギン ショクイン コヨウ ケイカク カンガ

				システム保守費用積立資産		システム更新に伴う保守費用 コウシン		令和×1年度に実施予定のシステム更新に伴う令和×1年度以降5年間のシステム維持のための保守費用支出に備えるもの。 レイワ コウシン		5年間 ネンカン		令和×1年度
～令和×5年度		ベンダーによる見積もりの結果、5年間通算の保守費用合計は××百万円、そのうち公益事業に関わるものは、3分の2相当の△△百万円であることから、△△百万円を積立限度額とする。



		２．①将来の収入の減少が確実に見込まれる場合 ショウライ シュウニュウ ゲンショウ カクジツ ミコ バアイ

				特徴）対象事業は既存事業のみ。 トクチョウ タイショウ ジギョウ キゾン ジギョウ

				　　　過去の実績等及び将来見込みから収入減少の見込みを明示する必要がある。

				積立可能な期間）最長5年分。期間の変更については、止むを得ざる理由に基づく場合を除いて認めない。 キカン サイチョウ ネンブン

				定期提出書類 別表C(5)の記載例 テイキ テイシュツ ショルイ ベツ ヒョウ キサイ レイ												積立に際しての留意事項等 ツミタテ サイ

				 特定費用準備資金の名称
 （貸借対照表科目名）		将来の特定の活動の名称		当該活動の内容 トウガイ カツドウ ナイヨウ		計画期間
（事業年度）		当該活動の
実施予定時期 トウガイ カツドウ ジッシ		積立限度額の算定方法 ツミタテ ゲンド

				資格認定事業積立資金		資格認定事業		当事業では複数種類の資格検定試験を実施しており、その組合せにより事業収入が多い年と少ない年を繰り返す傾向にある。経常増減額がプラスとなった事業年度に積立て、マイナスになった事業年度に取崩して講習会費用等に充当し、安定的かつ持続的に事業を行えるようにする。 ジギョウ フクスウ オオ ジギョウ ヒヨウ トウ オコナ		5年間 ネンカン		過去の実績から、経常増減額がプラスとなる令和×1年度、同×3年度及び同×4年度に積立を行い、同じくマイナスになると予想される令和2年度及び令和5年度に取崩す。 カコ ジッセキ レイワ ネンド ドウ ネンド オヨ ドウ ネンド オナ ヨソウ レイワ オヨ レイワ ネンド		講習会開催経費1回当り　××万円
（会場費××万円、謝金××万円、旅費交通費××万円、印刷製本費××万円）
開催回数　〇回/年　
→　××万円×〇×5年を積立限度額とする。 アタ マン マン マン マン マン マン

				奨学金事業積立資産 キン		奨学金事業 キン		事務所ビルの家賃収入を奨学金の原資にしているが、当該ビル建替時の3年間は収入が見込めないことから、現在の奨学金事業を維持するために積立てる。 ジム ショ ショウガクキン コガネ ゲンシ トウガイ キン イジ ツミタ		3年間 ネンカン		令和×1年度
～令和×3年度		令和×年度事業計画書における奨学金事業等の年間予算××万円の3年間分 レイワ キン		寄附者が減少することへの備えとしての積立なども考えられます。 キフ シャ ゲンショウ ソナ ツミタテ カンガ

				学術集会等準備資金		学術集会、〇〇協議会、△△研修会の実施費用		令和5年度から令和7年度までの学術集会、〇〇協議会、△△研修会の参加料について減額が決定したため、当該減額分を補填するための積立を行う。 レイワ ネンド トウガイ		3年間 ネンカン		令和5年4月
～令和8年3月		学術集会収入減額　××万円×3年度分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇〇協議会収入減額　××万円×３年度分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△△研修会収入減額　××万円×３年度分
の合計額を積立限度額とする。 マン キョウギカイ マン ガク ゲンド ガク



		２．②将来に収入の安定性が損なわれるおそれがあり、専ら法人の責に帰することができない場合 ショウライ シュウニュウ アンテイセイ ソコ モッパ ホウジン セキ キ バアイ

				特徴）対象事業は既存事業のみ。 トクチョウ タイショウ ジギョウ キゾン ジギョウ

				　　　上記の通常型では対応できないと主張する法人から、その理由（特定費用準備資金の必須要件である目的、規模、期間のそれぞれについて、対応不能とした背景、経緯、事情等）について、 ジョウキ ツウジョウガタ タイオウ シュチョウ ホウジン リユウ トクテイ ヒヨウ ジュンビ シキン ヒッス ヨウケン モクテキ キボ キカン タイオウ フノウ ハイケイ ケイイ ジジョウ トウ

				　　　理事会、評議員会又は社員総会、監事等の認識を踏まえ説明を求める。

				　　　事業の安定性・継続性が損なわれる場合のデメリットについて、法人に具体的かつ明確な説明（可能な限り定量的に）を求める。

				　　　原稿の特定費用準備資金による緩和をさらに限定的に緩和する措置であるため、法人には毎年度結果御報告を求める。 ゲンコウ トクテイ ヒヨウ ジュンビ シキン カンワ ゲンテイテキ カンワ ソチ ホウジン マイネンド ケッカ オ ホウコク モト

				規模）収入の安定性が損なわれることについて、蓋然性の高さに係る見込みに基づく積立限度額の明示が必要である。 キボ ガイゼンセイ タカ カカ ミコ モト ツミタテ ゲンド ガク メイジ ヒツヨウ

				積立可能な期間）最長5年分であり、合理的であること。期間の変更については、止むを得ざる理由に基づく場合を除いて認めない。 キカン サイチョウ ネンブン ゴウリテキ

				定期提出書類 別表C(5)の記載例 テイキ テイシュツ ショルイ ベツ ヒョウ キサイ レイ												積立に際しての留意事項等 ツミタテ サイ

				 特定費用準備資金の名称
 （貸借対照表科目名）		将来の特定の活動の名称		当該活動の内容 トウガイ カツドウ ナイヨウ		計画期間
（事業年度）		当該活動の
実施予定時期 トウガイ カツドウ ジッシ		積立限度額の算定方法 ツミタテ ゲンド

				〇〇事業準備資金 ジギョウ		〇〇事業 ジギョウ		政策変更に伴う補助金の削減により、収入の安定性が損なわれることが想定されることから、事業を安定的に継続するために積立てる。 セイサク ヘンコウ トモナ ホジョキン サクゲン シュウニュウ アンテイセイ ソコ ソウテイ ジギョウ アンテイテキ ケイゾク ツミタ		5年間 ネンカン		令和×1年度
～令和×5年度		令和×1年度～令和×5年度における補助金の削減見込額××万円を積立限度額としている。 ホジョキン サクゲン ミコ ガク マンエン

				△△事業準備資金 ジギョウ		△△事業 ジギョウ		新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、事業計画で予定していたイベントを中止した。今後も同様の理由により当該事業の安定性が損なわれることが想定されることから、事業を安定的に継続するために、開催を見込んで今年度に受け取っていた寄附金や補助金を特定事業準備資金として積み立てる。 シンガタ カンセンショウ カクダイ トモナ ジギョウ ケイカク ヨテイ チュウシ コンゴ ドウヨウ リユウ トウガイ ジギョウ		5年間 ネンカン		令和×1年度
～令和×5年度		今年度にイベント開催を見込んで受け取っていた寄附金及び補助金の合計額から、開催中止までに生じた費用額を控除した残額を積立限度額としている。 コンネンド カイサイ ミコ ウ ト キフキン オヨ ホジョキン ゴウケイ ガク カイサイ チュウシ ショウ ヒヨウ ガク コウジョ ザンガク

				奨学金事業準備資産 ジギョウ シサン		奨学金事業 ジギョウ		対象者が大学に在籍している期間を奨学金支給期間としているが、当法人の主要収入源が株式配当であり、過去の配当政策から今後も配当額が減少となる可能性が高い。仮に減配となった場合に、奨学金事業を継続できない事態が生じかねないため、そのような事態を防ぐため積立てる。 タイショウシャ キン シキュウ ホウジン カコ ハイトウ セイサク コンゴ ハイトウ ガク ゲンショウ カノウセイ タカ カリ キン ジギョウ ケイゾク ジタイ		4年間 ネンカン		令和×1年度
～令和×4年度		予算上見込んでいる配当収入がゼロになった場合を想定し、翌年度始に在籍予定の奨学生の残余期間に見合う奨学金合計額を積立限度とする。この金額は毎年度再設定する。令和×年度の奨学生は××名を予定しており、××万円を積立限度額としている。 レイワ ド ショウガク セイ ヨテイ マン		左記は、保有する株式の財源が一般正味財産である場合を前提としています。指定正味財産である場合は、既に寄附者等により使途が制約されていることから、特定費用準備資金とすることは適切でないと考えます。 サキ ホユウ カブシキ ザイゲン イッパン ショウミ ザイサン バアイ ゼンテイ シテイ ショウミ ザイサン バアイ スデ キフ シャ トウ シト セイヤク トクテイ ヒヨウ ジュンビ シキン テキセツ カンガ

				□□事業準備資金 ジギョウ		□□事業 ジギョウ		A国において□□事業を予定していたが、A国において紛争が生じたため、当該事業の実施を中止した。当該紛争が終了すると見込まれる5年後に同事業を再開する目的で、今年度の事業に充当する予定だった資金を特定事業準備資金として積み立てる。 クニ ジギョウ ヨテイ クニ フンソウ ショウ トウガイ ジギョウ ジッシ チュウシ トウガイ モクテキ コンネンド ジギョウ ジュウトウ ヨテイ シキン		5年間 ネンカン		令和××年度		今年度の予算書に基づき算定した、□□事業のための資金の合計額から、中止までに既に生じていた費用額を控除した残額を積立限度額としている。 コンネンド ヨサンショ モト サンテイ ジギョウ シキン ゴウケイ ガク チュウシ スデ ショウ ヒヨウ ガク コウジョ ザンガク
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（参考）POSSに基づく特費の事例

		※薄い緑のセルは、逆特費と思われるものです。 ウス ミドリ ギャク トク ヒ オモ

		法人コード ホウジン		法人名 ホウジン メイ		事業年度 ジギョウ ネンド		 特定費用準備資金の名称
 （貸借対照表科目名）		将来の特定の活動の名称		当該活動の内容 トウガイ カツドウ ナイヨウ		計画期間
（事業年度）		当該活動の
実施予定時期 トウガイ カツドウ ジッシ		積立限度額の算定方法 ツミタテ ゲンド

		A001125		公益財団法人日本食肉流通センター		令和2年度		特定施設修繕基金		大規模修繕等		平成２７年度からの新棟施設整備基金の積立てを円滑に行うため、今後１０年間に見込まれる大規模修繕等に備えてあらかじめ資金を造成しておくことにより、次の特定の施設修繕を計画的に実施していくことを目的とする。
１．施設の老朽化を原因とする予定価格が１千万円以上になると考えられる修繕
２．フロンガスを含む冷媒の漏洩防止及び冷媒変更のための修繕		10年間 ネンカン		平成２７年度～令和５年度 レイワ		積立限度額：１１億３５８０万円
別紙のとおり、新棟施設整備基金の積立期間中に見込まれる特定の施設修繕に要する経費を積み上げて算定した。

		A001243		公益財団法人放送文化基金		令和2年度		50周年事業積立金		50周年事業		放送文化基金の設立５０周年（令和６年２月１日）を迎えるにあたり、半世紀にわたる当基金の歩みを振り返るとともに、今後一層放送文化を豊かなものにしていく契機となるよう記念事業を実施する。		5年間 ネンカン		令和元年度～令和5年度		現在実施している助成事業の記念事業分として助成額の拡大１,５００万円
全国制作者フォーラム、研究報告会、放送文化基金賞のいずれかを記念事業として拡大実施８００万円（計画額は設立３０、４０周年事業の実施値に基づき算出）
職員の在宅勤務等の事務局の環境整備のための経費として７００万円


		A001359		公益財団法人予防接種リサーチセンター		令和2年度		調査研究事業積立金資産		予防接種調査研究事業		安全で有効な予防接種を推進するため、安全なワクチンの確保とその方法等を研究し、そ
の成果を国民の公衆衛生向上及び増進に寄与することを目的に公益財団法人予防接種リ
サーチセンターの事業として公募する。（3年毎に3課題の研究の公募を行っているが、特
定費用準備資金を積み立て、次回公募時に２課題多く公募を行う。）当初予定では3年計画の最終年度の令和2年度に全額取り崩しを行う予定であったが、1課題の研究者が国の新型コロナウイルス感染症クラスター対策業務のため、研究が実施出来なくなり、翌年度に研究を延期することとなったため、令和2年度末で研究費の1課題分の250万円分は令和3年度に取り崩すこととした。		7年間 ネンカン		平成30年度～令和2年度		対象の研究助成は1課題につき3年にわたる研究助成費用として750万円
（1年250万円が3年分の合計として750万円）とし、2課題分の1,500万円を
積立限度額とする。
平成30年度　予防接種調査研究助成金　250万円×2課題＝500万円
平成31年度　予防接種調査研究助成金　250万円×2課題＝500万円
令和 2年度　予防接種調査研究助成金　250万円×2課題＝500万円

		A001359		公益財団法人予防接種リサーチセンター		令和2年度		公益目的事業積立金資産		公益目的事業		公益目的事業実施における新型コロナウイルス感染症予防対策を契機として、事業継続に必要なテレワークを実施するために使用する機器の整備のため、セキュリティ対策を施した外部から内部ネットワークへの通信機能を持ったノートパソコン（モバイルパソコン）を導入する。		2年間 ネンカン		令和2年7月		費用は、想定するテレワークに対応出来る仕様の中からヒューレットパッカード製ノートパソコン（Ｗｅｂでのカスタマイズ構成見積）を参考に、1台当り176,000円の7台分で1,232,000円を積立限度額とする。なお、当財団の会計規程により資産計上対象外（1台当りの金額が20万円未満）となるため、事業費の備品経費とする。

		A001359		公益財団法人予防接種リサーチセンター		令和2年度		調査研究事業積立金資産②		予防接種調査研究事業		安全で有効な予防接種を推進するため、安全なワクチンの確保とその方法等を研究し、その成果を国民の公衆衛生向上及び増進に寄与することを目的に公益財団法人予防接種リ
サーチセンターの事業として3年毎に3課題の研究の公募を行っているが、令和3年度から始まる3年にわたる研究公募を行った結果、新型コロナウイルスの予防接種に関する研究など、応募が多数あったため、研究2課題の3年分の追加研究助成のための調査研究特定費用準備資金②を積み立て、研究助成を拡大する。		3年間 ネンカン		令和3年度～令和5年度		対象の研究助成は1課題につき3年にわたる研究助成費用として750万円
（1年250万円が3年分の合計として750万円）とし、2課題分の1,500万円を
積立限度額とする。
令和3年度　予防接種調査研究助成金　250万円×2課題＝500万円
令和4年度　予防接種調査研究助成金　250万円×2課題＝500万円
令和5年度　予防接種調査研究助成金　250万円×2課題＝500万円

		A001465		公益社団法人日本フィランソロピー協会		令和2年度		普及啓発事業等積立資金		フィランソロピー活動３０周年記念事業及び情報システムの更改		当協会がフィランソロピーの推進活動を始めて以降、「フィランソロピー元年」、「ボランティア元年」や「CSR元年」など様々な出来事が発生し、様々な活動団体が増加。平成33年度（2021年度）は、当協会がフィランソロピーに関する活動を開始して30周年であることから、それを記念し、改めて当協会の理念である「民主主義の健全な育成」に向け、全国規模の普及・啓発を実施する。		6年間 ネンカン		平成30年度～平成33年度		事業に係る費用の積算に基づき算定。
・フィランソロピー30周年記念事業70,000,000円
・情報システム更改　　　　　　　　　30,000,000円　　計100,000,000円

		A001465		公益社団法人日本フィランソロピー協会		令和2年度		コロナ禍経営安定化資金		コロナ禍経営安定化資金(公益）		コロナ禍影響に伴って収入減が見込まれる中、人件費、委託費、事務所賃借料、他付随費用		3年間 ネンカン		令和2年度～令和4年度		■①2019年度第四半期におけるコロナ禍により事業延期となり、コロナ収束後実施見込部分：1200万円
2019年度第4四半期にかけて実施を予定していた事業がコロナにより開催できなかったため、コロナ終息後に同等の事業を行うための資金として積立
■②安定資金 人件費及び事務所賃借料の1か月分：600万円(公益550万円、管理50万円)                                                                      * R2年度に公益550万を積立、同年中に4,422,288円充当したため差額の1,077,712円を特費に積立 　　　　　　　　　　　　　計13,077,712円(①12,000,000円、②1,077,712円）


		A001465		公益社団法人日本フィランソロピー協会		令和2年度		コロナ禍経営安定化資金		コロナ禍経営安定化資金(管理）		コロナ禍影響に伴って収入減が見込まれる中、人件費、委託費、事務所賃借料、他付随費用		3年間 ネンカン		令和2年度～令和4年度		■安定資金 人件費及び事務所賃借料の1か月分：600万円(公益550万円、管理50万円)                    * R2年度に管理50万円を積立、同年中に481,218円充当したため差額の18,782円を特費に積立                                　　

		A001470		公益社団法人劇場演出空間技術協会		令和2年度		特定費用準備金		JATET劇場演出空間技術展2022		令和2年度はJATET創立30周年となり、当初の計画では2020年12月にJATETフォーラム2020/21を開催予定であったが、新型コロナウイルスの影響により劇場での開催を断念し、セミナープログラムを番組コンテンツとして制作し、インターネット配信によるフォーラムを開催することとした。しかし、新型コロナウィルスが影響して、令和2年度中にはコンテンツの制作及び編集が完了せず、実際の配信事業は令和3年度に実施することとした。このため、令和2年度中の事業費がほとんど発生せず、平成30年度に積立のJATETフォーラム2020用の特定費用準備金250万円は令和3年度に取り崩すこととした。令和3年度に予定していたJATET劇場演出空間技術展2021は、技術展2022として令和4年度に開催することで計画を進める。		7年間 ネンカン		JATET劇場演出空間技術展2022を令和4年度に開催予定として計画を進める。開催場所は未定。																																				令和2年度のJATETフォーラム2020/21は、コロナ禍の影響により2年越しの事業となり、平成30年度に積立の特定費用準備金250万円は、令和3年度に取り崩すことになった。令和元年度に積み立てたJATET劇場演出空間技術展2021用の特定費用準備金120万円は、令和4年度の開催予定に変更した技術展2022に使用する予定とする。令和2年度については、特定費用準備金の積立は行わない。

		A001476		公益社団法人日本表面真空学会		令和2年度		周年記念事業引当預金		周年事業		合併5、10，15周年記念出版を実施する。		10年間 ネンカン		令和5年、令和10年、令和15年		合併5周年記念出版事業費用：200万円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合併10周年記念出版事業費用：200万円　                                                 　　　　　　　　　　　　　合併15周年記念出版事業費用：200万円

		A001476		公益社団法人日本表面真空学会		令和2年度		国際会議引当預金ISSP		国際会議事業ISSP		2019年度実施の国際会議（ISSP2019）開催のための費用に充当する。当該国際会議は2年ごとに、本学会が主催する国際会議であり、海外からの参加者を含め、多数の参加が期待される。		7年間 ネンカン		令和3年、令和5年		過去の実績費用に基づく
国際会議会議場費用：200万円
アブストラクト印刷費：50万円
参加登録委託費：250万円

		A001490		公益財団法人持田記念医学薬学振興財団		令和2年度		40周年記念助成金等準備資金		40周年記念助成金等及び40周年記念助成事業等		2023（令和5）年度に財団設立40周年を迎えるため、2023（令和5）年度に使用する40周年記念助成金等、40周年記念助成事業等を実施するための公益目的事業会計費用及び法人会計管理費として積立てます。		4年間 ネンカン		2023（令和5）年度から2024（令和6）年度を予定		2013（平成25）年度30周年記念時の記念助成金等の実績90,000,000円を基に、運用益を含めて100,000,000円を積立て限度額とします。


		A001559		公益財団法人伊藤記念財団		令和2年度		研究助成事業積立資金		研究助成事業		本財団の基幹事業である研究助成事業の拡大と安定化を目的として積立てる。		8年間 ネンカン		平成31年度から令和7年度までの7年間		過去の年間研究助成額の最低金額10,000千円に拡大額10,000千円を加えた20,000千円を年間積立限度額とし、期間を10年間として20,000千円×10年間の総計200,000千円を積立限度額とする。

		A001560		公益社団法人日本眼科医会		令和2年度		90周年記念事業積立資産		創立90周年記念事業		目の身体障害者手帳を受けている方の3大疾病である、緑内障、糖尿病網膜症、加齢黄斑変性症について講演による啓発活動を行う		5年間 ネンカン		令和3年		会場費、講師謝金、旅費交通費、通信運搬費、消耗品費、印刷製本費等

合計：12,000,000円

		A001567		公益財団法人原子力安全研究協会		令和2年度		環境放射線（能）に関する調査研究積立金		環境放射線（能）分析及びモニタリング事業		国による中間貯蔵施設の整備が進められていることから、区域内及び周辺の放射線量の状況を調査し、周辺環境への影響を把握することが必要である。本業務は、中間貯蔵施設区域及び周辺地域における空間線量率や土壌調査等を実施し、その結果等について評価・検討を行う。		7年間 ネンカン		令和８年度		環境放射線（能）分析及びモニタリング研究施設に係る資機材等経費（食品・環境放射能測定装置、環境放射線分析器、空間線量測定器等9,400万円）、設備等経費（分析場建設費用（土地及び建物6億6,000万円）合計7億5,400万円を目標積立額とする。また、平成30年度まで研究積立金で積み立てていた2億6,760万円をR1年度に本積立金に積み替えを行った。

		A001622		公益財団法人ＮＩＲＡ総合研究開発機構		令和2年度		2020年記念事業資金		2020年記念プロジェクト		世界が日本に注目する東京オリンピック・パラリンピックに合わせて、日本で国際的なフォーラムを開催し、われわれが直面する現状の課題が何かを把握するとともに、将来に向けた市場経済、政治、そして、社会の在り方の道筋を示すことで、変革期にある世界の安定に向けてメッセージを発出する。		6年間 ネンカン		平成31年度～令和3年度		本プロジェクトに係る費用は、給与手当25百万、諸謝金3百万、旅費交通費7百万、PR費用5百万円、印刷費等4百万円、ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ費用等11百万円の合計55百万円を見込んでいる。

		A001622		公益財団法人ＮＩＲＡ総合研究開発機構		令和2年度		海外連携事業資金		グローバル・マイ・ビジョン プロジェクト		主に日本国内の諸問題について５人の識者の意見を発信する「わたしの構想」をよりグローバル化し、国内外への発信を強化するプロジェクト。
世界経済の見通し、自由貿易の行方、中国経済の動向といった、各国に共通する重要課題について、それぞれの国の識者に論じてもらい、定期的な発信を行う。アジア、欧州、米国などの各国から識者を５名程度選出して行う予定。		6年間 ネンカン		平成30年度～令和4年度		本プロジェクトに係る費用は、給与手当810万円、諸謝金2,025万円、旅費交通費450万円、編集･翻訳費450万円、印刷費585万円、PR費用180万円を見込んでいる。

		A001622		公益財団法人ＮＩＲＡ総合研究開発機構		令和2年度		知識ネットワーク構築事業資金		東西知識人のネットワーク構築プロジェクト		アジア、日本が直面する課題が何であるかを共有し、それへの対応策を議論し、政策に生かすための仕組みを構築する。年に１回、フォーラムを開催し、アジア、日本が直面する１０大リスクについて議論する。		9年間 ネンカン		令和元年度～令和8年度		本プロジェクトに係る費用は、給与手当42百万、諸謝金9.6百万、印刷費4.9百万、委託費4.2百万円、ﾌｫｰﾗﾑ費等10.5百万円の合計71.2百万円を見込んでいる。

		A001622		公益財団法人ＮＩＲＡ総合研究開発機構		令和2年度		政策共創の場の構築事業資金		政策共創の場の構築事業		政策に関する議論の場を幅広く提供するため、様々な分野の専門家に政策についての考えを提示してもらう場を構築する。専門家への「問い」を外部から広く募集し、該当する分野の専門家に短めの論考の提出を依頼する。		7年間 ネンカン		令和2年度～令和7年度		本プロジェクトに係る費用は、給与手当8.6百万、諸謝金9.5百万、印刷費6百万、委託費22.9百万円の合計47百万円を見込んでいる。

		A001622		公益財団法人ＮＩＲＡ総合研究開発機構		令和2年度		調査体制とデータベースの構築事業資金		調査体制とデータベースの構築事業		様々な手法を駆使し、科学的知見に基づいた提言を発出するための調査体制とデータベースの構築を図る。		3年間 ネンカン		令和3年度～令和4年度		本プロジェクトに係る費用は、給与手当1.5百万、印刷費0.5百万、委託費8百万円の合計10百万円を見込んでいる。

		A001639		公益財団法人中部科学技術センター		令和2年度		科学の祭典積立資金		青少年のための科学の祭典（名古屋大会・東三河大会）		次世代層の科学技術への関心と理解増進を図るため、多くの青少年が実験や工作を通じて科学技術の楽しさや面白さを体験し、発見する喜びや感動を実感できる機械を地域の理科教師、諸団体、産業界等と協力して開催する。		9年間 ネンカン		毎年１０月（名古屋大会）と１月（東三河大会）に実施		平成２５年度以降７年間の会場設営費や印刷費等の費用に基づく。

		A001639		公益財団法人中部科学技術センター		令和2年度		中部サイエンスネットワーク積立資金		中部サイエンスネットワーク		理科・科学好きな人材を輩出し続けるために、地域で開催されるサイエンスイベント等の情報を収集・体系化し、小・中学生をはじめ一般の人々へ提供するとともにサイエンスイベント等に関わる個人・団体等のネットワークを形成し、地域における科学技術に関する普及啓発活動の有機的、効果的な連携を図る。		11年間 ネンカン		通年実施		平成２９年度以降１０年間において当該事業の実施に必要な旅費及び委託費等の経費見積に基づく。

		A001723		公益社団法人日本キリスト教海外医療協力会		令和2年度		60周年記念事業準備資金		創立60周年記念事業		当初計画：2020年（令和2年）に創立60周年記念事業として、記念集会開催、活動紹介DVD製作等を行う。支援者への感謝を表すとともに、活動の成果をわかりやすく伝え、より多くの支援者を得る機会とすることを目的とする。
→新型コロナウイルス感染拡大により、集会や海外渡航を伴う事業実施が困難になったため、理事会で次のように計画を変更した。2021年（令和3年）に啓発のための絵本製作、2022年（令和4年）に活動紹介DVD製作を行う。記念集会は開催しない。		10年間 ネンカン		令和2年度→令和3年度及び令和4年度に変更		記念集会　700,000円　東京及び関西で開催
活動紹介DVD製作　3,500,000円　2カ国で撮影　15分×2本のDVD
（平成22年の50周年記念事業の実績をふまえて算定）
→以下のとおり変更する。
啓発絵本製作　1,834,000円
活動紹介DVD製作　2,366,000円　2カ国で撮影　15分×2本のDVD

		A001723		公益社団法人日本キリスト教海外医療協力会		令和2年度		使用済み切手運動60周年記念事業準備資金		使用済み切手運動60周年記念事業		2024年（令和6年）に使用済み切手運動60周年記念事業として、記念集会を開催する。協力者への感謝を表すとともに、より多くの人が使用済み切手収集による国際協力活動に参加するよう周知する機会とする。		11年間 ネンカン		令和6年度		記念集会　2,000,000円　東京及び関西で開催
（会場費、講師謝礼、交通費、チラシ印刷・郵送費等）
平成26年の50周年記念事業の実績をふまえて算定）

		A001752		公益財団法人船井情報科学振興財団		令和2年度		奨学事業記念資金		15周年記念奨学事業及び20周年記念奨学事業		15周年記念事業として10名、20周年記念事業として平成28年度以降奨学事業対象者の増員を行い、奨学事業の充実を図る。なお、2021年度から5年間4人ずつ増員を実施する。
		10年間 ネンカン		平成2７年度及び平成28年度以降の各年度		令和2年度末の奨学事業記念資金が4億8513万円の算定根拠（解消計画）は以下のとおりである。

2021年度　
1年目の人授業料　40000ドル/年、生活費3000ドル/月で7か月、サマースクール上限10000ドルだが利用者が少なく0.2人が利用すると想定（2000ドル/人）、支度金50万円/人、飛行機代25万円/人（往復支給）、対象者4人、
　　　＊今期から生活費を3000ドル/月に引き上げ
　　　　＊為替1ドル＝110円
2022年度　
1年目の人　授業料　40000ドル/年、生活費3000ドル/月で7か月、サマースクール上限10000ドルだが利用者が少なく0.2人が利用すると想定（2000ドル/人）、支度金50万円/人、夏季交流会3000ドル/人、飛行機代25万円/人（往復支給）、対象者4人
2年目の人　授業料　50000ドル/年、生活費3000ドル/月で12か月、夏季交流会3000ドル/人、対象者4人
＊為替110円
2023年度
　1年目の人　授業料　40000ドル/年、生活費3000ドル/月で7か月、サマースクール上限10000ドルだが利用者が少なく0.2人が利用すると想定（2000ドル/人）、支度金50万円/人、夏季交流会3000ドル/人、飛行機代25万円/人（往復支給）、対象者4人
2年目の人　授業料　50000ドル/年、生活費3000ドル/月で12か月、夏季交流会3000ドル/人、対象者4人
　3年目の人　授業料　20000ドル/年、生活費3000ドル/月で5か月、夏季交流会3000ドル/人、奨励金1500ドル/半期、対象者4人
　　＊支援期間2年終了後は、半期ごとに研究奨励金1500ドルを支給
　　＊為替1ドル＝110円
2024年度
    1年目の人　授業料　40000ドル/年、生活費3000ドル/月で7か月、サマースクール上限10000ドルだが利用者が少なく0.2人が利用すると想定（2000ドル/人）、支度金50万円/人、夏季交流会3000ドル/人、飛行機代25万円/人（往復支給）、対象者4人
2年目の人　授業料　50000ドル/年、生活費3000ドル/月で12か月、夏季交流会3000ドル/人、対象者4人
　3年目の人　授業料　20000ドル/年、生活費3000ドル/月で5か月、夏季交流会3000ドル/人、奨励金1500ドル/半期、対象者4人
　4年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル/人
　　＊為替110円
2025年度　　
　　1年目の人　授業料　40000ドル/年、生活費3000ドル/月で7か月、サマースクール上限10000ドルだが利用者が少なく0.2人が利用すると想定（2000ドル/人）、支度金50万円/人、夏季交流会3000ドル/人、飛行機代25万円/人（往復支給）、対象者4人
2年目の人　授業料　50000ドル/年、生活費3000ドル/月で12か月、夏季交流会3000ドル/人、対象者4人
　3年目の人　授業料　20000ドル/年、生活費3000ドル/月で5か月、夏季交流会3000ドル、奨励金1500ドル/半期、対象者4人
　4年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル/人
　　5年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル/人
　　＊為替110円
2026年度
2年目の人　授業料　50000ドル/年、生活費3000ドル/月で12か月、夏季交流会3000ドル/人、対象者4人
　3年目の人　授業料　20000ドル/年、生活費3000ドル/月で5か月、夏季交流会3000ドル、奨励金1500ドル/半期、対象者4人
　　4年目・5年目・6年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル/人、対象12名
　　＊為替1ドル＝110円
2027年度
　　まる6年でPh.D.取得と想定しているので、7年目の人は上半期のみ研究奨励金1500ドル取得。帰
りの飛行機代も加算。
3年目の人　授業料　20000ドル/年、生活費3000ドル/月で5か月、夏季交流会3000ドル、奨励金1500ドル/半期、対象者4人
　　4年目・5年目・6年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル、対象12名
　　7年目　研究奨励金1500ドル、帰りの飛行機代25万円、対象4人
　　＊為替1ドル＝110円
2028年度
４・５・6年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル、対象12人
7年目　研究奨励金1500ドル、帰りの飛行機代25万円、対象4人
　　＊為替1ドル＝110円
2029年度
    5・6年目の人  研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル、対象8人
　　7年目の人　研究奨励金1500ドル、帰りの飛行機代25万円、対象4人
　　＊為替1ドル＝110円
2030年度
　　6年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル、対象4人
　　7年目の人　研究奨励金1500ドル、帰りの飛行機代25万円、対象4人
　　＊為替1ドル＝110円
2031年度
　　7年目の人　研究奨励金1500ドル、帰りの飛行機代25万円、対象4人
　　＊為替1ドル＝110円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


		A001795		公益財団法人佐藤陽国際奨学財団		令和2年度		30周年記念事業特定資産		30周年記念事業		設立30周年の事業として、記念事業やリビジットプログラムを実施して財団のネットワークを強化する。事業の内容と金額は下記の通りである。ホームカミングデー及び記念式典　30,000,000円
リビジットプログラム　　　　　　　　　 30,000,000円
                                          合計60,000,000円		11年間 ネンカン		第19事業年度（令和8年度）　設立30周年		2016年度に実施した20周年記念事業の実績金額をベースに算定した。

		A001817		公益財団法人国際花と緑の博覧会記念協会		令和2年度		国際園芸博覧会出展事業積立資産		国際園芸博覧会出展事業		2022年開催予定のアルメール国際園芸博覧会（フロリアード2022）における日本国政府出展に協力する。		4年間 ネンカン		令和元年4月1日～令和4年3月31日		旅費交通費（渡航費）1,000,000円、委託費（出展企画業務委託料）9,000,000円、負担金・会費（出展業務負担金）10,000,000円

		A001817		公益財団法人国際花と緑の博覧会記念協会		令和2年度		法人運営安定化資産		安定した公益目的事業実施		安定した公益目的事業実施		4年間 ネンカン		令和2年4月1日から令和5年3月31日まで		助成金支出20,000,000円、委託費20,000,000円、負担金会費20,000,000円

		A001833		公益社団法人日本理容美容教育センター		令和2年度		技術大会事業積立資金		全国理容美容学生技術大会		学生の技術向上及び理容教育並びに美容教育の啓発普及を図るために技術大会を開催するための資金。		16年間 ネンカン		毎事業年度　地区大会7月～8月　　全国大会　11月		・地区大会
　　北海道、東北、関東、東京、信越北陸、東海、近畿、大阪、中国、四国、九州にて
　　1,600,000,000円を予定。
・全国大会にて800,000,000円を予定。

		A001865		公益財団法人自動車リサイクル促進センター		令和2年度		情報システム刷新準備資金		情報システムの刷新等		平成３５年度（予定）における情報システム刷新のために実施する平成３３年度から平成３５年度にかけての調査・業務設計、詳細設計・開発・移行、稼働検証・調整等		11年間 ネンカン		積立金の取崩期間である令和３年度から令和５年度までの３年間		当該活動は、情報システムの初期構築時と同様の作業が想定される。従って、初期構築時に要した額のうち本財団の資金管理センター、再資源化支援部及び情報管理部のシステム構築等に要した額（約１４２億円）のうち料金で負担することが見込まれる金額（７１．４４億円）が積立限度額となる。

		A001885		公益社団法人日本道路協会		令和2年度		世界道路会議準備引当資産		世界道路会議事業活動		世界道路協会（通称ＰＩＡRＣ、本拠地仏国）が主催する第26回世界道路会議に出席し、各国と道路に関する会議・情報交換を行うとともに、技術展示会に出展して日本の道路技術の海外展開を支援する。(4年に1回開催)		10年間 ネンカン		平成27年度、令和元年度、令和5年度		　一回当り　　30百万円
　床代　　　　　　　　4,000,000円　（過去実績　  3,861千円）
　展示作成費　　  25,000,000円　（過去実績　33,610千円）
　旅費　　　　　　　　1,000,000円　（過去実績　  1,077千円）

		A001885		公益社団法人日本道路協会		令和2年度		日本道路会議準備引当資産		日本道路会議事業活動		日本道路会議は、道路の行政、建設、維持管理、都市計画及び道路交通に取り組んでいる全国の関係者が参画して、道路に関する広範な問題について研究成果を発表し、意見を交換する道路界における我が国最大の会議であり、昭和２７年以降隔年毎に開催している。		14年間 ネンカン		平成２７年度、平成２９年度、令和元年度、令和３年度、令和５年度、令和７年度、令和９年度		一回当り　１5百万円
会場備品等借上費　　10,000,000円　（過去実績　8,357千円）

論文集発行費　　　　  5,000,000円 　（過去実績　5,864千円）

		A001885		公益社団法人日本道路協会		令和2年度		国際交流事業活動準備引当資産		国際交流事業活動		ＰＩＡＲＣ、ＩＲＦ、ＲＥＡＡＡなど国際機関及び海外の技術専門家との意見交換会等を開催するほか、関連する国際会議への参画を通して日本の道路技術の向上を図る。		10年間 ネンカン		平成２８年度～令和６年度		単年度当り、１２百万円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30年度PIARC総会経費
　・会場備品等借上費　　　　８，０００，０００円　　　　　・総会経費　　１５，０００，０００円
　・現場視察費　　　　　　　　 　 　５００，０００円
　・印刷・交通費等事務費　　３，５００，０００円

		A001885		公益社団法人日本道路協会		令和2年度		技術交流促進事業準備引当資産		技術交流促進事業活動		日本道路協会の会員をはじめ道路関係者等の知識、見識の向上と理解を深めるため、セミナーや講演会等を開催して道路施策に関する最新の動向に関する情報を提供するとともに、道路に関するニーズを的確に把握する。		12年間 ネンカン		平成２８年度～令和８年度		単年度当たり８百万円
　　・会場備品等借上費　　　 ２，０００，０００円
　　・講師謝金費　　　　　　 　 ２，０００，０００円
　　・印刷、交通費等事務費　４，０００，０００円

		A001885		公益社団法人日本道路協会		令和2年度		執務室等防災耐震化事業準備引当資産		執務室耐震化等事業		執務室及び倉庫の防災耐震化のための修繕、補強などを行う。		5年間 ネンカン		平成３０年度～令和３年度		単年度当たり4００万円
　　・執務室ＯＡフロアー化（防災）　　4００万円
　　・倉庫の耐震補強化（耐震）　　　 3００万円

		A001885		公益社団法人日本道路協会		令和2年度		講習会等システム化事業準備引当資産		講習会等システム化事業		講習会、会員等申請・受付、請求書作成などの業務のシステム化等を行うことより業務の効率化を図る。		7年間 ネンカン		平成３０年度～令和５年度		単年度当たり８００万円
　　・システム構築　  ５００万円
　　・データ移行等　　３００万円
　　

		A001913		公益財団法人日本レクリエーション協会		令和2年度		地域事業普及促進強化積立資産		地域事業普及促進強化		都道府県レクリエーション協会等で行われる公益事業をより普及・促進するために、当該協会の運営状態を分析し。事業自体への支援、機能の合理化及び運営体制の見直し、経営とガバナンスに対する意識の高い運営者の育成等を行う。令和2年度に予定していた事業については、コロナ禍の影響により実施できなかったため、計画予定期間を1年延期した。		9年間 ネンカン		令和２年度		毎年、５～１０の都道府県レクリエーション協会について、地域事業の普及促進に向けた強化策を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０都道府県　X　５００，０００円＝５，０００，０００円

		A001913		公益財団法人日本レクリエーション協会		令和2年度		人材養成・活用促進事業積立資産		人材養成・活用促進事業		子どもたちの体力向上や高齢者・障がい者の健康・生きがいづくり等に資するレクリエーション活動及び研修プログラムを、公認指導者を活用して無償提供する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    この無償提供するレクリエーション活動の幅を広げ、指導にあたる公認指導者の質を高めるための研修を行う。令和2年度に予定していた事業については、コロナ禍の影響により実施できなかったため、計画予定期間を1年延期した。		10年間 ネンカン		令和元年度		①年間３６５件の無償提供。１件あたり１２，０００円程度の謝金（税・交通費込み）を支給　　　　　　　　　  　３６５件　X　１２，０００円＝４，３８０，０００円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ②毎年、東京にて講師トレーニングを実施　６２０，０００円

		A001923		公益社団法人アジア産業技術交流協会		令和2年度		実習生交流会館開設資金		実習生交流会館を設置する		アジア諸国の技能実習生と多様な世代・様々な産業分野の一般人が双方向に作用して学び、アジア諸国の技能実習生が異国の地で相互に影響し合ってアジア各国と日本の文化を学び、日本とアジア諸国の言語・文化が相互に作用する、互いに影響し合う情報に溢れた会館を設置する。		5年間 ネンカン		令和3年度 レイワ ネンド		内装費（本店移転に伴い、同じ場所に設置）
パーティーション・天井補強工事・受付カウンター　　1,600,000

パソコン・パソコンブース　　　　　　　　　　　　　　　　　　550,000

机・椅子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,250,000

プロジェクター・スクリーン・マイク等　　　　　　　　　　　330,000

配線等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　270,000

　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,000,000

		A001997		公益財団法人医療機器センター				ＩＣＴシステム整備引当資産		ＩＣＴシステム整備		積極的な広報活動や情報提供・パブリシティ活動及びＩＣＴシステムを活用した教育・人材育成活動等を実施するため、当財団のＷＥＢシステムを改修する費用に充てる。
【H31(R1)追加】
テレワーク等業務効率化に資するICTシステムの整備・充実に向けて活動を行っていく
【R2変更】
令和３年度からの第二期中期経営計画に基づき、広報活動・デジタル化推進等を積極的かつ継続的に行っていくために未整備であるＩＣＴシステムの充実に向けて活動する		9年間 ネンカン		平成28年度から令和5年度		【変更前】
ＷＥＢシステム改修費用の見積書を徴し、端数を除いた金額を積立限度額とした。
Webサイト企画構成・デザイン等700,920円、コーディング等費用306,504円
教育用受講受付管理システム6,048,000円、受講管理システム（ｅラーニング+Webﾃｽﾄ）
3,024,000円
【H30変更後】
当初平成３０年度までの計画であったが、広報活動等を積極的かつ継続的に行っていくために未整備であるＩＣＴシステムの充実に向けて活動する。
見積書内容　講習会WEB申込システム2,559,600円、HP製作費5,471,064円、
ICTシステム基盤整備マネジメント費9,180,000円
【H31(R1)追加】
テレワーク対応ノートPC及び会計機関連クラウドシステム化費用の見積を徴し、その金額を積立限度額とした。
テレワーク用ノートパソコン１５台1,487,475円、会計機クラウド費用3,230,700円
【R２変更後】
ＨＰ制作5,471,064円及びＩＣＴ整備にかかる体制整備プロジェクト等10,170,000円の見積額を算出しその金額を積立限度額とした
HP製作費5,471,064円、ICTシステム基盤整備マネジメント費10,170,000円

		A001997		公益財団法人医療機器センター				ハブ機能強化引当資産		ハブ機能強化		第二期中期経営計画における「人財及び情報のハブ機能の明確化・強化」を実現すべく、財団の機能強化と外部組織との連携強化のための活動を行う		4年間 ネンカン		令和３～５年度		若手研究者支援にかかる人件費・研修費等費用及び助成金、医機なびのイベント等にかかる費用、機能強化のために必要な人材を雇用する人件費等の見積額を算出し、その金額を積立限度額とした
若手研究者支援等人件費謝金（給与+法定福利費）16,296,440円、助成金9,000,000円、人財研修費5,775,000円、WEBサイト構築等1,994,850円、広報パンフレット費用1,541,910円研修費医機なびイベント費用11,484,000円（限度額9,000,000円）

		A001997		公益財団法人医療機器センター				特任研究員雇用引当資産		シンクタンク事業		別紙３「２．（１）公益目的事業について［１］事業の概要について」に記載のアの事業において、シンクタンクとしての組織拡大と機能の充実を図るため、若手研究者や企業等を退職したシニア研究員を雇用する費用に充てる。
当該事業に関しては平成27～29年度に行うこととしていたが、当財団の中期経営計画（平成28～32年度）において「今後当財団が果たすべき役割と取組」を掲げておりその中の「事業化支援」「シンクタンク」「教育・人材育成」に関連してそれらを推進する必要性があることから若手・シニア研究者の雇用計画を平成32年度まで推進することとする。
【令和２年度変更】
令和３年度からの第二期中期経営計画（R３～R７）に則り、事業化支援・シンクタンク機能強化を推進する必要性があることから若手・シニア研究者の雇用計画を令和７年度まで推進することとする 		11年間 ネンカン		平成28年度～令和7年度		【変更前】
特任研究員を3名雇用することとし、給与・法定福利費を算出し、その約3年分
月額給与：350千円／人
法定福利費：27年度-626,755円／人、28年度-634,399円／人、29年度-642,043円／人として３名分×３年間分を限度額とした。
【変更後】
特任研究員を3名雇用することとし、給与・法定福利費を算出し、その3年分とする
月額給与：350千円／人／月
法定福利費：54,468円／人／月として、３名分×３年間分を積立限度額とした。
（社会保険料率変更のため）
【H30年度変更後】
令和元年度より、シンクタンク事業の拡張による研究員不足の解消のため特任研究員を4名雇用することとし、給与370千円・法定福利費57,647円／人／月、通勤費として４名分×２年間分を積立額とする。
【令和２年度変更後】
特任研究員を７名雇用することとし、給与等（法定福利費含）を算出、その５年分とする

		A001997		公益財団法人医療機器センター				認証審査員雇用引当資産		認証事業		別紙３「２．（１）公益目的事業について［１］事業の概要について」に記載のイの事業、指定高度管理医療機器等の製品認証(認証事業）の推進において、認証審査員（専門知識の習得と模擬審査の経験からなる資格要件を満たす長期のトレーニングを要する）を確保する必要があることから雇用計画を推進することとする		4年間 ネンカン		令和２～４年度		認証審査員を２名雇用することとし、給与・通勤手当・法定福利費等を算出しその３年分
月額給与：550千円／人、賞与年額：1740千円／人、通勤手当：13千円／人、法定福利費年額：240千円/人として２名×３年間分を限度額とした

		A001997		公益財団法人医療機器センター				35周年記念事業引当資産		３５周年記念事業		社会環境の大きな変化の中、これからの当財団に期待される役割や社会的使命も変化していくことを踏まえ、今後の当財団への期待を産官学臨のステークホルダーからヒアリングし取りまとめる調査事業を行うとともに３５周年記念誌として出版し、次期中期経営計画の礎とする
		3年間 ネンカン		令和２年度		産官学臨のステークホルダーからヒアリングし取りまとめる調査事業として可視化調査費用5,092,109円及び記念誌印刷代1,562,000円の見積書を徴し、その金額を積立限度額とした

		A002023		公益財団法人オイスカ				海外環境保全積立資産（旧海外環境保全準備資金）		海外環境保全事業		開発途上国の農山漁村地域での環境保全を目的とした森林整備活動を行う。近隣自治体の職員や住民を集めた環境保全に関するセミナーも開催する。		11年間 ネンカン		平成22年4月～令和3年3月		積立の原資としては21年度海外環境保全準備資金（78百万円）と法人移行時に組み換えた基本財産分（20百万円）を充てる。

（算出根拠）
インドネシア、フィリピン、タイ、フィジー、バングラデシュにおけるマングローブ植林事業
資機材費　17,500,000円
旅費交通費　7,000,000円
燃料費　2,800,000円
現地謝金手当　7,500,000円
役務費　13,150,000円
印刷製本費　150,000円
通信運搬費　750,000円
会議費　750,000円
修繕費　2,700,000円
保険料　600,000円
雑費　100,000円
計　5300万円
出資者（梅田登氏）の意向により、マングローブ植林については当初より規模を拡大して実施することとしたため、算出根拠額が認定申請時より増額された（23年度修正済）。

中国内モンゴル地区での植林事業
資機材費　13,700,000円
旅費交通費　3,200,000円
燃料費　1,000,000円
現地謝金手当　7,400,000円
役務費　2,000,000円
印刷製本費　80,000円
通信運搬費　2,400,000円
光熱水料費　5,000,000円
修繕費　300,000円
賃借料　1,800,000円
保険料　250,000円
雑費　30,000円
計　3500万円

いずれも21年度実績より算定した

		A002023		公益財団法人オイスカ				「子供の森」計画積立資産（旧「子供の森」計画準備資金）		「子供の森」計画事業		これまで育成してきた当事業推進にかかる人材の技術向上を目的としたセミナーの開催、また海外の子どもたちを本邦へ招聘し先進的な環境への取り組みを行う日本の子どもたちとの交流などを行う。				平成22年4月～令和3年3月		原資として平成21年度特定資産である「子供の森」計画準備資金（153百万円）を充てる。

１．過去の同様の事業の開催経費から算定し、年度毎のセミナー開催、子ども招聘にかかる旅費、滞在費、交流費等の費用としてそれぞれ500万円／年を予定している。

　セミナー開催（10名、2週間を予定）
　　内訳　旅費交通費　2,800,000円
　　　　　　会議費　　　　　500,000円
　　　　　　滞在費　　　　　500,000円
　　　　　　賃借料　　　　　300,000円（車両借り上げ）
　　　　　　燃料費　　　　　100,000円
　　　　　　消耗品費　　　 100,000円
　　　　　　諸謝金　　　　　100,000円
　　　　　　印刷製本費　　150,000円
　　　　　　資機材費　　　 200,000円
　　　　　　保険料　　　　　150,000円
　　　　　　雑費　　　　　　 100,000円

２．子ども招聘事業（子ども8名、同行者2名、3週間程度を予定）
　　内訳　旅費交通費　2,500,000円
　　　　　　滞在費　　　　　500,000円
　　　　　　会議費　　　　　500,000円
　　　　　　体験活動費　　300,000円
　　　　　　賃借料　　　　　300,000円（車両借り上げ）
　　　　　　燃料費　　　　　200,000円
　　　　　　消耗品費　　　 100,000円
　　　　　　諸謝金　　　　　100,000円
　　　　　　印刷製本費　　100,000円
　　　　　　資機材費　　　 150,000円
　　　　　　保険料　　　　　150,000円
　　　　　　雑費　　　　　　 100,000円
３．「子供の森」計画に参加する国と地域、学校等の拡大のための調査・調整にかかる費用　300万円
　　　　　内訳　
　　　　　　旅費交通費　１,8000,000円
　　　　　　滞在費　　　　　550,000円
　　　　　　会議費　　　　　500,000円
　　　　　　保険料　　　　　 50,000円
　　　　　　雑費　　　　　　100,000円　　　　

		A002023		公益財団法人オイスカ				人材育成技術協力研修積立資産（旧人材育成技術協力研修準備資金）		人材育成技術協力研修事業		開発途上国からの研修生を受入、本邦にある当法人所有の研修センターにおいて1年乃至3年間の研修を行う。年間50名程度の研修生の派遣希望が海外の協力機関より出されており、それらの期待に応えるため当資金より取り崩して毎年6名分程度を実施する。研修内容としては農業一般、農業指導者育成等を予定している。		11年間 ネンカン		平成23年4月～令和3年3月		積立の原資としては、21年度特定資産である人材育成技術協力研修準備資金（177百万円）を充てる。
平成21年度までの実績から、研修生の渡航費約10万円、滞在費約100万円、手当36万円、保険料約5万円、講師謝金約50万円など経費として年間1名あたり200万円程度が必要となる。本人材育成技術協力研修積立資産より年間6名、当面経常収支において資金難と想定される5年間で計30名程度の受入れを予定している。当初計画より資金難が深刻化したため計画期間を前倒しした。

		A002023		公益財団法人オイスカ				国内環境保全積立資産（旧国内環境保全準備資金）		国内環境保全事業		富士山麓の病害虫を受けた地域の森づくり事業ならびに東日本大震災で被災した宮城県名取市の海岸林再生事業に資する																																		
																																		
																																				11年間 ネンカン		平成21年4月～令和3年3月		積立の原資としては21年度特定資産である国内環境保全（38百万円）を充てる。不足する分を24年度以降に積み増す。
海岸林再生プロジェクト10か年支出計画
平成23年4月～令和4年3月
給与手当　　　115,800,000円
旅費交通費　　73,000,000円
通信運搬費　　11,500,000円
会議費　　　　　15,400,000円
滞在費　　　　　　4,200,000円
体験活動費　　　9,000,000円
資機材費　　　　28,600,000円
消耗品　　　　 　10,000,000円
修繕費　　　　　　5,500,000円
広報費　　　　　　4,600,000円
燃料費　　　　　 11,000,000円
賃借料　　　　　　8,000,000円
諸謝金　　　　　 17,900,000円
委託費　　　　　 93,000,000円
雑費　　　　　　　42,000,000円
その他　　　　　　50,500,000円
　　　　　　合計　500,000,000円

		A002023		公益財団法人オイスカ				60周年記念事業準備資産		オイスカ創立60周年記念事業		2021年(平成33年)に迎える60周年を記念する事業に支出
記念式典の開催
60周年市の発刊		6年間 ネンカン		平成28年～令和3年		記念誌発行
記念行事
20,000,000円

		A002031		公益社団法人日本鍼灸師会				周年事業積立資産		設立周年記念市民公開講座		本会設立5年ごとに市民公開講座として公衆衛生向上のための講演会を参加無料で開催する。経費を300万円とし平成27年度から毎年60万円ずつ5年間積み立てる。		6年間 ネンカン		令和2年度		経費の積算根拠：会場費100万、講師料30万、印刷製本費(ポスター、チラシなど)80万、旅費交通費(スタッフ)50万、通信運搬費30万、雑費10万　合計300万

		A002031		公益社団法人日本鍼灸師会				75周年事業積立資産		設立周年記念市民公開講座		本会設立5年ごとに市民公開講座として公衆衛生向上のための講演会を参加無料で開催する。経費を300万円とし令和2年度から毎年60万円ずつ5年間積み立てる。		6年間 ネンカン		令和2年度		経費の積算根拠：会場費100万、講師料30万、印刷製本費(ポスター、チラシなど)80万、旅費交通費(スタッフ)50万、通信運搬費30万、雑費10万　合計300万

		A002034		公益社団法人農業農村工学会				周年記念事業積立資産		創立100周年記念事業		定款第５条第２号、第４号及び第６号の事業のうち、創立100周年を記念して実施する活動を目的とする。		10年間 ネンカン		創立100周年を記念して実施する活動時期		５０百万円（創立８０周年記念事業の実績額に準じた金額）

		A002034		公益社団法人農業農村工学会				周年記念事業積立資産		創立９０周年記念事業		定款第５条第２号、第４号及び第６号の事業のうち、創立９０周年を記念して実施する活動を目的とする。		4年間 ネンカン		創立９０周年を記念して実施する活動時期		５０百万円（創立８０周年記念事業の実績額に準じた金額）

		A002037		公益財団法人トヨタ財団				50周年記念事業積立金		トヨタ財団設立50周年記念事業		令和6年10月に迎える設立50周年を記念した事業（記念シンポジウム・50年史発行等）を実施		8年間 ネンカン		令和6年10月前後		30年史編纂費(総額136百万円・2003～2005年度)、40周年記念国際会議開催関係費(総額29百万円・2014～2015年度)をもとに、50周年記念事業に相応しい事業規模として以下のとおりの金額を見込む
(1)50周年史編纂 40百万円
   取材・原稿作成・翻訳 10百万円
   編集・印刷・送料 15百万円
   助成対象者データＤＶＤ作成 5百万円
   別冊インタービュー集等制作 10百万円
(2)国際シンポジウム開催 10百万円
(3)記念助成 50百万円

		A002078		公益社団法人日本滑空協会				滑空スポーツ公益基金		日本滑空選手権大会、準備及び開催		日本の滑空スポーツ統括団体として、2005年の第20回大会以来中断している日本滑空選手権大会を再開し、FAI World gliding championship にナショナルチームとして参加することを目的とする。		10年間 ネンカン		令和6年		日本選手権開催時1000万を準備する

		A002080		公益財団法人中村積善会				奨学積立金（100周年）		１００周年記念奨学事業		【変更前】公益認定時の積立目的
　次の(ｲ)(ﾛ)の目的で積立限度額15億円を計画し、2020/3月期末残高1,383百万円を積立てた。
　　(ｲ)当法人100周年(2047年)記念奨学事業として奨学生100名(600百万円)記念募集する。
　　(ﾛ)中村積善会ビル建替(2046年)期間中の賃貸収入がゼロとなる期間も、滞りなく奨学金を支給
       できることを目的に積立する。(900百万円)

【変更後】
　　(ｲ)奨学積立金
　　上記(ｲ)100周年記念奨学事業計画は継続し、残高483百万円(残高1,383-取崩900)を継承する。

　　[上記(ﾛ)は貸地事業化で不要となり、計画中止。残高900百万円は新設する特定費用準備資金
     (奨学準備金)に繰入し、貸地事業へ移行の当初10年間の奨学金に充当する。]

奨学積立金2020年度(令和2年度)末の残高は、483百万円 とする。

　
　　　
  		22年間 ネンカン		　令和29年（2047年）		1.　計画
　(ｲ)100周年記念事業奨学金（2013年度計画を継続して実施する）
　　1）積立限度額の算定 (積立限度額600百万円)
　　　法人設立100周年（2047年）に100周年記念奨学金として募集する。
　　　2047年に100周年記念奨学金を「100名」募集し、10年間支給する。
　　　　給費　600千円／年　×　100名　×　10年＝600百万円(積立限度額)
　　2）要積立額
　　　①2021年度～2030年度・・・積立金額ｾﾞﾛ（本件事業変更当初10年間は収入半減の為)
　　　②2031年度～2040年度・・・年間積立額 12百万円(2031年度から地代収入増加する為）　
　　3）年間積立額の算定（2031年度から積立開始)
　　　(原則方針）
  　  積立限度額600百万円　　　2020年度残高483百万円（要積立金額117百万円)
　　　117百万円÷10年＝11.7百万円　→　年間積立額 12百万円。

　(ﾛ)
　　上記変更前(ﾛ)「2046年建替期間中の奨学金支給資金の計画」は中止とする。この積立金残高900百万円は、新設する特定費用準備資金(奨学準備金)に繰入する。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2.　その他
※下記表　「1. 控除対象財産における特定費用準備資金並びに公益目的事業比率における当期積立額及び取崩額の計算」表の2019年度（令和元年度）の積立額、取崩額の入力方法について。
　①2019年度末積立残高1,383百万円　
　②ｼｽﾃﾑ入力都合で、表の開始を2019年度（令和元年度）とし、積立額を1,383百万円　取崩額ゼロと入力することで残高を1,383百万円と合わせた。

奨学積立金2020年度(令和2年度)末の残高は、483百万円 とする。　
　　        　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  
  


		A002080		公益財団法人中村積善会				奨学準備金		　事業変更後10年間の奨学金充当資金		　貸地化事業の当初10年間は受取地代が半額となる。毎期支給する奨学金支給資金を補填し滞りなく奨学金を支給できるよう本年度に一括して資金を積立する。（毎期積立てるのではなく、初年度に一括積立し、以降、毎期取崩をしていく為の「特定費用準備資金」である。

1.　繰入計画(一括)　
　　2020年度   繰入額1,656百万円　
　　　　　　 　（公益再建積立金595百万円+奨学積立金900百万円+公益建物売却代金161百万円）

2.　取崩計画                                           　   <取崩額>　　　  　<残高>
　  ①2020年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　106百万円　　　1,550百万円
　　②2021年度～2029年度　160百万円×9年= 1,440百万円　　 　110百万円 
　　③2030年度　                                            110百万円　　　　　 0百万円
　　   取崩合計                                             1,656百万円           0百万円

奨学準備金2020年度(令和2年度)末の残高は、1,550百万円　とする。




　　
  
　
		11年間 ネンカン		　令和2年（2020年）		1.　貸地事業化当初10年間の事業総要資(積立限度額1,656百万円の算定)
　　賃貸借契約による当初10年間の地代は240百万円/年であり、事業費用総額400百万円/年
　　で計画すると、初年度106百万円、2年目以降毎年160百万円、最終年度110百万円不足する。
　　奨学準備金の積立限度額を10年間の不足総額(106+160×9+110=)1,656百万円とする。
　　

2.　奨学準備金の原資
　　貸地化で不要となった下記積立金と建物売却代金を繰入原資とする。
　　①再建積立金(公益)　　595百万円
　　②奨学積立金(公益)　　900百万円(建替時用奨学資金)
　　③建物売却代金(公益) 161百万円　　　　　　　　　　　　　
　　  合計繰入額          　1,656百万円 (積立限度額)
　　
  （11年目から地代収入年506百万円と倍増する為、資金不足なく公益事業規模を更に拡大できる）


3.　下記表1の2020年度（令和2年度）の積立額、取崩額の入力方法
　下記表・・・「1. 控除対象財産における特定費用準備資金並びに公益目的事業比率における当期積立額及び取崩額の計算」
　①実際の額　2020年度積立額(繰入額)1,656百万円　取崩額106百万円（残高1,550百万円）　
　②ｼｽﾃﾑ都合で上記①の入力ができず、積立額1,550百万円　取崩額ｾﾞﾛと入力し、残高1,550百万円に合わせた。

奨学準備金2020年度(令和2年度)末の残高は、1,550百万円　とする。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上　

  
  


		A002102		公益財団法人古都飛鳥保存財団				記念誌等事業積立金		歴史的風土保存活用事業		当法人設立50周年を迎える令和3年度を目途に記念誌の発行、飛鳥保存の普及啓発事業として1,000部発行予定		10年間 ネンカン		令和3年度		事業費目標を2,000万円と定め、10ヶ年をかけ造成を目指す。
年額200万円×10ヶ年＝2,000万円

		A002378		公益財団法人東洋食品研究所				研究棟建物修繕費用準備積立資金		研究棟本館修繕費用		研究棟本館築３０年後の大規模修繕費用積立資金		25年間 ネンカン		令和20年度（2038年度）		長期修繕計画書（見積書）

		A002387		公益財団法人みずほ教育福祉財団				助成事業安定化資金		初等中等教育並びに高齢者福祉にかかる助成事業（公益目的事業）		初等中等教育（へき地教育及び特別支援教育）に対する助成事業、並びに社会福祉事業（高齢者福祉に係るボランティア活動資金助成事業等）や配食サービス用小型電気自動車寄贈事業に係る助成事業（公益目的事業）		5年間 ネンカン		令和２年度～令和６年度		基本財団（60％を公益目的財産として使用）の金融資産による運用益は、令和３年度～令和６年度の期間において、令和２年度対比、年間約４百万円（当該期間合計で約1７百万円）の全体収入減少が見込まれている。これを補填するための助成事業の安定化資金として、全体収入減少の約60％に相当する10百万円を積立限度とする。これにより、寄附金収入も加え、計画期間中、初等中等教育並びに配食用小型電気自動車寄贈）への助成事業は、毎年度2,700万円～3,000万円の規模を維持することが可能となる。

		A002391		公益財団法人損害保険事業総合研究所				保険学会事務局運営費用積立資産		日本保険学会事務局業務		日本保険学会は保険学に関し日本を代表する学会であり、学者、実務家の研究活動・研究発表の場となっているが、その支援の一環として、事務局業務を行う費用。
*日本保険学会事務局業務は、公益財団法人生命保険文化センターと7年交代で行うことになっており、損保総研での業務は平成28年度で一旦終了の後、次回は令和6年度からとなる。従って、この特定費用準備資金の取り崩しは、令和6年度以降に発生する。		15年間 ネンカン		令和6年度から令和12年度まで継続的に実施		実績に基づき年間経費1,800万円に7年を乗じて算定。
(1)事務局職員2名の人件費(事業主負担社会保険料、福利厚生費を含む）。
　1,160万円
(2)同物件費(2名分に対応する支払家賃、光熱費、通信費等）
　450万円
(3)事務局職員2名以外の当財団職員の人件費(事務局業務に関わる従事割合に基づき算出）
　190万円
なお、当該活動に係る特定資産の積立は、合計1億2,600万円を限度とするが、一部公益性と同時に共益性を併せ有していることから、1億2,600万円の5％（630万円）を共益事業分として積み立てる。

		A002391		公益財団法人損害保険事業総合研究所				国内教育研修事業運営費用積立資産		国内教育研修事業システム関連費用		｢働き方改革」の進展等により2019年度見込まれる、国内教育研修事業の若手受講者減少に伴う収入減に対応するため、同年以降に一定程度必要となる、損保講座を管理するシステムの維持・改修費用、通信講座で使用するe-learningシステムの使用料、および入力等事務作業を行う派遣職員費用に充当する。		7年間 ネンカン		平成31年度から令和5年度まで継続的に実施		システム関係費8,500千円／年、派遣職員費用4,600千円／年　計13,100千円／年
13,100千円／年×5年(平成31年度～令和5年度）＝65,500千円
なお、当該活動に係る特定資産の積立は、合計65,500千円を限度とするが、一部公益性と同時に共益性を併せ有していることから、65,500千円の5％（3,275千円）を共益事業分として積み立てる。


		A002411		公益財団法人一般用医薬品セルフメディケーション振興財団				助成費用準備資金		研究調査分野の助成応募者への助成費用支給		近年助成応募者は、薬系、医系のみならず、看護系、医療センターなど多職種からも応募があり、それに応えるために助成拡充を図る。		5年間 ネンカン		平成30年度から令和3度に継続的に実施予定		助成費用として8,000,000円を上限として算定

		A002450		公益社団法人日本フラワーデザイナー協会				日本ＦＤ大賞実施費用積立資産		日本フラワーデザイン大賞		会員、一般を問わず、日本最大規模のフラワーデザインのコンテストを実施。
審査のうえ入賞作品を決定後、一般の方に観覧してもらう事業である。

※令和2年度実施予定であったが、新型コロナの影響により未実施。実施予定が未定のため未使用のまま全額取崩		3年間 ネンカン		令和２年秋		2020年度秋に2019年2月に実施した「日本フラワーデザイン大賞」と同規模の開催を予定。
2019.2月実施時の支出総額約20,000,000円を積立限度額とする。

		A002450		公益社団法人日本フラワーデザイナー協会				花ファッションハウス修繕積立資産		花ファッションハウス修繕		　2011年（平成23年）5月に建設された花ファッションハウスについて、10年ごとを目安に壁面や屋上の防水加工を行う必要性があり、それに備えた積立を行う。
　工事費用見積には、壁面に設置された木製ルーバーや屋上を含む庭園の撤去費用が含まれるが、本計画においてはルーバーや庭園の再設置費用は含めていない。		7年間 ネンカン		令和７年度		業者より提示された見積金額に基づく

		A002468		公益社団法人日本顕微鏡学会				第4回東アジア顕微鏡学会議特定資金		第4回東アジア顕微鏡学会議特定資金		国際顕微鏡学会連合とアジア太平洋顕微鏡学委員会の協賛の下に開催し、東アジア地域の顕微鏡学の進歩と発展を図ることを目的としている。		6年間 ネンカン		令和3年度（当初平成31年度開催の予定だったが、再延期のため令和3年度開催予定となる。） サイ		若手研究者渡航発表奨励金（公募予定）
1,000,000円（100,000円×10名）

		A002468		公益社団法人日本顕微鏡学会				長舩記念特別研究奨励金特定資金		長舩記念特別研究奨励金		顕微鏡学に関連する研究領域で学術的意義が認められる若手研究者の研究に対し、研究奨励を行う。		4年間 ネンカン		平成30年度、平成31年度、令和2年度		2018年度：300,000円×5人＝1,500,000円
2019年度：300,000円×5人＝1,500,000円
2020年度：300,000円×5人＝1,500,000円


		A002520		公益財団法人内藤記念科学振興財団				助成事業拡大積立資産		2022年度、2023年度助成金事業		・「人類の疾病の予防と治療に関する自然科学」（以下「自然科学」という。）の研究の助成
・「自然科学」の進歩発展に顕著な功績のあった研究者に対する褒賞
・「自然科学」の研究を行う者の国内または海外留学の助成
・「自然科学」の研究を行う外国人の招聘の助成ならびに自然科学の研究を行うわが国の学者に対する海外派遣の助成
・「自然科学」に関する講演会の開催ならびに開催の助成		4年間 ネンカン		2022/4/1～2024/3/31		2020年度の公益目的事業収益は6億7,668万円、対する費用は6億767万円であり6,900万円の剰余金を生じた。
2019年度公益目的事業剰余金1,034万円とあわせ、これらを原資とする特定費用準備資金8,000万円を設定する。当該特定費用準備資金は2022年度、2023年度の公益目的事業において研究助成の採択件数を増やし、各年度において4,000万円を費消する予定である。

		A002580		公益財団法人日本建築衛生管理教育センター				財政基盤安定化基金		建築物における衛生的環境の確保に関する事業		建築物における衛生的環境の確保に関する事業に合致する内容とする。		4年間 ネンカン		平成29年度～平成32年度（平成27年度から32年度までの６年間の実績・将来見込みから、収入の減少が確実に見込まれる事業年度）		計画期間４年間の当期経常増減額見込額（29年度△1,008千円、30年度△7,533千円、31年度△44,602千円、32年度△46,494千円）を合算した99,000千円を積立限度額とした。

		A002580		公益財団法人日本建築衛生管理教育センター				50周年記念事業準備基金		建築物における衛生的環境の確保に関する事業		建築物における衛生的環境の確保に関する事業に合致する内容とする。		3年間 ネンカン		平成32年に設立50周年を迎え、設立50周年記念として各種事業を予定している。この事業では通常の予算では賄い切れない費用が見込まれるため、これに充てる準備資金として積み立てる。		設立50周年記念として実施する各種事業の経費の見積額の合計額を積立限度額としたものである。設立30周年記念事業を参考に試算した各種事業の経費の見積額として、記念式典費（15,500千円）、記念誌事業（4,500千円）を合計した20,000千円とした。


		A002580		公益財団法人日本建築衛生管理教育センター				国家試験問題作成支援システム準備資金		建築物における衛生的環境の確保に関する事業		建築物における衛生的環境の確保に関する事業に合致する内容とする。		4年間 ネンカン		試験問題作成支援システムの開発・作成（32年度）及び運用安定化のためのメンテナンス期間（33年度）として、平成30年度～平成33年度を予定している。		国家試験問題作成支援システムの開発・作成及び初期投資に係る経費の見積額の合計額を積立限度額としたものである。システムの開発・作成及び１年間の運用安定化のためのメンテナンスの経費の見積額として、システム開発・作成費（20,000千円）、試験問題データ化費（3,000千円）、初期メンテナンス費（5,000千円）を合計した28,000千円とした。

		A002580		公益財団法人日本建築衛生管理教育センター				国家試験インターネット受験申込システム準備資金		建築物における衛生的環境の確保に関する事業		建築物における衛生的環境の確保に関する事業に合致する内容とする。		4年間 ネンカン		国家試験のインターネット受験申込システムの開発・作成（32年度）及び運用安定化のためのメンテナンス期間（33年度）として、平成30年度～平成33年度を予定している		国家試験のインターネット受験申込システムの開発・作成及び初期投資に係る経費の見積額の合計額を積立限度額としたものである。システムの開発・作成及び１年間の運用安定化のためのメンテナンスの経費の見積額として、システム開発・作成費（32,000千円）、操作サポート費（5,000千円）、初期メンテナンス費（5,000千円）を合計した42,000千円とした。

		A002668		公益社団法人日本食肉格付協会				格付システム整備拡充特定費用準備資金		格付事業		　食肉の規格格付事業で使用しているBIS（牛格付）システム及びPIS（豚格付）システムは当該事業の実施に不可欠であり、今後、中長期的視点に立って同システムの安定的な保守・運営並びに生産者団体等の外部へのサービス向上及び公正かつ厳正な食肉格付の実施に必要な格付職員技術研修の効率化等を図るための新たな機能（「格付員研修システム（GTS)」等）を付加する必要がある。
　そのため、全面的にサーバー等ハードウェア及びソフトウェアの整備・更新を行う。
　また、食肉生産における生産性の向上や、食肉における消費者ニーズの多様化に伴い、新たに農林水産省が家畜改良増殖目標に示した方針には、「食味に関する科学的知見の更なる蓄積」が謳われており、具体的には、その主要な要素とされる脂肪内のオレイン酸含量などの数値化が必要となる。これらの情報を得て、生産者、流通事業者、消費者に対し格付情報に付加して提供すること、さらには輸出拡大をサポートできる基準の策定なども視野に入れ、測定機械の導入や格付システムとの連動性を構築、実現することで格付事業の拡大を図る。		10年間 ネンカン		平成２６年から令和５年		ハードウェアの整備拡充　　116百万円
ソフトウェアの整備拡充　　　150百万円
システムの展開　　　　　　　　２４百万円
格付情報に関連情報を付加するための対策　４０百万円

		A002712		公益財団法人杉野目記念会				特定費用準備資金①		財団設立50周年記念事業		記念講演会及び事業報告書の出版を予定。		7年間 ネンカン		令和6年（2024年）6月講演会、報告書出版		記念講演会　　　　 １，３００，０００円
（内訳：講演者旅費、謝礼１，０００，０００円、会場費１００，０００円、 ポスター等作製、受付等謝礼、 記録等２００，０００円）
記念レセプション　　５００，０００円　　　出版費　１，２００，０００円
事務費　　　　　　　  ５００，０００円　　　（会議、交通、案内状印刷、通信、事務費）

		A002712		公益財団法人杉野目記念会				特定費用準備資金②		助成事業		若手研究者の海外研修に対する助成、内外学識者の招聘・講演助成及び国際学術研究集会の助成等。		6年間 ネンカン		令和２年度～令和６年度		若手研究者の海外研修に対する助成：20万円ｘ3件/年＝60万円
内外学識者の招聘・講演助成：７万円ｘ2件/年＝14万円
国際学術研究集会の助成：30万円ｘ1件/年＝30万円
計　104万円/年ｘ５年間＝520万円

		A002748		公益財団法人京都新聞社会福祉事業団				福祉活動支援・「福祉号」贈呈準備資金資産		　京都新聞社会福祉事業団「福祉号」贈呈		　平成３０年４月に亡くなった京都市内の女性からの遺贈金をもとに、当事業団設立５５周年（令和２年３月）を記念して、京都、滋賀両府県に活動拠点を置く社会福祉施設・団体に「京都新聞社会福祉事業団『福祉号』」を贈呈する。令和元年度から３年間実施し、車いすが積載できる車両や各種活動・作業に活用する一般車両を提供する。贈呈先は、京都新聞紙面などで募集し、当事業団選考委員会規程に基づく選考委員会で決定する。これまで、車両助成は「京都新聞福祉活動支援事業」で購入費の一部を助成してきた。例年申請が多く、今回、記念事業として別枠で車両を贈呈する。		4年間 ネンカン		　令和元年度から３年度までの３年間		　積立限度額は４８００万円。令和元年度から３年度まで各年度１６００万円の予算で事業実施。各年度の事業費内訳は、車いす積載・普通車（ワゴン車）４７０万円×２台＝９４０万円、車いす積載・普通車２５０万円×１台＝２５０万円、軽自動車１５０万円×２台＝３００万円、軽自動車（バン型、トラック）１００万円×１台＝１００万円、通信・交通・選考委員謝礼など１０万円。

		A002751		公益財団法人財務会計基準機構				国際対応積立資産		IFRS財団（国際会計基準財団）への資金拠出による国際貢献		アジア・オセアニア地区サテライト・オフィスの東京設置に伴い増加が見込まれるIFRS財団への拠出金に充当し、会計基準の開発等における国際的な貢献を充実させる。		13年間 ネンカン		平成24年度以降毎年		サテライト・オフィス支援分として、平成24年度から令和3年度までの10年間合計で575,000千円を予定。
イ：平成24年度…初期費用75,000千円+運営費50,000千円＝125,000千円
（→平成24年度実績は、初期費用65,695千円+運営費50,000千円＝115,695千円。
　初期費用の減少により、全体計画も合計565,695千円となる）
ロ：平成25年度～令和3年度…各年度、運営費として50,000千円
尚、公益法人認可前の積立金についても、組み入れ時点で収支相償上の費用としてなくとも、
取崩時は収益として計上するという考え方に基づき、
2. 公益目的事業全体の収支相償における特定費用準備資金の当期積立額及び取崩額の計算
の表中にて公益法人認可前に計上した50,000千円を収支相償上の積立額に加算し、取崩時、
収支相償上の収益として計上する形とした。

		A002751		公益財団法人財務会計基準機構				保守費用対応積立資産		平成30年度システムリプレイスに伴う保守費用		平成30年度に実施予定のシステムリプレイスに伴う令和元年度以降5年間のシステム維持のための保守費用支出に備えるもの。		8年間 ネンカン		令和元年以降毎年		当初5年間通算の保守費用合計は204百万円、内公益事業に関わるものは、6分の5相当の170百万円としたが、契約ベンダーが決まり、詳細な見積もりの結果、
保守費用合計は190百万、内公益事業に関わる160百万円（6分の5相当）を積立限度額とする。


		A002751		公益財団法人財務会計基準機構				保守費用対応積立資産		ペーパレス会議用端末の導入に伴う保守費用				3年間 ネンカン		令和元年及び令和2年		レンタル業者の約款に基づき令和元年4月～令和3年3月末までの2年間の端末保守費として
合計12,600千円を積立限度額とする。


		A002751		公益財団法人財務会計基準機構				国際対応積立資産		国際会議（IFASS会議）開催費用		当財団の常勤委員が、会計基準設定主体国際フォーラム（IFASS）の議長に選任された。
任期は2 年間であり、議長国は任期中にIFASS会議を主催することになっており、この開催に係る費用を積立てる。
当初は令和2年度内に開催することを予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影響により日本での開催は令和3年度に延期された。		4年間 ネンカン		令和3年度		会場費等で合計11,600千円を積立限度額とする。


		A002751		公益財団法人財務会計基準機構				保守費用対応積立資産		リモートワークのためのITインフラ保守費用		令和5年度に実施を予定しているリモートワークのためのITインフラ構築に伴う、令和6年度以降5年間のシステム維持のための保守費用支出に備えるもの。		10年間 ネンカン		令和6年度以降毎年		5年間通算の保守費用合計は140百万円であり、内公益目的事業に関わるものは、6分の5相当の110百万円となる。
（→実施予定年度1年前を目途に、その時点での技術前提・システム環境をベースに、改めて詳細な見積を入手予定）

		A002751		公益財団法人財務会計基準機構				保守費用対応積立資産		令和5年度システムリプレイスに伴う保守費用		令和5年度に実施予定のシステムリプレイスに伴う令和6年度以降5年間のシステム維持のための保守費用支出に備えるもの。				令和6年度以降毎年		5年間通算の保守費用合計は180百万円であり、内公益目的事業に関わるものは、6分の5相当の150百万円となる。
（→実施予定年度1年前を目途に、その時点での技術前提・システム環境をベースに、改めて詳細な見積を入手予定）


		A002869		公益社団法人日本視能訓練士協会				協会設立50周年記念事業積立資金		協会設立50周年記念事業		協会設立50周年記念に伴う事業
　学会、記念式典、記念誌、ホームページなどの制作		3年間 ネンカン		令和4年12月（大会開催は令和3年11月）		50周年記念特別号（記念誌）　4,410,000円
50周年記念に関与するホームページ制作費用　330,000円
合計4,740,000円のうち4,000,000円を積立てる

		A002944		公益財団法人渡邉財団				30周年記念事業準備資金		30周年記念特別事業として研究助成特別枠の設定・30周年記念事業開催		設立より30周年を迎えるにあたり、第25回（平成30年度）より助成研究期間を延長した研究助成特別枠を設定し、30周年にあたる令和6年（2024年）3月には記念すべき特別事業を開催。その費用準備金として第23期（平成28年度）より積立準備。		8年間 ネンカン		平成30年度～平成35年度		積立限度額　25,500,000円
算定根拠
1.特別助成金　5枠　　23,000,000円
30周年記念特別助成2018（研究期間：H3104～R0403）1件　500万円
30周年記念特別助成2019（研究期間：R0204～R0503）1件　500万円
30周年記念特別助成2020（研究期間：R0304～R0603）1件　500万円
30周年記念特別助成2021（研究期間：R0404～R0703）1件　500万円
30周年特別助成金　1件　300万円

2.30周年記念事業費用　2,500,000円
講演者（２名）への謝金及び交通費　700,000円
会場費ほか　　　　1,500,000円
その他事務経費　　300,000円

		A002954		公益財団法人全国老人クラブ連合会				2022全国大会開催積立資産		2022年度全国老人クラブ大会		全国老人クラブ連合会が創立60周年を迎える2022年度に開催する全国老人クラブ大会（地元東京開催）の開催経費		5年間 ネンカン		2022年度（令和４年度）		参加費収入500万円-開催経費1100万円=▲600万円
【開催経費の概算内訳】
会場費・会議費450万円　配布印刷物等作成費270万円　警備等委託費120万円　消耗品費120万円
講演者等謝金80万円　通信運搬費50万円　旅費交通費10万円
合計：1100万円

		A002959		公益社団法人「小さな親切」運動本部				商標登録積立資産		商標権の更新の費用に備えて準備金を積み立てる		当法人は複数の商標権を所有しているため、その更新費用に備えて毎年積立を行う		10年間 ネンカン		令和8年		将来の特許費用を概算で算出

		A002981		公益財団法人どうぶつ基金				TNR事業積立資産		TNR地域集中プロジェクト		福岡・宮崎・大阪の3地域において協力病院医師等と連携し、TNR事業を集中的に実施する。		2年間 ネンカン		令和2年4月～令和3年3月(各月において2～3日間)		不妊手術単価：@5,000円/1匹
手術数見込：(福岡3,000匹＋宮崎3,000匹＋大阪3,000匹)=9,000匹
合計：@5,000円×9,000匹＝45,000,000円

		A003025		公益社団法人日本都市計画学会				研究交流支援積立資産		研究交流事業		本研究交流事業は、会員のみならず多くの都市計画に関わる人達や組織が、学・官・民を横断した研究組織を組成し、研究交流活動を行う事業であり、活動の成果が実際の都市計画やまちづくりに関わり、もって都市計画の発展と学会の社会的発言の強化に資することを目的とするものです。
具体には、活動期間2，3 年の研究交流活動テーマをHP 等で公募し、「研究交流事業審査会」で審査を行い、150 万円／件を上限に、年間の活動支援金総額300 万円の予算で交付します。
成果は本会の機関（例：学会誌、研究発表会）での報告を義務づけます。		8年間 ネンカン		令和3年度から		現在の「研究交流支援積立金」（12，000 千円）を用いるため、この金額が限度額となる。
その後の積立額が減少する段階では、事業予算が当該年度を含め2 ヶ年分確保出来る6，000 千円を限度額として積立する。


		A003039		公益財団法人スペイン舞踊振興ＭＡＲＵＷＡ財団				人材育成事業積立金		2021年第8回新人公演（20周年記念公演）		若手育成を目的とした、過去のコンクールファイナリストによる新人公演。		6年間 ネンカン		令和３年10月		内閣府立入調査により各事業に区分した。2021年財団設立20周年記念公演、「事業費1000万円（会場費、舞台費、出演料他）」、寄付金の減少に伴い6年間かけて事業費から積立。

		A003039		公益財団法人スペイン舞踊振興ＭＡＲＵＷＡ財団				コンクール準備資金		第11回CAFフラメンコ・コンクール		若手芸術家の育成を目指し、将来性のある舞踊家を発掘し、スペインでの研修機会を提供する為の対象者選考を目的とするコンクール。		5年間 ネンカン		令和3年2月		隔年で開催しているコンクール「事業費1千万円超（会場費、舞台費、海外研修費他」）、寄付金の減少に伴い4年間かけて事業費から可能な限り積立をする。


		A003039		公益財団法人スペイン舞踊振興ＭＡＲＵＷＡ財団				第11回CAFフラメンコ・コンクール演奏者手配積立資産		第 11 回 CAF フラメンコ・コンクール 		スペイン舞踊の演奏家を当財団で収集し、プロの評論家の意見を得ながら、コンクールの演
奏者として相応しい者を決定する。ギター、カンテ、パルマの三種の演奏者を手配する。 
本番当日の演奏に加え、事前の練習日についても対応する。演奏者への報酬は当財団が支払
い、コンクール出演者の負担を軽減する。 		4年間 ネンカン		令和2年度		本番演奏 1 人 5 万円×演奏者 3 名（ギター、カンテ、パルマ）×約 25 名（40 名の出演者の
うち希望者想定数）＋練習演奏 1 人 1 万円×演奏者 3 名×練習回数２回×25 名（希望者想
定数） 

		A003039		公益財団法人スペイン舞踊振興ＭＡＲＵＷＡ財団				第12回CAFフラメンココンクール準備資金		第12回CAFフラメンココンクール		若手芸術家の育成を目指し、将来性のある舞踊家を発掘し、スペインでの研修機会を提供する為の対象者選考を目的とするコンクール。		4年間 ネンカン		令和4もしくは5年度		隔年で開催しているコンクール（事業費1千万円超）。
新型コロナウイルスの影響で第11回が令和3年度に延期となり、第12回は令和5年度。
会場費、舞台費、賞金、海外研修費他。

		A003039		公益財団法人スペイン舞踊振興ＭＡＲＵＷＡ財団				ワークショップ開催積立資産		「ほんものを学ぶ」ワークショップ		芸術の質の向上を目的とした、本物のフラメンコを学ぶ機会を提供するワークショップ。		4年間 ネンカン		令和4～5年度		スペインから講師・アテンドを招聘し、東京と名古屋で5日間ずつ開催（事業費200万円/1回）。
交通費、滞在費、講師料他。年に２回開催の可能性あり。

		A003040		公益財団法人日本知的障害者福祉協会				災害時支援活動積立資金		災害支援活動		昨今、頻発する自然災害により被災した知的障害のある人たちとその家族並びにその方たちが利用する施設・事業所への救援と復旧、復興への支援活動を行う。
被災地への人的派遣、支援物資の発送、見舞金の送金等、迅速な支援活動を行うことを目的としている。		6年間 ネンカン		自然災害発生時		会議費100,000円、視察派遣旅費1,000,000円、通信運搬費1,300,000円、消耗品費400,000円、印刷製本費200,000円、見舞金7,000,000円　合計10,000,000円

		A003040		公益財団法人日本知的障害者福祉協会				データベース構築積立資金		会員、受講生用データベース構築作業		本会では会員施設のデータ管理を中心に、月刊誌購読者、通信教育、書籍販売、互助会加入者等について各々データベースを構築して管理・運用を行っている。各データベースは異なるソフトウェアを用いて独自にシステムを構築し、状況に合わせて改良を繰り返しながら運用をしてきたが、システムの老朽化とソフトウェアの保守期限が切れたことにより一部のシステムに不具合が生じ、事務作業に様々な弊害が出てきている。そこで、専門業者に委託し新たなシステムに円滑にデータを移行するとともに、より一層充実したサービスを提供できるよう、部門ごとに異なるシステムの一元化を視野に、複数年にわたって整備を進めることとする。		6年間 ネンカン		平成30年度以降随時		委託費12,000,000円

		A003040		公益財団法人日本知的障害者福祉協会				知的障害福祉作文募集事業積立資金		全国小・中学生　障がい福祉　ふれあい作文コンクール		子どもたちが、これまでの生活の中での障がいのある方とのふれあいや、学校生活や福祉ボランティアなどでの経験等を作文にすることで、障がいのある方の暮らしに関心を持ち、今後の福祉を考える機会になることを期待し、開催する。		9年間 ネンカン		平成２７年４月～１０月、以降毎年同時期に実施予定		選考委員会旅費5,520,000円、通信運搬費1,380,000円、消耗品費184,000円、印刷製本費2,944,000円、選考謝金3,772,000円、表彰費9,200,000円　合計23,000,000円

		A003040		公益財団法人日本知的障害者福祉協会				知的障害福祉作文募集事業積立資金		全国小・中学生　障がい福祉　ふれあい作文コンクール		子どもたちが、これまでの生活の中での障がいのある方とのふれあいや、学校生活や福祉ボランティアなどでの経験等を作文にすることで、障がいのある方の暮らしに関心を持ち、今後の福祉を考える機会になることを期待し、開催する。		7年間 ネンカン		令和４年４月～１０月、以降毎年同時期に実施予定		選考委員会旅費3,600,000円、通信運搬費900,000円、消耗品費120,000円、印刷製本費1,920,000円、選考謝金2,460,000円、表彰費6,000,000円　合計15,000,000円

		A003080		公益財団法人公庫団信サービス協会				財務基盤強化資金		特約料率引下げ及び加入限度年齢の引上げによる公益の拡大		団体生命信用保険事業の特約料率の引下げ及び加入限度年齢の引上げにより、公益目的事業である団体生命信用保険事業の加入者の増加を図り、公益を拡大する。これに伴って、特約料収入が減少するとともに保険料支払いが増加し、死亡等による弁済金支払いも増加すると予想されることから、経常収支が悪化し、保険料、諸経費など固定的経費の支払いに支障をきたすため、積立により財務基盤を強化する。		10年間 ネンカン		○平成３０年４月に特約料率を引下げた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業資金　２．６２→２．３０円/万円　　恩給資金１０．７１円→９．８０円/万円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○平成３１年４月に加入限度年齢と脱退年齢を２歳引き上げた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加入限度年齢　６５→６７歳　脱退年齢　７５→７７歳		○平成３０年度及び３１年度の公益拡大策により、令和９年度までの１０年間に累計で約２５億円の経常赤字発生を見込んで積立限度額は２５億円に増額とした。
○しかしながら、令和２年度は、新型コロナ感染症特別貸付の影響により、想定外の大幅赤字となったことから、当該赤字額を当初計画最終年度の令和９年度から遡り取り崩すこととした。また、令和３年度以降の取崩額については、本資金がゼロになる令和７年度まで当初計画に沿って行うこととした。
　新型コロナウィルス感染症にかかる影響は継続しており、今後計画を見直す可能性がある。

		A003128		公益財団法人日本共同証券財団				金融関連公益的広報事業助成資金		金融に関する公益的広報事業に対する助成		金融に関する公益的広報事業への助成事業の拡大を通じて国民経済の健全な発展に寄与すること		2年間 ネンカン		令和3年度		令和3年度に①全国銀行協会、②信託協会、③生命保険文化センターおよび④日本損害保険協会が行う公益的広報事業について、事業目的に叶うよう助成事業を拡大するために、特定費用準備資金を開設。拡大後の事業助成金(124.35百万円)に対して、同年度の経常収益では不足を来すことが見込まれるため、その不足額に相当する約13.4百万円を積立限度額として、2年度に積立てることとしたもの。

		A003134		公益財団法人東京オペラシティ文化財団				周年事業準備資金（特定資産）		コンサートホール周年事業		・音楽主催事業の創立記念事業（５年毎）		7年間 ネンカン		令和４年度２５周年記念事業		25周年（令和4年度）
　出演料30,000千円、ホール代1,000千円、諸経費9,000千円

		A003134		公益財団法人東京オペラシティ文化財団				周年事業準備資金（特定資産）		アートギャラリー周年事業		・美術主催事業の創立記念事業（５年毎）		6年間 ネンカン		令和６年度２５周年記念事業		25周年（令和6年度）
　制作費25,000千円、広告宣伝費4,500千円、諸経費500千円

		A003158		公益社団法人日本認知症グループホーム協会				25周年記念事業積立資産		25周年記念事業		　国は、認知症施策推進総合戦略において、「団塊の世代」が75歳以上となる平成37年度を目途に地域包括ケアシステムを構築することとしている。
　当協会が創設25周年を迎える平成35年度に、地域包括ケアシステムにおいける認知症ケアサービス拠点としての認知症グループホームの役割機能を更に充実強化を図ることを目的として、25周年記念事業を開催する。
		7年間 ネンカン		令和5年		開催予算
　　会場賃借料 　1,000,000円    イベント費      　600,000円
　　記念誌作成費　700,000円　　交流会食事代　800,000円
　　案内状代　　　　  50,000円　　その他経費　　　850,000円　      計   4,000,000円       

		A003180		公益財団法人エネルギア文化・スポーツ財団				30周年記念事業基金		財団設立30周年記念事業		財団設立30周年を記念した事業を実施する。		5年間 ネンカン		令和6年度		令和元年度に実施した設立30周年記念事業(神楽公演・スポーツ教室)の実施規模である400万円とした。

		A003180		公益財団法人エネルギア文化・スポーツ財団				助成事業基金		助成事業基金		助成金として費消する。		1年間 ネンカン		令和3年度から令和12年度		2020年度の辞退見込み額の上限値

		A003273		公益財団法人徳山科学技術振興財団				助成準備積立資産		研究助成事業の拡充		令和3年度より開始する研究助成事業の拡充に充当する
令和2年度予算：35,000千円、令和3年度以降の計画：44,,000千円
		9年間 ネンカン		令和3年度から		研究助成：35,000,000（R02予算）→44,000,000（R03～R09：計画）
44,000,000－35,000,000＝9,000,000/年
9,000,000×7（年）＝63,000,000/7年（R03～R09）
上記のうち、令和元年度積立34,970,800円を充当する。

		A003276		公益財団法人全日本弓道連盟				中央道場改修特定費用準備資金		中央道場改修工事		競技会に使用する中央道場の経年劣化に対する改修諸工事。		11年間 ネンカン		平成32年度　　		別紙見積書に基づき、経費の概算を算出。下記の経費見込み額を初年度に計上する。合計 100,000,000 円。
なお、令和3年度に中央道場のLED工事を予定しているため、令和2年度に計画を1年間延長している。

		A003447		公益社団法人大日本山林会				立替準備資金		三会堂ビル建替えに伴う準備資金		三会堂ビル建替期間中、毎年交付されている（一財）農林水産奨励会（受取財団交付金）交付されなくなり、事業活動が困難になる恐れがあることから、当該期間中の公益事業を実施するための資金とする。		10年間 ネンカン		令和５年度～令和９年度		建替期間を５年と想定し、年間交付金1,000万円の５年分計5,000万円を予定する。（広益事業割合は88％で4,400万円）

		A003544		公益社団法人日本ガスタービン学会				事務局整備準備資金		事務局整備・事務合理化活動		学会全体の活動を合理的、円滑に行う為、事務所、会議室のレイアウト、什器・備品類、ソフトウェア類、レンタル備品等の定期的な整備、拡充、更新を行うほか、突然の故障等への対応が可能なようにしておく。
また、現在借用している建物、設備は古く、手狭で耐震性にも不安が無いわけではないことから、10年後を一応の目標として事務局の移転を計画する。		11年間 ネンカン		令和7年度に事務所移転		事務所・会議室移転費用としては、新宿区における最新の物件情報を調査したところ、現在使用中の部屋面積(約30坪)程度の物件で、平均坪単価は15,000円、敷金は12ヶ月程度であり、敷金540万円程度の準備が必要となる。引越経費としては、同規模の他学会の最近の引越実績として160万円が必要である。以上、合わせて引越し費用として最低700万円が想定される。
また、什器、備品類、ソフト、ハードウェアの定期的更新に必要な費用については、過去の実績から、2年ごと1回当たり20万円を想定した。以上の合計額800万円を積立限度額とした。

		A003552		公益財団法人よんでん文化振興財団				公益目的事業積立資金		平成３０から令和６年度の公益目的事業		平成３０年度以降の（１）奨学援助、（２）顕彰、（３）主催、（４）派遣助成に係る具体的事業		8年間 ネンカン		平成３０から令和６年度の７年間		平成３０から３５年度（令和５年度）の総事業費は、１億６,８００万円が見込まれる。一方、基本財産の運用益は、１億８００万円にとどまり、差引６,０００万円の資金が不足するため、平成２９年度末で､５,４００万円を特定費用準備資金に積み立てた。
　その後、基本財産の運用見直しにより、運用益の増収を図った結果、令和６年度までの事業費を運用益と特定費用準備資金の活用できる目途がたったため、特定費用準備資金の取崩し時期を令和６年度までに延長した。

		A003619		公益社団法人建設荷役車両安全技術協会				基幹システム等再構築資産		特自検事業の基幹システム等の更新整備		物販管理機能や研修・資格管理機能を有した基幹システム等を活用することにより、特自検の事業活動を適切に推進している。現行システムは平成18年から運用していることから、今後のIT技術革新に対応したシステムを更新整備する。		10年間 ネンカン		令和3年度から順次実施		基幹システム更新等費用の所要見込額　500,000千円
再構築のための調査、要件定義等所要経費　（60,000千円）
基本設計、プログラム作成等所要経費　（320,000千円）
データ移行、マニュアル作成等所要経費　（120,000千円）

		A003646		公益財団法人医療研修推進財団				事務所家賃補償積立資産		大規模再開発計画に伴う当財団ビルの取り壊しに伴う引越しの際の家賃差額補償		平成31年度着工予定のステーションタワー建設により、平成30年度から当財団入居ビルの取り壊しが開始されるため、それに伴う引越しで、ミツヤ虎ノ門ビルから西新橋光和ビルに事務所引越した際に家賃差額保証金分を特定準備費用として管理されている預金。		3年間 ネンカン		令和元年4月～令和3年3月まで		新事務所の西新橋光和ビルの賃料が2,242,220円で、ミツヤ虎ノ門ビルの賃料が1,751,706円で、差額が490,514円なので、その24ヶ月（2年分）。総額は11,772,336円のうち管理分の2.5％294,308円積立資産。

		A003646		公益財団法人医療研修推進財団				言語聴覚士資格付与事業積立資産		言語聴覚士資格付与事業の財政基盤確保		経費削減に努めているものの、毎年経費は増加傾向にあることや、更には今後新卒受験者の減少が見込まれることから、受験手数料･登録手数料等の収入の落ち込みによる収支変動に備えて、国家試験事業を安定的に行うために当該資金を有効に取り崩すことによって、言語聴覚士資格付与事業を安定的に実施する。		6年間 ネンカン		令和2年4月～令和7年3月まで		言語聴覚士付与事業を安定的に行う必要性から50,000千円相当額を積立限度額として、6年計画で特定費用準備資金に計上。

		A003907		公益財団法人ＳＯＭＰＯ美術財団				東郷青児特別プロジェクト資金		東郷青児特別プロジェクト		東郷青児作品・資料のデジタルアーカイブの構築と作品・資料の改善、保全を図る		10年間 ネンカン		令和9年度		デジタルアーカイブの構築と作品・資料の修復に係る費用から算出

		A003971		公益財団法人黒住医学研究振興財団				研究助成事業基金		研究助成金安定化基金		平成2７年度より研究助成金受贈額を100万円増額、さらに平成2９年度からは200万円増額し、毎年度1,500万円としており、収益の増減を考慮し、研究助成を安定的に行うための研究助成資金を積み立てる		7年間 ネンカン		2018年度以降		研究助成を安定的に行うため年間の研究助成金額の1,500万円を上限として、年度平均250万円を積み立てる。

		A004128		公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会				リスク対応準備資金		リスク対応準備資金		公益目的事業の収益減少に備えるための資金		2年間 ネンカン		令和2年度		令和元年度に発生したコロナウイルスの影響による令和2年度の公益目的事業における収益減少見込額38,000千円
　

		A004128		公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会				ロジスティクス・物流研究プロジェクト準備資金		ロジスティクス・物流研究プロジェクト準備資金		「普及啓発」事業における、ロジスティクス・物流研究プロジェクト事業		10年間 ネンカン		令和元,3,5,7,9年度		「普及啓発」事業における、ロジスティクス・物流研究プロジェクト事業の実施費用見込額
1年度当たり8,375千円×5年分＝41,875千円
なお、令和2，4，6，8年度の4か年は、収益事業の黒字が見込まれるため本資金は使用しない。
ただし、令和2年度においてはコロナウイルスの影響により収益事業の黒字が発生しなかったため、取崩しを行った。
　

		A004453		公益社団法人認知症の人と家族の会				事務局移転準備資金		事務局移転準備資金		令和4年度の本部事務局および支部事務所移転のための準備資金		4年間 ネンカン		令和5年1月～3月		業者委託費　3,040,000円
案内等印刷製本費　12,160,000円
事務所消耗品費　9,120,000円
事務所什器備品費　3,300,000円
人件費　2,986,000円
その他経費　554,000円 
合計　31,160,000円

		A004592		公益財団法人中曽根康弘世界平和研究所				事務所移転費用準備資金		事務所移転		現在の事務所の賃貸借契約終了に伴い、将来、事務所を移転する。		6年間 ネンカン		平成28年度		現在の事務所の原状回復費用（工事会社見積り、消費税8％）23,332,320円

移転先の事務所の工事費（前回移転時の工事費実績、消費税は8％に修正）25,151,762円

運搬費（前回移転時の運搬費実績、消費税は8％に修正）1,640,571円

		A004977		公益社団法人日本木材加工技術協会				専門技術者養成積立資金		専門技術者の資格認定事業		　当法人では4種類の資格検定試験を実施しているが、その組合せにより公2における事業収入が年と少ない年を隔年ごとに繰り返す傾向にある。

　当法人の経常増減額がマイナスになった事業年度において取崩しを行い、公2の中心的事業である資格認定事業、特に講習会開催経費に充当し、安定的かつ持続的な事業水準が確保できるようにする。		10年間 ネンカン		経常増減額がマイナスになる年度に取崩し、プラスとなる年度に積立を行う。		　平成27年度第二段階の剰余金7,151,362円を原資とした。

　　　講習会開催経費1回　1,000千円

　　　（会場費200千円、謝金300千円、旅費交通費100千円、印刷製本費400千円）

　　　開催回数　7回/年　→　1,000千円×7＝7,000千円

		A005322		公益財団法人社会福祉振興・試験センター				試験事業安定積立資産		福祉士試験の実施		社会福祉士及び介護福祉士法、精神保健福祉士法に基づき実施する福祉士国家試験の実施に係る下記要因等による事業資金の不足等に充当する。
１、受験者数の変動
２、2020年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会等の開催に伴う試験関係費用の増加
  ①首都圏大規模ｲﾍﾞﾝﾄ会場の確保が難しく、複数の小規模会場に分散されることで会場関係費が増
  ②前年度未実施の各種イベントが多数実施されることで、引き続き会場確保が厳しくなる
３、消費税の増税等による人件費・物価等の変動に伴う事業費の増加		7年間 ネンカン		平成29年度～令和5年度		社会福祉士等三福祉士国家試験の受験手数料は、「実費勘案とする」こととされているが、受験者数変動等による事業収支の悪化に対し、手数料引上げの政省令改正に時間がかかり、経常増減額が２年連続して赤字になることが予想される。
⇒各福祉士試験において、過去３年間（平成２８～３０年度）に発生した最大の経常減少額（赤字額）の２倍を積立限度額とする。

		A005472		公益社団法人全国老人保健施設協会				災害対応積立資産		災害対応事業		全老健災害相互支援プロジェクトと災害派遣ケアチームJCATの構築

  【全老健災害相互支援プロジェクト】（　Disaster Mutual Support Project for ROKEN　）
　　災害等の発生時に、被災地にある老健施設を支援することを目的として、『プロジェクトＡ（要支援者の
    受入れ）』、『プロジェクトＢ（ボランティア職員派遣）』、『プロジェクトＣ（物資の支援）』等を立ち上げ、速
    やかに支援活動を実施。


  【全老健災害派遣ケアチーム】（　Japan Care Assistance Team　）
　　災害の発生後（2～4週間程度）に、被災地の避難所等へ老健施設の多職種をチームを組んで派遣し支
    援活動を行なう。また、多職種によるケアチームをあらかじめ各支部で登録・編成し、行政等と連携しつ
    つ、速やかに支援活動が行なえる体制を整えることを目的とする。
		10年間 ネンカン		令和3年以降		〇システム関係構築費（委託費） 　10,000,000円

〇支部説明会旅費     50,900円×47支部✕3回＝7,176,900円
〇役職員等旅費        50,900円×延べ56人＝2,850,400円
〇備品関係
    ・災害備蓄品関係  20,000,000円（食料、水、発電機、衛生用品等）47都道府県支部＋本部 
    ・システム関係構築  10,000,000円（PC、モバイル、テレビ会議等） 

		A005532		公益財団法人都市づくりパブリックデザインセンター				運用資金積立資金		デザインによる魅力ある都市づくり事業		将来にわたり公１事業で資金不足が生じるので、その改善のため特定費用準備資金を活用する。		15年間 ネンカン		令和9年度まで継続して実施		平成25年度予算による公1事業の資金不足額を見越して算定した。収益2200万円、事業費用4100万円、経常外費用180万円なので約2000万円不足

		A006030		公益財団法人東華教育文化交流財団				事業運営安定化積立資産		奨学援助事業及び助成事業並びに管理運営の安定的、継続的遂行		当法人は、公益目的事業及び管理運営のための財源の大部分を基本財産の運用益によって賄っている。今後、当該運用益の不足が見込まれるため、２０１７年（平成２９年）度より１０年間にわたり当該資産を取崩して、公益目的事業費及び管理運営費（事業活動支出）に充当する。

当該資金及び運用益のうち、８０％を公益目的事業費、２０％を管理運営費に充当するものとする。

利回りの上昇等により継続的に収入不足の解消が見込まれる場合には、公益事業の拡大を検討する。		11年間 ネンカン		2017（平成29）年4月～2026（令和8）年3月		１．過去３事業年度における事業活動支出の移動平均額　6000万円（収支資金ベース。以下同じ）

２．2017年（平成29年）度以降の運用収入見込額　 　　4000万円

３．各期の不足見込額　　　　　　6000万円-4000万円＝2000万円

４．積立限度額の算定　　　　　　2000万円×10年＝2億円

（公益目的事業：1億6000万円、管理運営：4000万円）

		A006139		公益社団法人日本プラントメンテナンス協会				 20年度機保中止準備資金		機械保全技能検定の中止に伴う財務基盤強化		公益目的事業として行っている機械保全技能検定について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止となった2020年度第1回機械保全技能検定（3級）に関する令和2年度収支への影響に備え、財務基盤の強化に充てる。		2年間 ネンカン		令和2年度		令和2年5月29日に2020年度第1回理事会で承認された「2020年度第1回機械保全技能検定（3級）の中止によって見込まれる2020年度収支への影響額」
（同理事会で承認された「機械保全技能検定の中止に伴う財務基盤強化に係る準備資金取扱規程」に記載）


		A007070		公益財団法人ジョイセフ				特定費用準備資金		人口・保健分野の広報啓発・提言活動事業		１．世界のセクシャル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツやジェンダーの平等、人口問題等に関して、政府及び国際機関の行政関係者、政策決定者、専門家、オピニオンリーダー等に対して提言活動を行い、認識の拡大と国際保健に対するさらなる支援の獲得を目差す。
２．保健分野の国際協力NGOのまとめ役として、日本政府の開発途上国における保健分野の政府開発援助に対して、援助効果を高めるために草の根の視点からの提言活動を行い、国際保健の向上を目差す。		6年間 ネンカン		令和3年～令和５年		提言活動事業の収入源である IPPF（国際家族計画連盟 : 本部 英国） からの収入が平成26年から平成30年のあいだに半減し、欧州の経済情勢や難民問題から今後も減少することが見込まれる。
平成30年と同規模の事業を継続していくためには下記の資金不足が見込まれる。
　令和3年　事業費 50,000,000　収入見込 30,000,000 不足資金 20,000,000
　令和4年　事業費 50,000,000　収入見込 20,000,000 不足資金 30,000,000　
　令和5年　事業費 50,000,000　収入見込 20,000,000 不足資金 30,000,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不足資金合計 80,000,000円

		A007155		公益社団法人相模原・町田大学地域コンソーシアム				学生活動継続推進積立資産		公１地域発展事業		学生Clubをはじめとする学生の地域社会活動参画を推進するプログラムは、これまで各年度の収入に応じて実施規模を変動せざるを得ない状況にあった。そのため、収入の多少にかかわらず学生活動を安定、継続して実施できるように活動資金をあらかじめ積み立てることを目的とする。		8年間 ネンカン		委託費等の活動の原資が獲得できなかった場合に取り崩し、学生の地域活動にあてる。		活動支援のためのマネジメント及びディレクション費用として300，000円、学生のより自主的な地域社会活動を推進するための補助金として、年間20，000円×10件で200,000円とし、これを継続的費用として算定する。

		A007957		公益財団法人統計情報研究開発センター				特定公益事業推進積立資金		特定公益推進事業		　
当財団の公益目的事業の多くは対価を得ることのない事業であり、公益目的事業費は基本財産運用益である株式の配当で賄っています。配当は毎年一定額が保障されるものではなく将来は今よりも厳しくなることも予想されるため、公益事業の縮小もせざるを得ない事態も考えられます。平成26年度、これまで例のなかった中間配当による一時的な増収を得たため、平成27年度以降に実施される特定公益事業のための特定費用準備資金として積み立て、公益事業を安定的に推進し、中長期的に収支相償の基準を満たすこととします。

　なお、控除対象財産における特定費用準備資金並びに公益目的事業比率における当期積立額及び取り崩し額の計算において、取り崩し額が年度毎にばらつきがあるのは、実施される統計調査が年度ごとに差があり費用も変動することによります。ちなみに、平成31年度は翌年の国勢調査実施に対する費用であり、統計調査員等の数が他の年度に比べ圧倒的に多くなることによります。

　平成28年度において中間配当による一時的な増収を得たため、公益事業のさらなる安定化を図るため、特定公益事業のための特定費用準備資金を増資するとともに計画年度の変更を行い、中長期的に収支相償の基準を満たすこととします。

　		10年間 ネンカン		平成27年度から		(当初計画分）

統計グラフ全国コンクールに関する事業 　　1,300万円

大内賞に関する事業　　　　　 　　　　　　　　  　650万円

全国統計大会に関する事業 　　　　　　　　　　 450万円

統計講座事業 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 200万円

統計調査総合補償事業　　　　　　　　　　　　 3,000万円　　　合計　5,600万円

(増資計画分)

統計グラフ全国コンクールに関する事業 　　 1,100万円

大内賞に関する事業　　　　 　　　　　　　　　　   500万円

全国統計大会に関する事業　　　　　　　　　　   350万円

統計講座事業　　　　 　　　　　　　　　　　　　　   150万円　

統計調査総合補償事業　　　　　　　　　　　　  2,000万円　　　合計　4,100万円

		A008355		公益財団法人日本薬剤師研修センター				事務所移転等費用積立預金		事務所の移転等の費用の準備		　現在入居している三会堂ビルは、老朽化及び市街地再開発事業の参画のために建替えが予定されている。平成２７年４月には、翌年夏頃に引っ越するよう、いったん通知されたが、東京オリンピックの開催決定に伴う建設資材等の高騰から、延期された。

　このような経緯からすれば、東京オリンピックが開催される令和３年ころには建替え計画が示されることが予想される。現在の場所は事業遂行に至適であり、建替え後の建物に入居することが望ましいため、移転経費及び相当程度の増額が見込まれる家賃の一部を積み立てることにより、円滑な移転及び建替え後の再入居を期すこととしたい。		8年間 ネンカン		令和３年度		移転のための経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　204,073千円

移転中の経費(2年間）＋移転後家賃増額分(5年間）　182,000千円

合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 386,073千円

		A009320		公益財団法人豊川水源基金				新城市（鳳来地域）水源地域対策基金事業費積立資産		新城市（鳳来地域）水源地域対策基金事業		新城市（鳳来地域）水源地域対策基金事業業務方法書第４条に規定する事業		6年間 ネンカン		平成３１年度から令和６年度		５カ年間事業費合計　89,200,000円
　〃　　　果実合計　　39,200,000円
　　　　　不足額　　　　50,000,000円
（１号財産の一部を　理事会・評議員会の議決を得て振替を行った。）

		A009366		公益財団法人水道技術研究センター				移転補償金積立資産		事務所家賃の補填		虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業に係る移転補償金から移転に伴う支出を控除した金額を令和元年から１０年間の事務所家賃の補填とする。		11年間 ネンカン		平成３１年度から令和１０年度まで		①移転補償金　47,706,471円
②移転に関する費用（引っ越し費用、消耗什器備品費、仲介手数料等）　12,970,073円
③工事・什器（固定資産）購入　10,209,533円
（①-②-③）×70％（公益目的保有財産割合）＝17,168,806円

		A010441		公益財団法人循環器病研究振興財団				特定資産－助成事業引当資産		研究助成事業－指定研究助成		循環器病に関する研究に助成する。		10年間 ネンカン		平成30年度から令和8年度		選考委員会で承認した研究助成について、その財源を寄付に頼っているが、その収入が安定しない。平成29年度においてすでに承認された研究助成を確実に実施するため平成30年度以降に見込まれる助成引当金総額：115,015,455円のうち、100,020,000円を積立てた。なお、当初から3年が経過したため見直しを行い、令和3年度以降に見込まれる助成引当金総額77,782,855円となるよう差額を積み立てた。

		A012826		公益財団法人電気通信普及財団				助成事業維持拡充資金		次期助成事業維持・拡充計画		研究助成事業の更なる充実、低金利運用環境による運用収入減に対応した助成等の規模の維持、周年事業準備のために活用する。		8年間 ネンカン		平成２８年度から令和５年度		助成事業維持・拡充計画に基づく事業見込みによる額とする。

		A013853		公益社団法人日本重症心身障害福祉協会				学術集会等準備資金		重症心身障害療育学会学術集会、全国施設協議会、施設職員研修会の実施費用		収入額が減少する重症心身障害療育学会学術集会、全国施設協議会、施設職員研修会を実施する費用の財源として積立を行う		4年間 ネンカン		令和3年4月～令和6年3月まで		学術集会、施設協議会、研修会の参加料の減額が令和5年度まで決定したことにより、その減額分の補填として積立を行う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学術集会収入減額　1,400,000円×3年度分＝4,200,000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設職員研修会収入減額　2,700,000円×３年度分＝8,100,000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全国施設協議会収入減額　2年度分　3,200,000円の合計15,500,000円を積み立てる

		A014063		公益財団法人藤原ナチュラルヒストリー振興財団				事業費安定化資金定期預金		研究助成及び高等学校助成事業		ナチュラルヒストリーに関する研究を行っている研究者または研究グループへの助成並びに初等中等教育機関のなかで高等学校を対象にナチュラルヒストリーに関する授業またはクラブ活動に必要な備品等の助成を行うことにより、学術及び科学技術の振興を目的とする。		10年間 ネンカン		平成28年度～令和6年度		令和3年度以降もより一層収益減少が予想されることから、助成事業安定のために、3年度1500万円を取崩すほか、令和6年度までの取崩す予算額

		A014063		公益財団法人藤原ナチュラルヒストリー振興財団				事業費安定化資金有価証券		研究助成及び高等学校助成事業		ナチュラルヒストリーに関する研究を行っている研究者または研究グループへの助成並びに初等中等教育機関のなかで高等学校を対象にナチュラルヒストリーに関する授業またはクラブ活動に必要な備品等の助成を行うことにより、学術及び科学技術の振興を目的とする。		4年間 ネンカン		令和4年度		令和3年度以降もより一層収益減少が予想されるなか、助成事業安定のため令和4年度に取崩す予定額

		A014063		公益財団法人藤原ナチュラルヒストリー振興財団				特定費用準備資金定期預金（令和3年度地方ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ分）		東京都以外でのシンポジウム開催		ナチュラルヒストリーに関する公開シンポジウムを開催することによってナチュラルヒストリーに関する学術研究と教育への助成並びに普及に寄与しようとするものである。		8年間 ネンカン		平成28年度・平成30年度・令和3年度		令和3年度以降も一層収益減少が予想されることから、定期的に東京都以外でのｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ開催を確実に継続実施するための予算額

		A015405		公益財団法人マブチ国際育英財団				基本財産準備資金		奨学金給付		財団設立時に設立者からマブチモーター株式150万株（＠6,430円）9,645百万円の寄付を受けたが、その後の株価の下落に伴い2013年3月31日現在で金額は7,635百万円（＠5,090円）となり損失が生じ、財団運営基盤の安定化を図る必要性を認識するに至った。一方、財団予算は前年度3月に決定するが、当年度の最終配当は当年度3月に確定するため、予算以上の収入があることが生じ得る。そこで、理事会で承認された予算額を上回る額の配当金があった場合に、超過額を指定正味財産に留め置き、基本財産の安定化を図る。		10年間 ネンカン		令和3年度以降		株価変動のバッファを確保しておく目的のため、過去3年以内安値は2,931円で寄付時点の46％であることから、寄付時点の5割増し水準を当面の積立基準とし、積立額は予算以上の配当収入をそのまま指定正味財産に留め置き、基本財産準備資金として区分して管理する。

		A015405		公益財団法人マブチ国際育英財団				奨学金給付準備資金		奨学金給付		当財団は、大学在籍期間の４年間を実質的に奨学期間として運営している。一方、当財団の主要収入源が株式配当に頼っていることから、仮に減配となった場合、新たな奨学生を認定できないばかりでなく、既存の奨学生に対して給付停止という事態が生じかねない。そこで、当財団の主要財源である株式の配当金が減少し、奨学金給付の財源が不足することによる奨学金給付停止を防ぐため積立てる。		8年間 ネンカン		未定		予算上見込んでいる配当収入がゼロになった場合を想定し、翌年度始に在籍予定の奨学生の残余期間に見合う奨学金合計額を積立限度とする。この金額は毎年度洗い上げて再設定する。２０１９年４月は秋入学予定者を含めて一旦１０１名を想定し、２８９，２００，０００円を積立限度額としている。

		A016710		公益財団法人　日本太鼓財団				太鼓ファンド		海外交流事業費補填		日本財団からの助成金が海外交流事業費の満額に満たないことが予想されるため、将来にわたって海外交流事業費の補填を実施する。		11年間 ネンカン		平成24年度～令和4年度		国際機関や在外公館などの公的機関の推薦があることなどを勘案した海外交流事業の実施計画に基づいて、予算案を作成し、主な支援先である日本財団に申請願うも、一部の支援又は計画予算額を全て助成されることは困難な場合があることが想定されるため、特定準備資金から補填する。この限度額については過去の実施額から策定。積立限度額は理事会評議員会で承認された５千万円で算出
派遣数：演奏者及び随行者10度
人件費(派遣謝金)500，000円
旅費(航空賃･滞在費・太鼓輸送・現地交通費等含む）42,000,000円
物件費　3,000,000円　　事務費(通信・国内楽器運搬)2,000,000円
会議費　500,000円　　雑費(渡航手数料・保険・記録費等)　2,000,000円

		A016826		公益財団法人南葵育英会				奨学援助引当費用準備資金		奨学援助活動		学業優秀でありながら修学困難な者や学術研究に従事する者に対し奨学援助等を行うことにより国家社会に有用な人材を育成する。		10年間 ネンカン		令和７年度より6年間		奨学金は大学の学生及び高等専門学校の生徒には最短修業年限の終期まで月額3万円、又大学院の学生には最短修業年限の終期まで月額5万円を給付している。
収益事業の収益が得られない場合でも、開始した給付を継続すべきであり、以下の準備資金が必要である。
その後支給開始を中止したとしても最短6年続くことを考慮すると6千万円の積立が必要である。

		A018284		公益財団法人朝鮮奨学会				建替時奨学事業等積立資産		本館ビル建替え期間中の奨学事業等		本館ビル建替え時の3年間は収入が見込めないことから、現在行っている規模の奨学事業等を実施するものとして、3年間分の16億円を準備する。		21年間 ネンカン		令和16年度～令和18年度		平成26年度事業計画書における年間奨学事業等の予算5億3500万円の3年間分

		A018497		公益財団法人丸和育志会				奨学金事業積立資産		奨学金事業		今後の寄付金減少を見込み、奨学金事業の原資とすべく積立を行う。		4年間 ネンカン		平成31年3月		奨学金の年間支給額を基に算定している。

		A018497		公益財団法人丸和育志会				ソーシャルビジネス支援事業基盤強化基金		ソーシャルビジネス支援及び人材育成事業		公2事業として行っているソーシャルビジネス支援及び人材育成事業において、今後の収支の変動に備え安定した報奨金の支給を継続できるよう積み立てを行う。		6年間 ネンカン		令和3年度～令和7年度		過去の奨学金支給実績に基づき、その一部として年間100万円を5年分積み立てることとする。

		A020655		公益財団法人天野工業技術研究所				奨学費準備預金2		工業高校生、高専生、大学院博士課程生を支援する奨学金制度		現行の経済環境に恵まれない優秀な学生を対象とする奨学金制度で、弊所の収入が減少した際に備える。		5年間 ネンカン		収入減が起きた事業年度から取り崩しを行う。		現給付水準を維持するため、年間総給付額（≒150百万円/2）×5年間

		A021243		公益財団法人目黒寄生虫館				公益目的事業実施積立資産		公益財団法人目黒寄生虫館 公益目的事業		平成25年に組み入れた資金を、令和3・4年度の公益目的事業を行う経常支出として毎年1000万円ずつ振り替えることを目的とする。人件費や水道光熱費の他、研究等事業では調査旅費や学会費・図書購入費等に充て、普及啓発事業では特別展示の開催に係る費用や展示室の保全など、この法人の公益目的事業全体にわたって支出する。「公1（研究等）事業：500万円」「公2（普及啓発）事業：500万円」とする。当法人の公益目的事業は主として基本財産の運用益で成立してきた。これらは平成12年以降に当時の円高基調の中、年間3000万円の収益を見込んで作成された。一時期な極端な円高で運用益が得られなかったが、今ではようやく落ち着いた運営が可能になっている。しかし、事業の拡大について支出額は増える一方で、基本財産運用収入が得られなくなれば極端な収入の落ち込みも考えられる。今後も引き続き充実した事業を長期にわたって遂行するためには、一定の予算をあらかじめ計上しておき盤石な体制を整えておかなければならない。安定した法人運営が継続できるよう、一時的な積立資金を設けるものである。なお、当該資金は平成31年度から取り崩し予定だったが、平成30年度に大幅な競争資金を得られたことにより取り崩しに至らなかったことで、理事会決議により冒頭の時期へと繰り越されたものである。		10年間 ネンカン		通年		野村証券株式会社を通じて運用する「欧州投資銀行」債券が主体となる。それ以前に運用してきた額面2000万円の債券の償還差損に伴い、新たに差額として補填した普通預金の3,553,619円の合計額をもって積立限度額とし、収益の減少時においても継続して事業が行えるよう積み立てる。経常費用の3分の1を当該資金から振り替えるという全体で全体の費用から按分すると、人件費5,800,000円、旅費交通費200,000円、水道光熱費400,000円、リース料350,000円、委託費250,000円、その他諸費用3,000,000円で計1000万円（公1事業・公2事業計）と見積もられる。上記支出を2か年にわたって行う。10,000,000円×2年＝20,000,000円となる。

		A021726		公益社団法人　
企業情報化協会				リスク対策準備資金		リスク対策準備資金		将来において見込まれている公益目的事業の収入の変動に備えるために積み立てる。		5年間 ネンカン		令和6年度		令和3年3月31日に終了する事業年度における公益目的事業の経常収益額が当該事業年度の前事業年度から変動した額の2年分を必要額として、令和3年5月18日に理事会にて承認された見積額





（参考）POSSに基づく特費に関するQ&A

		Q&A一覧 イチラン

		受付番号 ウケツケ バンゴウ		表題 ヒョウダイ		行政庁 ギョウセイチョウ		質問者 シツモンシャ		質問日 シツモン ビ		回答日 カイトウビ		状況 ジョウキョウ		質問 シツモン		回答 カイトウ		積立可非 ツミタ カ ヒ

		4176		公益法人の特定費用準備資金等について		熊本県		浦田　浩司		42018		42028		対応		②「他の団体の助成」を公益目的事業としている法人が、「助成先が取得する資産の購入」を目的に「資産取得資金」を積み立てることは可能でしょうか。 これが認められない場合、「資産取得資金」ではなく、「特定費用準備資金」として積み立てることは可能でしょうか。		②「資産取得資金」を積み立てるのは、法人が取得する資産に限定されるため、助成先が取得する資産の購入は含まれません。特定費用準備資金についてはその要件を充足すれば可能と思われます。		〇

																③②と同様に、「助成先が主催するイベントの開催等」を目的に、特定費用準備資金を積み立てることは可能でしょうか。		③②と同様に特定費用準備資金の要件を充足すれば可能と思われます。		〇

																④国債、外国債等の有価証券の運用益を財源として事業を実施している公益法人は、相場の変動により運用益が減少すると、事業を縮小しなければならなくなるおそれがあります。将来の相場の変動に対応するために、「特定費用準備資金」を積み立てることは可能でしょうか。		④特定費用準備資金の要件を充足すれば可能と思われますが、通常、相場の変動については、予測が困難なため要件を充足することは難しいと思われます。特定費用準備資金の要件を充足しない場合であっても、将来の支出に備えるために特定資産と計上することは可能です。		〇



		4253		内部取引消去、償却減価・評価益及び特定費用準備資金の取崩等について		群馬県		天田　聡		42187		42193		対応		特定費用準備資金を取り崩した場合、その取崩額は、収支相償の計算、公益目的事業比率の算定、遊休財産額保有制限の判定において、（みかけの収益のように振る舞う等して）経常費用を圧縮するよう作用しますが、取崩額を経常外費用として費用化してしまうと、認定基準の判断上、法人側にとって著しく不利な状況になります。これは、制度上やむを得ないものなのでしょうか。（そもそもの特定費用準備資金の設定時に、使途を「経常費用として費用化されるもの」に限定すべきだったのでしょうか。）または、特定費用準備資金を取崩し費用化したものについては、たとえ臨時的な費用であっても、経常費用として整理すべきなのでしょうか。		特定費用準備資金は法制度上の費用であり、これを設定する場合には、原則として将来の費用を具体的に積み上げ計算し、これを勘定科目で擬制することになります。この勘定科目は事業費、管理費に属するものであるため、経常外費用の内容（臨時・巨額）及び勘定科目については最初から想定されていません。従って、実際に発生した費用が経常外費用に計上されることもありません。		×

																　退職給付債務を簡便法で算定し、期末自己都合要支給額を退職給付債務としている法人が、各年度末における定年退職に係る要支給額を算定し、簡便法による額との差額を将来の定年退職に伴う退職金支給のために、毎年度積み立てることを予定しており、この積立金を特定費用準備資金とする意向を持っている。この積立金については、「将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用」に当たるかなど、特定費用準備資金の要件の該当性に疑義があると考えます。ついては、このような退職金支給のための積立金が特定費用準備資金に該当するか御教示ください。		退職給付債務として、期末自己都合要支給額としている場合には合理的な会計処理と判断されます。各年度末における定年退職に係る要支給額との差額は、期末時点での差額であって、将来支出が確実なものではなく特定費用準備資金の要件を充足していませんので、これは計上できません。最も、将来の退職の支出のために特定資産して固定資産に計上することはできます。		×

		4364		特定費用準備資金について		埼玉県		文書課　公益法人担当職３		42480		42481		対応		　公益社団法人が、現在の事務所の耐震性に問題があり移転を予定しています。
　移転費用が高額のため、年６０万を５年間積み立てるのですが、この積み立ては特定費用準備資金にあたるでしょうか。
　この積立金額は遊休財産の保有上限額の規制にはかかりません。
　また、特定費用準備資金については、資金ごとに取扱規程を定める必要はあるでしょうか。		事務所移転に係る事務所移転費用は通常発生する経常費用と違って、臨時的に発生するものなので、経常外費用に計上されます。従いまして、将来の経常費用の支出のための特定費用準備資金にはあたりません。
　なお、特定費用準備資金については、それぞれの具体的資金ごとに取扱規定を定める必要があります。		×

		4499		将来給付する奨学金資金を特定費用準備資金として積み立てることについて		宮城県		高田　琴美		42690		42692		対応		奨学金を給付する法人が，その年度に採用した奨学生の将来の給付が確定している奨学金資金を特定費用準備資金として積立て，支給に当たって取り崩すことを検討しています。
　当該積立金は，事業の実施に併せて繰り返し積立て，取り崩しを行うものとなりますが，区分経理や規程の整備等の手続的な要件は満たしている場合，このような積立金は，特定費用準備資金に該当するものでしょうか。		ご質問の奨学金が、貸与方式ではなく、給付（渡し切り）方式である場合、当該奨学金支給額は事業費に該当します。FAQ問Ⅴ-4-②にもあるように、収益事業等の利益の50％を公益目的事業財産に繰入れる場合には、目的に沿った積立ては必要ですが、積立期間内に計画的に積み立てる計算までは必要ありません。
　したがって、それが認定規則18条3項の要件を満たせば、特定費用準備資金に該当します。

		4542		定年退職加算金を特定費用準備資金として準備することについて		東京都		中尾　邦彦		42752		42754		対応		　一部の法人（特に、外郭団体）には、通常の退職金とは別に、定年退職の場合にのみ加算がある退職金制度を持つ法人があります。
　退職給付の対象となる職員の数が３００名未満の法人等は、退職給付会計の適用に当たり、退職一時金に係る期末要支給額により算定することができます（簡便法）。原則法では退職給付債務として認識できる定年退職加算部分について、簡便法では退職給付債務として認識できないにも拘らず、定年時には多額の支出をすることになります。
　このような退職金制度を持つ法人には、収支相償をクリアできていない法人も存在しますので、任意の特定資産としてではなく特定費用準備資金として事前積立ができれば、費用・資金の平準化に加えて剰余金の解消策としても有効です。
　そこで、定年で退職を迎えるかどうかは不確定な面はありますが、定年前３～５年程度に限れば、「活動の内容及び時期が費用として擬制できる程度に具体的であること」というガイドラインの要件は満たすものとして、特定費用準備資金として認めてよいのではないかと考えます。
　内閣府のご見解や、類似の事例等についてご教示願いたくよろしくお願い申し上げます。		特定費用準備資金は将来の特定の活動の実施のために特別に支出する事業費又は管理費に充てるための資金であり、その要件が明確に定められています。定年退職加算金について、法人の規定及び過去の実績並びに将来の見通し等を勘案し、当該要件を満たすものと整理可能であれば、特定費用準備資金とすることも妥当であると考えます。なお、現状では内閣府で類似の事例等は認識しておりません。		〇

		4565		第二段階における特定費用準備資金について		愛知県		法務文書　文書・公益法人		42775		42776		対応		法人から複数の公益目的事業番号に係る別表C(５）が１枚で提出された。内容は複数の公益目的事業番号に属する公益目的事業をいくつか取り出し、周年事業として一つにまとめたものであるが、別表C（５）は公益目的事業番号毎に提出しなくても良いのか。本県は、仮に複数の公益目的事業番号に係る別表C(５）が１枚で提出されていても、積立限度額の算定方法の欄に、公益目的事業番号毎の積算が示されてあれば良いものと考える。		特定費用準備資金については、積立てと取崩し並びに残高を管理する必要があり周年事業といえども取崩しに関しては公益目的事業ごとに年度が異なる可能性も考えられます。その場合、複数の公益目的事業を1本化していると個別の残高管理を他で行う必要があり、結局はそれぞれ別表Ｃ（５）を作成するのと等しくなることが考えられます。
　したがって、それぞれの事業ごとで別表Ｃ（５）を作成していただくことが望ましいと考えます。ただし、行政庁として公益目的事業ごとに管理可能と考えられる状況（法人の能力に個体差等があるので）であれば、周年事業としてまとめた別表Ｃ（５）を完全に否定するものではありません。		△

																FAQ（問V－３－④）によれば、特定費用準備資金は、将来の特定の事業に支出するために積み立てる資金で、新規事業、既存事業の拡大、数年周期で開催するイベントや記念事業等の費用が対象になるとあります。
一方で定期提出書類の手引き（公益法人編、事業計画、事業報告等を提出する場合編）の２９Pⓖ欄の記載には、「第一段階（中略）に係る特定費用準備資金と、これら以外に第二段階で設定した特定費用準備資金（中略）」とある。
ここでいう、「これら以外の特定費用準備資金」とは、何をさすのか。公益目的事業に係る特定費用準備資金は、法人が行う公益目的事業に直接的な位置づけがあるので、「これら以外の特定費用準備資金」とは、直接的な位置づけのない「逆特定費用準備資金」という理解で良いか。
さらに言えば、逆特定費用準備資金以外は、第二段階のみで設定される特定費用準備資金はないという理解で良いか。		　第二段階での特定費用準備資金は、法人全体の観点から位置づけられるものです。確かに、複数の公益目的事業であっても事業費は適正に配賦できるという考え方もあろうかと思います。しかしながら、例えば公益目的事業に対する寄付金を募るために法人の活動を広く周知し、認知度を高める施策等に対する特定費用準備資金を考えた場合、法人全体で認識した方が望ましいという考え方も強ち否定できないものと思われます。よって、このような特定費用準備資金は第二段階で認識できる場合があると考えます。従って、「これら以外の特定費用準備資金」とは、直接的な位置づけのない「逆特定費用準備資金」に特定しいる訳ではありません。		〇

		4597		剰余金解消策としての資産取得資金及び特定費用準備資金の積立について		熊本県		県政情報文書課　１		42802		42803		対応		剰余金が発生した場合に、退職給付引当金を超える額を、将来の退職給付債務の増加に備えて、資産取得資金又は特定費用準備資金（退職給付積立資産）として積立てることは、剰余金の解消策として認められるか。		貴県のご認識のとおり、剰余金の解消策としては認められません。退職給付引当金の対象となる事業費又は管理費は、認定規則18条1項より特定費用準備資金の対象外となります。また、将来の退職金支給に充てるための資金について引当金を超えて積み立てる資金は、会計上特定資産に整理されますが、あくまでも任意に積み立てる資金であるため、収支相償上の剰余金解消策とはなりません。		×

		4704		指定正味財産かつ特定費用準備資金の収支相償上の取扱い		茨城県		小圷　研史		42971		42972		対応		H１年度　指定正味財産として受け入れた寄附額をその指定用途の特定費用準備資金として積み立てた。A(1)表には，特定費用準備資金としてみなし費用（10欄）に計上され，指定正味財産の収入に計上されたが，当期の一般正味財産への振替はなかった。（その後H２~４年度同様の積立があり，積み立て限度額まで積立を行った。）
H５年度　当該資金を一般正味財産へ振り替えて使用し，振替額同額を特定費用準備資金の取崩し額とした。A（１）表には，一般正味財産の振替額を経常収入（7欄収入の一部）として，特定費用準備資金の取崩し額がみなし収入（10欄）となり二重計上されてしまう。
このように，積み立て時には，指定正味財産のため，経常収入には計上されず，また，特定費用準備資金のみなし費用となり，収支相償上有利に働くが，取崩し時には逆に不利に働く。
会計処理としてはこれで間違いはないか。また，会計処理として問題がない場合，H５年度の剰余金に対し特別の配慮はできるか。
		Ｈ１年度から4年度まで指定正味で受け入れた寄附金をＨ5年度に指定された○○事業で使用する場合、寄附金を受け入れた年度では、正味財産増減計算書内訳表の指定正味財産増減の部において、受取寄附金として計上するのみで収支相償の対象とはなりません。各年度の寄附金自体は、貸借対照表の特定資産に整理される○○事業資金に区分管理され、遊休財産規制の控除対象財産（別表C(2)）の観点からは6号財産としてＨ5年度期首まで引き継がれます。
当該寄附金を○○事業で使用するＨ5年度では、Ｈ1年度から4年度までの受取寄附金の累計額を正味財産増減計算書内訳表で（指定正味財産増減の部から）一般正味財産へ振替え、一般正味財産増減の部において、受取寄附金振替額として収益計上します。対応する事業費が計上されるため、この対応に関しては収支が均衡します。別表C(2)では、当該6号財産の期末残高が0となります。
すなわち、Ｈ１年度から4年度の各年度にわたり、特定費用準備資金の積立て・取崩しは不要であり、ご質問の会計処理は誤りです。
なお、Ｈ１年度から4年度の各年度で、当該特定費用準備資金の積立額を考慮しなければ収支相償が満たされなかったのであれば、各年度とも収支相償を満たしていない状態であったこととなります。別途、ご確認ください。		×

		4797		特定費用準備資金について		宮城県		西澤　誉浩		43110		43112		対応		特定費用準備資金については，認定規則§18Ⅰにおいて，「将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用（中略）に係る支出に充てるために保有する資金」と規定されております。「将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用」という規定について質問致します。

　セキュリティ対策のために数年おきに業者に委託して行う法人のホームページの更新等，将来の特定の期間のみに発生するが，特定の事業実施に関連して発生する訳ではない費用のために積み立てた資金についても，「将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用」に係る資金に該当し，認定規則§18Ⅲの５要件を充たす限りにおいて，特定費用準備資金に位置付けることが可能ではないかと当県では考えておりますが，このような理解で間違いないでしょうか。 		 法人のホームページの更新等の作業は、一般的に公益目的事業や管理活動等に必要な活動であると整理できるものと考えます。このような整理が可能であれば、当該将来の活動のための費用支出に充てるための資金を特定費用準備資金とすることは可能です。
よって、貴県のご認識で問題ないものと考えます。
なお、当該更新等作業の全体のうち、公益目的事業相当分が収支相償の対象となります。管理活動等に対応する分は、遊休財産規制の控除対象財産にはなりますが、収支相償の対象とはなりません。 		〇

		4808		特定費用準備資金について		山梨県		永田　英惠		43123		43125		対応		　国債の利息収入を財源に奨学金事業を行っている公益財団法人で、近年の金利低下を受けて将来の国債の満期買換え後の利率低下に備えて支出を抑制した結果剰余金が出ている法人があります。
　今後少なくとも５年間にわたり剰余金が発生する見込みで、この剰余金を特費に積立て、現在利率が２％と１．９％の２本の国債の買換え後の利率を過去５年間の平均をもとに１％と仮定し、利率低下による財源不足分を特費から取り崩して使用していくことを検討しています（詳細別添）。
　ＦＡＱ問Ⅴ－3－④により、将来の収支変動に備えて自主的に積み立てる基金は、過去の実績や事業環境の見通しを踏まえて活動見込みや限度額の見積もりが可能など要件を満たす限りで特費を用いることができるとされていますが、このケースの場合、要件を満たすと言えるかどうか御見解を伺いたく、よろしくお願いいたします。
　当方としては、将来の金利は予測不可能のところ、買換え後の金利を１％と仮定している点が認められるか判断に悩んでおります。活動見込みの見積もりは奨学金事業のため固い見込みとなっています。仮に特費として認める場合は、満期買換え後の利率次第で計画を見直すよう条件を付けることになると思います。 		 ご質問の趣旨をまとめると、「将来一定水準の収入減が見込まれるが、事業水準自体は現状レベルを維持したいことから、今後5年間で想定される剰余金を将来の収入減に充てる財源として特定費用準備資金として積立てたい」と理解しました。
特定費用準備資金として積み立てるためには、その要件のなかに資金の目的、事業実施期間、積立限度額の定めも求められます。積立時点でこれら要件が合理的に説明できるのであれば、特定費用準備資金と認められるものと考えます。
（添付された資料を見る限り、合理的に説明は可能と思われます。）
なお、特定費用準備資金として整理すれば、平成34年6月が近づくにつれ、将来の収入減少額、ひいては積立限度額がより明確になるため、限度額超過分を取り崩すか、事業計画を見直すことは当然のこととなります。改めて条件を付すようなことではありません。 		〇

		4833		特定費用準備資金		広島県		本　博之		43153		43154		対応		（相談内容）
 車両更新に伴い減価償却費が増加する見込みであるため，公益目的事業で生じた剰余金を特定費用準備資金として積み立て，将来の減価償却費に充当したい。

（本県担当者の見解）
 特定費用準備資金は，認定法施行規則第18条で「将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用」とされています。
 車両の更新は，「特定の活動の実施」とはいえず，また，同条では，「特別に支出する費用」について「引当金の対象となるものを除く」とされており，現金の支出を伴わない減価償却費も同様に取り扱うべきものと考えられます。
よって，将来の減価償却費に充当することを目的とした特定費用準備資金は，認められないと考えますが，このような理解で問題ないでしょうか。		貴県のご認識のとおり、将来の減価償却費は特定費用準備資金の対象とはなりません。
なお、将来、車両を更新すべく資金を確保するために、資産取得資金を設定して積立てることで収支相償（1号財産相当額）及び遊休財産規制の対応策とすることは可能です。		×

		4849		特定費用準備資金の取り扱いについて		埼玉県		文書課　公益法人担当職３		43166		43168		対応		新規事業を開始するために新たに職員（正規職員）を雇用する場合には、その人件費は特定費用準備資金の積立に含めてもよいのでしょうか。
一般的な将来の人件費のためであれば特定費用準備資金の対象外だと思いますが、その事業に対する人件費が見積もり可能であれば積立可能ではないかと考えますがいかがでしょうか。		　事業費として人件費も含めて積立限度額を算定することは可能と考えます。		〇

		4950		特定費用準備資金の積立について		神奈川県		梅田　英介		43308		43312		対応		特定費用準備資金の積立要件について、「将来の収入の減少が確実に見込まれる場合」の他に、弾力化により「将来的に収入の安定性が損なわれるおそれがあり、専ら法人の責に帰することができない場合」が加わった。
　収益事業からの繰入額を主な財源として公益目的事業を実施してきたが、収益事業を廃止したことにより繰入がなくなり、公益目的事業の実施が危ぶまれると見込まれる法人がある。この場合、当該公益目的事業について特定費用準備資金を積立てることはできるのか。
　なお収益事業が廃止された理由は、ある建物の中で食堂等を運営していたが、建物の移転に伴い、新しい建物ではPFI形式を採用して食堂等の運営業者を決定することとなったため、当該法人については契約満了となったものである。 		ご認識のとおり、会計研究会29年度報告で特定費用準備資金に関して「法人の責に帰することができない場合」が加わりました。しかしながら、本問は従来の特定費用準備資金で整理可能です。
本問の前提として、当該年度に相当の剰余が発生しているものとします。この場合、収益事業を廃止し、今後、収益事業からの利益繰入がなくなることから、当該剰余を公益目的事業費の財源に充てるため、特定費用準備資金を積立てることは可能と考えます。		〇

		4987		特定費用準備資金について		茨城県		村上　よしみ		43356		43384		対応		省略 ショウリャク		回答 FAQV-4-⑪の（注）には、「認定後に寄附者から取得した財産は、上記のとおり5号財産又は6号財産に整理され、直接1号財産に整理されることはありません。・・・」とあります。（5号財産・6号財産は具体的な使途指定があることが前提）
上記考え方と同様に、貴県が述べているように、特定費用準備資金（4号財産）に整理するには、本件1号財産について指定正味財産から一般正味財産への振替えが行われることから、指定正味財産である特定費用準備資金（4号財産）はないと考えます。 
		×

		5036		公益目的保有財産・特定費用準備資金について		香川県		小松　由里乃		43438		43446		対応		（概要）
　公益法人Ａは企業Ｂからの寄附金を主な財源として、奨学金給付事業を行っている。
　法人Ａから奨学生として採用された場合、成績不良など特段の問題がなければ、卒業まで奨学金が給付される。
　年度ごとの寄附金の額については、企業Ｂの業績により、増減が予想される。
　法人Ａは、企業Ｂの業績の悪化に備え、採用した奨学生に対し、将来の給付が確定している奨学金分の資金を確保したいと考えている。
　現在、法人Ａは当該目的の資金を流動資産として保有しているため、遊休財産の保有の制限を満たしていない状態にある。
（質問事項）
③　上記のような奨学金給付事業を行っている法人の場合、年度ごとに奨学生採用者の将来の給付が確定している奨学金分の資金を特定費用準備資金として積み立て、支給にあたって取り崩すといった運用は認められるか。また、そのような運用が認められるか否かについては、当該法人の年度ごとの奨学生採用者の人数が定まっているか否かで異なるか。		
質問③について
年度ごとに奨学生採用者の将来の給付が確定している奨学金分の資金を特定費用準備資金として積立て、支給にあたって取崩すといった運用は、認定規則18条3項の要件を満たせば、年度ごとの奨学生採用者の人数が定まっているかに関わらず認められると考えます。 		〇

		5233		特定費用準備資金		北海道		菊池　浩幸		令和元年07月10日		令和元年07月18日		対応		 市から５ヶ年間（Ｈ３０～Ｒ４年）の指定管理業務を受託し、公益目的事業を実施している公益財団法人から人件費の定期昇給を行っており、指定管理期間の後半になると人件費の費用が年々増加する。
　また、市からの配当が人件費の昇給分を加味しておらず、平均的なものとなっているため、予算が厳しくなることから、余裕がある前半に特定費用準備資金を積み立て対応したい旨の相談がありました。
当該事業は既存事業を拡充するものではありませんが、この場合、特定費用準備資金として積み立てることは可能でしょうか。
※　ＦＡＱ　問Ⅴ－３－④　答１
将来の特定事業費、管理費に特別に支出するための積み立て資金で、新規事業の開始、既存事業の拡大、数年周期で開催するイベントや記念事業等の費用が対象となります。  		 5年間の指定管理期間で、定期昇給に対応して収入が足りなくなる分が過去の状況等から合理的に予想可能である場合には、特定費用準備資金に積み立てることは可能と考えます。 		〇

		5320		特定費用準備資金の積み立て要件について		鹿児島県		学法 上靏智子		令和元年11月19日		令和元年12月12日		対応		　特定費用準備資金の積み立て要件について，「将来の収入の減少が確実に見込まれる場合（通常型）」の他に，弾力化により「将来的に収入の安定性が損なわれるおそれがあり，専ら法人の責に帰することができない場合（特例型）」が加わった。
　さとうきび関係の受託作業収入等を主な収益として公益目的事業を行っているところ，毎年の台風被害により収益が減少しており，今後の台風襲来によっても公益目的事業の実施に影響が出ると見込まれる法人がある。この場合，公益目的事業について特定費用準備資金を積み立てることはできるのか。
［本県の考え］
　FAQ５－３－⑤によると，地震，災害等災害時に備えて積み立てる資金は目的と金額の合理的な見積もりが難しいことから，特定費用準備資金としての要件を充たすことは難しいとの記載があるが，本ケースについては資金の合理的な見積もりについて，過去数年間の台風による減収額の平均値等から算出可能と考えられることから，特定費用準備資金として積み立てられるものと考える。ただし，通常型として積み立てるための「収入減の確実性」があるとまでは言い難いことから，蓋然性の高さに係る見込み額を元に，特例型として特定費用準備資金として積み立てることが可能と考える。つまり，台風等の気象災害等による事業収入の減については，「平成29年度公益法人会計に関する諸課題の検討結果」５ページの「※１　該当する場合の条件」をクリアすれば
特例型として特定費用準備資金として積み立てることが可能と考える。 		 本ケースは、貴見の通り特定費用準備資金として積み立てることは可能であると考えます。
なお、特例型でなくても過去の実績等を踏まえて算出する通常型（将来において見込まれている収支の変動に備えて法人が自主的に積立てる資金）により積み立てることは可能と考えます。（FAQ問Ⅴ-3-⑦参照） 		〇

		5325		指定正味財産を財源とする特定費用準備資金の取り崩しに係る収支相償の計算について		神奈川県		浮津 翔		令和元年11月25日		令和元年12月12日		対応		 　指定正味財産を財源とする特定費用準備資金の取り崩しについて、二重の収益加算（①指定正味財産から一般正味財産への振替額＋②特定費用準備資金の取崩額）が生じてしまう場合、別表Ａ（１）上の計算方法としては、①と②のうち、①指定正味財産から一般正味財産への振替額の方は収支相償上の収益には加算しないとする例外的な扱いを行うことは可能でしょうか。 		 平成29年度に公益目的保有財産から特定費用準備資金へ変更した際に会計上、指定正味財産から一般正味財産へ振替えるところ振替を行わなかったことから、平成30年度の指定正味財産から一般正味財産への振替額を収支相償上の収益には加算しない取扱いとすることは可能と考えます。
その際、H29年度の決算修正を過年度に遡り行うのではなく、平成29年度の別表Aで当該一般正味財産への振替を経常収益に加味したと仮定した場合、収支相償を満たしているかについて再確認することが必要であると考えます。 		指定正味財産を財源とする特定費用準備資金を認めない？ ミト
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事例案

		※会計研究会29年度報告に基づき、特費の事例を3つに区分して記載しています。それぞれの区分における特徴、積立可能な期間に関する記載も29年度報告に基づきます。 カイケイ ケンキュウカイ ネンド ホウコク モト トク ヒ ジレイ クブン キサイ クブン トクチョウ キカン カン キサイ ネンド ホウコク モト

		１．将来の費用支出の増加が見込まれる場合 ショウライ ヒヨウ シシュツ ゾウカ ミコ バアイ

				特徴）対象事業は、新規事業を行う場合や既存事業の規模を拡大数r場合 トクチョウ タイショウ ジギョウ シンキ ジギョウ オコナ バアイ キゾン ジギョウ キボ カクダイ スウ バアイ

				　　　法人自身が主体的に事業計画を立案することとなるため、活動の目的・内容や事業規模、事業期間を想定することが比較的容易である。　　

				積立可能な期間）最長10年を目安。期間の変更については、止むを得ざる理由に基づく場合を除いて、原則一回限り認める。 キカン サイチョウ ネン メヤス キカン ヘンコウ ヤ エ リユウ モト バアイ ノゾ ゲンソク イッカイ カギ ミト

				定期提出書類 別表C(5)の記載例 テイキ テイシュツ ショルイ ベツ ヒョウ キサイ レイ												積立に際しての留意事項等 ツミタテ サイ

				 特定費用準備資金の名称
 （貸借対照表科目名）		将来の特定の活動の名称		当該活動の内容 トウガイ カツドウ ナイヨウ		計画期間
（事業年度）		当該活動の
実施予定時期 トウガイ カツドウ ジッシ		積立限度額の算定方法 ツミタテ ゲンド

				50周年記念事業準備資金		50周年記念事業		令和13年度に財団設立50周年を迎えるため、令和13年度に使用する50周年記念事業を実施するための公益目的事業会計費用及び法人会計管理費として積立てる。		10年間 ネンカン		令和13年度		設立50周年記念として実施する各種事業の経費の見積額の合計額を積立限度額とした。令和3年度に実施した設立40周年記念事業に関する実績額を参考にして以下の金額を見積り、その合計額を積立限度額とした。
会場費200万円、講師料60万円、印刷製本費(ポスター、チラシ等)160万円、旅費交通費100万円、通信運搬費60万円、雑費20万円　合計600万円 レイワ ネン ド ジッシ カン ジッセキ イカ キンガク ゴウケイ エン エン トウ エン エン エン エン エン		計画期間が、ガイドラインで目安とされている10年間を超える場合は、事業計画を説明していただくことがあります。 ケイカク キカン メヤス ネン アイダ コ バアイ ジギョウ ケイカク セツメイ

				建物修繕費用準備資金		建物修繕費用 タテモノ		長期修繕計画で令和28年度に実施を予定している建物大規模修繕のための費用として積立てる。 レイワ ド ジッシ ヨテイ タテモノ		25年間 ネンカン		令和28年度		業者より提示された見積総額××万円を積立限度額とした。 ソウガク マンエン		計画期間がガイドラインで目安とされている10年間を超えていることから、一般的には適当ではありません。事業の性質上特に必要があり、個別の事情について案件毎に判断された結果、認められた場合に限られます。 ケイカク キカン メヤス ネン アイダ コ イッパンテキ ジギョウ セイシツジョウ トク ヒツヨウ コベツ ジジョウ アンケン ゴト ハンダン ケッカ ミト バアイ カギ

				定期提出書類 別表C(5)の記載例 テイキ テイシュツ ショルイ ベツ ヒョウ キサイ レイ												積立に際しての留意事項等 ツミタテ サイ

				 特定費用準備資金の名称
 （貸借対照表科目名）		将来の特定の活動の名称		当該活動の内容 トウガイ カツドウ ナイヨウ		計画期間
（事業年度）		当該活動の
実施予定時期 トウガイ カツドウ ジッシ		積立限度額の算定方法 ツミタテ ゲンド

				事務所移転費用準備資金		事務所移転		現在の事務所の賃貸借契約終了に伴い、令和13年度に予定している事務所移転のための費用として積立てる。 レイワ ネンド ヨテイ		10年間 ネンカン		令和13年度		移転先の事務所の工事費（前回移転時の工事費実績に基づき算定）×××円
運搬費（前回移転時の運搬費実績に基づき算定）×××円 モト サンテイ		今年度は受賞に該当する者がなく、来年度へ賞金を繰り越す場合の積立なども考えられます。 コンネンド ジュショウ ガイトウ モノ ライネンド ショウキン ク コ バアイ ツミタテ カンガ

				奨学金事業準備資産 ジギョウ シサン		奨学金事業 ジギョウ		新規に、令和×1年度から令和×10年度において、大学生を対象とする奨学金事業を実施する予定であり、当該事業の円滑な実施のために積立てる。 レイワ ネンド ダイガクセイ タイショウ キン ジギョウ ジッシ ヨテイ トウガイ ジギョウ エンカツ ジッシ		10年間 ネンカン		令和×1年度
～令和×10年度		募集する奨学生：〇名 ／年
給付額：△△円／年・人
事業実施期間：10年間／人
として、〇名×△△円×10年間　を積立限度額とする。 ボシュウ ショウガク セイ メイ ネン キュウフガク エン ニン ジギョウ ジッシ キカン ネン カン メイ ネンカン		新規事業としてセミナーを開催するための積立や、毎年開催しているセミナーについて参加者の増加や規模拡大を予定していてその会場確保のための積立なども積立可能と考えられます。 シンキ ジギョウ カイサイ ツミタテ マイトシ カイサイ サンカ モノ ゾウカ キボ カクダイ ヨテイ カイジョウ カクホ ツミタテ ツミタテ カノウ カンガ

				研究員雇用準備資産 ジュンビ		シンクタンク事業		シンクタンクとしての組織拡大と機能の充実を図るため、研究員を雇用する費用に充てる。
中期経営計画（令和×1～×9年度）に基づいて研究者の雇用計画を推進する。 レイワ モト		9年間 ネンカン		令和×1
～令和×9年度		特任研究員を×名雇用することとし、
月額給与：〇〇千円／人／月
法定福利費：△△円／人／月
昇給率：□％／年
として、×名に関する給与・法定福利費の9年分を積立限度額とする ショウキュウ リツ トシ カン		公益目的事業に従事する職員や管理部門の職員のための研修費用や、専門知識・技能を持つ高い賃金の職員を雇用する計画なども考えられます。 コウエキ モクテキ ジギョウ ジュウジ ショクイン カンリ ブモン ショクイン ケンシュウ ヒヨウ センモン チシキ ギノウ モ タカ チンギン ショクイン コヨウ ケイカク カンガ

				システム保守費用積立資産		システム更新に伴う保守費用 コウシン		令和×1年度に実施予定のシステム更新に伴う令和×1年度以降5年間のシステム維持のための保守費用支出に備えるもの。 レイワ コウシン		5年間 ネンカン		令和×1年度
～令和×5年度		ベンダーによる見積もりの結果、5年間通算の保守費用合計は××百万円、そのうち公益事業に関わるものは、3分の2相当の△△百万円であることから、△△百万円を積立限度額とする。



		２．①将来の収入の減少が確実に見込まれる場合 ショウライ シュウニュウ ゲンショウ カクジツ ミコ バアイ

				特徴）対象事業は既存事業のみ。 トクチョウ タイショウ ジギョウ キゾン ジギョウ

				　　　過去の実績等及び将来見込みから収入減少の見込みを明示する必要がある。

				積立可能な期間）最長5年分。期間の変更については、止むを得ざる理由に基づく場合を除いて認めない。 キカン サイチョウ ネンブン

				定期提出書類 別表C(5)の記載例 テイキ テイシュツ ショルイ ベツ ヒョウ キサイ レイ												積立に際しての留意事項等 ツミタテ サイ

				 特定費用準備資金の名称
 （貸借対照表科目名）		将来の特定の活動の名称		当該活動の内容 トウガイ カツドウ ナイヨウ		計画期間
（事業年度）		当該活動の
実施予定時期 トウガイ カツドウ ジッシ		積立限度額の算定方法 ツミタテ ゲンド

				資格認定事業積立資金		資格認定事業		当事業では複数種類の資格検定試験を実施しており、その組合せにより事業収入が多い年と少ない年を繰り返す傾向にある。経常増減額がプラスとなった事業年度に積立て、マイナスになった事業年度に取崩して講習会費用等に充当し、安定的かつ持続的に事業を行えるようにする。 ジギョウ フクスウ オオ ジギョウ ヒヨウ トウ オコナ		5年間 ネンカン		過去の実績から、経常増減額がプラスとなる令和×1年度、同×3年度及び同×4年度に積立を行い、同じくマイナスになると予想される令和2年度及び令和5年度に取崩す。 カコ ジッセキ レイワ ネンド ドウ ネンド オヨ ドウ ネンド オナ ヨソウ レイワ オヨ レイワ ネンド		講習会開催経費1回当り　××万円
（会場費××万円、謝金××万円、旅費交通費××万円、印刷製本費××万円）
開催回数　〇回/年　
→　××万円×〇×5年を積立限度額とする。 アタ マン マン マン マン マン マン

				奨学金事業積立資産 キン		奨学金事業 キン		事務所ビルの家賃収入を奨学金の原資にしているが、当該ビル建替時の3年間は収入が見込めないことから、現在の奨学金事業を維持するために積立てる。 ジム ショ ショウガクキン コガネ ゲンシ トウガイ キン イジ ツミタ		3年間 ネンカン		令和×1年度
～令和×3年度		令和×年度事業計画書における奨学金事業等の年間予算××万円の3年間分 レイワ キン		寄附者が減少することへの備えとしての積立なども考えられます。 キフ シャ ゲンショウ ソナ ツミタテ カンガ

				学術集会等準備資金		学術集会、〇〇協議会、△△研修会の実施費用		令和5年度から令和7年度までの学術集会、〇〇協議会、△△研修会の参加料について減額が決定したため、当該減額分を補填するための積立を行う。 レイワ ネンド トウガイ		3年間 ネンカン		令和5年4月
～令和8年3月		学術集会収入減額　××万円×3年度分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇〇協議会収入減額　××万円×３年度分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△△研修会収入減額　××万円×３年度分
の合計額を積立限度額とする。 マン キョウギカイ マン ガク ゲンド ガク



		２．②将来に収入の安定性が損なわれるおそれがあり、専ら法人の責に帰することができない場合 ショウライ シュウニュウ アンテイセイ ソコ モッパ ホウジン セキ キ バアイ

				特徴）対象事業は既存事業のみ。 トクチョウ タイショウ ジギョウ キゾン ジギョウ

				　　　上記の通常型では対応できないと主張する法人から、その理由（特定費用準備資金の必須要件である目的、規模、期間のそれぞれについて、対応不能とした背景、経緯、事情等）について、 ジョウキ ツウジョウガタ タイオウ シュチョウ ホウジン リユウ トクテイ ヒヨウ ジュンビ シキン ヒッス ヨウケン モクテキ キボ キカン タイオウ フノウ ハイケイ ケイイ ジジョウ トウ

				　　　理事会、評議員会又は社員総会、監事等の認識を踏まえ説明を求める。

				　　　事業の安定性・継続性が損なわれる場合のデメリットについて、法人に具体的かつ明確な説明（可能な限り定量的に）を求める。

				　　　原稿の特定費用準備資金による緩和をさらに限定的に緩和する措置であるため、法人には毎年度結果御報告を求める。 ゲンコウ トクテイ ヒヨウ ジュンビ シキン カンワ ゲンテイテキ カンワ ソチ ホウジン マイネンド ケッカ オ ホウコク モト

				規模）収入の安定性が損なわれることについて、蓋然性の高さに係る見込みに基づく積立限度額の明示が必要である。 キボ ガイゼンセイ タカ カカ ミコ モト ツミタテ ゲンド ガク メイジ ヒツヨウ

				積立可能な期間）最長5年分であり、合理的であること。期間の変更については、止むを得ざる理由に基づく場合を除いて認めない。 キカン サイチョウ ネンブン ゴウリテキ

				定期提出書類 別表C(5)の記載例 テイキ テイシュツ ショルイ ベツ ヒョウ キサイ レイ												積立に際しての留意事項等 ツミタテ サイ

				 特定費用準備資金の名称
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（事業年度）		当該活動の
実施予定時期 トウガイ カツドウ ジッシ		積立限度額の算定方法 ツミタテ ゲンド

				〇〇事業準備資金 ジギョウ		〇〇事業 ジギョウ		政策変更に伴う補助金の削減により、収入の安定性が損なわれることが想定されることから、事業を安定的に継続するために積立てる。 セイサク ヘンコウ トモナ ホジョキン サクゲン シュウニュウ アンテイセイ ソコ ソウテイ ジギョウ アンテイテキ ケイゾク ツミタ		5年間 ネンカン		令和×1年度
～令和×5年度		令和×1年度～令和×5年度における補助金の削減見込額××万円を積立限度額としている。 ホジョキン サクゲン ミコ ガク マンエン

				△△事業準備資金 ジギョウ		△△事業 ジギョウ		新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、事業計画で予定していたイベントを中止した。今後も同様の理由により当該事業の安定性が損なわれることが想定されることから、事業を安定的に継続するために、開催を見込んで今年度に受け取っていた寄附金や補助金を特定事業準備資金として積み立てる。 シンガタ カンセンショウ カクダイ トモナ ジギョウ ケイカク ヨテイ チュウシ コンゴ ドウヨウ リユウ トウガイ ジギョウ		5年間 ネンカン		令和×1年度
～令和×5年度		今年度にイベント開催を見込んで受け取っていた寄附金及び補助金の合計額から、開催中止までに生じた費用額を控除した残額を積立限度額としている。 コンネンド カイサイ ミコ ウ ト キフキン オヨ ホジョキン ゴウケイ ガク カイサイ チュウシ ショウ ヒヨウ ガク コウジョ ザンガク

				奨学金事業準備資産 ジギョウ シサン		奨学金事業 ジギョウ		対象者が大学に在籍している期間を奨学金支給期間としているが、当法人の主要収入源が株式配当であり、過去の配当政策から今後も配当額が減少となる可能性が高い。仮に減配となった場合に、奨学金事業を継続できない事態が生じかねないため、そのような事態を防ぐため積立てる。 タイショウシャ キン シキュウ ホウジン カコ ハイトウ セイサク コンゴ ハイトウ ガク ゲンショウ カノウセイ タカ カリ キン ジギョウ ケイゾク ジタイ		4年間 ネンカン		令和×1年度
～令和×4年度		予算上見込んでいる配当収入がゼロになった場合を想定し、翌年度始に在籍予定の奨学生の残余期間に見合う奨学金合計額を積立限度とする。この金額は毎年度再設定する。令和×年度の奨学生は××名を予定しており、××万円を積立限度額としている。 レイワ ド ショウガク セイ ヨテイ マン		左記は、保有する株式の財源が一般正味財産である場合を前提としています。指定正味財産である場合は、既に寄附者等により使途が制約されていることから、特定費用準備資金とすることは適切でないと考えます。 サキ ホユウ カブシキ ザイゲン イッパン ショウミ ザイサン バアイ ゼンテイ シテイ ショウミ ザイサン バアイ スデ キフ シャ トウ シト セイヤク トクテイ ヒヨウ ジュンビ シキン テキセツ カンガ

				□□事業準備資金 ジギョウ		□□事業 ジギョウ		A国において□□事業を予定していたが、A国において紛争が生じたため、当該事業の実施を中止した。当該紛争が終了すると見込まれる5年後に同事業を再開する目的で、今年度の事業に充当する予定だった資金を特定事業準備資金として積み立てる。 クニ ジギョウ ヨテイ クニ フンソウ ショウ トウガイ ジギョウ ジッシ チュウシ トウガイ モクテキ コンネンド ジギョウ ジュウトウ ヨテイ シキン		5年間 ネンカン		令和××年度		今年度の予算書に基づき算定した、□□事業のための資金の合計額から、中止までに既に生じていた費用額を控除した残額を積立限度額としている。 コンネンド ヨサンショ モト サンテイ ジギョウ シキン ゴウケイ ガク チュウシ スデ ショウ ヒヨウ ガク コウジョ ザンガク
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（参考）POSSに基づく特費の事例

		※薄い緑のセルは、逆特費と思われるものです。 ウス ミドリ ギャク トク ヒ オモ
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		A001125		公益財団法人日本食肉流通センター		令和2年度		特定施設修繕基金		大規模修繕等		平成２７年度からの新棟施設整備基金の積立てを円滑に行うため、今後１０年間に見込まれる大規模修繕等に備えてあらかじめ資金を造成しておくことにより、次の特定の施設修繕を計画的に実施していくことを目的とする。
１．施設の老朽化を原因とする予定価格が１千万円以上になると考えられる修繕
２．フロンガスを含む冷媒の漏洩防止及び冷媒変更のための修繕		10年間 ネンカン		平成２７年度～令和５年度 レイワ		積立限度額：１１億３５８０万円
別紙のとおり、新棟施設整備基金の積立期間中に見込まれる特定の施設修繕に要する経費を積み上げて算定した。

		A001243		公益財団法人放送文化基金		令和2年度		50周年事業積立金		50周年事業		放送文化基金の設立５０周年（令和６年２月１日）を迎えるにあたり、半世紀にわたる当基金の歩みを振り返るとともに、今後一層放送文化を豊かなものにしていく契機となるよう記念事業を実施する。		5年間 ネンカン		令和元年度～令和5年度		現在実施している助成事業の記念事業分として助成額の拡大１,５００万円
全国制作者フォーラム、研究報告会、放送文化基金賞のいずれかを記念事業として拡大実施８００万円（計画額は設立３０、４０周年事業の実施値に基づき算出）
職員の在宅勤務等の事務局の環境整備のための経費として７００万円


		A001359		公益財団法人予防接種リサーチセンター		令和2年度		調査研究事業積立金資産		予防接種調査研究事業		安全で有効な予防接種を推進するため、安全なワクチンの確保とその方法等を研究し、そ
の成果を国民の公衆衛生向上及び増進に寄与することを目的に公益財団法人予防接種リ
サーチセンターの事業として公募する。（3年毎に3課題の研究の公募を行っているが、特
定費用準備資金を積み立て、次回公募時に２課題多く公募を行う。）当初予定では3年計画の最終年度の令和2年度に全額取り崩しを行う予定であったが、1課題の研究者が国の新型コロナウイルス感染症クラスター対策業務のため、研究が実施出来なくなり、翌年度に研究を延期することとなったため、令和2年度末で研究費の1課題分の250万円分は令和3年度に取り崩すこととした。		7年間 ネンカン		平成30年度～令和2年度		対象の研究助成は1課題につき3年にわたる研究助成費用として750万円
（1年250万円が3年分の合計として750万円）とし、2課題分の1,500万円を
積立限度額とする。
平成30年度　予防接種調査研究助成金　250万円×2課題＝500万円
平成31年度　予防接種調査研究助成金　250万円×2課題＝500万円
令和 2年度　予防接種調査研究助成金　250万円×2課題＝500万円

		A001359		公益財団法人予防接種リサーチセンター		令和2年度		公益目的事業積立金資産		公益目的事業		公益目的事業実施における新型コロナウイルス感染症予防対策を契機として、事業継続に必要なテレワークを実施するために使用する機器の整備のため、セキュリティ対策を施した外部から内部ネットワークへの通信機能を持ったノートパソコン（モバイルパソコン）を導入する。		2年間 ネンカン		令和2年7月		費用は、想定するテレワークに対応出来る仕様の中からヒューレットパッカード製ノートパソコン（Ｗｅｂでのカスタマイズ構成見積）を参考に、1台当り176,000円の7台分で1,232,000円を積立限度額とする。なお、当財団の会計規程により資産計上対象外（1台当りの金額が20万円未満）となるため、事業費の備品経費とする。

		A001359		公益財団法人予防接種リサーチセンター		令和2年度		調査研究事業積立金資産②		予防接種調査研究事業		安全で有効な予防接種を推進するため、安全なワクチンの確保とその方法等を研究し、その成果を国民の公衆衛生向上及び増進に寄与することを目的に公益財団法人予防接種リ
サーチセンターの事業として3年毎に3課題の研究の公募を行っているが、令和3年度から始まる3年にわたる研究公募を行った結果、新型コロナウイルスの予防接種に関する研究など、応募が多数あったため、研究2課題の3年分の追加研究助成のための調査研究特定費用準備資金②を積み立て、研究助成を拡大する。		3年間 ネンカン		令和3年度～令和5年度		対象の研究助成は1課題につき3年にわたる研究助成費用として750万円
（1年250万円が3年分の合計として750万円）とし、2課題分の1,500万円を
積立限度額とする。
令和3年度　予防接種調査研究助成金　250万円×2課題＝500万円
令和4年度　予防接種調査研究助成金　250万円×2課題＝500万円
令和5年度　予防接種調査研究助成金　250万円×2課題＝500万円

		A001465		公益社団法人日本フィランソロピー協会		令和2年度		普及啓発事業等積立資金		フィランソロピー活動３０周年記念事業及び情報システムの更改		当協会がフィランソロピーの推進活動を始めて以降、「フィランソロピー元年」、「ボランティア元年」や「CSR元年」など様々な出来事が発生し、様々な活動団体が増加。平成33年度（2021年度）は、当協会がフィランソロピーに関する活動を開始して30周年であることから、それを記念し、改めて当協会の理念である「民主主義の健全な育成」に向け、全国規模の普及・啓発を実施する。		6年間 ネンカン		平成30年度～平成33年度		事業に係る費用の積算に基づき算定。
・フィランソロピー30周年記念事業70,000,000円
・情報システム更改　　　　　　　　　30,000,000円　　計100,000,000円

		A001465		公益社団法人日本フィランソロピー協会		令和2年度		コロナ禍経営安定化資金		コロナ禍経営安定化資金(公益）		コロナ禍影響に伴って収入減が見込まれる中、人件費、委託費、事務所賃借料、他付随費用		3年間 ネンカン		令和2年度～令和4年度		■①2019年度第四半期におけるコロナ禍により事業延期となり、コロナ収束後実施見込部分：1200万円
2019年度第4四半期にかけて実施を予定していた事業がコロナにより開催できなかったため、コロナ終息後に同等の事業を行うための資金として積立
■②安定資金 人件費及び事務所賃借料の1か月分：600万円(公益550万円、管理50万円)                                                                      * R2年度に公益550万を積立、同年中に4,422,288円充当したため差額の1,077,712円を特費に積立 　　　　　　　　　　　　　計13,077,712円(①12,000,000円、②1,077,712円）


		A001465		公益社団法人日本フィランソロピー協会		令和2年度		コロナ禍経営安定化資金		コロナ禍経営安定化資金(管理）		コロナ禍影響に伴って収入減が見込まれる中、人件費、委託費、事務所賃借料、他付随費用		3年間 ネンカン		令和2年度～令和4年度		■安定資金 人件費及び事務所賃借料の1か月分：600万円(公益550万円、管理50万円)                    * R2年度に管理50万円を積立、同年中に481,218円充当したため差額の18,782円を特費に積立                                　　

		A001470		公益社団法人劇場演出空間技術協会		令和2年度		特定費用準備金		JATET劇場演出空間技術展2022		令和2年度はJATET創立30周年となり、当初の計画では2020年12月にJATETフォーラム2020/21を開催予定であったが、新型コロナウイルスの影響により劇場での開催を断念し、セミナープログラムを番組コンテンツとして制作し、インターネット配信によるフォーラムを開催することとした。しかし、新型コロナウィルスが影響して、令和2年度中にはコンテンツの制作及び編集が完了せず、実際の配信事業は令和3年度に実施することとした。このため、令和2年度中の事業費がほとんど発生せず、平成30年度に積立のJATETフォーラム2020用の特定費用準備金250万円は令和3年度に取り崩すこととした。令和3年度に予定していたJATET劇場演出空間技術展2021は、技術展2022として令和4年度に開催することで計画を進める。		7年間 ネンカン		JATET劇場演出空間技術展2022を令和4年度に開催予定として計画を進める。開催場所は未定。																																				令和2年度のJATETフォーラム2020/21は、コロナ禍の影響により2年越しの事業となり、平成30年度に積立の特定費用準備金250万円は、令和3年度に取り崩すことになった。令和元年度に積み立てたJATET劇場演出空間技術展2021用の特定費用準備金120万円は、令和4年度の開催予定に変更した技術展2022に使用する予定とする。令和2年度については、特定費用準備金の積立は行わない。

		A001476		公益社団法人日本表面真空学会		令和2年度		周年記念事業引当預金		周年事業		合併5、10，15周年記念出版を実施する。		10年間 ネンカン		令和5年、令和10年、令和15年		合併5周年記念出版事業費用：200万円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合併10周年記念出版事業費用：200万円　                                                 　　　　　　　　　　　　　合併15周年記念出版事業費用：200万円

		A001476		公益社団法人日本表面真空学会		令和2年度		国際会議引当預金ISSP		国際会議事業ISSP		2019年度実施の国際会議（ISSP2019）開催のための費用に充当する。当該国際会議は2年ごとに、本学会が主催する国際会議であり、海外からの参加者を含め、多数の参加が期待される。		7年間 ネンカン		令和3年、令和5年		過去の実績費用に基づく
国際会議会議場費用：200万円
アブストラクト印刷費：50万円
参加登録委託費：250万円

		A001490		公益財団法人持田記念医学薬学振興財団		令和2年度		40周年記念助成金等準備資金		40周年記念助成金等及び40周年記念助成事業等		2023（令和5）年度に財団設立40周年を迎えるため、2023（令和5）年度に使用する40周年記念助成金等、40周年記念助成事業等を実施するための公益目的事業会計費用及び法人会計管理費として積立てます。		4年間 ネンカン		2023（令和5）年度から2024（令和6）年度を予定		2013（平成25）年度30周年記念時の記念助成金等の実績90,000,000円を基に、運用益を含めて100,000,000円を積立て限度額とします。


		A001559		公益財団法人伊藤記念財団		令和2年度		研究助成事業積立資金		研究助成事業		本財団の基幹事業である研究助成事業の拡大と安定化を目的として積立てる。		8年間 ネンカン		平成31年度から令和7年度までの7年間		過去の年間研究助成額の最低金額10,000千円に拡大額10,000千円を加えた20,000千円を年間積立限度額とし、期間を10年間として20,000千円×10年間の総計200,000千円を積立限度額とする。

		A001560		公益社団法人日本眼科医会		令和2年度		90周年記念事業積立資産		創立90周年記念事業		目の身体障害者手帳を受けている方の3大疾病である、緑内障、糖尿病網膜症、加齢黄斑変性症について講演による啓発活動を行う		5年間 ネンカン		令和3年		会場費、講師謝金、旅費交通費、通信運搬費、消耗品費、印刷製本費等

合計：12,000,000円

		A001567		公益財団法人原子力安全研究協会		令和2年度		環境放射線（能）に関する調査研究積立金		環境放射線（能）分析及びモニタリング事業		国による中間貯蔵施設の整備が進められていることから、区域内及び周辺の放射線量の状況を調査し、周辺環境への影響を把握することが必要である。本業務は、中間貯蔵施設区域及び周辺地域における空間線量率や土壌調査等を実施し、その結果等について評価・検討を行う。		7年間 ネンカン		令和８年度		環境放射線（能）分析及びモニタリング研究施設に係る資機材等経費（食品・環境放射能測定装置、環境放射線分析器、空間線量測定器等9,400万円）、設備等経費（分析場建設費用（土地及び建物6億6,000万円）合計7億5,400万円を目標積立額とする。また、平成30年度まで研究積立金で積み立てていた2億6,760万円をR1年度に本積立金に積み替えを行った。

		A001622		公益財団法人ＮＩＲＡ総合研究開発機構		令和2年度		2020年記念事業資金		2020年記念プロジェクト		世界が日本に注目する東京オリンピック・パラリンピックに合わせて、日本で国際的なフォーラムを開催し、われわれが直面する現状の課題が何かを把握するとともに、将来に向けた市場経済、政治、そして、社会の在り方の道筋を示すことで、変革期にある世界の安定に向けてメッセージを発出する。		6年間 ネンカン		平成31年度～令和3年度		本プロジェクトに係る費用は、給与手当25百万、諸謝金3百万、旅費交通費7百万、PR費用5百万円、印刷費等4百万円、ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ費用等11百万円の合計55百万円を見込んでいる。

		A001622		公益財団法人ＮＩＲＡ総合研究開発機構		令和2年度		海外連携事業資金		グローバル・マイ・ビジョン プロジェクト		主に日本国内の諸問題について５人の識者の意見を発信する「わたしの構想」をよりグローバル化し、国内外への発信を強化するプロジェクト。
世界経済の見通し、自由貿易の行方、中国経済の動向といった、各国に共通する重要課題について、それぞれの国の識者に論じてもらい、定期的な発信を行う。アジア、欧州、米国などの各国から識者を５名程度選出して行う予定。		6年間 ネンカン		平成30年度～令和4年度		本プロジェクトに係る費用は、給与手当810万円、諸謝金2,025万円、旅費交通費450万円、編集･翻訳費450万円、印刷費585万円、PR費用180万円を見込んでいる。

		A001622		公益財団法人ＮＩＲＡ総合研究開発機構		令和2年度		知識ネットワーク構築事業資金		東西知識人のネットワーク構築プロジェクト		アジア、日本が直面する課題が何であるかを共有し、それへの対応策を議論し、政策に生かすための仕組みを構築する。年に１回、フォーラムを開催し、アジア、日本が直面する１０大リスクについて議論する。		9年間 ネンカン		令和元年度～令和8年度		本プロジェクトに係る費用は、給与手当42百万、諸謝金9.6百万、印刷費4.9百万、委託費4.2百万円、ﾌｫｰﾗﾑ費等10.5百万円の合計71.2百万円を見込んでいる。

		A001622		公益財団法人ＮＩＲＡ総合研究開発機構		令和2年度		政策共創の場の構築事業資金		政策共創の場の構築事業		政策に関する議論の場を幅広く提供するため、様々な分野の専門家に政策についての考えを提示してもらう場を構築する。専門家への「問い」を外部から広く募集し、該当する分野の専門家に短めの論考の提出を依頼する。		7年間 ネンカン		令和2年度～令和7年度		本プロジェクトに係る費用は、給与手当8.6百万、諸謝金9.5百万、印刷費6百万、委託費22.9百万円の合計47百万円を見込んでいる。

		A001622		公益財団法人ＮＩＲＡ総合研究開発機構		令和2年度		調査体制とデータベースの構築事業資金		調査体制とデータベースの構築事業		様々な手法を駆使し、科学的知見に基づいた提言を発出するための調査体制とデータベースの構築を図る。		3年間 ネンカン		令和3年度～令和4年度		本プロジェクトに係る費用は、給与手当1.5百万、印刷費0.5百万、委託費8百万円の合計10百万円を見込んでいる。

		A001639		公益財団法人中部科学技術センター		令和2年度		科学の祭典積立資金		青少年のための科学の祭典（名古屋大会・東三河大会）		次世代層の科学技術への関心と理解増進を図るため、多くの青少年が実験や工作を通じて科学技術の楽しさや面白さを体験し、発見する喜びや感動を実感できる機械を地域の理科教師、諸団体、産業界等と協力して開催する。		9年間 ネンカン		毎年１０月（名古屋大会）と１月（東三河大会）に実施		平成２５年度以降７年間の会場設営費や印刷費等の費用に基づく。

		A001639		公益財団法人中部科学技術センター		令和2年度		中部サイエンスネットワーク積立資金		中部サイエンスネットワーク		理科・科学好きな人材を輩出し続けるために、地域で開催されるサイエンスイベント等の情報を収集・体系化し、小・中学生をはじめ一般の人々へ提供するとともにサイエンスイベント等に関わる個人・団体等のネットワークを形成し、地域における科学技術に関する普及啓発活動の有機的、効果的な連携を図る。		11年間 ネンカン		通年実施		平成２９年度以降１０年間において当該事業の実施に必要な旅費及び委託費等の経費見積に基づく。

		A001723		公益社団法人日本キリスト教海外医療協力会		令和2年度		60周年記念事業準備資金		創立60周年記念事業		当初計画：2020年（令和2年）に創立60周年記念事業として、記念集会開催、活動紹介DVD製作等を行う。支援者への感謝を表すとともに、活動の成果をわかりやすく伝え、より多くの支援者を得る機会とすることを目的とする。
→新型コロナウイルス感染拡大により、集会や海外渡航を伴う事業実施が困難になったため、理事会で次のように計画を変更した。2021年（令和3年）に啓発のための絵本製作、2022年（令和4年）に活動紹介DVD製作を行う。記念集会は開催しない。		10年間 ネンカン		令和2年度→令和3年度及び令和4年度に変更		記念集会　700,000円　東京及び関西で開催
活動紹介DVD製作　3,500,000円　2カ国で撮影　15分×2本のDVD
（平成22年の50周年記念事業の実績をふまえて算定）
→以下のとおり変更する。
啓発絵本製作　1,834,000円
活動紹介DVD製作　2,366,000円　2カ国で撮影　15分×2本のDVD

		A001723		公益社団法人日本キリスト教海外医療協力会		令和2年度		使用済み切手運動60周年記念事業準備資金		使用済み切手運動60周年記念事業		2024年（令和6年）に使用済み切手運動60周年記念事業として、記念集会を開催する。協力者への感謝を表すとともに、より多くの人が使用済み切手収集による国際協力活動に参加するよう周知する機会とする。		11年間 ネンカン		令和6年度		記念集会　2,000,000円　東京及び関西で開催
（会場費、講師謝礼、交通費、チラシ印刷・郵送費等）
平成26年の50周年記念事業の実績をふまえて算定）

		A001752		公益財団法人船井情報科学振興財団		令和2年度		奨学事業記念資金		15周年記念奨学事業及び20周年記念奨学事業		15周年記念事業として10名、20周年記念事業として平成28年度以降奨学事業対象者の増員を行い、奨学事業の充実を図る。なお、2021年度から5年間4人ずつ増員を実施する。
		10年間 ネンカン		平成2７年度及び平成28年度以降の各年度		令和2年度末の奨学事業記念資金が4億8513万円の算定根拠（解消計画）は以下のとおりである。

2021年度　
1年目の人授業料　40000ドル/年、生活費3000ドル/月で7か月、サマースクール上限10000ドルだが利用者が少なく0.2人が利用すると想定（2000ドル/人）、支度金50万円/人、飛行機代25万円/人（往復支給）、対象者4人、
　　　＊今期から生活費を3000ドル/月に引き上げ
　　　　＊為替1ドル＝110円
2022年度　
1年目の人　授業料　40000ドル/年、生活費3000ドル/月で7か月、サマースクール上限10000ドルだが利用者が少なく0.2人が利用すると想定（2000ドル/人）、支度金50万円/人、夏季交流会3000ドル/人、飛行機代25万円/人（往復支給）、対象者4人
2年目の人　授業料　50000ドル/年、生活費3000ドル/月で12か月、夏季交流会3000ドル/人、対象者4人
＊為替110円
2023年度
　1年目の人　授業料　40000ドル/年、生活費3000ドル/月で7か月、サマースクール上限10000ドルだが利用者が少なく0.2人が利用すると想定（2000ドル/人）、支度金50万円/人、夏季交流会3000ドル/人、飛行機代25万円/人（往復支給）、対象者4人
2年目の人　授業料　50000ドル/年、生活費3000ドル/月で12か月、夏季交流会3000ドル/人、対象者4人
　3年目の人　授業料　20000ドル/年、生活費3000ドル/月で5か月、夏季交流会3000ドル/人、奨励金1500ドル/半期、対象者4人
　　＊支援期間2年終了後は、半期ごとに研究奨励金1500ドルを支給
　　＊為替1ドル＝110円
2024年度
    1年目の人　授業料　40000ドル/年、生活費3000ドル/月で7か月、サマースクール上限10000ドルだが利用者が少なく0.2人が利用すると想定（2000ドル/人）、支度金50万円/人、夏季交流会3000ドル/人、飛行機代25万円/人（往復支給）、対象者4人
2年目の人　授業料　50000ドル/年、生活費3000ドル/月で12か月、夏季交流会3000ドル/人、対象者4人
　3年目の人　授業料　20000ドル/年、生活費3000ドル/月で5か月、夏季交流会3000ドル/人、奨励金1500ドル/半期、対象者4人
　4年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル/人
　　＊為替110円
2025年度　　
　　1年目の人　授業料　40000ドル/年、生活費3000ドル/月で7か月、サマースクール上限10000ドルだが利用者が少なく0.2人が利用すると想定（2000ドル/人）、支度金50万円/人、夏季交流会3000ドル/人、飛行機代25万円/人（往復支給）、対象者4人
2年目の人　授業料　50000ドル/年、生活費3000ドル/月で12か月、夏季交流会3000ドル/人、対象者4人
　3年目の人　授業料　20000ドル/年、生活費3000ドル/月で5か月、夏季交流会3000ドル、奨励金1500ドル/半期、対象者4人
　4年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル/人
　　5年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル/人
　　＊為替110円
2026年度
2年目の人　授業料　50000ドル/年、生活費3000ドル/月で12か月、夏季交流会3000ドル/人、対象者4人
　3年目の人　授業料　20000ドル/年、生活費3000ドル/月で5か月、夏季交流会3000ドル、奨励金1500ドル/半期、対象者4人
　　4年目・5年目・6年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル/人、対象12名
　　＊為替1ドル＝110円
2027年度
　　まる6年でPh.D.取得と想定しているので、7年目の人は上半期のみ研究奨励金1500ドル取得。帰
りの飛行機代も加算。
3年目の人　授業料　20000ドル/年、生活費3000ドル/月で5か月、夏季交流会3000ドル、奨励金1500ドル/半期、対象者4人
　　4年目・5年目・6年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル、対象12名
　　7年目　研究奨励金1500ドル、帰りの飛行機代25万円、対象4人
　　＊為替1ドル＝110円
2028年度
４・５・6年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル、対象12人
7年目　研究奨励金1500ドル、帰りの飛行機代25万円、対象4人
　　＊為替1ドル＝110円
2029年度
    5・6年目の人  研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル、対象8人
　　7年目の人　研究奨励金1500ドル、帰りの飛行機代25万円、対象4人
　　＊為替1ドル＝110円
2030年度
　　6年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル、対象4人
　　7年目の人　研究奨励金1500ドル、帰りの飛行機代25万円、対象4人
　　＊為替1ドル＝110円
2031年度
　　7年目の人　研究奨励金1500ドル、帰りの飛行機代25万円、対象4人
　　＊為替1ドル＝110円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


		A001795		公益財団法人佐藤陽国際奨学財団		令和2年度		30周年記念事業特定資産		30周年記念事業		設立30周年の事業として、記念事業やリビジットプログラムを実施して財団のネットワークを強化する。事業の内容と金額は下記の通りである。ホームカミングデー及び記念式典　30,000,000円
リビジットプログラム　　　　　　　　　 30,000,000円
                                          合計60,000,000円		11年間 ネンカン		第19事業年度（令和8年度）　設立30周年		2016年度に実施した20周年記念事業の実績金額をベースに算定した。

		A001817		公益財団法人国際花と緑の博覧会記念協会		令和2年度		国際園芸博覧会出展事業積立資産		国際園芸博覧会出展事業		2022年開催予定のアルメール国際園芸博覧会（フロリアード2022）における日本国政府出展に協力する。		4年間 ネンカン		令和元年4月1日～令和4年3月31日		旅費交通費（渡航費）1,000,000円、委託費（出展企画業務委託料）9,000,000円、負担金・会費（出展業務負担金）10,000,000円

		A001817		公益財団法人国際花と緑の博覧会記念協会		令和2年度		法人運営安定化資産		安定した公益目的事業実施		安定した公益目的事業実施		4年間 ネンカン		令和2年4月1日から令和5年3月31日まで		助成金支出20,000,000円、委託費20,000,000円、負担金会費20,000,000円

		A001833		公益社団法人日本理容美容教育センター		令和2年度		技術大会事業積立資金		全国理容美容学生技術大会		学生の技術向上及び理容教育並びに美容教育の啓発普及を図るために技術大会を開催するための資金。		16年間 ネンカン		毎事業年度　地区大会7月～8月　　全国大会　11月		・地区大会
　　北海道、東北、関東、東京、信越北陸、東海、近畿、大阪、中国、四国、九州にて
　　1,600,000,000円を予定。
・全国大会にて800,000,000円を予定。

		A001865		公益財団法人自動車リサイクル促進センター		令和2年度		情報システム刷新準備資金		情報システムの刷新等		平成３５年度（予定）における情報システム刷新のために実施する平成３３年度から平成３５年度にかけての調査・業務設計、詳細設計・開発・移行、稼働検証・調整等		11年間 ネンカン		積立金の取崩期間である令和３年度から令和５年度までの３年間		当該活動は、情報システムの初期構築時と同様の作業が想定される。従って、初期構築時に要した額のうち本財団の資金管理センター、再資源化支援部及び情報管理部のシステム構築等に要した額（約１４２億円）のうち料金で負担することが見込まれる金額（７１．４４億円）が積立限度額となる。

		A001885		公益社団法人日本道路協会		令和2年度		世界道路会議準備引当資産		世界道路会議事業活動		世界道路協会（通称ＰＩＡRＣ、本拠地仏国）が主催する第26回世界道路会議に出席し、各国と道路に関する会議・情報交換を行うとともに、技術展示会に出展して日本の道路技術の海外展開を支援する。(4年に1回開催)		10年間 ネンカン		平成27年度、令和元年度、令和5年度		　一回当り　　30百万円
　床代　　　　　　　　4,000,000円　（過去実績　  3,861千円）
　展示作成費　　  25,000,000円　（過去実績　33,610千円）
　旅費　　　　　　　　1,000,000円　（過去実績　  1,077千円）

		A001885		公益社団法人日本道路協会		令和2年度		日本道路会議準備引当資産		日本道路会議事業活動		日本道路会議は、道路の行政、建設、維持管理、都市計画及び道路交通に取り組んでいる全国の関係者が参画して、道路に関する広範な問題について研究成果を発表し、意見を交換する道路界における我が国最大の会議であり、昭和２７年以降隔年毎に開催している。		14年間 ネンカン		平成２７年度、平成２９年度、令和元年度、令和３年度、令和５年度、令和７年度、令和９年度		一回当り　１5百万円
会場備品等借上費　　10,000,000円　（過去実績　8,357千円）

論文集発行費　　　　  5,000,000円 　（過去実績　5,864千円）

		A001885		公益社団法人日本道路協会		令和2年度		国際交流事業活動準備引当資産		国際交流事業活動		ＰＩＡＲＣ、ＩＲＦ、ＲＥＡＡＡなど国際機関及び海外の技術専門家との意見交換会等を開催するほか、関連する国際会議への参画を通して日本の道路技術の向上を図る。		10年間 ネンカン		平成２８年度～令和６年度		単年度当り、１２百万円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30年度PIARC総会経費
　・会場備品等借上費　　　　８，０００，０００円　　　　　・総会経費　　１５，０００，０００円
　・現場視察費　　　　　　　　 　 　５００，０００円
　・印刷・交通費等事務費　　３，５００，０００円

		A001885		公益社団法人日本道路協会		令和2年度		技術交流促進事業準備引当資産		技術交流促進事業活動		日本道路協会の会員をはじめ道路関係者等の知識、見識の向上と理解を深めるため、セミナーや講演会等を開催して道路施策に関する最新の動向に関する情報を提供するとともに、道路に関するニーズを的確に把握する。		12年間 ネンカン		平成２８年度～令和８年度		単年度当たり８百万円
　　・会場備品等借上費　　　 ２，０００，０００円
　　・講師謝金費　　　　　　 　 ２，０００，０００円
　　・印刷、交通費等事務費　４，０００，０００円

		A001885		公益社団法人日本道路協会		令和2年度		執務室等防災耐震化事業準備引当資産		執務室耐震化等事業		執務室及び倉庫の防災耐震化のための修繕、補強などを行う。		5年間 ネンカン		平成３０年度～令和３年度		単年度当たり4００万円
　　・執務室ＯＡフロアー化（防災）　　4００万円
　　・倉庫の耐震補強化（耐震）　　　 3００万円

		A001885		公益社団法人日本道路協会		令和2年度		講習会等システム化事業準備引当資産		講習会等システム化事業		講習会、会員等申請・受付、請求書作成などの業務のシステム化等を行うことより業務の効率化を図る。		7年間 ネンカン		平成３０年度～令和５年度		単年度当たり８００万円
　　・システム構築　  ５００万円
　　・データ移行等　　３００万円
　　

		A001913		公益財団法人日本レクリエーション協会		令和2年度		地域事業普及促進強化積立資産		地域事業普及促進強化		都道府県レクリエーション協会等で行われる公益事業をより普及・促進するために、当該協会の運営状態を分析し。事業自体への支援、機能の合理化及び運営体制の見直し、経営とガバナンスに対する意識の高い運営者の育成等を行う。令和2年度に予定していた事業については、コロナ禍の影響により実施できなかったため、計画予定期間を1年延期した。		9年間 ネンカン		令和２年度		毎年、５～１０の都道府県レクリエーション協会について、地域事業の普及促進に向けた強化策を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０都道府県　X　５００，０００円＝５，０００，０００円

		A001913		公益財団法人日本レクリエーション協会		令和2年度		人材養成・活用促進事業積立資産		人材養成・活用促進事業		子どもたちの体力向上や高齢者・障がい者の健康・生きがいづくり等に資するレクリエーション活動及び研修プログラムを、公認指導者を活用して無償提供する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    この無償提供するレクリエーション活動の幅を広げ、指導にあたる公認指導者の質を高めるための研修を行う。令和2年度に予定していた事業については、コロナ禍の影響により実施できなかったため、計画予定期間を1年延期した。		10年間 ネンカン		令和元年度		①年間３６５件の無償提供。１件あたり１２，０００円程度の謝金（税・交通費込み）を支給　　　　　　　　　  　３６５件　X　１２，０００円＝４，３８０，０００円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ②毎年、東京にて講師トレーニングを実施　６２０，０００円

		A001923		公益社団法人アジア産業技術交流協会		令和2年度		実習生交流会館開設資金		実習生交流会館を設置する		アジア諸国の技能実習生と多様な世代・様々な産業分野の一般人が双方向に作用して学び、アジア諸国の技能実習生が異国の地で相互に影響し合ってアジア各国と日本の文化を学び、日本とアジア諸国の言語・文化が相互に作用する、互いに影響し合う情報に溢れた会館を設置する。		5年間 ネンカン		令和3年度 レイワ ネンド		内装費（本店移転に伴い、同じ場所に設置）
パーティーション・天井補強工事・受付カウンター　　1,600,000

パソコン・パソコンブース　　　　　　　　　　　　　　　　　　550,000

机・椅子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,250,000

プロジェクター・スクリーン・マイク等　　　　　　　　　　　330,000

配線等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　270,000

　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,000,000

		A001997		公益財団法人医療機器センター				ＩＣＴシステム整備引当資産		ＩＣＴシステム整備		積極的な広報活動や情報提供・パブリシティ活動及びＩＣＴシステムを活用した教育・人材育成活動等を実施するため、当財団のＷＥＢシステムを改修する費用に充てる。
【H31(R1)追加】
テレワーク等業務効率化に資するICTシステムの整備・充実に向けて活動を行っていく
【R2変更】
令和３年度からの第二期中期経営計画に基づき、広報活動・デジタル化推進等を積極的かつ継続的に行っていくために未整備であるＩＣＴシステムの充実に向けて活動する		9年間 ネンカン		平成28年度から令和5年度		【変更前】
ＷＥＢシステム改修費用の見積書を徴し、端数を除いた金額を積立限度額とした。
Webサイト企画構成・デザイン等700,920円、コーディング等費用306,504円
教育用受講受付管理システム6,048,000円、受講管理システム（ｅラーニング+Webﾃｽﾄ）
3,024,000円
【H30変更後】
当初平成３０年度までの計画であったが、広報活動等を積極的かつ継続的に行っていくために未整備であるＩＣＴシステムの充実に向けて活動する。
見積書内容　講習会WEB申込システム2,559,600円、HP製作費5,471,064円、
ICTシステム基盤整備マネジメント費9,180,000円
【H31(R1)追加】
テレワーク対応ノートPC及び会計機関連クラウドシステム化費用の見積を徴し、その金額を積立限度額とした。
テレワーク用ノートパソコン１５台1,487,475円、会計機クラウド費用3,230,700円
【R２変更後】
ＨＰ制作5,471,064円及びＩＣＴ整備にかかる体制整備プロジェクト等10,170,000円の見積額を算出しその金額を積立限度額とした
HP製作費5,471,064円、ICTシステム基盤整備マネジメント費10,170,000円

		A001997		公益財団法人医療機器センター				ハブ機能強化引当資産		ハブ機能強化		第二期中期経営計画における「人財及び情報のハブ機能の明確化・強化」を実現すべく、財団の機能強化と外部組織との連携強化のための活動を行う		4年間 ネンカン		令和３～５年度		若手研究者支援にかかる人件費・研修費等費用及び助成金、医機なびのイベント等にかかる費用、機能強化のために必要な人材を雇用する人件費等の見積額を算出し、その金額を積立限度額とした
若手研究者支援等人件費謝金（給与+法定福利費）16,296,440円、助成金9,000,000円、人財研修費5,775,000円、WEBサイト構築等1,994,850円、広報パンフレット費用1,541,910円研修費医機なびイベント費用11,484,000円（限度額9,000,000円）

		A001997		公益財団法人医療機器センター				特任研究員雇用引当資産		シンクタンク事業		別紙３「２．（１）公益目的事業について［１］事業の概要について」に記載のアの事業において、シンクタンクとしての組織拡大と機能の充実を図るため、若手研究者や企業等を退職したシニア研究員を雇用する費用に充てる。
当該事業に関しては平成27～29年度に行うこととしていたが、当財団の中期経営計画（平成28～32年度）において「今後当財団が果たすべき役割と取組」を掲げておりその中の「事業化支援」「シンクタンク」「教育・人材育成」に関連してそれらを推進する必要性があることから若手・シニア研究者の雇用計画を平成32年度まで推進することとする。
【令和２年度変更】
令和３年度からの第二期中期経営計画（R３～R７）に則り、事業化支援・シンクタンク機能強化を推進する必要性があることから若手・シニア研究者の雇用計画を令和７年度まで推進することとする 		11年間 ネンカン		平成28年度～令和7年度		【変更前】
特任研究員を3名雇用することとし、給与・法定福利費を算出し、その約3年分
月額給与：350千円／人
法定福利費：27年度-626,755円／人、28年度-634,399円／人、29年度-642,043円／人として３名分×３年間分を限度額とした。
【変更後】
特任研究員を3名雇用することとし、給与・法定福利費を算出し、その3年分とする
月額給与：350千円／人／月
法定福利費：54,468円／人／月として、３名分×３年間分を積立限度額とした。
（社会保険料率変更のため）
【H30年度変更後】
令和元年度より、シンクタンク事業の拡張による研究員不足の解消のため特任研究員を4名雇用することとし、給与370千円・法定福利費57,647円／人／月、通勤費として４名分×２年間分を積立額とする。
【令和２年度変更後】
特任研究員を７名雇用することとし、給与等（法定福利費含）を算出、その５年分とする

		A001997		公益財団法人医療機器センター				認証審査員雇用引当資産		認証事業		別紙３「２．（１）公益目的事業について［１］事業の概要について」に記載のイの事業、指定高度管理医療機器等の製品認証(認証事業）の推進において、認証審査員（専門知識の習得と模擬審査の経験からなる資格要件を満たす長期のトレーニングを要する）を確保する必要があることから雇用計画を推進することとする		4年間 ネンカン		令和２～４年度		認証審査員を２名雇用することとし、給与・通勤手当・法定福利費等を算出しその３年分
月額給与：550千円／人、賞与年額：1740千円／人、通勤手当：13千円／人、法定福利費年額：240千円/人として２名×３年間分を限度額とした

		A001997		公益財団法人医療機器センター				35周年記念事業引当資産		３５周年記念事業		社会環境の大きな変化の中、これからの当財団に期待される役割や社会的使命も変化していくことを踏まえ、今後の当財団への期待を産官学臨のステークホルダーからヒアリングし取りまとめる調査事業を行うとともに３５周年記念誌として出版し、次期中期経営計画の礎とする
		3年間 ネンカン		令和２年度		産官学臨のステークホルダーからヒアリングし取りまとめる調査事業として可視化調査費用5,092,109円及び記念誌印刷代1,562,000円の見積書を徴し、その金額を積立限度額とした

		A002023		公益財団法人オイスカ				海外環境保全積立資産（旧海外環境保全準備資金）		海外環境保全事業		開発途上国の農山漁村地域での環境保全を目的とした森林整備活動を行う。近隣自治体の職員や住民を集めた環境保全に関するセミナーも開催する。		11年間 ネンカン		平成22年4月～令和3年3月		積立の原資としては21年度海外環境保全準備資金（78百万円）と法人移行時に組み換えた基本財産分（20百万円）を充てる。

（算出根拠）
インドネシア、フィリピン、タイ、フィジー、バングラデシュにおけるマングローブ植林事業
資機材費　17,500,000円
旅費交通費　7,000,000円
燃料費　2,800,000円
現地謝金手当　7,500,000円
役務費　13,150,000円
印刷製本費　150,000円
通信運搬費　750,000円
会議費　750,000円
修繕費　2,700,000円
保険料　600,000円
雑費　100,000円
計　5300万円
出資者（梅田登氏）の意向により、マングローブ植林については当初より規模を拡大して実施することとしたため、算出根拠額が認定申請時より増額された（23年度修正済）。

中国内モンゴル地区での植林事業
資機材費　13,700,000円
旅費交通費　3,200,000円
燃料費　1,000,000円
現地謝金手当　7,400,000円
役務費　2,000,000円
印刷製本費　80,000円
通信運搬費　2,400,000円
光熱水料費　5,000,000円
修繕費　300,000円
賃借料　1,800,000円
保険料　250,000円
雑費　30,000円
計　3500万円

いずれも21年度実績より算定した

		A002023		公益財団法人オイスカ				「子供の森」計画積立資産（旧「子供の森」計画準備資金）		「子供の森」計画事業		これまで育成してきた当事業推進にかかる人材の技術向上を目的としたセミナーの開催、また海外の子どもたちを本邦へ招聘し先進的な環境への取り組みを行う日本の子どもたちとの交流などを行う。				平成22年4月～令和3年3月		原資として平成21年度特定資産である「子供の森」計画準備資金（153百万円）を充てる。

１．過去の同様の事業の開催経費から算定し、年度毎のセミナー開催、子ども招聘にかかる旅費、滞在費、交流費等の費用としてそれぞれ500万円／年を予定している。

　セミナー開催（10名、2週間を予定）
　　内訳　旅費交通費　2,800,000円
　　　　　　会議費　　　　　500,000円
　　　　　　滞在費　　　　　500,000円
　　　　　　賃借料　　　　　300,000円（車両借り上げ）
　　　　　　燃料費　　　　　100,000円
　　　　　　消耗品費　　　 100,000円
　　　　　　諸謝金　　　　　100,000円
　　　　　　印刷製本費　　150,000円
　　　　　　資機材費　　　 200,000円
　　　　　　保険料　　　　　150,000円
　　　　　　雑費　　　　　　 100,000円

２．子ども招聘事業（子ども8名、同行者2名、3週間程度を予定）
　　内訳　旅費交通費　2,500,000円
　　　　　　滞在費　　　　　500,000円
　　　　　　会議費　　　　　500,000円
　　　　　　体験活動費　　300,000円
　　　　　　賃借料　　　　　300,000円（車両借り上げ）
　　　　　　燃料費　　　　　200,000円
　　　　　　消耗品費　　　 100,000円
　　　　　　諸謝金　　　　　100,000円
　　　　　　印刷製本費　　100,000円
　　　　　　資機材費　　　 150,000円
　　　　　　保険料　　　　　150,000円
　　　　　　雑費　　　　　　 100,000円
３．「子供の森」計画に参加する国と地域、学校等の拡大のための調査・調整にかかる費用　300万円
　　　　　内訳　
　　　　　　旅費交通費　１,8000,000円
　　　　　　滞在費　　　　　550,000円
　　　　　　会議費　　　　　500,000円
　　　　　　保険料　　　　　 50,000円
　　　　　　雑費　　　　　　100,000円　　　　

		A002023		公益財団法人オイスカ				人材育成技術協力研修積立資産（旧人材育成技術協力研修準備資金）		人材育成技術協力研修事業		開発途上国からの研修生を受入、本邦にある当法人所有の研修センターにおいて1年乃至3年間の研修を行う。年間50名程度の研修生の派遣希望が海外の協力機関より出されており、それらの期待に応えるため当資金より取り崩して毎年6名分程度を実施する。研修内容としては農業一般、農業指導者育成等を予定している。		11年間 ネンカン		平成23年4月～令和3年3月		積立の原資としては、21年度特定資産である人材育成技術協力研修準備資金（177百万円）を充てる。
平成21年度までの実績から、研修生の渡航費約10万円、滞在費約100万円、手当36万円、保険料約5万円、講師謝金約50万円など経費として年間1名あたり200万円程度が必要となる。本人材育成技術協力研修積立資産より年間6名、当面経常収支において資金難と想定される5年間で計30名程度の受入れを予定している。当初計画より資金難が深刻化したため計画期間を前倒しした。

		A002023		公益財団法人オイスカ				国内環境保全積立資産（旧国内環境保全準備資金）		国内環境保全事業		富士山麓の病害虫を受けた地域の森づくり事業ならびに東日本大震災で被災した宮城県名取市の海岸林再生事業に資する																																		
																																		
																																				11年間 ネンカン		平成21年4月～令和3年3月		積立の原資としては21年度特定資産である国内環境保全（38百万円）を充てる。不足する分を24年度以降に積み増す。
海岸林再生プロジェクト10か年支出計画
平成23年4月～令和4年3月
給与手当　　　115,800,000円
旅費交通費　　73,000,000円
通信運搬費　　11,500,000円
会議費　　　　　15,400,000円
滞在費　　　　　　4,200,000円
体験活動費　　　9,000,000円
資機材費　　　　28,600,000円
消耗品　　　　 　10,000,000円
修繕費　　　　　　5,500,000円
広報費　　　　　　4,600,000円
燃料費　　　　　 11,000,000円
賃借料　　　　　　8,000,000円
諸謝金　　　　　 17,900,000円
委託費　　　　　 93,000,000円
雑費　　　　　　　42,000,000円
その他　　　　　　50,500,000円
　　　　　　合計　500,000,000円

		A002023		公益財団法人オイスカ				60周年記念事業準備資産		オイスカ創立60周年記念事業		2021年(平成33年)に迎える60周年を記念する事業に支出
記念式典の開催
60周年市の発刊		6年間 ネンカン		平成28年～令和3年		記念誌発行
記念行事
20,000,000円

		A002031		公益社団法人日本鍼灸師会				周年事業積立資産		設立周年記念市民公開講座		本会設立5年ごとに市民公開講座として公衆衛生向上のための講演会を参加無料で開催する。経費を300万円とし平成27年度から毎年60万円ずつ5年間積み立てる。		6年間 ネンカン		令和2年度		経費の積算根拠：会場費100万、講師料30万、印刷製本費(ポスター、チラシなど)80万、旅費交通費(スタッフ)50万、通信運搬費30万、雑費10万　合計300万

		A002031		公益社団法人日本鍼灸師会				75周年事業積立資産		設立周年記念市民公開講座		本会設立5年ごとに市民公開講座として公衆衛生向上のための講演会を参加無料で開催する。経費を300万円とし令和2年度から毎年60万円ずつ5年間積み立てる。		6年間 ネンカン		令和2年度		経費の積算根拠：会場費100万、講師料30万、印刷製本費(ポスター、チラシなど)80万、旅費交通費(スタッフ)50万、通信運搬費30万、雑費10万　合計300万

		A002034		公益社団法人農業農村工学会				周年記念事業積立資産		創立100周年記念事業		定款第５条第２号、第４号及び第６号の事業のうち、創立100周年を記念して実施する活動を目的とする。		10年間 ネンカン		創立100周年を記念して実施する活動時期		５０百万円（創立８０周年記念事業の実績額に準じた金額）

		A002034		公益社団法人農業農村工学会				周年記念事業積立資産		創立９０周年記念事業		定款第５条第２号、第４号及び第６号の事業のうち、創立９０周年を記念して実施する活動を目的とする。		4年間 ネンカン		創立９０周年を記念して実施する活動時期		５０百万円（創立８０周年記念事業の実績額に準じた金額）

		A002037		公益財団法人トヨタ財団				50周年記念事業積立金		トヨタ財団設立50周年記念事業		令和6年10月に迎える設立50周年を記念した事業（記念シンポジウム・50年史発行等）を実施		8年間 ネンカン		令和6年10月前後		30年史編纂費(総額136百万円・2003～2005年度)、40周年記念国際会議開催関係費(総額29百万円・2014～2015年度)をもとに、50周年記念事業に相応しい事業規模として以下のとおりの金額を見込む
(1)50周年史編纂 40百万円
   取材・原稿作成・翻訳 10百万円
   編集・印刷・送料 15百万円
   助成対象者データＤＶＤ作成 5百万円
   別冊インタービュー集等制作 10百万円
(2)国際シンポジウム開催 10百万円
(3)記念助成 50百万円

		A002078		公益社団法人日本滑空協会				滑空スポーツ公益基金		日本滑空選手権大会、準備及び開催		日本の滑空スポーツ統括団体として、2005年の第20回大会以来中断している日本滑空選手権大会を再開し、FAI World gliding championship にナショナルチームとして参加することを目的とする。		10年間 ネンカン		令和6年		日本選手権開催時1000万を準備する

		A002080		公益財団法人中村積善会				奨学積立金（100周年）		１００周年記念奨学事業		【変更前】公益認定時の積立目的
　次の(ｲ)(ﾛ)の目的で積立限度額15億円を計画し、2020/3月期末残高1,383百万円を積立てた。
　　(ｲ)当法人100周年(2047年)記念奨学事業として奨学生100名(600百万円)記念募集する。
　　(ﾛ)中村積善会ビル建替(2046年)期間中の賃貸収入がゼロとなる期間も、滞りなく奨学金を支給
       できることを目的に積立する。(900百万円)

【変更後】
　　(ｲ)奨学積立金
　　上記(ｲ)100周年記念奨学事業計画は継続し、残高483百万円(残高1,383-取崩900)を継承する。

　　[上記(ﾛ)は貸地事業化で不要となり、計画中止。残高900百万円は新設する特定費用準備資金
     (奨学準備金)に繰入し、貸地事業へ移行の当初10年間の奨学金に充当する。]

奨学積立金2020年度(令和2年度)末の残高は、483百万円 とする。

　
　　　
  		22年間 ネンカン		　令和29年（2047年）		1.　計画
　(ｲ)100周年記念事業奨学金（2013年度計画を継続して実施する）
　　1）積立限度額の算定 (積立限度額600百万円)
　　　法人設立100周年（2047年）に100周年記念奨学金として募集する。
　　　2047年に100周年記念奨学金を「100名」募集し、10年間支給する。
　　　　給費　600千円／年　×　100名　×　10年＝600百万円(積立限度額)
　　2）要積立額
　　　①2021年度～2030年度・・・積立金額ｾﾞﾛ（本件事業変更当初10年間は収入半減の為)
　　　②2031年度～2040年度・・・年間積立額 12百万円(2031年度から地代収入増加する為）　
　　3）年間積立額の算定（2031年度から積立開始)
　　　(原則方針）
  　  積立限度額600百万円　　　2020年度残高483百万円（要積立金額117百万円)
　　　117百万円÷10年＝11.7百万円　→　年間積立額 12百万円。

　(ﾛ)
　　上記変更前(ﾛ)「2046年建替期間中の奨学金支給資金の計画」は中止とする。この積立金残高900百万円は、新設する特定費用準備資金(奨学準備金)に繰入する。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2.　その他
※下記表　「1. 控除対象財産における特定費用準備資金並びに公益目的事業比率における当期積立額及び取崩額の計算」表の2019年度（令和元年度）の積立額、取崩額の入力方法について。
　①2019年度末積立残高1,383百万円　
　②ｼｽﾃﾑ入力都合で、表の開始を2019年度（令和元年度）とし、積立額を1,383百万円　取崩額ゼロと入力することで残高を1,383百万円と合わせた。

奨学積立金2020年度(令和2年度)末の残高は、483百万円 とする。　
　　        　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  
  


		A002080		公益財団法人中村積善会				奨学準備金		　事業変更後10年間の奨学金充当資金		　貸地化事業の当初10年間は受取地代が半額となる。毎期支給する奨学金支給資金を補填し滞りなく奨学金を支給できるよう本年度に一括して資金を積立する。（毎期積立てるのではなく、初年度に一括積立し、以降、毎期取崩をしていく為の「特定費用準備資金」である。

1.　繰入計画(一括)　
　　2020年度   繰入額1,656百万円　
　　　　　　 　（公益再建積立金595百万円+奨学積立金900百万円+公益建物売却代金161百万円）

2.　取崩計画                                           　   <取崩額>　　　  　<残高>
　  ①2020年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　106百万円　　　1,550百万円
　　②2021年度～2029年度　160百万円×9年= 1,440百万円　　 　110百万円 
　　③2030年度　                                            110百万円　　　　　 0百万円
　　   取崩合計                                             1,656百万円           0百万円

奨学準備金2020年度(令和2年度)末の残高は、1,550百万円　とする。




　　
  
　
		11年間 ネンカン		　令和2年（2020年）		1.　貸地事業化当初10年間の事業総要資(積立限度額1,656百万円の算定)
　　賃貸借契約による当初10年間の地代は240百万円/年であり、事業費用総額400百万円/年
　　で計画すると、初年度106百万円、2年目以降毎年160百万円、最終年度110百万円不足する。
　　奨学準備金の積立限度額を10年間の不足総額(106+160×9+110=)1,656百万円とする。
　　

2.　奨学準備金の原資
　　貸地化で不要となった下記積立金と建物売却代金を繰入原資とする。
　　①再建積立金(公益)　　595百万円
　　②奨学積立金(公益)　　900百万円(建替時用奨学資金)
　　③建物売却代金(公益) 161百万円　　　　　　　　　　　　　
　　  合計繰入額          　1,656百万円 (積立限度額)
　　
  （11年目から地代収入年506百万円と倍増する為、資金不足なく公益事業規模を更に拡大できる）


3.　下記表1の2020年度（令和2年度）の積立額、取崩額の入力方法
　下記表・・・「1. 控除対象財産における特定費用準備資金並びに公益目的事業比率における当期積立額及び取崩額の計算」
　①実際の額　2020年度積立額(繰入額)1,656百万円　取崩額106百万円（残高1,550百万円）　
　②ｼｽﾃﾑ都合で上記①の入力ができず、積立額1,550百万円　取崩額ｾﾞﾛと入力し、残高1,550百万円に合わせた。

奨学準備金2020年度(令和2年度)末の残高は、1,550百万円　とする。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上　

  
  


		A002102		公益財団法人古都飛鳥保存財団				記念誌等事業積立金		歴史的風土保存活用事業		当法人設立50周年を迎える令和3年度を目途に記念誌の発行、飛鳥保存の普及啓発事業として1,000部発行予定		10年間 ネンカン		令和3年度		事業費目標を2,000万円と定め、10ヶ年をかけ造成を目指す。
年額200万円×10ヶ年＝2,000万円

		A002378		公益財団法人東洋食品研究所				研究棟建物修繕費用準備積立資金		研究棟本館修繕費用		研究棟本館築３０年後の大規模修繕費用積立資金		25年間 ネンカン		令和20年度（2038年度）		長期修繕計画書（見積書）

		A002387		公益財団法人みずほ教育福祉財団				助成事業安定化資金		初等中等教育並びに高齢者福祉にかかる助成事業（公益目的事業）		初等中等教育（へき地教育及び特別支援教育）に対する助成事業、並びに社会福祉事業（高齢者福祉に係るボランティア活動資金助成事業等）や配食サービス用小型電気自動車寄贈事業に係る助成事業（公益目的事業）		5年間 ネンカン		令和２年度～令和６年度		基本財団（60％を公益目的財産として使用）の金融資産による運用益は、令和３年度～令和６年度の期間において、令和２年度対比、年間約４百万円（当該期間合計で約1７百万円）の全体収入減少が見込まれている。これを補填するための助成事業の安定化資金として、全体収入減少の約60％に相当する10百万円を積立限度とする。これにより、寄附金収入も加え、計画期間中、初等中等教育並びに配食用小型電気自動車寄贈）への助成事業は、毎年度2,700万円～3,000万円の規模を維持することが可能となる。

		A002391		公益財団法人損害保険事業総合研究所				保険学会事務局運営費用積立資産		日本保険学会事務局業務		日本保険学会は保険学に関し日本を代表する学会であり、学者、実務家の研究活動・研究発表の場となっているが、その支援の一環として、事務局業務を行う費用。
*日本保険学会事務局業務は、公益財団法人生命保険文化センターと7年交代で行うことになっており、損保総研での業務は平成28年度で一旦終了の後、次回は令和6年度からとなる。従って、この特定費用準備資金の取り崩しは、令和6年度以降に発生する。		15年間 ネンカン		令和6年度から令和12年度まで継続的に実施		実績に基づき年間経費1,800万円に7年を乗じて算定。
(1)事務局職員2名の人件費(事業主負担社会保険料、福利厚生費を含む）。
　1,160万円
(2)同物件費(2名分に対応する支払家賃、光熱費、通信費等）
　450万円
(3)事務局職員2名以外の当財団職員の人件費(事務局業務に関わる従事割合に基づき算出）
　190万円
なお、当該活動に係る特定資産の積立は、合計1億2,600万円を限度とするが、一部公益性と同時に共益性を併せ有していることから、1億2,600万円の5％（630万円）を共益事業分として積み立てる。

		A002391		公益財団法人損害保険事業総合研究所				国内教育研修事業運営費用積立資産		国内教育研修事業システム関連費用		｢働き方改革」の進展等により2019年度見込まれる、国内教育研修事業の若手受講者減少に伴う収入減に対応するため、同年以降に一定程度必要となる、損保講座を管理するシステムの維持・改修費用、通信講座で使用するe-learningシステムの使用料、および入力等事務作業を行う派遣職員費用に充当する。		7年間 ネンカン		平成31年度から令和5年度まで継続的に実施		システム関係費8,500千円／年、派遣職員費用4,600千円／年　計13,100千円／年
13,100千円／年×5年(平成31年度～令和5年度）＝65,500千円
なお、当該活動に係る特定資産の積立は、合計65,500千円を限度とするが、一部公益性と同時に共益性を併せ有していることから、65,500千円の5％（3,275千円）を共益事業分として積み立てる。


		A002411		公益財団法人一般用医薬品セルフメディケーション振興財団				助成費用準備資金		研究調査分野の助成応募者への助成費用支給		近年助成応募者は、薬系、医系のみならず、看護系、医療センターなど多職種からも応募があり、それに応えるために助成拡充を図る。		5年間 ネンカン		平成30年度から令和3度に継続的に実施予定		助成費用として8,000,000円を上限として算定

		A002450		公益社団法人日本フラワーデザイナー協会				日本ＦＤ大賞実施費用積立資産		日本フラワーデザイン大賞		会員、一般を問わず、日本最大規模のフラワーデザインのコンテストを実施。
審査のうえ入賞作品を決定後、一般の方に観覧してもらう事業である。

※令和2年度実施予定であったが、新型コロナの影響により未実施。実施予定が未定のため未使用のまま全額取崩		3年間 ネンカン		令和２年秋		2020年度秋に2019年2月に実施した「日本フラワーデザイン大賞」と同規模の開催を予定。
2019.2月実施時の支出総額約20,000,000円を積立限度額とする。

		A002450		公益社団法人日本フラワーデザイナー協会				花ファッションハウス修繕積立資産		花ファッションハウス修繕		　2011年（平成23年）5月に建設された花ファッションハウスについて、10年ごとを目安に壁面や屋上の防水加工を行う必要性があり、それに備えた積立を行う。
　工事費用見積には、壁面に設置された木製ルーバーや屋上を含む庭園の撤去費用が含まれるが、本計画においてはルーバーや庭園の再設置費用は含めていない。		7年間 ネンカン		令和７年度		業者より提示された見積金額に基づく

		A002468		公益社団法人日本顕微鏡学会				第4回東アジア顕微鏡学会議特定資金		第4回東アジア顕微鏡学会議特定資金		国際顕微鏡学会連合とアジア太平洋顕微鏡学委員会の協賛の下に開催し、東アジア地域の顕微鏡学の進歩と発展を図ることを目的としている。		6年間 ネンカン		令和3年度（当初平成31年度開催の予定だったが、再延期のため令和3年度開催予定となる。） サイ		若手研究者渡航発表奨励金（公募予定）
1,000,000円（100,000円×10名）

		A002468		公益社団法人日本顕微鏡学会				長舩記念特別研究奨励金特定資金		長舩記念特別研究奨励金		顕微鏡学に関連する研究領域で学術的意義が認められる若手研究者の研究に対し、研究奨励を行う。		4年間 ネンカン		平成30年度、平成31年度、令和2年度		2018年度：300,000円×5人＝1,500,000円
2019年度：300,000円×5人＝1,500,000円
2020年度：300,000円×5人＝1,500,000円


		A002520		公益財団法人内藤記念科学振興財団				助成事業拡大積立資産		2022年度、2023年度助成金事業		・「人類の疾病の予防と治療に関する自然科学」（以下「自然科学」という。）の研究の助成
・「自然科学」の進歩発展に顕著な功績のあった研究者に対する褒賞
・「自然科学」の研究を行う者の国内または海外留学の助成
・「自然科学」の研究を行う外国人の招聘の助成ならびに自然科学の研究を行うわが国の学者に対する海外派遣の助成
・「自然科学」に関する講演会の開催ならびに開催の助成		4年間 ネンカン		2022/4/1～2024/3/31		2020年度の公益目的事業収益は6億7,668万円、対する費用は6億767万円であり6,900万円の剰余金を生じた。
2019年度公益目的事業剰余金1,034万円とあわせ、これらを原資とする特定費用準備資金8,000万円を設定する。当該特定費用準備資金は2022年度、2023年度の公益目的事業において研究助成の採択件数を増やし、各年度において4,000万円を費消する予定である。

		A002580		公益財団法人日本建築衛生管理教育センター				財政基盤安定化基金		建築物における衛生的環境の確保に関する事業		建築物における衛生的環境の確保に関する事業に合致する内容とする。		4年間 ネンカン		平成29年度～平成32年度（平成27年度から32年度までの６年間の実績・将来見込みから、収入の減少が確実に見込まれる事業年度）		計画期間４年間の当期経常増減額見込額（29年度△1,008千円、30年度△7,533千円、31年度△44,602千円、32年度△46,494千円）を合算した99,000千円を積立限度額とした。

		A002580		公益財団法人日本建築衛生管理教育センター				50周年記念事業準備基金		建築物における衛生的環境の確保に関する事業		建築物における衛生的環境の確保に関する事業に合致する内容とする。		3年間 ネンカン		平成32年に設立50周年を迎え、設立50周年記念として各種事業を予定している。この事業では通常の予算では賄い切れない費用が見込まれるため、これに充てる準備資金として積み立てる。		設立50周年記念として実施する各種事業の経費の見積額の合計額を積立限度額としたものである。設立30周年記念事業を参考に試算した各種事業の経費の見積額として、記念式典費（15,500千円）、記念誌事業（4,500千円）を合計した20,000千円とした。


		A002580		公益財団法人日本建築衛生管理教育センター				国家試験問題作成支援システム準備資金		建築物における衛生的環境の確保に関する事業		建築物における衛生的環境の確保に関する事業に合致する内容とする。		4年間 ネンカン		試験問題作成支援システムの開発・作成（32年度）及び運用安定化のためのメンテナンス期間（33年度）として、平成30年度～平成33年度を予定している。		国家試験問題作成支援システムの開発・作成及び初期投資に係る経費の見積額の合計額を積立限度額としたものである。システムの開発・作成及び１年間の運用安定化のためのメンテナンスの経費の見積額として、システム開発・作成費（20,000千円）、試験問題データ化費（3,000千円）、初期メンテナンス費（5,000千円）を合計した28,000千円とした。

		A002580		公益財団法人日本建築衛生管理教育センター				国家試験インターネット受験申込システム準備資金		建築物における衛生的環境の確保に関する事業		建築物における衛生的環境の確保に関する事業に合致する内容とする。		4年間 ネンカン		国家試験のインターネット受験申込システムの開発・作成（32年度）及び運用安定化のためのメンテナンス期間（33年度）として、平成30年度～平成33年度を予定している		国家試験のインターネット受験申込システムの開発・作成及び初期投資に係る経費の見積額の合計額を積立限度額としたものである。システムの開発・作成及び１年間の運用安定化のためのメンテナンスの経費の見積額として、システム開発・作成費（32,000千円）、操作サポート費（5,000千円）、初期メンテナンス費（5,000千円）を合計した42,000千円とした。

		A002668		公益社団法人日本食肉格付協会				格付システム整備拡充特定費用準備資金		格付事業		　食肉の規格格付事業で使用しているBIS（牛格付）システム及びPIS（豚格付）システムは当該事業の実施に不可欠であり、今後、中長期的視点に立って同システムの安定的な保守・運営並びに生産者団体等の外部へのサービス向上及び公正かつ厳正な食肉格付の実施に必要な格付職員技術研修の効率化等を図るための新たな機能（「格付員研修システム（GTS)」等）を付加する必要がある。
　そのため、全面的にサーバー等ハードウェア及びソフトウェアの整備・更新を行う。
　また、食肉生産における生産性の向上や、食肉における消費者ニーズの多様化に伴い、新たに農林水産省が家畜改良増殖目標に示した方針には、「食味に関する科学的知見の更なる蓄積」が謳われており、具体的には、その主要な要素とされる脂肪内のオレイン酸含量などの数値化が必要となる。これらの情報を得て、生産者、流通事業者、消費者に対し格付情報に付加して提供すること、さらには輸出拡大をサポートできる基準の策定なども視野に入れ、測定機械の導入や格付システムとの連動性を構築、実現することで格付事業の拡大を図る。		10年間 ネンカン		平成２６年から令和５年		ハードウェアの整備拡充　　116百万円
ソフトウェアの整備拡充　　　150百万円
システムの展開　　　　　　　　２４百万円
格付情報に関連情報を付加するための対策　４０百万円

		A002712		公益財団法人杉野目記念会				特定費用準備資金①		財団設立50周年記念事業		記念講演会及び事業報告書の出版を予定。		7年間 ネンカン		令和6年（2024年）6月講演会、報告書出版		記念講演会　　　　 １，３００，０００円
（内訳：講演者旅費、謝礼１，０００，０００円、会場費１００，０００円、 ポスター等作製、受付等謝礼、 記録等２００，０００円）
記念レセプション　　５００，０００円　　　出版費　１，２００，０００円
事務費　　　　　　　  ５００，０００円　　　（会議、交通、案内状印刷、通信、事務費）

		A002712		公益財団法人杉野目記念会				特定費用準備資金②		助成事業		若手研究者の海外研修に対する助成、内外学識者の招聘・講演助成及び国際学術研究集会の助成等。		6年間 ネンカン		令和２年度～令和６年度		若手研究者の海外研修に対する助成：20万円ｘ3件/年＝60万円
内外学識者の招聘・講演助成：７万円ｘ2件/年＝14万円
国際学術研究集会の助成：30万円ｘ1件/年＝30万円
計　104万円/年ｘ５年間＝520万円

		A002748		公益財団法人京都新聞社会福祉事業団				福祉活動支援・「福祉号」贈呈準備資金資産		　京都新聞社会福祉事業団「福祉号」贈呈		　平成３０年４月に亡くなった京都市内の女性からの遺贈金をもとに、当事業団設立５５周年（令和２年３月）を記念して、京都、滋賀両府県に活動拠点を置く社会福祉施設・団体に「京都新聞社会福祉事業団『福祉号』」を贈呈する。令和元年度から３年間実施し、車いすが積載できる車両や各種活動・作業に活用する一般車両を提供する。贈呈先は、京都新聞紙面などで募集し、当事業団選考委員会規程に基づく選考委員会で決定する。これまで、車両助成は「京都新聞福祉活動支援事業」で購入費の一部を助成してきた。例年申請が多く、今回、記念事業として別枠で車両を贈呈する。		4年間 ネンカン		　令和元年度から３年度までの３年間		　積立限度額は４８００万円。令和元年度から３年度まで各年度１６００万円の予算で事業実施。各年度の事業費内訳は、車いす積載・普通車（ワゴン車）４７０万円×２台＝９４０万円、車いす積載・普通車２５０万円×１台＝２５０万円、軽自動車１５０万円×２台＝３００万円、軽自動車（バン型、トラック）１００万円×１台＝１００万円、通信・交通・選考委員謝礼など１０万円。

		A002751		公益財団法人財務会計基準機構				国際対応積立資産		IFRS財団（国際会計基準財団）への資金拠出による国際貢献		アジア・オセアニア地区サテライト・オフィスの東京設置に伴い増加が見込まれるIFRS財団への拠出金に充当し、会計基準の開発等における国際的な貢献を充実させる。		13年間 ネンカン		平成24年度以降毎年		サテライト・オフィス支援分として、平成24年度から令和3年度までの10年間合計で575,000千円を予定。
イ：平成24年度…初期費用75,000千円+運営費50,000千円＝125,000千円
（→平成24年度実績は、初期費用65,695千円+運営費50,000千円＝115,695千円。
　初期費用の減少により、全体計画も合計565,695千円となる）
ロ：平成25年度～令和3年度…各年度、運営費として50,000千円
尚、公益法人認可前の積立金についても、組み入れ時点で収支相償上の費用としてなくとも、
取崩時は収益として計上するという考え方に基づき、
2. 公益目的事業全体の収支相償における特定費用準備資金の当期積立額及び取崩額の計算
の表中にて公益法人認可前に計上した50,000千円を収支相償上の積立額に加算し、取崩時、
収支相償上の収益として計上する形とした。

		A002751		公益財団法人財務会計基準機構				保守費用対応積立資産		平成30年度システムリプレイスに伴う保守費用		平成30年度に実施予定のシステムリプレイスに伴う令和元年度以降5年間のシステム維持のための保守費用支出に備えるもの。		8年間 ネンカン		令和元年以降毎年		当初5年間通算の保守費用合計は204百万円、内公益事業に関わるものは、6分の5相当の170百万円としたが、契約ベンダーが決まり、詳細な見積もりの結果、
保守費用合計は190百万、内公益事業に関わる160百万円（6分の5相当）を積立限度額とする。


		A002751		公益財団法人財務会計基準機構				保守費用対応積立資産		ペーパレス会議用端末の導入に伴う保守費用				3年間 ネンカン		令和元年及び令和2年		レンタル業者の約款に基づき令和元年4月～令和3年3月末までの2年間の端末保守費として
合計12,600千円を積立限度額とする。


		A002751		公益財団法人財務会計基準機構				国際対応積立資産		国際会議（IFASS会議）開催費用		当財団の常勤委員が、会計基準設定主体国際フォーラム（IFASS）の議長に選任された。
任期は2 年間であり、議長国は任期中にIFASS会議を主催することになっており、この開催に係る費用を積立てる。
当初は令和2年度内に開催することを予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影響により日本での開催は令和3年度に延期された。		4年間 ネンカン		令和3年度		会場費等で合計11,600千円を積立限度額とする。


		A002751		公益財団法人財務会計基準機構				保守費用対応積立資産		リモートワークのためのITインフラ保守費用		令和5年度に実施を予定しているリモートワークのためのITインフラ構築に伴う、令和6年度以降5年間のシステム維持のための保守費用支出に備えるもの。		10年間 ネンカン		令和6年度以降毎年		5年間通算の保守費用合計は140百万円であり、内公益目的事業に関わるものは、6分の5相当の110百万円となる。
（→実施予定年度1年前を目途に、その時点での技術前提・システム環境をベースに、改めて詳細な見積を入手予定）

		A002751		公益財団法人財務会計基準機構				保守費用対応積立資産		令和5年度システムリプレイスに伴う保守費用		令和5年度に実施予定のシステムリプレイスに伴う令和6年度以降5年間のシステム維持のための保守費用支出に備えるもの。				令和6年度以降毎年		5年間通算の保守費用合計は180百万円であり、内公益目的事業に関わるものは、6分の5相当の150百万円となる。
（→実施予定年度1年前を目途に、その時点での技術前提・システム環境をベースに、改めて詳細な見積を入手予定）


		A002869		公益社団法人日本視能訓練士協会				協会設立50周年記念事業積立資金		協会設立50周年記念事業		協会設立50周年記念に伴う事業
　学会、記念式典、記念誌、ホームページなどの制作		3年間 ネンカン		令和4年12月（大会開催は令和3年11月）		50周年記念特別号（記念誌）　4,410,000円
50周年記念に関与するホームページ制作費用　330,000円
合計4,740,000円のうち4,000,000円を積立てる

		A002944		公益財団法人渡邉財団				30周年記念事業準備資金		30周年記念特別事業として研究助成特別枠の設定・30周年記念事業開催		設立より30周年を迎えるにあたり、第25回（平成30年度）より助成研究期間を延長した研究助成特別枠を設定し、30周年にあたる令和6年（2024年）3月には記念すべき特別事業を開催。その費用準備金として第23期（平成28年度）より積立準備。		8年間 ネンカン		平成30年度～平成35年度		積立限度額　25,500,000円
算定根拠
1.特別助成金　5枠　　23,000,000円
30周年記念特別助成2018（研究期間：H3104～R0403）1件　500万円
30周年記念特別助成2019（研究期間：R0204～R0503）1件　500万円
30周年記念特別助成2020（研究期間：R0304～R0603）1件　500万円
30周年記念特別助成2021（研究期間：R0404～R0703）1件　500万円
30周年特別助成金　1件　300万円

2.30周年記念事業費用　2,500,000円
講演者（２名）への謝金及び交通費　700,000円
会場費ほか　　　　1,500,000円
その他事務経費　　300,000円

		A002954		公益財団法人全国老人クラブ連合会				2022全国大会開催積立資産		2022年度全国老人クラブ大会		全国老人クラブ連合会が創立60周年を迎える2022年度に開催する全国老人クラブ大会（地元東京開催）の開催経費		5年間 ネンカン		2022年度（令和４年度）		参加費収入500万円-開催経費1100万円=▲600万円
【開催経費の概算内訳】
会場費・会議費450万円　配布印刷物等作成費270万円　警備等委託費120万円　消耗品費120万円
講演者等謝金80万円　通信運搬費50万円　旅費交通費10万円
合計：1100万円

		A002959		公益社団法人「小さな親切」運動本部				商標登録積立資産		商標権の更新の費用に備えて準備金を積み立てる		当法人は複数の商標権を所有しているため、その更新費用に備えて毎年積立を行う		10年間 ネンカン		令和8年		将来の特許費用を概算で算出

		A002981		公益財団法人どうぶつ基金				TNR事業積立資産		TNR地域集中プロジェクト		福岡・宮崎・大阪の3地域において協力病院医師等と連携し、TNR事業を集中的に実施する。		2年間 ネンカン		令和2年4月～令和3年3月(各月において2～3日間)		不妊手術単価：@5,000円/1匹
手術数見込：(福岡3,000匹＋宮崎3,000匹＋大阪3,000匹)=9,000匹
合計：@5,000円×9,000匹＝45,000,000円

		A003025		公益社団法人日本都市計画学会				研究交流支援積立資産		研究交流事業		本研究交流事業は、会員のみならず多くの都市計画に関わる人達や組織が、学・官・民を横断した研究組織を組成し、研究交流活動を行う事業であり、活動の成果が実際の都市計画やまちづくりに関わり、もって都市計画の発展と学会の社会的発言の強化に資することを目的とするものです。
具体には、活動期間2，3 年の研究交流活動テーマをHP 等で公募し、「研究交流事業審査会」で審査を行い、150 万円／件を上限に、年間の活動支援金総額300 万円の予算で交付します。
成果は本会の機関（例：学会誌、研究発表会）での報告を義務づけます。		8年間 ネンカン		令和3年度から		現在の「研究交流支援積立金」（12，000 千円）を用いるため、この金額が限度額となる。
その後の積立額が減少する段階では、事業予算が当該年度を含め2 ヶ年分確保出来る6，000 千円を限度額として積立する。


		A003039		公益財団法人スペイン舞踊振興ＭＡＲＵＷＡ財団				人材育成事業積立金		2021年第8回新人公演（20周年記念公演）		若手育成を目的とした、過去のコンクールファイナリストによる新人公演。		6年間 ネンカン		令和３年10月		内閣府立入調査により各事業に区分した。2021年財団設立20周年記念公演、「事業費1000万円（会場費、舞台費、出演料他）」、寄付金の減少に伴い6年間かけて事業費から積立。

		A003039		公益財団法人スペイン舞踊振興ＭＡＲＵＷＡ財団				コンクール準備資金		第11回CAFフラメンコ・コンクール		若手芸術家の育成を目指し、将来性のある舞踊家を発掘し、スペインでの研修機会を提供する為の対象者選考を目的とするコンクール。		5年間 ネンカン		令和3年2月		隔年で開催しているコンクール「事業費1千万円超（会場費、舞台費、海外研修費他」）、寄付金の減少に伴い4年間かけて事業費から可能な限り積立をする。


		A003039		公益財団法人スペイン舞踊振興ＭＡＲＵＷＡ財団				第11回CAFフラメンコ・コンクール演奏者手配積立資産		第 11 回 CAF フラメンコ・コンクール 		スペイン舞踊の演奏家を当財団で収集し、プロの評論家の意見を得ながら、コンクールの演
奏者として相応しい者を決定する。ギター、カンテ、パルマの三種の演奏者を手配する。 
本番当日の演奏に加え、事前の練習日についても対応する。演奏者への報酬は当財団が支払
い、コンクール出演者の負担を軽減する。 		4年間 ネンカン		令和2年度		本番演奏 1 人 5 万円×演奏者 3 名（ギター、カンテ、パルマ）×約 25 名（40 名の出演者の
うち希望者想定数）＋練習演奏 1 人 1 万円×演奏者 3 名×練習回数２回×25 名（希望者想
定数） 

		A003039		公益財団法人スペイン舞踊振興ＭＡＲＵＷＡ財団				第12回CAFフラメンココンクール準備資金		第12回CAFフラメンココンクール		若手芸術家の育成を目指し、将来性のある舞踊家を発掘し、スペインでの研修機会を提供する為の対象者選考を目的とするコンクール。		4年間 ネンカン		令和4もしくは5年度		隔年で開催しているコンクール（事業費1千万円超）。
新型コロナウイルスの影響で第11回が令和3年度に延期となり、第12回は令和5年度。
会場費、舞台費、賞金、海外研修費他。

		A003039		公益財団法人スペイン舞踊振興ＭＡＲＵＷＡ財団				ワークショップ開催積立資産		「ほんものを学ぶ」ワークショップ		芸術の質の向上を目的とした、本物のフラメンコを学ぶ機会を提供するワークショップ。		4年間 ネンカン		令和4～5年度		スペインから講師・アテンドを招聘し、東京と名古屋で5日間ずつ開催（事業費200万円/1回）。
交通費、滞在費、講師料他。年に２回開催の可能性あり。

		A003040		公益財団法人日本知的障害者福祉協会				災害時支援活動積立資金		災害支援活動		昨今、頻発する自然災害により被災した知的障害のある人たちとその家族並びにその方たちが利用する施設・事業所への救援と復旧、復興への支援活動を行う。
被災地への人的派遣、支援物資の発送、見舞金の送金等、迅速な支援活動を行うことを目的としている。		6年間 ネンカン		自然災害発生時		会議費100,000円、視察派遣旅費1,000,000円、通信運搬費1,300,000円、消耗品費400,000円、印刷製本費200,000円、見舞金7,000,000円　合計10,000,000円

		A003040		公益財団法人日本知的障害者福祉協会				データベース構築積立資金		会員、受講生用データベース構築作業		本会では会員施設のデータ管理を中心に、月刊誌購読者、通信教育、書籍販売、互助会加入者等について各々データベースを構築して管理・運用を行っている。各データベースは異なるソフトウェアを用いて独自にシステムを構築し、状況に合わせて改良を繰り返しながら運用をしてきたが、システムの老朽化とソフトウェアの保守期限が切れたことにより一部のシステムに不具合が生じ、事務作業に様々な弊害が出てきている。そこで、専門業者に委託し新たなシステムに円滑にデータを移行するとともに、より一層充実したサービスを提供できるよう、部門ごとに異なるシステムの一元化を視野に、複数年にわたって整備を進めることとする。		6年間 ネンカン		平成30年度以降随時		委託費12,000,000円

		A003040		公益財団法人日本知的障害者福祉協会				知的障害福祉作文募集事業積立資金		全国小・中学生　障がい福祉　ふれあい作文コンクール		子どもたちが、これまでの生活の中での障がいのある方とのふれあいや、学校生活や福祉ボランティアなどでの経験等を作文にすることで、障がいのある方の暮らしに関心を持ち、今後の福祉を考える機会になることを期待し、開催する。		9年間 ネンカン		平成２７年４月～１０月、以降毎年同時期に実施予定		選考委員会旅費5,520,000円、通信運搬費1,380,000円、消耗品費184,000円、印刷製本費2,944,000円、選考謝金3,772,000円、表彰費9,200,000円　合計23,000,000円

		A003040		公益財団法人日本知的障害者福祉協会				知的障害福祉作文募集事業積立資金		全国小・中学生　障がい福祉　ふれあい作文コンクール		子どもたちが、これまでの生活の中での障がいのある方とのふれあいや、学校生活や福祉ボランティアなどでの経験等を作文にすることで、障がいのある方の暮らしに関心を持ち、今後の福祉を考える機会になることを期待し、開催する。		7年間 ネンカン		令和４年４月～１０月、以降毎年同時期に実施予定		選考委員会旅費3,600,000円、通信運搬費900,000円、消耗品費120,000円、印刷製本費1,920,000円、選考謝金2,460,000円、表彰費6,000,000円　合計15,000,000円

		A003080		公益財団法人公庫団信サービス協会				財務基盤強化資金		特約料率引下げ及び加入限度年齢の引上げによる公益の拡大		団体生命信用保険事業の特約料率の引下げ及び加入限度年齢の引上げにより、公益目的事業である団体生命信用保険事業の加入者の増加を図り、公益を拡大する。これに伴って、特約料収入が減少するとともに保険料支払いが増加し、死亡等による弁済金支払いも増加すると予想されることから、経常収支が悪化し、保険料、諸経費など固定的経費の支払いに支障をきたすため、積立により財務基盤を強化する。		10年間 ネンカン		○平成３０年４月に特約料率を引下げた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業資金　２．６２→２．３０円/万円　　恩給資金１０．７１円→９．８０円/万円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○平成３１年４月に加入限度年齢と脱退年齢を２歳引き上げた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加入限度年齢　６５→６７歳　脱退年齢　７５→７７歳		○平成３０年度及び３１年度の公益拡大策により、令和９年度までの１０年間に累計で約２５億円の経常赤字発生を見込んで積立限度額は２５億円に増額とした。
○しかしながら、令和２年度は、新型コロナ感染症特別貸付の影響により、想定外の大幅赤字となったことから、当該赤字額を当初計画最終年度の令和９年度から遡り取り崩すこととした。また、令和３年度以降の取崩額については、本資金がゼロになる令和７年度まで当初計画に沿って行うこととした。
　新型コロナウィルス感染症にかかる影響は継続しており、今後計画を見直す可能性がある。

		A003128		公益財団法人日本共同証券財団				金融関連公益的広報事業助成資金		金融に関する公益的広報事業に対する助成		金融に関する公益的広報事業への助成事業の拡大を通じて国民経済の健全な発展に寄与すること		2年間 ネンカン		令和3年度		令和3年度に①全国銀行協会、②信託協会、③生命保険文化センターおよび④日本損害保険協会が行う公益的広報事業について、事業目的に叶うよう助成事業を拡大するために、特定費用準備資金を開設。拡大後の事業助成金(124.35百万円)に対して、同年度の経常収益では不足を来すことが見込まれるため、その不足額に相当する約13.4百万円を積立限度額として、2年度に積立てることとしたもの。

		A003134		公益財団法人東京オペラシティ文化財団				周年事業準備資金（特定資産）		コンサートホール周年事業		・音楽主催事業の創立記念事業（５年毎）		7年間 ネンカン		令和４年度２５周年記念事業		25周年（令和4年度）
　出演料30,000千円、ホール代1,000千円、諸経費9,000千円

		A003134		公益財団法人東京オペラシティ文化財団				周年事業準備資金（特定資産）		アートギャラリー周年事業		・美術主催事業の創立記念事業（５年毎）		6年間 ネンカン		令和６年度２５周年記念事業		25周年（令和6年度）
　制作費25,000千円、広告宣伝費4,500千円、諸経費500千円

		A003158		公益社団法人日本認知症グループホーム協会				25周年記念事業積立資産		25周年記念事業		　国は、認知症施策推進総合戦略において、「団塊の世代」が75歳以上となる平成37年度を目途に地域包括ケアシステムを構築することとしている。
　当協会が創設25周年を迎える平成35年度に、地域包括ケアシステムにおいける認知症ケアサービス拠点としての認知症グループホームの役割機能を更に充実強化を図ることを目的として、25周年記念事業を開催する。
		7年間 ネンカン		令和5年		開催予算
　　会場賃借料 　1,000,000円    イベント費      　600,000円
　　記念誌作成費　700,000円　　交流会食事代　800,000円
　　案内状代　　　　  50,000円　　その他経費　　　850,000円　      計   4,000,000円       

		A003180		公益財団法人エネルギア文化・スポーツ財団				30周年記念事業基金		財団設立30周年記念事業		財団設立30周年を記念した事業を実施する。		5年間 ネンカン		令和6年度		令和元年度に実施した設立30周年記念事業(神楽公演・スポーツ教室)の実施規模である400万円とした。

		A003180		公益財団法人エネルギア文化・スポーツ財団				助成事業基金		助成事業基金		助成金として費消する。		1年間 ネンカン		令和3年度から令和12年度		2020年度の辞退見込み額の上限値

		A003273		公益財団法人徳山科学技術振興財団				助成準備積立資産		研究助成事業の拡充		令和3年度より開始する研究助成事業の拡充に充当する
令和2年度予算：35,000千円、令和3年度以降の計画：44,,000千円
		9年間 ネンカン		令和3年度から		研究助成：35,000,000（R02予算）→44,000,000（R03～R09：計画）
44,000,000－35,000,000＝9,000,000/年
9,000,000×7（年）＝63,000,000/7年（R03～R09）
上記のうち、令和元年度積立34,970,800円を充当する。

		A003276		公益財団法人全日本弓道連盟				中央道場改修特定費用準備資金		中央道場改修工事		競技会に使用する中央道場の経年劣化に対する改修諸工事。		11年間 ネンカン		平成32年度　　		別紙見積書に基づき、経費の概算を算出。下記の経費見込み額を初年度に計上する。合計 100,000,000 円。
なお、令和3年度に中央道場のLED工事を予定しているため、令和2年度に計画を1年間延長している。

		A003447		公益社団法人大日本山林会				立替準備資金		三会堂ビル建替えに伴う準備資金		三会堂ビル建替期間中、毎年交付されている（一財）農林水産奨励会（受取財団交付金）交付されなくなり、事業活動が困難になる恐れがあることから、当該期間中の公益事業を実施するための資金とする。		10年間 ネンカン		令和５年度～令和９年度		建替期間を５年と想定し、年間交付金1,000万円の５年分計5,000万円を予定する。（広益事業割合は88％で4,400万円）

		A003544		公益社団法人日本ガスタービン学会				事務局整備準備資金		事務局整備・事務合理化活動		学会全体の活動を合理的、円滑に行う為、事務所、会議室のレイアウト、什器・備品類、ソフトウェア類、レンタル備品等の定期的な整備、拡充、更新を行うほか、突然の故障等への対応が可能なようにしておく。
また、現在借用している建物、設備は古く、手狭で耐震性にも不安が無いわけではないことから、10年後を一応の目標として事務局の移転を計画する。		11年間 ネンカン		令和7年度に事務所移転		事務所・会議室移転費用としては、新宿区における最新の物件情報を調査したところ、現在使用中の部屋面積(約30坪)程度の物件で、平均坪単価は15,000円、敷金は12ヶ月程度であり、敷金540万円程度の準備が必要となる。引越経費としては、同規模の他学会の最近の引越実績として160万円が必要である。以上、合わせて引越し費用として最低700万円が想定される。
また、什器、備品類、ソフト、ハードウェアの定期的更新に必要な費用については、過去の実績から、2年ごと1回当たり20万円を想定した。以上の合計額800万円を積立限度額とした。

		A003552		公益財団法人よんでん文化振興財団				公益目的事業積立資金		平成３０から令和６年度の公益目的事業		平成３０年度以降の（１）奨学援助、（２）顕彰、（３）主催、（４）派遣助成に係る具体的事業		8年間 ネンカン		平成３０から令和６年度の７年間		平成３０から３５年度（令和５年度）の総事業費は、１億６,８００万円が見込まれる。一方、基本財産の運用益は、１億８００万円にとどまり、差引６,０００万円の資金が不足するため、平成２９年度末で､５,４００万円を特定費用準備資金に積み立てた。
　その後、基本財産の運用見直しにより、運用益の増収を図った結果、令和６年度までの事業費を運用益と特定費用準備資金の活用できる目途がたったため、特定費用準備資金の取崩し時期を令和６年度までに延長した。

		A003619		公益社団法人建設荷役車両安全技術協会				基幹システム等再構築資産		特自検事業の基幹システム等の更新整備		物販管理機能や研修・資格管理機能を有した基幹システム等を活用することにより、特自検の事業活動を適切に推進している。現行システムは平成18年から運用していることから、今後のIT技術革新に対応したシステムを更新整備する。		10年間 ネンカン		令和3年度から順次実施		基幹システム更新等費用の所要見込額　500,000千円
再構築のための調査、要件定義等所要経費　（60,000千円）
基本設計、プログラム作成等所要経費　（320,000千円）
データ移行、マニュアル作成等所要経費　（120,000千円）

		A003646		公益財団法人医療研修推進財団				事務所家賃補償積立資産		大規模再開発計画に伴う当財団ビルの取り壊しに伴う引越しの際の家賃差額補償		平成31年度着工予定のステーションタワー建設により、平成30年度から当財団入居ビルの取り壊しが開始されるため、それに伴う引越しで、ミツヤ虎ノ門ビルから西新橋光和ビルに事務所引越した際に家賃差額保証金分を特定準備費用として管理されている預金。		3年間 ネンカン		令和元年4月～令和3年3月まで		新事務所の西新橋光和ビルの賃料が2,242,220円で、ミツヤ虎ノ門ビルの賃料が1,751,706円で、差額が490,514円なので、その24ヶ月（2年分）。総額は11,772,336円のうち管理分の2.5％294,308円積立資産。

		A003646		公益財団法人医療研修推進財団				言語聴覚士資格付与事業積立資産		言語聴覚士資格付与事業の財政基盤確保		経費削減に努めているものの、毎年経費は増加傾向にあることや、更には今後新卒受験者の減少が見込まれることから、受験手数料･登録手数料等の収入の落ち込みによる収支変動に備えて、国家試験事業を安定的に行うために当該資金を有効に取り崩すことによって、言語聴覚士資格付与事業を安定的に実施する。		6年間 ネンカン		令和2年4月～令和7年3月まで		言語聴覚士付与事業を安定的に行う必要性から50,000千円相当額を積立限度額として、6年計画で特定費用準備資金に計上。

		A003907		公益財団法人ＳＯＭＰＯ美術財団				東郷青児特別プロジェクト資金		東郷青児特別プロジェクト		東郷青児作品・資料のデジタルアーカイブの構築と作品・資料の改善、保全を図る		10年間 ネンカン		令和9年度		デジタルアーカイブの構築と作品・資料の修復に係る費用から算出

		A003971		公益財団法人黒住医学研究振興財団				研究助成事業基金		研究助成金安定化基金		平成2７年度より研究助成金受贈額を100万円増額、さらに平成2９年度からは200万円増額し、毎年度1,500万円としており、収益の増減を考慮し、研究助成を安定的に行うための研究助成資金を積み立てる		7年間 ネンカン		2018年度以降		研究助成を安定的に行うため年間の研究助成金額の1,500万円を上限として、年度平均250万円を積み立てる。

		A004128		公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会				リスク対応準備資金		リスク対応準備資金		公益目的事業の収益減少に備えるための資金		2年間 ネンカン		令和2年度		令和元年度に発生したコロナウイルスの影響による令和2年度の公益目的事業における収益減少見込額38,000千円
　

		A004128		公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会				ロジスティクス・物流研究プロジェクト準備資金		ロジスティクス・物流研究プロジェクト準備資金		「普及啓発」事業における、ロジスティクス・物流研究プロジェクト事業		10年間 ネンカン		令和元,3,5,7,9年度		「普及啓発」事業における、ロジスティクス・物流研究プロジェクト事業の実施費用見込額
1年度当たり8,375千円×5年分＝41,875千円
なお、令和2，4，6，8年度の4か年は、収益事業の黒字が見込まれるため本資金は使用しない。
ただし、令和2年度においてはコロナウイルスの影響により収益事業の黒字が発生しなかったため、取崩しを行った。
　

		A004453		公益社団法人認知症の人と家族の会				事務局移転準備資金		事務局移転準備資金		令和4年度の本部事務局および支部事務所移転のための準備資金		4年間 ネンカン		令和5年1月～3月		業者委託費　3,040,000円
案内等印刷製本費　12,160,000円
事務所消耗品費　9,120,000円
事務所什器備品費　3,300,000円
人件費　2,986,000円
その他経費　554,000円 
合計　31,160,000円

		A004592		公益財団法人中曽根康弘世界平和研究所				事務所移転費用準備資金		事務所移転		現在の事務所の賃貸借契約終了に伴い、将来、事務所を移転する。		6年間 ネンカン		平成28年度		現在の事務所の原状回復費用（工事会社見積り、消費税8％）23,332,320円

移転先の事務所の工事費（前回移転時の工事費実績、消費税は8％に修正）25,151,762円

運搬費（前回移転時の運搬費実績、消費税は8％に修正）1,640,571円

		A004977		公益社団法人日本木材加工技術協会				専門技術者養成積立資金		専門技術者の資格認定事業		　当法人では4種類の資格検定試験を実施しているが、その組合せにより公2における事業収入が年と少ない年を隔年ごとに繰り返す傾向にある。

　当法人の経常増減額がマイナスになった事業年度において取崩しを行い、公2の中心的事業である資格認定事業、特に講習会開催経費に充当し、安定的かつ持続的な事業水準が確保できるようにする。		10年間 ネンカン		経常増減額がマイナスになる年度に取崩し、プラスとなる年度に積立を行う。		　平成27年度第二段階の剰余金7,151,362円を原資とした。

　　　講習会開催経費1回　1,000千円

　　　（会場費200千円、謝金300千円、旅費交通費100千円、印刷製本費400千円）

　　　開催回数　7回/年　→　1,000千円×7＝7,000千円

		A005322		公益財団法人社会福祉振興・試験センター				試験事業安定積立資産		福祉士試験の実施		社会福祉士及び介護福祉士法、精神保健福祉士法に基づき実施する福祉士国家試験の実施に係る下記要因等による事業資金の不足等に充当する。
１、受験者数の変動
２、2020年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会等の開催に伴う試験関係費用の増加
  ①首都圏大規模ｲﾍﾞﾝﾄ会場の確保が難しく、複数の小規模会場に分散されることで会場関係費が増
  ②前年度未実施の各種イベントが多数実施されることで、引き続き会場確保が厳しくなる
３、消費税の増税等による人件費・物価等の変動に伴う事業費の増加		7年間 ネンカン		平成29年度～令和5年度		社会福祉士等三福祉士国家試験の受験手数料は、「実費勘案とする」こととされているが、受験者数変動等による事業収支の悪化に対し、手数料引上げの政省令改正に時間がかかり、経常増減額が２年連続して赤字になることが予想される。
⇒各福祉士試験において、過去３年間（平成２８～３０年度）に発生した最大の経常減少額（赤字額）の２倍を積立限度額とする。

		A005472		公益社団法人全国老人保健施設協会				災害対応積立資産		災害対応事業		全老健災害相互支援プロジェクトと災害派遣ケアチームJCATの構築

  【全老健災害相互支援プロジェクト】（　Disaster Mutual Support Project for ROKEN　）
　　災害等の発生時に、被災地にある老健施設を支援することを目的として、『プロジェクトＡ（要支援者の
    受入れ）』、『プロジェクトＢ（ボランティア職員派遣）』、『プロジェクトＣ（物資の支援）』等を立ち上げ、速
    やかに支援活動を実施。


  【全老健災害派遣ケアチーム】（　Japan Care Assistance Team　）
　　災害の発生後（2～4週間程度）に、被災地の避難所等へ老健施設の多職種をチームを組んで派遣し支
    援活動を行なう。また、多職種によるケアチームをあらかじめ各支部で登録・編成し、行政等と連携しつ
    つ、速やかに支援活動が行なえる体制を整えることを目的とする。
		10年間 ネンカン		令和3年以降		〇システム関係構築費（委託費） 　10,000,000円

〇支部説明会旅費     50,900円×47支部✕3回＝7,176,900円
〇役職員等旅費        50,900円×延べ56人＝2,850,400円
〇備品関係
    ・災害備蓄品関係  20,000,000円（食料、水、発電機、衛生用品等）47都道府県支部＋本部 
    ・システム関係構築  10,000,000円（PC、モバイル、テレビ会議等） 

		A005532		公益財団法人都市づくりパブリックデザインセンター				運用資金積立資金		デザインによる魅力ある都市づくり事業		将来にわたり公１事業で資金不足が生じるので、その改善のため特定費用準備資金を活用する。		15年間 ネンカン		令和9年度まで継続して実施		平成25年度予算による公1事業の資金不足額を見越して算定した。収益2200万円、事業費用4100万円、経常外費用180万円なので約2000万円不足

		A006030		公益財団法人東華教育文化交流財団				事業運営安定化積立資産		奨学援助事業及び助成事業並びに管理運営の安定的、継続的遂行		当法人は、公益目的事業及び管理運営のための財源の大部分を基本財産の運用益によって賄っている。今後、当該運用益の不足が見込まれるため、２０１７年（平成２９年）度より１０年間にわたり当該資産を取崩して、公益目的事業費及び管理運営費（事業活動支出）に充当する。

当該資金及び運用益のうち、８０％を公益目的事業費、２０％を管理運営費に充当するものとする。

利回りの上昇等により継続的に収入不足の解消が見込まれる場合には、公益事業の拡大を検討する。		11年間 ネンカン		2017（平成29）年4月～2026（令和8）年3月		１．過去３事業年度における事業活動支出の移動平均額　6000万円（収支資金ベース。以下同じ）

２．2017年（平成29年）度以降の運用収入見込額　 　　4000万円

３．各期の不足見込額　　　　　　6000万円-4000万円＝2000万円

４．積立限度額の算定　　　　　　2000万円×10年＝2億円

（公益目的事業：1億6000万円、管理運営：4000万円）

		A006139		公益社団法人日本プラントメンテナンス協会				 20年度機保中止準備資金		機械保全技能検定の中止に伴う財務基盤強化		公益目的事業として行っている機械保全技能検定について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止となった2020年度第1回機械保全技能検定（3級）に関する令和2年度収支への影響に備え、財務基盤の強化に充てる。		2年間 ネンカン		令和2年度		令和2年5月29日に2020年度第1回理事会で承認された「2020年度第1回機械保全技能検定（3級）の中止によって見込まれる2020年度収支への影響額」
（同理事会で承認された「機械保全技能検定の中止に伴う財務基盤強化に係る準備資金取扱規程」に記載）


		A007070		公益財団法人ジョイセフ				特定費用準備資金		人口・保健分野の広報啓発・提言活動事業		１．世界のセクシャル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツやジェンダーの平等、人口問題等に関して、政府及び国際機関の行政関係者、政策決定者、専門家、オピニオンリーダー等に対して提言活動を行い、認識の拡大と国際保健に対するさらなる支援の獲得を目差す。
２．保健分野の国際協力NGOのまとめ役として、日本政府の開発途上国における保健分野の政府開発援助に対して、援助効果を高めるために草の根の視点からの提言活動を行い、国際保健の向上を目差す。		6年間 ネンカン		令和3年～令和５年		提言活動事業の収入源である IPPF（国際家族計画連盟 : 本部 英国） からの収入が平成26年から平成30年のあいだに半減し、欧州の経済情勢や難民問題から今後も減少することが見込まれる。
平成30年と同規模の事業を継続していくためには下記の資金不足が見込まれる。
　令和3年　事業費 50,000,000　収入見込 30,000,000 不足資金 20,000,000
　令和4年　事業費 50,000,000　収入見込 20,000,000 不足資金 30,000,000　
　令和5年　事業費 50,000,000　収入見込 20,000,000 不足資金 30,000,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不足資金合計 80,000,000円

		A007155		公益社団法人相模原・町田大学地域コンソーシアム				学生活動継続推進積立資産		公１地域発展事業		学生Clubをはじめとする学生の地域社会活動参画を推進するプログラムは、これまで各年度の収入に応じて実施規模を変動せざるを得ない状況にあった。そのため、収入の多少にかかわらず学生活動を安定、継続して実施できるように活動資金をあらかじめ積み立てることを目的とする。		8年間 ネンカン		委託費等の活動の原資が獲得できなかった場合に取り崩し、学生の地域活動にあてる。		活動支援のためのマネジメント及びディレクション費用として300，000円、学生のより自主的な地域社会活動を推進するための補助金として、年間20，000円×10件で200,000円とし、これを継続的費用として算定する。

		A007957		公益財団法人統計情報研究開発センター				特定公益事業推進積立資金		特定公益推進事業		　
当財団の公益目的事業の多くは対価を得ることのない事業であり、公益目的事業費は基本財産運用益である株式の配当で賄っています。配当は毎年一定額が保障されるものではなく将来は今よりも厳しくなることも予想されるため、公益事業の縮小もせざるを得ない事態も考えられます。平成26年度、これまで例のなかった中間配当による一時的な増収を得たため、平成27年度以降に実施される特定公益事業のための特定費用準備資金として積み立て、公益事業を安定的に推進し、中長期的に収支相償の基準を満たすこととします。

　なお、控除対象財産における特定費用準備資金並びに公益目的事業比率における当期積立額及び取り崩し額の計算において、取り崩し額が年度毎にばらつきがあるのは、実施される統計調査が年度ごとに差があり費用も変動することによります。ちなみに、平成31年度は翌年の国勢調査実施に対する費用であり、統計調査員等の数が他の年度に比べ圧倒的に多くなることによります。

　平成28年度において中間配当による一時的な増収を得たため、公益事業のさらなる安定化を図るため、特定公益事業のための特定費用準備資金を増資するとともに計画年度の変更を行い、中長期的に収支相償の基準を満たすこととします。

　		10年間 ネンカン		平成27年度から		(当初計画分）

統計グラフ全国コンクールに関する事業 　　1,300万円

大内賞に関する事業　　　　　 　　　　　　　　  　650万円

全国統計大会に関する事業 　　　　　　　　　　 450万円

統計講座事業 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 200万円

統計調査総合補償事業　　　　　　　　　　　　 3,000万円　　　合計　5,600万円

(増資計画分)

統計グラフ全国コンクールに関する事業 　　 1,100万円

大内賞に関する事業　　　　 　　　　　　　　　　   500万円

全国統計大会に関する事業　　　　　　　　　　   350万円

統計講座事業　　　　 　　　　　　　　　　　　　　   150万円　

統計調査総合補償事業　　　　　　　　　　　　  2,000万円　　　合計　4,100万円

		A008355		公益財団法人日本薬剤師研修センター				事務所移転等費用積立預金		事務所の移転等の費用の準備		　現在入居している三会堂ビルは、老朽化及び市街地再開発事業の参画のために建替えが予定されている。平成２７年４月には、翌年夏頃に引っ越するよう、いったん通知されたが、東京オリンピックの開催決定に伴う建設資材等の高騰から、延期された。

　このような経緯からすれば、東京オリンピックが開催される令和３年ころには建替え計画が示されることが予想される。現在の場所は事業遂行に至適であり、建替え後の建物に入居することが望ましいため、移転経費及び相当程度の増額が見込まれる家賃の一部を積み立てることにより、円滑な移転及び建替え後の再入居を期すこととしたい。		8年間 ネンカン		令和３年度		移転のための経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　204,073千円

移転中の経費(2年間）＋移転後家賃増額分(5年間）　182,000千円

合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 386,073千円

		A009320		公益財団法人豊川水源基金				新城市（鳳来地域）水源地域対策基金事業費積立資産		新城市（鳳来地域）水源地域対策基金事業		新城市（鳳来地域）水源地域対策基金事業業務方法書第４条に規定する事業		6年間 ネンカン		平成３１年度から令和６年度		５カ年間事業費合計　89,200,000円
　〃　　　果実合計　　39,200,000円
　　　　　不足額　　　　50,000,000円
（１号財産の一部を　理事会・評議員会の議決を得て振替を行った。）

		A009366		公益財団法人水道技術研究センター				移転補償金積立資産		事務所家賃の補填		虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業に係る移転補償金から移転に伴う支出を控除した金額を令和元年から１０年間の事務所家賃の補填とする。		11年間 ネンカン		平成３１年度から令和１０年度まで		①移転補償金　47,706,471円
②移転に関する費用（引っ越し費用、消耗什器備品費、仲介手数料等）　12,970,073円
③工事・什器（固定資産）購入　10,209,533円
（①-②-③）×70％（公益目的保有財産割合）＝17,168,806円

		A010441		公益財団法人循環器病研究振興財団				特定資産－助成事業引当資産		研究助成事業－指定研究助成		循環器病に関する研究に助成する。		10年間 ネンカン		平成30年度から令和8年度		選考委員会で承認した研究助成について、その財源を寄付に頼っているが、その収入が安定しない。平成29年度においてすでに承認された研究助成を確実に実施するため平成30年度以降に見込まれる助成引当金総額：115,015,455円のうち、100,020,000円を積立てた。なお、当初から3年が経過したため見直しを行い、令和3年度以降に見込まれる助成引当金総額77,782,855円となるよう差額を積み立てた。

		A012826		公益財団法人電気通信普及財団				助成事業維持拡充資金		次期助成事業維持・拡充計画		研究助成事業の更なる充実、低金利運用環境による運用収入減に対応した助成等の規模の維持、周年事業準備のために活用する。		8年間 ネンカン		平成２８年度から令和５年度		助成事業維持・拡充計画に基づく事業見込みによる額とする。

		A013853		公益社団法人日本重症心身障害福祉協会				学術集会等準備資金		重症心身障害療育学会学術集会、全国施設協議会、施設職員研修会の実施費用		収入額が減少する重症心身障害療育学会学術集会、全国施設協議会、施設職員研修会を実施する費用の財源として積立を行う		4年間 ネンカン		令和3年4月～令和6年3月まで		学術集会、施設協議会、研修会の参加料の減額が令和5年度まで決定したことにより、その減額分の補填として積立を行う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学術集会収入減額　1,400,000円×3年度分＝4,200,000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設職員研修会収入減額　2,700,000円×３年度分＝8,100,000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全国施設協議会収入減額　2年度分　3,200,000円の合計15,500,000円を積み立てる

		A014063		公益財団法人藤原ナチュラルヒストリー振興財団				事業費安定化資金定期預金		研究助成及び高等学校助成事業		ナチュラルヒストリーに関する研究を行っている研究者または研究グループへの助成並びに初等中等教育機関のなかで高等学校を対象にナチュラルヒストリーに関する授業またはクラブ活動に必要な備品等の助成を行うことにより、学術及び科学技術の振興を目的とする。		10年間 ネンカン		平成28年度～令和6年度		令和3年度以降もより一層収益減少が予想されることから、助成事業安定のために、3年度1500万円を取崩すほか、令和6年度までの取崩す予算額

		A014063		公益財団法人藤原ナチュラルヒストリー振興財団				事業費安定化資金有価証券		研究助成及び高等学校助成事業		ナチュラルヒストリーに関する研究を行っている研究者または研究グループへの助成並びに初等中等教育機関のなかで高等学校を対象にナチュラルヒストリーに関する授業またはクラブ活動に必要な備品等の助成を行うことにより、学術及び科学技術の振興を目的とする。		4年間 ネンカン		令和4年度		令和3年度以降もより一層収益減少が予想されるなか、助成事業安定のため令和4年度に取崩す予定額

		A014063		公益財団法人藤原ナチュラルヒストリー振興財団				特定費用準備資金定期預金（令和3年度地方ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ分）		東京都以外でのシンポジウム開催		ナチュラルヒストリーに関する公開シンポジウムを開催することによってナチュラルヒストリーに関する学術研究と教育への助成並びに普及に寄与しようとするものである。		8年間 ネンカン		平成28年度・平成30年度・令和3年度		令和3年度以降も一層収益減少が予想されることから、定期的に東京都以外でのｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ開催を確実に継続実施するための予算額

		A015405		公益財団法人マブチ国際育英財団				基本財産準備資金		奨学金給付		財団設立時に設立者からマブチモーター株式150万株（＠6,430円）9,645百万円の寄付を受けたが、その後の株価の下落に伴い2013年3月31日現在で金額は7,635百万円（＠5,090円）となり損失が生じ、財団運営基盤の安定化を図る必要性を認識するに至った。一方、財団予算は前年度3月に決定するが、当年度の最終配当は当年度3月に確定するため、予算以上の収入があることが生じ得る。そこで、理事会で承認された予算額を上回る額の配当金があった場合に、超過額を指定正味財産に留め置き、基本財産の安定化を図る。		10年間 ネンカン		令和3年度以降		株価変動のバッファを確保しておく目的のため、過去3年以内安値は2,931円で寄付時点の46％であることから、寄付時点の5割増し水準を当面の積立基準とし、積立額は予算以上の配当収入をそのまま指定正味財産に留め置き、基本財産準備資金として区分して管理する。

		A015405		公益財団法人マブチ国際育英財団				奨学金給付準備資金		奨学金給付		当財団は、大学在籍期間の４年間を実質的に奨学期間として運営している。一方、当財団の主要収入源が株式配当に頼っていることから、仮に減配となった場合、新たな奨学生を認定できないばかりでなく、既存の奨学生に対して給付停止という事態が生じかねない。そこで、当財団の主要財源である株式の配当金が減少し、奨学金給付の財源が不足することによる奨学金給付停止を防ぐため積立てる。		8年間 ネンカン		未定		予算上見込んでいる配当収入がゼロになった場合を想定し、翌年度始に在籍予定の奨学生の残余期間に見合う奨学金合計額を積立限度とする。この金額は毎年度洗い上げて再設定する。２０１９年４月は秋入学予定者を含めて一旦１０１名を想定し、２８９，２００，０００円を積立限度額としている。

		A016710		公益財団法人　日本太鼓財団				太鼓ファンド		海外交流事業費補填		日本財団からの助成金が海外交流事業費の満額に満たないことが予想されるため、将来にわたって海外交流事業費の補填を実施する。		11年間 ネンカン		平成24年度～令和4年度		国際機関や在外公館などの公的機関の推薦があることなどを勘案した海外交流事業の実施計画に基づいて、予算案を作成し、主な支援先である日本財団に申請願うも、一部の支援又は計画予算額を全て助成されることは困難な場合があることが想定されるため、特定準備資金から補填する。この限度額については過去の実施額から策定。積立限度額は理事会評議員会で承認された５千万円で算出
派遣数：演奏者及び随行者10度
人件費(派遣謝金)500，000円
旅費(航空賃･滞在費・太鼓輸送・現地交通費等含む）42,000,000円
物件費　3,000,000円　　事務費(通信・国内楽器運搬)2,000,000円
会議費　500,000円　　雑費(渡航手数料・保険・記録費等)　2,000,000円

		A016826		公益財団法人南葵育英会				奨学援助引当費用準備資金		奨学援助活動		学業優秀でありながら修学困難な者や学術研究に従事する者に対し奨学援助等を行うことにより国家社会に有用な人材を育成する。		10年間 ネンカン		令和７年度より6年間		奨学金は大学の学生及び高等専門学校の生徒には最短修業年限の終期まで月額3万円、又大学院の学生には最短修業年限の終期まで月額5万円を給付している。
収益事業の収益が得られない場合でも、開始した給付を継続すべきであり、以下の準備資金が必要である。
その後支給開始を中止したとしても最短6年続くことを考慮すると6千万円の積立が必要である。

		A018284		公益財団法人朝鮮奨学会				建替時奨学事業等積立資産		本館ビル建替え期間中の奨学事業等		本館ビル建替え時の3年間は収入が見込めないことから、現在行っている規模の奨学事業等を実施するものとして、3年間分の16億円を準備する。		21年間 ネンカン		令和16年度～令和18年度		平成26年度事業計画書における年間奨学事業等の予算5億3500万円の3年間分

		A018497		公益財団法人丸和育志会				奨学金事業積立資産		奨学金事業		今後の寄付金減少を見込み、奨学金事業の原資とすべく積立を行う。		4年間 ネンカン		平成31年3月		奨学金の年間支給額を基に算定している。

		A018497		公益財団法人丸和育志会				ソーシャルビジネス支援事業基盤強化基金		ソーシャルビジネス支援及び人材育成事業		公2事業として行っているソーシャルビジネス支援及び人材育成事業において、今後の収支の変動に備え安定した報奨金の支給を継続できるよう積み立てを行う。		6年間 ネンカン		令和3年度～令和7年度		過去の奨学金支給実績に基づき、その一部として年間100万円を5年分積み立てることとする。

		A020655		公益財団法人天野工業技術研究所				奨学費準備預金2		工業高校生、高専生、大学院博士課程生を支援する奨学金制度		現行の経済環境に恵まれない優秀な学生を対象とする奨学金制度で、弊所の収入が減少した際に備える。		5年間 ネンカン		収入減が起きた事業年度から取り崩しを行う。		現給付水準を維持するため、年間総給付額（≒150百万円/2）×5年間

		A021243		公益財団法人目黒寄生虫館				公益目的事業実施積立資産		公益財団法人目黒寄生虫館 公益目的事業		平成25年に組み入れた資金を、令和3・4年度の公益目的事業を行う経常支出として毎年1000万円ずつ振り替えることを目的とする。人件費や水道光熱費の他、研究等事業では調査旅費や学会費・図書購入費等に充て、普及啓発事業では特別展示の開催に係る費用や展示室の保全など、この法人の公益目的事業全体にわたって支出する。「公1（研究等）事業：500万円」「公2（普及啓発）事業：500万円」とする。当法人の公益目的事業は主として基本財産の運用益で成立してきた。これらは平成12年以降に当時の円高基調の中、年間3000万円の収益を見込んで作成された。一時期な極端な円高で運用益が得られなかったが、今ではようやく落ち着いた運営が可能になっている。しかし、事業の拡大について支出額は増える一方で、基本財産運用収入が得られなくなれば極端な収入の落ち込みも考えられる。今後も引き続き充実した事業を長期にわたって遂行するためには、一定の予算をあらかじめ計上しておき盤石な体制を整えておかなければならない。安定した法人運営が継続できるよう、一時的な積立資金を設けるものである。なお、当該資金は平成31年度から取り崩し予定だったが、平成30年度に大幅な競争資金を得られたことにより取り崩しに至らなかったことで、理事会決議により冒頭の時期へと繰り越されたものである。		10年間 ネンカン		通年		野村証券株式会社を通じて運用する「欧州投資銀行」債券が主体となる。それ以前に運用してきた額面2000万円の債券の償還差損に伴い、新たに差額として補填した普通預金の3,553,619円の合計額をもって積立限度額とし、収益の減少時においても継続して事業が行えるよう積み立てる。経常費用の3分の1を当該資金から振り替えるという全体で全体の費用から按分すると、人件費5,800,000円、旅費交通費200,000円、水道光熱費400,000円、リース料350,000円、委託費250,000円、その他諸費用3,000,000円で計1000万円（公1事業・公2事業計）と見積もられる。上記支出を2か年にわたって行う。10,000,000円×2年＝20,000,000円となる。

		A021726		公益社団法人　
企業情報化協会				リスク対策準備資金		リスク対策準備資金		将来において見込まれている公益目的事業の収入の変動に備えるために積み立てる。		5年間 ネンカン		令和6年度		令和3年3月31日に終了する事業年度における公益目的事業の経常収益額が当該事業年度の前事業年度から変動した額の2年分を必要額として、令和3年5月18日に理事会にて承認された見積額





（参考）POSSに基づく特費に関するQ&A

		Q&A一覧 イチラン

		受付番号 ウケツケ バンゴウ		表題 ヒョウダイ		行政庁 ギョウセイチョウ		質問者 シツモンシャ		質問日 シツモン ビ		回答日 カイトウビ		状況 ジョウキョウ		質問 シツモン		回答 カイトウ		積立可非 ツミタ カ ヒ

		4176		公益法人の特定費用準備資金等について		熊本県		浦田　浩司		42018		42028		対応		②「他の団体の助成」を公益目的事業としている法人が、「助成先が取得する資産の購入」を目的に「資産取得資金」を積み立てることは可能でしょうか。 これが認められない場合、「資産取得資金」ではなく、「特定費用準備資金」として積み立てることは可能でしょうか。		②「資産取得資金」を積み立てるのは、法人が取得する資産に限定されるため、助成先が取得する資産の購入は含まれません。特定費用準備資金についてはその要件を充足すれば可能と思われます。		〇

																③②と同様に、「助成先が主催するイベントの開催等」を目的に、特定費用準備資金を積み立てることは可能でしょうか。		③②と同様に特定費用準備資金の要件を充足すれば可能と思われます。		〇

																④国債、外国債等の有価証券の運用益を財源として事業を実施している公益法人は、相場の変動により運用益が減少すると、事業を縮小しなければならなくなるおそれがあります。将来の相場の変動に対応するために、「特定費用準備資金」を積み立てることは可能でしょうか。		④特定費用準備資金の要件を充足すれば可能と思われますが、通常、相場の変動については、予測が困難なため要件を充足することは難しいと思われます。特定費用準備資金の要件を充足しない場合であっても、将来の支出に備えるために特定資産と計上することは可能です。		〇



		4253		内部取引消去、償却減価・評価益及び特定費用準備資金の取崩等について		群馬県		天田　聡		42187		42193		対応		特定費用準備資金を取り崩した場合、その取崩額は、収支相償の計算、公益目的事業比率の算定、遊休財産額保有制限の判定において、（みかけの収益のように振る舞う等して）経常費用を圧縮するよう作用しますが、取崩額を経常外費用として費用化してしまうと、認定基準の判断上、法人側にとって著しく不利な状況になります。これは、制度上やむを得ないものなのでしょうか。（そもそもの特定費用準備資金の設定時に、使途を「経常費用として費用化されるもの」に限定すべきだったのでしょうか。）または、特定費用準備資金を取崩し費用化したものについては、たとえ臨時的な費用であっても、経常費用として整理すべきなのでしょうか。		特定費用準備資金は法制度上の費用であり、これを設定する場合には、原則として将来の費用を具体的に積み上げ計算し、これを勘定科目で擬制することになります。この勘定科目は事業費、管理費に属するものであるため、経常外費用の内容（臨時・巨額）及び勘定科目については最初から想定されていません。従って、実際に発生した費用が経常外費用に計上されることもありません。		×

																　退職給付債務を簡便法で算定し、期末自己都合要支給額を退職給付債務としている法人が、各年度末における定年退職に係る要支給額を算定し、簡便法による額との差額を将来の定年退職に伴う退職金支給のために、毎年度積み立てることを予定しており、この積立金を特定費用準備資金とする意向を持っている。この積立金については、「将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用」に当たるかなど、特定費用準備資金の要件の該当性に疑義があると考えます。ついては、このような退職金支給のための積立金が特定費用準備資金に該当するか御教示ください。		退職給付債務として、期末自己都合要支給額としている場合には合理的な会計処理と判断されます。各年度末における定年退職に係る要支給額との差額は、期末時点での差額であって、将来支出が確実なものではなく特定費用準備資金の要件を充足していませんので、これは計上できません。最も、将来の退職の支出のために特定資産して固定資産に計上することはできます。		×

		4364		特定費用準備資金について		埼玉県		文書課　公益法人担当職３		42480		42481		対応		　公益社団法人が、現在の事務所の耐震性に問題があり移転を予定しています。
　移転費用が高額のため、年６０万を５年間積み立てるのですが、この積み立ては特定費用準備資金にあたるでしょうか。
　この積立金額は遊休財産の保有上限額の規制にはかかりません。
　また、特定費用準備資金については、資金ごとに取扱規程を定める必要はあるでしょうか。		事務所移転に係る事務所移転費用は通常発生する経常費用と違って、臨時的に発生するものなので、経常外費用に計上されます。従いまして、将来の経常費用の支出のための特定費用準備資金にはあたりません。
　なお、特定費用準備資金については、それぞれの具体的資金ごとに取扱規定を定める必要があります。		×

		4499		将来給付する奨学金資金を特定費用準備資金として積み立てることについて		宮城県		高田　琴美		42690		42692		対応		奨学金を給付する法人が，その年度に採用した奨学生の将来の給付が確定している奨学金資金を特定費用準備資金として積立て，支給に当たって取り崩すことを検討しています。
　当該積立金は，事業の実施に併せて繰り返し積立て，取り崩しを行うものとなりますが，区分経理や規程の整備等の手続的な要件は満たしている場合，このような積立金は，特定費用準備資金に該当するものでしょうか。		ご質問の奨学金が、貸与方式ではなく、給付（渡し切り）方式である場合、当該奨学金支給額は事業費に該当します。FAQ問Ⅴ-4-②にもあるように、収益事業等の利益の50％を公益目的事業財産に繰入れる場合には、目的に沿った積立ては必要ですが、積立期間内に計画的に積み立てる計算までは必要ありません。
　したがって、それが認定規則18条3項の要件を満たせば、特定費用準備資金に該当します。

		4542		定年退職加算金を特定費用準備資金として準備することについて		東京都		中尾　邦彦		42752		42754		対応		　一部の法人（特に、外郭団体）には、通常の退職金とは別に、定年退職の場合にのみ加算がある退職金制度を持つ法人があります。
　退職給付の対象となる職員の数が３００名未満の法人等は、退職給付会計の適用に当たり、退職一時金に係る期末要支給額により算定することができます（簡便法）。原則法では退職給付債務として認識できる定年退職加算部分について、簡便法では退職給付債務として認識できないにも拘らず、定年時には多額の支出をすることになります。
　このような退職金制度を持つ法人には、収支相償をクリアできていない法人も存在しますので、任意の特定資産としてではなく特定費用準備資金として事前積立ができれば、費用・資金の平準化に加えて剰余金の解消策としても有効です。
　そこで、定年で退職を迎えるかどうかは不確定な面はありますが、定年前３～５年程度に限れば、「活動の内容及び時期が費用として擬制できる程度に具体的であること」というガイドラインの要件は満たすものとして、特定費用準備資金として認めてよいのではないかと考えます。
　内閣府のご見解や、類似の事例等についてご教示願いたくよろしくお願い申し上げます。		特定費用準備資金は将来の特定の活動の実施のために特別に支出する事業費又は管理費に充てるための資金であり、その要件が明確に定められています。定年退職加算金について、法人の規定及び過去の実績並びに将来の見通し等を勘案し、当該要件を満たすものと整理可能であれば、特定費用準備資金とすることも妥当であると考えます。なお、現状では内閣府で類似の事例等は認識しておりません。		〇

		4565		第二段階における特定費用準備資金について		愛知県		法務文書　文書・公益法人		42775		42776		対応		法人から複数の公益目的事業番号に係る別表C(５）が１枚で提出された。内容は複数の公益目的事業番号に属する公益目的事業をいくつか取り出し、周年事業として一つにまとめたものであるが、別表C（５）は公益目的事業番号毎に提出しなくても良いのか。本県は、仮に複数の公益目的事業番号に係る別表C(５）が１枚で提出されていても、積立限度額の算定方法の欄に、公益目的事業番号毎の積算が示されてあれば良いものと考える。		特定費用準備資金については、積立てと取崩し並びに残高を管理する必要があり周年事業といえども取崩しに関しては公益目的事業ごとに年度が異なる可能性も考えられます。その場合、複数の公益目的事業を1本化していると個別の残高管理を他で行う必要があり、結局はそれぞれ別表Ｃ（５）を作成するのと等しくなることが考えられます。
　したがって、それぞれの事業ごとで別表Ｃ（５）を作成していただくことが望ましいと考えます。ただし、行政庁として公益目的事業ごとに管理可能と考えられる状況（法人の能力に個体差等があるので）であれば、周年事業としてまとめた別表Ｃ（５）を完全に否定するものではありません。		△

																FAQ（問V－３－④）によれば、特定費用準備資金は、将来の特定の事業に支出するために積み立てる資金で、新規事業、既存事業の拡大、数年周期で開催するイベントや記念事業等の費用が対象になるとあります。
一方で定期提出書類の手引き（公益法人編、事業計画、事業報告等を提出する場合編）の２９Pⓖ欄の記載には、「第一段階（中略）に係る特定費用準備資金と、これら以外に第二段階で設定した特定費用準備資金（中略）」とある。
ここでいう、「これら以外の特定費用準備資金」とは、何をさすのか。公益目的事業に係る特定費用準備資金は、法人が行う公益目的事業に直接的な位置づけがあるので、「これら以外の特定費用準備資金」とは、直接的な位置づけのない「逆特定費用準備資金」という理解で良いか。
さらに言えば、逆特定費用準備資金以外は、第二段階のみで設定される特定費用準備資金はないという理解で良いか。		　第二段階での特定費用準備資金は、法人全体の観点から位置づけられるものです。確かに、複数の公益目的事業であっても事業費は適正に配賦できるという考え方もあろうかと思います。しかしながら、例えば公益目的事業に対する寄付金を募るために法人の活動を広く周知し、認知度を高める施策等に対する特定費用準備資金を考えた場合、法人全体で認識した方が望ましいという考え方も強ち否定できないものと思われます。よって、このような特定費用準備資金は第二段階で認識できる場合があると考えます。従って、「これら以外の特定費用準備資金」とは、直接的な位置づけのない「逆特定費用準備資金」に特定しいる訳ではありません。		〇

		4597		剰余金解消策としての資産取得資金及び特定費用準備資金の積立について		熊本県		県政情報文書課　１		42802		42803		対応		剰余金が発生した場合に、退職給付引当金を超える額を、将来の退職給付債務の増加に備えて、資産取得資金又は特定費用準備資金（退職給付積立資産）として積立てることは、剰余金の解消策として認められるか。		貴県のご認識のとおり、剰余金の解消策としては認められません。退職給付引当金の対象となる事業費又は管理費は、認定規則18条1項より特定費用準備資金の対象外となります。また、将来の退職金支給に充てるための資金について引当金を超えて積み立てる資金は、会計上特定資産に整理されますが、あくまでも任意に積み立てる資金であるため、収支相償上の剰余金解消策とはなりません。		×

		4704		指定正味財産かつ特定費用準備資金の収支相償上の取扱い		茨城県		小圷　研史		42971		42972		対応		H１年度　指定正味財産として受け入れた寄附額をその指定用途の特定費用準備資金として積み立てた。A(1)表には，特定費用準備資金としてみなし費用（10欄）に計上され，指定正味財産の収入に計上されたが，当期の一般正味財産への振替はなかった。（その後H２~４年度同様の積立があり，積み立て限度額まで積立を行った。）
H５年度　当該資金を一般正味財産へ振り替えて使用し，振替額同額を特定費用準備資金の取崩し額とした。A（１）表には，一般正味財産の振替額を経常収入（7欄収入の一部）として，特定費用準備資金の取崩し額がみなし収入（10欄）となり二重計上されてしまう。
このように，積み立て時には，指定正味財産のため，経常収入には計上されず，また，特定費用準備資金のみなし費用となり，収支相償上有利に働くが，取崩し時には逆に不利に働く。
会計処理としてはこれで間違いはないか。また，会計処理として問題がない場合，H５年度の剰余金に対し特別の配慮はできるか。
		Ｈ１年度から4年度まで指定正味で受け入れた寄附金をＨ5年度に指定された○○事業で使用する場合、寄附金を受け入れた年度では、正味財産増減計算書内訳表の指定正味財産増減の部において、受取寄附金として計上するのみで収支相償の対象とはなりません。各年度の寄附金自体は、貸借対照表の特定資産に整理される○○事業資金に区分管理され、遊休財産規制の控除対象財産（別表C(2)）の観点からは6号財産としてＨ5年度期首まで引き継がれます。
当該寄附金を○○事業で使用するＨ5年度では、Ｈ1年度から4年度までの受取寄附金の累計額を正味財産増減計算書内訳表で（指定正味財産増減の部から）一般正味財産へ振替え、一般正味財産増減の部において、受取寄附金振替額として収益計上します。対応する事業費が計上されるため、この対応に関しては収支が均衡します。別表C(2)では、当該6号財産の期末残高が0となります。
すなわち、Ｈ１年度から4年度の各年度にわたり、特定費用準備資金の積立て・取崩しは不要であり、ご質問の会計処理は誤りです。
なお、Ｈ１年度から4年度の各年度で、当該特定費用準備資金の積立額を考慮しなければ収支相償が満たされなかったのであれば、各年度とも収支相償を満たしていない状態であったこととなります。別途、ご確認ください。		×

		4797		特定費用準備資金について		宮城県		西澤　誉浩		43110		43112		対応		特定費用準備資金については，認定規則§18Ⅰにおいて，「将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用（中略）に係る支出に充てるために保有する資金」と規定されております。「将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用」という規定について質問致します。

　セキュリティ対策のために数年おきに業者に委託して行う法人のホームページの更新等，将来の特定の期間のみに発生するが，特定の事業実施に関連して発生する訳ではない費用のために積み立てた資金についても，「将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用」に係る資金に該当し，認定規則§18Ⅲの５要件を充たす限りにおいて，特定費用準備資金に位置付けることが可能ではないかと当県では考えておりますが，このような理解で間違いないでしょうか。 		 法人のホームページの更新等の作業は、一般的に公益目的事業や管理活動等に必要な活動であると整理できるものと考えます。このような整理が可能であれば、当該将来の活動のための費用支出に充てるための資金を特定費用準備資金とすることは可能です。
よって、貴県のご認識で問題ないものと考えます。
なお、当該更新等作業の全体のうち、公益目的事業相当分が収支相償の対象となります。管理活動等に対応する分は、遊休財産規制の控除対象財産にはなりますが、収支相償の対象とはなりません。 		〇

		4808		特定費用準備資金について		山梨県		永田　英惠		43123		43125		対応		　国債の利息収入を財源に奨学金事業を行っている公益財団法人で、近年の金利低下を受けて将来の国債の満期買換え後の利率低下に備えて支出を抑制した結果剰余金が出ている法人があります。
　今後少なくとも５年間にわたり剰余金が発生する見込みで、この剰余金を特費に積立て、現在利率が２％と１．９％の２本の国債の買換え後の利率を過去５年間の平均をもとに１％と仮定し、利率低下による財源不足分を特費から取り崩して使用していくことを検討しています（詳細別添）。
　ＦＡＱ問Ⅴ－3－④により、将来の収支変動に備えて自主的に積み立てる基金は、過去の実績や事業環境の見通しを踏まえて活動見込みや限度額の見積もりが可能など要件を満たす限りで特費を用いることができるとされていますが、このケースの場合、要件を満たすと言えるかどうか御見解を伺いたく、よろしくお願いいたします。
　当方としては、将来の金利は予測不可能のところ、買換え後の金利を１％と仮定している点が認められるか判断に悩んでおります。活動見込みの見積もりは奨学金事業のため固い見込みとなっています。仮に特費として認める場合は、満期買換え後の利率次第で計画を見直すよう条件を付けることになると思います。 		 ご質問の趣旨をまとめると、「将来一定水準の収入減が見込まれるが、事業水準自体は現状レベルを維持したいことから、今後5年間で想定される剰余金を将来の収入減に充てる財源として特定費用準備資金として積立てたい」と理解しました。
特定費用準備資金として積み立てるためには、その要件のなかに資金の目的、事業実施期間、積立限度額の定めも求められます。積立時点でこれら要件が合理的に説明できるのであれば、特定費用準備資金と認められるものと考えます。
（添付された資料を見る限り、合理的に説明は可能と思われます。）
なお、特定費用準備資金として整理すれば、平成34年6月が近づくにつれ、将来の収入減少額、ひいては積立限度額がより明確になるため、限度額超過分を取り崩すか、事業計画を見直すことは当然のこととなります。改めて条件を付すようなことではありません。 		〇

		4833		特定費用準備資金		広島県		本　博之		43153		43154		対応		（相談内容）
 車両更新に伴い減価償却費が増加する見込みであるため，公益目的事業で生じた剰余金を特定費用準備資金として積み立て，将来の減価償却費に充当したい。

（本県担当者の見解）
 特定費用準備資金は，認定法施行規則第18条で「将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用」とされています。
 車両の更新は，「特定の活動の実施」とはいえず，また，同条では，「特別に支出する費用」について「引当金の対象となるものを除く」とされており，現金の支出を伴わない減価償却費も同様に取り扱うべきものと考えられます。
よって，将来の減価償却費に充当することを目的とした特定費用準備資金は，認められないと考えますが，このような理解で問題ないでしょうか。		貴県のご認識のとおり、将来の減価償却費は特定費用準備資金の対象とはなりません。
なお、将来、車両を更新すべく資金を確保するために、資産取得資金を設定して積立てることで収支相償（1号財産相当額）及び遊休財産規制の対応策とすることは可能です。		×

		4849		特定費用準備資金の取り扱いについて		埼玉県		文書課　公益法人担当職３		43166		43168		対応		新規事業を開始するために新たに職員（正規職員）を雇用する場合には、その人件費は特定費用準備資金の積立に含めてもよいのでしょうか。
一般的な将来の人件費のためであれば特定費用準備資金の対象外だと思いますが、その事業に対する人件費が見積もり可能であれば積立可能ではないかと考えますがいかがでしょうか。		　事業費として人件費も含めて積立限度額を算定することは可能と考えます。		〇

		4950		特定費用準備資金の積立について		神奈川県		梅田　英介		43308		43312		対応		特定費用準備資金の積立要件について、「将来の収入の減少が確実に見込まれる場合」の他に、弾力化により「将来的に収入の安定性が損なわれるおそれがあり、専ら法人の責に帰することができない場合」が加わった。
　収益事業からの繰入額を主な財源として公益目的事業を実施してきたが、収益事業を廃止したことにより繰入がなくなり、公益目的事業の実施が危ぶまれると見込まれる法人がある。この場合、当該公益目的事業について特定費用準備資金を積立てることはできるのか。
　なお収益事業が廃止された理由は、ある建物の中で食堂等を運営していたが、建物の移転に伴い、新しい建物ではPFI形式を採用して食堂等の運営業者を決定することとなったため、当該法人については契約満了となったものである。 		ご認識のとおり、会計研究会29年度報告で特定費用準備資金に関して「法人の責に帰することができない場合」が加わりました。しかしながら、本問は従来の特定費用準備資金で整理可能です。
本問の前提として、当該年度に相当の剰余が発生しているものとします。この場合、収益事業を廃止し、今後、収益事業からの利益繰入がなくなることから、当該剰余を公益目的事業費の財源に充てるため、特定費用準備資金を積立てることは可能と考えます。		〇

		4987		特定費用準備資金について		茨城県		村上　よしみ		43356		43384		対応		省略 ショウリャク		回答 FAQV-4-⑪の（注）には、「認定後に寄附者から取得した財産は、上記のとおり5号財産又は6号財産に整理され、直接1号財産に整理されることはありません。・・・」とあります。（5号財産・6号財産は具体的な使途指定があることが前提）
上記考え方と同様に、貴県が述べているように、特定費用準備資金（4号財産）に整理するには、本件1号財産について指定正味財産から一般正味財産への振替えが行われることから、指定正味財産である特定費用準備資金（4号財産）はないと考えます。 
		×

		5036		公益目的保有財産・特定費用準備資金について		香川県		小松　由里乃		43438		43446		対応		（概要）
　公益法人Ａは企業Ｂからの寄附金を主な財源として、奨学金給付事業を行っている。
　法人Ａから奨学生として採用された場合、成績不良など特段の問題がなければ、卒業まで奨学金が給付される。
　年度ごとの寄附金の額については、企業Ｂの業績により、増減が予想される。
　法人Ａは、企業Ｂの業績の悪化に備え、採用した奨学生に対し、将来の給付が確定している奨学金分の資金を確保したいと考えている。
　現在、法人Ａは当該目的の資金を流動資産として保有しているため、遊休財産の保有の制限を満たしていない状態にある。
（質問事項）
③　上記のような奨学金給付事業を行っている法人の場合、年度ごとに奨学生採用者の将来の給付が確定している奨学金分の資金を特定費用準備資金として積み立て、支給にあたって取り崩すといった運用は認められるか。また、そのような運用が認められるか否かについては、当該法人の年度ごとの奨学生採用者の人数が定まっているか否かで異なるか。		
質問③について
年度ごとに奨学生採用者の将来の給付が確定している奨学金分の資金を特定費用準備資金として積立て、支給にあたって取崩すといった運用は、認定規則18条3項の要件を満たせば、年度ごとの奨学生採用者の人数が定まっているかに関わらず認められると考えます。 		〇

		5233		特定費用準備資金		北海道		菊池　浩幸		令和元年07月10日		令和元年07月18日		対応		 市から５ヶ年間（Ｈ３０～Ｒ４年）の指定管理業務を受託し、公益目的事業を実施している公益財団法人から人件費の定期昇給を行っており、指定管理期間の後半になると人件費の費用が年々増加する。
　また、市からの配当が人件費の昇給分を加味しておらず、平均的なものとなっているため、予算が厳しくなることから、余裕がある前半に特定費用準備資金を積み立て対応したい旨の相談がありました。
当該事業は既存事業を拡充するものではありませんが、この場合、特定費用準備資金として積み立てることは可能でしょうか。
※　ＦＡＱ　問Ⅴ－３－④　答１
将来の特定事業費、管理費に特別に支出するための積み立て資金で、新規事業の開始、既存事業の拡大、数年周期で開催するイベントや記念事業等の費用が対象となります。  		 5年間の指定管理期間で、定期昇給に対応して収入が足りなくなる分が過去の状況等から合理的に予想可能である場合には、特定費用準備資金に積み立てることは可能と考えます。 		〇

		5320		特定費用準備資金の積み立て要件について		鹿児島県		学法 上靏智子		令和元年11月19日		令和元年12月12日		対応		　特定費用準備資金の積み立て要件について，「将来の収入の減少が確実に見込まれる場合（通常型）」の他に，弾力化により「将来的に収入の安定性が損なわれるおそれがあり，専ら法人の責に帰することができない場合（特例型）」が加わった。
　さとうきび関係の受託作業収入等を主な収益として公益目的事業を行っているところ，毎年の台風被害により収益が減少しており，今後の台風襲来によっても公益目的事業の実施に影響が出ると見込まれる法人がある。この場合，公益目的事業について特定費用準備資金を積み立てることはできるのか。
［本県の考え］
　FAQ５－３－⑤によると，地震，災害等災害時に備えて積み立てる資金は目的と金額の合理的な見積もりが難しいことから，特定費用準備資金としての要件を充たすことは難しいとの記載があるが，本ケースについては資金の合理的な見積もりについて，過去数年間の台風による減収額の平均値等から算出可能と考えられることから，特定費用準備資金として積み立てられるものと考える。ただし，通常型として積み立てるための「収入減の確実性」があるとまでは言い難いことから，蓋然性の高さに係る見込み額を元に，特例型として特定費用準備資金として積み立てることが可能と考える。つまり，台風等の気象災害等による事業収入の減については，「平成29年度公益法人会計に関する諸課題の検討結果」５ページの「※１　該当する場合の条件」をクリアすれば
特例型として特定費用準備資金として積み立てることが可能と考える。 		 本ケースは、貴見の通り特定費用準備資金として積み立てることは可能であると考えます。
なお、特例型でなくても過去の実績等を踏まえて算出する通常型（将来において見込まれている収支の変動に備えて法人が自主的に積立てる資金）により積み立てることは可能と考えます。（FAQ問Ⅴ-3-⑦参照） 		〇

		5325		指定正味財産を財源とする特定費用準備資金の取り崩しに係る収支相償の計算について		神奈川県		浮津 翔		令和元年11月25日		令和元年12月12日		対応		 　指定正味財産を財源とする特定費用準備資金の取り崩しについて、二重の収益加算（①指定正味財産から一般正味財産への振替額＋②特定費用準備資金の取崩額）が生じてしまう場合、別表Ａ（１）上の計算方法としては、①と②のうち、①指定正味財産から一般正味財産への振替額の方は収支相償上の収益には加算しないとする例外的な扱いを行うことは可能でしょうか。 		 平成29年度に公益目的保有財産から特定費用準備資金へ変更した際に会計上、指定正味財産から一般正味財産へ振替えるところ振替を行わなかったことから、平成30年度の指定正味財産から一般正味財産への振替額を収支相償上の収益には加算しない取扱いとすることは可能と考えます。
その際、H29年度の決算修正を過年度に遡り行うのではなく、平成29年度の別表Aで当該一般正味財産への振替を経常収益に加味したと仮定した場合、収支相償を満たしているかについて再確認することが必要であると考えます。 		指定正味財産を財源とする特定費用準備資金を認めない？ ミト



【機密性2情報】		


https://pictis.cao.hq.admix.go.jp/pictis-poss/fqa0001!showhttps://pictis.cao.hq.admix.go.jp/pictis-poss/fqa0001!show



２.特定費用準備資金の積立要件

以下の要件をすべて満たすことにより、特定費用準備資金を積み立てることができます。

１．資金の目的である活動を行うことが見込まれること
２．資金の目的毎に他の資金と明確に区分して管理され、貸借対照表の特定資産に計上してい

ること
３．資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことができないものであること

又は目的外で取り崩す場合に理事会の決議を要するなど特別の手続きが定められていること
特定費用準備資金は、積立目的以外で資金が必要になった場合には、法人自らが決めた手

続きに従って取り崩すことができます。
４．積立限度額が合理的に算定されていること
５．特別の手続の定め、積立限度額、その算定根拠について事業報告に準じた据置き、閲覧等

の措置が講じられていること
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３.具体的な積立例の紹介

次ページ以降の積立例は、今まで各法人が積み立てた事例等を
もとに作成したものです。詳細なルールについては、公益認定等
ガイドライン※やFAQ※※をご覧ください。

ご不明な点がありましたら、内閣府公益認定等委員会事務局
（koeki_kaikei.j7w@cao.go.jp）へご連絡ください。

5

※ 公益認定等に関する運用について（公益認定等ガイドライン）（平成20年４月（平成31年３月改定））
※※ 公益法人制度等に関するよくある質問（FAQ）



① 将来の費用支出の増加が見込まれる場合
＜特費を積み立てる際のポイント＞
・対象は新規事業の開始や既存事業の拡大、数年周期で開催するイベントや記念事業の費用
・積立可能な期間は最長10年を目安。期間の変更については、やむを得ない理由に基づく場合を除いて、原則１

回限り
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 特定費用準備資金の名称
 （貸借対照表科目名）

将来の特定の活動の名称 当該活動の内容
計画期間
（事業年度）

当該活動の
実施予定時期

積立限度額の算定方法

50周年記念事業準備資金 50周年記念事業

令和〇年度に財団設立50周年を迎えるため、令和〇
年度に使用する50周年記念事業を実施するための公
益目的事業会計費用及び法人会計管理費として積み
立てる。

10年間 令和〇年度

設立50周年記念として実施する各種事業の経費
の見積額の合計額を積立限度額とした。令和△
年度に実施した設立40周年記念事業に関する実
績額を参考にして以下の金額を見積り、その合
計額を積立限度額とした。
会場費300万円、講師料60万円、印刷製本費(ポ
スター、チラシ等)200万円、旅費交通費100万
円、通信運搬費60万円、雑費20万円　合計740
万円

計画期間が、ガイドラインで目安とされている
10年間を超える場合は、事業計画を説明してい
ただくことがあります。

建物修繕費用準備資金 建物修繕費用
A事業の研究用建物に関し、長期修繕計画で令和〇
年度に実施を予定している建物修繕のための費用と
して積み立てる。

25年間 令和〇年度
業者より提示された見積総額××万円を積立限
度額とした。

計画期間が、ガイドラインで目安とされている
10年間を超える場合は、事業計画を説明してい
ただくことがあります。事業の性質上特に必要
があり、個別の事情について案件毎に判断され
た結果、認められた場合に限られます。

事務所移転費用準備資金 事務所移転
現在の事務所の賃貸借契約終了に伴い、令和〇年度
に予定している事務所移転のための費用として積み
立てる。

10年間 令和〇年度

移転先の事務所の工事費（前回移転時の工事費
実績に基づき算定）×××円
運搬費（前回移転時の運搬費実績に基づき算
定）×××円

その他の事例として、〇〇賞事業において今年
度は受賞に該当する者がなく、来年度へ賞金を
繰り越す場合の積立てなども考えられます。

定期提出書類 別表C(5)の記載例
積立てに際しての留意事項等


事例案

		※FAQ問Ⅴ－３－④、Ⅴ－３－⑦に基づき、特費の事例を3つに区分して記載しています。 トイ モト トク ヒ ジレイ クブン キサイ

		①将来の費用支出の増加が見込まれる場合 ショウライ ヒヨウ シシュツ ゾウカ ミコ バアイ

				定期提出書類 別表C(5)の記載例 テイキ テイシュツ ショルイ ベツ ヒョウ キサイ レイ												積立てに際しての留意事項等 ツミタテ サイ

				 特定費用準備資金の名称
 （貸借対照表科目名）		将来の特定の活動の名称		当該活動の内容 トウガイ カツドウ ナイヨウ		計画期間
（事業年度）		当該活動の
実施予定時期 トウガイ カツドウ ジッシ		積立限度額の算定方法 ツミタテ ゲンド

				50周年記念事業準備資金		50周年記念事業		令和〇年度に財団設立50周年を迎えるため、令和〇年度に使用する50周年記念事業を実施するための公益目的事業会計費用及び法人会計管理費として積み立てる。		10年間 ネンカン		令和〇年度		設立50周年記念として実施する各種事業の経費の見積額の合計額を積立限度額とした。令和△年度に実施した設立40周年記念事業に関する実績額を参考にして以下の金額を見積り、その合計額を積立限度額とした。
会場費300万円、講師料60万円、印刷製本費(ポスター、チラシ等)200万円、旅費交通費100万円、通信運搬費60万円、雑費20万円　合計740万円 レイワ ネン ド ジッシ カン ジッセキ イカ キンガク ゴウケイ エン エン トウ エン エン エン エン エン		計画期間が、ガイドラインで目安とされている10年間を超える場合は、事業計画を説明していただくことがあります。 ケイカク キカン メヤス ネン アイダ コ バアイ ジギョウ ケイカク セツメイ

				建物修繕費用準備資金		建物修繕費用 タテモノ		A事業の研究用建物に関し、長期修繕計画で令和〇年度に実施を予定している建物修繕のための費用として積み立てる。 レイワ ド ジッシ ヨテイ タテモノ		25年間 ネンカン		令和〇年度		業者より提示された見積総額××万円を積立限度額とした。 ソウガク マンエン		計画期間が、ガイドラインで目安とされている10年間を超える場合は、事業計画を説明していただくことがあります。事業の性質上特に必要があり、個別の事情について案件毎に判断された結果、認められた場合に限られます。 ジギョウ セイシツジョウ トク ヒツヨウ コベツ ジジョウ アンケン ゴト ハンダン ケッカ ミト バアイ カギ

				事務所移転費用準備資金		事務所移転		現在の事務所の賃貸借契約終了に伴い、令和〇年度に予定している事務所移転のための費用として積み立てる。 レイワ ネンド ヨテイ		10年間 ネンカン		令和〇年度		移転先の事務所の工事費（前回移転時の工事費実績に基づき算定）×××円
運搬費（前回移転時の運搬費実績に基づき算定）×××円 モト サンテイ		その他の事例として、〇〇賞事業において今年度は受賞に該当する者がなく、来年度へ賞金を繰り越す場合の積立てなども考えられます。 タ ジレイ ショウ ジギョウ コンネンド ジュショウ ガイトウ モノ ライネンド ショウキン ク コ バアイ ツミタテ カンガ

				定期提出書類 別表C(5)の記載例 テイキ テイシュツ ショルイ ベツ ヒョウ キサイ レイ												積立てに際しての留意事項等 ツミタテ サイ

				 特定費用準備資金の名称
 （貸借対照表科目名）		将来の特定の活動の名称		当該活動の内容 トウガイ カツドウ ナイヨウ		計画期間
（事業年度）		当該活動の
実施予定時期 トウガイ カツドウ ジッシ		積立限度額の算定方法 ツミタテ ゲンド

				奨学金事業準備資産 ジギョウ シサン		奨学金事業 ジギョウ		新規に、令和〇年度から令和△年度において、大学生を対象とする奨学金事業を実施する予定であり、当該事業の円滑な実施のために積み立てる。 レイワ ネンド ダイガクセイ タイショウ キン ジギョウ ジッシ ヨテイ トウガイ ジギョウ エンカツ ジッシ		10年間 ネンカン		令和〇年度
～令和△年度 ネンド		募集する奨学生：〇名 ／年
給付額：△△円／年・人
事業実施期間：10年間／人
として、〇名×△△円×10年間　を積立限度額とする。 ボシュウ ショウガク セイ メイ ネン キュウフガク エン ニン ジギョウ ジッシ キカン ネン カン メイ ネンカン		その他の事例として、新規事業としてセミナーを開催するための積立てや、毎年開催しているセミナーについて参加者の増加や規模拡大を予定していてその会場確保のための積立てなども考えられます。 シンキ ジギョウ カイサイ ツミタテ マイトシ カイサイ サンカ モノ ゾウカ キボ カクダイ ヨテイ カイジョウ カクホ ツミタテ カンガ

				研究員雇用準備資産 ジュンビ		シンクタンク事業		シンクタンクとしての組織拡大と機能の充実を図るため、研究員を雇用する費用に充てる。
中期経営計画（令和〇年度～令和△年度）に基づいて研究者の雇用計画を推進する。 レイワ ネンド レイワ モト		10年間 ネンカン		令和〇年度
～令和△年度 ネンド		特任研究員を×名雇用することとし、
月額給与：〇〇千円／人／月
法定福利費：△△円／人／月
昇給率：□％／年
として、×名に関する給与・法定福利費の10年分を積立限度額とする ショウキュウ リツ トシ カン		その他の事例として、公益目的事業に従事する職員や管理部門の職員のための研修費用や、専門知識・技能を持つ高い賃金の職員を雇用する計画なども考えられます。 コウエキ モクテキ ジギョウ ジュウジ ショクイン カンリ ブモン ショクイン ケンシュウ ヒヨウ センモン チシキ ギノウ モ タカ チンギン ショクイン コヨウ ケイカク カンガ

				システム保守費用積立資産		システム更新に伴う保守費用 コウシン		令和×1年度に実施予定のシステム更新に伴う令和×1年度以降5年間のシステム維持のための保守費用支出に備えるもの。 レイワ コウシン		5年間 ネンカン		令和×1年度
～令和×5年度		ベンダーによる見積もりの結果、5年間通算の保守費用合計は××百万円、そのうち公益事業に関わるものは、3分の2相当の△△百万円であることから、△△百万円を積立限度額とする。

				□□事業準備資金 ジギョウ		□□事業 ジギョウ		A国において□□事業を予定していたが、A国において紛争が生じたため、当該事業の実施を中止した。同国の情勢を見極めつつ5年後に同事業を再開する目的で、今年度の事業に充当する予定だった資金を特定事業準備資金として積み立てる。 クニ ジギョウ ヨテイ クニ フンソウ ショウ トウガイ ジギョウ ジッシ チュウシ モクテキ コンネンド ジギョウ ジュウトウ ヨテイ シキン		5年間 ネンカン		令和××年度		今年度の予算書に基づき算定した、□□事業のための資金の合計額から、中止までに既に生じていた費用額を控除した残額を積立限度額としている。 コンネンド ヨサンショ モト サンテイ ジギョウ シキン ゴウケイ ガク チュウシ スデ ショウ ヒヨウ ガク コウジョ ザンガク



		②将来において見込まれている収支の変動に備える場合 ショウライ ミコ シュウシ ヘンドウ ソナ バアイ

				定期提出書類 別表C(5)の記載例 テイキ テイシュツ ショルイ ベツ ヒョウ キサイ レイ												積立てに際しての留意事項等 ツミタテ サイ

				 特定費用準備資金の名称
 （貸借対照表科目名）		将来の特定の活動の名称		当該活動の内容 トウガイ カツドウ ナイヨウ		計画期間
（事業年度）		当該活動の
実施予定時期 トウガイ カツドウ ジッシ		積立限度額の算定方法 ツミタテ ゲンド

				資格認定事業積立資金		資格認定事業		当事業では複数種類の資格検定試験を実施しており、その組合せにより事業収入が多い年と少ない年を繰り返すことが合理的に見込まれる。経常増減額がプラスとなった事業年度に積み立て、マイナスになった事業年度に取り崩して講習会費用等に充当し、安定的かつ持続的に事業を行えるようにする。 ジギョウ フクスウ オオ ゴウリテキ ミコ ジギョウ ヒヨウ トウ オコナ		5年間 ネンカン		過去の実績から、経常増減額がプラスとなる令和〇年度、同△年度及び同□年度に積立てを行い、同じくマイナスになると見込まれる令和2年度及び令和5年度に取崩す。 カコ ジッセキ レイワ ネンド ドウ ネンド オヨ ドウ ネンド オナ ミコ レイワ オヨ レイワ ネンド		講習会開催経費1回当り　××万円
（会場費××万円、謝金××万円、旅費交通費××万円、印刷製本費××万円）
開催回数　〇回/年　
→　××万円×〇×5年を積立限度額とする。 アタ マン マン マン マン マン マン

				奨学金事業積立資産 キン		奨学金事業 キン		事務所ビルの家賃収入を奨学金の原資にしているが、当該ビル建替時の3年間は収入が見込めないことから、現在の奨学金事業を維持するために積み立てる。 ジム ショ ショウガクキン コガネ ゲンシ トウガイ キン イジ ツ タ		3年間 ネンカン		令和×1年度
～令和×3年度		令和×年度事業計画書における奨学金事業等の年間予算××万円の3年間分 レイワ キン		その他の事例として、寄附者が減少することへの備えとしての積立てなども考えられます。 タ ジレイ キフ シャ ゲンショウ ソナ ツミタテ カンガ

				学術集会等準備資金		学術集会、〇〇協議会、△△研修会の実施費用		令和〇年度から令和△年度までの学術集会、〇〇協議会、△△研修会の参加料について減額が決定したため、当該減額分を補填するための積立てを行う。 レイワ ネンド トウガイ		3年間 ネンカン		令和〇年4月
～令和△年3月		学術集会収入減額　××万円×3年度分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇〇協議会収入減額　××万円×３年度分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△△研修会収入減額　××万円×３年度分
の合計額を積立限度額とする。 マン キョウギカイ マン ガク ゲンド ガク



		③専ら法人の責に帰すことができない事情により将来の収入が減少する場合 モッパ ホウジン セキ キ ジジョウ ゲンショウ バアイ

				定期提出書類 別表C(5)の記載例 テイキ テイシュツ ショルイ ベツ ヒョウ キサイ レイ												積立てに際しての留意事項等 ツミタテ サイ

				 特定費用準備資金の名称
 （貸借対照表科目名）		将来の特定の活動の名称		当該活動の内容 トウガイ カツドウ ナイヨウ		計画期間
（事業年度）		当該活動の
実施予定時期 トウガイ カツドウ ジッシ		積立限度額の算定方法 ツミタテ ゲンド

				〇〇事業準備資金 ジギョウ		〇〇事業 ジギョウ		政策変更に伴う補助金の削減により、収入の減少が想定されることから、事業を安定的に継続するために積み立てる。 セイサク ヘンコウ トモナ ホジョキン サクゲン シュウニュウ ゲンショウ ソウテイ ジギョウ アンテイテキ ケイゾク ツ タ		5年間 ネンカン		令和×1年度
～令和×5年度		令和×1年度～令和×5年度における補助金の削減見込額××万円を積立限度額としている。 ホジョキン サクゲン ミコ ガク マンエン

				△△事業準備資金 ジギョウ		△△事業 ジギョウ		新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、事業計画で予定していたイベントを中止した。今後も同様の理由により当該事業の安定性が損なわれることが想定されることから、事業を安定的に継続するために、開催を見込んで今年度に受け取っていた寄附金や補助金を特定事業準備資金として積み立てる。 シンガタ カンセンショウ カクダイ トモナ ジギョウ ケイカク ヨテイ チュウシ コンゴ ドウヨウ リユウ トウガイ ジギョウ		5年間 ネンカン		令和×1年度
～令和×5年度		今年度にイベント開催を見込んで受け取っていた寄附金及び補助金の合計額から、開催中止までに生じた費用額を控除した残額を積立限度額としている。 コンネンド カイサイ ミコ ウ ト キフキン オヨ ホジョキン ゴウケイ ガク カイサイ チュウシ ショウ ヒヨウ ガク コウジョ ザンガク

				奨学金事業準備資産 ジギョウ シサン		奨学金事業 ジギョウ		対象者が大学に在籍している期間を奨学金支給期間としているが、当法人の主要収入源が株式配当であり、過去の配当政策から今後も配当額が減少となる可能性が高い。仮に減配となった場合に、奨学金事業を継続できない事態が生じかねないため、そのような事態を防ぐため積み立てる。 タイショウシャ キン シキュウ ホウジン カコ ハイトウ セイサク コンゴ ハイトウ ガク ゲンショウ カノウセイ タカ カリ キン ジギョウ ケイゾク ジタイ		4年間 ネンカン		令和×1年度
～令和×4年度		予算上見込んでいる配当収入がゼロになった場合を想定し、翌年度始に在籍予定の奨学生の残余期間に見合う奨学金合計額を積立限度とする。この金額は毎年度再設定する。令和×年度の奨学生は××名を予定しており、××万円を積立限度額としている。 レイワ ド ショウガク セイ ヨテイ マン		左記は、株式配当の使途が制約されていない場合を前提としています。既に寄附者等により株式配当の使途が制約されている場合には、当該配当金について特定費用準備資金とすることは適切でないと考えます。 サキ カブシキ ハイトウ シト セイヤク バアイ ゼンテイ スデ キフ シャ トウ バアイ トウガイ ハイトウ トクテイ ヒヨウ ジュンビ シキン テキセツ カンガ
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（参考）POSSに基づく特費の事例

		※薄い緑のセルは、逆特費と思われるものです。 ウス ミドリ ギャク トク ヒ オモ

		法人コード ホウジン		法人名 ホウジン メイ		事業年度 ジギョウ ネンド		 特定費用準備資金の名称
 （貸借対照表科目名）		将来の特定の活動の名称		当該活動の内容 トウガイ カツドウ ナイヨウ		計画期間
（事業年度）		当該活動の
実施予定時期 トウガイ カツドウ ジッシ		積立限度額の算定方法 ツミタテ ゲンド

		A001125		公益財団法人日本食肉流通センター		令和2年度		特定施設修繕基金		大規模修繕等		平成２７年度からの新棟施設整備基金の積立てを円滑に行うため、今後１０年間に見込まれる大規模修繕等に備えてあらかじめ資金を造成しておくことにより、次の特定の施設修繕を計画的に実施していくことを目的とする。
１．施設の老朽化を原因とする予定価格が１千万円以上になると考えられる修繕
２．フロンガスを含む冷媒の漏洩防止及び冷媒変更のための修繕		10年間 ネンカン		平成２７年度～令和５年度 レイワ		積立限度額：１１億３５８０万円
別紙のとおり、新棟施設整備基金の積立期間中に見込まれる特定の施設修繕に要する経費を積み上げて算定した。

		A001243		公益財団法人放送文化基金		令和2年度		50周年事業積立金		50周年事業		放送文化基金の設立５０周年（令和６年２月１日）を迎えるにあたり、半世紀にわたる当基金の歩みを振り返るとともに、今後一層放送文化を豊かなものにしていく契機となるよう記念事業を実施する。		5年間 ネンカン		令和元年度～令和5年度		現在実施している助成事業の記念事業分として助成額の拡大１,５００万円
全国制作者フォーラム、研究報告会、放送文化基金賞のいずれかを記念事業として拡大実施８００万円（計画額は設立３０、４０周年事業の実施値に基づき算出）
職員の在宅勤務等の事務局の環境整備のための経費として７００万円


		A001359		公益財団法人予防接種リサーチセンター		令和2年度		調査研究事業積立金資産		予防接種調査研究事業		安全で有効な予防接種を推進するため、安全なワクチンの確保とその方法等を研究し、そ
の成果を国民の公衆衛生向上及び増進に寄与することを目的に公益財団法人予防接種リ
サーチセンターの事業として公募する。（3年毎に3課題の研究の公募を行っているが、特
定費用準備資金を積み立て、次回公募時に２課題多く公募を行う。）当初予定では3年計画の最終年度の令和2年度に全額取り崩しを行う予定であったが、1課題の研究者が国の新型コロナウイルス感染症クラスター対策業務のため、研究が実施出来なくなり、翌年度に研究を延期することとなったため、令和2年度末で研究費の1課題分の250万円分は令和3年度に取り崩すこととした。		7年間 ネンカン		平成30年度～令和2年度		対象の研究助成は1課題につき3年にわたる研究助成費用として750万円
（1年250万円が3年分の合計として750万円）とし、2課題分の1,500万円を
積立限度額とする。
平成30年度　予防接種調査研究助成金　250万円×2課題＝500万円
平成31年度　予防接種調査研究助成金　250万円×2課題＝500万円
令和 2年度　予防接種調査研究助成金　250万円×2課題＝500万円

		A001359		公益財団法人予防接種リサーチセンター		令和2年度		公益目的事業積立金資産		公益目的事業		公益目的事業実施における新型コロナウイルス感染症予防対策を契機として、事業継続に必要なテレワークを実施するために使用する機器の整備のため、セキュリティ対策を施した外部から内部ネットワークへの通信機能を持ったノートパソコン（モバイルパソコン）を導入する。		2年間 ネンカン		令和2年7月		費用は、想定するテレワークに対応出来る仕様の中からヒューレットパッカード製ノートパソコン（Ｗｅｂでのカスタマイズ構成見積）を参考に、1台当り176,000円の7台分で1,232,000円を積立限度額とする。なお、当財団の会計規程により資産計上対象外（1台当りの金額が20万円未満）となるため、事業費の備品経費とする。

		A001359		公益財団法人予防接種リサーチセンター		令和2年度		調査研究事業積立金資産②		予防接種調査研究事業		安全で有効な予防接種を推進するため、安全なワクチンの確保とその方法等を研究し、その成果を国民の公衆衛生向上及び増進に寄与することを目的に公益財団法人予防接種リ
サーチセンターの事業として3年毎に3課題の研究の公募を行っているが、令和3年度から始まる3年にわたる研究公募を行った結果、新型コロナウイルスの予防接種に関する研究など、応募が多数あったため、研究2課題の3年分の追加研究助成のための調査研究特定費用準備資金②を積み立て、研究助成を拡大する。		3年間 ネンカン		令和3年度～令和5年度		対象の研究助成は1課題につき3年にわたる研究助成費用として750万円
（1年250万円が3年分の合計として750万円）とし、2課題分の1,500万円を
積立限度額とする。
令和3年度　予防接種調査研究助成金　250万円×2課題＝500万円
令和4年度　予防接種調査研究助成金　250万円×2課題＝500万円
令和5年度　予防接種調査研究助成金　250万円×2課題＝500万円

		A001465		公益社団法人日本フィランソロピー協会		令和2年度		普及啓発事業等積立資金		フィランソロピー活動３０周年記念事業及び情報システムの更改		当協会がフィランソロピーの推進活動を始めて以降、「フィランソロピー元年」、「ボランティア元年」や「CSR元年」など様々な出来事が発生し、様々な活動団体が増加。平成33年度（2021年度）は、当協会がフィランソロピーに関する活動を開始して30周年であることから、それを記念し、改めて当協会の理念である「民主主義の健全な育成」に向け、全国規模の普及・啓発を実施する。		6年間 ネンカン		平成30年度～平成33年度		事業に係る費用の積算に基づき算定。
・フィランソロピー30周年記念事業70,000,000円
・情報システム更改　　　　　　　　　30,000,000円　　計100,000,000円

		A001465		公益社団法人日本フィランソロピー協会		令和2年度		コロナ禍経営安定化資金		コロナ禍経営安定化資金(公益）		コロナ禍影響に伴って収入減が見込まれる中、人件費、委託費、事務所賃借料、他付随費用		3年間 ネンカン		令和2年度～令和4年度		■①2019年度第四半期におけるコロナ禍により事業延期となり、コロナ収束後実施見込部分：1200万円
2019年度第4四半期にかけて実施を予定していた事業がコロナにより開催できなかったため、コロナ終息後に同等の事業を行うための資金として積立
■②安定資金 人件費及び事務所賃借料の1か月分：600万円(公益550万円、管理50万円)                                                                      * R2年度に公益550万を積立、同年中に4,422,288円充当したため差額の1,077,712円を特費に積立 　　　　　　　　　　　　　計13,077,712円(①12,000,000円、②1,077,712円）


		A001465		公益社団法人日本フィランソロピー協会		令和2年度		コロナ禍経営安定化資金		コロナ禍経営安定化資金(管理）		コロナ禍影響に伴って収入減が見込まれる中、人件費、委託費、事務所賃借料、他付随費用		3年間 ネンカン		令和2年度～令和4年度		■安定資金 人件費及び事務所賃借料の1か月分：600万円(公益550万円、管理50万円)                    * R2年度に管理50万円を積立、同年中に481,218円充当したため差額の18,782円を特費に積立                                　　

		A001470		公益社団法人劇場演出空間技術協会		令和2年度		特定費用準備金		JATET劇場演出空間技術展2022		令和2年度はJATET創立30周年となり、当初の計画では2020年12月にJATETフォーラム2020/21を開催予定であったが、新型コロナウイルスの影響により劇場での開催を断念し、セミナープログラムを番組コンテンツとして制作し、インターネット配信によるフォーラムを開催することとした。しかし、新型コロナウィルスが影響して、令和2年度中にはコンテンツの制作及び編集が完了せず、実際の配信事業は令和3年度に実施することとした。このため、令和2年度中の事業費がほとんど発生せず、平成30年度に積立のJATETフォーラム2020用の特定費用準備金250万円は令和3年度に取り崩すこととした。令和3年度に予定していたJATET劇場演出空間技術展2021は、技術展2022として令和4年度に開催することで計画を進める。		7年間 ネンカン		JATET劇場演出空間技術展2022を令和4年度に開催予定として計画を進める。開催場所は未定。																																				令和2年度のJATETフォーラム2020/21は、コロナ禍の影響により2年越しの事業となり、平成30年度に積立の特定費用準備金250万円は、令和3年度に取り崩すことになった。令和元年度に積み立てたJATET劇場演出空間技術展2021用の特定費用準備金120万円は、令和4年度の開催予定に変更した技術展2022に使用する予定とする。令和2年度については、特定費用準備金の積立は行わない。

		A001476		公益社団法人日本表面真空学会		令和2年度		周年記念事業引当預金		周年事業		合併5、10，15周年記念出版を実施する。		10年間 ネンカン		令和5年、令和10年、令和15年		合併5周年記念出版事業費用：200万円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合併10周年記念出版事業費用：200万円　                                                 　　　　　　　　　　　　　合併15周年記念出版事業費用：200万円

		A001476		公益社団法人日本表面真空学会		令和2年度		国際会議引当預金ISSP		国際会議事業ISSP		2019年度実施の国際会議（ISSP2019）開催のための費用に充当する。当該国際会議は2年ごとに、本学会が主催する国際会議であり、海外からの参加者を含め、多数の参加が期待される。		7年間 ネンカン		令和3年、令和5年		過去の実績費用に基づく
国際会議会議場費用：200万円
アブストラクト印刷費：50万円
参加登録委託費：250万円

		A001490		公益財団法人持田記念医学薬学振興財団		令和2年度		40周年記念助成金等準備資金		40周年記念助成金等及び40周年記念助成事業等		2023（令和5）年度に財団設立40周年を迎えるため、2023（令和5）年度に使用する40周年記念助成金等、40周年記念助成事業等を実施するための公益目的事業会計費用及び法人会計管理費として積立てます。		4年間 ネンカン		2023（令和5）年度から2024（令和6）年度を予定		2013（平成25）年度30周年記念時の記念助成金等の実績90,000,000円を基に、運用益を含めて100,000,000円を積立て限度額とします。


		A001559		公益財団法人伊藤記念財団		令和2年度		研究助成事業積立資金		研究助成事業		本財団の基幹事業である研究助成事業の拡大と安定化を目的として積立てる。		8年間 ネンカン		平成31年度から令和7年度までの7年間		過去の年間研究助成額の最低金額10,000千円に拡大額10,000千円を加えた20,000千円を年間積立限度額とし、期間を10年間として20,000千円×10年間の総計200,000千円を積立限度額とする。

		A001560		公益社団法人日本眼科医会		令和2年度		90周年記念事業積立資産		創立90周年記念事業		目の身体障害者手帳を受けている方の3大疾病である、緑内障、糖尿病網膜症、加齢黄斑変性症について講演による啓発活動を行う		5年間 ネンカン		令和3年		会場費、講師謝金、旅費交通費、通信運搬費、消耗品費、印刷製本費等

合計：12,000,000円

		A001567		公益財団法人原子力安全研究協会		令和2年度		環境放射線（能）に関する調査研究積立金		環境放射線（能）分析及びモニタリング事業		国による中間貯蔵施設の整備が進められていることから、区域内及び周辺の放射線量の状況を調査し、周辺環境への影響を把握することが必要である。本業務は、中間貯蔵施設区域及び周辺地域における空間線量率や土壌調査等を実施し、その結果等について評価・検討を行う。		7年間 ネンカン		令和８年度		環境放射線（能）分析及びモニタリング研究施設に係る資機材等経費（食品・環境放射能測定装置、環境放射線分析器、空間線量測定器等9,400万円）、設備等経費（分析場建設費用（土地及び建物6億6,000万円）合計7億5,400万円を目標積立額とする。また、平成30年度まで研究積立金で積み立てていた2億6,760万円をR1年度に本積立金に積み替えを行った。

		A001622		公益財団法人ＮＩＲＡ総合研究開発機構		令和2年度		2020年記念事業資金		2020年記念プロジェクト		世界が日本に注目する東京オリンピック・パラリンピックに合わせて、日本で国際的なフォーラムを開催し、われわれが直面する現状の課題が何かを把握するとともに、将来に向けた市場経済、政治、そして、社会の在り方の道筋を示すことで、変革期にある世界の安定に向けてメッセージを発出する。		6年間 ネンカン		平成31年度～令和3年度		本プロジェクトに係る費用は、給与手当25百万、諸謝金3百万、旅費交通費7百万、PR費用5百万円、印刷費等4百万円、ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ費用等11百万円の合計55百万円を見込んでいる。

		A001622		公益財団法人ＮＩＲＡ総合研究開発機構		令和2年度		海外連携事業資金		グローバル・マイ・ビジョン プロジェクト		主に日本国内の諸問題について５人の識者の意見を発信する「わたしの構想」をよりグローバル化し、国内外への発信を強化するプロジェクト。
世界経済の見通し、自由貿易の行方、中国経済の動向といった、各国に共通する重要課題について、それぞれの国の識者に論じてもらい、定期的な発信を行う。アジア、欧州、米国などの各国から識者を５名程度選出して行う予定。		6年間 ネンカン		平成30年度～令和4年度		本プロジェクトに係る費用は、給与手当810万円、諸謝金2,025万円、旅費交通費450万円、編集･翻訳費450万円、印刷費585万円、PR費用180万円を見込んでいる。

		A001622		公益財団法人ＮＩＲＡ総合研究開発機構		令和2年度		知識ネットワーク構築事業資金		東西知識人のネットワーク構築プロジェクト		アジア、日本が直面する課題が何であるかを共有し、それへの対応策を議論し、政策に生かすための仕組みを構築する。年に１回、フォーラムを開催し、アジア、日本が直面する１０大リスクについて議論する。		9年間 ネンカン		令和元年度～令和8年度		本プロジェクトに係る費用は、給与手当42百万、諸謝金9.6百万、印刷費4.9百万、委託費4.2百万円、ﾌｫｰﾗﾑ費等10.5百万円の合計71.2百万円を見込んでいる。

		A001622		公益財団法人ＮＩＲＡ総合研究開発機構		令和2年度		政策共創の場の構築事業資金		政策共創の場の構築事業		政策に関する議論の場を幅広く提供するため、様々な分野の専門家に政策についての考えを提示してもらう場を構築する。専門家への「問い」を外部から広く募集し、該当する分野の専門家に短めの論考の提出を依頼する。		7年間 ネンカン		令和2年度～令和7年度		本プロジェクトに係る費用は、給与手当8.6百万、諸謝金9.5百万、印刷費6百万、委託費22.9百万円の合計47百万円を見込んでいる。

		A001622		公益財団法人ＮＩＲＡ総合研究開発機構		令和2年度		調査体制とデータベースの構築事業資金		調査体制とデータベースの構築事業		様々な手法を駆使し、科学的知見に基づいた提言を発出するための調査体制とデータベースの構築を図る。		3年間 ネンカン		令和3年度～令和4年度		本プロジェクトに係る費用は、給与手当1.5百万、印刷費0.5百万、委託費8百万円の合計10百万円を見込んでいる。

		A001639		公益財団法人中部科学技術センター		令和2年度		科学の祭典積立資金		青少年のための科学の祭典（名古屋大会・東三河大会）		次世代層の科学技術への関心と理解増進を図るため、多くの青少年が実験や工作を通じて科学技術の楽しさや面白さを体験し、発見する喜びや感動を実感できる機械を地域の理科教師、諸団体、産業界等と協力して開催する。		9年間 ネンカン		毎年１０月（名古屋大会）と１月（東三河大会）に実施		平成２５年度以降７年間の会場設営費や印刷費等の費用に基づく。

		A001639		公益財団法人中部科学技術センター		令和2年度		中部サイエンスネットワーク積立資金		中部サイエンスネットワーク		理科・科学好きな人材を輩出し続けるために、地域で開催されるサイエンスイベント等の情報を収集・体系化し、小・中学生をはじめ一般の人々へ提供するとともにサイエンスイベント等に関わる個人・団体等のネットワークを形成し、地域における科学技術に関する普及啓発活動の有機的、効果的な連携を図る。		11年間 ネンカン		通年実施		平成２９年度以降１０年間において当該事業の実施に必要な旅費及び委託費等の経費見積に基づく。

		A001723		公益社団法人日本キリスト教海外医療協力会		令和2年度		60周年記念事業準備資金		創立60周年記念事業		当初計画：2020年（令和2年）に創立60周年記念事業として、記念集会開催、活動紹介DVD製作等を行う。支援者への感謝を表すとともに、活動の成果をわかりやすく伝え、より多くの支援者を得る機会とすることを目的とする。
→新型コロナウイルス感染拡大により、集会や海外渡航を伴う事業実施が困難になったため、理事会で次のように計画を変更した。2021年（令和3年）に啓発のための絵本製作、2022年（令和4年）に活動紹介DVD製作を行う。記念集会は開催しない。		10年間 ネンカン		令和2年度→令和3年度及び令和4年度に変更		記念集会　700,000円　東京及び関西で開催
活動紹介DVD製作　3,500,000円　2カ国で撮影　15分×2本のDVD
（平成22年の50周年記念事業の実績をふまえて算定）
→以下のとおり変更する。
啓発絵本製作　1,834,000円
活動紹介DVD製作　2,366,000円　2カ国で撮影　15分×2本のDVD

		A001723		公益社団法人日本キリスト教海外医療協力会		令和2年度		使用済み切手運動60周年記念事業準備資金		使用済み切手運動60周年記念事業		2024年（令和6年）に使用済み切手運動60周年記念事業として、記念集会を開催する。協力者への感謝を表すとともに、より多くの人が使用済み切手収集による国際協力活動に参加するよう周知する機会とする。		11年間 ネンカン		令和6年度		記念集会　2,000,000円　東京及び関西で開催
（会場費、講師謝礼、交通費、チラシ印刷・郵送費等）
平成26年の50周年記念事業の実績をふまえて算定）

		A001752		公益財団法人船井情報科学振興財団		令和2年度		奨学事業記念資金		15周年記念奨学事業及び20周年記念奨学事業		15周年記念事業として10名、20周年記念事業として平成28年度以降奨学事業対象者の増員を行い、奨学事業の充実を図る。なお、2021年度から5年間4人ずつ増員を実施する。
		10年間 ネンカン		平成2７年度及び平成28年度以降の各年度		令和2年度末の奨学事業記念資金が4億8513万円の算定根拠（解消計画）は以下のとおりである。

2021年度　
1年目の人授業料　40000ドル/年、生活費3000ドル/月で7か月、サマースクール上限10000ドルだが利用者が少なく0.2人が利用すると想定（2000ドル/人）、支度金50万円/人、飛行機代25万円/人（往復支給）、対象者4人、
　　　＊今期から生活費を3000ドル/月に引き上げ
　　　　＊為替1ドル＝110円
2022年度　
1年目の人　授業料　40000ドル/年、生活費3000ドル/月で7か月、サマースクール上限10000ドルだが利用者が少なく0.2人が利用すると想定（2000ドル/人）、支度金50万円/人、夏季交流会3000ドル/人、飛行機代25万円/人（往復支給）、対象者4人
2年目の人　授業料　50000ドル/年、生活費3000ドル/月で12か月、夏季交流会3000ドル/人、対象者4人
＊為替110円
2023年度
　1年目の人　授業料　40000ドル/年、生活費3000ドル/月で7か月、サマースクール上限10000ドルだが利用者が少なく0.2人が利用すると想定（2000ドル/人）、支度金50万円/人、夏季交流会3000ドル/人、飛行機代25万円/人（往復支給）、対象者4人
2年目の人　授業料　50000ドル/年、生活費3000ドル/月で12か月、夏季交流会3000ドル/人、対象者4人
　3年目の人　授業料　20000ドル/年、生活費3000ドル/月で5か月、夏季交流会3000ドル/人、奨励金1500ドル/半期、対象者4人
　　＊支援期間2年終了後は、半期ごとに研究奨励金1500ドルを支給
　　＊為替1ドル＝110円
2024年度
    1年目の人　授業料　40000ドル/年、生活費3000ドル/月で7か月、サマースクール上限10000ドルだが利用者が少なく0.2人が利用すると想定（2000ドル/人）、支度金50万円/人、夏季交流会3000ドル/人、飛行機代25万円/人（往復支給）、対象者4人
2年目の人　授業料　50000ドル/年、生活費3000ドル/月で12か月、夏季交流会3000ドル/人、対象者4人
　3年目の人　授業料　20000ドル/年、生活費3000ドル/月で5か月、夏季交流会3000ドル/人、奨励金1500ドル/半期、対象者4人
　4年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル/人
　　＊為替110円
2025年度　　
　　1年目の人　授業料　40000ドル/年、生活費3000ドル/月で7か月、サマースクール上限10000ドルだが利用者が少なく0.2人が利用すると想定（2000ドル/人）、支度金50万円/人、夏季交流会3000ドル/人、飛行機代25万円/人（往復支給）、対象者4人
2年目の人　授業料　50000ドル/年、生活費3000ドル/月で12か月、夏季交流会3000ドル/人、対象者4人
　3年目の人　授業料　20000ドル/年、生活費3000ドル/月で5か月、夏季交流会3000ドル、奨励金1500ドル/半期、対象者4人
　4年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル/人
　　5年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル/人
　　＊為替110円
2026年度
2年目の人　授業料　50000ドル/年、生活費3000ドル/月で12か月、夏季交流会3000ドル/人、対象者4人
　3年目の人　授業料　20000ドル/年、生活費3000ドル/月で5か月、夏季交流会3000ドル、奨励金1500ドル/半期、対象者4人
　　4年目・5年目・6年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル/人、対象12名
　　＊為替1ドル＝110円
2027年度
　　まる6年でPh.D.取得と想定しているので、7年目の人は上半期のみ研究奨励金1500ドル取得。帰
りの飛行機代も加算。
3年目の人　授業料　20000ドル/年、生活費3000ドル/月で5か月、夏季交流会3000ドル、奨励金1500ドル/半期、対象者4人
　　4年目・5年目・6年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル、対象12名
　　7年目　研究奨励金1500ドル、帰りの飛行機代25万円、対象4人
　　＊為替1ドル＝110円
2028年度
４・５・6年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル、対象12人
7年目　研究奨励金1500ドル、帰りの飛行機代25万円、対象4人
　　＊為替1ドル＝110円
2029年度
    5・6年目の人  研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル、対象8人
　　7年目の人　研究奨励金1500ドル、帰りの飛行機代25万円、対象4人
　　＊為替1ドル＝110円
2030年度
　　6年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル、対象4人
　　7年目の人　研究奨励金1500ドル、帰りの飛行機代25万円、対象4人
　　＊為替1ドル＝110円
2031年度
　　7年目の人　研究奨励金1500ドル、帰りの飛行機代25万円、対象4人
　　＊為替1ドル＝110円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


		A001795		公益財団法人佐藤陽国際奨学財団		令和2年度		30周年記念事業特定資産		30周年記念事業		設立30周年の事業として、記念事業やリビジットプログラムを実施して財団のネットワークを強化する。事業の内容と金額は下記の通りである。ホームカミングデー及び記念式典　30,000,000円
リビジットプログラム　　　　　　　　　 30,000,000円
                                          合計60,000,000円		11年間 ネンカン		第19事業年度（令和8年度）　設立30周年		2016年度に実施した20周年記念事業の実績金額をベースに算定した。

		A001817		公益財団法人国際花と緑の博覧会記念協会		令和2年度		国際園芸博覧会出展事業積立資産		国際園芸博覧会出展事業		2022年開催予定のアルメール国際園芸博覧会（フロリアード2022）における日本国政府出展に協力する。		4年間 ネンカン		令和元年4月1日～令和4年3月31日		旅費交通費（渡航費）1,000,000円、委託費（出展企画業務委託料）9,000,000円、負担金・会費（出展業務負担金）10,000,000円

		A001817		公益財団法人国際花と緑の博覧会記念協会		令和2年度		法人運営安定化資産		安定した公益目的事業実施		安定した公益目的事業実施		4年間 ネンカン		令和2年4月1日から令和5年3月31日まで		助成金支出20,000,000円、委託費20,000,000円、負担金会費20,000,000円

		A001833		公益社団法人日本理容美容教育センター		令和2年度		技術大会事業積立資金		全国理容美容学生技術大会		学生の技術向上及び理容教育並びに美容教育の啓発普及を図るために技術大会を開催するための資金。		16年間 ネンカン		毎事業年度　地区大会7月～8月　　全国大会　11月		・地区大会
　　北海道、東北、関東、東京、信越北陸、東海、近畿、大阪、中国、四国、九州にて
　　1,600,000,000円を予定。
・全国大会にて800,000,000円を予定。

		A001865		公益財団法人自動車リサイクル促進センター		令和2年度		情報システム刷新準備資金		情報システムの刷新等		平成３５年度（予定）における情報システム刷新のために実施する平成３３年度から平成３５年度にかけての調査・業務設計、詳細設計・開発・移行、稼働検証・調整等		11年間 ネンカン		積立金の取崩期間である令和３年度から令和５年度までの３年間		当該活動は、情報システムの初期構築時と同様の作業が想定される。従って、初期構築時に要した額のうち本財団の資金管理センター、再資源化支援部及び情報管理部のシステム構築等に要した額（約１４２億円）のうち料金で負担することが見込まれる金額（７１．４４億円）が積立限度額となる。

		A001885		公益社団法人日本道路協会		令和2年度		世界道路会議準備引当資産		世界道路会議事業活動		世界道路協会（通称ＰＩＡRＣ、本拠地仏国）が主催する第26回世界道路会議に出席し、各国と道路に関する会議・情報交換を行うとともに、技術展示会に出展して日本の道路技術の海外展開を支援する。(4年に1回開催)		10年間 ネンカン		平成27年度、令和元年度、令和5年度		　一回当り　　30百万円
　床代　　　　　　　　4,000,000円　（過去実績　  3,861千円）
　展示作成費　　  25,000,000円　（過去実績　33,610千円）
　旅費　　　　　　　　1,000,000円　（過去実績　  1,077千円）

		A001885		公益社団法人日本道路協会		令和2年度		日本道路会議準備引当資産		日本道路会議事業活動		日本道路会議は、道路の行政、建設、維持管理、都市計画及び道路交通に取り組んでいる全国の関係者が参画して、道路に関する広範な問題について研究成果を発表し、意見を交換する道路界における我が国最大の会議であり、昭和２７年以降隔年毎に開催している。		14年間 ネンカン		平成２７年度、平成２９年度、令和元年度、令和３年度、令和５年度、令和７年度、令和９年度		一回当り　１5百万円
会場備品等借上費　　10,000,000円　（過去実績　8,357千円）

論文集発行費　　　　  5,000,000円 　（過去実績　5,864千円）

		A001885		公益社団法人日本道路協会		令和2年度		国際交流事業活動準備引当資産		国際交流事業活動		ＰＩＡＲＣ、ＩＲＦ、ＲＥＡＡＡなど国際機関及び海外の技術専門家との意見交換会等を開催するほか、関連する国際会議への参画を通して日本の道路技術の向上を図る。		10年間 ネンカン		平成２８年度～令和６年度		単年度当り、１２百万円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30年度PIARC総会経費
　・会場備品等借上費　　　　８，０００，０００円　　　　　・総会経費　　１５，０００，０００円
　・現場視察費　　　　　　　　 　 　５００，０００円
　・印刷・交通費等事務費　　３，５００，０００円

		A001885		公益社団法人日本道路協会		令和2年度		技術交流促進事業準備引当資産		技術交流促進事業活動		日本道路協会の会員をはじめ道路関係者等の知識、見識の向上と理解を深めるため、セミナーや講演会等を開催して道路施策に関する最新の動向に関する情報を提供するとともに、道路に関するニーズを的確に把握する。		12年間 ネンカン		平成２８年度～令和８年度		単年度当たり８百万円
　　・会場備品等借上費　　　 ２，０００，０００円
　　・講師謝金費　　　　　　 　 ２，０００，０００円
　　・印刷、交通費等事務費　４，０００，０００円

		A001885		公益社団法人日本道路協会		令和2年度		執務室等防災耐震化事業準備引当資産		執務室耐震化等事業		執務室及び倉庫の防災耐震化のための修繕、補強などを行う。		5年間 ネンカン		平成３０年度～令和３年度		単年度当たり4００万円
　　・執務室ＯＡフロアー化（防災）　　4００万円
　　・倉庫の耐震補強化（耐震）　　　 3００万円

		A001885		公益社団法人日本道路協会		令和2年度		講習会等システム化事業準備引当資産		講習会等システム化事業		講習会、会員等申請・受付、請求書作成などの業務のシステム化等を行うことより業務の効率化を図る。		7年間 ネンカン		平成３０年度～令和５年度		単年度当たり８００万円
　　・システム構築　  ５００万円
　　・データ移行等　　３００万円
　　

		A001913		公益財団法人日本レクリエーション協会		令和2年度		地域事業普及促進強化積立資産		地域事業普及促進強化		都道府県レクリエーション協会等で行われる公益事業をより普及・促進するために、当該協会の運営状態を分析し。事業自体への支援、機能の合理化及び運営体制の見直し、経営とガバナンスに対する意識の高い運営者の育成等を行う。令和2年度に予定していた事業については、コロナ禍の影響により実施できなかったため、計画予定期間を1年延期した。		9年間 ネンカン		令和２年度		毎年、５～１０の都道府県レクリエーション協会について、地域事業の普及促進に向けた強化策を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０都道府県　X　５００，０００円＝５，０００，０００円

		A001913		公益財団法人日本レクリエーション協会		令和2年度		人材養成・活用促進事業積立資産		人材養成・活用促進事業		子どもたちの体力向上や高齢者・障がい者の健康・生きがいづくり等に資するレクリエーション活動及び研修プログラムを、公認指導者を活用して無償提供する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    この無償提供するレクリエーション活動の幅を広げ、指導にあたる公認指導者の質を高めるための研修を行う。令和2年度に予定していた事業については、コロナ禍の影響により実施できなかったため、計画予定期間を1年延期した。		10年間 ネンカン		令和元年度		①年間３６５件の無償提供。１件あたり１２，０００円程度の謝金（税・交通費込み）を支給　　　　　　　　　  　３６５件　X　１２，０００円＝４，３８０，０００円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ②毎年、東京にて講師トレーニングを実施　６２０，０００円

		A001923		公益社団法人アジア産業技術交流協会		令和2年度		実習生交流会館開設資金		実習生交流会館を設置する		アジア諸国の技能実習生と多様な世代・様々な産業分野の一般人が双方向に作用して学び、アジア諸国の技能実習生が異国の地で相互に影響し合ってアジア各国と日本の文化を学び、日本とアジア諸国の言語・文化が相互に作用する、互いに影響し合う情報に溢れた会館を設置する。		5年間 ネンカン		令和3年度 レイワ ネンド		内装費（本店移転に伴い、同じ場所に設置）
パーティーション・天井補強工事・受付カウンター　　1,600,000

パソコン・パソコンブース　　　　　　　　　　　　　　　　　　550,000

机・椅子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,250,000

プロジェクター・スクリーン・マイク等　　　　　　　　　　　330,000

配線等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　270,000

　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,000,000

		A001997		公益財団法人医療機器センター				ＩＣＴシステム整備引当資産		ＩＣＴシステム整備		積極的な広報活動や情報提供・パブリシティ活動及びＩＣＴシステムを活用した教育・人材育成活動等を実施するため、当財団のＷＥＢシステムを改修する費用に充てる。
【H31(R1)追加】
テレワーク等業務効率化に資するICTシステムの整備・充実に向けて活動を行っていく
【R2変更】
令和３年度からの第二期中期経営計画に基づき、広報活動・デジタル化推進等を積極的かつ継続的に行っていくために未整備であるＩＣＴシステムの充実に向けて活動する		9年間 ネンカン		平成28年度から令和5年度		【変更前】
ＷＥＢシステム改修費用の見積書を徴し、端数を除いた金額を積立限度額とした。
Webサイト企画構成・デザイン等700,920円、コーディング等費用306,504円
教育用受講受付管理システム6,048,000円、受講管理システム（ｅラーニング+Webﾃｽﾄ）
3,024,000円
【H30変更後】
当初平成３０年度までの計画であったが、広報活動等を積極的かつ継続的に行っていくために未整備であるＩＣＴシステムの充実に向けて活動する。
見積書内容　講習会WEB申込システム2,559,600円、HP製作費5,471,064円、
ICTシステム基盤整備マネジメント費9,180,000円
【H31(R1)追加】
テレワーク対応ノートPC及び会計機関連クラウドシステム化費用の見積を徴し、その金額を積立限度額とした。
テレワーク用ノートパソコン１５台1,487,475円、会計機クラウド費用3,230,700円
【R２変更後】
ＨＰ制作5,471,064円及びＩＣＴ整備にかかる体制整備プロジェクト等10,170,000円の見積額を算出しその金額を積立限度額とした
HP製作費5,471,064円、ICTシステム基盤整備マネジメント費10,170,000円

		A001997		公益財団法人医療機器センター				ハブ機能強化引当資産		ハブ機能強化		第二期中期経営計画における「人財及び情報のハブ機能の明確化・強化」を実現すべく、財団の機能強化と外部組織との連携強化のための活動を行う		4年間 ネンカン		令和３～５年度		若手研究者支援にかかる人件費・研修費等費用及び助成金、医機なびのイベント等にかかる費用、機能強化のために必要な人材を雇用する人件費等の見積額を算出し、その金額を積立限度額とした
若手研究者支援等人件費謝金（給与+法定福利費）16,296,440円、助成金9,000,000円、人財研修費5,775,000円、WEBサイト構築等1,994,850円、広報パンフレット費用1,541,910円研修費医機なびイベント費用11,484,000円（限度額9,000,000円）

		A001997		公益財団法人医療機器センター				特任研究員雇用引当資産		シンクタンク事業		別紙３「２．（１）公益目的事業について［１］事業の概要について」に記載のアの事業において、シンクタンクとしての組織拡大と機能の充実を図るため、若手研究者や企業等を退職したシニア研究員を雇用する費用に充てる。
当該事業に関しては平成27～29年度に行うこととしていたが、当財団の中期経営計画（平成28～32年度）において「今後当財団が果たすべき役割と取組」を掲げておりその中の「事業化支援」「シンクタンク」「教育・人材育成」に関連してそれらを推進する必要性があることから若手・シニア研究者の雇用計画を平成32年度まで推進することとする。
【令和２年度変更】
令和３年度からの第二期中期経営計画（R３～R７）に則り、事業化支援・シンクタンク機能強化を推進する必要性があることから若手・シニア研究者の雇用計画を令和７年度まで推進することとする 		11年間 ネンカン		平成28年度～令和7年度		【変更前】
特任研究員を3名雇用することとし、給与・法定福利費を算出し、その約3年分
月額給与：350千円／人
法定福利費：27年度-626,755円／人、28年度-634,399円／人、29年度-642,043円／人として３名分×３年間分を限度額とした。
【変更後】
特任研究員を3名雇用することとし、給与・法定福利費を算出し、その3年分とする
月額給与：350千円／人／月
法定福利費：54,468円／人／月として、３名分×３年間分を積立限度額とした。
（社会保険料率変更のため）
【H30年度変更後】
令和元年度より、シンクタンク事業の拡張による研究員不足の解消のため特任研究員を4名雇用することとし、給与370千円・法定福利費57,647円／人／月、通勤費として４名分×２年間分を積立額とする。
【令和２年度変更後】
特任研究員を７名雇用することとし、給与等（法定福利費含）を算出、その５年分とする

		A001997		公益財団法人医療機器センター				認証審査員雇用引当資産		認証事業		別紙３「２．（１）公益目的事業について［１］事業の概要について」に記載のイの事業、指定高度管理医療機器等の製品認証(認証事業）の推進において、認証審査員（専門知識の習得と模擬審査の経験からなる資格要件を満たす長期のトレーニングを要する）を確保する必要があることから雇用計画を推進することとする		4年間 ネンカン		令和２～４年度		認証審査員を２名雇用することとし、給与・通勤手当・法定福利費等を算出しその３年分
月額給与：550千円／人、賞与年額：1740千円／人、通勤手当：13千円／人、法定福利費年額：240千円/人として２名×３年間分を限度額とした

		A001997		公益財団法人医療機器センター				35周年記念事業引当資産		３５周年記念事業		社会環境の大きな変化の中、これからの当財団に期待される役割や社会的使命も変化していくことを踏まえ、今後の当財団への期待を産官学臨のステークホルダーからヒアリングし取りまとめる調査事業を行うとともに３５周年記念誌として出版し、次期中期経営計画の礎とする
		3年間 ネンカン		令和２年度		産官学臨のステークホルダーからヒアリングし取りまとめる調査事業として可視化調査費用5,092,109円及び記念誌印刷代1,562,000円の見積書を徴し、その金額を積立限度額とした

		A002023		公益財団法人オイスカ				海外環境保全積立資産（旧海外環境保全準備資金）		海外環境保全事業		開発途上国の農山漁村地域での環境保全を目的とした森林整備活動を行う。近隣自治体の職員や住民を集めた環境保全に関するセミナーも開催する。		11年間 ネンカン		平成22年4月～令和3年3月		積立の原資としては21年度海外環境保全準備資金（78百万円）と法人移行時に組み換えた基本財産分（20百万円）を充てる。

（算出根拠）
インドネシア、フィリピン、タイ、フィジー、バングラデシュにおけるマングローブ植林事業
資機材費　17,500,000円
旅費交通費　7,000,000円
燃料費　2,800,000円
現地謝金手当　7,500,000円
役務費　13,150,000円
印刷製本費　150,000円
通信運搬費　750,000円
会議費　750,000円
修繕費　2,700,000円
保険料　600,000円
雑費　100,000円
計　5300万円
出資者（梅田登氏）の意向により、マングローブ植林については当初より規模を拡大して実施することとしたため、算出根拠額が認定申請時より増額された（23年度修正済）。

中国内モンゴル地区での植林事業
資機材費　13,700,000円
旅費交通費　3,200,000円
燃料費　1,000,000円
現地謝金手当　7,400,000円
役務費　2,000,000円
印刷製本費　80,000円
通信運搬費　2,400,000円
光熱水料費　5,000,000円
修繕費　300,000円
賃借料　1,800,000円
保険料　250,000円
雑費　30,000円
計　3500万円

いずれも21年度実績より算定した

		A002023		公益財団法人オイスカ				「子供の森」計画積立資産（旧「子供の森」計画準備資金）		「子供の森」計画事業		これまで育成してきた当事業推進にかかる人材の技術向上を目的としたセミナーの開催、また海外の子どもたちを本邦へ招聘し先進的な環境への取り組みを行う日本の子どもたちとの交流などを行う。				平成22年4月～令和3年3月		原資として平成21年度特定資産である「子供の森」計画準備資金（153百万円）を充てる。

１．過去の同様の事業の開催経費から算定し、年度毎のセミナー開催、子ども招聘にかかる旅費、滞在費、交流費等の費用としてそれぞれ500万円／年を予定している。

　セミナー開催（10名、2週間を予定）
　　内訳　旅費交通費　2,800,000円
　　　　　　会議費　　　　　500,000円
　　　　　　滞在費　　　　　500,000円
　　　　　　賃借料　　　　　300,000円（車両借り上げ）
　　　　　　燃料費　　　　　100,000円
　　　　　　消耗品費　　　 100,000円
　　　　　　諸謝金　　　　　100,000円
　　　　　　印刷製本費　　150,000円
　　　　　　資機材費　　　 200,000円
　　　　　　保険料　　　　　150,000円
　　　　　　雑費　　　　　　 100,000円

２．子ども招聘事業（子ども8名、同行者2名、3週間程度を予定）
　　内訳　旅費交通費　2,500,000円
　　　　　　滞在費　　　　　500,000円
　　　　　　会議費　　　　　500,000円
　　　　　　体験活動費　　300,000円
　　　　　　賃借料　　　　　300,000円（車両借り上げ）
　　　　　　燃料費　　　　　200,000円
　　　　　　消耗品費　　　 100,000円
　　　　　　諸謝金　　　　　100,000円
　　　　　　印刷製本費　　100,000円
　　　　　　資機材費　　　 150,000円
　　　　　　保険料　　　　　150,000円
　　　　　　雑費　　　　　　 100,000円
３．「子供の森」計画に参加する国と地域、学校等の拡大のための調査・調整にかかる費用　300万円
　　　　　内訳　
　　　　　　旅費交通費　１,8000,000円
　　　　　　滞在費　　　　　550,000円
　　　　　　会議費　　　　　500,000円
　　　　　　保険料　　　　　 50,000円
　　　　　　雑費　　　　　　100,000円　　　　

		A002023		公益財団法人オイスカ				人材育成技術協力研修積立資産（旧人材育成技術協力研修準備資金）		人材育成技術協力研修事業		開発途上国からの研修生を受入、本邦にある当法人所有の研修センターにおいて1年乃至3年間の研修を行う。年間50名程度の研修生の派遣希望が海外の協力機関より出されており、それらの期待に応えるため当資金より取り崩して毎年6名分程度を実施する。研修内容としては農業一般、農業指導者育成等を予定している。		11年間 ネンカン		平成23年4月～令和3年3月		積立の原資としては、21年度特定資産である人材育成技術協力研修準備資金（177百万円）を充てる。
平成21年度までの実績から、研修生の渡航費約10万円、滞在費約100万円、手当36万円、保険料約5万円、講師謝金約50万円など経費として年間1名あたり200万円程度が必要となる。本人材育成技術協力研修積立資産より年間6名、当面経常収支において資金難と想定される5年間で計30名程度の受入れを予定している。当初計画より資金難が深刻化したため計画期間を前倒しした。

		A002023		公益財団法人オイスカ				国内環境保全積立資産（旧国内環境保全準備資金）		国内環境保全事業		富士山麓の病害虫を受けた地域の森づくり事業ならびに東日本大震災で被災した宮城県名取市の海岸林再生事業に資する																																		
																																		
																																				11年間 ネンカン		平成21年4月～令和3年3月		積立の原資としては21年度特定資産である国内環境保全（38百万円）を充てる。不足する分を24年度以降に積み増す。
海岸林再生プロジェクト10か年支出計画
平成23年4月～令和4年3月
給与手当　　　115,800,000円
旅費交通費　　73,000,000円
通信運搬費　　11,500,000円
会議費　　　　　15,400,000円
滞在費　　　　　　4,200,000円
体験活動費　　　9,000,000円
資機材費　　　　28,600,000円
消耗品　　　　 　10,000,000円
修繕費　　　　　　5,500,000円
広報費　　　　　　4,600,000円
燃料費　　　　　 11,000,000円
賃借料　　　　　　8,000,000円
諸謝金　　　　　 17,900,000円
委託費　　　　　 93,000,000円
雑費　　　　　　　42,000,000円
その他　　　　　　50,500,000円
　　　　　　合計　500,000,000円

		A002023		公益財団法人オイスカ				60周年記念事業準備資産		オイスカ創立60周年記念事業		2021年(平成33年)に迎える60周年を記念する事業に支出
記念式典の開催
60周年市の発刊		6年間 ネンカン		平成28年～令和3年		記念誌発行
記念行事
20,000,000円

		A002031		公益社団法人日本鍼灸師会				周年事業積立資産		設立周年記念市民公開講座		本会設立5年ごとに市民公開講座として公衆衛生向上のための講演会を参加無料で開催する。経費を300万円とし平成27年度から毎年60万円ずつ5年間積み立てる。		6年間 ネンカン		令和2年度		経費の積算根拠：会場費100万、講師料30万、印刷製本費(ポスター、チラシなど)80万、旅費交通費(スタッフ)50万、通信運搬費30万、雑費10万　合計300万

		A002031		公益社団法人日本鍼灸師会				75周年事業積立資産		設立周年記念市民公開講座		本会設立5年ごとに市民公開講座として公衆衛生向上のための講演会を参加無料で開催する。経費を300万円とし令和2年度から毎年60万円ずつ5年間積み立てる。		6年間 ネンカン		令和2年度		経費の積算根拠：会場費100万、講師料30万、印刷製本費(ポスター、チラシなど)80万、旅費交通費(スタッフ)50万、通信運搬費30万、雑費10万　合計300万

		A002034		公益社団法人農業農村工学会				周年記念事業積立資産		創立100周年記念事業		定款第５条第２号、第４号及び第６号の事業のうち、創立100周年を記念して実施する活動を目的とする。		10年間 ネンカン		創立100周年を記念して実施する活動時期		５０百万円（創立８０周年記念事業の実績額に準じた金額）

		A002034		公益社団法人農業農村工学会				周年記念事業積立資産		創立９０周年記念事業		定款第５条第２号、第４号及び第６号の事業のうち、創立９０周年を記念して実施する活動を目的とする。		4年間 ネンカン		創立９０周年を記念して実施する活動時期		５０百万円（創立８０周年記念事業の実績額に準じた金額）

		A002037		公益財団法人トヨタ財団				50周年記念事業積立金		トヨタ財団設立50周年記念事業		令和6年10月に迎える設立50周年を記念した事業（記念シンポジウム・50年史発行等）を実施		8年間 ネンカン		令和6年10月前後		30年史編纂費(総額136百万円・2003～2005年度)、40周年記念国際会議開催関係費(総額29百万円・2014～2015年度)をもとに、50周年記念事業に相応しい事業規模として以下のとおりの金額を見込む
(1)50周年史編纂 40百万円
   取材・原稿作成・翻訳 10百万円
   編集・印刷・送料 15百万円
   助成対象者データＤＶＤ作成 5百万円
   別冊インタービュー集等制作 10百万円
(2)国際シンポジウム開催 10百万円
(3)記念助成 50百万円

		A002078		公益社団法人日本滑空協会				滑空スポーツ公益基金		日本滑空選手権大会、準備及び開催		日本の滑空スポーツ統括団体として、2005年の第20回大会以来中断している日本滑空選手権大会を再開し、FAI World gliding championship にナショナルチームとして参加することを目的とする。		10年間 ネンカン		令和6年		日本選手権開催時1000万を準備する

		A002080		公益財団法人中村積善会				奨学積立金（100周年）		１００周年記念奨学事業		【変更前】公益認定時の積立目的
　次の(ｲ)(ﾛ)の目的で積立限度額15億円を計画し、2020/3月期末残高1,383百万円を積立てた。
　　(ｲ)当法人100周年(2047年)記念奨学事業として奨学生100名(600百万円)記念募集する。
　　(ﾛ)中村積善会ビル建替(2046年)期間中の賃貸収入がゼロとなる期間も、滞りなく奨学金を支給
       できることを目的に積立する。(900百万円)

【変更後】
　　(ｲ)奨学積立金
　　上記(ｲ)100周年記念奨学事業計画は継続し、残高483百万円(残高1,383-取崩900)を継承する。

　　[上記(ﾛ)は貸地事業化で不要となり、計画中止。残高900百万円は新設する特定費用準備資金
     (奨学準備金)に繰入し、貸地事業へ移行の当初10年間の奨学金に充当する。]

奨学積立金2020年度(令和2年度)末の残高は、483百万円 とする。

　
　　　
  		22年間 ネンカン		　令和29年（2047年）		1.　計画
　(ｲ)100周年記念事業奨学金（2013年度計画を継続して実施する）
　　1）積立限度額の算定 (積立限度額600百万円)
　　　法人設立100周年（2047年）に100周年記念奨学金として募集する。
　　　2047年に100周年記念奨学金を「100名」募集し、10年間支給する。
　　　　給費　600千円／年　×　100名　×　10年＝600百万円(積立限度額)
　　2）要積立額
　　　①2021年度～2030年度・・・積立金額ｾﾞﾛ（本件事業変更当初10年間は収入半減の為)
　　　②2031年度～2040年度・・・年間積立額 12百万円(2031年度から地代収入増加する為）　
　　3）年間積立額の算定（2031年度から積立開始)
　　　(原則方針）
  　  積立限度額600百万円　　　2020年度残高483百万円（要積立金額117百万円)
　　　117百万円÷10年＝11.7百万円　→　年間積立額 12百万円。

　(ﾛ)
　　上記変更前(ﾛ)「2046年建替期間中の奨学金支給資金の計画」は中止とする。この積立金残高900百万円は、新設する特定費用準備資金(奨学準備金)に繰入する。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2.　その他
※下記表　「1. 控除対象財産における特定費用準備資金並びに公益目的事業比率における当期積立額及び取崩額の計算」表の2019年度（令和元年度）の積立額、取崩額の入力方法について。
　①2019年度末積立残高1,383百万円　
　②ｼｽﾃﾑ入力都合で、表の開始を2019年度（令和元年度）とし、積立額を1,383百万円　取崩額ゼロと入力することで残高を1,383百万円と合わせた。

奨学積立金2020年度(令和2年度)末の残高は、483百万円 とする。　
　　        　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  
  


		A002080		公益財団法人中村積善会				奨学準備金		　事業変更後10年間の奨学金充当資金		　貸地化事業の当初10年間は受取地代が半額となる。毎期支給する奨学金支給資金を補填し滞りなく奨学金を支給できるよう本年度に一括して資金を積立する。（毎期積立てるのではなく、初年度に一括積立し、以降、毎期取崩をしていく為の「特定費用準備資金」である。

1.　繰入計画(一括)　
　　2020年度   繰入額1,656百万円　
　　　　　　 　（公益再建積立金595百万円+奨学積立金900百万円+公益建物売却代金161百万円）

2.　取崩計画                                           　   <取崩額>　　　  　<残高>
　  ①2020年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　106百万円　　　1,550百万円
　　②2021年度～2029年度　160百万円×9年= 1,440百万円　　 　110百万円 
　　③2030年度　                                            110百万円　　　　　 0百万円
　　   取崩合計                                             1,656百万円           0百万円

奨学準備金2020年度(令和2年度)末の残高は、1,550百万円　とする。




　　
  
　
		11年間 ネンカン		　令和2年（2020年）		1.　貸地事業化当初10年間の事業総要資(積立限度額1,656百万円の算定)
　　賃貸借契約による当初10年間の地代は240百万円/年であり、事業費用総額400百万円/年
　　で計画すると、初年度106百万円、2年目以降毎年160百万円、最終年度110百万円不足する。
　　奨学準備金の積立限度額を10年間の不足総額(106+160×9+110=)1,656百万円とする。
　　

2.　奨学準備金の原資
　　貸地化で不要となった下記積立金と建物売却代金を繰入原資とする。
　　①再建積立金(公益)　　595百万円
　　②奨学積立金(公益)　　900百万円(建替時用奨学資金)
　　③建物売却代金(公益) 161百万円　　　　　　　　　　　　　
　　  合計繰入額          　1,656百万円 (積立限度額)
　　
  （11年目から地代収入年506百万円と倍増する為、資金不足なく公益事業規模を更に拡大できる）


3.　下記表1の2020年度（令和2年度）の積立額、取崩額の入力方法
　下記表・・・「1. 控除対象財産における特定費用準備資金並びに公益目的事業比率における当期積立額及び取崩額の計算」
　①実際の額　2020年度積立額(繰入額)1,656百万円　取崩額106百万円（残高1,550百万円）　
　②ｼｽﾃﾑ都合で上記①の入力ができず、積立額1,550百万円　取崩額ｾﾞﾛと入力し、残高1,550百万円に合わせた。

奨学準備金2020年度(令和2年度)末の残高は、1,550百万円　とする。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上　

  
  


		A002102		公益財団法人古都飛鳥保存財団				記念誌等事業積立金		歴史的風土保存活用事業		当法人設立50周年を迎える令和3年度を目途に記念誌の発行、飛鳥保存の普及啓発事業として1,000部発行予定		10年間 ネンカン		令和3年度		事業費目標を2,000万円と定め、10ヶ年をかけ造成を目指す。
年額200万円×10ヶ年＝2,000万円

		A002378		公益財団法人東洋食品研究所				研究棟建物修繕費用準備積立資金		研究棟本館修繕費用		研究棟本館築３０年後の大規模修繕費用積立資金		25年間 ネンカン		令和20年度（2038年度）		長期修繕計画書（見積書）

		A002387		公益財団法人みずほ教育福祉財団				助成事業安定化資金		初等中等教育並びに高齢者福祉にかかる助成事業（公益目的事業）		初等中等教育（へき地教育及び特別支援教育）に対する助成事業、並びに社会福祉事業（高齢者福祉に係るボランティア活動資金助成事業等）や配食サービス用小型電気自動車寄贈事業に係る助成事業（公益目的事業）		5年間 ネンカン		令和２年度～令和６年度		基本財団（60％を公益目的財産として使用）の金融資産による運用益は、令和３年度～令和６年度の期間において、令和２年度対比、年間約４百万円（当該期間合計で約1７百万円）の全体収入減少が見込まれている。これを補填するための助成事業の安定化資金として、全体収入減少の約60％に相当する10百万円を積立限度とする。これにより、寄附金収入も加え、計画期間中、初等中等教育並びに配食用小型電気自動車寄贈）への助成事業は、毎年度2,700万円～3,000万円の規模を維持することが可能となる。

		A002391		公益財団法人損害保険事業総合研究所				保険学会事務局運営費用積立資産		日本保険学会事務局業務		日本保険学会は保険学に関し日本を代表する学会であり、学者、実務家の研究活動・研究発表の場となっているが、その支援の一環として、事務局業務を行う費用。
*日本保険学会事務局業務は、公益財団法人生命保険文化センターと7年交代で行うことになっており、損保総研での業務は平成28年度で一旦終了の後、次回は令和6年度からとなる。従って、この特定費用準備資金の取り崩しは、令和6年度以降に発生する。		15年間 ネンカン		令和6年度から令和12年度まで継続的に実施		実績に基づき年間経費1,800万円に7年を乗じて算定。
(1)事務局職員2名の人件費(事業主負担社会保険料、福利厚生費を含む）。
　1,160万円
(2)同物件費(2名分に対応する支払家賃、光熱費、通信費等）
　450万円
(3)事務局職員2名以外の当財団職員の人件費(事務局業務に関わる従事割合に基づき算出）
　190万円
なお、当該活動に係る特定資産の積立は、合計1億2,600万円を限度とするが、一部公益性と同時に共益性を併せ有していることから、1億2,600万円の5％（630万円）を共益事業分として積み立てる。

		A002391		公益財団法人損害保険事業総合研究所				国内教育研修事業運営費用積立資産		国内教育研修事業システム関連費用		｢働き方改革」の進展等により2019年度見込まれる、国内教育研修事業の若手受講者減少に伴う収入減に対応するため、同年以降に一定程度必要となる、損保講座を管理するシステムの維持・改修費用、通信講座で使用するe-learningシステムの使用料、および入力等事務作業を行う派遣職員費用に充当する。		7年間 ネンカン		平成31年度から令和5年度まで継続的に実施		システム関係費8,500千円／年、派遣職員費用4,600千円／年　計13,100千円／年
13,100千円／年×5年(平成31年度～令和5年度）＝65,500千円
なお、当該活動に係る特定資産の積立は、合計65,500千円を限度とするが、一部公益性と同時に共益性を併せ有していることから、65,500千円の5％（3,275千円）を共益事業分として積み立てる。


		A002411		公益財団法人一般用医薬品セルフメディケーション振興財団				助成費用準備資金		研究調査分野の助成応募者への助成費用支給		近年助成応募者は、薬系、医系のみならず、看護系、医療センターなど多職種からも応募があり、それに応えるために助成拡充を図る。		5年間 ネンカン		平成30年度から令和3度に継続的に実施予定		助成費用として8,000,000円を上限として算定

		A002450		公益社団法人日本フラワーデザイナー協会				日本ＦＤ大賞実施費用積立資産		日本フラワーデザイン大賞		会員、一般を問わず、日本最大規模のフラワーデザインのコンテストを実施。
審査のうえ入賞作品を決定後、一般の方に観覧してもらう事業である。

※令和2年度実施予定であったが、新型コロナの影響により未実施。実施予定が未定のため未使用のまま全額取崩		3年間 ネンカン		令和２年秋		2020年度秋に2019年2月に実施した「日本フラワーデザイン大賞」と同規模の開催を予定。
2019.2月実施時の支出総額約20,000,000円を積立限度額とする。

		A002450		公益社団法人日本フラワーデザイナー協会				花ファッションハウス修繕積立資産		花ファッションハウス修繕		　2011年（平成23年）5月に建設された花ファッションハウスについて、10年ごとを目安に壁面や屋上の防水加工を行う必要性があり、それに備えた積立を行う。
　工事費用見積には、壁面に設置された木製ルーバーや屋上を含む庭園の撤去費用が含まれるが、本計画においてはルーバーや庭園の再設置費用は含めていない。		7年間 ネンカン		令和７年度		業者より提示された見積金額に基づく

		A002468		公益社団法人日本顕微鏡学会				第4回東アジア顕微鏡学会議特定資金		第4回東アジア顕微鏡学会議特定資金		国際顕微鏡学会連合とアジア太平洋顕微鏡学委員会の協賛の下に開催し、東アジア地域の顕微鏡学の進歩と発展を図ることを目的としている。		6年間 ネンカン		令和3年度（当初平成31年度開催の予定だったが、再延期のため令和3年度開催予定となる。） サイ		若手研究者渡航発表奨励金（公募予定）
1,000,000円（100,000円×10名）

		A002468		公益社団法人日本顕微鏡学会				長舩記念特別研究奨励金特定資金		長舩記念特別研究奨励金		顕微鏡学に関連する研究領域で学術的意義が認められる若手研究者の研究に対し、研究奨励を行う。		4年間 ネンカン		平成30年度、平成31年度、令和2年度		2018年度：300,000円×5人＝1,500,000円
2019年度：300,000円×5人＝1,500,000円
2020年度：300,000円×5人＝1,500,000円


		A002520		公益財団法人内藤記念科学振興財団				助成事業拡大積立資産		2022年度、2023年度助成金事業		・「人類の疾病の予防と治療に関する自然科学」（以下「自然科学」という。）の研究の助成
・「自然科学」の進歩発展に顕著な功績のあった研究者に対する褒賞
・「自然科学」の研究を行う者の国内または海外留学の助成
・「自然科学」の研究を行う外国人の招聘の助成ならびに自然科学の研究を行うわが国の学者に対する海外派遣の助成
・「自然科学」に関する講演会の開催ならびに開催の助成		4年間 ネンカン		2022/4/1～2024/3/31		2020年度の公益目的事業収益は6億7,668万円、対する費用は6億767万円であり6,900万円の剰余金を生じた。
2019年度公益目的事業剰余金1,034万円とあわせ、これらを原資とする特定費用準備資金8,000万円を設定する。当該特定費用準備資金は2022年度、2023年度の公益目的事業において研究助成の採択件数を増やし、各年度において4,000万円を費消する予定である。

		A002580		公益財団法人日本建築衛生管理教育センター				財政基盤安定化基金		建築物における衛生的環境の確保に関する事業		建築物における衛生的環境の確保に関する事業に合致する内容とする。		4年間 ネンカン		平成29年度～平成32年度（平成27年度から32年度までの６年間の実績・将来見込みから、収入の減少が確実に見込まれる事業年度）		計画期間４年間の当期経常増減額見込額（29年度△1,008千円、30年度△7,533千円、31年度△44,602千円、32年度△46,494千円）を合算した99,000千円を積立限度額とした。

		A002580		公益財団法人日本建築衛生管理教育センター				50周年記念事業準備基金		建築物における衛生的環境の確保に関する事業		建築物における衛生的環境の確保に関する事業に合致する内容とする。		3年間 ネンカン		平成32年に設立50周年を迎え、設立50周年記念として各種事業を予定している。この事業では通常の予算では賄い切れない費用が見込まれるため、これに充てる準備資金として積み立てる。		設立50周年記念として実施する各種事業の経費の見積額の合計額を積立限度額としたものである。設立30周年記念事業を参考に試算した各種事業の経費の見積額として、記念式典費（15,500千円）、記念誌事業（4,500千円）を合計した20,000千円とした。


		A002580		公益財団法人日本建築衛生管理教育センター				国家試験問題作成支援システム準備資金		建築物における衛生的環境の確保に関する事業		建築物における衛生的環境の確保に関する事業に合致する内容とする。		4年間 ネンカン		試験問題作成支援システムの開発・作成（32年度）及び運用安定化のためのメンテナンス期間（33年度）として、平成30年度～平成33年度を予定している。		国家試験問題作成支援システムの開発・作成及び初期投資に係る経費の見積額の合計額を積立限度額としたものである。システムの開発・作成及び１年間の運用安定化のためのメンテナンスの経費の見積額として、システム開発・作成費（20,000千円）、試験問題データ化費（3,000千円）、初期メンテナンス費（5,000千円）を合計した28,000千円とした。

		A002580		公益財団法人日本建築衛生管理教育センター				国家試験インターネット受験申込システム準備資金		建築物における衛生的環境の確保に関する事業		建築物における衛生的環境の確保に関する事業に合致する内容とする。		4年間 ネンカン		国家試験のインターネット受験申込システムの開発・作成（32年度）及び運用安定化のためのメンテナンス期間（33年度）として、平成30年度～平成33年度を予定している		国家試験のインターネット受験申込システムの開発・作成及び初期投資に係る経費の見積額の合計額を積立限度額としたものである。システムの開発・作成及び１年間の運用安定化のためのメンテナンスの経費の見積額として、システム開発・作成費（32,000千円）、操作サポート費（5,000千円）、初期メンテナンス費（5,000千円）を合計した42,000千円とした。

		A002668		公益社団法人日本食肉格付協会				格付システム整備拡充特定費用準備資金		格付事業		　食肉の規格格付事業で使用しているBIS（牛格付）システム及びPIS（豚格付）システムは当該事業の実施に不可欠であり、今後、中長期的視点に立って同システムの安定的な保守・運営並びに生産者団体等の外部へのサービス向上及び公正かつ厳正な食肉格付の実施に必要な格付職員技術研修の効率化等を図るための新たな機能（「格付員研修システム（GTS)」等）を付加する必要がある。
　そのため、全面的にサーバー等ハードウェア及びソフトウェアの整備・更新を行う。
　また、食肉生産における生産性の向上や、食肉における消費者ニーズの多様化に伴い、新たに農林水産省が家畜改良増殖目標に示した方針には、「食味に関する科学的知見の更なる蓄積」が謳われており、具体的には、その主要な要素とされる脂肪内のオレイン酸含量などの数値化が必要となる。これらの情報を得て、生産者、流通事業者、消費者に対し格付情報に付加して提供すること、さらには輸出拡大をサポートできる基準の策定なども視野に入れ、測定機械の導入や格付システムとの連動性を構築、実現することで格付事業の拡大を図る。		10年間 ネンカン		平成２６年から令和５年		ハードウェアの整備拡充　　116百万円
ソフトウェアの整備拡充　　　150百万円
システムの展開　　　　　　　　２４百万円
格付情報に関連情報を付加するための対策　４０百万円

		A002712		公益財団法人杉野目記念会				特定費用準備資金①		財団設立50周年記念事業		記念講演会及び事業報告書の出版を予定。		7年間 ネンカン		令和6年（2024年）6月講演会、報告書出版		記念講演会　　　　 １，３００，０００円
（内訳：講演者旅費、謝礼１，０００，０００円、会場費１００，０００円、 ポスター等作製、受付等謝礼、 記録等２００，０００円）
記念レセプション　　５００，０００円　　　出版費　１，２００，０００円
事務費　　　　　　　  ５００，０００円　　　（会議、交通、案内状印刷、通信、事務費）

		A002712		公益財団法人杉野目記念会				特定費用準備資金②		助成事業		若手研究者の海外研修に対する助成、内外学識者の招聘・講演助成及び国際学術研究集会の助成等。		6年間 ネンカン		令和２年度～令和６年度		若手研究者の海外研修に対する助成：20万円ｘ3件/年＝60万円
内外学識者の招聘・講演助成：７万円ｘ2件/年＝14万円
国際学術研究集会の助成：30万円ｘ1件/年＝30万円
計　104万円/年ｘ５年間＝520万円

		A002748		公益財団法人京都新聞社会福祉事業団				福祉活動支援・「福祉号」贈呈準備資金資産		　京都新聞社会福祉事業団「福祉号」贈呈		　平成３０年４月に亡くなった京都市内の女性からの遺贈金をもとに、当事業団設立５５周年（令和２年３月）を記念して、京都、滋賀両府県に活動拠点を置く社会福祉施設・団体に「京都新聞社会福祉事業団『福祉号』」を贈呈する。令和元年度から３年間実施し、車いすが積載できる車両や各種活動・作業に活用する一般車両を提供する。贈呈先は、京都新聞紙面などで募集し、当事業団選考委員会規程に基づく選考委員会で決定する。これまで、車両助成は「京都新聞福祉活動支援事業」で購入費の一部を助成してきた。例年申請が多く、今回、記念事業として別枠で車両を贈呈する。		4年間 ネンカン		　令和元年度から３年度までの３年間		　積立限度額は４８００万円。令和元年度から３年度まで各年度１６００万円の予算で事業実施。各年度の事業費内訳は、車いす積載・普通車（ワゴン車）４７０万円×２台＝９４０万円、車いす積載・普通車２５０万円×１台＝２５０万円、軽自動車１５０万円×２台＝３００万円、軽自動車（バン型、トラック）１００万円×１台＝１００万円、通信・交通・選考委員謝礼など１０万円。

		A002751		公益財団法人財務会計基準機構				国際対応積立資産		IFRS財団（国際会計基準財団）への資金拠出による国際貢献		アジア・オセアニア地区サテライト・オフィスの東京設置に伴い増加が見込まれるIFRS財団への拠出金に充当し、会計基準の開発等における国際的な貢献を充実させる。		13年間 ネンカン		平成24年度以降毎年		サテライト・オフィス支援分として、平成24年度から令和3年度までの10年間合計で575,000千円を予定。
イ：平成24年度…初期費用75,000千円+運営費50,000千円＝125,000千円
（→平成24年度実績は、初期費用65,695千円+運営費50,000千円＝115,695千円。
　初期費用の減少により、全体計画も合計565,695千円となる）
ロ：平成25年度～令和3年度…各年度、運営費として50,000千円
尚、公益法人認可前の積立金についても、組み入れ時点で収支相償上の費用としてなくとも、
取崩時は収益として計上するという考え方に基づき、
2. 公益目的事業全体の収支相償における特定費用準備資金の当期積立額及び取崩額の計算
の表中にて公益法人認可前に計上した50,000千円を収支相償上の積立額に加算し、取崩時、
収支相償上の収益として計上する形とした。

		A002751		公益財団法人財務会計基準機構				保守費用対応積立資産		平成30年度システムリプレイスに伴う保守費用		平成30年度に実施予定のシステムリプレイスに伴う令和元年度以降5年間のシステム維持のための保守費用支出に備えるもの。		8年間 ネンカン		令和元年以降毎年		当初5年間通算の保守費用合計は204百万円、内公益事業に関わるものは、6分の5相当の170百万円としたが、契約ベンダーが決まり、詳細な見積もりの結果、
保守費用合計は190百万、内公益事業に関わる160百万円（6分の5相当）を積立限度額とする。


		A002751		公益財団法人財務会計基準機構				保守費用対応積立資産		ペーパレス会議用端末の導入に伴う保守費用				3年間 ネンカン		令和元年及び令和2年		レンタル業者の約款に基づき令和元年4月～令和3年3月末までの2年間の端末保守費として
合計12,600千円を積立限度額とする。


		A002751		公益財団法人財務会計基準機構				国際対応積立資産		国際会議（IFASS会議）開催費用		当財団の常勤委員が、会計基準設定主体国際フォーラム（IFASS）の議長に選任された。
任期は2 年間であり、議長国は任期中にIFASS会議を主催することになっており、この開催に係る費用を積立てる。
当初は令和2年度内に開催することを予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影響により日本での開催は令和3年度に延期された。		4年間 ネンカン		令和3年度		会場費等で合計11,600千円を積立限度額とする。


		A002751		公益財団法人財務会計基準機構				保守費用対応積立資産		リモートワークのためのITインフラ保守費用		令和5年度に実施を予定しているリモートワークのためのITインフラ構築に伴う、令和6年度以降5年間のシステム維持のための保守費用支出に備えるもの。		10年間 ネンカン		令和6年度以降毎年		5年間通算の保守費用合計は140百万円であり、内公益目的事業に関わるものは、6分の5相当の110百万円となる。
（→実施予定年度1年前を目途に、その時点での技術前提・システム環境をベースに、改めて詳細な見積を入手予定）

		A002751		公益財団法人財務会計基準機構				保守費用対応積立資産		令和5年度システムリプレイスに伴う保守費用		令和5年度に実施予定のシステムリプレイスに伴う令和6年度以降5年間のシステム維持のための保守費用支出に備えるもの。				令和6年度以降毎年		5年間通算の保守費用合計は180百万円であり、内公益目的事業に関わるものは、6分の5相当の150百万円となる。
（→実施予定年度1年前を目途に、その時点での技術前提・システム環境をベースに、改めて詳細な見積を入手予定）


		A002869		公益社団法人日本視能訓練士協会				協会設立50周年記念事業積立資金		協会設立50周年記念事業		協会設立50周年記念に伴う事業
　学会、記念式典、記念誌、ホームページなどの制作		3年間 ネンカン		令和4年12月（大会開催は令和3年11月）		50周年記念特別号（記念誌）　4,410,000円
50周年記念に関与するホームページ制作費用　330,000円
合計4,740,000円のうち4,000,000円を積立てる

		A002944		公益財団法人渡邉財団				30周年記念事業準備資金		30周年記念特別事業として研究助成特別枠の設定・30周年記念事業開催		設立より30周年を迎えるにあたり、第25回（平成30年度）より助成研究期間を延長した研究助成特別枠を設定し、30周年にあたる令和6年（2024年）3月には記念すべき特別事業を開催。その費用準備金として第23期（平成28年度）より積立準備。		8年間 ネンカン		平成30年度～平成35年度		積立限度額　25,500,000円
算定根拠
1.特別助成金　5枠　　23,000,000円
30周年記念特別助成2018（研究期間：H3104～R0403）1件　500万円
30周年記念特別助成2019（研究期間：R0204～R0503）1件　500万円
30周年記念特別助成2020（研究期間：R0304～R0603）1件　500万円
30周年記念特別助成2021（研究期間：R0404～R0703）1件　500万円
30周年特別助成金　1件　300万円

2.30周年記念事業費用　2,500,000円
講演者（２名）への謝金及び交通費　700,000円
会場費ほか　　　　1,500,000円
その他事務経費　　300,000円

		A002954		公益財団法人全国老人クラブ連合会				2022全国大会開催積立資産		2022年度全国老人クラブ大会		全国老人クラブ連合会が創立60周年を迎える2022年度に開催する全国老人クラブ大会（地元東京開催）の開催経費		5年間 ネンカン		2022年度（令和４年度）		参加費収入500万円-開催経費1100万円=▲600万円
【開催経費の概算内訳】
会場費・会議費450万円　配布印刷物等作成費270万円　警備等委託費120万円　消耗品費120万円
講演者等謝金80万円　通信運搬費50万円　旅費交通費10万円
合計：1100万円

		A002959		公益社団法人「小さな親切」運動本部				商標登録積立資産		商標権の更新の費用に備えて準備金を積み立てる		当法人は複数の商標権を所有しているため、その更新費用に備えて毎年積立を行う		10年間 ネンカン		令和8年		将来の特許費用を概算で算出

		A002981		公益財団法人どうぶつ基金				TNR事業積立資産		TNR地域集中プロジェクト		福岡・宮崎・大阪の3地域において協力病院医師等と連携し、TNR事業を集中的に実施する。		2年間 ネンカン		令和2年4月～令和3年3月(各月において2～3日間)		不妊手術単価：@5,000円/1匹
手術数見込：(福岡3,000匹＋宮崎3,000匹＋大阪3,000匹)=9,000匹
合計：@5,000円×9,000匹＝45,000,000円

		A003025		公益社団法人日本都市計画学会				研究交流支援積立資産		研究交流事業		本研究交流事業は、会員のみならず多くの都市計画に関わる人達や組織が、学・官・民を横断した研究組織を組成し、研究交流活動を行う事業であり、活動の成果が実際の都市計画やまちづくりに関わり、もって都市計画の発展と学会の社会的発言の強化に資することを目的とするものです。
具体には、活動期間2，3 年の研究交流活動テーマをHP 等で公募し、「研究交流事業審査会」で審査を行い、150 万円／件を上限に、年間の活動支援金総額300 万円の予算で交付します。
成果は本会の機関（例：学会誌、研究発表会）での報告を義務づけます。		8年間 ネンカン		令和3年度から		現在の「研究交流支援積立金」（12，000 千円）を用いるため、この金額が限度額となる。
その後の積立額が減少する段階では、事業予算が当該年度を含め2 ヶ年分確保出来る6，000 千円を限度額として積立する。


		A003039		公益財団法人スペイン舞踊振興ＭＡＲＵＷＡ財団				人材育成事業積立金		2021年第8回新人公演（20周年記念公演）		若手育成を目的とした、過去のコンクールファイナリストによる新人公演。		6年間 ネンカン		令和３年10月		内閣府立入調査により各事業に区分した。2021年財団設立20周年記念公演、「事業費1000万円（会場費、舞台費、出演料他）」、寄付金の減少に伴い6年間かけて事業費から積立。

		A003039		公益財団法人スペイン舞踊振興ＭＡＲＵＷＡ財団				コンクール準備資金		第11回CAFフラメンコ・コンクール		若手芸術家の育成を目指し、将来性のある舞踊家を発掘し、スペインでの研修機会を提供する為の対象者選考を目的とするコンクール。		5年間 ネンカン		令和3年2月		隔年で開催しているコンクール「事業費1千万円超（会場費、舞台費、海外研修費他」）、寄付金の減少に伴い4年間かけて事業費から可能な限り積立をする。


		A003039		公益財団法人スペイン舞踊振興ＭＡＲＵＷＡ財団				第11回CAFフラメンコ・コンクール演奏者手配積立資産		第 11 回 CAF フラメンコ・コンクール 		スペイン舞踊の演奏家を当財団で収集し、プロの評論家の意見を得ながら、コンクールの演
奏者として相応しい者を決定する。ギター、カンテ、パルマの三種の演奏者を手配する。 
本番当日の演奏に加え、事前の練習日についても対応する。演奏者への報酬は当財団が支払
い、コンクール出演者の負担を軽減する。 		4年間 ネンカン		令和2年度		本番演奏 1 人 5 万円×演奏者 3 名（ギター、カンテ、パルマ）×約 25 名（40 名の出演者の
うち希望者想定数）＋練習演奏 1 人 1 万円×演奏者 3 名×練習回数２回×25 名（希望者想
定数） 

		A003039		公益財団法人スペイン舞踊振興ＭＡＲＵＷＡ財団				第12回CAFフラメンココンクール準備資金		第12回CAFフラメンココンクール		若手芸術家の育成を目指し、将来性のある舞踊家を発掘し、スペインでの研修機会を提供する為の対象者選考を目的とするコンクール。		4年間 ネンカン		令和4もしくは5年度		隔年で開催しているコンクール（事業費1千万円超）。
新型コロナウイルスの影響で第11回が令和3年度に延期となり、第12回は令和5年度。
会場費、舞台費、賞金、海外研修費他。

		A003039		公益財団法人スペイン舞踊振興ＭＡＲＵＷＡ財団				ワークショップ開催積立資産		「ほんものを学ぶ」ワークショップ		芸術の質の向上を目的とした、本物のフラメンコを学ぶ機会を提供するワークショップ。		4年間 ネンカン		令和4～5年度		スペインから講師・アテンドを招聘し、東京と名古屋で5日間ずつ開催（事業費200万円/1回）。
交通費、滞在費、講師料他。年に２回開催の可能性あり。

		A003040		公益財団法人日本知的障害者福祉協会				災害時支援活動積立資金		災害支援活動		昨今、頻発する自然災害により被災した知的障害のある人たちとその家族並びにその方たちが利用する施設・事業所への救援と復旧、復興への支援活動を行う。
被災地への人的派遣、支援物資の発送、見舞金の送金等、迅速な支援活動を行うことを目的としている。		6年間 ネンカン		自然災害発生時		会議費100,000円、視察派遣旅費1,000,000円、通信運搬費1,300,000円、消耗品費400,000円、印刷製本費200,000円、見舞金7,000,000円　合計10,000,000円

		A003040		公益財団法人日本知的障害者福祉協会				データベース構築積立資金		会員、受講生用データベース構築作業		本会では会員施設のデータ管理を中心に、月刊誌購読者、通信教育、書籍販売、互助会加入者等について各々データベースを構築して管理・運用を行っている。各データベースは異なるソフトウェアを用いて独自にシステムを構築し、状況に合わせて改良を繰り返しながら運用をしてきたが、システムの老朽化とソフトウェアの保守期限が切れたことにより一部のシステムに不具合が生じ、事務作業に様々な弊害が出てきている。そこで、専門業者に委託し新たなシステムに円滑にデータを移行するとともに、より一層充実したサービスを提供できるよう、部門ごとに異なるシステムの一元化を視野に、複数年にわたって整備を進めることとする。		6年間 ネンカン		平成30年度以降随時		委託費12,000,000円

		A003040		公益財団法人日本知的障害者福祉協会				知的障害福祉作文募集事業積立資金		全国小・中学生　障がい福祉　ふれあい作文コンクール		子どもたちが、これまでの生活の中での障がいのある方とのふれあいや、学校生活や福祉ボランティアなどでの経験等を作文にすることで、障がいのある方の暮らしに関心を持ち、今後の福祉を考える機会になることを期待し、開催する。		9年間 ネンカン		平成２７年４月～１０月、以降毎年同時期に実施予定		選考委員会旅費5,520,000円、通信運搬費1,380,000円、消耗品費184,000円、印刷製本費2,944,000円、選考謝金3,772,000円、表彰費9,200,000円　合計23,000,000円

		A003040		公益財団法人日本知的障害者福祉協会				知的障害福祉作文募集事業積立資金		全国小・中学生　障がい福祉　ふれあい作文コンクール		子どもたちが、これまでの生活の中での障がいのある方とのふれあいや、学校生活や福祉ボランティアなどでの経験等を作文にすることで、障がいのある方の暮らしに関心を持ち、今後の福祉を考える機会になることを期待し、開催する。		7年間 ネンカン		令和４年４月～１０月、以降毎年同時期に実施予定		選考委員会旅費3,600,000円、通信運搬費900,000円、消耗品費120,000円、印刷製本費1,920,000円、選考謝金2,460,000円、表彰費6,000,000円　合計15,000,000円

		A003080		公益財団法人公庫団信サービス協会				財務基盤強化資金		特約料率引下げ及び加入限度年齢の引上げによる公益の拡大		団体生命信用保険事業の特約料率の引下げ及び加入限度年齢の引上げにより、公益目的事業である団体生命信用保険事業の加入者の増加を図り、公益を拡大する。これに伴って、特約料収入が減少するとともに保険料支払いが増加し、死亡等による弁済金支払いも増加すると予想されることから、経常収支が悪化し、保険料、諸経費など固定的経費の支払いに支障をきたすため、積立により財務基盤を強化する。		10年間 ネンカン		○平成３０年４月に特約料率を引下げた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業資金　２．６２→２．３０円/万円　　恩給資金１０．７１円→９．８０円/万円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○平成３１年４月に加入限度年齢と脱退年齢を２歳引き上げた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加入限度年齢　６５→６７歳　脱退年齢　７５→７７歳		○平成３０年度及び３１年度の公益拡大策により、令和９年度までの１０年間に累計で約２５億円の経常赤字発生を見込んで積立限度額は２５億円に増額とした。
○しかしながら、令和２年度は、新型コロナ感染症特別貸付の影響により、想定外の大幅赤字となったことから、当該赤字額を当初計画最終年度の令和９年度から遡り取り崩すこととした。また、令和３年度以降の取崩額については、本資金がゼロになる令和７年度まで当初計画に沿って行うこととした。
　新型コロナウィルス感染症にかかる影響は継続しており、今後計画を見直す可能性がある。

		A003128		公益財団法人日本共同証券財団				金融関連公益的広報事業助成資金		金融に関する公益的広報事業に対する助成		金融に関する公益的広報事業への助成事業の拡大を通じて国民経済の健全な発展に寄与すること		2年間 ネンカン		令和3年度		令和3年度に①全国銀行協会、②信託協会、③生命保険文化センターおよび④日本損害保険協会が行う公益的広報事業について、事業目的に叶うよう助成事業を拡大するために、特定費用準備資金を開設。拡大後の事業助成金(124.35百万円)に対して、同年度の経常収益では不足を来すことが見込まれるため、その不足額に相当する約13.4百万円を積立限度額として、2年度に積立てることとしたもの。

		A003134		公益財団法人東京オペラシティ文化財団				周年事業準備資金（特定資産）		コンサートホール周年事業		・音楽主催事業の創立記念事業（５年毎）		7年間 ネンカン		令和４年度２５周年記念事業		25周年（令和4年度）
　出演料30,000千円、ホール代1,000千円、諸経費9,000千円

		A003134		公益財団法人東京オペラシティ文化財団				周年事業準備資金（特定資産）		アートギャラリー周年事業		・美術主催事業の創立記念事業（５年毎）		6年間 ネンカン		令和６年度２５周年記念事業		25周年（令和6年度）
　制作費25,000千円、広告宣伝費4,500千円、諸経費500千円

		A003158		公益社団法人日本認知症グループホーム協会				25周年記念事業積立資産		25周年記念事業		　国は、認知症施策推進総合戦略において、「団塊の世代」が75歳以上となる平成37年度を目途に地域包括ケアシステムを構築することとしている。
　当協会が創設25周年を迎える平成35年度に、地域包括ケアシステムにおいける認知症ケアサービス拠点としての認知症グループホームの役割機能を更に充実強化を図ることを目的として、25周年記念事業を開催する。
		7年間 ネンカン		令和5年		開催予算
　　会場賃借料 　1,000,000円    イベント費      　600,000円
　　記念誌作成費　700,000円　　交流会食事代　800,000円
　　案内状代　　　　  50,000円　　その他経費　　　850,000円　      計   4,000,000円       

		A003180		公益財団法人エネルギア文化・スポーツ財団				30周年記念事業基金		財団設立30周年記念事業		財団設立30周年を記念した事業を実施する。		5年間 ネンカン		令和6年度		令和元年度に実施した設立30周年記念事業(神楽公演・スポーツ教室)の実施規模である400万円とした。

		A003180		公益財団法人エネルギア文化・スポーツ財団				助成事業基金		助成事業基金		助成金として費消する。		1年間 ネンカン		令和3年度から令和12年度		2020年度の辞退見込み額の上限値

		A003273		公益財団法人徳山科学技術振興財団				助成準備積立資産		研究助成事業の拡充		令和3年度より開始する研究助成事業の拡充に充当する
令和2年度予算：35,000千円、令和3年度以降の計画：44,,000千円
		9年間 ネンカン		令和3年度から		研究助成：35,000,000（R02予算）→44,000,000（R03～R09：計画）
44,000,000－35,000,000＝9,000,000/年
9,000,000×7（年）＝63,000,000/7年（R03～R09）
上記のうち、令和元年度積立34,970,800円を充当する。

		A003276		公益財団法人全日本弓道連盟				中央道場改修特定費用準備資金		中央道場改修工事		競技会に使用する中央道場の経年劣化に対する改修諸工事。		11年間 ネンカン		平成32年度　　		別紙見積書に基づき、経費の概算を算出。下記の経費見込み額を初年度に計上する。合計 100,000,000 円。
なお、令和3年度に中央道場のLED工事を予定しているため、令和2年度に計画を1年間延長している。

		A003447		公益社団法人大日本山林会				立替準備資金		三会堂ビル建替えに伴う準備資金		三会堂ビル建替期間中、毎年交付されている（一財）農林水産奨励会（受取財団交付金）交付されなくなり、事業活動が困難になる恐れがあることから、当該期間中の公益事業を実施するための資金とする。		10年間 ネンカン		令和５年度～令和９年度		建替期間を５年と想定し、年間交付金1,000万円の５年分計5,000万円を予定する。（広益事業割合は88％で4,400万円）

		A003544		公益社団法人日本ガスタービン学会				事務局整備準備資金		事務局整備・事務合理化活動		学会全体の活動を合理的、円滑に行う為、事務所、会議室のレイアウト、什器・備品類、ソフトウェア類、レンタル備品等の定期的な整備、拡充、更新を行うほか、突然の故障等への対応が可能なようにしておく。
また、現在借用している建物、設備は古く、手狭で耐震性にも不安が無いわけではないことから、10年後を一応の目標として事務局の移転を計画する。		11年間 ネンカン		令和7年度に事務所移転		事務所・会議室移転費用としては、新宿区における最新の物件情報を調査したところ、現在使用中の部屋面積(約30坪)程度の物件で、平均坪単価は15,000円、敷金は12ヶ月程度であり、敷金540万円程度の準備が必要となる。引越経費としては、同規模の他学会の最近の引越実績として160万円が必要である。以上、合わせて引越し費用として最低700万円が想定される。
また、什器、備品類、ソフト、ハードウェアの定期的更新に必要な費用については、過去の実績から、2年ごと1回当たり20万円を想定した。以上の合計額800万円を積立限度額とした。

		A003552		公益財団法人よんでん文化振興財団				公益目的事業積立資金		平成３０から令和６年度の公益目的事業		平成３０年度以降の（１）奨学援助、（２）顕彰、（３）主催、（４）派遣助成に係る具体的事業		8年間 ネンカン		平成３０から令和６年度の７年間		平成３０から３５年度（令和５年度）の総事業費は、１億６,８００万円が見込まれる。一方、基本財産の運用益は、１億８００万円にとどまり、差引６,０００万円の資金が不足するため、平成２９年度末で､５,４００万円を特定費用準備資金に積み立てた。
　その後、基本財産の運用見直しにより、運用益の増収を図った結果、令和６年度までの事業費を運用益と特定費用準備資金の活用できる目途がたったため、特定費用準備資金の取崩し時期を令和６年度までに延長した。

		A003619		公益社団法人建設荷役車両安全技術協会				基幹システム等再構築資産		特自検事業の基幹システム等の更新整備		物販管理機能や研修・資格管理機能を有した基幹システム等を活用することにより、特自検の事業活動を適切に推進している。現行システムは平成18年から運用していることから、今後のIT技術革新に対応したシステムを更新整備する。		10年間 ネンカン		令和3年度から順次実施		基幹システム更新等費用の所要見込額　500,000千円
再構築のための調査、要件定義等所要経費　（60,000千円）
基本設計、プログラム作成等所要経費　（320,000千円）
データ移行、マニュアル作成等所要経費　（120,000千円）

		A003646		公益財団法人医療研修推進財団				事務所家賃補償積立資産		大規模再開発計画に伴う当財団ビルの取り壊しに伴う引越しの際の家賃差額補償		平成31年度着工予定のステーションタワー建設により、平成30年度から当財団入居ビルの取り壊しが開始されるため、それに伴う引越しで、ミツヤ虎ノ門ビルから西新橋光和ビルに事務所引越した際に家賃差額保証金分を特定準備費用として管理されている預金。		3年間 ネンカン		令和元年4月～令和3年3月まで		新事務所の西新橋光和ビルの賃料が2,242,220円で、ミツヤ虎ノ門ビルの賃料が1,751,706円で、差額が490,514円なので、その24ヶ月（2年分）。総額は11,772,336円のうち管理分の2.5％294,308円積立資産。

		A003646		公益財団法人医療研修推進財団				言語聴覚士資格付与事業積立資産		言語聴覚士資格付与事業の財政基盤確保		経費削減に努めているものの、毎年経費は増加傾向にあることや、更には今後新卒受験者の減少が見込まれることから、受験手数料･登録手数料等の収入の落ち込みによる収支変動に備えて、国家試験事業を安定的に行うために当該資金を有効に取り崩すことによって、言語聴覚士資格付与事業を安定的に実施する。		6年間 ネンカン		令和2年4月～令和7年3月まで		言語聴覚士付与事業を安定的に行う必要性から50,000千円相当額を積立限度額として、6年計画で特定費用準備資金に計上。

		A003907		公益財団法人ＳＯＭＰＯ美術財団				東郷青児特別プロジェクト資金		東郷青児特別プロジェクト		東郷青児作品・資料のデジタルアーカイブの構築と作品・資料の改善、保全を図る		10年間 ネンカン		令和9年度		デジタルアーカイブの構築と作品・資料の修復に係る費用から算出

		A003971		公益財団法人黒住医学研究振興財団				研究助成事業基金		研究助成金安定化基金		平成2７年度より研究助成金受贈額を100万円増額、さらに平成2９年度からは200万円増額し、毎年度1,500万円としており、収益の増減を考慮し、研究助成を安定的に行うための研究助成資金を積み立てる		7年間 ネンカン		2018年度以降		研究助成を安定的に行うため年間の研究助成金額の1,500万円を上限として、年度平均250万円を積み立てる。

		A004128		公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会				リスク対応準備資金		リスク対応準備資金		公益目的事業の収益減少に備えるための資金		2年間 ネンカン		令和2年度		令和元年度に発生したコロナウイルスの影響による令和2年度の公益目的事業における収益減少見込額38,000千円
　

		A004128		公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会				ロジスティクス・物流研究プロジェクト準備資金		ロジスティクス・物流研究プロジェクト準備資金		「普及啓発」事業における、ロジスティクス・物流研究プロジェクト事業		10年間 ネンカン		令和元,3,5,7,9年度		「普及啓発」事業における、ロジスティクス・物流研究プロジェクト事業の実施費用見込額
1年度当たり8,375千円×5年分＝41,875千円
なお、令和2，4，6，8年度の4か年は、収益事業の黒字が見込まれるため本資金は使用しない。
ただし、令和2年度においてはコロナウイルスの影響により収益事業の黒字が発生しなかったため、取崩しを行った。
　

		A004453		公益社団法人認知症の人と家族の会				事務局移転準備資金		事務局移転準備資金		令和4年度の本部事務局および支部事務所移転のための準備資金		4年間 ネンカン		令和5年1月～3月		業者委託費　3,040,000円
案内等印刷製本費　12,160,000円
事務所消耗品費　9,120,000円
事務所什器備品費　3,300,000円
人件費　2,986,000円
その他経費　554,000円 
合計　31,160,000円

		A004592		公益財団法人中曽根康弘世界平和研究所				事務所移転費用準備資金		事務所移転		現在の事務所の賃貸借契約終了に伴い、将来、事務所を移転する。		6年間 ネンカン		平成28年度		現在の事務所の原状回復費用（工事会社見積り、消費税8％）23,332,320円

移転先の事務所の工事費（前回移転時の工事費実績、消費税は8％に修正）25,151,762円

運搬費（前回移転時の運搬費実績、消費税は8％に修正）1,640,571円

		A004977		公益社団法人日本木材加工技術協会				専門技術者養成積立資金		専門技術者の資格認定事業		　当法人では4種類の資格検定試験を実施しているが、その組合せにより公2における事業収入が年と少ない年を隔年ごとに繰り返す傾向にある。

　当法人の経常増減額がマイナスになった事業年度において取崩しを行い、公2の中心的事業である資格認定事業、特に講習会開催経費に充当し、安定的かつ持続的な事業水準が確保できるようにする。		10年間 ネンカン		経常増減額がマイナスになる年度に取崩し、プラスとなる年度に積立を行う。		　平成27年度第二段階の剰余金7,151,362円を原資とした。

　　　講習会開催経費1回　1,000千円

　　　（会場費200千円、謝金300千円、旅費交通費100千円、印刷製本費400千円）

　　　開催回数　7回/年　→　1,000千円×7＝7,000千円

		A005322		公益財団法人社会福祉振興・試験センター				試験事業安定積立資産		福祉士試験の実施		社会福祉士及び介護福祉士法、精神保健福祉士法に基づき実施する福祉士国家試験の実施に係る下記要因等による事業資金の不足等に充当する。
１、受験者数の変動
２、2020年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会等の開催に伴う試験関係費用の増加
  ①首都圏大規模ｲﾍﾞﾝﾄ会場の確保が難しく、複数の小規模会場に分散されることで会場関係費が増
  ②前年度未実施の各種イベントが多数実施されることで、引き続き会場確保が厳しくなる
３、消費税の増税等による人件費・物価等の変動に伴う事業費の増加		7年間 ネンカン		平成29年度～令和5年度		社会福祉士等三福祉士国家試験の受験手数料は、「実費勘案とする」こととされているが、受験者数変動等による事業収支の悪化に対し、手数料引上げの政省令改正に時間がかかり、経常増減額が２年連続して赤字になることが予想される。
⇒各福祉士試験において、過去３年間（平成２８～３０年度）に発生した最大の経常減少額（赤字額）の２倍を積立限度額とする。

		A005472		公益社団法人全国老人保健施設協会				災害対応積立資産		災害対応事業		全老健災害相互支援プロジェクトと災害派遣ケアチームJCATの構築

  【全老健災害相互支援プロジェクト】（　Disaster Mutual Support Project for ROKEN　）
　　災害等の発生時に、被災地にある老健施設を支援することを目的として、『プロジェクトＡ（要支援者の
    受入れ）』、『プロジェクトＢ（ボランティア職員派遣）』、『プロジェクトＣ（物資の支援）』等を立ち上げ、速
    やかに支援活動を実施。


  【全老健災害派遣ケアチーム】（　Japan Care Assistance Team　）
　　災害の発生後（2～4週間程度）に、被災地の避難所等へ老健施設の多職種をチームを組んで派遣し支
    援活動を行なう。また、多職種によるケアチームをあらかじめ各支部で登録・編成し、行政等と連携しつ
    つ、速やかに支援活動が行なえる体制を整えることを目的とする。
		10年間 ネンカン		令和3年以降		〇システム関係構築費（委託費） 　10,000,000円

〇支部説明会旅費     50,900円×47支部✕3回＝7,176,900円
〇役職員等旅費        50,900円×延べ56人＝2,850,400円
〇備品関係
    ・災害備蓄品関係  20,000,000円（食料、水、発電機、衛生用品等）47都道府県支部＋本部 
    ・システム関係構築  10,000,000円（PC、モバイル、テレビ会議等） 

		A005532		公益財団法人都市づくりパブリックデザインセンター				運用資金積立資金		デザインによる魅力ある都市づくり事業		将来にわたり公１事業で資金不足が生じるので、その改善のため特定費用準備資金を活用する。		15年間 ネンカン		令和9年度まで継続して実施		平成25年度予算による公1事業の資金不足額を見越して算定した。収益2200万円、事業費用4100万円、経常外費用180万円なので約2000万円不足

		A006030		公益財団法人東華教育文化交流財団				事業運営安定化積立資産		奨学援助事業及び助成事業並びに管理運営の安定的、継続的遂行		当法人は、公益目的事業及び管理運営のための財源の大部分を基本財産の運用益によって賄っている。今後、当該運用益の不足が見込まれるため、２０１７年（平成２９年）度より１０年間にわたり当該資産を取崩して、公益目的事業費及び管理運営費（事業活動支出）に充当する。

当該資金及び運用益のうち、８０％を公益目的事業費、２０％を管理運営費に充当するものとする。

利回りの上昇等により継続的に収入不足の解消が見込まれる場合には、公益事業の拡大を検討する。		11年間 ネンカン		2017（平成29）年4月～2026（令和8）年3月		１．過去３事業年度における事業活動支出の移動平均額　6000万円（収支資金ベース。以下同じ）

２．2017年（平成29年）度以降の運用収入見込額　 　　4000万円

３．各期の不足見込額　　　　　　6000万円-4000万円＝2000万円

４．積立限度額の算定　　　　　　2000万円×10年＝2億円

（公益目的事業：1億6000万円、管理運営：4000万円）

		A006139		公益社団法人日本プラントメンテナンス協会				 20年度機保中止準備資金		機械保全技能検定の中止に伴う財務基盤強化		公益目的事業として行っている機械保全技能検定について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止となった2020年度第1回機械保全技能検定（3級）に関する令和2年度収支への影響に備え、財務基盤の強化に充てる。		2年間 ネンカン		令和2年度		令和2年5月29日に2020年度第1回理事会で承認された「2020年度第1回機械保全技能検定（3級）の中止によって見込まれる2020年度収支への影響額」
（同理事会で承認された「機械保全技能検定の中止に伴う財務基盤強化に係る準備資金取扱規程」に記載）


		A007070		公益財団法人ジョイセフ				特定費用準備資金		人口・保健分野の広報啓発・提言活動事業		１．世界のセクシャル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツやジェンダーの平等、人口問題等に関して、政府及び国際機関の行政関係者、政策決定者、専門家、オピニオンリーダー等に対して提言活動を行い、認識の拡大と国際保健に対するさらなる支援の獲得を目差す。
２．保健分野の国際協力NGOのまとめ役として、日本政府の開発途上国における保健分野の政府開発援助に対して、援助効果を高めるために草の根の視点からの提言活動を行い、国際保健の向上を目差す。		6年間 ネンカン		令和3年～令和５年		提言活動事業の収入源である IPPF（国際家族計画連盟 : 本部 英国） からの収入が平成26年から平成30年のあいだに半減し、欧州の経済情勢や難民問題から今後も減少することが見込まれる。
平成30年と同規模の事業を継続していくためには下記の資金不足が見込まれる。
　令和3年　事業費 50,000,000　収入見込 30,000,000 不足資金 20,000,000
　令和4年　事業費 50,000,000　収入見込 20,000,000 不足資金 30,000,000　
　令和5年　事業費 50,000,000　収入見込 20,000,000 不足資金 30,000,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不足資金合計 80,000,000円

		A007155		公益社団法人相模原・町田大学地域コンソーシアム				学生活動継続推進積立資産		公１地域発展事業		学生Clubをはじめとする学生の地域社会活動参画を推進するプログラムは、これまで各年度の収入に応じて実施規模を変動せざるを得ない状況にあった。そのため、収入の多少にかかわらず学生活動を安定、継続して実施できるように活動資金をあらかじめ積み立てることを目的とする。		8年間 ネンカン		委託費等の活動の原資が獲得できなかった場合に取り崩し、学生の地域活動にあてる。		活動支援のためのマネジメント及びディレクション費用として300，000円、学生のより自主的な地域社会活動を推進するための補助金として、年間20，000円×10件で200,000円とし、これを継続的費用として算定する。

		A007957		公益財団法人統計情報研究開発センター				特定公益事業推進積立資金		特定公益推進事業		　
当財団の公益目的事業の多くは対価を得ることのない事業であり、公益目的事業費は基本財産運用益である株式の配当で賄っています。配当は毎年一定額が保障されるものではなく将来は今よりも厳しくなることも予想されるため、公益事業の縮小もせざるを得ない事態も考えられます。平成26年度、これまで例のなかった中間配当による一時的な増収を得たため、平成27年度以降に実施される特定公益事業のための特定費用準備資金として積み立て、公益事業を安定的に推進し、中長期的に収支相償の基準を満たすこととします。

　なお、控除対象財産における特定費用準備資金並びに公益目的事業比率における当期積立額及び取り崩し額の計算において、取り崩し額が年度毎にばらつきがあるのは、実施される統計調査が年度ごとに差があり費用も変動することによります。ちなみに、平成31年度は翌年の国勢調査実施に対する費用であり、統計調査員等の数が他の年度に比べ圧倒的に多くなることによります。

　平成28年度において中間配当による一時的な増収を得たため、公益事業のさらなる安定化を図るため、特定公益事業のための特定費用準備資金を増資するとともに計画年度の変更を行い、中長期的に収支相償の基準を満たすこととします。

　		10年間 ネンカン		平成27年度から		(当初計画分）

統計グラフ全国コンクールに関する事業 　　1,300万円

大内賞に関する事業　　　　　 　　　　　　　　  　650万円

全国統計大会に関する事業 　　　　　　　　　　 450万円

統計講座事業 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 200万円

統計調査総合補償事業　　　　　　　　　　　　 3,000万円　　　合計　5,600万円

(増資計画分)

統計グラフ全国コンクールに関する事業 　　 1,100万円

大内賞に関する事業　　　　 　　　　　　　　　　   500万円

全国統計大会に関する事業　　　　　　　　　　   350万円

統計講座事業　　　　 　　　　　　　　　　　　　　   150万円　

統計調査総合補償事業　　　　　　　　　　　　  2,000万円　　　合計　4,100万円

		A008355		公益財団法人日本薬剤師研修センター				事務所移転等費用積立預金		事務所の移転等の費用の準備		　現在入居している三会堂ビルは、老朽化及び市街地再開発事業の参画のために建替えが予定されている。平成２７年４月には、翌年夏頃に引っ越するよう、いったん通知されたが、東京オリンピックの開催決定に伴う建設資材等の高騰から、延期された。

　このような経緯からすれば、東京オリンピックが開催される令和３年ころには建替え計画が示されることが予想される。現在の場所は事業遂行に至適であり、建替え後の建物に入居することが望ましいため、移転経費及び相当程度の増額が見込まれる家賃の一部を積み立てることにより、円滑な移転及び建替え後の再入居を期すこととしたい。		8年間 ネンカン		令和３年度		移転のための経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　204,073千円

移転中の経費(2年間）＋移転後家賃増額分(5年間）　182,000千円

合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 386,073千円

		A009320		公益財団法人豊川水源基金				新城市（鳳来地域）水源地域対策基金事業費積立資産		新城市（鳳来地域）水源地域対策基金事業		新城市（鳳来地域）水源地域対策基金事業業務方法書第４条に規定する事業		6年間 ネンカン		平成３１年度から令和６年度		５カ年間事業費合計　89,200,000円
　〃　　　果実合計　　39,200,000円
　　　　　不足額　　　　50,000,000円
（１号財産の一部を　理事会・評議員会の議決を得て振替を行った。）

		A009366		公益財団法人水道技術研究センター				移転補償金積立資産		事務所家賃の補填		虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業に係る移転補償金から移転に伴う支出を控除した金額を令和元年から１０年間の事務所家賃の補填とする。		11年間 ネンカン		平成３１年度から令和１０年度まで		①移転補償金　47,706,471円
②移転に関する費用（引っ越し費用、消耗什器備品費、仲介手数料等）　12,970,073円
③工事・什器（固定資産）購入　10,209,533円
（①-②-③）×70％（公益目的保有財産割合）＝17,168,806円

		A010441		公益財団法人循環器病研究振興財団				特定資産－助成事業引当資産		研究助成事業－指定研究助成		循環器病に関する研究に助成する。		10年間 ネンカン		平成30年度から令和8年度		選考委員会で承認した研究助成について、その財源を寄付に頼っているが、その収入が安定しない。平成29年度においてすでに承認された研究助成を確実に実施するため平成30年度以降に見込まれる助成引当金総額：115,015,455円のうち、100,020,000円を積立てた。なお、当初から3年が経過したため見直しを行い、令和3年度以降に見込まれる助成引当金総額77,782,855円となるよう差額を積み立てた。

		A012826		公益財団法人電気通信普及財団				助成事業維持拡充資金		次期助成事業維持・拡充計画		研究助成事業の更なる充実、低金利運用環境による運用収入減に対応した助成等の規模の維持、周年事業準備のために活用する。		8年間 ネンカン		平成２８年度から令和５年度		助成事業維持・拡充計画に基づく事業見込みによる額とする。

		A013853		公益社団法人日本重症心身障害福祉協会				学術集会等準備資金		重症心身障害療育学会学術集会、全国施設協議会、施設職員研修会の実施費用		収入額が減少する重症心身障害療育学会学術集会、全国施設協議会、施設職員研修会を実施する費用の財源として積立を行う		4年間 ネンカン		令和3年4月～令和6年3月まで		学術集会、施設協議会、研修会の参加料の減額が令和5年度まで決定したことにより、その減額分の補填として積立を行う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学術集会収入減額　1,400,000円×3年度分＝4,200,000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設職員研修会収入減額　2,700,000円×３年度分＝8,100,000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全国施設協議会収入減額　2年度分　3,200,000円の合計15,500,000円を積み立てる

		A014063		公益財団法人藤原ナチュラルヒストリー振興財団				事業費安定化資金定期預金		研究助成及び高等学校助成事業		ナチュラルヒストリーに関する研究を行っている研究者または研究グループへの助成並びに初等中等教育機関のなかで高等学校を対象にナチュラルヒストリーに関する授業またはクラブ活動に必要な備品等の助成を行うことにより、学術及び科学技術の振興を目的とする。		10年間 ネンカン		平成28年度～令和6年度		令和3年度以降もより一層収益減少が予想されることから、助成事業安定のために、3年度1500万円を取崩すほか、令和6年度までの取崩す予算額

		A014063		公益財団法人藤原ナチュラルヒストリー振興財団				事業費安定化資金有価証券		研究助成及び高等学校助成事業		ナチュラルヒストリーに関する研究を行っている研究者または研究グループへの助成並びに初等中等教育機関のなかで高等学校を対象にナチュラルヒストリーに関する授業またはクラブ活動に必要な備品等の助成を行うことにより、学術及び科学技術の振興を目的とする。		4年間 ネンカン		令和4年度		令和3年度以降もより一層収益減少が予想されるなか、助成事業安定のため令和4年度に取崩す予定額

		A014063		公益財団法人藤原ナチュラルヒストリー振興財団				特定費用準備資金定期預金（令和3年度地方ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ分）		東京都以外でのシンポジウム開催		ナチュラルヒストリーに関する公開シンポジウムを開催することによってナチュラルヒストリーに関する学術研究と教育への助成並びに普及に寄与しようとするものである。		8年間 ネンカン		平成28年度・平成30年度・令和3年度		令和3年度以降も一層収益減少が予想されることから、定期的に東京都以外でのｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ開催を確実に継続実施するための予算額

		A015405		公益財団法人マブチ国際育英財団				基本財産準備資金		奨学金給付		財団設立時に設立者からマブチモーター株式150万株（＠6,430円）9,645百万円の寄付を受けたが、その後の株価の下落に伴い2013年3月31日現在で金額は7,635百万円（＠5,090円）となり損失が生じ、財団運営基盤の安定化を図る必要性を認識するに至った。一方、財団予算は前年度3月に決定するが、当年度の最終配当は当年度3月に確定するため、予算以上の収入があることが生じ得る。そこで、理事会で承認された予算額を上回る額の配当金があった場合に、超過額を指定正味財産に留め置き、基本財産の安定化を図る。		10年間 ネンカン		令和3年度以降		株価変動のバッファを確保しておく目的のため、過去3年以内安値は2,931円で寄付時点の46％であることから、寄付時点の5割増し水準を当面の積立基準とし、積立額は予算以上の配当収入をそのまま指定正味財産に留め置き、基本財産準備資金として区分して管理する。

		A015405		公益財団法人マブチ国際育英財団				奨学金給付準備資金		奨学金給付		当財団は、大学在籍期間の４年間を実質的に奨学期間として運営している。一方、当財団の主要収入源が株式配当に頼っていることから、仮に減配となった場合、新たな奨学生を認定できないばかりでなく、既存の奨学生に対して給付停止という事態が生じかねない。そこで、当財団の主要財源である株式の配当金が減少し、奨学金給付の財源が不足することによる奨学金給付停止を防ぐため積立てる。		8年間 ネンカン		未定		予算上見込んでいる配当収入がゼロになった場合を想定し、翌年度始に在籍予定の奨学生の残余期間に見合う奨学金合計額を積立限度とする。この金額は毎年度洗い上げて再設定する。２０１９年４月は秋入学予定者を含めて一旦１０１名を想定し、２８９，２００，０００円を積立限度額としている。

		A016710		公益財団法人　日本太鼓財団				太鼓ファンド		海外交流事業費補填		日本財団からの助成金が海外交流事業費の満額に満たないことが予想されるため、将来にわたって海外交流事業費の補填を実施する。		11年間 ネンカン		平成24年度～令和4年度		国際機関や在外公館などの公的機関の推薦があることなどを勘案した海外交流事業の実施計画に基づいて、予算案を作成し、主な支援先である日本財団に申請願うも、一部の支援又は計画予算額を全て助成されることは困難な場合があることが想定されるため、特定準備資金から補填する。この限度額については過去の実施額から策定。積立限度額は理事会評議員会で承認された５千万円で算出
派遣数：演奏者及び随行者10度
人件費(派遣謝金)500，000円
旅費(航空賃･滞在費・太鼓輸送・現地交通費等含む）42,000,000円
物件費　3,000,000円　　事務費(通信・国内楽器運搬)2,000,000円
会議費　500,000円　　雑費(渡航手数料・保険・記録費等)　2,000,000円

		A016826		公益財団法人南葵育英会				奨学援助引当費用準備資金		奨学援助活動		学業優秀でありながら修学困難な者や学術研究に従事する者に対し奨学援助等を行うことにより国家社会に有用な人材を育成する。		10年間 ネンカン		令和７年度より6年間		奨学金は大学の学生及び高等専門学校の生徒には最短修業年限の終期まで月額3万円、又大学院の学生には最短修業年限の終期まで月額5万円を給付している。
収益事業の収益が得られない場合でも、開始した給付を継続すべきであり、以下の準備資金が必要である。
その後支給開始を中止したとしても最短6年続くことを考慮すると6千万円の積立が必要である。

		A018284		公益財団法人朝鮮奨学会				建替時奨学事業等積立資産		本館ビル建替え期間中の奨学事業等		本館ビル建替え時の3年間は収入が見込めないことから、現在行っている規模の奨学事業等を実施するものとして、3年間分の16億円を準備する。		21年間 ネンカン		令和16年度～令和18年度		平成26年度事業計画書における年間奨学事業等の予算5億3500万円の3年間分

		A018497		公益財団法人丸和育志会				奨学金事業積立資産		奨学金事業		今後の寄付金減少を見込み、奨学金事業の原資とすべく積立を行う。		4年間 ネンカン		平成31年3月		奨学金の年間支給額を基に算定している。

		A018497		公益財団法人丸和育志会				ソーシャルビジネス支援事業基盤強化基金		ソーシャルビジネス支援及び人材育成事業		公2事業として行っているソーシャルビジネス支援及び人材育成事業において、今後の収支の変動に備え安定した報奨金の支給を継続できるよう積み立てを行う。		6年間 ネンカン		令和3年度～令和7年度		過去の奨学金支給実績に基づき、その一部として年間100万円を5年分積み立てることとする。

		A020655		公益財団法人天野工業技術研究所				奨学費準備預金2		工業高校生、高専生、大学院博士課程生を支援する奨学金制度		現行の経済環境に恵まれない優秀な学生を対象とする奨学金制度で、弊所の収入が減少した際に備える。		5年間 ネンカン		収入減が起きた事業年度から取り崩しを行う。		現給付水準を維持するため、年間総給付額（≒150百万円/2）×5年間

		A021243		公益財団法人目黒寄生虫館				公益目的事業実施積立資産		公益財団法人目黒寄生虫館 公益目的事業		平成25年に組み入れた資金を、令和3・4年度の公益目的事業を行う経常支出として毎年1000万円ずつ振り替えることを目的とする。人件費や水道光熱費の他、研究等事業では調査旅費や学会費・図書購入費等に充て、普及啓発事業では特別展示の開催に係る費用や展示室の保全など、この法人の公益目的事業全体にわたって支出する。「公1（研究等）事業：500万円」「公2（普及啓発）事業：500万円」とする。当法人の公益目的事業は主として基本財産の運用益で成立してきた。これらは平成12年以降に当時の円高基調の中、年間3000万円の収益を見込んで作成された。一時期な極端な円高で運用益が得られなかったが、今ではようやく落ち着いた運営が可能になっている。しかし、事業の拡大について支出額は増える一方で、基本財産運用収入が得られなくなれば極端な収入の落ち込みも考えられる。今後も引き続き充実した事業を長期にわたって遂行するためには、一定の予算をあらかじめ計上しておき盤石な体制を整えておかなければならない。安定した法人運営が継続できるよう、一時的な積立資金を設けるものである。なお、当該資金は平成31年度から取り崩し予定だったが、平成30年度に大幅な競争資金を得られたことにより取り崩しに至らなかったことで、理事会決議により冒頭の時期へと繰り越されたものである。		10年間 ネンカン		通年		野村証券株式会社を通じて運用する「欧州投資銀行」債券が主体となる。それ以前に運用してきた額面2000万円の債券の償還差損に伴い、新たに差額として補填した普通預金の3,553,619円の合計額をもって積立限度額とし、収益の減少時においても継続して事業が行えるよう積み立てる。経常費用の3分の1を当該資金から振り替えるという全体で全体の費用から按分すると、人件費5,800,000円、旅費交通費200,000円、水道光熱費400,000円、リース料350,000円、委託費250,000円、その他諸費用3,000,000円で計1000万円（公1事業・公2事業計）と見積もられる。上記支出を2か年にわたって行う。10,000,000円×2年＝20,000,000円となる。

		A021726		公益社団法人　
企業情報化協会				リスク対策準備資金		リスク対策準備資金		将来において見込まれている公益目的事業の収入の変動に備えるために積み立てる。		5年間 ネンカン		令和6年度		令和3年3月31日に終了する事業年度における公益目的事業の経常収益額が当該事業年度の前事業年度から変動した額の2年分を必要額として、令和3年5月18日に理事会にて承認された見積額





（参考）POSSに基づく特費に関するQ&A

		Q&A一覧 イチラン

		受付番号 ウケツケ バンゴウ		表題 ヒョウダイ		行政庁 ギョウセイチョウ		質問者 シツモンシャ		質問日 シツモン ビ		回答日 カイトウビ		状況 ジョウキョウ		質問 シツモン		回答 カイトウ		積立可非 ツミタ カ ヒ

		4176		公益法人の特定費用準備資金等について		熊本県		浦田　浩司		42018		42028		対応		②「他の団体の助成」を公益目的事業としている法人が、「助成先が取得する資産の購入」を目的に「資産取得資金」を積み立てることは可能でしょうか。 これが認められない場合、「資産取得資金」ではなく、「特定費用準備資金」として積み立てることは可能でしょうか。		②「資産取得資金」を積み立てるのは、法人が取得する資産に限定されるため、助成先が取得する資産の購入は含まれません。特定費用準備資金についてはその要件を充足すれば可能と思われます。		〇

																③②と同様に、「助成先が主催するイベントの開催等」を目的に、特定費用準備資金を積み立てることは可能でしょうか。		③②と同様に特定費用準備資金の要件を充足すれば可能と思われます。		〇

																④国債、外国債等の有価証券の運用益を財源として事業を実施している公益法人は、相場の変動により運用益が減少すると、事業を縮小しなければならなくなるおそれがあります。将来の相場の変動に対応するために、「特定費用準備資金」を積み立てることは可能でしょうか。		④特定費用準備資金の要件を充足すれば可能と思われますが、通常、相場の変動については、予測が困難なため要件を充足することは難しいと思われます。特定費用準備資金の要件を充足しない場合であっても、将来の支出に備えるために特定資産と計上することは可能です。		〇



		4253		内部取引消去、償却減価・評価益及び特定費用準備資金の取崩等について		群馬県		天田　聡		42187		42193		対応		特定費用準備資金を取り崩した場合、その取崩額は、収支相償の計算、公益目的事業比率の算定、遊休財産額保有制限の判定において、（みかけの収益のように振る舞う等して）経常費用を圧縮するよう作用しますが、取崩額を経常外費用として費用化してしまうと、認定基準の判断上、法人側にとって著しく不利な状況になります。これは、制度上やむを得ないものなのでしょうか。（そもそもの特定費用準備資金の設定時に、使途を「経常費用として費用化されるもの」に限定すべきだったのでしょうか。）または、特定費用準備資金を取崩し費用化したものについては、たとえ臨時的な費用であっても、経常費用として整理すべきなのでしょうか。		特定費用準備資金は法制度上の費用であり、これを設定する場合には、原則として将来の費用を具体的に積み上げ計算し、これを勘定科目で擬制することになります。この勘定科目は事業費、管理費に属するものであるため、経常外費用の内容（臨時・巨額）及び勘定科目については最初から想定されていません。従って、実際に発生した費用が経常外費用に計上されることもありません。		×

																　退職給付債務を簡便法で算定し、期末自己都合要支給額を退職給付債務としている法人が、各年度末における定年退職に係る要支給額を算定し、簡便法による額との差額を将来の定年退職に伴う退職金支給のために、毎年度積み立てることを予定しており、この積立金を特定費用準備資金とする意向を持っている。この積立金については、「将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用」に当たるかなど、特定費用準備資金の要件の該当性に疑義があると考えます。ついては、このような退職金支給のための積立金が特定費用準備資金に該当するか御教示ください。		退職給付債務として、期末自己都合要支給額としている場合には合理的な会計処理と判断されます。各年度末における定年退職に係る要支給額との差額は、期末時点での差額であって、将来支出が確実なものではなく特定費用準備資金の要件を充足していませんので、これは計上できません。最も、将来の退職の支出のために特定資産して固定資産に計上することはできます。		×

		4364		特定費用準備資金について		埼玉県		文書課　公益法人担当職３		42480		42481		対応		　公益社団法人が、現在の事務所の耐震性に問題があり移転を予定しています。
　移転費用が高額のため、年６０万を５年間積み立てるのですが、この積み立ては特定費用準備資金にあたるでしょうか。
　この積立金額は遊休財産の保有上限額の規制にはかかりません。
　また、特定費用準備資金については、資金ごとに取扱規程を定める必要はあるでしょうか。		事務所移転に係る事務所移転費用は通常発生する経常費用と違って、臨時的に発生するものなので、経常外費用に計上されます。従いまして、将来の経常費用の支出のための特定費用準備資金にはあたりません。
　なお、特定費用準備資金については、それぞれの具体的資金ごとに取扱規定を定める必要があります。		×

		4499		将来給付する奨学金資金を特定費用準備資金として積み立てることについて		宮城県		高田　琴美		42690		42692		対応		奨学金を給付する法人が，その年度に採用した奨学生の将来の給付が確定している奨学金資金を特定費用準備資金として積立て，支給に当たって取り崩すことを検討しています。
　当該積立金は，事業の実施に併せて繰り返し積立て，取り崩しを行うものとなりますが，区分経理や規程の整備等の手続的な要件は満たしている場合，このような積立金は，特定費用準備資金に該当するものでしょうか。		ご質問の奨学金が、貸与方式ではなく、給付（渡し切り）方式である場合、当該奨学金支給額は事業費に該当します。FAQ問Ⅴ-4-②にもあるように、収益事業等の利益の50％を公益目的事業財産に繰入れる場合には、目的に沿った積立ては必要ですが、積立期間内に計画的に積み立てる計算までは必要ありません。
　したがって、それが認定規則18条3項の要件を満たせば、特定費用準備資金に該当します。

		4542		定年退職加算金を特定費用準備資金として準備することについて		東京都		中尾　邦彦		42752		42754		対応		　一部の法人（特に、外郭団体）には、通常の退職金とは別に、定年退職の場合にのみ加算がある退職金制度を持つ法人があります。
　退職給付の対象となる職員の数が３００名未満の法人等は、退職給付会計の適用に当たり、退職一時金に係る期末要支給額により算定することができます（簡便法）。原則法では退職給付債務として認識できる定年退職加算部分について、簡便法では退職給付債務として認識できないにも拘らず、定年時には多額の支出をすることになります。
　このような退職金制度を持つ法人には、収支相償をクリアできていない法人も存在しますので、任意の特定資産としてではなく特定費用準備資金として事前積立ができれば、費用・資金の平準化に加えて剰余金の解消策としても有効です。
　そこで、定年で退職を迎えるかどうかは不確定な面はありますが、定年前３～５年程度に限れば、「活動の内容及び時期が費用として擬制できる程度に具体的であること」というガイドラインの要件は満たすものとして、特定費用準備資金として認めてよいのではないかと考えます。
　内閣府のご見解や、類似の事例等についてご教示願いたくよろしくお願い申し上げます。		特定費用準備資金は将来の特定の活動の実施のために特別に支出する事業費又は管理費に充てるための資金であり、その要件が明確に定められています。定年退職加算金について、法人の規定及び過去の実績並びに将来の見通し等を勘案し、当該要件を満たすものと整理可能であれば、特定費用準備資金とすることも妥当であると考えます。なお、現状では内閣府で類似の事例等は認識しておりません。		〇

		4565		第二段階における特定費用準備資金について		愛知県		法務文書　文書・公益法人		42775		42776		対応		法人から複数の公益目的事業番号に係る別表C(５）が１枚で提出された。内容は複数の公益目的事業番号に属する公益目的事業をいくつか取り出し、周年事業として一つにまとめたものであるが、別表C（５）は公益目的事業番号毎に提出しなくても良いのか。本県は、仮に複数の公益目的事業番号に係る別表C(５）が１枚で提出されていても、積立限度額の算定方法の欄に、公益目的事業番号毎の積算が示されてあれば良いものと考える。		特定費用準備資金については、積立てと取崩し並びに残高を管理する必要があり周年事業といえども取崩しに関しては公益目的事業ごとに年度が異なる可能性も考えられます。その場合、複数の公益目的事業を1本化していると個別の残高管理を他で行う必要があり、結局はそれぞれ別表Ｃ（５）を作成するのと等しくなることが考えられます。
　したがって、それぞれの事業ごとで別表Ｃ（５）を作成していただくことが望ましいと考えます。ただし、行政庁として公益目的事業ごとに管理可能と考えられる状況（法人の能力に個体差等があるので）であれば、周年事業としてまとめた別表Ｃ（５）を完全に否定するものではありません。		△

																FAQ（問V－３－④）によれば、特定費用準備資金は、将来の特定の事業に支出するために積み立てる資金で、新規事業、既存事業の拡大、数年周期で開催するイベントや記念事業等の費用が対象になるとあります。
一方で定期提出書類の手引き（公益法人編、事業計画、事業報告等を提出する場合編）の２９Pⓖ欄の記載には、「第一段階（中略）に係る特定費用準備資金と、これら以外に第二段階で設定した特定費用準備資金（中略）」とある。
ここでいう、「これら以外の特定費用準備資金」とは、何をさすのか。公益目的事業に係る特定費用準備資金は、法人が行う公益目的事業に直接的な位置づけがあるので、「これら以外の特定費用準備資金」とは、直接的な位置づけのない「逆特定費用準備資金」という理解で良いか。
さらに言えば、逆特定費用準備資金以外は、第二段階のみで設定される特定費用準備資金はないという理解で良いか。		　第二段階での特定費用準備資金は、法人全体の観点から位置づけられるものです。確かに、複数の公益目的事業であっても事業費は適正に配賦できるという考え方もあろうかと思います。しかしながら、例えば公益目的事業に対する寄付金を募るために法人の活動を広く周知し、認知度を高める施策等に対する特定費用準備資金を考えた場合、法人全体で認識した方が望ましいという考え方も強ち否定できないものと思われます。よって、このような特定費用準備資金は第二段階で認識できる場合があると考えます。従って、「これら以外の特定費用準備資金」とは、直接的な位置づけのない「逆特定費用準備資金」に特定しいる訳ではありません。		〇

		4597		剰余金解消策としての資産取得資金及び特定費用準備資金の積立について		熊本県		県政情報文書課　１		42802		42803		対応		剰余金が発生した場合に、退職給付引当金を超える額を、将来の退職給付債務の増加に備えて、資産取得資金又は特定費用準備資金（退職給付積立資産）として積立てることは、剰余金の解消策として認められるか。		貴県のご認識のとおり、剰余金の解消策としては認められません。退職給付引当金の対象となる事業費又は管理費は、認定規則18条1項より特定費用準備資金の対象外となります。また、将来の退職金支給に充てるための資金について引当金を超えて積み立てる資金は、会計上特定資産に整理されますが、あくまでも任意に積み立てる資金であるため、収支相償上の剰余金解消策とはなりません。		×

		4704		指定正味財産かつ特定費用準備資金の収支相償上の取扱い		茨城県		小圷　研史		42971		42972		対応		H１年度　指定正味財産として受け入れた寄附額をその指定用途の特定費用準備資金として積み立てた。A(1)表には，特定費用準備資金としてみなし費用（10欄）に計上され，指定正味財産の収入に計上されたが，当期の一般正味財産への振替はなかった。（その後H２~４年度同様の積立があり，積み立て限度額まで積立を行った。）
H５年度　当該資金を一般正味財産へ振り替えて使用し，振替額同額を特定費用準備資金の取崩し額とした。A（１）表には，一般正味財産の振替額を経常収入（7欄収入の一部）として，特定費用準備資金の取崩し額がみなし収入（10欄）となり二重計上されてしまう。
このように，積み立て時には，指定正味財産のため，経常収入には計上されず，また，特定費用準備資金のみなし費用となり，収支相償上有利に働くが，取崩し時には逆に不利に働く。
会計処理としてはこれで間違いはないか。また，会計処理として問題がない場合，H５年度の剰余金に対し特別の配慮はできるか。
		Ｈ１年度から4年度まで指定正味で受け入れた寄附金をＨ5年度に指定された○○事業で使用する場合、寄附金を受け入れた年度では、正味財産増減計算書内訳表の指定正味財産増減の部において、受取寄附金として計上するのみで収支相償の対象とはなりません。各年度の寄附金自体は、貸借対照表の特定資産に整理される○○事業資金に区分管理され、遊休財産規制の控除対象財産（別表C(2)）の観点からは6号財産としてＨ5年度期首まで引き継がれます。
当該寄附金を○○事業で使用するＨ5年度では、Ｈ1年度から4年度までの受取寄附金の累計額を正味財産増減計算書内訳表で（指定正味財産増減の部から）一般正味財産へ振替え、一般正味財産増減の部において、受取寄附金振替額として収益計上します。対応する事業費が計上されるため、この対応に関しては収支が均衡します。別表C(2)では、当該6号財産の期末残高が0となります。
すなわち、Ｈ１年度から4年度の各年度にわたり、特定費用準備資金の積立て・取崩しは不要であり、ご質問の会計処理は誤りです。
なお、Ｈ１年度から4年度の各年度で、当該特定費用準備資金の積立額を考慮しなければ収支相償が満たされなかったのであれば、各年度とも収支相償を満たしていない状態であったこととなります。別途、ご確認ください。		×

		4797		特定費用準備資金について		宮城県		西澤　誉浩		43110		43112		対応		特定費用準備資金については，認定規則§18Ⅰにおいて，「将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用（中略）に係る支出に充てるために保有する資金」と規定されております。「将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用」という規定について質問致します。

　セキュリティ対策のために数年おきに業者に委託して行う法人のホームページの更新等，将来の特定の期間のみに発生するが，特定の事業実施に関連して発生する訳ではない費用のために積み立てた資金についても，「将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用」に係る資金に該当し，認定規則§18Ⅲの５要件を充たす限りにおいて，特定費用準備資金に位置付けることが可能ではないかと当県では考えておりますが，このような理解で間違いないでしょうか。 		 法人のホームページの更新等の作業は、一般的に公益目的事業や管理活動等に必要な活動であると整理できるものと考えます。このような整理が可能であれば、当該将来の活動のための費用支出に充てるための資金を特定費用準備資金とすることは可能です。
よって、貴県のご認識で問題ないものと考えます。
なお、当該更新等作業の全体のうち、公益目的事業相当分が収支相償の対象となります。管理活動等に対応する分は、遊休財産規制の控除対象財産にはなりますが、収支相償の対象とはなりません。 		〇

		4808		特定費用準備資金について		山梨県		永田　英惠		43123		43125		対応		　国債の利息収入を財源に奨学金事業を行っている公益財団法人で、近年の金利低下を受けて将来の国債の満期買換え後の利率低下に備えて支出を抑制した結果剰余金が出ている法人があります。
　今後少なくとも５年間にわたり剰余金が発生する見込みで、この剰余金を特費に積立て、現在利率が２％と１．９％の２本の国債の買換え後の利率を過去５年間の平均をもとに１％と仮定し、利率低下による財源不足分を特費から取り崩して使用していくことを検討しています（詳細別添）。
　ＦＡＱ問Ⅴ－3－④により、将来の収支変動に備えて自主的に積み立てる基金は、過去の実績や事業環境の見通しを踏まえて活動見込みや限度額の見積もりが可能など要件を満たす限りで特費を用いることができるとされていますが、このケースの場合、要件を満たすと言えるかどうか御見解を伺いたく、よろしくお願いいたします。
　当方としては、将来の金利は予測不可能のところ、買換え後の金利を１％と仮定している点が認められるか判断に悩んでおります。活動見込みの見積もりは奨学金事業のため固い見込みとなっています。仮に特費として認める場合は、満期買換え後の利率次第で計画を見直すよう条件を付けることになると思います。 		 ご質問の趣旨をまとめると、「将来一定水準の収入減が見込まれるが、事業水準自体は現状レベルを維持したいことから、今後5年間で想定される剰余金を将来の収入減に充てる財源として特定費用準備資金として積立てたい」と理解しました。
特定費用準備資金として積み立てるためには、その要件のなかに資金の目的、事業実施期間、積立限度額の定めも求められます。積立時点でこれら要件が合理的に説明できるのであれば、特定費用準備資金と認められるものと考えます。
（添付された資料を見る限り、合理的に説明は可能と思われます。）
なお、特定費用準備資金として整理すれば、平成34年6月が近づくにつれ、将来の収入減少額、ひいては積立限度額がより明確になるため、限度額超過分を取り崩すか、事業計画を見直すことは当然のこととなります。改めて条件を付すようなことではありません。 		〇

		4833		特定費用準備資金		広島県		本　博之		43153		43154		対応		（相談内容）
 車両更新に伴い減価償却費が増加する見込みであるため，公益目的事業で生じた剰余金を特定費用準備資金として積み立て，将来の減価償却費に充当したい。

（本県担当者の見解）
 特定費用準備資金は，認定法施行規則第18条で「将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用」とされています。
 車両の更新は，「特定の活動の実施」とはいえず，また，同条では，「特別に支出する費用」について「引当金の対象となるものを除く」とされており，現金の支出を伴わない減価償却費も同様に取り扱うべきものと考えられます。
よって，将来の減価償却費に充当することを目的とした特定費用準備資金は，認められないと考えますが，このような理解で問題ないでしょうか。		貴県のご認識のとおり、将来の減価償却費は特定費用準備資金の対象とはなりません。
なお、将来、車両を更新すべく資金を確保するために、資産取得資金を設定して積立てることで収支相償（1号財産相当額）及び遊休財産規制の対応策とすることは可能です。		×

		4849		特定費用準備資金の取り扱いについて		埼玉県		文書課　公益法人担当職３		43166		43168		対応		新規事業を開始するために新たに職員（正規職員）を雇用する場合には、その人件費は特定費用準備資金の積立に含めてもよいのでしょうか。
一般的な将来の人件費のためであれば特定費用準備資金の対象外だと思いますが、その事業に対する人件費が見積もり可能であれば積立可能ではないかと考えますがいかがでしょうか。		　事業費として人件費も含めて積立限度額を算定することは可能と考えます。		〇

		4950		特定費用準備資金の積立について		神奈川県		梅田　英介		43308		43312		対応		特定費用準備資金の積立要件について、「将来の収入の減少が確実に見込まれる場合」の他に、弾力化により「将来的に収入の安定性が損なわれるおそれがあり、専ら法人の責に帰することができない場合」が加わった。
　収益事業からの繰入額を主な財源として公益目的事業を実施してきたが、収益事業を廃止したことにより繰入がなくなり、公益目的事業の実施が危ぶまれると見込まれる法人がある。この場合、当該公益目的事業について特定費用準備資金を積立てることはできるのか。
　なお収益事業が廃止された理由は、ある建物の中で食堂等を運営していたが、建物の移転に伴い、新しい建物ではPFI形式を採用して食堂等の運営業者を決定することとなったため、当該法人については契約満了となったものである。 		ご認識のとおり、会計研究会29年度報告で特定費用準備資金に関して「法人の責に帰することができない場合」が加わりました。しかしながら、本問は従来の特定費用準備資金で整理可能です。
本問の前提として、当該年度に相当の剰余が発生しているものとします。この場合、収益事業を廃止し、今後、収益事業からの利益繰入がなくなることから、当該剰余を公益目的事業費の財源に充てるため、特定費用準備資金を積立てることは可能と考えます。		〇

		4987		特定費用準備資金について		茨城県		村上　よしみ		43356		43384		対応		省略 ショウリャク		回答 FAQV-4-⑪の（注）には、「認定後に寄附者から取得した財産は、上記のとおり5号財産又は6号財産に整理され、直接1号財産に整理されることはありません。・・・」とあります。（5号財産・6号財産は具体的な使途指定があることが前提）
上記考え方と同様に、貴県が述べているように、特定費用準備資金（4号財産）に整理するには、本件1号財産について指定正味財産から一般正味財産への振替えが行われることから、指定正味財産である特定費用準備資金（4号財産）はないと考えます。 
		×

		5036		公益目的保有財産・特定費用準備資金について		香川県		小松　由里乃		43438		43446		対応		（概要）
　公益法人Ａは企業Ｂからの寄附金を主な財源として、奨学金給付事業を行っている。
　法人Ａから奨学生として採用された場合、成績不良など特段の問題がなければ、卒業まで奨学金が給付される。
　年度ごとの寄附金の額については、企業Ｂの業績により、増減が予想される。
　法人Ａは、企業Ｂの業績の悪化に備え、採用した奨学生に対し、将来の給付が確定している奨学金分の資金を確保したいと考えている。
　現在、法人Ａは当該目的の資金を流動資産として保有しているため、遊休財産の保有の制限を満たしていない状態にある。
（質問事項）
③　上記のような奨学金給付事業を行っている法人の場合、年度ごとに奨学生採用者の将来の給付が確定している奨学金分の資金を特定費用準備資金として積み立て、支給にあたって取り崩すといった運用は認められるか。また、そのような運用が認められるか否かについては、当該法人の年度ごとの奨学生採用者の人数が定まっているか否かで異なるか。		
質問③について
年度ごとに奨学生採用者の将来の給付が確定している奨学金分の資金を特定費用準備資金として積立て、支給にあたって取崩すといった運用は、認定規則18条3項の要件を満たせば、年度ごとの奨学生採用者の人数が定まっているかに関わらず認められると考えます。 		〇

		5233		特定費用準備資金		北海道		菊池　浩幸		令和元年07月10日		令和元年07月18日		対応		 市から５ヶ年間（Ｈ３０～Ｒ４年）の指定管理業務を受託し、公益目的事業を実施している公益財団法人から人件費の定期昇給を行っており、指定管理期間の後半になると人件費の費用が年々増加する。
　また、市からの配当が人件費の昇給分を加味しておらず、平均的なものとなっているため、予算が厳しくなることから、余裕がある前半に特定費用準備資金を積み立て対応したい旨の相談がありました。
当該事業は既存事業を拡充するものではありませんが、この場合、特定費用準備資金として積み立てることは可能でしょうか。
※　ＦＡＱ　問Ⅴ－３－④　答１
将来の特定事業費、管理費に特別に支出するための積み立て資金で、新規事業の開始、既存事業の拡大、数年周期で開催するイベントや記念事業等の費用が対象となります。  		 5年間の指定管理期間で、定期昇給に対応して収入が足りなくなる分が過去の状況等から合理的に予想可能である場合には、特定費用準備資金に積み立てることは可能と考えます。 		〇

		5320		特定費用準備資金の積み立て要件について		鹿児島県		学法 上靏智子		令和元年11月19日		令和元年12月12日		対応		　特定費用準備資金の積み立て要件について，「将来の収入の減少が確実に見込まれる場合（通常型）」の他に，弾力化により「将来的に収入の安定性が損なわれるおそれがあり，専ら法人の責に帰することができない場合（特例型）」が加わった。
　さとうきび関係の受託作業収入等を主な収益として公益目的事業を行っているところ，毎年の台風被害により収益が減少しており，今後の台風襲来によっても公益目的事業の実施に影響が出ると見込まれる法人がある。この場合，公益目的事業について特定費用準備資金を積み立てることはできるのか。
［本県の考え］
　FAQ５－３－⑤によると，地震，災害等災害時に備えて積み立てる資金は目的と金額の合理的な見積もりが難しいことから，特定費用準備資金としての要件を充たすことは難しいとの記載があるが，本ケースについては資金の合理的な見積もりについて，過去数年間の台風による減収額の平均値等から算出可能と考えられることから，特定費用準備資金として積み立てられるものと考える。ただし，通常型として積み立てるための「収入減の確実性」があるとまでは言い難いことから，蓋然性の高さに係る見込み額を元に，特例型として特定費用準備資金として積み立てることが可能と考える。つまり，台風等の気象災害等による事業収入の減については，「平成29年度公益法人会計に関する諸課題の検討結果」５ページの「※１　該当する場合の条件」をクリアすれば
特例型として特定費用準備資金として積み立てることが可能と考える。 		 本ケースは、貴見の通り特定費用準備資金として積み立てることは可能であると考えます。
なお、特例型でなくても過去の実績等を踏まえて算出する通常型（将来において見込まれている収支の変動に備えて法人が自主的に積立てる資金）により積み立てることは可能と考えます。（FAQ問Ⅴ-3-⑦参照） 		〇

		5325		指定正味財産を財源とする特定費用準備資金の取り崩しに係る収支相償の計算について		神奈川県		浮津 翔		令和元年11月25日		令和元年12月12日		対応		 　指定正味財産を財源とする特定費用準備資金の取り崩しについて、二重の収益加算（①指定正味財産から一般正味財産への振替額＋②特定費用準備資金の取崩額）が生じてしまう場合、別表Ａ（１）上の計算方法としては、①と②のうち、①指定正味財産から一般正味財産への振替額の方は収支相償上の収益には加算しないとする例外的な扱いを行うことは可能でしょうか。 		 平成29年度に公益目的保有財産から特定費用準備資金へ変更した際に会計上、指定正味財産から一般正味財産へ振替えるところ振替を行わなかったことから、平成30年度の指定正味財産から一般正味財産への振替額を収支相償上の収益には加算しない取扱いとすることは可能と考えます。
その際、H29年度の決算修正を過年度に遡り行うのではなく、平成29年度の別表Aで当該一般正味財産への振替を経常収益に加味したと仮定した場合、収支相償を満たしているかについて再確認することが必要であると考えます。 		指定正味財産を財源とする特定費用準備資金を認めない？ ミト



【機密性2情報】		


https://pictis.cao.hq.admix.go.jp/pictis-poss/fqa0001!showhttps://pictis.cao.hq.admix.go.jp/pictis-poss/fqa0001!show
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 特定費用準備資金の名称
 （貸借対照表科目名）

将来の特定の活動の名称 当該活動の内容
計画期間
（事業年度）

当該活動の
実施予定時期

積立限度額の算定方法

奨学金事業準備資産 奨学金事業
新規に、令和〇年度から令和△年度において、大学
生を対象とする奨学金事業を実施する予定であり、
当該事業の円滑な実施のために積み立てる。

10年間
令和〇年度
～令和△年度

募集する奨学生：〇名 ／年
給付額：△△円／年・人
事業実施期間：10年間／人
として、〇名×△△円×10年間　を積立限度額
とする。

その他の事例として、新規事業としてセミナー
を開催するための積立てや、毎年開催している
セミナーについて参加者の増加や規模拡大を予
定していてその会場確保のための積立てなども
考えられます。

研究員雇用準備資産 シンクタンク事業

シンクタンクとしての組織拡大と機能の充実を図る
ため、研究員を雇用する費用に充てる。
中期経営計画（令和〇年度～令和△年度）に基づい
て研究者の雇用計画を推進する。

10年間
令和〇年度
～令和△年度

特任研究員を×名雇用することとし、
月額給与：〇〇千円／人／月
法定福利費：△△円／人／月
昇給率：□％／年
として、×名に関する給与・法定福利費の10年
分を積立限度額とする

その他の事例として、公益目的事業に従事する
職員や管理部門の職員のための研修費用や、専
門知識・技能を持つ高い賃金の職員を雇用する
計画なども考えられます。

システム保守費用積立資産
システム更新に伴う保守費
用

令和×1年度に実施予定のシステム更新に伴う令和
×1年度以降5年間のシステム維持のための保守費用
支出に備えるもの。

5年間
令和×1年度
～令和×5年度

ベンダーによる見積もりの結果、5年間通算の保
守費用合計は××百万円、そのうち公益事業に
関わるものは、3分の2相当の△△百万円である
ことから、△△百万円を積立限度額とする。

□□事業準備資金 □□事業

A国において□□事業を予定していたが、A国におい
て紛争が生じたため、当該事業の実施を中止した。
同国の情勢を見極めつつ5年後に同事業を再開する
目的で、今年度の事業に充当する予定だった資金を
特定事業準備資金として積み立てる。

5年間 令和××年度

今年度の予算書に基づき算定した、□□事業の
ための資金の合計額から、中止までに既に生じ
ていた費用額を控除した残額を積立限度額とし
ている。

定期提出書類 別表C(5)の記載例
積立てに際しての留意事項等


事例案

		※FAQ問Ⅴ－３－④、Ⅴ－３－⑦に基づき、特費の事例を3つに区分して記載しています。 トイ モト トク ヒ ジレイ クブン キサイ

		①将来の費用支出の増加が見込まれる場合 ショウライ ヒヨウ シシュツ ゾウカ ミコ バアイ

				定期提出書類 別表C(5)の記載例 テイキ テイシュツ ショルイ ベツ ヒョウ キサイ レイ												積立てに際しての留意事項等 ツミタテ サイ

				 特定費用準備資金の名称
 （貸借対照表科目名）		将来の特定の活動の名称		当該活動の内容 トウガイ カツドウ ナイヨウ		計画期間
（事業年度）		当該活動の
実施予定時期 トウガイ カツドウ ジッシ		積立限度額の算定方法 ツミタテ ゲンド

				50周年記念事業準備資金		50周年記念事業		令和〇年度に財団設立50周年を迎えるため、令和〇年度に使用する50周年記念事業を実施するための公益目的事業会計費用及び法人会計管理費として積み立てる。		10年間 ネンカン		令和〇年度		設立50周年記念として実施する各種事業の経費の見積額の合計額を積立限度額とした。令和△年度に実施した設立40周年記念事業に関する実績額を参考にして以下の金額を見積り、その合計額を積立限度額とした。
会場費300万円、講師料60万円、印刷製本費(ポスター、チラシ等)200万円、旅費交通費100万円、通信運搬費60万円、雑費20万円　合計740万円 レイワ ネン ド ジッシ カン ジッセキ イカ キンガク ゴウケイ エン エン トウ エン エン エン エン エン		計画期間が、ガイドラインで目安とされている10年間を超える場合は、事業計画を説明していただくことがあります。 ケイカク キカン メヤス ネン アイダ コ バアイ ジギョウ ケイカク セツメイ

				建物修繕費用準備資金		建物修繕費用 タテモノ		長期修繕計画で令和28年度に実施を予定している建物大規模修繕のための費用として積み立てる。 レイワ ド ジッシ ヨテイ タテモノ		25年間 ネンカン		令和28年度		業者より提示された見積総額××万円を積立限度額とした。 ソウガク マンエン		計画期間が、ガイドラインで目安とされている10年間を超える場合は、事業計画を説明していただくことがあります。事業の性質上特に必要があり、個別の事情について案件毎に判断された結果、認められた場合に限られます。 ジギョウ セイシツジョウ トク ヒツヨウ コベツ ジジョウ アンケン ゴト ハンダン ケッカ ミト バアイ カギ

				事務所移転費用準備資金		事務所移転		現在の事務所の賃貸借契約終了に伴い、令和〇年度に予定している事務所移転のための費用として積み立てる。 レイワ ネンド ヨテイ		10年間 ネンカン		令和〇年度		移転先の事務所の工事費（前回移転時の工事費実績に基づき算定）×××円
運搬費（前回移転時の運搬費実績に基づき算定）×××円 モト サンテイ		その他の事例として、〇〇賞事業において今年度は受賞に該当する者がなく、来年度へ賞金を繰り越す場合の積立てなども考えられます。 タ ジレイ ショウ ジギョウ コンネンド ジュショウ ガイトウ モノ ライネンド ショウキン ク コ バアイ ツミタテ カンガ

				定期提出書類 別表C(5)の記載例 テイキ テイシュツ ショルイ ベツ ヒョウ キサイ レイ												積立てに際しての留意事項等 ツミタテ サイ

				 特定費用準備資金の名称
 （貸借対照表科目名）		将来の特定の活動の名称		当該活動の内容 トウガイ カツドウ ナイヨウ		計画期間
（事業年度）		当該活動の
実施予定時期 トウガイ カツドウ ジッシ		積立限度額の算定方法 ツミタテ ゲンド

				奨学金事業準備資産 ジギョウ シサン		奨学金事業 ジギョウ		新規に、令和〇年度から令和△年度において、大学生を対象とする奨学金事業を実施する予定であり、当該事業の円滑な実施のために積み立てる。 レイワ ネンド ダイガクセイ タイショウ キン ジギョウ ジッシ ヨテイ トウガイ ジギョウ エンカツ ジッシ		10年間 ネンカン		令和〇年度
～令和△年度 ネンド		募集する奨学生：〇名 ／年
給付額：△△円／年・人
事業実施期間：10年間／人
として、〇名×△△円×10年間　を積立限度額とする。 ボシュウ ショウガク セイ メイ ネン キュウフガク エン ニン ジギョウ ジッシ キカン ネン カン メイ ネンカン		その他の事例として、新規事業としてセミナーを開催するための積立てや、毎年開催しているセミナーについて参加者の増加や規模拡大を予定していてその会場確保のための積立てなども考えられます。 シンキ ジギョウ カイサイ ツミタテ マイトシ カイサイ サンカ モノ ゾウカ キボ カクダイ ヨテイ カイジョウ カクホ ツミタテ カンガ

				研究員雇用準備資産 ジュンビ		シンクタンク事業		シンクタンクとしての組織拡大と機能の充実を図るため、研究員を雇用する費用に充てる。
中期経営計画（令和〇年度～令和△年度）に基づいて研究者の雇用計画を推進する。 レイワ ネンド レイワ モト		10年間 ネンカン		令和〇年度
～令和△年度 ネンド		特任研究員を×名雇用することとし、
月額給与：〇〇千円／人／月
法定福利費：△△円／人／月
昇給率：□％／年
として、×名に関する給与・法定福利費の10年分を積立限度額とする ショウキュウ リツ トシ カン		その他の事例として、公益目的事業に従事する職員や管理部門の職員のための研修費用や、専門知識・技能を持つ高い賃金の職員を雇用する計画なども考えられます。 コウエキ モクテキ ジギョウ ジュウジ ショクイン カンリ ブモン ショクイン ケンシュウ ヒヨウ センモン チシキ ギノウ モ タカ チンギン ショクイン コヨウ ケイカク カンガ

				システム保守費用積立資産		システム更新に伴う保守費用 コウシン		令和×1年度に実施予定のシステム更新に伴う令和×1年度以降5年間のシステム維持のための保守費用支出に備えるもの。 レイワ コウシン		5年間 ネンカン		令和×1年度
～令和×5年度		ベンダーによる見積もりの結果、5年間通算の保守費用合計は××百万円、そのうち公益事業に関わるものは、3分の2相当の△△百万円であることから、△△百万円を積立限度額とする。

				□□事業準備資金 ジギョウ		□□事業 ジギョウ		A国において□□事業を予定していたが、A国において紛争が生じたため、当該事業の実施を中止した。同国の情勢を見極めつつ5年後に同事業を再開する目的で、今年度の事業に充当する予定だった資金を特定事業準備資金として積み立てる。 クニ ジギョウ ヨテイ クニ フンソウ ショウ トウガイ ジギョウ ジッシ チュウシ モクテキ コンネンド ジギョウ ジュウトウ ヨテイ シキン		5年間 ネンカン		令和××年度		今年度の予算書に基づき算定した、□□事業のための資金の合計額から、中止までに既に生じていた費用額を控除した残額を積立限度額としている。 コンネンド ヨサンショ モト サンテイ ジギョウ シキン ゴウケイ ガク チュウシ スデ ショウ ヒヨウ ガク コウジョ ザンガク



		②将来において見込まれている収支の変動に備える場合 ショウライ ミコ シュウシ ヘンドウ ソナ バアイ

				定期提出書類 別表C(5)の記載例 テイキ テイシュツ ショルイ ベツ ヒョウ キサイ レイ												積立てに際しての留意事項等 ツミタテ サイ

				 特定費用準備資金の名称
 （貸借対照表科目名）		将来の特定の活動の名称		当該活動の内容 トウガイ カツドウ ナイヨウ		計画期間
（事業年度）		当該活動の
実施予定時期 トウガイ カツドウ ジッシ		積立限度額の算定方法 ツミタテ ゲンド

				資格認定事業積立資金		資格認定事業		当事業では複数種類の資格検定試験を実施しており、その組合せにより事業収入が多い年と少ない年を繰り返すことが合理的に見込まれる。経常増減額がプラスとなった事業年度に積み立て、マイナスになった事業年度に取り崩して講習会費用等に充当し、安定的かつ持続的に事業を行えるようにする。 ジギョウ フクスウ オオ ゴウリテキ ミコ ジギョウ ヒヨウ トウ オコナ		5年間 ネンカン		過去の実績から、経常増減額がプラスとなる令和〇年度、同△年度及び同□年度に積立てを行い、同じくマイナスになると見込まれる令和2年度及び令和5年度に取崩す。 カコ ジッセキ レイワ ネンド ドウ ネンド オヨ ドウ ネンド オナ ミコ レイワ オヨ レイワ ネンド		講習会開催経費1回当り　××万円
（会場費××万円、謝金××万円、旅費交通費××万円、印刷製本費××万円）
開催回数　〇回/年　
→　××万円×〇×5年を積立限度額とする。 アタ マン マン マン マン マン マン

				奨学金事業積立資産 キン		奨学金事業 キン		事務所ビルの家賃収入を奨学金の原資にしているが、当該ビル建替時の3年間は収入が見込めないことから、現在の奨学金事業を維持するために積み立てる。 ジム ショ ショウガクキン コガネ ゲンシ トウガイ キン イジ ツ タ		3年間 ネンカン		令和×1年度
～令和×3年度		令和×年度事業計画書における奨学金事業等の年間予算××万円の3年間分 レイワ キン		その他の事例として、寄附者が減少することへの備えとしての積立てなども考えられます。 タ ジレイ キフ シャ ゲンショウ ソナ ツミタテ カンガ

				学術集会等準備資金		学術集会、〇〇協議会、△△研修会の実施費用		令和〇年度から令和△年度までの学術集会、〇〇協議会、△△研修会の参加料について減額が決定したため、当該減額分を補填するための積立てを行う。 レイワ ネンド トウガイ		3年間 ネンカン		令和〇年4月
～令和△年3月		学術集会収入減額　××万円×3年度分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇〇協議会収入減額　××万円×３年度分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△△研修会収入減額　××万円×３年度分
の合計額を積立限度額とする。 マン キョウギカイ マン ガク ゲンド ガク



		③専ら法人の責に帰すことができない事情により将来の収入が減少する場合 モッパ ホウジン セキ キ ジジョウ ゲンショウ バアイ

				定期提出書類 別表C(5)の記載例 テイキ テイシュツ ショルイ ベツ ヒョウ キサイ レイ												積立に際しての留意事項等 ツミタテ サイ

				 特定費用準備資金の名称
 （貸借対照表科目名）		将来の特定の活動の名称		当該活動の内容 トウガイ カツドウ ナイヨウ		計画期間
（事業年度）		当該活動の
実施予定時期 トウガイ カツドウ ジッシ		積立限度額の算定方法 ツミタテ ゲンド

				〇〇事業準備資金 ジギョウ		〇〇事業 ジギョウ		政策変更に伴う補助金の削減により、収入の減少が想定されることから、事業を安定的に継続するために積み立てる。 セイサク ヘンコウ トモナ ホジョキン サクゲン シュウニュウ ゲンショウ ソウテイ ジギョウ アンテイテキ ケイゾク ツ タ		5年間 ネンカン		令和×1年度
～令和×5年度		令和×1年度～令和×5年度における補助金の削減見込額××万円を積立限度額としている。 ホジョキン サクゲン ミコ ガク マンエン

				△△事業準備資金 ジギョウ		△△事業 ジギョウ		新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、事業計画で予定していたイベントを中止した。今後も同様の理由により当該事業の安定性が損なわれることが想定されることから、事業を安定的に継続するために、開催を見込んで今年度に受け取っていた寄附金や補助金を特定事業準備資金として積み立てる。 シンガタ カンセンショウ カクダイ トモナ ジギョウ ケイカク ヨテイ チュウシ コンゴ ドウヨウ リユウ トウガイ ジギョウ		5年間 ネンカン		令和×1年度
～令和×5年度		今年度にイベント開催を見込んで受け取っていた寄附金及び補助金の合計額から、開催中止までに生じた費用額を控除した残額を積立限度額としている。 コンネンド カイサイ ミコ ウ ト キフキン オヨ ホジョキン ゴウケイ ガク カイサイ チュウシ ショウ ヒヨウ ガク コウジョ ザンガク

				奨学金事業準備資産 ジギョウ シサン		奨学金事業 ジギョウ		対象者が大学に在籍している期間を奨学金支給期間としているが、当法人の主要収入源が株式配当であり、過去の配当政策から今後も配当額が減少となる可能性が高い。仮に減配となった場合に、奨学金事業を継続できない事態が生じかねないため、そのような事態を防ぐため積み立てる。 タイショウシャ キン シキュウ ホウジン カコ ハイトウ セイサク コンゴ ハイトウ ガク ゲンショウ カノウセイ タカ カリ キン ジギョウ ケイゾク ジタイ		4年間 ネンカン		令和×1年度
～令和×4年度		予算上見込んでいる配当収入がゼロになった場合を想定し、翌年度始に在籍予定の奨学生の残余期間に見合う奨学金合計額を積立限度とする。この金額は毎年度再設定する。令和×年度の奨学生は××名を予定しており、××万円を積立限度額としている。 レイワ ド ショウガク セイ ヨテイ マン		左記は、保有する株式の財源が一般正味財産である場合を前提としています。指定正味財産である場合は、既に寄附者等により使途が制約されていることから、特定費用準備資金とすることは適切でないと考えます。 サキ ホユウ カブシキ ザイゲン イッパン ショウミ ザイサン バアイ ゼンテイ シテイ ショウミ ザイサン バアイ スデ キフ シャ トウ シト セイヤク トクテイ ヒヨウ ジュンビ シキン テキセツ カンガ
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（参考）POSSに基づく特費の事例

		※薄い緑のセルは、逆特費と思われるものです。 ウス ミドリ ギャク トク ヒ オモ

		法人コード ホウジン		法人名 ホウジン メイ		事業年度 ジギョウ ネンド		 特定費用準備資金の名称
 （貸借対照表科目名）		将来の特定の活動の名称		当該活動の内容 トウガイ カツドウ ナイヨウ		計画期間
（事業年度）		当該活動の
実施予定時期 トウガイ カツドウ ジッシ		積立限度額の算定方法 ツミタテ ゲンド

		A001125		公益財団法人日本食肉流通センター		令和2年度		特定施設修繕基金		大規模修繕等		平成２７年度からの新棟施設整備基金の積立てを円滑に行うため、今後１０年間に見込まれる大規模修繕等に備えてあらかじめ資金を造成しておくことにより、次の特定の施設修繕を計画的に実施していくことを目的とする。
１．施設の老朽化を原因とする予定価格が１千万円以上になると考えられる修繕
２．フロンガスを含む冷媒の漏洩防止及び冷媒変更のための修繕		10年間 ネンカン		平成２７年度～令和５年度 レイワ		積立限度額：１１億３５８０万円
別紙のとおり、新棟施設整備基金の積立期間中に見込まれる特定の施設修繕に要する経費を積み上げて算定した。

		A001243		公益財団法人放送文化基金		令和2年度		50周年事業積立金		50周年事業		放送文化基金の設立５０周年（令和６年２月１日）を迎えるにあたり、半世紀にわたる当基金の歩みを振り返るとともに、今後一層放送文化を豊かなものにしていく契機となるよう記念事業を実施する。		5年間 ネンカン		令和元年度～令和5年度		現在実施している助成事業の記念事業分として助成額の拡大１,５００万円
全国制作者フォーラム、研究報告会、放送文化基金賞のいずれかを記念事業として拡大実施８００万円（計画額は設立３０、４０周年事業の実施値に基づき算出）
職員の在宅勤務等の事務局の環境整備のための経費として７００万円


		A001359		公益財団法人予防接種リサーチセンター		令和2年度		調査研究事業積立金資産		予防接種調査研究事業		安全で有効な予防接種を推進するため、安全なワクチンの確保とその方法等を研究し、そ
の成果を国民の公衆衛生向上及び増進に寄与することを目的に公益財団法人予防接種リ
サーチセンターの事業として公募する。（3年毎に3課題の研究の公募を行っているが、特
定費用準備資金を積み立て、次回公募時に２課題多く公募を行う。）当初予定では3年計画の最終年度の令和2年度に全額取り崩しを行う予定であったが、1課題の研究者が国の新型コロナウイルス感染症クラスター対策業務のため、研究が実施出来なくなり、翌年度に研究を延期することとなったため、令和2年度末で研究費の1課題分の250万円分は令和3年度に取り崩すこととした。		7年間 ネンカン		平成30年度～令和2年度		対象の研究助成は1課題につき3年にわたる研究助成費用として750万円
（1年250万円が3年分の合計として750万円）とし、2課題分の1,500万円を
積立限度額とする。
平成30年度　予防接種調査研究助成金　250万円×2課題＝500万円
平成31年度　予防接種調査研究助成金　250万円×2課題＝500万円
令和 2年度　予防接種調査研究助成金　250万円×2課題＝500万円

		A001359		公益財団法人予防接種リサーチセンター		令和2年度		公益目的事業積立金資産		公益目的事業		公益目的事業実施における新型コロナウイルス感染症予防対策を契機として、事業継続に必要なテレワークを実施するために使用する機器の整備のため、セキュリティ対策を施した外部から内部ネットワークへの通信機能を持ったノートパソコン（モバイルパソコン）を導入する。		2年間 ネンカン		令和2年7月		費用は、想定するテレワークに対応出来る仕様の中からヒューレットパッカード製ノートパソコン（Ｗｅｂでのカスタマイズ構成見積）を参考に、1台当り176,000円の7台分で1,232,000円を積立限度額とする。なお、当財団の会計規程により資産計上対象外（1台当りの金額が20万円未満）となるため、事業費の備品経費とする。

		A001359		公益財団法人予防接種リサーチセンター		令和2年度		調査研究事業積立金資産②		予防接種調査研究事業		安全で有効な予防接種を推進するため、安全なワクチンの確保とその方法等を研究し、その成果を国民の公衆衛生向上及び増進に寄与することを目的に公益財団法人予防接種リ
サーチセンターの事業として3年毎に3課題の研究の公募を行っているが、令和3年度から始まる3年にわたる研究公募を行った結果、新型コロナウイルスの予防接種に関する研究など、応募が多数あったため、研究2課題の3年分の追加研究助成のための調査研究特定費用準備資金②を積み立て、研究助成を拡大する。		3年間 ネンカン		令和3年度～令和5年度		対象の研究助成は1課題につき3年にわたる研究助成費用として750万円
（1年250万円が3年分の合計として750万円）とし、2課題分の1,500万円を
積立限度額とする。
令和3年度　予防接種調査研究助成金　250万円×2課題＝500万円
令和4年度　予防接種調査研究助成金　250万円×2課題＝500万円
令和5年度　予防接種調査研究助成金　250万円×2課題＝500万円

		A001465		公益社団法人日本フィランソロピー協会		令和2年度		普及啓発事業等積立資金		フィランソロピー活動３０周年記念事業及び情報システムの更改		当協会がフィランソロピーの推進活動を始めて以降、「フィランソロピー元年」、「ボランティア元年」や「CSR元年」など様々な出来事が発生し、様々な活動団体が増加。平成33年度（2021年度）は、当協会がフィランソロピーに関する活動を開始して30周年であることから、それを記念し、改めて当協会の理念である「民主主義の健全な育成」に向け、全国規模の普及・啓発を実施する。		6年間 ネンカン		平成30年度～平成33年度		事業に係る費用の積算に基づき算定。
・フィランソロピー30周年記念事業70,000,000円
・情報システム更改　　　　　　　　　30,000,000円　　計100,000,000円

		A001465		公益社団法人日本フィランソロピー協会		令和2年度		コロナ禍経営安定化資金		コロナ禍経営安定化資金(公益）		コロナ禍影響に伴って収入減が見込まれる中、人件費、委託費、事務所賃借料、他付随費用		3年間 ネンカン		令和2年度～令和4年度		■①2019年度第四半期におけるコロナ禍により事業延期となり、コロナ収束後実施見込部分：1200万円
2019年度第4四半期にかけて実施を予定していた事業がコロナにより開催できなかったため、コロナ終息後に同等の事業を行うための資金として積立
■②安定資金 人件費及び事務所賃借料の1か月分：600万円(公益550万円、管理50万円)                                                                      * R2年度に公益550万を積立、同年中に4,422,288円充当したため差額の1,077,712円を特費に積立 　　　　　　　　　　　　　計13,077,712円(①12,000,000円、②1,077,712円）


		A001465		公益社団法人日本フィランソロピー協会		令和2年度		コロナ禍経営安定化資金		コロナ禍経営安定化資金(管理）		コロナ禍影響に伴って収入減が見込まれる中、人件費、委託費、事務所賃借料、他付随費用		3年間 ネンカン		令和2年度～令和4年度		■安定資金 人件費及び事務所賃借料の1か月分：600万円(公益550万円、管理50万円)                    * R2年度に管理50万円を積立、同年中に481,218円充当したため差額の18,782円を特費に積立                                　　

		A001470		公益社団法人劇場演出空間技術協会		令和2年度		特定費用準備金		JATET劇場演出空間技術展2022		令和2年度はJATET創立30周年となり、当初の計画では2020年12月にJATETフォーラム2020/21を開催予定であったが、新型コロナウイルスの影響により劇場での開催を断念し、セミナープログラムを番組コンテンツとして制作し、インターネット配信によるフォーラムを開催することとした。しかし、新型コロナウィルスが影響して、令和2年度中にはコンテンツの制作及び編集が完了せず、実際の配信事業は令和3年度に実施することとした。このため、令和2年度中の事業費がほとんど発生せず、平成30年度に積立のJATETフォーラム2020用の特定費用準備金250万円は令和3年度に取り崩すこととした。令和3年度に予定していたJATET劇場演出空間技術展2021は、技術展2022として令和4年度に開催することで計画を進める。		7年間 ネンカン		JATET劇場演出空間技術展2022を令和4年度に開催予定として計画を進める。開催場所は未定。																																				令和2年度のJATETフォーラム2020/21は、コロナ禍の影響により2年越しの事業となり、平成30年度に積立の特定費用準備金250万円は、令和3年度に取り崩すことになった。令和元年度に積み立てたJATET劇場演出空間技術展2021用の特定費用準備金120万円は、令和4年度の開催予定に変更した技術展2022に使用する予定とする。令和2年度については、特定費用準備金の積立は行わない。

		A001476		公益社団法人日本表面真空学会		令和2年度		周年記念事業引当預金		周年事業		合併5、10，15周年記念出版を実施する。		10年間 ネンカン		令和5年、令和10年、令和15年		合併5周年記念出版事業費用：200万円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合併10周年記念出版事業費用：200万円　                                                 　　　　　　　　　　　　　合併15周年記念出版事業費用：200万円

		A001476		公益社団法人日本表面真空学会		令和2年度		国際会議引当預金ISSP		国際会議事業ISSP		2019年度実施の国際会議（ISSP2019）開催のための費用に充当する。当該国際会議は2年ごとに、本学会が主催する国際会議であり、海外からの参加者を含め、多数の参加が期待される。		7年間 ネンカン		令和3年、令和5年		過去の実績費用に基づく
国際会議会議場費用：200万円
アブストラクト印刷費：50万円
参加登録委託費：250万円

		A001490		公益財団法人持田記念医学薬学振興財団		令和2年度		40周年記念助成金等準備資金		40周年記念助成金等及び40周年記念助成事業等		2023（令和5）年度に財団設立40周年を迎えるため、2023（令和5）年度に使用する40周年記念助成金等、40周年記念助成事業等を実施するための公益目的事業会計費用及び法人会計管理費として積立てます。		4年間 ネンカン		2023（令和5）年度から2024（令和6）年度を予定		2013（平成25）年度30周年記念時の記念助成金等の実績90,000,000円を基に、運用益を含めて100,000,000円を積立て限度額とします。


		A001559		公益財団法人伊藤記念財団		令和2年度		研究助成事業積立資金		研究助成事業		本財団の基幹事業である研究助成事業の拡大と安定化を目的として積立てる。		8年間 ネンカン		平成31年度から令和7年度までの7年間		過去の年間研究助成額の最低金額10,000千円に拡大額10,000千円を加えた20,000千円を年間積立限度額とし、期間を10年間として20,000千円×10年間の総計200,000千円を積立限度額とする。

		A001560		公益社団法人日本眼科医会		令和2年度		90周年記念事業積立資産		創立90周年記念事業		目の身体障害者手帳を受けている方の3大疾病である、緑内障、糖尿病網膜症、加齢黄斑変性症について講演による啓発活動を行う		5年間 ネンカン		令和3年		会場費、講師謝金、旅費交通費、通信運搬費、消耗品費、印刷製本費等

合計：12,000,000円

		A001567		公益財団法人原子力安全研究協会		令和2年度		環境放射線（能）に関する調査研究積立金		環境放射線（能）分析及びモニタリング事業		国による中間貯蔵施設の整備が進められていることから、区域内及び周辺の放射線量の状況を調査し、周辺環境への影響を把握することが必要である。本業務は、中間貯蔵施設区域及び周辺地域における空間線量率や土壌調査等を実施し、その結果等について評価・検討を行う。		7年間 ネンカン		令和８年度		環境放射線（能）分析及びモニタリング研究施設に係る資機材等経費（食品・環境放射能測定装置、環境放射線分析器、空間線量測定器等9,400万円）、設備等経費（分析場建設費用（土地及び建物6億6,000万円）合計7億5,400万円を目標積立額とする。また、平成30年度まで研究積立金で積み立てていた2億6,760万円をR1年度に本積立金に積み替えを行った。

		A001622		公益財団法人ＮＩＲＡ総合研究開発機構		令和2年度		2020年記念事業資金		2020年記念プロジェクト		世界が日本に注目する東京オリンピック・パラリンピックに合わせて、日本で国際的なフォーラムを開催し、われわれが直面する現状の課題が何かを把握するとともに、将来に向けた市場経済、政治、そして、社会の在り方の道筋を示すことで、変革期にある世界の安定に向けてメッセージを発出する。		6年間 ネンカン		平成31年度～令和3年度		本プロジェクトに係る費用は、給与手当25百万、諸謝金3百万、旅費交通費7百万、PR費用5百万円、印刷費等4百万円、ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ費用等11百万円の合計55百万円を見込んでいる。

		A001622		公益財団法人ＮＩＲＡ総合研究開発機構		令和2年度		海外連携事業資金		グローバル・マイ・ビジョン プロジェクト		主に日本国内の諸問題について５人の識者の意見を発信する「わたしの構想」をよりグローバル化し、国内外への発信を強化するプロジェクト。
世界経済の見通し、自由貿易の行方、中国経済の動向といった、各国に共通する重要課題について、それぞれの国の識者に論じてもらい、定期的な発信を行う。アジア、欧州、米国などの各国から識者を５名程度選出して行う予定。		6年間 ネンカン		平成30年度～令和4年度		本プロジェクトに係る費用は、給与手当810万円、諸謝金2,025万円、旅費交通費450万円、編集･翻訳費450万円、印刷費585万円、PR費用180万円を見込んでいる。

		A001622		公益財団法人ＮＩＲＡ総合研究開発機構		令和2年度		知識ネットワーク構築事業資金		東西知識人のネットワーク構築プロジェクト		アジア、日本が直面する課題が何であるかを共有し、それへの対応策を議論し、政策に生かすための仕組みを構築する。年に１回、フォーラムを開催し、アジア、日本が直面する１０大リスクについて議論する。		9年間 ネンカン		令和元年度～令和8年度		本プロジェクトに係る費用は、給与手当42百万、諸謝金9.6百万、印刷費4.9百万、委託費4.2百万円、ﾌｫｰﾗﾑ費等10.5百万円の合計71.2百万円を見込んでいる。

		A001622		公益財団法人ＮＩＲＡ総合研究開発機構		令和2年度		政策共創の場の構築事業資金		政策共創の場の構築事業		政策に関する議論の場を幅広く提供するため、様々な分野の専門家に政策についての考えを提示してもらう場を構築する。専門家への「問い」を外部から広く募集し、該当する分野の専門家に短めの論考の提出を依頼する。		7年間 ネンカン		令和2年度～令和7年度		本プロジェクトに係る費用は、給与手当8.6百万、諸謝金9.5百万、印刷費6百万、委託費22.9百万円の合計47百万円を見込んでいる。

		A001622		公益財団法人ＮＩＲＡ総合研究開発機構		令和2年度		調査体制とデータベースの構築事業資金		調査体制とデータベースの構築事業		様々な手法を駆使し、科学的知見に基づいた提言を発出するための調査体制とデータベースの構築を図る。		3年間 ネンカン		令和3年度～令和4年度		本プロジェクトに係る費用は、給与手当1.5百万、印刷費0.5百万、委託費8百万円の合計10百万円を見込んでいる。

		A001639		公益財団法人中部科学技術センター		令和2年度		科学の祭典積立資金		青少年のための科学の祭典（名古屋大会・東三河大会）		次世代層の科学技術への関心と理解増進を図るため、多くの青少年が実験や工作を通じて科学技術の楽しさや面白さを体験し、発見する喜びや感動を実感できる機械を地域の理科教師、諸団体、産業界等と協力して開催する。		9年間 ネンカン		毎年１０月（名古屋大会）と１月（東三河大会）に実施		平成２５年度以降７年間の会場設営費や印刷費等の費用に基づく。

		A001639		公益財団法人中部科学技術センター		令和2年度		中部サイエンスネットワーク積立資金		中部サイエンスネットワーク		理科・科学好きな人材を輩出し続けるために、地域で開催されるサイエンスイベント等の情報を収集・体系化し、小・中学生をはじめ一般の人々へ提供するとともにサイエンスイベント等に関わる個人・団体等のネットワークを形成し、地域における科学技術に関する普及啓発活動の有機的、効果的な連携を図る。		11年間 ネンカン		通年実施		平成２９年度以降１０年間において当該事業の実施に必要な旅費及び委託費等の経費見積に基づく。

		A001723		公益社団法人日本キリスト教海外医療協力会		令和2年度		60周年記念事業準備資金		創立60周年記念事業		当初計画：2020年（令和2年）に創立60周年記念事業として、記念集会開催、活動紹介DVD製作等を行う。支援者への感謝を表すとともに、活動の成果をわかりやすく伝え、より多くの支援者を得る機会とすることを目的とする。
→新型コロナウイルス感染拡大により、集会や海外渡航を伴う事業実施が困難になったため、理事会で次のように計画を変更した。2021年（令和3年）に啓発のための絵本製作、2022年（令和4年）に活動紹介DVD製作を行う。記念集会は開催しない。		10年間 ネンカン		令和2年度→令和3年度及び令和4年度に変更		記念集会　700,000円　東京及び関西で開催
活動紹介DVD製作　3,500,000円　2カ国で撮影　15分×2本のDVD
（平成22年の50周年記念事業の実績をふまえて算定）
→以下のとおり変更する。
啓発絵本製作　1,834,000円
活動紹介DVD製作　2,366,000円　2カ国で撮影　15分×2本のDVD

		A001723		公益社団法人日本キリスト教海外医療協力会		令和2年度		使用済み切手運動60周年記念事業準備資金		使用済み切手運動60周年記念事業		2024年（令和6年）に使用済み切手運動60周年記念事業として、記念集会を開催する。協力者への感謝を表すとともに、より多くの人が使用済み切手収集による国際協力活動に参加するよう周知する機会とする。		11年間 ネンカン		令和6年度		記念集会　2,000,000円　東京及び関西で開催
（会場費、講師謝礼、交通費、チラシ印刷・郵送費等）
平成26年の50周年記念事業の実績をふまえて算定）

		A001752		公益財団法人船井情報科学振興財団		令和2年度		奨学事業記念資金		15周年記念奨学事業及び20周年記念奨学事業		15周年記念事業として10名、20周年記念事業として平成28年度以降奨学事業対象者の増員を行い、奨学事業の充実を図る。なお、2021年度から5年間4人ずつ増員を実施する。
		10年間 ネンカン		平成2７年度及び平成28年度以降の各年度		令和2年度末の奨学事業記念資金が4億8513万円の算定根拠（解消計画）は以下のとおりである。

2021年度　
1年目の人授業料　40000ドル/年、生活費3000ドル/月で7か月、サマースクール上限10000ドルだが利用者が少なく0.2人が利用すると想定（2000ドル/人）、支度金50万円/人、飛行機代25万円/人（往復支給）、対象者4人、
　　　＊今期から生活費を3000ドル/月に引き上げ
　　　　＊為替1ドル＝110円
2022年度　
1年目の人　授業料　40000ドル/年、生活費3000ドル/月で7か月、サマースクール上限10000ドルだが利用者が少なく0.2人が利用すると想定（2000ドル/人）、支度金50万円/人、夏季交流会3000ドル/人、飛行機代25万円/人（往復支給）、対象者4人
2年目の人　授業料　50000ドル/年、生活費3000ドル/月で12か月、夏季交流会3000ドル/人、対象者4人
＊為替110円
2023年度
　1年目の人　授業料　40000ドル/年、生活費3000ドル/月で7か月、サマースクール上限10000ドルだが利用者が少なく0.2人が利用すると想定（2000ドル/人）、支度金50万円/人、夏季交流会3000ドル/人、飛行機代25万円/人（往復支給）、対象者4人
2年目の人　授業料　50000ドル/年、生活費3000ドル/月で12か月、夏季交流会3000ドル/人、対象者4人
　3年目の人　授業料　20000ドル/年、生活費3000ドル/月で5か月、夏季交流会3000ドル/人、奨励金1500ドル/半期、対象者4人
　　＊支援期間2年終了後は、半期ごとに研究奨励金1500ドルを支給
　　＊為替1ドル＝110円
2024年度
    1年目の人　授業料　40000ドル/年、生活費3000ドル/月で7か月、サマースクール上限10000ドルだが利用者が少なく0.2人が利用すると想定（2000ドル/人）、支度金50万円/人、夏季交流会3000ドル/人、飛行機代25万円/人（往復支給）、対象者4人
2年目の人　授業料　50000ドル/年、生活費3000ドル/月で12か月、夏季交流会3000ドル/人、対象者4人
　3年目の人　授業料　20000ドル/年、生活費3000ドル/月で5か月、夏季交流会3000ドル/人、奨励金1500ドル/半期、対象者4人
　4年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル/人
　　＊為替110円
2025年度　　
　　1年目の人　授業料　40000ドル/年、生活費3000ドル/月で7か月、サマースクール上限10000ドルだが利用者が少なく0.2人が利用すると想定（2000ドル/人）、支度金50万円/人、夏季交流会3000ドル/人、飛行機代25万円/人（往復支給）、対象者4人
2年目の人　授業料　50000ドル/年、生活費3000ドル/月で12か月、夏季交流会3000ドル/人、対象者4人
　3年目の人　授業料　20000ドル/年、生活費3000ドル/月で5か月、夏季交流会3000ドル、奨励金1500ドル/半期、対象者4人
　4年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル/人
　　5年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル/人
　　＊為替110円
2026年度
2年目の人　授業料　50000ドル/年、生活費3000ドル/月で12か月、夏季交流会3000ドル/人、対象者4人
　3年目の人　授業料　20000ドル/年、生活費3000ドル/月で5か月、夏季交流会3000ドル、奨励金1500ドル/半期、対象者4人
　　4年目・5年目・6年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル/人、対象12名
　　＊為替1ドル＝110円
2027年度
　　まる6年でPh.D.取得と想定しているので、7年目の人は上半期のみ研究奨励金1500ドル取得。帰
りの飛行機代も加算。
3年目の人　授業料　20000ドル/年、生活費3000ドル/月で5か月、夏季交流会3000ドル、奨励金1500ドル/半期、対象者4人
　　4年目・5年目・6年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル、対象12名
　　7年目　研究奨励金1500ドル、帰りの飛行機代25万円、対象4人
　　＊為替1ドル＝110円
2028年度
４・５・6年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル、対象12人
7年目　研究奨励金1500ドル、帰りの飛行機代25万円、対象4人
　　＊為替1ドル＝110円
2029年度
    5・6年目の人  研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル、対象8人
　　7年目の人　研究奨励金1500ドル、帰りの飛行機代25万円、対象4人
　　＊為替1ドル＝110円
2030年度
　　6年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル、対象4人
　　7年目の人　研究奨励金1500ドル、帰りの飛行機代25万円、対象4人
　　＊為替1ドル＝110円
2031年度
　　7年目の人　研究奨励金1500ドル、帰りの飛行機代25万円、対象4人
　　＊為替1ドル＝110円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


		A001795		公益財団法人佐藤陽国際奨学財団		令和2年度		30周年記念事業特定資産		30周年記念事業		設立30周年の事業として、記念事業やリビジットプログラムを実施して財団のネットワークを強化する。事業の内容と金額は下記の通りである。ホームカミングデー及び記念式典　30,000,000円
リビジットプログラム　　　　　　　　　 30,000,000円
                                          合計60,000,000円		11年間 ネンカン		第19事業年度（令和8年度）　設立30周年		2016年度に実施した20周年記念事業の実績金額をベースに算定した。

		A001817		公益財団法人国際花と緑の博覧会記念協会		令和2年度		国際園芸博覧会出展事業積立資産		国際園芸博覧会出展事業		2022年開催予定のアルメール国際園芸博覧会（フロリアード2022）における日本国政府出展に協力する。		4年間 ネンカン		令和元年4月1日～令和4年3月31日		旅費交通費（渡航費）1,000,000円、委託費（出展企画業務委託料）9,000,000円、負担金・会費（出展業務負担金）10,000,000円

		A001817		公益財団法人国際花と緑の博覧会記念協会		令和2年度		法人運営安定化資産		安定した公益目的事業実施		安定した公益目的事業実施		4年間 ネンカン		令和2年4月1日から令和5年3月31日まで		助成金支出20,000,000円、委託費20,000,000円、負担金会費20,000,000円

		A001833		公益社団法人日本理容美容教育センター		令和2年度		技術大会事業積立資金		全国理容美容学生技術大会		学生の技術向上及び理容教育並びに美容教育の啓発普及を図るために技術大会を開催するための資金。		16年間 ネンカン		毎事業年度　地区大会7月～8月　　全国大会　11月		・地区大会
　　北海道、東北、関東、東京、信越北陸、東海、近畿、大阪、中国、四国、九州にて
　　1,600,000,000円を予定。
・全国大会にて800,000,000円を予定。

		A001865		公益財団法人自動車リサイクル促進センター		令和2年度		情報システム刷新準備資金		情報システムの刷新等		平成３５年度（予定）における情報システム刷新のために実施する平成３３年度から平成３５年度にかけての調査・業務設計、詳細設計・開発・移行、稼働検証・調整等		11年間 ネンカン		積立金の取崩期間である令和３年度から令和５年度までの３年間		当該活動は、情報システムの初期構築時と同様の作業が想定される。従って、初期構築時に要した額のうち本財団の資金管理センター、再資源化支援部及び情報管理部のシステム構築等に要した額（約１４２億円）のうち料金で負担することが見込まれる金額（７１．４４億円）が積立限度額となる。

		A001885		公益社団法人日本道路協会		令和2年度		世界道路会議準備引当資産		世界道路会議事業活動		世界道路協会（通称ＰＩＡRＣ、本拠地仏国）が主催する第26回世界道路会議に出席し、各国と道路に関する会議・情報交換を行うとともに、技術展示会に出展して日本の道路技術の海外展開を支援する。(4年に1回開催)		10年間 ネンカン		平成27年度、令和元年度、令和5年度		　一回当り　　30百万円
　床代　　　　　　　　4,000,000円　（過去実績　  3,861千円）
　展示作成費　　  25,000,000円　（過去実績　33,610千円）
　旅費　　　　　　　　1,000,000円　（過去実績　  1,077千円）

		A001885		公益社団法人日本道路協会		令和2年度		日本道路会議準備引当資産		日本道路会議事業活動		日本道路会議は、道路の行政、建設、維持管理、都市計画及び道路交通に取り組んでいる全国の関係者が参画して、道路に関する広範な問題について研究成果を発表し、意見を交換する道路界における我が国最大の会議であり、昭和２７年以降隔年毎に開催している。		14年間 ネンカン		平成２７年度、平成２９年度、令和元年度、令和３年度、令和５年度、令和７年度、令和９年度		一回当り　１5百万円
会場備品等借上費　　10,000,000円　（過去実績　8,357千円）

論文集発行費　　　　  5,000,000円 　（過去実績　5,864千円）

		A001885		公益社団法人日本道路協会		令和2年度		国際交流事業活動準備引当資産		国際交流事業活動		ＰＩＡＲＣ、ＩＲＦ、ＲＥＡＡＡなど国際機関及び海外の技術専門家との意見交換会等を開催するほか、関連する国際会議への参画を通して日本の道路技術の向上を図る。		10年間 ネンカン		平成２８年度～令和６年度		単年度当り、１２百万円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30年度PIARC総会経費
　・会場備品等借上費　　　　８，０００，０００円　　　　　・総会経費　　１５，０００，０００円
　・現場視察費　　　　　　　　 　 　５００，０００円
　・印刷・交通費等事務費　　３，５００，０００円

		A001885		公益社団法人日本道路協会		令和2年度		技術交流促進事業準備引当資産		技術交流促進事業活動		日本道路協会の会員をはじめ道路関係者等の知識、見識の向上と理解を深めるため、セミナーや講演会等を開催して道路施策に関する最新の動向に関する情報を提供するとともに、道路に関するニーズを的確に把握する。		12年間 ネンカン		平成２８年度～令和８年度		単年度当たり８百万円
　　・会場備品等借上費　　　 ２，０００，０００円
　　・講師謝金費　　　　　　 　 ２，０００，０００円
　　・印刷、交通費等事務費　４，０００，０００円

		A001885		公益社団法人日本道路協会		令和2年度		執務室等防災耐震化事業準備引当資産		執務室耐震化等事業		執務室及び倉庫の防災耐震化のための修繕、補強などを行う。		5年間 ネンカン		平成３０年度～令和３年度		単年度当たり4００万円
　　・執務室ＯＡフロアー化（防災）　　4００万円
　　・倉庫の耐震補強化（耐震）　　　 3００万円

		A001885		公益社団法人日本道路協会		令和2年度		講習会等システム化事業準備引当資産		講習会等システム化事業		講習会、会員等申請・受付、請求書作成などの業務のシステム化等を行うことより業務の効率化を図る。		7年間 ネンカン		平成３０年度～令和５年度		単年度当たり８００万円
　　・システム構築　  ５００万円
　　・データ移行等　　３００万円
　　

		A001913		公益財団法人日本レクリエーション協会		令和2年度		地域事業普及促進強化積立資産		地域事業普及促進強化		都道府県レクリエーション協会等で行われる公益事業をより普及・促進するために、当該協会の運営状態を分析し。事業自体への支援、機能の合理化及び運営体制の見直し、経営とガバナンスに対する意識の高い運営者の育成等を行う。令和2年度に予定していた事業については、コロナ禍の影響により実施できなかったため、計画予定期間を1年延期した。		9年間 ネンカン		令和２年度		毎年、５～１０の都道府県レクリエーション協会について、地域事業の普及促進に向けた強化策を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０都道府県　X　５００，０００円＝５，０００，０００円

		A001913		公益財団法人日本レクリエーション協会		令和2年度		人材養成・活用促進事業積立資産		人材養成・活用促進事業		子どもたちの体力向上や高齢者・障がい者の健康・生きがいづくり等に資するレクリエーション活動及び研修プログラムを、公認指導者を活用して無償提供する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    この無償提供するレクリエーション活動の幅を広げ、指導にあたる公認指導者の質を高めるための研修を行う。令和2年度に予定していた事業については、コロナ禍の影響により実施できなかったため、計画予定期間を1年延期した。		10年間 ネンカン		令和元年度		①年間３６５件の無償提供。１件あたり１２，０００円程度の謝金（税・交通費込み）を支給　　　　　　　　　  　３６５件　X　１２，０００円＝４，３８０，０００円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ②毎年、東京にて講師トレーニングを実施　６２０，０００円

		A001923		公益社団法人アジア産業技術交流協会		令和2年度		実習生交流会館開設資金		実習生交流会館を設置する		アジア諸国の技能実習生と多様な世代・様々な産業分野の一般人が双方向に作用して学び、アジア諸国の技能実習生が異国の地で相互に影響し合ってアジア各国と日本の文化を学び、日本とアジア諸国の言語・文化が相互に作用する、互いに影響し合う情報に溢れた会館を設置する。		5年間 ネンカン		令和3年度 レイワ ネンド		内装費（本店移転に伴い、同じ場所に設置）
パーティーション・天井補強工事・受付カウンター　　1,600,000

パソコン・パソコンブース　　　　　　　　　　　　　　　　　　550,000

机・椅子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,250,000

プロジェクター・スクリーン・マイク等　　　　　　　　　　　330,000

配線等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　270,000

　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,000,000

		A001997		公益財団法人医療機器センター				ＩＣＴシステム整備引当資産		ＩＣＴシステム整備		積極的な広報活動や情報提供・パブリシティ活動及びＩＣＴシステムを活用した教育・人材育成活動等を実施するため、当財団のＷＥＢシステムを改修する費用に充てる。
【H31(R1)追加】
テレワーク等業務効率化に資するICTシステムの整備・充実に向けて活動を行っていく
【R2変更】
令和３年度からの第二期中期経営計画に基づき、広報活動・デジタル化推進等を積極的かつ継続的に行っていくために未整備であるＩＣＴシステムの充実に向けて活動する		9年間 ネンカン		平成28年度から令和5年度		【変更前】
ＷＥＢシステム改修費用の見積書を徴し、端数を除いた金額を積立限度額とした。
Webサイト企画構成・デザイン等700,920円、コーディング等費用306,504円
教育用受講受付管理システム6,048,000円、受講管理システム（ｅラーニング+Webﾃｽﾄ）
3,024,000円
【H30変更後】
当初平成３０年度までの計画であったが、広報活動等を積極的かつ継続的に行っていくために未整備であるＩＣＴシステムの充実に向けて活動する。
見積書内容　講習会WEB申込システム2,559,600円、HP製作費5,471,064円、
ICTシステム基盤整備マネジメント費9,180,000円
【H31(R1)追加】
テレワーク対応ノートPC及び会計機関連クラウドシステム化費用の見積を徴し、その金額を積立限度額とした。
テレワーク用ノートパソコン１５台1,487,475円、会計機クラウド費用3,230,700円
【R２変更後】
ＨＰ制作5,471,064円及びＩＣＴ整備にかかる体制整備プロジェクト等10,170,000円の見積額を算出しその金額を積立限度額とした
HP製作費5,471,064円、ICTシステム基盤整備マネジメント費10,170,000円

		A001997		公益財団法人医療機器センター				ハブ機能強化引当資産		ハブ機能強化		第二期中期経営計画における「人財及び情報のハブ機能の明確化・強化」を実現すべく、財団の機能強化と外部組織との連携強化のための活動を行う		4年間 ネンカン		令和３～５年度		若手研究者支援にかかる人件費・研修費等費用及び助成金、医機なびのイベント等にかかる費用、機能強化のために必要な人材を雇用する人件費等の見積額を算出し、その金額を積立限度額とした
若手研究者支援等人件費謝金（給与+法定福利費）16,296,440円、助成金9,000,000円、人財研修費5,775,000円、WEBサイト構築等1,994,850円、広報パンフレット費用1,541,910円研修費医機なびイベント費用11,484,000円（限度額9,000,000円）

		A001997		公益財団法人医療機器センター				特任研究員雇用引当資産		シンクタンク事業		別紙３「２．（１）公益目的事業について［１］事業の概要について」に記載のアの事業において、シンクタンクとしての組織拡大と機能の充実を図るため、若手研究者や企業等を退職したシニア研究員を雇用する費用に充てる。
当該事業に関しては平成27～29年度に行うこととしていたが、当財団の中期経営計画（平成28～32年度）において「今後当財団が果たすべき役割と取組」を掲げておりその中の「事業化支援」「シンクタンク」「教育・人材育成」に関連してそれらを推進する必要性があることから若手・シニア研究者の雇用計画を平成32年度まで推進することとする。
【令和２年度変更】
令和３年度からの第二期中期経営計画（R３～R７）に則り、事業化支援・シンクタンク機能強化を推進する必要性があることから若手・シニア研究者の雇用計画を令和７年度まで推進することとする 		11年間 ネンカン		平成28年度～令和7年度		【変更前】
特任研究員を3名雇用することとし、給与・法定福利費を算出し、その約3年分
月額給与：350千円／人
法定福利費：27年度-626,755円／人、28年度-634,399円／人、29年度-642,043円／人として３名分×３年間分を限度額とした。
【変更後】
特任研究員を3名雇用することとし、給与・法定福利費を算出し、その3年分とする
月額給与：350千円／人／月
法定福利費：54,468円／人／月として、３名分×３年間分を積立限度額とした。
（社会保険料率変更のため）
【H30年度変更後】
令和元年度より、シンクタンク事業の拡張による研究員不足の解消のため特任研究員を4名雇用することとし、給与370千円・法定福利費57,647円／人／月、通勤費として４名分×２年間分を積立額とする。
【令和２年度変更後】
特任研究員を７名雇用することとし、給与等（法定福利費含）を算出、その５年分とする

		A001997		公益財団法人医療機器センター				認証審査員雇用引当資産		認証事業		別紙３「２．（１）公益目的事業について［１］事業の概要について」に記載のイの事業、指定高度管理医療機器等の製品認証(認証事業）の推進において、認証審査員（専門知識の習得と模擬審査の経験からなる資格要件を満たす長期のトレーニングを要する）を確保する必要があることから雇用計画を推進することとする		4年間 ネンカン		令和２～４年度		認証審査員を２名雇用することとし、給与・通勤手当・法定福利費等を算出しその３年分
月額給与：550千円／人、賞与年額：1740千円／人、通勤手当：13千円／人、法定福利費年額：240千円/人として２名×３年間分を限度額とした

		A001997		公益財団法人医療機器センター				35周年記念事業引当資産		３５周年記念事業		社会環境の大きな変化の中、これからの当財団に期待される役割や社会的使命も変化していくことを踏まえ、今後の当財団への期待を産官学臨のステークホルダーからヒアリングし取りまとめる調査事業を行うとともに３５周年記念誌として出版し、次期中期経営計画の礎とする
		3年間 ネンカン		令和２年度		産官学臨のステークホルダーからヒアリングし取りまとめる調査事業として可視化調査費用5,092,109円及び記念誌印刷代1,562,000円の見積書を徴し、その金額を積立限度額とした

		A002023		公益財団法人オイスカ				海外環境保全積立資産（旧海外環境保全準備資金）		海外環境保全事業		開発途上国の農山漁村地域での環境保全を目的とした森林整備活動を行う。近隣自治体の職員や住民を集めた環境保全に関するセミナーも開催する。		11年間 ネンカン		平成22年4月～令和3年3月		積立の原資としては21年度海外環境保全準備資金（78百万円）と法人移行時に組み換えた基本財産分（20百万円）を充てる。

（算出根拠）
インドネシア、フィリピン、タイ、フィジー、バングラデシュにおけるマングローブ植林事業
資機材費　17,500,000円
旅費交通費　7,000,000円
燃料費　2,800,000円
現地謝金手当　7,500,000円
役務費　13,150,000円
印刷製本費　150,000円
通信運搬費　750,000円
会議費　750,000円
修繕費　2,700,000円
保険料　600,000円
雑費　100,000円
計　5300万円
出資者（梅田登氏）の意向により、マングローブ植林については当初より規模を拡大して実施することとしたため、算出根拠額が認定申請時より増額された（23年度修正済）。

中国内モンゴル地区での植林事業
資機材費　13,700,000円
旅費交通費　3,200,000円
燃料費　1,000,000円
現地謝金手当　7,400,000円
役務費　2,000,000円
印刷製本費　80,000円
通信運搬費　2,400,000円
光熱水料費　5,000,000円
修繕費　300,000円
賃借料　1,800,000円
保険料　250,000円
雑費　30,000円
計　3500万円

いずれも21年度実績より算定した

		A002023		公益財団法人オイスカ				「子供の森」計画積立資産（旧「子供の森」計画準備資金）		「子供の森」計画事業		これまで育成してきた当事業推進にかかる人材の技術向上を目的としたセミナーの開催、また海外の子どもたちを本邦へ招聘し先進的な環境への取り組みを行う日本の子どもたちとの交流などを行う。				平成22年4月～令和3年3月		原資として平成21年度特定資産である「子供の森」計画準備資金（153百万円）を充てる。

１．過去の同様の事業の開催経費から算定し、年度毎のセミナー開催、子ども招聘にかかる旅費、滞在費、交流費等の費用としてそれぞれ500万円／年を予定している。

　セミナー開催（10名、2週間を予定）
　　内訳　旅費交通費　2,800,000円
　　　　　　会議費　　　　　500,000円
　　　　　　滞在費　　　　　500,000円
　　　　　　賃借料　　　　　300,000円（車両借り上げ）
　　　　　　燃料費　　　　　100,000円
　　　　　　消耗品費　　　 100,000円
　　　　　　諸謝金　　　　　100,000円
　　　　　　印刷製本費　　150,000円
　　　　　　資機材費　　　 200,000円
　　　　　　保険料　　　　　150,000円
　　　　　　雑費　　　　　　 100,000円

２．子ども招聘事業（子ども8名、同行者2名、3週間程度を予定）
　　内訳　旅費交通費　2,500,000円
　　　　　　滞在費　　　　　500,000円
　　　　　　会議費　　　　　500,000円
　　　　　　体験活動費　　300,000円
　　　　　　賃借料　　　　　300,000円（車両借り上げ）
　　　　　　燃料費　　　　　200,000円
　　　　　　消耗品費　　　 100,000円
　　　　　　諸謝金　　　　　100,000円
　　　　　　印刷製本費　　100,000円
　　　　　　資機材費　　　 150,000円
　　　　　　保険料　　　　　150,000円
　　　　　　雑費　　　　　　 100,000円
３．「子供の森」計画に参加する国と地域、学校等の拡大のための調査・調整にかかる費用　300万円
　　　　　内訳　
　　　　　　旅費交通費　１,8000,000円
　　　　　　滞在費　　　　　550,000円
　　　　　　会議費　　　　　500,000円
　　　　　　保険料　　　　　 50,000円
　　　　　　雑費　　　　　　100,000円　　　　

		A002023		公益財団法人オイスカ				人材育成技術協力研修積立資産（旧人材育成技術協力研修準備資金）		人材育成技術協力研修事業		開発途上国からの研修生を受入、本邦にある当法人所有の研修センターにおいて1年乃至3年間の研修を行う。年間50名程度の研修生の派遣希望が海外の協力機関より出されており、それらの期待に応えるため当資金より取り崩して毎年6名分程度を実施する。研修内容としては農業一般、農業指導者育成等を予定している。		11年間 ネンカン		平成23年4月～令和3年3月		積立の原資としては、21年度特定資産である人材育成技術協力研修準備資金（177百万円）を充てる。
平成21年度までの実績から、研修生の渡航費約10万円、滞在費約100万円、手当36万円、保険料約5万円、講師謝金約50万円など経費として年間1名あたり200万円程度が必要となる。本人材育成技術協力研修積立資産より年間6名、当面経常収支において資金難と想定される5年間で計30名程度の受入れを予定している。当初計画より資金難が深刻化したため計画期間を前倒しした。

		A002023		公益財団法人オイスカ				国内環境保全積立資産（旧国内環境保全準備資金）		国内環境保全事業		富士山麓の病害虫を受けた地域の森づくり事業ならびに東日本大震災で被災した宮城県名取市の海岸林再生事業に資する																																		
																																		
																																				11年間 ネンカン		平成21年4月～令和3年3月		積立の原資としては21年度特定資産である国内環境保全（38百万円）を充てる。不足する分を24年度以降に積み増す。
海岸林再生プロジェクト10か年支出計画
平成23年4月～令和4年3月
給与手当　　　115,800,000円
旅費交通費　　73,000,000円
通信運搬費　　11,500,000円
会議費　　　　　15,400,000円
滞在費　　　　　　4,200,000円
体験活動費　　　9,000,000円
資機材費　　　　28,600,000円
消耗品　　　　 　10,000,000円
修繕費　　　　　　5,500,000円
広報費　　　　　　4,600,000円
燃料費　　　　　 11,000,000円
賃借料　　　　　　8,000,000円
諸謝金　　　　　 17,900,000円
委託費　　　　　 93,000,000円
雑費　　　　　　　42,000,000円
その他　　　　　　50,500,000円
　　　　　　合計　500,000,000円

		A002023		公益財団法人オイスカ				60周年記念事業準備資産		オイスカ創立60周年記念事業		2021年(平成33年)に迎える60周年を記念する事業に支出
記念式典の開催
60周年市の発刊		6年間 ネンカン		平成28年～令和3年		記念誌発行
記念行事
20,000,000円

		A002031		公益社団法人日本鍼灸師会				周年事業積立資産		設立周年記念市民公開講座		本会設立5年ごとに市民公開講座として公衆衛生向上のための講演会を参加無料で開催する。経費を300万円とし平成27年度から毎年60万円ずつ5年間積み立てる。		6年間 ネンカン		令和2年度		経費の積算根拠：会場費100万、講師料30万、印刷製本費(ポスター、チラシなど)80万、旅費交通費(スタッフ)50万、通信運搬費30万、雑費10万　合計300万

		A002031		公益社団法人日本鍼灸師会				75周年事業積立資産		設立周年記念市民公開講座		本会設立5年ごとに市民公開講座として公衆衛生向上のための講演会を参加無料で開催する。経費を300万円とし令和2年度から毎年60万円ずつ5年間積み立てる。		6年間 ネンカン		令和2年度		経費の積算根拠：会場費100万、講師料30万、印刷製本費(ポスター、チラシなど)80万、旅費交通費(スタッフ)50万、通信運搬費30万、雑費10万　合計300万

		A002034		公益社団法人農業農村工学会				周年記念事業積立資産		創立100周年記念事業		定款第５条第２号、第４号及び第６号の事業のうち、創立100周年を記念して実施する活動を目的とする。		10年間 ネンカン		創立100周年を記念して実施する活動時期		５０百万円（創立８０周年記念事業の実績額に準じた金額）

		A002034		公益社団法人農業農村工学会				周年記念事業積立資産		創立９０周年記念事業		定款第５条第２号、第４号及び第６号の事業のうち、創立９０周年を記念して実施する活動を目的とする。		4年間 ネンカン		創立９０周年を記念して実施する活動時期		５０百万円（創立８０周年記念事業の実績額に準じた金額）

		A002037		公益財団法人トヨタ財団				50周年記念事業積立金		トヨタ財団設立50周年記念事業		令和6年10月に迎える設立50周年を記念した事業（記念シンポジウム・50年史発行等）を実施		8年間 ネンカン		令和6年10月前後		30年史編纂費(総額136百万円・2003～2005年度)、40周年記念国際会議開催関係費(総額29百万円・2014～2015年度)をもとに、50周年記念事業に相応しい事業規模として以下のとおりの金額を見込む
(1)50周年史編纂 40百万円
   取材・原稿作成・翻訳 10百万円
   編集・印刷・送料 15百万円
   助成対象者データＤＶＤ作成 5百万円
   別冊インタービュー集等制作 10百万円
(2)国際シンポジウム開催 10百万円
(3)記念助成 50百万円

		A002078		公益社団法人日本滑空協会				滑空スポーツ公益基金		日本滑空選手権大会、準備及び開催		日本の滑空スポーツ統括団体として、2005年の第20回大会以来中断している日本滑空選手権大会を再開し、FAI World gliding championship にナショナルチームとして参加することを目的とする。		10年間 ネンカン		令和6年		日本選手権開催時1000万を準備する

		A002080		公益財団法人中村積善会				奨学積立金（100周年）		１００周年記念奨学事業		【変更前】公益認定時の積立目的
　次の(ｲ)(ﾛ)の目的で積立限度額15億円を計画し、2020/3月期末残高1,383百万円を積立てた。
　　(ｲ)当法人100周年(2047年)記念奨学事業として奨学生100名(600百万円)記念募集する。
　　(ﾛ)中村積善会ビル建替(2046年)期間中の賃貸収入がゼロとなる期間も、滞りなく奨学金を支給
       できることを目的に積立する。(900百万円)

【変更後】
　　(ｲ)奨学積立金
　　上記(ｲ)100周年記念奨学事業計画は継続し、残高483百万円(残高1,383-取崩900)を継承する。

　　[上記(ﾛ)は貸地事業化で不要となり、計画中止。残高900百万円は新設する特定費用準備資金
     (奨学準備金)に繰入し、貸地事業へ移行の当初10年間の奨学金に充当する。]

奨学積立金2020年度(令和2年度)末の残高は、483百万円 とする。

　
　　　
  		22年間 ネンカン		　令和29年（2047年）		1.　計画
　(ｲ)100周年記念事業奨学金（2013年度計画を継続して実施する）
　　1）積立限度額の算定 (積立限度額600百万円)
　　　法人設立100周年（2047年）に100周年記念奨学金として募集する。
　　　2047年に100周年記念奨学金を「100名」募集し、10年間支給する。
　　　　給費　600千円／年　×　100名　×　10年＝600百万円(積立限度額)
　　2）要積立額
　　　①2021年度～2030年度・・・積立金額ｾﾞﾛ（本件事業変更当初10年間は収入半減の為)
　　　②2031年度～2040年度・・・年間積立額 12百万円(2031年度から地代収入増加する為）　
　　3）年間積立額の算定（2031年度から積立開始)
　　　(原則方針）
  　  積立限度額600百万円　　　2020年度残高483百万円（要積立金額117百万円)
　　　117百万円÷10年＝11.7百万円　→　年間積立額 12百万円。

　(ﾛ)
　　上記変更前(ﾛ)「2046年建替期間中の奨学金支給資金の計画」は中止とする。この積立金残高900百万円は、新設する特定費用準備資金(奨学準備金)に繰入する。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2.　その他
※下記表　「1. 控除対象財産における特定費用準備資金並びに公益目的事業比率における当期積立額及び取崩額の計算」表の2019年度（令和元年度）の積立額、取崩額の入力方法について。
　①2019年度末積立残高1,383百万円　
　②ｼｽﾃﾑ入力都合で、表の開始を2019年度（令和元年度）とし、積立額を1,383百万円　取崩額ゼロと入力することで残高を1,383百万円と合わせた。

奨学積立金2020年度(令和2年度)末の残高は、483百万円 とする。　
　　        　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  
  


		A002080		公益財団法人中村積善会				奨学準備金		　事業変更後10年間の奨学金充当資金		　貸地化事業の当初10年間は受取地代が半額となる。毎期支給する奨学金支給資金を補填し滞りなく奨学金を支給できるよう本年度に一括して資金を積立する。（毎期積立てるのではなく、初年度に一括積立し、以降、毎期取崩をしていく為の「特定費用準備資金」である。

1.　繰入計画(一括)　
　　2020年度   繰入額1,656百万円　
　　　　　　 　（公益再建積立金595百万円+奨学積立金900百万円+公益建物売却代金161百万円）

2.　取崩計画                                           　   <取崩額>　　　  　<残高>
　  ①2020年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　106百万円　　　1,550百万円
　　②2021年度～2029年度　160百万円×9年= 1,440百万円　　 　110百万円 
　　③2030年度　                                            110百万円　　　　　 0百万円
　　   取崩合計                                             1,656百万円           0百万円

奨学準備金2020年度(令和2年度)末の残高は、1,550百万円　とする。




　　
  
　
		11年間 ネンカン		　令和2年（2020年）		1.　貸地事業化当初10年間の事業総要資(積立限度額1,656百万円の算定)
　　賃貸借契約による当初10年間の地代は240百万円/年であり、事業費用総額400百万円/年
　　で計画すると、初年度106百万円、2年目以降毎年160百万円、最終年度110百万円不足する。
　　奨学準備金の積立限度額を10年間の不足総額(106+160×9+110=)1,656百万円とする。
　　

2.　奨学準備金の原資
　　貸地化で不要となった下記積立金と建物売却代金を繰入原資とする。
　　①再建積立金(公益)　　595百万円
　　②奨学積立金(公益)　　900百万円(建替時用奨学資金)
　　③建物売却代金(公益) 161百万円　　　　　　　　　　　　　
　　  合計繰入額          　1,656百万円 (積立限度額)
　　
  （11年目から地代収入年506百万円と倍増する為、資金不足なく公益事業規模を更に拡大できる）


3.　下記表1の2020年度（令和2年度）の積立額、取崩額の入力方法
　下記表・・・「1. 控除対象財産における特定費用準備資金並びに公益目的事業比率における当期積立額及び取崩額の計算」
　①実際の額　2020年度積立額(繰入額)1,656百万円　取崩額106百万円（残高1,550百万円）　
　②ｼｽﾃﾑ都合で上記①の入力ができず、積立額1,550百万円　取崩額ｾﾞﾛと入力し、残高1,550百万円に合わせた。

奨学準備金2020年度(令和2年度)末の残高は、1,550百万円　とする。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上　

  
  


		A002102		公益財団法人古都飛鳥保存財団				記念誌等事業積立金		歴史的風土保存活用事業		当法人設立50周年を迎える令和3年度を目途に記念誌の発行、飛鳥保存の普及啓発事業として1,000部発行予定		10年間 ネンカン		令和3年度		事業費目標を2,000万円と定め、10ヶ年をかけ造成を目指す。
年額200万円×10ヶ年＝2,000万円

		A002378		公益財団法人東洋食品研究所				研究棟建物修繕費用準備積立資金		研究棟本館修繕費用		研究棟本館築３０年後の大規模修繕費用積立資金		25年間 ネンカン		令和20年度（2038年度）		長期修繕計画書（見積書）

		A002387		公益財団法人みずほ教育福祉財団				助成事業安定化資金		初等中等教育並びに高齢者福祉にかかる助成事業（公益目的事業）		初等中等教育（へき地教育及び特別支援教育）に対する助成事業、並びに社会福祉事業（高齢者福祉に係るボランティア活動資金助成事業等）や配食サービス用小型電気自動車寄贈事業に係る助成事業（公益目的事業）		5年間 ネンカン		令和２年度～令和６年度		基本財団（60％を公益目的財産として使用）の金融資産による運用益は、令和３年度～令和６年度の期間において、令和２年度対比、年間約４百万円（当該期間合計で約1７百万円）の全体収入減少が見込まれている。これを補填するための助成事業の安定化資金として、全体収入減少の約60％に相当する10百万円を積立限度とする。これにより、寄附金収入も加え、計画期間中、初等中等教育並びに配食用小型電気自動車寄贈）への助成事業は、毎年度2,700万円～3,000万円の規模を維持することが可能となる。

		A002391		公益財団法人損害保険事業総合研究所				保険学会事務局運営費用積立資産		日本保険学会事務局業務		日本保険学会は保険学に関し日本を代表する学会であり、学者、実務家の研究活動・研究発表の場となっているが、その支援の一環として、事務局業務を行う費用。
*日本保険学会事務局業務は、公益財団法人生命保険文化センターと7年交代で行うことになっており、損保総研での業務は平成28年度で一旦終了の後、次回は令和6年度からとなる。従って、この特定費用準備資金の取り崩しは、令和6年度以降に発生する。		15年間 ネンカン		令和6年度から令和12年度まで継続的に実施		実績に基づき年間経費1,800万円に7年を乗じて算定。
(1)事務局職員2名の人件費(事業主負担社会保険料、福利厚生費を含む）。
　1,160万円
(2)同物件費(2名分に対応する支払家賃、光熱費、通信費等）
　450万円
(3)事務局職員2名以外の当財団職員の人件費(事務局業務に関わる従事割合に基づき算出）
　190万円
なお、当該活動に係る特定資産の積立は、合計1億2,600万円を限度とするが、一部公益性と同時に共益性を併せ有していることから、1億2,600万円の5％（630万円）を共益事業分として積み立てる。

		A002391		公益財団法人損害保険事業総合研究所				国内教育研修事業運営費用積立資産		国内教育研修事業システム関連費用		｢働き方改革」の進展等により2019年度見込まれる、国内教育研修事業の若手受講者減少に伴う収入減に対応するため、同年以降に一定程度必要となる、損保講座を管理するシステムの維持・改修費用、通信講座で使用するe-learningシステムの使用料、および入力等事務作業を行う派遣職員費用に充当する。		7年間 ネンカン		平成31年度から令和5年度まで継続的に実施		システム関係費8,500千円／年、派遣職員費用4,600千円／年　計13,100千円／年
13,100千円／年×5年(平成31年度～令和5年度）＝65,500千円
なお、当該活動に係る特定資産の積立は、合計65,500千円を限度とするが、一部公益性と同時に共益性を併せ有していることから、65,500千円の5％（3,275千円）を共益事業分として積み立てる。


		A002411		公益財団法人一般用医薬品セルフメディケーション振興財団				助成費用準備資金		研究調査分野の助成応募者への助成費用支給		近年助成応募者は、薬系、医系のみならず、看護系、医療センターなど多職種からも応募があり、それに応えるために助成拡充を図る。		5年間 ネンカン		平成30年度から令和3度に継続的に実施予定		助成費用として8,000,000円を上限として算定

		A002450		公益社団法人日本フラワーデザイナー協会				日本ＦＤ大賞実施費用積立資産		日本フラワーデザイン大賞		会員、一般を問わず、日本最大規模のフラワーデザインのコンテストを実施。
審査のうえ入賞作品を決定後、一般の方に観覧してもらう事業である。

※令和2年度実施予定であったが、新型コロナの影響により未実施。実施予定が未定のため未使用のまま全額取崩		3年間 ネンカン		令和２年秋		2020年度秋に2019年2月に実施した「日本フラワーデザイン大賞」と同規模の開催を予定。
2019.2月実施時の支出総額約20,000,000円を積立限度額とする。

		A002450		公益社団法人日本フラワーデザイナー協会				花ファッションハウス修繕積立資産		花ファッションハウス修繕		　2011年（平成23年）5月に建設された花ファッションハウスについて、10年ごとを目安に壁面や屋上の防水加工を行う必要性があり、それに備えた積立を行う。
　工事費用見積には、壁面に設置された木製ルーバーや屋上を含む庭園の撤去費用が含まれるが、本計画においてはルーバーや庭園の再設置費用は含めていない。		7年間 ネンカン		令和７年度		業者より提示された見積金額に基づく

		A002468		公益社団法人日本顕微鏡学会				第4回東アジア顕微鏡学会議特定資金		第4回東アジア顕微鏡学会議特定資金		国際顕微鏡学会連合とアジア太平洋顕微鏡学委員会の協賛の下に開催し、東アジア地域の顕微鏡学の進歩と発展を図ることを目的としている。		6年間 ネンカン		令和3年度（当初平成31年度開催の予定だったが、再延期のため令和3年度開催予定となる。） サイ		若手研究者渡航発表奨励金（公募予定）
1,000,000円（100,000円×10名）

		A002468		公益社団法人日本顕微鏡学会				長舩記念特別研究奨励金特定資金		長舩記念特別研究奨励金		顕微鏡学に関連する研究領域で学術的意義が認められる若手研究者の研究に対し、研究奨励を行う。		4年間 ネンカン		平成30年度、平成31年度、令和2年度		2018年度：300,000円×5人＝1,500,000円
2019年度：300,000円×5人＝1,500,000円
2020年度：300,000円×5人＝1,500,000円


		A002520		公益財団法人内藤記念科学振興財団				助成事業拡大積立資産		2022年度、2023年度助成金事業		・「人類の疾病の予防と治療に関する自然科学」（以下「自然科学」という。）の研究の助成
・「自然科学」の進歩発展に顕著な功績のあった研究者に対する褒賞
・「自然科学」の研究を行う者の国内または海外留学の助成
・「自然科学」の研究を行う外国人の招聘の助成ならびに自然科学の研究を行うわが国の学者に対する海外派遣の助成
・「自然科学」に関する講演会の開催ならびに開催の助成		4年間 ネンカン		2022/4/1～2024/3/31		2020年度の公益目的事業収益は6億7,668万円、対する費用は6億767万円であり6,900万円の剰余金を生じた。
2019年度公益目的事業剰余金1,034万円とあわせ、これらを原資とする特定費用準備資金8,000万円を設定する。当該特定費用準備資金は2022年度、2023年度の公益目的事業において研究助成の採択件数を増やし、各年度において4,000万円を費消する予定である。

		A002580		公益財団法人日本建築衛生管理教育センター				財政基盤安定化基金		建築物における衛生的環境の確保に関する事業		建築物における衛生的環境の確保に関する事業に合致する内容とする。		4年間 ネンカン		平成29年度～平成32年度（平成27年度から32年度までの６年間の実績・将来見込みから、収入の減少が確実に見込まれる事業年度）		計画期間４年間の当期経常増減額見込額（29年度△1,008千円、30年度△7,533千円、31年度△44,602千円、32年度△46,494千円）を合算した99,000千円を積立限度額とした。

		A002580		公益財団法人日本建築衛生管理教育センター				50周年記念事業準備基金		建築物における衛生的環境の確保に関する事業		建築物における衛生的環境の確保に関する事業に合致する内容とする。		3年間 ネンカン		平成32年に設立50周年を迎え、設立50周年記念として各種事業を予定している。この事業では通常の予算では賄い切れない費用が見込まれるため、これに充てる準備資金として積み立てる。		設立50周年記念として実施する各種事業の経費の見積額の合計額を積立限度額としたものである。設立30周年記念事業を参考に試算した各種事業の経費の見積額として、記念式典費（15,500千円）、記念誌事業（4,500千円）を合計した20,000千円とした。


		A002580		公益財団法人日本建築衛生管理教育センター				国家試験問題作成支援システム準備資金		建築物における衛生的環境の確保に関する事業		建築物における衛生的環境の確保に関する事業に合致する内容とする。		4年間 ネンカン		試験問題作成支援システムの開発・作成（32年度）及び運用安定化のためのメンテナンス期間（33年度）として、平成30年度～平成33年度を予定している。		国家試験問題作成支援システムの開発・作成及び初期投資に係る経費の見積額の合計額を積立限度額としたものである。システムの開発・作成及び１年間の運用安定化のためのメンテナンスの経費の見積額として、システム開発・作成費（20,000千円）、試験問題データ化費（3,000千円）、初期メンテナンス費（5,000千円）を合計した28,000千円とした。

		A002580		公益財団法人日本建築衛生管理教育センター				国家試験インターネット受験申込システム準備資金		建築物における衛生的環境の確保に関する事業		建築物における衛生的環境の確保に関する事業に合致する内容とする。		4年間 ネンカン		国家試験のインターネット受験申込システムの開発・作成（32年度）及び運用安定化のためのメンテナンス期間（33年度）として、平成30年度～平成33年度を予定している		国家試験のインターネット受験申込システムの開発・作成及び初期投資に係る経費の見積額の合計額を積立限度額としたものである。システムの開発・作成及び１年間の運用安定化のためのメンテナンスの経費の見積額として、システム開発・作成費（32,000千円）、操作サポート費（5,000千円）、初期メンテナンス費（5,000千円）を合計した42,000千円とした。

		A002668		公益社団法人日本食肉格付協会				格付システム整備拡充特定費用準備資金		格付事業		　食肉の規格格付事業で使用しているBIS（牛格付）システム及びPIS（豚格付）システムは当該事業の実施に不可欠であり、今後、中長期的視点に立って同システムの安定的な保守・運営並びに生産者団体等の外部へのサービス向上及び公正かつ厳正な食肉格付の実施に必要な格付職員技術研修の効率化等を図るための新たな機能（「格付員研修システム（GTS)」等）を付加する必要がある。
　そのため、全面的にサーバー等ハードウェア及びソフトウェアの整備・更新を行う。
　また、食肉生産における生産性の向上や、食肉における消費者ニーズの多様化に伴い、新たに農林水産省が家畜改良増殖目標に示した方針には、「食味に関する科学的知見の更なる蓄積」が謳われており、具体的には、その主要な要素とされる脂肪内のオレイン酸含量などの数値化が必要となる。これらの情報を得て、生産者、流通事業者、消費者に対し格付情報に付加して提供すること、さらには輸出拡大をサポートできる基準の策定なども視野に入れ、測定機械の導入や格付システムとの連動性を構築、実現することで格付事業の拡大を図る。		10年間 ネンカン		平成２６年から令和５年		ハードウェアの整備拡充　　116百万円
ソフトウェアの整備拡充　　　150百万円
システムの展開　　　　　　　　２４百万円
格付情報に関連情報を付加するための対策　４０百万円

		A002712		公益財団法人杉野目記念会				特定費用準備資金①		財団設立50周年記念事業		記念講演会及び事業報告書の出版を予定。		7年間 ネンカン		令和6年（2024年）6月講演会、報告書出版		記念講演会　　　　 １，３００，０００円
（内訳：講演者旅費、謝礼１，０００，０００円、会場費１００，０００円、 ポスター等作製、受付等謝礼、 記録等２００，０００円）
記念レセプション　　５００，０００円　　　出版費　１，２００，０００円
事務費　　　　　　　  ５００，０００円　　　（会議、交通、案内状印刷、通信、事務費）

		A002712		公益財団法人杉野目記念会				特定費用準備資金②		助成事業		若手研究者の海外研修に対する助成、内外学識者の招聘・講演助成及び国際学術研究集会の助成等。		6年間 ネンカン		令和２年度～令和６年度		若手研究者の海外研修に対する助成：20万円ｘ3件/年＝60万円
内外学識者の招聘・講演助成：７万円ｘ2件/年＝14万円
国際学術研究集会の助成：30万円ｘ1件/年＝30万円
計　104万円/年ｘ５年間＝520万円

		A002748		公益財団法人京都新聞社会福祉事業団				福祉活動支援・「福祉号」贈呈準備資金資産		　京都新聞社会福祉事業団「福祉号」贈呈		　平成３０年４月に亡くなった京都市内の女性からの遺贈金をもとに、当事業団設立５５周年（令和２年３月）を記念して、京都、滋賀両府県に活動拠点を置く社会福祉施設・団体に「京都新聞社会福祉事業団『福祉号』」を贈呈する。令和元年度から３年間実施し、車いすが積載できる車両や各種活動・作業に活用する一般車両を提供する。贈呈先は、京都新聞紙面などで募集し、当事業団選考委員会規程に基づく選考委員会で決定する。これまで、車両助成は「京都新聞福祉活動支援事業」で購入費の一部を助成してきた。例年申請が多く、今回、記念事業として別枠で車両を贈呈する。		4年間 ネンカン		　令和元年度から３年度までの３年間		　積立限度額は４８００万円。令和元年度から３年度まで各年度１６００万円の予算で事業実施。各年度の事業費内訳は、車いす積載・普通車（ワゴン車）４７０万円×２台＝９４０万円、車いす積載・普通車２５０万円×１台＝２５０万円、軽自動車１５０万円×２台＝３００万円、軽自動車（バン型、トラック）１００万円×１台＝１００万円、通信・交通・選考委員謝礼など１０万円。

		A002751		公益財団法人財務会計基準機構				国際対応積立資産		IFRS財団（国際会計基準財団）への資金拠出による国際貢献		アジア・オセアニア地区サテライト・オフィスの東京設置に伴い増加が見込まれるIFRS財団への拠出金に充当し、会計基準の開発等における国際的な貢献を充実させる。		13年間 ネンカン		平成24年度以降毎年		サテライト・オフィス支援分として、平成24年度から令和3年度までの10年間合計で575,000千円を予定。
イ：平成24年度…初期費用75,000千円+運営費50,000千円＝125,000千円
（→平成24年度実績は、初期費用65,695千円+運営費50,000千円＝115,695千円。
　初期費用の減少により、全体計画も合計565,695千円となる）
ロ：平成25年度～令和3年度…各年度、運営費として50,000千円
尚、公益法人認可前の積立金についても、組み入れ時点で収支相償上の費用としてなくとも、
取崩時は収益として計上するという考え方に基づき、
2. 公益目的事業全体の収支相償における特定費用準備資金の当期積立額及び取崩額の計算
の表中にて公益法人認可前に計上した50,000千円を収支相償上の積立額に加算し、取崩時、
収支相償上の収益として計上する形とした。

		A002751		公益財団法人財務会計基準機構				保守費用対応積立資産		平成30年度システムリプレイスに伴う保守費用		平成30年度に実施予定のシステムリプレイスに伴う令和元年度以降5年間のシステム維持のための保守費用支出に備えるもの。		8年間 ネンカン		令和元年以降毎年		当初5年間通算の保守費用合計は204百万円、内公益事業に関わるものは、6分の5相当の170百万円としたが、契約ベンダーが決まり、詳細な見積もりの結果、
保守費用合計は190百万、内公益事業に関わる160百万円（6分の5相当）を積立限度額とする。


		A002751		公益財団法人財務会計基準機構				保守費用対応積立資産		ペーパレス会議用端末の導入に伴う保守費用				3年間 ネンカン		令和元年及び令和2年		レンタル業者の約款に基づき令和元年4月～令和3年3月末までの2年間の端末保守費として
合計12,600千円を積立限度額とする。


		A002751		公益財団法人財務会計基準機構				国際対応積立資産		国際会議（IFASS会議）開催費用		当財団の常勤委員が、会計基準設定主体国際フォーラム（IFASS）の議長に選任された。
任期は2 年間であり、議長国は任期中にIFASS会議を主催することになっており、この開催に係る費用を積立てる。
当初は令和2年度内に開催することを予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影響により日本での開催は令和3年度に延期された。		4年間 ネンカン		令和3年度		会場費等で合計11,600千円を積立限度額とする。


		A002751		公益財団法人財務会計基準機構				保守費用対応積立資産		リモートワークのためのITインフラ保守費用		令和5年度に実施を予定しているリモートワークのためのITインフラ構築に伴う、令和6年度以降5年間のシステム維持のための保守費用支出に備えるもの。		10年間 ネンカン		令和6年度以降毎年		5年間通算の保守費用合計は140百万円であり、内公益目的事業に関わるものは、6分の5相当の110百万円となる。
（→実施予定年度1年前を目途に、その時点での技術前提・システム環境をベースに、改めて詳細な見積を入手予定）

		A002751		公益財団法人財務会計基準機構				保守費用対応積立資産		令和5年度システムリプレイスに伴う保守費用		令和5年度に実施予定のシステムリプレイスに伴う令和6年度以降5年間のシステム維持のための保守費用支出に備えるもの。				令和6年度以降毎年		5年間通算の保守費用合計は180百万円であり、内公益目的事業に関わるものは、6分の5相当の150百万円となる。
（→実施予定年度1年前を目途に、その時点での技術前提・システム環境をベースに、改めて詳細な見積を入手予定）


		A002869		公益社団法人日本視能訓練士協会				協会設立50周年記念事業積立資金		協会設立50周年記念事業		協会設立50周年記念に伴う事業
　学会、記念式典、記念誌、ホームページなどの制作		3年間 ネンカン		令和4年12月（大会開催は令和3年11月）		50周年記念特別号（記念誌）　4,410,000円
50周年記念に関与するホームページ制作費用　330,000円
合計4,740,000円のうち4,000,000円を積立てる

		A002944		公益財団法人渡邉財団				30周年記念事業準備資金		30周年記念特別事業として研究助成特別枠の設定・30周年記念事業開催		設立より30周年を迎えるにあたり、第25回（平成30年度）より助成研究期間を延長した研究助成特別枠を設定し、30周年にあたる令和6年（2024年）3月には記念すべき特別事業を開催。その費用準備金として第23期（平成28年度）より積立準備。		8年間 ネンカン		平成30年度～平成35年度		積立限度額　25,500,000円
算定根拠
1.特別助成金　5枠　　23,000,000円
30周年記念特別助成2018（研究期間：H3104～R0403）1件　500万円
30周年記念特別助成2019（研究期間：R0204～R0503）1件　500万円
30周年記念特別助成2020（研究期間：R0304～R0603）1件　500万円
30周年記念特別助成2021（研究期間：R0404～R0703）1件　500万円
30周年特別助成金　1件　300万円

2.30周年記念事業費用　2,500,000円
講演者（２名）への謝金及び交通費　700,000円
会場費ほか　　　　1,500,000円
その他事務経費　　300,000円

		A002954		公益財団法人全国老人クラブ連合会				2022全国大会開催積立資産		2022年度全国老人クラブ大会		全国老人クラブ連合会が創立60周年を迎える2022年度に開催する全国老人クラブ大会（地元東京開催）の開催経費		5年間 ネンカン		2022年度（令和４年度）		参加費収入500万円-開催経費1100万円=▲600万円
【開催経費の概算内訳】
会場費・会議費450万円　配布印刷物等作成費270万円　警備等委託費120万円　消耗品費120万円
講演者等謝金80万円　通信運搬費50万円　旅費交通費10万円
合計：1100万円

		A002959		公益社団法人「小さな親切」運動本部				商標登録積立資産		商標権の更新の費用に備えて準備金を積み立てる		当法人は複数の商標権を所有しているため、その更新費用に備えて毎年積立を行う		10年間 ネンカン		令和8年		将来の特許費用を概算で算出

		A002981		公益財団法人どうぶつ基金				TNR事業積立資産		TNR地域集中プロジェクト		福岡・宮崎・大阪の3地域において協力病院医師等と連携し、TNR事業を集中的に実施する。		2年間 ネンカン		令和2年4月～令和3年3月(各月において2～3日間)		不妊手術単価：@5,000円/1匹
手術数見込：(福岡3,000匹＋宮崎3,000匹＋大阪3,000匹)=9,000匹
合計：@5,000円×9,000匹＝45,000,000円

		A003025		公益社団法人日本都市計画学会				研究交流支援積立資産		研究交流事業		本研究交流事業は、会員のみならず多くの都市計画に関わる人達や組織が、学・官・民を横断した研究組織を組成し、研究交流活動を行う事業であり、活動の成果が実際の都市計画やまちづくりに関わり、もって都市計画の発展と学会の社会的発言の強化に資することを目的とするものです。
具体には、活動期間2，3 年の研究交流活動テーマをHP 等で公募し、「研究交流事業審査会」で審査を行い、150 万円／件を上限に、年間の活動支援金総額300 万円の予算で交付します。
成果は本会の機関（例：学会誌、研究発表会）での報告を義務づけます。		8年間 ネンカン		令和3年度から		現在の「研究交流支援積立金」（12，000 千円）を用いるため、この金額が限度額となる。
その後の積立額が減少する段階では、事業予算が当該年度を含め2 ヶ年分確保出来る6，000 千円を限度額として積立する。


		A003039		公益財団法人スペイン舞踊振興ＭＡＲＵＷＡ財団				人材育成事業積立金		2021年第8回新人公演（20周年記念公演）		若手育成を目的とした、過去のコンクールファイナリストによる新人公演。		6年間 ネンカン		令和３年10月		内閣府立入調査により各事業に区分した。2021年財団設立20周年記念公演、「事業費1000万円（会場費、舞台費、出演料他）」、寄付金の減少に伴い6年間かけて事業費から積立。

		A003039		公益財団法人スペイン舞踊振興ＭＡＲＵＷＡ財団				コンクール準備資金		第11回CAFフラメンコ・コンクール		若手芸術家の育成を目指し、将来性のある舞踊家を発掘し、スペインでの研修機会を提供する為の対象者選考を目的とするコンクール。		5年間 ネンカン		令和3年2月		隔年で開催しているコンクール「事業費1千万円超（会場費、舞台費、海外研修費他」）、寄付金の減少に伴い4年間かけて事業費から可能な限り積立をする。


		A003039		公益財団法人スペイン舞踊振興ＭＡＲＵＷＡ財団				第11回CAFフラメンコ・コンクール演奏者手配積立資産		第 11 回 CAF フラメンコ・コンクール 		スペイン舞踊の演奏家を当財団で収集し、プロの評論家の意見を得ながら、コンクールの演
奏者として相応しい者を決定する。ギター、カンテ、パルマの三種の演奏者を手配する。 
本番当日の演奏に加え、事前の練習日についても対応する。演奏者への報酬は当財団が支払
い、コンクール出演者の負担を軽減する。 		4年間 ネンカン		令和2年度		本番演奏 1 人 5 万円×演奏者 3 名（ギター、カンテ、パルマ）×約 25 名（40 名の出演者の
うち希望者想定数）＋練習演奏 1 人 1 万円×演奏者 3 名×練習回数２回×25 名（希望者想
定数） 

		A003039		公益財団法人スペイン舞踊振興ＭＡＲＵＷＡ財団				第12回CAFフラメンココンクール準備資金		第12回CAFフラメンココンクール		若手芸術家の育成を目指し、将来性のある舞踊家を発掘し、スペインでの研修機会を提供する為の対象者選考を目的とするコンクール。		4年間 ネンカン		令和4もしくは5年度		隔年で開催しているコンクール（事業費1千万円超）。
新型コロナウイルスの影響で第11回が令和3年度に延期となり、第12回は令和5年度。
会場費、舞台費、賞金、海外研修費他。

		A003039		公益財団法人スペイン舞踊振興ＭＡＲＵＷＡ財団				ワークショップ開催積立資産		「ほんものを学ぶ」ワークショップ		芸術の質の向上を目的とした、本物のフラメンコを学ぶ機会を提供するワークショップ。		4年間 ネンカン		令和4～5年度		スペインから講師・アテンドを招聘し、東京と名古屋で5日間ずつ開催（事業費200万円/1回）。
交通費、滞在費、講師料他。年に２回開催の可能性あり。

		A003040		公益財団法人日本知的障害者福祉協会				災害時支援活動積立資金		災害支援活動		昨今、頻発する自然災害により被災した知的障害のある人たちとその家族並びにその方たちが利用する施設・事業所への救援と復旧、復興への支援活動を行う。
被災地への人的派遣、支援物資の発送、見舞金の送金等、迅速な支援活動を行うことを目的としている。		6年間 ネンカン		自然災害発生時		会議費100,000円、視察派遣旅費1,000,000円、通信運搬費1,300,000円、消耗品費400,000円、印刷製本費200,000円、見舞金7,000,000円　合計10,000,000円

		A003040		公益財団法人日本知的障害者福祉協会				データベース構築積立資金		会員、受講生用データベース構築作業		本会では会員施設のデータ管理を中心に、月刊誌購読者、通信教育、書籍販売、互助会加入者等について各々データベースを構築して管理・運用を行っている。各データベースは異なるソフトウェアを用いて独自にシステムを構築し、状況に合わせて改良を繰り返しながら運用をしてきたが、システムの老朽化とソフトウェアの保守期限が切れたことにより一部のシステムに不具合が生じ、事務作業に様々な弊害が出てきている。そこで、専門業者に委託し新たなシステムに円滑にデータを移行するとともに、より一層充実したサービスを提供できるよう、部門ごとに異なるシステムの一元化を視野に、複数年にわたって整備を進めることとする。		6年間 ネンカン		平成30年度以降随時		委託費12,000,000円

		A003040		公益財団法人日本知的障害者福祉協会				知的障害福祉作文募集事業積立資金		全国小・中学生　障がい福祉　ふれあい作文コンクール		子どもたちが、これまでの生活の中での障がいのある方とのふれあいや、学校生活や福祉ボランティアなどでの経験等を作文にすることで、障がいのある方の暮らしに関心を持ち、今後の福祉を考える機会になることを期待し、開催する。		9年間 ネンカン		平成２７年４月～１０月、以降毎年同時期に実施予定		選考委員会旅費5,520,000円、通信運搬費1,380,000円、消耗品費184,000円、印刷製本費2,944,000円、選考謝金3,772,000円、表彰費9,200,000円　合計23,000,000円

		A003040		公益財団法人日本知的障害者福祉協会				知的障害福祉作文募集事業積立資金		全国小・中学生　障がい福祉　ふれあい作文コンクール		子どもたちが、これまでの生活の中での障がいのある方とのふれあいや、学校生活や福祉ボランティアなどでの経験等を作文にすることで、障がいのある方の暮らしに関心を持ち、今後の福祉を考える機会になることを期待し、開催する。		7年間 ネンカン		令和４年４月～１０月、以降毎年同時期に実施予定		選考委員会旅費3,600,000円、通信運搬費900,000円、消耗品費120,000円、印刷製本費1,920,000円、選考謝金2,460,000円、表彰費6,000,000円　合計15,000,000円

		A003080		公益財団法人公庫団信サービス協会				財務基盤強化資金		特約料率引下げ及び加入限度年齢の引上げによる公益の拡大		団体生命信用保険事業の特約料率の引下げ及び加入限度年齢の引上げにより、公益目的事業である団体生命信用保険事業の加入者の増加を図り、公益を拡大する。これに伴って、特約料収入が減少するとともに保険料支払いが増加し、死亡等による弁済金支払いも増加すると予想されることから、経常収支が悪化し、保険料、諸経費など固定的経費の支払いに支障をきたすため、積立により財務基盤を強化する。		10年間 ネンカン		○平成３０年４月に特約料率を引下げた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業資金　２．６２→２．３０円/万円　　恩給資金１０．７１円→９．８０円/万円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○平成３１年４月に加入限度年齢と脱退年齢を２歳引き上げた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加入限度年齢　６５→６７歳　脱退年齢　７５→７７歳		○平成３０年度及び３１年度の公益拡大策により、令和９年度までの１０年間に累計で約２５億円の経常赤字発生を見込んで積立限度額は２５億円に増額とした。
○しかしながら、令和２年度は、新型コロナ感染症特別貸付の影響により、想定外の大幅赤字となったことから、当該赤字額を当初計画最終年度の令和９年度から遡り取り崩すこととした。また、令和３年度以降の取崩額については、本資金がゼロになる令和７年度まで当初計画に沿って行うこととした。
　新型コロナウィルス感染症にかかる影響は継続しており、今後計画を見直す可能性がある。

		A003128		公益財団法人日本共同証券財団				金融関連公益的広報事業助成資金		金融に関する公益的広報事業に対する助成		金融に関する公益的広報事業への助成事業の拡大を通じて国民経済の健全な発展に寄与すること		2年間 ネンカン		令和3年度		令和3年度に①全国銀行協会、②信託協会、③生命保険文化センターおよび④日本損害保険協会が行う公益的広報事業について、事業目的に叶うよう助成事業を拡大するために、特定費用準備資金を開設。拡大後の事業助成金(124.35百万円)に対して、同年度の経常収益では不足を来すことが見込まれるため、その不足額に相当する約13.4百万円を積立限度額として、2年度に積立てることとしたもの。

		A003134		公益財団法人東京オペラシティ文化財団				周年事業準備資金（特定資産）		コンサートホール周年事業		・音楽主催事業の創立記念事業（５年毎）		7年間 ネンカン		令和４年度２５周年記念事業		25周年（令和4年度）
　出演料30,000千円、ホール代1,000千円、諸経費9,000千円

		A003134		公益財団法人東京オペラシティ文化財団				周年事業準備資金（特定資産）		アートギャラリー周年事業		・美術主催事業の創立記念事業（５年毎）		6年間 ネンカン		令和６年度２５周年記念事業		25周年（令和6年度）
　制作費25,000千円、広告宣伝費4,500千円、諸経費500千円

		A003158		公益社団法人日本認知症グループホーム協会				25周年記念事業積立資産		25周年記念事業		　国は、認知症施策推進総合戦略において、「団塊の世代」が75歳以上となる平成37年度を目途に地域包括ケアシステムを構築することとしている。
　当協会が創設25周年を迎える平成35年度に、地域包括ケアシステムにおいける認知症ケアサービス拠点としての認知症グループホームの役割機能を更に充実強化を図ることを目的として、25周年記念事業を開催する。
		7年間 ネンカン		令和5年		開催予算
　　会場賃借料 　1,000,000円    イベント費      　600,000円
　　記念誌作成費　700,000円　　交流会食事代　800,000円
　　案内状代　　　　  50,000円　　その他経費　　　850,000円　      計   4,000,000円       

		A003180		公益財団法人エネルギア文化・スポーツ財団				30周年記念事業基金		財団設立30周年記念事業		財団設立30周年を記念した事業を実施する。		5年間 ネンカン		令和6年度		令和元年度に実施した設立30周年記念事業(神楽公演・スポーツ教室)の実施規模である400万円とした。

		A003180		公益財団法人エネルギア文化・スポーツ財団				助成事業基金		助成事業基金		助成金として費消する。		1年間 ネンカン		令和3年度から令和12年度		2020年度の辞退見込み額の上限値

		A003273		公益財団法人徳山科学技術振興財団				助成準備積立資産		研究助成事業の拡充		令和3年度より開始する研究助成事業の拡充に充当する
令和2年度予算：35,000千円、令和3年度以降の計画：44,,000千円
		9年間 ネンカン		令和3年度から		研究助成：35,000,000（R02予算）→44,000,000（R03～R09：計画）
44,000,000－35,000,000＝9,000,000/年
9,000,000×7（年）＝63,000,000/7年（R03～R09）
上記のうち、令和元年度積立34,970,800円を充当する。

		A003276		公益財団法人全日本弓道連盟				中央道場改修特定費用準備資金		中央道場改修工事		競技会に使用する中央道場の経年劣化に対する改修諸工事。		11年間 ネンカン		平成32年度　　		別紙見積書に基づき、経費の概算を算出。下記の経費見込み額を初年度に計上する。合計 100,000,000 円。
なお、令和3年度に中央道場のLED工事を予定しているため、令和2年度に計画を1年間延長している。

		A003447		公益社団法人大日本山林会				立替準備資金		三会堂ビル建替えに伴う準備資金		三会堂ビル建替期間中、毎年交付されている（一財）農林水産奨励会（受取財団交付金）交付されなくなり、事業活動が困難になる恐れがあることから、当該期間中の公益事業を実施するための資金とする。		10年間 ネンカン		令和５年度～令和９年度		建替期間を５年と想定し、年間交付金1,000万円の５年分計5,000万円を予定する。（広益事業割合は88％で4,400万円）

		A003544		公益社団法人日本ガスタービン学会				事務局整備準備資金		事務局整備・事務合理化活動		学会全体の活動を合理的、円滑に行う為、事務所、会議室のレイアウト、什器・備品類、ソフトウェア類、レンタル備品等の定期的な整備、拡充、更新を行うほか、突然の故障等への対応が可能なようにしておく。
また、現在借用している建物、設備は古く、手狭で耐震性にも不安が無いわけではないことから、10年後を一応の目標として事務局の移転を計画する。		11年間 ネンカン		令和7年度に事務所移転		事務所・会議室移転費用としては、新宿区における最新の物件情報を調査したところ、現在使用中の部屋面積(約30坪)程度の物件で、平均坪単価は15,000円、敷金は12ヶ月程度であり、敷金540万円程度の準備が必要となる。引越経費としては、同規模の他学会の最近の引越実績として160万円が必要である。以上、合わせて引越し費用として最低700万円が想定される。
また、什器、備品類、ソフト、ハードウェアの定期的更新に必要な費用については、過去の実績から、2年ごと1回当たり20万円を想定した。以上の合計額800万円を積立限度額とした。

		A003552		公益財団法人よんでん文化振興財団				公益目的事業積立資金		平成３０から令和６年度の公益目的事業		平成３０年度以降の（１）奨学援助、（２）顕彰、（３）主催、（４）派遣助成に係る具体的事業		8年間 ネンカン		平成３０から令和６年度の７年間		平成３０から３５年度（令和５年度）の総事業費は、１億６,８００万円が見込まれる。一方、基本財産の運用益は、１億８００万円にとどまり、差引６,０００万円の資金が不足するため、平成２９年度末で､５,４００万円を特定費用準備資金に積み立てた。
　その後、基本財産の運用見直しにより、運用益の増収を図った結果、令和６年度までの事業費を運用益と特定費用準備資金の活用できる目途がたったため、特定費用準備資金の取崩し時期を令和６年度までに延長した。

		A003619		公益社団法人建設荷役車両安全技術協会				基幹システム等再構築資産		特自検事業の基幹システム等の更新整備		物販管理機能や研修・資格管理機能を有した基幹システム等を活用することにより、特自検の事業活動を適切に推進している。現行システムは平成18年から運用していることから、今後のIT技術革新に対応したシステムを更新整備する。		10年間 ネンカン		令和3年度から順次実施		基幹システム更新等費用の所要見込額　500,000千円
再構築のための調査、要件定義等所要経費　（60,000千円）
基本設計、プログラム作成等所要経費　（320,000千円）
データ移行、マニュアル作成等所要経費　（120,000千円）

		A003646		公益財団法人医療研修推進財団				事務所家賃補償積立資産		大規模再開発計画に伴う当財団ビルの取り壊しに伴う引越しの際の家賃差額補償		平成31年度着工予定のステーションタワー建設により、平成30年度から当財団入居ビルの取り壊しが開始されるため、それに伴う引越しで、ミツヤ虎ノ門ビルから西新橋光和ビルに事務所引越した際に家賃差額保証金分を特定準備費用として管理されている預金。		3年間 ネンカン		令和元年4月～令和3年3月まで		新事務所の西新橋光和ビルの賃料が2,242,220円で、ミツヤ虎ノ門ビルの賃料が1,751,706円で、差額が490,514円なので、その24ヶ月（2年分）。総額は11,772,336円のうち管理分の2.5％294,308円積立資産。

		A003646		公益財団法人医療研修推進財団				言語聴覚士資格付与事業積立資産		言語聴覚士資格付与事業の財政基盤確保		経費削減に努めているものの、毎年経費は増加傾向にあることや、更には今後新卒受験者の減少が見込まれることから、受験手数料･登録手数料等の収入の落ち込みによる収支変動に備えて、国家試験事業を安定的に行うために当該資金を有効に取り崩すことによって、言語聴覚士資格付与事業を安定的に実施する。		6年間 ネンカン		令和2年4月～令和7年3月まで		言語聴覚士付与事業を安定的に行う必要性から50,000千円相当額を積立限度額として、6年計画で特定費用準備資金に計上。

		A003907		公益財団法人ＳＯＭＰＯ美術財団				東郷青児特別プロジェクト資金		東郷青児特別プロジェクト		東郷青児作品・資料のデジタルアーカイブの構築と作品・資料の改善、保全を図る		10年間 ネンカン		令和9年度		デジタルアーカイブの構築と作品・資料の修復に係る費用から算出

		A003971		公益財団法人黒住医学研究振興財団				研究助成事業基金		研究助成金安定化基金		平成2７年度より研究助成金受贈額を100万円増額、さらに平成2９年度からは200万円増額し、毎年度1,500万円としており、収益の増減を考慮し、研究助成を安定的に行うための研究助成資金を積み立てる		7年間 ネンカン		2018年度以降		研究助成を安定的に行うため年間の研究助成金額の1,500万円を上限として、年度平均250万円を積み立てる。

		A004128		公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会				リスク対応準備資金		リスク対応準備資金		公益目的事業の収益減少に備えるための資金		2年間 ネンカン		令和2年度		令和元年度に発生したコロナウイルスの影響による令和2年度の公益目的事業における収益減少見込額38,000千円
　

		A004128		公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会				ロジスティクス・物流研究プロジェクト準備資金		ロジスティクス・物流研究プロジェクト準備資金		「普及啓発」事業における、ロジスティクス・物流研究プロジェクト事業		10年間 ネンカン		令和元,3,5,7,9年度		「普及啓発」事業における、ロジスティクス・物流研究プロジェクト事業の実施費用見込額
1年度当たり8,375千円×5年分＝41,875千円
なお、令和2，4，6，8年度の4か年は、収益事業の黒字が見込まれるため本資金は使用しない。
ただし、令和2年度においてはコロナウイルスの影響により収益事業の黒字が発生しなかったため、取崩しを行った。
　

		A004453		公益社団法人認知症の人と家族の会				事務局移転準備資金		事務局移転準備資金		令和4年度の本部事務局および支部事務所移転のための準備資金		4年間 ネンカン		令和5年1月～3月		業者委託費　3,040,000円
案内等印刷製本費　12,160,000円
事務所消耗品費　9,120,000円
事務所什器備品費　3,300,000円
人件費　2,986,000円
その他経費　554,000円 
合計　31,160,000円

		A004592		公益財団法人中曽根康弘世界平和研究所				事務所移転費用準備資金		事務所移転		現在の事務所の賃貸借契約終了に伴い、将来、事務所を移転する。		6年間 ネンカン		平成28年度		現在の事務所の原状回復費用（工事会社見積り、消費税8％）23,332,320円

移転先の事務所の工事費（前回移転時の工事費実績、消費税は8％に修正）25,151,762円

運搬費（前回移転時の運搬費実績、消費税は8％に修正）1,640,571円

		A004977		公益社団法人日本木材加工技術協会				専門技術者養成積立資金		専門技術者の資格認定事業		　当法人では4種類の資格検定試験を実施しているが、その組合せにより公2における事業収入が年と少ない年を隔年ごとに繰り返す傾向にある。

　当法人の経常増減額がマイナスになった事業年度において取崩しを行い、公2の中心的事業である資格認定事業、特に講習会開催経費に充当し、安定的かつ持続的な事業水準が確保できるようにする。		10年間 ネンカン		経常増減額がマイナスになる年度に取崩し、プラスとなる年度に積立を行う。		　平成27年度第二段階の剰余金7,151,362円を原資とした。

　　　講習会開催経費1回　1,000千円

　　　（会場費200千円、謝金300千円、旅費交通費100千円、印刷製本費400千円）

　　　開催回数　7回/年　→　1,000千円×7＝7,000千円

		A005322		公益財団法人社会福祉振興・試験センター				試験事業安定積立資産		福祉士試験の実施		社会福祉士及び介護福祉士法、精神保健福祉士法に基づき実施する福祉士国家試験の実施に係る下記要因等による事業資金の不足等に充当する。
１、受験者数の変動
２、2020年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会等の開催に伴う試験関係費用の増加
  ①首都圏大規模ｲﾍﾞﾝﾄ会場の確保が難しく、複数の小規模会場に分散されることで会場関係費が増
  ②前年度未実施の各種イベントが多数実施されることで、引き続き会場確保が厳しくなる
３、消費税の増税等による人件費・物価等の変動に伴う事業費の増加		7年間 ネンカン		平成29年度～令和5年度		社会福祉士等三福祉士国家試験の受験手数料は、「実費勘案とする」こととされているが、受験者数変動等による事業収支の悪化に対し、手数料引上げの政省令改正に時間がかかり、経常増減額が２年連続して赤字になることが予想される。
⇒各福祉士試験において、過去３年間（平成２８～３０年度）に発生した最大の経常減少額（赤字額）の２倍を積立限度額とする。

		A005472		公益社団法人全国老人保健施設協会				災害対応積立資産		災害対応事業		全老健災害相互支援プロジェクトと災害派遣ケアチームJCATの構築

  【全老健災害相互支援プロジェクト】（　Disaster Mutual Support Project for ROKEN　）
　　災害等の発生時に、被災地にある老健施設を支援することを目的として、『プロジェクトＡ（要支援者の
    受入れ）』、『プロジェクトＢ（ボランティア職員派遣）』、『プロジェクトＣ（物資の支援）』等を立ち上げ、速
    やかに支援活動を実施。


  【全老健災害派遣ケアチーム】（　Japan Care Assistance Team　）
　　災害の発生後（2～4週間程度）に、被災地の避難所等へ老健施設の多職種をチームを組んで派遣し支
    援活動を行なう。また、多職種によるケアチームをあらかじめ各支部で登録・編成し、行政等と連携しつ
    つ、速やかに支援活動が行なえる体制を整えることを目的とする。
		10年間 ネンカン		令和3年以降		〇システム関係構築費（委託費） 　10,000,000円

〇支部説明会旅費     50,900円×47支部✕3回＝7,176,900円
〇役職員等旅費        50,900円×延べ56人＝2,850,400円
〇備品関係
    ・災害備蓄品関係  20,000,000円（食料、水、発電機、衛生用品等）47都道府県支部＋本部 
    ・システム関係構築  10,000,000円（PC、モバイル、テレビ会議等） 

		A005532		公益財団法人都市づくりパブリックデザインセンター				運用資金積立資金		デザインによる魅力ある都市づくり事業		将来にわたり公１事業で資金不足が生じるので、その改善のため特定費用準備資金を活用する。		15年間 ネンカン		令和9年度まで継続して実施		平成25年度予算による公1事業の資金不足額を見越して算定した。収益2200万円、事業費用4100万円、経常外費用180万円なので約2000万円不足

		A006030		公益財団法人東華教育文化交流財団				事業運営安定化積立資産		奨学援助事業及び助成事業並びに管理運営の安定的、継続的遂行		当法人は、公益目的事業及び管理運営のための財源の大部分を基本財産の運用益によって賄っている。今後、当該運用益の不足が見込まれるため、２０１７年（平成２９年）度より１０年間にわたり当該資産を取崩して、公益目的事業費及び管理運営費（事業活動支出）に充当する。

当該資金及び運用益のうち、８０％を公益目的事業費、２０％を管理運営費に充当するものとする。

利回りの上昇等により継続的に収入不足の解消が見込まれる場合には、公益事業の拡大を検討する。		11年間 ネンカン		2017（平成29）年4月～2026（令和8）年3月		１．過去３事業年度における事業活動支出の移動平均額　6000万円（収支資金ベース。以下同じ）

２．2017年（平成29年）度以降の運用収入見込額　 　　4000万円

３．各期の不足見込額　　　　　　6000万円-4000万円＝2000万円

４．積立限度額の算定　　　　　　2000万円×10年＝2億円

（公益目的事業：1億6000万円、管理運営：4000万円）

		A006139		公益社団法人日本プラントメンテナンス協会				 20年度機保中止準備資金		機械保全技能検定の中止に伴う財務基盤強化		公益目的事業として行っている機械保全技能検定について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止となった2020年度第1回機械保全技能検定（3級）に関する令和2年度収支への影響に備え、財務基盤の強化に充てる。		2年間 ネンカン		令和2年度		令和2年5月29日に2020年度第1回理事会で承認された「2020年度第1回機械保全技能検定（3級）の中止によって見込まれる2020年度収支への影響額」
（同理事会で承認された「機械保全技能検定の中止に伴う財務基盤強化に係る準備資金取扱規程」に記載）


		A007070		公益財団法人ジョイセフ				特定費用準備資金		人口・保健分野の広報啓発・提言活動事業		１．世界のセクシャル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツやジェンダーの平等、人口問題等に関して、政府及び国際機関の行政関係者、政策決定者、専門家、オピニオンリーダー等に対して提言活動を行い、認識の拡大と国際保健に対するさらなる支援の獲得を目差す。
２．保健分野の国際協力NGOのまとめ役として、日本政府の開発途上国における保健分野の政府開発援助に対して、援助効果を高めるために草の根の視点からの提言活動を行い、国際保健の向上を目差す。		6年間 ネンカン		令和3年～令和５年		提言活動事業の収入源である IPPF（国際家族計画連盟 : 本部 英国） からの収入が平成26年から平成30年のあいだに半減し、欧州の経済情勢や難民問題から今後も減少することが見込まれる。
平成30年と同規模の事業を継続していくためには下記の資金不足が見込まれる。
　令和3年　事業費 50,000,000　収入見込 30,000,000 不足資金 20,000,000
　令和4年　事業費 50,000,000　収入見込 20,000,000 不足資金 30,000,000　
　令和5年　事業費 50,000,000　収入見込 20,000,000 不足資金 30,000,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不足資金合計 80,000,000円

		A007155		公益社団法人相模原・町田大学地域コンソーシアム				学生活動継続推進積立資産		公１地域発展事業		学生Clubをはじめとする学生の地域社会活動参画を推進するプログラムは、これまで各年度の収入に応じて実施規模を変動せざるを得ない状況にあった。そのため、収入の多少にかかわらず学生活動を安定、継続して実施できるように活動資金をあらかじめ積み立てることを目的とする。		8年間 ネンカン		委託費等の活動の原資が獲得できなかった場合に取り崩し、学生の地域活動にあてる。		活動支援のためのマネジメント及びディレクション費用として300，000円、学生のより自主的な地域社会活動を推進するための補助金として、年間20，000円×10件で200,000円とし、これを継続的費用として算定する。

		A007957		公益財団法人統計情報研究開発センター				特定公益事業推進積立資金		特定公益推進事業		　
当財団の公益目的事業の多くは対価を得ることのない事業であり、公益目的事業費は基本財産運用益である株式の配当で賄っています。配当は毎年一定額が保障されるものではなく将来は今よりも厳しくなることも予想されるため、公益事業の縮小もせざるを得ない事態も考えられます。平成26年度、これまで例のなかった中間配当による一時的な増収を得たため、平成27年度以降に実施される特定公益事業のための特定費用準備資金として積み立て、公益事業を安定的に推進し、中長期的に収支相償の基準を満たすこととします。

　なお、控除対象財産における特定費用準備資金並びに公益目的事業比率における当期積立額及び取り崩し額の計算において、取り崩し額が年度毎にばらつきがあるのは、実施される統計調査が年度ごとに差があり費用も変動することによります。ちなみに、平成31年度は翌年の国勢調査実施に対する費用であり、統計調査員等の数が他の年度に比べ圧倒的に多くなることによります。

　平成28年度において中間配当による一時的な増収を得たため、公益事業のさらなる安定化を図るため、特定公益事業のための特定費用準備資金を増資するとともに計画年度の変更を行い、中長期的に収支相償の基準を満たすこととします。

　		10年間 ネンカン		平成27年度から		(当初計画分）

統計グラフ全国コンクールに関する事業 　　1,300万円

大内賞に関する事業　　　　　 　　　　　　　　  　650万円

全国統計大会に関する事業 　　　　　　　　　　 450万円

統計講座事業 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 200万円

統計調査総合補償事業　　　　　　　　　　　　 3,000万円　　　合計　5,600万円

(増資計画分)

統計グラフ全国コンクールに関する事業 　　 1,100万円

大内賞に関する事業　　　　 　　　　　　　　　　   500万円

全国統計大会に関する事業　　　　　　　　　　   350万円

統計講座事業　　　　 　　　　　　　　　　　　　　   150万円　

統計調査総合補償事業　　　　　　　　　　　　  2,000万円　　　合計　4,100万円

		A008355		公益財団法人日本薬剤師研修センター				事務所移転等費用積立預金		事務所の移転等の費用の準備		　現在入居している三会堂ビルは、老朽化及び市街地再開発事業の参画のために建替えが予定されている。平成２７年４月には、翌年夏頃に引っ越するよう、いったん通知されたが、東京オリンピックの開催決定に伴う建設資材等の高騰から、延期された。

　このような経緯からすれば、東京オリンピックが開催される令和３年ころには建替え計画が示されることが予想される。現在の場所は事業遂行に至適であり、建替え後の建物に入居することが望ましいため、移転経費及び相当程度の増額が見込まれる家賃の一部を積み立てることにより、円滑な移転及び建替え後の再入居を期すこととしたい。		8年間 ネンカン		令和３年度		移転のための経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　204,073千円

移転中の経費(2年間）＋移転後家賃増額分(5年間）　182,000千円

合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 386,073千円

		A009320		公益財団法人豊川水源基金				新城市（鳳来地域）水源地域対策基金事業費積立資産		新城市（鳳来地域）水源地域対策基金事業		新城市（鳳来地域）水源地域対策基金事業業務方法書第４条に規定する事業		6年間 ネンカン		平成３１年度から令和６年度		５カ年間事業費合計　89,200,000円
　〃　　　果実合計　　39,200,000円
　　　　　不足額　　　　50,000,000円
（１号財産の一部を　理事会・評議員会の議決を得て振替を行った。）

		A009366		公益財団法人水道技術研究センター				移転補償金積立資産		事務所家賃の補填		虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業に係る移転補償金から移転に伴う支出を控除した金額を令和元年から１０年間の事務所家賃の補填とする。		11年間 ネンカン		平成３１年度から令和１０年度まで		①移転補償金　47,706,471円
②移転に関する費用（引っ越し費用、消耗什器備品費、仲介手数料等）　12,970,073円
③工事・什器（固定資産）購入　10,209,533円
（①-②-③）×70％（公益目的保有財産割合）＝17,168,806円

		A010441		公益財団法人循環器病研究振興財団				特定資産－助成事業引当資産		研究助成事業－指定研究助成		循環器病に関する研究に助成する。		10年間 ネンカン		平成30年度から令和8年度		選考委員会で承認した研究助成について、その財源を寄付に頼っているが、その収入が安定しない。平成29年度においてすでに承認された研究助成を確実に実施するため平成30年度以降に見込まれる助成引当金総額：115,015,455円のうち、100,020,000円を積立てた。なお、当初から3年が経過したため見直しを行い、令和3年度以降に見込まれる助成引当金総額77,782,855円となるよう差額を積み立てた。

		A012826		公益財団法人電気通信普及財団				助成事業維持拡充資金		次期助成事業維持・拡充計画		研究助成事業の更なる充実、低金利運用環境による運用収入減に対応した助成等の規模の維持、周年事業準備のために活用する。		8年間 ネンカン		平成２８年度から令和５年度		助成事業維持・拡充計画に基づく事業見込みによる額とする。

		A013853		公益社団法人日本重症心身障害福祉協会				学術集会等準備資金		重症心身障害療育学会学術集会、全国施設協議会、施設職員研修会の実施費用		収入額が減少する重症心身障害療育学会学術集会、全国施設協議会、施設職員研修会を実施する費用の財源として積立を行う		4年間 ネンカン		令和3年4月～令和6年3月まで		学術集会、施設協議会、研修会の参加料の減額が令和5年度まで決定したことにより、その減額分の補填として積立を行う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学術集会収入減額　1,400,000円×3年度分＝4,200,000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設職員研修会収入減額　2,700,000円×３年度分＝8,100,000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全国施設協議会収入減額　2年度分　3,200,000円の合計15,500,000円を積み立てる

		A014063		公益財団法人藤原ナチュラルヒストリー振興財団				事業費安定化資金定期預金		研究助成及び高等学校助成事業		ナチュラルヒストリーに関する研究を行っている研究者または研究グループへの助成並びに初等中等教育機関のなかで高等学校を対象にナチュラルヒストリーに関する授業またはクラブ活動に必要な備品等の助成を行うことにより、学術及び科学技術の振興を目的とする。		10年間 ネンカン		平成28年度～令和6年度		令和3年度以降もより一層収益減少が予想されることから、助成事業安定のために、3年度1500万円を取崩すほか、令和6年度までの取崩す予算額

		A014063		公益財団法人藤原ナチュラルヒストリー振興財団				事業費安定化資金有価証券		研究助成及び高等学校助成事業		ナチュラルヒストリーに関する研究を行っている研究者または研究グループへの助成並びに初等中等教育機関のなかで高等学校を対象にナチュラルヒストリーに関する授業またはクラブ活動に必要な備品等の助成を行うことにより、学術及び科学技術の振興を目的とする。		4年間 ネンカン		令和4年度		令和3年度以降もより一層収益減少が予想されるなか、助成事業安定のため令和4年度に取崩す予定額

		A014063		公益財団法人藤原ナチュラルヒストリー振興財団				特定費用準備資金定期預金（令和3年度地方ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ分）		東京都以外でのシンポジウム開催		ナチュラルヒストリーに関する公開シンポジウムを開催することによってナチュラルヒストリーに関する学術研究と教育への助成並びに普及に寄与しようとするものである。		8年間 ネンカン		平成28年度・平成30年度・令和3年度		令和3年度以降も一層収益減少が予想されることから、定期的に東京都以外でのｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ開催を確実に継続実施するための予算額

		A015405		公益財団法人マブチ国際育英財団				基本財産準備資金		奨学金給付		財団設立時に設立者からマブチモーター株式150万株（＠6,430円）9,645百万円の寄付を受けたが、その後の株価の下落に伴い2013年3月31日現在で金額は7,635百万円（＠5,090円）となり損失が生じ、財団運営基盤の安定化を図る必要性を認識するに至った。一方、財団予算は前年度3月に決定するが、当年度の最終配当は当年度3月に確定するため、予算以上の収入があることが生じ得る。そこで、理事会で承認された予算額を上回る額の配当金があった場合に、超過額を指定正味財産に留め置き、基本財産の安定化を図る。		10年間 ネンカン		令和3年度以降		株価変動のバッファを確保しておく目的のため、過去3年以内安値は2,931円で寄付時点の46％であることから、寄付時点の5割増し水準を当面の積立基準とし、積立額は予算以上の配当収入をそのまま指定正味財産に留め置き、基本財産準備資金として区分して管理する。

		A015405		公益財団法人マブチ国際育英財団				奨学金給付準備資金		奨学金給付		当財団は、大学在籍期間の４年間を実質的に奨学期間として運営している。一方、当財団の主要収入源が株式配当に頼っていることから、仮に減配となった場合、新たな奨学生を認定できないばかりでなく、既存の奨学生に対して給付停止という事態が生じかねない。そこで、当財団の主要財源である株式の配当金が減少し、奨学金給付の財源が不足することによる奨学金給付停止を防ぐため積立てる。		8年間 ネンカン		未定		予算上見込んでいる配当収入がゼロになった場合を想定し、翌年度始に在籍予定の奨学生の残余期間に見合う奨学金合計額を積立限度とする。この金額は毎年度洗い上げて再設定する。２０１９年４月は秋入学予定者を含めて一旦１０１名を想定し、２８９，２００，０００円を積立限度額としている。

		A016710		公益財団法人　日本太鼓財団				太鼓ファンド		海外交流事業費補填		日本財団からの助成金が海外交流事業費の満額に満たないことが予想されるため、将来にわたって海外交流事業費の補填を実施する。		11年間 ネンカン		平成24年度～令和4年度		国際機関や在外公館などの公的機関の推薦があることなどを勘案した海外交流事業の実施計画に基づいて、予算案を作成し、主な支援先である日本財団に申請願うも、一部の支援又は計画予算額を全て助成されることは困難な場合があることが想定されるため、特定準備資金から補填する。この限度額については過去の実施額から策定。積立限度額は理事会評議員会で承認された５千万円で算出
派遣数：演奏者及び随行者10度
人件費(派遣謝金)500，000円
旅費(航空賃･滞在費・太鼓輸送・現地交通費等含む）42,000,000円
物件費　3,000,000円　　事務費(通信・国内楽器運搬)2,000,000円
会議費　500,000円　　雑費(渡航手数料・保険・記録費等)　2,000,000円

		A016826		公益財団法人南葵育英会				奨学援助引当費用準備資金		奨学援助活動		学業優秀でありながら修学困難な者や学術研究に従事する者に対し奨学援助等を行うことにより国家社会に有用な人材を育成する。		10年間 ネンカン		令和７年度より6年間		奨学金は大学の学生及び高等専門学校の生徒には最短修業年限の終期まで月額3万円、又大学院の学生には最短修業年限の終期まで月額5万円を給付している。
収益事業の収益が得られない場合でも、開始した給付を継続すべきであり、以下の準備資金が必要である。
その後支給開始を中止したとしても最短6年続くことを考慮すると6千万円の積立が必要である。

		A018284		公益財団法人朝鮮奨学会				建替時奨学事業等積立資産		本館ビル建替え期間中の奨学事業等		本館ビル建替え時の3年間は収入が見込めないことから、現在行っている規模の奨学事業等を実施するものとして、3年間分の16億円を準備する。		21年間 ネンカン		令和16年度～令和18年度		平成26年度事業計画書における年間奨学事業等の予算5億3500万円の3年間分

		A018497		公益財団法人丸和育志会				奨学金事業積立資産		奨学金事業		今後の寄付金減少を見込み、奨学金事業の原資とすべく積立を行う。		4年間 ネンカン		平成31年3月		奨学金の年間支給額を基に算定している。

		A018497		公益財団法人丸和育志会				ソーシャルビジネス支援事業基盤強化基金		ソーシャルビジネス支援及び人材育成事業		公2事業として行っているソーシャルビジネス支援及び人材育成事業において、今後の収支の変動に備え安定した報奨金の支給を継続できるよう積み立てを行う。		6年間 ネンカン		令和3年度～令和7年度		過去の奨学金支給実績に基づき、その一部として年間100万円を5年分積み立てることとする。

		A020655		公益財団法人天野工業技術研究所				奨学費準備預金2		工業高校生、高専生、大学院博士課程生を支援する奨学金制度		現行の経済環境に恵まれない優秀な学生を対象とする奨学金制度で、弊所の収入が減少した際に備える。		5年間 ネンカン		収入減が起きた事業年度から取り崩しを行う。		現給付水準を維持するため、年間総給付額（≒150百万円/2）×5年間

		A021243		公益財団法人目黒寄生虫館				公益目的事業実施積立資産		公益財団法人目黒寄生虫館 公益目的事業		平成25年に組み入れた資金を、令和3・4年度の公益目的事業を行う経常支出として毎年1000万円ずつ振り替えることを目的とする。人件費や水道光熱費の他、研究等事業では調査旅費や学会費・図書購入費等に充て、普及啓発事業では特別展示の開催に係る費用や展示室の保全など、この法人の公益目的事業全体にわたって支出する。「公1（研究等）事業：500万円」「公2（普及啓発）事業：500万円」とする。当法人の公益目的事業は主として基本財産の運用益で成立してきた。これらは平成12年以降に当時の円高基調の中、年間3000万円の収益を見込んで作成された。一時期な極端な円高で運用益が得られなかったが、今ではようやく落ち着いた運営が可能になっている。しかし、事業の拡大について支出額は増える一方で、基本財産運用収入が得られなくなれば極端な収入の落ち込みも考えられる。今後も引き続き充実した事業を長期にわたって遂行するためには、一定の予算をあらかじめ計上しておき盤石な体制を整えておかなければならない。安定した法人運営が継続できるよう、一時的な積立資金を設けるものである。なお、当該資金は平成31年度から取り崩し予定だったが、平成30年度に大幅な競争資金を得られたことにより取り崩しに至らなかったことで、理事会決議により冒頭の時期へと繰り越されたものである。		10年間 ネンカン		通年		野村証券株式会社を通じて運用する「欧州投資銀行」債券が主体となる。それ以前に運用してきた額面2000万円の債券の償還差損に伴い、新たに差額として補填した普通預金の3,553,619円の合計額をもって積立限度額とし、収益の減少時においても継続して事業が行えるよう積み立てる。経常費用の3分の1を当該資金から振り替えるという全体で全体の費用から按分すると、人件費5,800,000円、旅費交通費200,000円、水道光熱費400,000円、リース料350,000円、委託費250,000円、その他諸費用3,000,000円で計1000万円（公1事業・公2事業計）と見積もられる。上記支出を2か年にわたって行う。10,000,000円×2年＝20,000,000円となる。

		A021726		公益社団法人　
企業情報化協会				リスク対策準備資金		リスク対策準備資金		将来において見込まれている公益目的事業の収入の変動に備えるために積み立てる。		5年間 ネンカン		令和6年度		令和3年3月31日に終了する事業年度における公益目的事業の経常収益額が当該事業年度の前事業年度から変動した額の2年分を必要額として、令和3年5月18日に理事会にて承認された見積額





（参考）POSSに基づく特費に関するQ&A

		Q&A一覧 イチラン

		受付番号 ウケツケ バンゴウ		表題 ヒョウダイ		行政庁 ギョウセイチョウ		質問者 シツモンシャ		質問日 シツモン ビ		回答日 カイトウビ		状況 ジョウキョウ		質問 シツモン		回答 カイトウ		積立可非 ツミタ カ ヒ

		4176		公益法人の特定費用準備資金等について		熊本県		浦田　浩司		42018		42028		対応		②「他の団体の助成」を公益目的事業としている法人が、「助成先が取得する資産の購入」を目的に「資産取得資金」を積み立てることは可能でしょうか。 これが認められない場合、「資産取得資金」ではなく、「特定費用準備資金」として積み立てることは可能でしょうか。		②「資産取得資金」を積み立てるのは、法人が取得する資産に限定されるため、助成先が取得する資産の購入は含まれません。特定費用準備資金についてはその要件を充足すれば可能と思われます。		〇

																③②と同様に、「助成先が主催するイベントの開催等」を目的に、特定費用準備資金を積み立てることは可能でしょうか。		③②と同様に特定費用準備資金の要件を充足すれば可能と思われます。		〇

																④国債、外国債等の有価証券の運用益を財源として事業を実施している公益法人は、相場の変動により運用益が減少すると、事業を縮小しなければならなくなるおそれがあります。将来の相場の変動に対応するために、「特定費用準備資金」を積み立てることは可能でしょうか。		④特定費用準備資金の要件を充足すれば可能と思われますが、通常、相場の変動については、予測が困難なため要件を充足することは難しいと思われます。特定費用準備資金の要件を充足しない場合であっても、将来の支出に備えるために特定資産と計上することは可能です。		〇



		4253		内部取引消去、償却減価・評価益及び特定費用準備資金の取崩等について		群馬県		天田　聡		42187		42193		対応		特定費用準備資金を取り崩した場合、その取崩額は、収支相償の計算、公益目的事業比率の算定、遊休財産額保有制限の判定において、（みかけの収益のように振る舞う等して）経常費用を圧縮するよう作用しますが、取崩額を経常外費用として費用化してしまうと、認定基準の判断上、法人側にとって著しく不利な状況になります。これは、制度上やむを得ないものなのでしょうか。（そもそもの特定費用準備資金の設定時に、使途を「経常費用として費用化されるもの」に限定すべきだったのでしょうか。）または、特定費用準備資金を取崩し費用化したものについては、たとえ臨時的な費用であっても、経常費用として整理すべきなのでしょうか。		特定費用準備資金は法制度上の費用であり、これを設定する場合には、原則として将来の費用を具体的に積み上げ計算し、これを勘定科目で擬制することになります。この勘定科目は事業費、管理費に属するものであるため、経常外費用の内容（臨時・巨額）及び勘定科目については最初から想定されていません。従って、実際に発生した費用が経常外費用に計上されることもありません。		×

																　退職給付債務を簡便法で算定し、期末自己都合要支給額を退職給付債務としている法人が、各年度末における定年退職に係る要支給額を算定し、簡便法による額との差額を将来の定年退職に伴う退職金支給のために、毎年度積み立てることを予定しており、この積立金を特定費用準備資金とする意向を持っている。この積立金については、「将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用」に当たるかなど、特定費用準備資金の要件の該当性に疑義があると考えます。ついては、このような退職金支給のための積立金が特定費用準備資金に該当するか御教示ください。		退職給付債務として、期末自己都合要支給額としている場合には合理的な会計処理と判断されます。各年度末における定年退職に係る要支給額との差額は、期末時点での差額であって、将来支出が確実なものではなく特定費用準備資金の要件を充足していませんので、これは計上できません。最も、将来の退職の支出のために特定資産して固定資産に計上することはできます。		×

		4364		特定費用準備資金について		埼玉県		文書課　公益法人担当職３		42480		42481		対応		　公益社団法人が、現在の事務所の耐震性に問題があり移転を予定しています。
　移転費用が高額のため、年６０万を５年間積み立てるのですが、この積み立ては特定費用準備資金にあたるでしょうか。
　この積立金額は遊休財産の保有上限額の規制にはかかりません。
　また、特定費用準備資金については、資金ごとに取扱規程を定める必要はあるでしょうか。		事務所移転に係る事務所移転費用は通常発生する経常費用と違って、臨時的に発生するものなので、経常外費用に計上されます。従いまして、将来の経常費用の支出のための特定費用準備資金にはあたりません。
　なお、特定費用準備資金については、それぞれの具体的資金ごとに取扱規定を定める必要があります。		×

		4499		将来給付する奨学金資金を特定費用準備資金として積み立てることについて		宮城県		高田　琴美		42690		42692		対応		奨学金を給付する法人が，その年度に採用した奨学生の将来の給付が確定している奨学金資金を特定費用準備資金として積立て，支給に当たって取り崩すことを検討しています。
　当該積立金は，事業の実施に併せて繰り返し積立て，取り崩しを行うものとなりますが，区分経理や規程の整備等の手続的な要件は満たしている場合，このような積立金は，特定費用準備資金に該当するものでしょうか。		ご質問の奨学金が、貸与方式ではなく、給付（渡し切り）方式である場合、当該奨学金支給額は事業費に該当します。FAQ問Ⅴ-4-②にもあるように、収益事業等の利益の50％を公益目的事業財産に繰入れる場合には、目的に沿った積立ては必要ですが、積立期間内に計画的に積み立てる計算までは必要ありません。
　したがって、それが認定規則18条3項の要件を満たせば、特定費用準備資金に該当します。

		4542		定年退職加算金を特定費用準備資金として準備することについて		東京都		中尾　邦彦		42752		42754		対応		　一部の法人（特に、外郭団体）には、通常の退職金とは別に、定年退職の場合にのみ加算がある退職金制度を持つ法人があります。
　退職給付の対象となる職員の数が３００名未満の法人等は、退職給付会計の適用に当たり、退職一時金に係る期末要支給額により算定することができます（簡便法）。原則法では退職給付債務として認識できる定年退職加算部分について、簡便法では退職給付債務として認識できないにも拘らず、定年時には多額の支出をすることになります。
　このような退職金制度を持つ法人には、収支相償をクリアできていない法人も存在しますので、任意の特定資産としてではなく特定費用準備資金として事前積立ができれば、費用・資金の平準化に加えて剰余金の解消策としても有効です。
　そこで、定年で退職を迎えるかどうかは不確定な面はありますが、定年前３～５年程度に限れば、「活動の内容及び時期が費用として擬制できる程度に具体的であること」というガイドラインの要件は満たすものとして、特定費用準備資金として認めてよいのではないかと考えます。
　内閣府のご見解や、類似の事例等についてご教示願いたくよろしくお願い申し上げます。		特定費用準備資金は将来の特定の活動の実施のために特別に支出する事業費又は管理費に充てるための資金であり、その要件が明確に定められています。定年退職加算金について、法人の規定及び過去の実績並びに将来の見通し等を勘案し、当該要件を満たすものと整理可能であれば、特定費用準備資金とすることも妥当であると考えます。なお、現状では内閣府で類似の事例等は認識しておりません。		〇

		4565		第二段階における特定費用準備資金について		愛知県		法務文書　文書・公益法人		42775		42776		対応		法人から複数の公益目的事業番号に係る別表C(５）が１枚で提出された。内容は複数の公益目的事業番号に属する公益目的事業をいくつか取り出し、周年事業として一つにまとめたものであるが、別表C（５）は公益目的事業番号毎に提出しなくても良いのか。本県は、仮に複数の公益目的事業番号に係る別表C(５）が１枚で提出されていても、積立限度額の算定方法の欄に、公益目的事業番号毎の積算が示されてあれば良いものと考える。		特定費用準備資金については、積立てと取崩し並びに残高を管理する必要があり周年事業といえども取崩しに関しては公益目的事業ごとに年度が異なる可能性も考えられます。その場合、複数の公益目的事業を1本化していると個別の残高管理を他で行う必要があり、結局はそれぞれ別表Ｃ（５）を作成するのと等しくなることが考えられます。
　したがって、それぞれの事業ごとで別表Ｃ（５）を作成していただくことが望ましいと考えます。ただし、行政庁として公益目的事業ごとに管理可能と考えられる状況（法人の能力に個体差等があるので）であれば、周年事業としてまとめた別表Ｃ（５）を完全に否定するものではありません。		△

																FAQ（問V－３－④）によれば、特定費用準備資金は、将来の特定の事業に支出するために積み立てる資金で、新規事業、既存事業の拡大、数年周期で開催するイベントや記念事業等の費用が対象になるとあります。
一方で定期提出書類の手引き（公益法人編、事業計画、事業報告等を提出する場合編）の２９Pⓖ欄の記載には、「第一段階（中略）に係る特定費用準備資金と、これら以外に第二段階で設定した特定費用準備資金（中略）」とある。
ここでいう、「これら以外の特定費用準備資金」とは、何をさすのか。公益目的事業に係る特定費用準備資金は、法人が行う公益目的事業に直接的な位置づけがあるので、「これら以外の特定費用準備資金」とは、直接的な位置づけのない「逆特定費用準備資金」という理解で良いか。
さらに言えば、逆特定費用準備資金以外は、第二段階のみで設定される特定費用準備資金はないという理解で良いか。		　第二段階での特定費用準備資金は、法人全体の観点から位置づけられるものです。確かに、複数の公益目的事業であっても事業費は適正に配賦できるという考え方もあろうかと思います。しかしながら、例えば公益目的事業に対する寄付金を募るために法人の活動を広く周知し、認知度を高める施策等に対する特定費用準備資金を考えた場合、法人全体で認識した方が望ましいという考え方も強ち否定できないものと思われます。よって、このような特定費用準備資金は第二段階で認識できる場合があると考えます。従って、「これら以外の特定費用準備資金」とは、直接的な位置づけのない「逆特定費用準備資金」に特定しいる訳ではありません。		〇

		4597		剰余金解消策としての資産取得資金及び特定費用準備資金の積立について		熊本県		県政情報文書課　１		42802		42803		対応		剰余金が発生した場合に、退職給付引当金を超える額を、将来の退職給付債務の増加に備えて、資産取得資金又は特定費用準備資金（退職給付積立資産）として積立てることは、剰余金の解消策として認められるか。		貴県のご認識のとおり、剰余金の解消策としては認められません。退職給付引当金の対象となる事業費又は管理費は、認定規則18条1項より特定費用準備資金の対象外となります。また、将来の退職金支給に充てるための資金について引当金を超えて積み立てる資金は、会計上特定資産に整理されますが、あくまでも任意に積み立てる資金であるため、収支相償上の剰余金解消策とはなりません。		×

		4704		指定正味財産かつ特定費用準備資金の収支相償上の取扱い		茨城県		小圷　研史		42971		42972		対応		H１年度　指定正味財産として受け入れた寄附額をその指定用途の特定費用準備資金として積み立てた。A(1)表には，特定費用準備資金としてみなし費用（10欄）に計上され，指定正味財産の収入に計上されたが，当期の一般正味財産への振替はなかった。（その後H２~４年度同様の積立があり，積み立て限度額まで積立を行った。）
H５年度　当該資金を一般正味財産へ振り替えて使用し，振替額同額を特定費用準備資金の取崩し額とした。A（１）表には，一般正味財産の振替額を経常収入（7欄収入の一部）として，特定費用準備資金の取崩し額がみなし収入（10欄）となり二重計上されてしまう。
このように，積み立て時には，指定正味財産のため，経常収入には計上されず，また，特定費用準備資金のみなし費用となり，収支相償上有利に働くが，取崩し時には逆に不利に働く。
会計処理としてはこれで間違いはないか。また，会計処理として問題がない場合，H５年度の剰余金に対し特別の配慮はできるか。
		Ｈ１年度から4年度まで指定正味で受け入れた寄附金をＨ5年度に指定された○○事業で使用する場合、寄附金を受け入れた年度では、正味財産増減計算書内訳表の指定正味財産増減の部において、受取寄附金として計上するのみで収支相償の対象とはなりません。各年度の寄附金自体は、貸借対照表の特定資産に整理される○○事業資金に区分管理され、遊休財産規制の控除対象財産（別表C(2)）の観点からは6号財産としてＨ5年度期首まで引き継がれます。
当該寄附金を○○事業で使用するＨ5年度では、Ｈ1年度から4年度までの受取寄附金の累計額を正味財産増減計算書内訳表で（指定正味財産増減の部から）一般正味財産へ振替え、一般正味財産増減の部において、受取寄附金振替額として収益計上します。対応する事業費が計上されるため、この対応に関しては収支が均衡します。別表C(2)では、当該6号財産の期末残高が0となります。
すなわち、Ｈ１年度から4年度の各年度にわたり、特定費用準備資金の積立て・取崩しは不要であり、ご質問の会計処理は誤りです。
なお、Ｈ１年度から4年度の各年度で、当該特定費用準備資金の積立額を考慮しなければ収支相償が満たされなかったのであれば、各年度とも収支相償を満たしていない状態であったこととなります。別途、ご確認ください。		×

		4797		特定費用準備資金について		宮城県		西澤　誉浩		43110		43112		対応		特定費用準備資金については，認定規則§18Ⅰにおいて，「将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用（中略）に係る支出に充てるために保有する資金」と規定されております。「将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用」という規定について質問致します。

　セキュリティ対策のために数年おきに業者に委託して行う法人のホームページの更新等，将来の特定の期間のみに発生するが，特定の事業実施に関連して発生する訳ではない費用のために積み立てた資金についても，「将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用」に係る資金に該当し，認定規則§18Ⅲの５要件を充たす限りにおいて，特定費用準備資金に位置付けることが可能ではないかと当県では考えておりますが，このような理解で間違いないでしょうか。 		 法人のホームページの更新等の作業は、一般的に公益目的事業や管理活動等に必要な活動であると整理できるものと考えます。このような整理が可能であれば、当該将来の活動のための費用支出に充てるための資金を特定費用準備資金とすることは可能です。
よって、貴県のご認識で問題ないものと考えます。
なお、当該更新等作業の全体のうち、公益目的事業相当分が収支相償の対象となります。管理活動等に対応する分は、遊休財産規制の控除対象財産にはなりますが、収支相償の対象とはなりません。 		〇

		4808		特定費用準備資金について		山梨県		永田　英惠		43123		43125		対応		　国債の利息収入を財源に奨学金事業を行っている公益財団法人で、近年の金利低下を受けて将来の国債の満期買換え後の利率低下に備えて支出を抑制した結果剰余金が出ている法人があります。
　今後少なくとも５年間にわたり剰余金が発生する見込みで、この剰余金を特費に積立て、現在利率が２％と１．９％の２本の国債の買換え後の利率を過去５年間の平均をもとに１％と仮定し、利率低下による財源不足分を特費から取り崩して使用していくことを検討しています（詳細別添）。
　ＦＡＱ問Ⅴ－3－④により、将来の収支変動に備えて自主的に積み立てる基金は、過去の実績や事業環境の見通しを踏まえて活動見込みや限度額の見積もりが可能など要件を満たす限りで特費を用いることができるとされていますが、このケースの場合、要件を満たすと言えるかどうか御見解を伺いたく、よろしくお願いいたします。
　当方としては、将来の金利は予測不可能のところ、買換え後の金利を１％と仮定している点が認められるか判断に悩んでおります。活動見込みの見積もりは奨学金事業のため固い見込みとなっています。仮に特費として認める場合は、満期買換え後の利率次第で計画を見直すよう条件を付けることになると思います。 		 ご質問の趣旨をまとめると、「将来一定水準の収入減が見込まれるが、事業水準自体は現状レベルを維持したいことから、今後5年間で想定される剰余金を将来の収入減に充てる財源として特定費用準備資金として積立てたい」と理解しました。
特定費用準備資金として積み立てるためには、その要件のなかに資金の目的、事業実施期間、積立限度額の定めも求められます。積立時点でこれら要件が合理的に説明できるのであれば、特定費用準備資金と認められるものと考えます。
（添付された資料を見る限り、合理的に説明は可能と思われます。）
なお、特定費用準備資金として整理すれば、平成34年6月が近づくにつれ、将来の収入減少額、ひいては積立限度額がより明確になるため、限度額超過分を取り崩すか、事業計画を見直すことは当然のこととなります。改めて条件を付すようなことではありません。 		〇

		4833		特定費用準備資金		広島県		本　博之		43153		43154		対応		（相談内容）
 車両更新に伴い減価償却費が増加する見込みであるため，公益目的事業で生じた剰余金を特定費用準備資金として積み立て，将来の減価償却費に充当したい。

（本県担当者の見解）
 特定費用準備資金は，認定法施行規則第18条で「将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用」とされています。
 車両の更新は，「特定の活動の実施」とはいえず，また，同条では，「特別に支出する費用」について「引当金の対象となるものを除く」とされており，現金の支出を伴わない減価償却費も同様に取り扱うべきものと考えられます。
よって，将来の減価償却費に充当することを目的とした特定費用準備資金は，認められないと考えますが，このような理解で問題ないでしょうか。		貴県のご認識のとおり、将来の減価償却費は特定費用準備資金の対象とはなりません。
なお、将来、車両を更新すべく資金を確保するために、資産取得資金を設定して積立てることで収支相償（1号財産相当額）及び遊休財産規制の対応策とすることは可能です。		×

		4849		特定費用準備資金の取り扱いについて		埼玉県		文書課　公益法人担当職３		43166		43168		対応		新規事業を開始するために新たに職員（正規職員）を雇用する場合には、その人件費は特定費用準備資金の積立に含めてもよいのでしょうか。
一般的な将来の人件費のためであれば特定費用準備資金の対象外だと思いますが、その事業に対する人件費が見積もり可能であれば積立可能ではないかと考えますがいかがでしょうか。		　事業費として人件費も含めて積立限度額を算定することは可能と考えます。		〇

		4950		特定費用準備資金の積立について		神奈川県		梅田　英介		43308		43312		対応		特定費用準備資金の積立要件について、「将来の収入の減少が確実に見込まれる場合」の他に、弾力化により「将来的に収入の安定性が損なわれるおそれがあり、専ら法人の責に帰することができない場合」が加わった。
　収益事業からの繰入額を主な財源として公益目的事業を実施してきたが、収益事業を廃止したことにより繰入がなくなり、公益目的事業の実施が危ぶまれると見込まれる法人がある。この場合、当該公益目的事業について特定費用準備資金を積立てることはできるのか。
　なお収益事業が廃止された理由は、ある建物の中で食堂等を運営していたが、建物の移転に伴い、新しい建物ではPFI形式を採用して食堂等の運営業者を決定することとなったため、当該法人については契約満了となったものである。 		ご認識のとおり、会計研究会29年度報告で特定費用準備資金に関して「法人の責に帰することができない場合」が加わりました。しかしながら、本問は従来の特定費用準備資金で整理可能です。
本問の前提として、当該年度に相当の剰余が発生しているものとします。この場合、収益事業を廃止し、今後、収益事業からの利益繰入がなくなることから、当該剰余を公益目的事業費の財源に充てるため、特定費用準備資金を積立てることは可能と考えます。		〇

		4987		特定費用準備資金について		茨城県		村上　よしみ		43356		43384		対応		省略 ショウリャク		回答 FAQV-4-⑪の（注）には、「認定後に寄附者から取得した財産は、上記のとおり5号財産又は6号財産に整理され、直接1号財産に整理されることはありません。・・・」とあります。（5号財産・6号財産は具体的な使途指定があることが前提）
上記考え方と同様に、貴県が述べているように、特定費用準備資金（4号財産）に整理するには、本件1号財産について指定正味財産から一般正味財産への振替えが行われることから、指定正味財産である特定費用準備資金（4号財産）はないと考えます。 
		×

		5036		公益目的保有財産・特定費用準備資金について		香川県		小松　由里乃		43438		43446		対応		（概要）
　公益法人Ａは企業Ｂからの寄附金を主な財源として、奨学金給付事業を行っている。
　法人Ａから奨学生として採用された場合、成績不良など特段の問題がなければ、卒業まで奨学金が給付される。
　年度ごとの寄附金の額については、企業Ｂの業績により、増減が予想される。
　法人Ａは、企業Ｂの業績の悪化に備え、採用した奨学生に対し、将来の給付が確定している奨学金分の資金を確保したいと考えている。
　現在、法人Ａは当該目的の資金を流動資産として保有しているため、遊休財産の保有の制限を満たしていない状態にある。
（質問事項）
③　上記のような奨学金給付事業を行っている法人の場合、年度ごとに奨学生採用者の将来の給付が確定している奨学金分の資金を特定費用準備資金として積み立て、支給にあたって取り崩すといった運用は認められるか。また、そのような運用が認められるか否かについては、当該法人の年度ごとの奨学生採用者の人数が定まっているか否かで異なるか。		
質問③について
年度ごとに奨学生採用者の将来の給付が確定している奨学金分の資金を特定費用準備資金として積立て、支給にあたって取崩すといった運用は、認定規則18条3項の要件を満たせば、年度ごとの奨学生採用者の人数が定まっているかに関わらず認められると考えます。 		〇

		5233		特定費用準備資金		北海道		菊池　浩幸		令和元年07月10日		令和元年07月18日		対応		 市から５ヶ年間（Ｈ３０～Ｒ４年）の指定管理業務を受託し、公益目的事業を実施している公益財団法人から人件費の定期昇給を行っており、指定管理期間の後半になると人件費の費用が年々増加する。
　また、市からの配当が人件費の昇給分を加味しておらず、平均的なものとなっているため、予算が厳しくなることから、余裕がある前半に特定費用準備資金を積み立て対応したい旨の相談がありました。
当該事業は既存事業を拡充するものではありませんが、この場合、特定費用準備資金として積み立てることは可能でしょうか。
※　ＦＡＱ　問Ⅴ－３－④　答１
将来の特定事業費、管理費に特別に支出するための積み立て資金で、新規事業の開始、既存事業の拡大、数年周期で開催するイベントや記念事業等の費用が対象となります。  		 5年間の指定管理期間で、定期昇給に対応して収入が足りなくなる分が過去の状況等から合理的に予想可能である場合には、特定費用準備資金に積み立てることは可能と考えます。 		〇

		5320		特定費用準備資金の積み立て要件について		鹿児島県		学法 上靏智子		令和元年11月19日		令和元年12月12日		対応		　特定費用準備資金の積み立て要件について，「将来の収入の減少が確実に見込まれる場合（通常型）」の他に，弾力化により「将来的に収入の安定性が損なわれるおそれがあり，専ら法人の責に帰することができない場合（特例型）」が加わった。
　さとうきび関係の受託作業収入等を主な収益として公益目的事業を行っているところ，毎年の台風被害により収益が減少しており，今後の台風襲来によっても公益目的事業の実施に影響が出ると見込まれる法人がある。この場合，公益目的事業について特定費用準備資金を積み立てることはできるのか。
［本県の考え］
　FAQ５－３－⑤によると，地震，災害等災害時に備えて積み立てる資金は目的と金額の合理的な見積もりが難しいことから，特定費用準備資金としての要件を充たすことは難しいとの記載があるが，本ケースについては資金の合理的な見積もりについて，過去数年間の台風による減収額の平均値等から算出可能と考えられることから，特定費用準備資金として積み立てられるものと考える。ただし，通常型として積み立てるための「収入減の確実性」があるとまでは言い難いことから，蓋然性の高さに係る見込み額を元に，特例型として特定費用準備資金として積み立てることが可能と考える。つまり，台風等の気象災害等による事業収入の減については，「平成29年度公益法人会計に関する諸課題の検討結果」５ページの「※１　該当する場合の条件」をクリアすれば
特例型として特定費用準備資金として積み立てることが可能と考える。 		 本ケースは、貴見の通り特定費用準備資金として積み立てることは可能であると考えます。
なお、特例型でなくても過去の実績等を踏まえて算出する通常型（将来において見込まれている収支の変動に備えて法人が自主的に積立てる資金）により積み立てることは可能と考えます。（FAQ問Ⅴ-3-⑦参照） 		〇

		5325		指定正味財産を財源とする特定費用準備資金の取り崩しに係る収支相償の計算について		神奈川県		浮津 翔		令和元年11月25日		令和元年12月12日		対応		 　指定正味財産を財源とする特定費用準備資金の取り崩しについて、二重の収益加算（①指定正味財産から一般正味財産への振替額＋②特定費用準備資金の取崩額）が生じてしまう場合、別表Ａ（１）上の計算方法としては、①と②のうち、①指定正味財産から一般正味財産への振替額の方は収支相償上の収益には加算しないとする例外的な扱いを行うことは可能でしょうか。 		 平成29年度に公益目的保有財産から特定費用準備資金へ変更した際に会計上、指定正味財産から一般正味財産へ振替えるところ振替を行わなかったことから、平成30年度の指定正味財産から一般正味財産への振替額を収支相償上の収益には加算しない取扱いとすることは可能と考えます。
その際、H29年度の決算修正を過年度に遡り行うのではなく、平成29年度の別表Aで当該一般正味財産への振替を経常収益に加味したと仮定した場合、収支相償を満たしているかについて再確認することが必要であると考えます。 		指定正味財産を財源とする特定費用準備資金を認めない？ ミト



【機密性2情報】		


https://pictis.cao.hq.admix.go.jp/pictis-poss/fqa0001!showhttps://pictis.cao.hq.admix.go.jp/pictis-poss/fqa0001!show



② 将来において見込まれている収支の変動に備える場合

＜特費を積み立てる際のポイント＞
・対象は既存事業の維持
・過去の実績や事業環境の見通しを踏まえた、活動見込みや限度額の見積もりが必要
・積立可能な期間は５年間。翌事業年度以降５年間での収入の減少見込みに関する合理的な説明に基づき、その

範囲内で積み立て、取り崩す
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 特定費用準備資金の名称
 （貸借対照表科目名）

将来の特定の活動の名称 当該活動の内容
計画期間
（事業年度）

当該活動の
実施予定時期

積立限度額の算定方法

資格認定事業積立資金 資格認定事業

当事業では複数種類の資格検定試験を実施してお
り、その組合せにより事業収入が多い年と少ない年
を繰り返すことが合理的に見込まれる。経常増減額
がプラスとなった事業年度に積み立て、マイナスに
なった事業年度に取り崩して講習会費用等に充当
し、安定的かつ持続的に事業を行えるようにする。

5年間

過去の実績から、経常増減額
がプラスとなる令和〇年度、
同△年度及び同□年度に積立
てを行い、同じくマイナスに
なると見込まれる令和2年度及
び令和5年度に取崩す。

講習会開催経費1回当り　××万円
（会場費××万円、謝金××万円、旅費交通費
××万円、印刷製本費××万円）
開催回数　〇回/年
→　××万円×〇×5年を積立限度額とする。

奨学金事業積立資産 奨学金事業

事務所ビルの家賃収入を奨学金の原資にしている
が、当該ビル建替時の3年間は収入が見込めないこ
とから、現在の奨学金事業を維持するために積み立
てる。

3年間
令和×1年度
～令和×3年度

令和×年度事業計画書における奨学金事業等の
年間予算××万円の3年間分

その他の事例として、寄附者が減少することへ
の備えとしての積立てなども考えられます。

学術集会等準備資金
学術集会、〇〇協議会、△
△研修会の実施費用

令和〇年度から令和△年度までの学術集会、〇〇協
議会、△△研修会の参加料について減額が決定した
ため、当該減額分を補填するための積立てを行う。

3年間
令和〇年4月
～令和△年3月

学術集会収入減額　××万円×3年度分
〇〇協議会収入減額　××万円×３年度分
△△研修会収入減額　××万円×３年度分
の合計額を積立限度額とする。

定期提出書類 別表C(5)の記載例
積立てに際しての留意事項等


事例案

		※FAQ問Ⅴ－３－④、Ⅴ－３－⑦に基づき、特費の事例を3つに区分して記載しています。 トイ モト トク ヒ ジレイ クブン キサイ

		①将来の費用支出の増加が見込まれる場合 ショウライ ヒヨウ シシュツ ゾウカ ミコ バアイ

				定期提出書類 別表C(5)の記載例 テイキ テイシュツ ショルイ ベツ ヒョウ キサイ レイ												積立てに際しての留意事項等 ツミタテ サイ

				 特定費用準備資金の名称
 （貸借対照表科目名）		将来の特定の活動の名称		当該活動の内容 トウガイ カツドウ ナイヨウ		計画期間
（事業年度）		当該活動の
実施予定時期 トウガイ カツドウ ジッシ		積立限度額の算定方法 ツミタテ ゲンド

				50周年記念事業準備資金		50周年記念事業		令和〇年度に財団設立50周年を迎えるため、令和〇年度に使用する50周年記念事業を実施するための公益目的事業会計費用及び法人会計管理費として積み立てる。		10年間 ネンカン		令和〇年度		設立50周年記念として実施する各種事業の経費の見積額の合計額を積立限度額とした。令和△年度に実施した設立40周年記念事業に関する実績額を参考にして以下の金額を見積り、その合計額を積立限度額とした。
会場費300万円、講師料60万円、印刷製本費(ポスター、チラシ等)200万円、旅費交通費100万円、通信運搬費60万円、雑費20万円　合計740万円 レイワ ネン ド ジッシ カン ジッセキ イカ キンガク ゴウケイ エン エン トウ エン エン エン エン エン		計画期間が、ガイドラインで目安とされている10年間を超える場合は、事業計画を説明していただくことがあります。 ケイカク キカン メヤス ネン アイダ コ バアイ ジギョウ ケイカク セツメイ

				建物修繕費用準備資金		建物修繕費用 タテモノ		長期修繕計画で令和28年度に実施を予定している建物大規模修繕のための費用として積み立てる。 レイワ ド ジッシ ヨテイ タテモノ		25年間 ネンカン		令和28年度		業者より提示された見積総額××万円を積立限度額とした。 ソウガク マンエン		計画期間が、ガイドラインで目安とされている10年間を超える場合は、事業計画を説明していただくことがあります。事業の性質上特に必要があり、個別の事情について案件毎に判断された結果、認められた場合に限られます。 ジギョウ セイシツジョウ トク ヒツヨウ コベツ ジジョウ アンケン ゴト ハンダン ケッカ ミト バアイ カギ

				事務所移転費用準備資金		事務所移転		現在の事務所の賃貸借契約終了に伴い、令和〇年度に予定している事務所移転のための費用として積み立てる。 レイワ ネンド ヨテイ		10年間 ネンカン		令和〇年度		移転先の事務所の工事費（前回移転時の工事費実績に基づき算定）×××円
運搬費（前回移転時の運搬費実績に基づき算定）×××円 モト サンテイ		その他の事例として、〇〇賞事業において今年度は受賞に該当する者がなく、来年度へ賞金を繰り越す場合の積立てなども考えられます。 タ ジレイ ショウ ジギョウ コンネンド ジュショウ ガイトウ モノ ライネンド ショウキン ク コ バアイ ツミタテ カンガ

				定期提出書類 別表C(5)の記載例 テイキ テイシュツ ショルイ ベツ ヒョウ キサイ レイ												積立てに際しての留意事項等 ツミタテ サイ

				 特定費用準備資金の名称
 （貸借対照表科目名）		将来の特定の活動の名称		当該活動の内容 トウガイ カツドウ ナイヨウ		計画期間
（事業年度）		当該活動の
実施予定時期 トウガイ カツドウ ジッシ		積立限度額の算定方法 ツミタテ ゲンド

				奨学金事業準備資産 ジギョウ シサン		奨学金事業 ジギョウ		新規に、令和〇年度から令和△年度において、大学生を対象とする奨学金事業を実施する予定であり、当該事業の円滑な実施のために積み立てる。 レイワ ネンド ダイガクセイ タイショウ キン ジギョウ ジッシ ヨテイ トウガイ ジギョウ エンカツ ジッシ		10年間 ネンカン		令和〇年度
～令和△年度 ネンド		募集する奨学生：〇名 ／年
給付額：△△円／年・人
事業実施期間：10年間／人
として、〇名×△△円×10年間　を積立限度額とする。 ボシュウ ショウガク セイ メイ ネン キュウフガク エン ニン ジギョウ ジッシ キカン ネン カン メイ ネンカン		その他の事例として、新規事業としてセミナーを開催するための積立てや、毎年開催しているセミナーについて参加者の増加や規模拡大を予定していてその会場確保のための積立てなども考えられます。 シンキ ジギョウ カイサイ ツミタテ マイトシ カイサイ サンカ モノ ゾウカ キボ カクダイ ヨテイ カイジョウ カクホ ツミタテ カンガ

				研究員雇用準備資産 ジュンビ		シンクタンク事業		シンクタンクとしての組織拡大と機能の充実を図るため、研究員を雇用する費用に充てる。
中期経営計画（令和〇年度～令和△年度）に基づいて研究者の雇用計画を推進する。 レイワ ネンド レイワ モト		10年間 ネンカン		令和〇年度
～令和△年度 ネンド		特任研究員を×名雇用することとし、
月額給与：〇〇千円／人／月
法定福利費：△△円／人／月
昇給率：□％／年
として、×名に関する給与・法定福利費の10年分を積立限度額とする ショウキュウ リツ トシ カン		その他の事例として、公益目的事業に従事する職員や管理部門の職員のための研修費用や、専門知識・技能を持つ高い賃金の職員を雇用する計画なども考えられます。 コウエキ モクテキ ジギョウ ジュウジ ショクイン カンリ ブモン ショクイン ケンシュウ ヒヨウ センモン チシキ ギノウ モ タカ チンギン ショクイン コヨウ ケイカク カンガ

				システム保守費用積立資産		システム更新に伴う保守費用 コウシン		令和×1年度に実施予定のシステム更新に伴う令和×1年度以降5年間のシステム維持のための保守費用支出に備えるもの。 レイワ コウシン		5年間 ネンカン		令和×1年度
～令和×5年度		ベンダーによる見積もりの結果、5年間通算の保守費用合計は××百万円、そのうち公益事業に関わるものは、3分の2相当の△△百万円であることから、△△百万円を積立限度額とする。

				□□事業準備資金 ジギョウ		□□事業 ジギョウ		A国において□□事業を予定していたが、A国において紛争が生じたため、当該事業の実施を中止した。同国の情勢を見極めつつ5年後に同事業を再開する目的で、今年度の事業に充当する予定だった資金を特定事業準備資金として積み立てる。 クニ ジギョウ ヨテイ クニ フンソウ ショウ トウガイ ジギョウ ジッシ チュウシ モクテキ コンネンド ジギョウ ジュウトウ ヨテイ シキン		5年間 ネンカン		令和××年度		今年度の予算書に基づき算定した、□□事業のための資金の合計額から、中止までに既に生じていた費用額を控除した残額を積立限度額としている。 コンネンド ヨサンショ モト サンテイ ジギョウ シキン ゴウケイ ガク チュウシ スデ ショウ ヒヨウ ガク コウジョ ザンガク



		②将来において見込まれている収支の変動に備える場合 ショウライ ミコ シュウシ ヘンドウ ソナ バアイ

				定期提出書類 別表C(5)の記載例 テイキ テイシュツ ショルイ ベツ ヒョウ キサイ レイ												積立てに際しての留意事項等 ツミタテ サイ

				 特定費用準備資金の名称
 （貸借対照表科目名）		将来の特定の活動の名称		当該活動の内容 トウガイ カツドウ ナイヨウ		計画期間
（事業年度）		当該活動の
実施予定時期 トウガイ カツドウ ジッシ		積立限度額の算定方法 ツミタテ ゲンド

				資格認定事業積立資金		資格認定事業		当事業では複数種類の資格検定試験を実施しており、その組合せにより事業収入が多い年と少ない年を繰り返すことが合理的に見込まれる。経常増減額がプラスとなった事業年度に積み立て、マイナスになった事業年度に取り崩して講習会費用等に充当し、安定的かつ持続的に事業を行えるようにする。 ジギョウ フクスウ オオ ゴウリテキ ミコ ジギョウ ヒヨウ トウ オコナ		5年間 ネンカン		過去の実績から、経常増減額がプラスとなる令和〇年度、同△年度及び同□年度に積立てを行い、同じくマイナスになると見込まれる令和2年度及び令和5年度に取崩す。 カコ ジッセキ レイワ ネンド ドウ ネンド オヨ ドウ ネンド オナ ミコ レイワ オヨ レイワ ネンド		講習会開催経費1回当り　××万円
（会場費××万円、謝金××万円、旅費交通費××万円、印刷製本費××万円）
開催回数　〇回/年　
→　××万円×〇×5年を積立限度額とする。 アタ マン マン マン マン マン マン

				奨学金事業積立資産 キン		奨学金事業 キン		事務所ビルの家賃収入を奨学金の原資にしているが、当該ビル建替時の3年間は収入が見込めないことから、現在の奨学金事業を維持するために積み立てる。 ジム ショ ショウガクキン コガネ ゲンシ トウガイ キン イジ ツ タ		3年間 ネンカン		令和×1年度
～令和×3年度		令和×年度事業計画書における奨学金事業等の年間予算××万円の3年間分 レイワ キン		その他の事例として、寄附者が減少することへの備えとしての積立てなども考えられます。 タ ジレイ キフ シャ ゲンショウ ソナ ツミタテ カンガ

				学術集会等準備資金		学術集会、〇〇協議会、△△研修会の実施費用		令和〇年度から令和△年度までの学術集会、〇〇協議会、△△研修会の参加料について減額が決定したため、当該減額分を補填するための積立てを行う。 レイワ ネンド トウガイ		3年間 ネンカン		令和〇年4月
～令和△年3月		学術集会収入減額　××万円×3年度分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇〇協議会収入減額　××万円×３年度分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△△研修会収入減額　××万円×３年度分
の合計額を積立限度額とする。 マン キョウギカイ マン ガク ゲンド ガク



		③専ら法人の責に帰すことができない事情により将来の収入が減少する場合 モッパ ホウジン セキ キ ジジョウ ゲンショウ バアイ

				定期提出書類 別表C(5)の記載例 テイキ テイシュツ ショルイ ベツ ヒョウ キサイ レイ												積立に際しての留意事項等 ツミタテ サイ

				 特定費用準備資金の名称
 （貸借対照表科目名）		将来の特定の活動の名称		当該活動の内容 トウガイ カツドウ ナイヨウ		計画期間
（事業年度）		当該活動の
実施予定時期 トウガイ カツドウ ジッシ		積立限度額の算定方法 ツミタテ ゲンド

				〇〇事業準備資金 ジギョウ		〇〇事業 ジギョウ		政策変更に伴う補助金の削減により、収入の減少が想定されることから、事業を安定的に継続するために積み立てる。 セイサク ヘンコウ トモナ ホジョキン サクゲン シュウニュウ ゲンショウ ソウテイ ジギョウ アンテイテキ ケイゾク ツ タ		5年間 ネンカン		令和×1年度
～令和×5年度		令和×1年度～令和×5年度における補助金の削減見込額××万円を積立限度額としている。 ホジョキン サクゲン ミコ ガク マンエン

				△△事業準備資金 ジギョウ		△△事業 ジギョウ		新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、事業計画で予定していたイベントを中止した。今後も同様の理由により当該事業の安定性が損なわれることが想定されることから、事業を安定的に継続するために、開催を見込んで今年度に受け取っていた寄附金や補助金を特定事業準備資金として積み立てる。 シンガタ カンセンショウ カクダイ トモナ ジギョウ ケイカク ヨテイ チュウシ コンゴ ドウヨウ リユウ トウガイ ジギョウ		5年間 ネンカン		令和×1年度
～令和×5年度		今年度にイベント開催を見込んで受け取っていた寄附金及び補助金の合計額から、開催中止までに生じた費用額を控除した残額を積立限度額としている。 コンネンド カイサイ ミコ ウ ト キフキン オヨ ホジョキン ゴウケイ ガク カイサイ チュウシ ショウ ヒヨウ ガク コウジョ ザンガク

				奨学金事業準備資産 ジギョウ シサン		奨学金事業 ジギョウ		対象者が大学に在籍している期間を奨学金支給期間としているが、当法人の主要収入源が株式配当であり、過去の配当政策から今後も配当額が減少となる可能性が高い。仮に減配となった場合に、奨学金事業を継続できない事態が生じかねないため、そのような事態を防ぐため積み立てる。 タイショウシャ キン シキュウ ホウジン カコ ハイトウ セイサク コンゴ ハイトウ ガク ゲンショウ カノウセイ タカ カリ キン ジギョウ ケイゾク ジタイ		4年間 ネンカン		令和×1年度
～令和×4年度		予算上見込んでいる配当収入がゼロになった場合を想定し、翌年度始に在籍予定の奨学生の残余期間に見合う奨学金合計額を積立限度とする。この金額は毎年度再設定する。令和×年度の奨学生は××名を予定しており、××万円を積立限度額としている。 レイワ ド ショウガク セイ ヨテイ マン		左記は、保有する株式の財源が一般正味財産である場合を前提としています。指定正味財産である場合は、既に寄附者等により使途が制約されていることから、特定費用準備資金とすることは適切でないと考えます。 サキ ホユウ カブシキ ザイゲン イッパン ショウミ ザイサン バアイ ゼンテイ シテイ ショウミ ザイサン バアイ スデ キフ シャ トウ シト セイヤク トクテイ ヒヨウ ジュンビ シキン テキセツ カンガ
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（参考）POSSに基づく特費の事例

		※薄い緑のセルは、逆特費と思われるものです。 ウス ミドリ ギャク トク ヒ オモ

		法人コード ホウジン		法人名 ホウジン メイ		事業年度 ジギョウ ネンド		 特定費用準備資金の名称
 （貸借対照表科目名）		将来の特定の活動の名称		当該活動の内容 トウガイ カツドウ ナイヨウ		計画期間
（事業年度）		当該活動の
実施予定時期 トウガイ カツドウ ジッシ		積立限度額の算定方法 ツミタテ ゲンド

		A001125		公益財団法人日本食肉流通センター		令和2年度		特定施設修繕基金		大規模修繕等		平成２７年度からの新棟施設整備基金の積立てを円滑に行うため、今後１０年間に見込まれる大規模修繕等に備えてあらかじめ資金を造成しておくことにより、次の特定の施設修繕を計画的に実施していくことを目的とする。
１．施設の老朽化を原因とする予定価格が１千万円以上になると考えられる修繕
２．フロンガスを含む冷媒の漏洩防止及び冷媒変更のための修繕		10年間 ネンカン		平成２７年度～令和５年度 レイワ		積立限度額：１１億３５８０万円
別紙のとおり、新棟施設整備基金の積立期間中に見込まれる特定の施設修繕に要する経費を積み上げて算定した。

		A001243		公益財団法人放送文化基金		令和2年度		50周年事業積立金		50周年事業		放送文化基金の設立５０周年（令和６年２月１日）を迎えるにあたり、半世紀にわたる当基金の歩みを振り返るとともに、今後一層放送文化を豊かなものにしていく契機となるよう記念事業を実施する。		5年間 ネンカン		令和元年度～令和5年度		現在実施している助成事業の記念事業分として助成額の拡大１,５００万円
全国制作者フォーラム、研究報告会、放送文化基金賞のいずれかを記念事業として拡大実施８００万円（計画額は設立３０、４０周年事業の実施値に基づき算出）
職員の在宅勤務等の事務局の環境整備のための経費として７００万円


		A001359		公益財団法人予防接種リサーチセンター		令和2年度		調査研究事業積立金資産		予防接種調査研究事業		安全で有効な予防接種を推進するため、安全なワクチンの確保とその方法等を研究し、そ
の成果を国民の公衆衛生向上及び増進に寄与することを目的に公益財団法人予防接種リ
サーチセンターの事業として公募する。（3年毎に3課題の研究の公募を行っているが、特
定費用準備資金を積み立て、次回公募時に２課題多く公募を行う。）当初予定では3年計画の最終年度の令和2年度に全額取り崩しを行う予定であったが、1課題の研究者が国の新型コロナウイルス感染症クラスター対策業務のため、研究が実施出来なくなり、翌年度に研究を延期することとなったため、令和2年度末で研究費の1課題分の250万円分は令和3年度に取り崩すこととした。		7年間 ネンカン		平成30年度～令和2年度		対象の研究助成は1課題につき3年にわたる研究助成費用として750万円
（1年250万円が3年分の合計として750万円）とし、2課題分の1,500万円を
積立限度額とする。
平成30年度　予防接種調査研究助成金　250万円×2課題＝500万円
平成31年度　予防接種調査研究助成金　250万円×2課題＝500万円
令和 2年度　予防接種調査研究助成金　250万円×2課題＝500万円

		A001359		公益財団法人予防接種リサーチセンター		令和2年度		公益目的事業積立金資産		公益目的事業		公益目的事業実施における新型コロナウイルス感染症予防対策を契機として、事業継続に必要なテレワークを実施するために使用する機器の整備のため、セキュリティ対策を施した外部から内部ネットワークへの通信機能を持ったノートパソコン（モバイルパソコン）を導入する。		2年間 ネンカン		令和2年7月		費用は、想定するテレワークに対応出来る仕様の中からヒューレットパッカード製ノートパソコン（Ｗｅｂでのカスタマイズ構成見積）を参考に、1台当り176,000円の7台分で1,232,000円を積立限度額とする。なお、当財団の会計規程により資産計上対象外（1台当りの金額が20万円未満）となるため、事業費の備品経費とする。

		A001359		公益財団法人予防接種リサーチセンター		令和2年度		調査研究事業積立金資産②		予防接種調査研究事業		安全で有効な予防接種を推進するため、安全なワクチンの確保とその方法等を研究し、その成果を国民の公衆衛生向上及び増進に寄与することを目的に公益財団法人予防接種リ
サーチセンターの事業として3年毎に3課題の研究の公募を行っているが、令和3年度から始まる3年にわたる研究公募を行った結果、新型コロナウイルスの予防接種に関する研究など、応募が多数あったため、研究2課題の3年分の追加研究助成のための調査研究特定費用準備資金②を積み立て、研究助成を拡大する。		3年間 ネンカン		令和3年度～令和5年度		対象の研究助成は1課題につき3年にわたる研究助成費用として750万円
（1年250万円が3年分の合計として750万円）とし、2課題分の1,500万円を
積立限度額とする。
令和3年度　予防接種調査研究助成金　250万円×2課題＝500万円
令和4年度　予防接種調査研究助成金　250万円×2課題＝500万円
令和5年度　予防接種調査研究助成金　250万円×2課題＝500万円

		A001465		公益社団法人日本フィランソロピー協会		令和2年度		普及啓発事業等積立資金		フィランソロピー活動３０周年記念事業及び情報システムの更改		当協会がフィランソロピーの推進活動を始めて以降、「フィランソロピー元年」、「ボランティア元年」や「CSR元年」など様々な出来事が発生し、様々な活動団体が増加。平成33年度（2021年度）は、当協会がフィランソロピーに関する活動を開始して30周年であることから、それを記念し、改めて当協会の理念である「民主主義の健全な育成」に向け、全国規模の普及・啓発を実施する。		6年間 ネンカン		平成30年度～平成33年度		事業に係る費用の積算に基づき算定。
・フィランソロピー30周年記念事業70,000,000円
・情報システム更改　　　　　　　　　30,000,000円　　計100,000,000円

		A001465		公益社団法人日本フィランソロピー協会		令和2年度		コロナ禍経営安定化資金		コロナ禍経営安定化資金(公益）		コロナ禍影響に伴って収入減が見込まれる中、人件費、委託費、事務所賃借料、他付随費用		3年間 ネンカン		令和2年度～令和4年度		■①2019年度第四半期におけるコロナ禍により事業延期となり、コロナ収束後実施見込部分：1200万円
2019年度第4四半期にかけて実施を予定していた事業がコロナにより開催できなかったため、コロナ終息後に同等の事業を行うための資金として積立
■②安定資金 人件費及び事務所賃借料の1か月分：600万円(公益550万円、管理50万円)                                                                      * R2年度に公益550万を積立、同年中に4,422,288円充当したため差額の1,077,712円を特費に積立 　　　　　　　　　　　　　計13,077,712円(①12,000,000円、②1,077,712円）


		A001465		公益社団法人日本フィランソロピー協会		令和2年度		コロナ禍経営安定化資金		コロナ禍経営安定化資金(管理）		コロナ禍影響に伴って収入減が見込まれる中、人件費、委託費、事務所賃借料、他付随費用		3年間 ネンカン		令和2年度～令和4年度		■安定資金 人件費及び事務所賃借料の1か月分：600万円(公益550万円、管理50万円)                    * R2年度に管理50万円を積立、同年中に481,218円充当したため差額の18,782円を特費に積立                                　　

		A001470		公益社団法人劇場演出空間技術協会		令和2年度		特定費用準備金		JATET劇場演出空間技術展2022		令和2年度はJATET創立30周年となり、当初の計画では2020年12月にJATETフォーラム2020/21を開催予定であったが、新型コロナウイルスの影響により劇場での開催を断念し、セミナープログラムを番組コンテンツとして制作し、インターネット配信によるフォーラムを開催することとした。しかし、新型コロナウィルスが影響して、令和2年度中にはコンテンツの制作及び編集が完了せず、実際の配信事業は令和3年度に実施することとした。このため、令和2年度中の事業費がほとんど発生せず、平成30年度に積立のJATETフォーラム2020用の特定費用準備金250万円は令和3年度に取り崩すこととした。令和3年度に予定していたJATET劇場演出空間技術展2021は、技術展2022として令和4年度に開催することで計画を進める。		7年間 ネンカン		JATET劇場演出空間技術展2022を令和4年度に開催予定として計画を進める。開催場所は未定。																																				令和2年度のJATETフォーラム2020/21は、コロナ禍の影響により2年越しの事業となり、平成30年度に積立の特定費用準備金250万円は、令和3年度に取り崩すことになった。令和元年度に積み立てたJATET劇場演出空間技術展2021用の特定費用準備金120万円は、令和4年度の開催予定に変更した技術展2022に使用する予定とする。令和2年度については、特定費用準備金の積立は行わない。

		A001476		公益社団法人日本表面真空学会		令和2年度		周年記念事業引当預金		周年事業		合併5、10，15周年記念出版を実施する。		10年間 ネンカン		令和5年、令和10年、令和15年		合併5周年記念出版事業費用：200万円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合併10周年記念出版事業費用：200万円　                                                 　　　　　　　　　　　　　合併15周年記念出版事業費用：200万円

		A001476		公益社団法人日本表面真空学会		令和2年度		国際会議引当預金ISSP		国際会議事業ISSP		2019年度実施の国際会議（ISSP2019）開催のための費用に充当する。当該国際会議は2年ごとに、本学会が主催する国際会議であり、海外からの参加者を含め、多数の参加が期待される。		7年間 ネンカン		令和3年、令和5年		過去の実績費用に基づく
国際会議会議場費用：200万円
アブストラクト印刷費：50万円
参加登録委託費：250万円

		A001490		公益財団法人持田記念医学薬学振興財団		令和2年度		40周年記念助成金等準備資金		40周年記念助成金等及び40周年記念助成事業等		2023（令和5）年度に財団設立40周年を迎えるため、2023（令和5）年度に使用する40周年記念助成金等、40周年記念助成事業等を実施するための公益目的事業会計費用及び法人会計管理費として積立てます。		4年間 ネンカン		2023（令和5）年度から2024（令和6）年度を予定		2013（平成25）年度30周年記念時の記念助成金等の実績90,000,000円を基に、運用益を含めて100,000,000円を積立て限度額とします。


		A001559		公益財団法人伊藤記念財団		令和2年度		研究助成事業積立資金		研究助成事業		本財団の基幹事業である研究助成事業の拡大と安定化を目的として積立てる。		8年間 ネンカン		平成31年度から令和7年度までの7年間		過去の年間研究助成額の最低金額10,000千円に拡大額10,000千円を加えた20,000千円を年間積立限度額とし、期間を10年間として20,000千円×10年間の総計200,000千円を積立限度額とする。

		A001560		公益社団法人日本眼科医会		令和2年度		90周年記念事業積立資産		創立90周年記念事業		目の身体障害者手帳を受けている方の3大疾病である、緑内障、糖尿病網膜症、加齢黄斑変性症について講演による啓発活動を行う		5年間 ネンカン		令和3年		会場費、講師謝金、旅費交通費、通信運搬費、消耗品費、印刷製本費等

合計：12,000,000円

		A001567		公益財団法人原子力安全研究協会		令和2年度		環境放射線（能）に関する調査研究積立金		環境放射線（能）分析及びモニタリング事業		国による中間貯蔵施設の整備が進められていることから、区域内及び周辺の放射線量の状況を調査し、周辺環境への影響を把握することが必要である。本業務は、中間貯蔵施設区域及び周辺地域における空間線量率や土壌調査等を実施し、その結果等について評価・検討を行う。		7年間 ネンカン		令和８年度		環境放射線（能）分析及びモニタリング研究施設に係る資機材等経費（食品・環境放射能測定装置、環境放射線分析器、空間線量測定器等9,400万円）、設備等経費（分析場建設費用（土地及び建物6億6,000万円）合計7億5,400万円を目標積立額とする。また、平成30年度まで研究積立金で積み立てていた2億6,760万円をR1年度に本積立金に積み替えを行った。

		A001622		公益財団法人ＮＩＲＡ総合研究開発機構		令和2年度		2020年記念事業資金		2020年記念プロジェクト		世界が日本に注目する東京オリンピック・パラリンピックに合わせて、日本で国際的なフォーラムを開催し、われわれが直面する現状の課題が何かを把握するとともに、将来に向けた市場経済、政治、そして、社会の在り方の道筋を示すことで、変革期にある世界の安定に向けてメッセージを発出する。		6年間 ネンカン		平成31年度～令和3年度		本プロジェクトに係る費用は、給与手当25百万、諸謝金3百万、旅費交通費7百万、PR費用5百万円、印刷費等4百万円、ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ費用等11百万円の合計55百万円を見込んでいる。

		A001622		公益財団法人ＮＩＲＡ総合研究開発機構		令和2年度		海外連携事業資金		グローバル・マイ・ビジョン プロジェクト		主に日本国内の諸問題について５人の識者の意見を発信する「わたしの構想」をよりグローバル化し、国内外への発信を強化するプロジェクト。
世界経済の見通し、自由貿易の行方、中国経済の動向といった、各国に共通する重要課題について、それぞれの国の識者に論じてもらい、定期的な発信を行う。アジア、欧州、米国などの各国から識者を５名程度選出して行う予定。		6年間 ネンカン		平成30年度～令和4年度		本プロジェクトに係る費用は、給与手当810万円、諸謝金2,025万円、旅費交通費450万円、編集･翻訳費450万円、印刷費585万円、PR費用180万円を見込んでいる。

		A001622		公益財団法人ＮＩＲＡ総合研究開発機構		令和2年度		知識ネットワーク構築事業資金		東西知識人のネットワーク構築プロジェクト		アジア、日本が直面する課題が何であるかを共有し、それへの対応策を議論し、政策に生かすための仕組みを構築する。年に１回、フォーラムを開催し、アジア、日本が直面する１０大リスクについて議論する。		9年間 ネンカン		令和元年度～令和8年度		本プロジェクトに係る費用は、給与手当42百万、諸謝金9.6百万、印刷費4.9百万、委託費4.2百万円、ﾌｫｰﾗﾑ費等10.5百万円の合計71.2百万円を見込んでいる。

		A001622		公益財団法人ＮＩＲＡ総合研究開発機構		令和2年度		政策共創の場の構築事業資金		政策共創の場の構築事業		政策に関する議論の場を幅広く提供するため、様々な分野の専門家に政策についての考えを提示してもらう場を構築する。専門家への「問い」を外部から広く募集し、該当する分野の専門家に短めの論考の提出を依頼する。		7年間 ネンカン		令和2年度～令和7年度		本プロジェクトに係る費用は、給与手当8.6百万、諸謝金9.5百万、印刷費6百万、委託費22.9百万円の合計47百万円を見込んでいる。

		A001622		公益財団法人ＮＩＲＡ総合研究開発機構		令和2年度		調査体制とデータベースの構築事業資金		調査体制とデータベースの構築事業		様々な手法を駆使し、科学的知見に基づいた提言を発出するための調査体制とデータベースの構築を図る。		3年間 ネンカン		令和3年度～令和4年度		本プロジェクトに係る費用は、給与手当1.5百万、印刷費0.5百万、委託費8百万円の合計10百万円を見込んでいる。

		A001639		公益財団法人中部科学技術センター		令和2年度		科学の祭典積立資金		青少年のための科学の祭典（名古屋大会・東三河大会）		次世代層の科学技術への関心と理解増進を図るため、多くの青少年が実験や工作を通じて科学技術の楽しさや面白さを体験し、発見する喜びや感動を実感できる機械を地域の理科教師、諸団体、産業界等と協力して開催する。		9年間 ネンカン		毎年１０月（名古屋大会）と１月（東三河大会）に実施		平成２５年度以降７年間の会場設営費や印刷費等の費用に基づく。

		A001639		公益財団法人中部科学技術センター		令和2年度		中部サイエンスネットワーク積立資金		中部サイエンスネットワーク		理科・科学好きな人材を輩出し続けるために、地域で開催されるサイエンスイベント等の情報を収集・体系化し、小・中学生をはじめ一般の人々へ提供するとともにサイエンスイベント等に関わる個人・団体等のネットワークを形成し、地域における科学技術に関する普及啓発活動の有機的、効果的な連携を図る。		11年間 ネンカン		通年実施		平成２９年度以降１０年間において当該事業の実施に必要な旅費及び委託費等の経費見積に基づく。

		A001723		公益社団法人日本キリスト教海外医療協力会		令和2年度		60周年記念事業準備資金		創立60周年記念事業		当初計画：2020年（令和2年）に創立60周年記念事業として、記念集会開催、活動紹介DVD製作等を行う。支援者への感謝を表すとともに、活動の成果をわかりやすく伝え、より多くの支援者を得る機会とすることを目的とする。
→新型コロナウイルス感染拡大により、集会や海外渡航を伴う事業実施が困難になったため、理事会で次のように計画を変更した。2021年（令和3年）に啓発のための絵本製作、2022年（令和4年）に活動紹介DVD製作を行う。記念集会は開催しない。		10年間 ネンカン		令和2年度→令和3年度及び令和4年度に変更		記念集会　700,000円　東京及び関西で開催
活動紹介DVD製作　3,500,000円　2カ国で撮影　15分×2本のDVD
（平成22年の50周年記念事業の実績をふまえて算定）
→以下のとおり変更する。
啓発絵本製作　1,834,000円
活動紹介DVD製作　2,366,000円　2カ国で撮影　15分×2本のDVD

		A001723		公益社団法人日本キリスト教海外医療協力会		令和2年度		使用済み切手運動60周年記念事業準備資金		使用済み切手運動60周年記念事業		2024年（令和6年）に使用済み切手運動60周年記念事業として、記念集会を開催する。協力者への感謝を表すとともに、より多くの人が使用済み切手収集による国際協力活動に参加するよう周知する機会とする。		11年間 ネンカン		令和6年度		記念集会　2,000,000円　東京及び関西で開催
（会場費、講師謝礼、交通費、チラシ印刷・郵送費等）
平成26年の50周年記念事業の実績をふまえて算定）

		A001752		公益財団法人船井情報科学振興財団		令和2年度		奨学事業記念資金		15周年記念奨学事業及び20周年記念奨学事業		15周年記念事業として10名、20周年記念事業として平成28年度以降奨学事業対象者の増員を行い、奨学事業の充実を図る。なお、2021年度から5年間4人ずつ増員を実施する。
		10年間 ネンカン		平成2７年度及び平成28年度以降の各年度		令和2年度末の奨学事業記念資金が4億8513万円の算定根拠（解消計画）は以下のとおりである。

2021年度　
1年目の人授業料　40000ドル/年、生活費3000ドル/月で7か月、サマースクール上限10000ドルだが利用者が少なく0.2人が利用すると想定（2000ドル/人）、支度金50万円/人、飛行機代25万円/人（往復支給）、対象者4人、
　　　＊今期から生活費を3000ドル/月に引き上げ
　　　　＊為替1ドル＝110円
2022年度　
1年目の人　授業料　40000ドル/年、生活費3000ドル/月で7か月、サマースクール上限10000ドルだが利用者が少なく0.2人が利用すると想定（2000ドル/人）、支度金50万円/人、夏季交流会3000ドル/人、飛行機代25万円/人（往復支給）、対象者4人
2年目の人　授業料　50000ドル/年、生活費3000ドル/月で12か月、夏季交流会3000ドル/人、対象者4人
＊為替110円
2023年度
　1年目の人　授業料　40000ドル/年、生活費3000ドル/月で7か月、サマースクール上限10000ドルだが利用者が少なく0.2人が利用すると想定（2000ドル/人）、支度金50万円/人、夏季交流会3000ドル/人、飛行機代25万円/人（往復支給）、対象者4人
2年目の人　授業料　50000ドル/年、生活費3000ドル/月で12か月、夏季交流会3000ドル/人、対象者4人
　3年目の人　授業料　20000ドル/年、生活費3000ドル/月で5か月、夏季交流会3000ドル/人、奨励金1500ドル/半期、対象者4人
　　＊支援期間2年終了後は、半期ごとに研究奨励金1500ドルを支給
　　＊為替1ドル＝110円
2024年度
    1年目の人　授業料　40000ドル/年、生活費3000ドル/月で7か月、サマースクール上限10000ドルだが利用者が少なく0.2人が利用すると想定（2000ドル/人）、支度金50万円/人、夏季交流会3000ドル/人、飛行機代25万円/人（往復支給）、対象者4人
2年目の人　授業料　50000ドル/年、生活費3000ドル/月で12か月、夏季交流会3000ドル/人、対象者4人
　3年目の人　授業料　20000ドル/年、生活費3000ドル/月で5か月、夏季交流会3000ドル/人、奨励金1500ドル/半期、対象者4人
　4年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル/人
　　＊為替110円
2025年度　　
　　1年目の人　授業料　40000ドル/年、生活費3000ドル/月で7か月、サマースクール上限10000ドルだが利用者が少なく0.2人が利用すると想定（2000ドル/人）、支度金50万円/人、夏季交流会3000ドル/人、飛行機代25万円/人（往復支給）、対象者4人
2年目の人　授業料　50000ドル/年、生活費3000ドル/月で12か月、夏季交流会3000ドル/人、対象者4人
　3年目の人　授業料　20000ドル/年、生活費3000ドル/月で5か月、夏季交流会3000ドル、奨励金1500ドル/半期、対象者4人
　4年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル/人
　　5年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル/人
　　＊為替110円
2026年度
2年目の人　授業料　50000ドル/年、生活費3000ドル/月で12か月、夏季交流会3000ドル/人、対象者4人
　3年目の人　授業料　20000ドル/年、生活費3000ドル/月で5か月、夏季交流会3000ドル、奨励金1500ドル/半期、対象者4人
　　4年目・5年目・6年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル/人、対象12名
　　＊為替1ドル＝110円
2027年度
　　まる6年でPh.D.取得と想定しているので、7年目の人は上半期のみ研究奨励金1500ドル取得。帰
りの飛行機代も加算。
3年目の人　授業料　20000ドル/年、生活費3000ドル/月で5か月、夏季交流会3000ドル、奨励金1500ドル/半期、対象者4人
　　4年目・5年目・6年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル、対象12名
　　7年目　研究奨励金1500ドル、帰りの飛行機代25万円、対象4人
　　＊為替1ドル＝110円
2028年度
４・５・6年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル、対象12人
7年目　研究奨励金1500ドル、帰りの飛行機代25万円、対象4人
　　＊為替1ドル＝110円
2029年度
    5・6年目の人  研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル、対象8人
　　7年目の人　研究奨励金1500ドル、帰りの飛行機代25万円、対象4人
　　＊為替1ドル＝110円
2030年度
　　6年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル、対象4人
　　7年目の人　研究奨励金1500ドル、帰りの飛行機代25万円、対象4人
　　＊為替1ドル＝110円
2031年度
　　7年目の人　研究奨励金1500ドル、帰りの飛行機代25万円、対象4人
　　＊為替1ドル＝110円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


		A001795		公益財団法人佐藤陽国際奨学財団		令和2年度		30周年記念事業特定資産		30周年記念事業		設立30周年の事業として、記念事業やリビジットプログラムを実施して財団のネットワークを強化する。事業の内容と金額は下記の通りである。ホームカミングデー及び記念式典　30,000,000円
リビジットプログラム　　　　　　　　　 30,000,000円
                                          合計60,000,000円		11年間 ネンカン		第19事業年度（令和8年度）　設立30周年		2016年度に実施した20周年記念事業の実績金額をベースに算定した。

		A001817		公益財団法人国際花と緑の博覧会記念協会		令和2年度		国際園芸博覧会出展事業積立資産		国際園芸博覧会出展事業		2022年開催予定のアルメール国際園芸博覧会（フロリアード2022）における日本国政府出展に協力する。		4年間 ネンカン		令和元年4月1日～令和4年3月31日		旅費交通費（渡航費）1,000,000円、委託費（出展企画業務委託料）9,000,000円、負担金・会費（出展業務負担金）10,000,000円

		A001817		公益財団法人国際花と緑の博覧会記念協会		令和2年度		法人運営安定化資産		安定した公益目的事業実施		安定した公益目的事業実施		4年間 ネンカン		令和2年4月1日から令和5年3月31日まで		助成金支出20,000,000円、委託費20,000,000円、負担金会費20,000,000円

		A001833		公益社団法人日本理容美容教育センター		令和2年度		技術大会事業積立資金		全国理容美容学生技術大会		学生の技術向上及び理容教育並びに美容教育の啓発普及を図るために技術大会を開催するための資金。		16年間 ネンカン		毎事業年度　地区大会7月～8月　　全国大会　11月		・地区大会
　　北海道、東北、関東、東京、信越北陸、東海、近畿、大阪、中国、四国、九州にて
　　1,600,000,000円を予定。
・全国大会にて800,000,000円を予定。

		A001865		公益財団法人自動車リサイクル促進センター		令和2年度		情報システム刷新準備資金		情報システムの刷新等		平成３５年度（予定）における情報システム刷新のために実施する平成３３年度から平成３５年度にかけての調査・業務設計、詳細設計・開発・移行、稼働検証・調整等		11年間 ネンカン		積立金の取崩期間である令和３年度から令和５年度までの３年間		当該活動は、情報システムの初期構築時と同様の作業が想定される。従って、初期構築時に要した額のうち本財団の資金管理センター、再資源化支援部及び情報管理部のシステム構築等に要した額（約１４２億円）のうち料金で負担することが見込まれる金額（７１．４４億円）が積立限度額となる。

		A001885		公益社団法人日本道路協会		令和2年度		世界道路会議準備引当資産		世界道路会議事業活動		世界道路協会（通称ＰＩＡRＣ、本拠地仏国）が主催する第26回世界道路会議に出席し、各国と道路に関する会議・情報交換を行うとともに、技術展示会に出展して日本の道路技術の海外展開を支援する。(4年に1回開催)		10年間 ネンカン		平成27年度、令和元年度、令和5年度		　一回当り　　30百万円
　床代　　　　　　　　4,000,000円　（過去実績　  3,861千円）
　展示作成費　　  25,000,000円　（過去実績　33,610千円）
　旅費　　　　　　　　1,000,000円　（過去実績　  1,077千円）

		A001885		公益社団法人日本道路協会		令和2年度		日本道路会議準備引当資産		日本道路会議事業活動		日本道路会議は、道路の行政、建設、維持管理、都市計画及び道路交通に取り組んでいる全国の関係者が参画して、道路に関する広範な問題について研究成果を発表し、意見を交換する道路界における我が国最大の会議であり、昭和２７年以降隔年毎に開催している。		14年間 ネンカン		平成２７年度、平成２９年度、令和元年度、令和３年度、令和５年度、令和７年度、令和９年度		一回当り　１5百万円
会場備品等借上費　　10,000,000円　（過去実績　8,357千円）

論文集発行費　　　　  5,000,000円 　（過去実績　5,864千円）

		A001885		公益社団法人日本道路協会		令和2年度		国際交流事業活動準備引当資産		国際交流事業活動		ＰＩＡＲＣ、ＩＲＦ、ＲＥＡＡＡなど国際機関及び海外の技術専門家との意見交換会等を開催するほか、関連する国際会議への参画を通して日本の道路技術の向上を図る。		10年間 ネンカン		平成２８年度～令和６年度		単年度当り、１２百万円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30年度PIARC総会経費
　・会場備品等借上費　　　　８，０００，０００円　　　　　・総会経費　　１５，０００，０００円
　・現場視察費　　　　　　　　 　 　５００，０００円
　・印刷・交通費等事務費　　３，５００，０００円

		A001885		公益社団法人日本道路協会		令和2年度		技術交流促進事業準備引当資産		技術交流促進事業活動		日本道路協会の会員をはじめ道路関係者等の知識、見識の向上と理解を深めるため、セミナーや講演会等を開催して道路施策に関する最新の動向に関する情報を提供するとともに、道路に関するニーズを的確に把握する。		12年間 ネンカン		平成２８年度～令和８年度		単年度当たり８百万円
　　・会場備品等借上費　　　 ２，０００，０００円
　　・講師謝金費　　　　　　 　 ２，０００，０００円
　　・印刷、交通費等事務費　４，０００，０００円

		A001885		公益社団法人日本道路協会		令和2年度		執務室等防災耐震化事業準備引当資産		執務室耐震化等事業		執務室及び倉庫の防災耐震化のための修繕、補強などを行う。		5年間 ネンカン		平成３０年度～令和３年度		単年度当たり4００万円
　　・執務室ＯＡフロアー化（防災）　　4００万円
　　・倉庫の耐震補強化（耐震）　　　 3００万円

		A001885		公益社団法人日本道路協会		令和2年度		講習会等システム化事業準備引当資産		講習会等システム化事業		講習会、会員等申請・受付、請求書作成などの業務のシステム化等を行うことより業務の効率化を図る。		7年間 ネンカン		平成３０年度～令和５年度		単年度当たり８００万円
　　・システム構築　  ５００万円
　　・データ移行等　　３００万円
　　

		A001913		公益財団法人日本レクリエーション協会		令和2年度		地域事業普及促進強化積立資産		地域事業普及促進強化		都道府県レクリエーション協会等で行われる公益事業をより普及・促進するために、当該協会の運営状態を分析し。事業自体への支援、機能の合理化及び運営体制の見直し、経営とガバナンスに対する意識の高い運営者の育成等を行う。令和2年度に予定していた事業については、コロナ禍の影響により実施できなかったため、計画予定期間を1年延期した。		9年間 ネンカン		令和２年度		毎年、５～１０の都道府県レクリエーション協会について、地域事業の普及促進に向けた強化策を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０都道府県　X　５００，０００円＝５，０００，０００円

		A001913		公益財団法人日本レクリエーション協会		令和2年度		人材養成・活用促進事業積立資産		人材養成・活用促進事業		子どもたちの体力向上や高齢者・障がい者の健康・生きがいづくり等に資するレクリエーション活動及び研修プログラムを、公認指導者を活用して無償提供する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    この無償提供するレクリエーション活動の幅を広げ、指導にあたる公認指導者の質を高めるための研修を行う。令和2年度に予定していた事業については、コロナ禍の影響により実施できなかったため、計画予定期間を1年延期した。		10年間 ネンカン		令和元年度		①年間３６５件の無償提供。１件あたり１２，０００円程度の謝金（税・交通費込み）を支給　　　　　　　　　  　３６５件　X　１２，０００円＝４，３８０，０００円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ②毎年、東京にて講師トレーニングを実施　６２０，０００円

		A001923		公益社団法人アジア産業技術交流協会		令和2年度		実習生交流会館開設資金		実習生交流会館を設置する		アジア諸国の技能実習生と多様な世代・様々な産業分野の一般人が双方向に作用して学び、アジア諸国の技能実習生が異国の地で相互に影響し合ってアジア各国と日本の文化を学び、日本とアジア諸国の言語・文化が相互に作用する、互いに影響し合う情報に溢れた会館を設置する。		5年間 ネンカン		令和3年度 レイワ ネンド		内装費（本店移転に伴い、同じ場所に設置）
パーティーション・天井補強工事・受付カウンター　　1,600,000

パソコン・パソコンブース　　　　　　　　　　　　　　　　　　550,000

机・椅子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,250,000

プロジェクター・スクリーン・マイク等　　　　　　　　　　　330,000

配線等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　270,000

　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,000,000

		A001997		公益財団法人医療機器センター				ＩＣＴシステム整備引当資産		ＩＣＴシステム整備		積極的な広報活動や情報提供・パブリシティ活動及びＩＣＴシステムを活用した教育・人材育成活動等を実施するため、当財団のＷＥＢシステムを改修する費用に充てる。
【H31(R1)追加】
テレワーク等業務効率化に資するICTシステムの整備・充実に向けて活動を行っていく
【R2変更】
令和３年度からの第二期中期経営計画に基づき、広報活動・デジタル化推進等を積極的かつ継続的に行っていくために未整備であるＩＣＴシステムの充実に向けて活動する		9年間 ネンカン		平成28年度から令和5年度		【変更前】
ＷＥＢシステム改修費用の見積書を徴し、端数を除いた金額を積立限度額とした。
Webサイト企画構成・デザイン等700,920円、コーディング等費用306,504円
教育用受講受付管理システム6,048,000円、受講管理システム（ｅラーニング+Webﾃｽﾄ）
3,024,000円
【H30変更後】
当初平成３０年度までの計画であったが、広報活動等を積極的かつ継続的に行っていくために未整備であるＩＣＴシステムの充実に向けて活動する。
見積書内容　講習会WEB申込システム2,559,600円、HP製作費5,471,064円、
ICTシステム基盤整備マネジメント費9,180,000円
【H31(R1)追加】
テレワーク対応ノートPC及び会計機関連クラウドシステム化費用の見積を徴し、その金額を積立限度額とした。
テレワーク用ノートパソコン１５台1,487,475円、会計機クラウド費用3,230,700円
【R２変更後】
ＨＰ制作5,471,064円及びＩＣＴ整備にかかる体制整備プロジェクト等10,170,000円の見積額を算出しその金額を積立限度額とした
HP製作費5,471,064円、ICTシステム基盤整備マネジメント費10,170,000円

		A001997		公益財団法人医療機器センター				ハブ機能強化引当資産		ハブ機能強化		第二期中期経営計画における「人財及び情報のハブ機能の明確化・強化」を実現すべく、財団の機能強化と外部組織との連携強化のための活動を行う		4年間 ネンカン		令和３～５年度		若手研究者支援にかかる人件費・研修費等費用及び助成金、医機なびのイベント等にかかる費用、機能強化のために必要な人材を雇用する人件費等の見積額を算出し、その金額を積立限度額とした
若手研究者支援等人件費謝金（給与+法定福利費）16,296,440円、助成金9,000,000円、人財研修費5,775,000円、WEBサイト構築等1,994,850円、広報パンフレット費用1,541,910円研修費医機なびイベント費用11,484,000円（限度額9,000,000円）

		A001997		公益財団法人医療機器センター				特任研究員雇用引当資産		シンクタンク事業		別紙３「２．（１）公益目的事業について［１］事業の概要について」に記載のアの事業において、シンクタンクとしての組織拡大と機能の充実を図るため、若手研究者や企業等を退職したシニア研究員を雇用する費用に充てる。
当該事業に関しては平成27～29年度に行うこととしていたが、当財団の中期経営計画（平成28～32年度）において「今後当財団が果たすべき役割と取組」を掲げておりその中の「事業化支援」「シンクタンク」「教育・人材育成」に関連してそれらを推進する必要性があることから若手・シニア研究者の雇用計画を平成32年度まで推進することとする。
【令和２年度変更】
令和３年度からの第二期中期経営計画（R３～R７）に則り、事業化支援・シンクタンク機能強化を推進する必要性があることから若手・シニア研究者の雇用計画を令和７年度まで推進することとする 		11年間 ネンカン		平成28年度～令和7年度		【変更前】
特任研究員を3名雇用することとし、給与・法定福利費を算出し、その約3年分
月額給与：350千円／人
法定福利費：27年度-626,755円／人、28年度-634,399円／人、29年度-642,043円／人として３名分×３年間分を限度額とした。
【変更後】
特任研究員を3名雇用することとし、給与・法定福利費を算出し、その3年分とする
月額給与：350千円／人／月
法定福利費：54,468円／人／月として、３名分×３年間分を積立限度額とした。
（社会保険料率変更のため）
【H30年度変更後】
令和元年度より、シンクタンク事業の拡張による研究員不足の解消のため特任研究員を4名雇用することとし、給与370千円・法定福利費57,647円／人／月、通勤費として４名分×２年間分を積立額とする。
【令和２年度変更後】
特任研究員を７名雇用することとし、給与等（法定福利費含）を算出、その５年分とする

		A001997		公益財団法人医療機器センター				認証審査員雇用引当資産		認証事業		別紙３「２．（１）公益目的事業について［１］事業の概要について」に記載のイの事業、指定高度管理医療機器等の製品認証(認証事業）の推進において、認証審査員（専門知識の習得と模擬審査の経験からなる資格要件を満たす長期のトレーニングを要する）を確保する必要があることから雇用計画を推進することとする		4年間 ネンカン		令和２～４年度		認証審査員を２名雇用することとし、給与・通勤手当・法定福利費等を算出しその３年分
月額給与：550千円／人、賞与年額：1740千円／人、通勤手当：13千円／人、法定福利費年額：240千円/人として２名×３年間分を限度額とした

		A001997		公益財団法人医療機器センター				35周年記念事業引当資産		３５周年記念事業		社会環境の大きな変化の中、これからの当財団に期待される役割や社会的使命も変化していくことを踏まえ、今後の当財団への期待を産官学臨のステークホルダーからヒアリングし取りまとめる調査事業を行うとともに３５周年記念誌として出版し、次期中期経営計画の礎とする
		3年間 ネンカン		令和２年度		産官学臨のステークホルダーからヒアリングし取りまとめる調査事業として可視化調査費用5,092,109円及び記念誌印刷代1,562,000円の見積書を徴し、その金額を積立限度額とした

		A002023		公益財団法人オイスカ				海外環境保全積立資産（旧海外環境保全準備資金）		海外環境保全事業		開発途上国の農山漁村地域での環境保全を目的とした森林整備活動を行う。近隣自治体の職員や住民を集めた環境保全に関するセミナーも開催する。		11年間 ネンカン		平成22年4月～令和3年3月		積立の原資としては21年度海外環境保全準備資金（78百万円）と法人移行時に組み換えた基本財産分（20百万円）を充てる。

（算出根拠）
インドネシア、フィリピン、タイ、フィジー、バングラデシュにおけるマングローブ植林事業
資機材費　17,500,000円
旅費交通費　7,000,000円
燃料費　2,800,000円
現地謝金手当　7,500,000円
役務費　13,150,000円
印刷製本費　150,000円
通信運搬費　750,000円
会議費　750,000円
修繕費　2,700,000円
保険料　600,000円
雑費　100,000円
計　5300万円
出資者（梅田登氏）の意向により、マングローブ植林については当初より規模を拡大して実施することとしたため、算出根拠額が認定申請時より増額された（23年度修正済）。

中国内モンゴル地区での植林事業
資機材費　13,700,000円
旅費交通費　3,200,000円
燃料費　1,000,000円
現地謝金手当　7,400,000円
役務費　2,000,000円
印刷製本費　80,000円
通信運搬費　2,400,000円
光熱水料費　5,000,000円
修繕費　300,000円
賃借料　1,800,000円
保険料　250,000円
雑費　30,000円
計　3500万円

いずれも21年度実績より算定した

		A002023		公益財団法人オイスカ				「子供の森」計画積立資産（旧「子供の森」計画準備資金）		「子供の森」計画事業		これまで育成してきた当事業推進にかかる人材の技術向上を目的としたセミナーの開催、また海外の子どもたちを本邦へ招聘し先進的な環境への取り組みを行う日本の子どもたちとの交流などを行う。				平成22年4月～令和3年3月		原資として平成21年度特定資産である「子供の森」計画準備資金（153百万円）を充てる。

１．過去の同様の事業の開催経費から算定し、年度毎のセミナー開催、子ども招聘にかかる旅費、滞在費、交流費等の費用としてそれぞれ500万円／年を予定している。

　セミナー開催（10名、2週間を予定）
　　内訳　旅費交通費　2,800,000円
　　　　　　会議費　　　　　500,000円
　　　　　　滞在費　　　　　500,000円
　　　　　　賃借料　　　　　300,000円（車両借り上げ）
　　　　　　燃料費　　　　　100,000円
　　　　　　消耗品費　　　 100,000円
　　　　　　諸謝金　　　　　100,000円
　　　　　　印刷製本費　　150,000円
　　　　　　資機材費　　　 200,000円
　　　　　　保険料　　　　　150,000円
　　　　　　雑費　　　　　　 100,000円

２．子ども招聘事業（子ども8名、同行者2名、3週間程度を予定）
　　内訳　旅費交通費　2,500,000円
　　　　　　滞在費　　　　　500,000円
　　　　　　会議費　　　　　500,000円
　　　　　　体験活動費　　300,000円
　　　　　　賃借料　　　　　300,000円（車両借り上げ）
　　　　　　燃料費　　　　　200,000円
　　　　　　消耗品費　　　 100,000円
　　　　　　諸謝金　　　　　100,000円
　　　　　　印刷製本費　　100,000円
　　　　　　資機材費　　　 150,000円
　　　　　　保険料　　　　　150,000円
　　　　　　雑費　　　　　　 100,000円
３．「子供の森」計画に参加する国と地域、学校等の拡大のための調査・調整にかかる費用　300万円
　　　　　内訳　
　　　　　　旅費交通費　１,8000,000円
　　　　　　滞在費　　　　　550,000円
　　　　　　会議費　　　　　500,000円
　　　　　　保険料　　　　　 50,000円
　　　　　　雑費　　　　　　100,000円　　　　

		A002023		公益財団法人オイスカ				人材育成技術協力研修積立資産（旧人材育成技術協力研修準備資金）		人材育成技術協力研修事業		開発途上国からの研修生を受入、本邦にある当法人所有の研修センターにおいて1年乃至3年間の研修を行う。年間50名程度の研修生の派遣希望が海外の協力機関より出されており、それらの期待に応えるため当資金より取り崩して毎年6名分程度を実施する。研修内容としては農業一般、農業指導者育成等を予定している。		11年間 ネンカン		平成23年4月～令和3年3月		積立の原資としては、21年度特定資産である人材育成技術協力研修準備資金（177百万円）を充てる。
平成21年度までの実績から、研修生の渡航費約10万円、滞在費約100万円、手当36万円、保険料約5万円、講師謝金約50万円など経費として年間1名あたり200万円程度が必要となる。本人材育成技術協力研修積立資産より年間6名、当面経常収支において資金難と想定される5年間で計30名程度の受入れを予定している。当初計画より資金難が深刻化したため計画期間を前倒しした。

		A002023		公益財団法人オイスカ				国内環境保全積立資産（旧国内環境保全準備資金）		国内環境保全事業		富士山麓の病害虫を受けた地域の森づくり事業ならびに東日本大震災で被災した宮城県名取市の海岸林再生事業に資する																																		
																																		
																																				11年間 ネンカン		平成21年4月～令和3年3月		積立の原資としては21年度特定資産である国内環境保全（38百万円）を充てる。不足する分を24年度以降に積み増す。
海岸林再生プロジェクト10か年支出計画
平成23年4月～令和4年3月
給与手当　　　115,800,000円
旅費交通費　　73,000,000円
通信運搬費　　11,500,000円
会議費　　　　　15,400,000円
滞在費　　　　　　4,200,000円
体験活動費　　　9,000,000円
資機材費　　　　28,600,000円
消耗品　　　　 　10,000,000円
修繕費　　　　　　5,500,000円
広報費　　　　　　4,600,000円
燃料費　　　　　 11,000,000円
賃借料　　　　　　8,000,000円
諸謝金　　　　　 17,900,000円
委託費　　　　　 93,000,000円
雑費　　　　　　　42,000,000円
その他　　　　　　50,500,000円
　　　　　　合計　500,000,000円

		A002023		公益財団法人オイスカ				60周年記念事業準備資産		オイスカ創立60周年記念事業		2021年(平成33年)に迎える60周年を記念する事業に支出
記念式典の開催
60周年市の発刊		6年間 ネンカン		平成28年～令和3年		記念誌発行
記念行事
20,000,000円

		A002031		公益社団法人日本鍼灸師会				周年事業積立資産		設立周年記念市民公開講座		本会設立5年ごとに市民公開講座として公衆衛生向上のための講演会を参加無料で開催する。経費を300万円とし平成27年度から毎年60万円ずつ5年間積み立てる。		6年間 ネンカン		令和2年度		経費の積算根拠：会場費100万、講師料30万、印刷製本費(ポスター、チラシなど)80万、旅費交通費(スタッフ)50万、通信運搬費30万、雑費10万　合計300万

		A002031		公益社団法人日本鍼灸師会				75周年事業積立資産		設立周年記念市民公開講座		本会設立5年ごとに市民公開講座として公衆衛生向上のための講演会を参加無料で開催する。経費を300万円とし令和2年度から毎年60万円ずつ5年間積み立てる。		6年間 ネンカン		令和2年度		経費の積算根拠：会場費100万、講師料30万、印刷製本費(ポスター、チラシなど)80万、旅費交通費(スタッフ)50万、通信運搬費30万、雑費10万　合計300万

		A002034		公益社団法人農業農村工学会				周年記念事業積立資産		創立100周年記念事業		定款第５条第２号、第４号及び第６号の事業のうち、創立100周年を記念して実施する活動を目的とする。		10年間 ネンカン		創立100周年を記念して実施する活動時期		５０百万円（創立８０周年記念事業の実績額に準じた金額）

		A002034		公益社団法人農業農村工学会				周年記念事業積立資産		創立９０周年記念事業		定款第５条第２号、第４号及び第６号の事業のうち、創立９０周年を記念して実施する活動を目的とする。		4年間 ネンカン		創立９０周年を記念して実施する活動時期		５０百万円（創立８０周年記念事業の実績額に準じた金額）

		A002037		公益財団法人トヨタ財団				50周年記念事業積立金		トヨタ財団設立50周年記念事業		令和6年10月に迎える設立50周年を記念した事業（記念シンポジウム・50年史発行等）を実施		8年間 ネンカン		令和6年10月前後		30年史編纂費(総額136百万円・2003～2005年度)、40周年記念国際会議開催関係費(総額29百万円・2014～2015年度)をもとに、50周年記念事業に相応しい事業規模として以下のとおりの金額を見込む
(1)50周年史編纂 40百万円
   取材・原稿作成・翻訳 10百万円
   編集・印刷・送料 15百万円
   助成対象者データＤＶＤ作成 5百万円
   別冊インタービュー集等制作 10百万円
(2)国際シンポジウム開催 10百万円
(3)記念助成 50百万円

		A002078		公益社団法人日本滑空協会				滑空スポーツ公益基金		日本滑空選手権大会、準備及び開催		日本の滑空スポーツ統括団体として、2005年の第20回大会以来中断している日本滑空選手権大会を再開し、FAI World gliding championship にナショナルチームとして参加することを目的とする。		10年間 ネンカン		令和6年		日本選手権開催時1000万を準備する

		A002080		公益財団法人中村積善会				奨学積立金（100周年）		１００周年記念奨学事業		【変更前】公益認定時の積立目的
　次の(ｲ)(ﾛ)の目的で積立限度額15億円を計画し、2020/3月期末残高1,383百万円を積立てた。
　　(ｲ)当法人100周年(2047年)記念奨学事業として奨学生100名(600百万円)記念募集する。
　　(ﾛ)中村積善会ビル建替(2046年)期間中の賃貸収入がゼロとなる期間も、滞りなく奨学金を支給
       できることを目的に積立する。(900百万円)

【変更後】
　　(ｲ)奨学積立金
　　上記(ｲ)100周年記念奨学事業計画は継続し、残高483百万円(残高1,383-取崩900)を継承する。

　　[上記(ﾛ)は貸地事業化で不要となり、計画中止。残高900百万円は新設する特定費用準備資金
     (奨学準備金)に繰入し、貸地事業へ移行の当初10年間の奨学金に充当する。]

奨学積立金2020年度(令和2年度)末の残高は、483百万円 とする。

　
　　　
  		22年間 ネンカン		　令和29年（2047年）		1.　計画
　(ｲ)100周年記念事業奨学金（2013年度計画を継続して実施する）
　　1）積立限度額の算定 (積立限度額600百万円)
　　　法人設立100周年（2047年）に100周年記念奨学金として募集する。
　　　2047年に100周年記念奨学金を「100名」募集し、10年間支給する。
　　　　給費　600千円／年　×　100名　×　10年＝600百万円(積立限度額)
　　2）要積立額
　　　①2021年度～2030年度・・・積立金額ｾﾞﾛ（本件事業変更当初10年間は収入半減の為)
　　　②2031年度～2040年度・・・年間積立額 12百万円(2031年度から地代収入増加する為）　
　　3）年間積立額の算定（2031年度から積立開始)
　　　(原則方針）
  　  積立限度額600百万円　　　2020年度残高483百万円（要積立金額117百万円)
　　　117百万円÷10年＝11.7百万円　→　年間積立額 12百万円。

　(ﾛ)
　　上記変更前(ﾛ)「2046年建替期間中の奨学金支給資金の計画」は中止とする。この積立金残高900百万円は、新設する特定費用準備資金(奨学準備金)に繰入する。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2.　その他
※下記表　「1. 控除対象財産における特定費用準備資金並びに公益目的事業比率における当期積立額及び取崩額の計算」表の2019年度（令和元年度）の積立額、取崩額の入力方法について。
　①2019年度末積立残高1,383百万円　
　②ｼｽﾃﾑ入力都合で、表の開始を2019年度（令和元年度）とし、積立額を1,383百万円　取崩額ゼロと入力することで残高を1,383百万円と合わせた。

奨学積立金2020年度(令和2年度)末の残高は、483百万円 とする。　
　　        　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  
  


		A002080		公益財団法人中村積善会				奨学準備金		　事業変更後10年間の奨学金充当資金		　貸地化事業の当初10年間は受取地代が半額となる。毎期支給する奨学金支給資金を補填し滞りなく奨学金を支給できるよう本年度に一括して資金を積立する。（毎期積立てるのではなく、初年度に一括積立し、以降、毎期取崩をしていく為の「特定費用準備資金」である。

1.　繰入計画(一括)　
　　2020年度   繰入額1,656百万円　
　　　　　　 　（公益再建積立金595百万円+奨学積立金900百万円+公益建物売却代金161百万円）

2.　取崩計画                                           　   <取崩額>　　　  　<残高>
　  ①2020年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　106百万円　　　1,550百万円
　　②2021年度～2029年度　160百万円×9年= 1,440百万円　　 　110百万円 
　　③2030年度　                                            110百万円　　　　　 0百万円
　　   取崩合計                                             1,656百万円           0百万円

奨学準備金2020年度(令和2年度)末の残高は、1,550百万円　とする。




　　
  
　
		11年間 ネンカン		　令和2年（2020年）		1.　貸地事業化当初10年間の事業総要資(積立限度額1,656百万円の算定)
　　賃貸借契約による当初10年間の地代は240百万円/年であり、事業費用総額400百万円/年
　　で計画すると、初年度106百万円、2年目以降毎年160百万円、最終年度110百万円不足する。
　　奨学準備金の積立限度額を10年間の不足総額(106+160×9+110=)1,656百万円とする。
　　

2.　奨学準備金の原資
　　貸地化で不要となった下記積立金と建物売却代金を繰入原資とする。
　　①再建積立金(公益)　　595百万円
　　②奨学積立金(公益)　　900百万円(建替時用奨学資金)
　　③建物売却代金(公益) 161百万円　　　　　　　　　　　　　
　　  合計繰入額          　1,656百万円 (積立限度額)
　　
  （11年目から地代収入年506百万円と倍増する為、資金不足なく公益事業規模を更に拡大できる）


3.　下記表1の2020年度（令和2年度）の積立額、取崩額の入力方法
　下記表・・・「1. 控除対象財産における特定費用準備資金並びに公益目的事業比率における当期積立額及び取崩額の計算」
　①実際の額　2020年度積立額(繰入額)1,656百万円　取崩額106百万円（残高1,550百万円）　
　②ｼｽﾃﾑ都合で上記①の入力ができず、積立額1,550百万円　取崩額ｾﾞﾛと入力し、残高1,550百万円に合わせた。

奨学準備金2020年度(令和2年度)末の残高は、1,550百万円　とする。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上　

  
  


		A002102		公益財団法人古都飛鳥保存財団				記念誌等事業積立金		歴史的風土保存活用事業		当法人設立50周年を迎える令和3年度を目途に記念誌の発行、飛鳥保存の普及啓発事業として1,000部発行予定		10年間 ネンカン		令和3年度		事業費目標を2,000万円と定め、10ヶ年をかけ造成を目指す。
年額200万円×10ヶ年＝2,000万円

		A002378		公益財団法人東洋食品研究所				研究棟建物修繕費用準備積立資金		研究棟本館修繕費用		研究棟本館築３０年後の大規模修繕費用積立資金		25年間 ネンカン		令和20年度（2038年度）		長期修繕計画書（見積書）

		A002387		公益財団法人みずほ教育福祉財団				助成事業安定化資金		初等中等教育並びに高齢者福祉にかかる助成事業（公益目的事業）		初等中等教育（へき地教育及び特別支援教育）に対する助成事業、並びに社会福祉事業（高齢者福祉に係るボランティア活動資金助成事業等）や配食サービス用小型電気自動車寄贈事業に係る助成事業（公益目的事業）		5年間 ネンカン		令和２年度～令和６年度		基本財団（60％を公益目的財産として使用）の金融資産による運用益は、令和３年度～令和６年度の期間において、令和２年度対比、年間約４百万円（当該期間合計で約1７百万円）の全体収入減少が見込まれている。これを補填するための助成事業の安定化資金として、全体収入減少の約60％に相当する10百万円を積立限度とする。これにより、寄附金収入も加え、計画期間中、初等中等教育並びに配食用小型電気自動車寄贈）への助成事業は、毎年度2,700万円～3,000万円の規模を維持することが可能となる。

		A002391		公益財団法人損害保険事業総合研究所				保険学会事務局運営費用積立資産		日本保険学会事務局業務		日本保険学会は保険学に関し日本を代表する学会であり、学者、実務家の研究活動・研究発表の場となっているが、その支援の一環として、事務局業務を行う費用。
*日本保険学会事務局業務は、公益財団法人生命保険文化センターと7年交代で行うことになっており、損保総研での業務は平成28年度で一旦終了の後、次回は令和6年度からとなる。従って、この特定費用準備資金の取り崩しは、令和6年度以降に発生する。		15年間 ネンカン		令和6年度から令和12年度まで継続的に実施		実績に基づき年間経費1,800万円に7年を乗じて算定。
(1)事務局職員2名の人件費(事業主負担社会保険料、福利厚生費を含む）。
　1,160万円
(2)同物件費(2名分に対応する支払家賃、光熱費、通信費等）
　450万円
(3)事務局職員2名以外の当財団職員の人件費(事務局業務に関わる従事割合に基づき算出）
　190万円
なお、当該活動に係る特定資産の積立は、合計1億2,600万円を限度とするが、一部公益性と同時に共益性を併せ有していることから、1億2,600万円の5％（630万円）を共益事業分として積み立てる。

		A002391		公益財団法人損害保険事業総合研究所				国内教育研修事業運営費用積立資産		国内教育研修事業システム関連費用		｢働き方改革」の進展等により2019年度見込まれる、国内教育研修事業の若手受講者減少に伴う収入減に対応するため、同年以降に一定程度必要となる、損保講座を管理するシステムの維持・改修費用、通信講座で使用するe-learningシステムの使用料、および入力等事務作業を行う派遣職員費用に充当する。		7年間 ネンカン		平成31年度から令和5年度まで継続的に実施		システム関係費8,500千円／年、派遣職員費用4,600千円／年　計13,100千円／年
13,100千円／年×5年(平成31年度～令和5年度）＝65,500千円
なお、当該活動に係る特定資産の積立は、合計65,500千円を限度とするが、一部公益性と同時に共益性を併せ有していることから、65,500千円の5％（3,275千円）を共益事業分として積み立てる。


		A002411		公益財団法人一般用医薬品セルフメディケーション振興財団				助成費用準備資金		研究調査分野の助成応募者への助成費用支給		近年助成応募者は、薬系、医系のみならず、看護系、医療センターなど多職種からも応募があり、それに応えるために助成拡充を図る。		5年間 ネンカン		平成30年度から令和3度に継続的に実施予定		助成費用として8,000,000円を上限として算定

		A002450		公益社団法人日本フラワーデザイナー協会				日本ＦＤ大賞実施費用積立資産		日本フラワーデザイン大賞		会員、一般を問わず、日本最大規模のフラワーデザインのコンテストを実施。
審査のうえ入賞作品を決定後、一般の方に観覧してもらう事業である。

※令和2年度実施予定であったが、新型コロナの影響により未実施。実施予定が未定のため未使用のまま全額取崩		3年間 ネンカン		令和２年秋		2020年度秋に2019年2月に実施した「日本フラワーデザイン大賞」と同規模の開催を予定。
2019.2月実施時の支出総額約20,000,000円を積立限度額とする。

		A002450		公益社団法人日本フラワーデザイナー協会				花ファッションハウス修繕積立資産		花ファッションハウス修繕		　2011年（平成23年）5月に建設された花ファッションハウスについて、10年ごとを目安に壁面や屋上の防水加工を行う必要性があり、それに備えた積立を行う。
　工事費用見積には、壁面に設置された木製ルーバーや屋上を含む庭園の撤去費用が含まれるが、本計画においてはルーバーや庭園の再設置費用は含めていない。		7年間 ネンカン		令和７年度		業者より提示された見積金額に基づく

		A002468		公益社団法人日本顕微鏡学会				第4回東アジア顕微鏡学会議特定資金		第4回東アジア顕微鏡学会議特定資金		国際顕微鏡学会連合とアジア太平洋顕微鏡学委員会の協賛の下に開催し、東アジア地域の顕微鏡学の進歩と発展を図ることを目的としている。		6年間 ネンカン		令和3年度（当初平成31年度開催の予定だったが、再延期のため令和3年度開催予定となる。） サイ		若手研究者渡航発表奨励金（公募予定）
1,000,000円（100,000円×10名）

		A002468		公益社団法人日本顕微鏡学会				長舩記念特別研究奨励金特定資金		長舩記念特別研究奨励金		顕微鏡学に関連する研究領域で学術的意義が認められる若手研究者の研究に対し、研究奨励を行う。		4年間 ネンカン		平成30年度、平成31年度、令和2年度		2018年度：300,000円×5人＝1,500,000円
2019年度：300,000円×5人＝1,500,000円
2020年度：300,000円×5人＝1,500,000円


		A002520		公益財団法人内藤記念科学振興財団				助成事業拡大積立資産		2022年度、2023年度助成金事業		・「人類の疾病の予防と治療に関する自然科学」（以下「自然科学」という。）の研究の助成
・「自然科学」の進歩発展に顕著な功績のあった研究者に対する褒賞
・「自然科学」の研究を行う者の国内または海外留学の助成
・「自然科学」の研究を行う外国人の招聘の助成ならびに自然科学の研究を行うわが国の学者に対する海外派遣の助成
・「自然科学」に関する講演会の開催ならびに開催の助成		4年間 ネンカン		2022/4/1～2024/3/31		2020年度の公益目的事業収益は6億7,668万円、対する費用は6億767万円であり6,900万円の剰余金を生じた。
2019年度公益目的事業剰余金1,034万円とあわせ、これらを原資とする特定費用準備資金8,000万円を設定する。当該特定費用準備資金は2022年度、2023年度の公益目的事業において研究助成の採択件数を増やし、各年度において4,000万円を費消する予定である。

		A002580		公益財団法人日本建築衛生管理教育センター				財政基盤安定化基金		建築物における衛生的環境の確保に関する事業		建築物における衛生的環境の確保に関する事業に合致する内容とする。		4年間 ネンカン		平成29年度～平成32年度（平成27年度から32年度までの６年間の実績・将来見込みから、収入の減少が確実に見込まれる事業年度）		計画期間４年間の当期経常増減額見込額（29年度△1,008千円、30年度△7,533千円、31年度△44,602千円、32年度△46,494千円）を合算した99,000千円を積立限度額とした。

		A002580		公益財団法人日本建築衛生管理教育センター				50周年記念事業準備基金		建築物における衛生的環境の確保に関する事業		建築物における衛生的環境の確保に関する事業に合致する内容とする。		3年間 ネンカン		平成32年に設立50周年を迎え、設立50周年記念として各種事業を予定している。この事業では通常の予算では賄い切れない費用が見込まれるため、これに充てる準備資金として積み立てる。		設立50周年記念として実施する各種事業の経費の見積額の合計額を積立限度額としたものである。設立30周年記念事業を参考に試算した各種事業の経費の見積額として、記念式典費（15,500千円）、記念誌事業（4,500千円）を合計した20,000千円とした。


		A002580		公益財団法人日本建築衛生管理教育センター				国家試験問題作成支援システム準備資金		建築物における衛生的環境の確保に関する事業		建築物における衛生的環境の確保に関する事業に合致する内容とする。		4年間 ネンカン		試験問題作成支援システムの開発・作成（32年度）及び運用安定化のためのメンテナンス期間（33年度）として、平成30年度～平成33年度を予定している。		国家試験問題作成支援システムの開発・作成及び初期投資に係る経費の見積額の合計額を積立限度額としたものである。システムの開発・作成及び１年間の運用安定化のためのメンテナンスの経費の見積額として、システム開発・作成費（20,000千円）、試験問題データ化費（3,000千円）、初期メンテナンス費（5,000千円）を合計した28,000千円とした。

		A002580		公益財団法人日本建築衛生管理教育センター				国家試験インターネット受験申込システム準備資金		建築物における衛生的環境の確保に関する事業		建築物における衛生的環境の確保に関する事業に合致する内容とする。		4年間 ネンカン		国家試験のインターネット受験申込システムの開発・作成（32年度）及び運用安定化のためのメンテナンス期間（33年度）として、平成30年度～平成33年度を予定している		国家試験のインターネット受験申込システムの開発・作成及び初期投資に係る経費の見積額の合計額を積立限度額としたものである。システムの開発・作成及び１年間の運用安定化のためのメンテナンスの経費の見積額として、システム開発・作成費（32,000千円）、操作サポート費（5,000千円）、初期メンテナンス費（5,000千円）を合計した42,000千円とした。

		A002668		公益社団法人日本食肉格付協会				格付システム整備拡充特定費用準備資金		格付事業		　食肉の規格格付事業で使用しているBIS（牛格付）システム及びPIS（豚格付）システムは当該事業の実施に不可欠であり、今後、中長期的視点に立って同システムの安定的な保守・運営並びに生産者団体等の外部へのサービス向上及び公正かつ厳正な食肉格付の実施に必要な格付職員技術研修の効率化等を図るための新たな機能（「格付員研修システム（GTS)」等）を付加する必要がある。
　そのため、全面的にサーバー等ハードウェア及びソフトウェアの整備・更新を行う。
　また、食肉生産における生産性の向上や、食肉における消費者ニーズの多様化に伴い、新たに農林水産省が家畜改良増殖目標に示した方針には、「食味に関する科学的知見の更なる蓄積」が謳われており、具体的には、その主要な要素とされる脂肪内のオレイン酸含量などの数値化が必要となる。これらの情報を得て、生産者、流通事業者、消費者に対し格付情報に付加して提供すること、さらには輸出拡大をサポートできる基準の策定なども視野に入れ、測定機械の導入や格付システムとの連動性を構築、実現することで格付事業の拡大を図る。		10年間 ネンカン		平成２６年から令和５年		ハードウェアの整備拡充　　116百万円
ソフトウェアの整備拡充　　　150百万円
システムの展開　　　　　　　　２４百万円
格付情報に関連情報を付加するための対策　４０百万円

		A002712		公益財団法人杉野目記念会				特定費用準備資金①		財団設立50周年記念事業		記念講演会及び事業報告書の出版を予定。		7年間 ネンカン		令和6年（2024年）6月講演会、報告書出版		記念講演会　　　　 １，３００，０００円
（内訳：講演者旅費、謝礼１，０００，０００円、会場費１００，０００円、 ポスター等作製、受付等謝礼、 記録等２００，０００円）
記念レセプション　　５００，０００円　　　出版費　１，２００，０００円
事務費　　　　　　　  ５００，０００円　　　（会議、交通、案内状印刷、通信、事務費）

		A002712		公益財団法人杉野目記念会				特定費用準備資金②		助成事業		若手研究者の海外研修に対する助成、内外学識者の招聘・講演助成及び国際学術研究集会の助成等。		6年間 ネンカン		令和２年度～令和６年度		若手研究者の海外研修に対する助成：20万円ｘ3件/年＝60万円
内外学識者の招聘・講演助成：７万円ｘ2件/年＝14万円
国際学術研究集会の助成：30万円ｘ1件/年＝30万円
計　104万円/年ｘ５年間＝520万円

		A002748		公益財団法人京都新聞社会福祉事業団				福祉活動支援・「福祉号」贈呈準備資金資産		　京都新聞社会福祉事業団「福祉号」贈呈		　平成３０年４月に亡くなった京都市内の女性からの遺贈金をもとに、当事業団設立５５周年（令和２年３月）を記念して、京都、滋賀両府県に活動拠点を置く社会福祉施設・団体に「京都新聞社会福祉事業団『福祉号』」を贈呈する。令和元年度から３年間実施し、車いすが積載できる車両や各種活動・作業に活用する一般車両を提供する。贈呈先は、京都新聞紙面などで募集し、当事業団選考委員会規程に基づく選考委員会で決定する。これまで、車両助成は「京都新聞福祉活動支援事業」で購入費の一部を助成してきた。例年申請が多く、今回、記念事業として別枠で車両を贈呈する。		4年間 ネンカン		　令和元年度から３年度までの３年間		　積立限度額は４８００万円。令和元年度から３年度まで各年度１６００万円の予算で事業実施。各年度の事業費内訳は、車いす積載・普通車（ワゴン車）４７０万円×２台＝９４０万円、車いす積載・普通車２５０万円×１台＝２５０万円、軽自動車１５０万円×２台＝３００万円、軽自動車（バン型、トラック）１００万円×１台＝１００万円、通信・交通・選考委員謝礼など１０万円。

		A002751		公益財団法人財務会計基準機構				国際対応積立資産		IFRS財団（国際会計基準財団）への資金拠出による国際貢献		アジア・オセアニア地区サテライト・オフィスの東京設置に伴い増加が見込まれるIFRS財団への拠出金に充当し、会計基準の開発等における国際的な貢献を充実させる。		13年間 ネンカン		平成24年度以降毎年		サテライト・オフィス支援分として、平成24年度から令和3年度までの10年間合計で575,000千円を予定。
イ：平成24年度…初期費用75,000千円+運営費50,000千円＝125,000千円
（→平成24年度実績は、初期費用65,695千円+運営費50,000千円＝115,695千円。
　初期費用の減少により、全体計画も合計565,695千円となる）
ロ：平成25年度～令和3年度…各年度、運営費として50,000千円
尚、公益法人認可前の積立金についても、組み入れ時点で収支相償上の費用としてなくとも、
取崩時は収益として計上するという考え方に基づき、
2. 公益目的事業全体の収支相償における特定費用準備資金の当期積立額及び取崩額の計算
の表中にて公益法人認可前に計上した50,000千円を収支相償上の積立額に加算し、取崩時、
収支相償上の収益として計上する形とした。

		A002751		公益財団法人財務会計基準機構				保守費用対応積立資産		平成30年度システムリプレイスに伴う保守費用		平成30年度に実施予定のシステムリプレイスに伴う令和元年度以降5年間のシステム維持のための保守費用支出に備えるもの。		8年間 ネンカン		令和元年以降毎年		当初5年間通算の保守費用合計は204百万円、内公益事業に関わるものは、6分の5相当の170百万円としたが、契約ベンダーが決まり、詳細な見積もりの結果、
保守費用合計は190百万、内公益事業に関わる160百万円（6分の5相当）を積立限度額とする。


		A002751		公益財団法人財務会計基準機構				保守費用対応積立資産		ペーパレス会議用端末の導入に伴う保守費用				3年間 ネンカン		令和元年及び令和2年		レンタル業者の約款に基づき令和元年4月～令和3年3月末までの2年間の端末保守費として
合計12,600千円を積立限度額とする。


		A002751		公益財団法人財務会計基準機構				国際対応積立資産		国際会議（IFASS会議）開催費用		当財団の常勤委員が、会計基準設定主体国際フォーラム（IFASS）の議長に選任された。
任期は2 年間であり、議長国は任期中にIFASS会議を主催することになっており、この開催に係る費用を積立てる。
当初は令和2年度内に開催することを予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影響により日本での開催は令和3年度に延期された。		4年間 ネンカン		令和3年度		会場費等で合計11,600千円を積立限度額とする。


		A002751		公益財団法人財務会計基準機構				保守費用対応積立資産		リモートワークのためのITインフラ保守費用		令和5年度に実施を予定しているリモートワークのためのITインフラ構築に伴う、令和6年度以降5年間のシステム維持のための保守費用支出に備えるもの。		10年間 ネンカン		令和6年度以降毎年		5年間通算の保守費用合計は140百万円であり、内公益目的事業に関わるものは、6分の5相当の110百万円となる。
（→実施予定年度1年前を目途に、その時点での技術前提・システム環境をベースに、改めて詳細な見積を入手予定）

		A002751		公益財団法人財務会計基準機構				保守費用対応積立資産		令和5年度システムリプレイスに伴う保守費用		令和5年度に実施予定のシステムリプレイスに伴う令和6年度以降5年間のシステム維持のための保守費用支出に備えるもの。				令和6年度以降毎年		5年間通算の保守費用合計は180百万円であり、内公益目的事業に関わるものは、6分の5相当の150百万円となる。
（→実施予定年度1年前を目途に、その時点での技術前提・システム環境をベースに、改めて詳細な見積を入手予定）


		A002869		公益社団法人日本視能訓練士協会				協会設立50周年記念事業積立資金		協会設立50周年記念事業		協会設立50周年記念に伴う事業
　学会、記念式典、記念誌、ホームページなどの制作		3年間 ネンカン		令和4年12月（大会開催は令和3年11月）		50周年記念特別号（記念誌）　4,410,000円
50周年記念に関与するホームページ制作費用　330,000円
合計4,740,000円のうち4,000,000円を積立てる

		A002944		公益財団法人渡邉財団				30周年記念事業準備資金		30周年記念特別事業として研究助成特別枠の設定・30周年記念事業開催		設立より30周年を迎えるにあたり、第25回（平成30年度）より助成研究期間を延長した研究助成特別枠を設定し、30周年にあたる令和6年（2024年）3月には記念すべき特別事業を開催。その費用準備金として第23期（平成28年度）より積立準備。		8年間 ネンカン		平成30年度～平成35年度		積立限度額　25,500,000円
算定根拠
1.特別助成金　5枠　　23,000,000円
30周年記念特別助成2018（研究期間：H3104～R0403）1件　500万円
30周年記念特別助成2019（研究期間：R0204～R0503）1件　500万円
30周年記念特別助成2020（研究期間：R0304～R0603）1件　500万円
30周年記念特別助成2021（研究期間：R0404～R0703）1件　500万円
30周年特別助成金　1件　300万円

2.30周年記念事業費用　2,500,000円
講演者（２名）への謝金及び交通費　700,000円
会場費ほか　　　　1,500,000円
その他事務経費　　300,000円

		A002954		公益財団法人全国老人クラブ連合会				2022全国大会開催積立資産		2022年度全国老人クラブ大会		全国老人クラブ連合会が創立60周年を迎える2022年度に開催する全国老人クラブ大会（地元東京開催）の開催経費		5年間 ネンカン		2022年度（令和４年度）		参加費収入500万円-開催経費1100万円=▲600万円
【開催経費の概算内訳】
会場費・会議費450万円　配布印刷物等作成費270万円　警備等委託費120万円　消耗品費120万円
講演者等謝金80万円　通信運搬費50万円　旅費交通費10万円
合計：1100万円

		A002959		公益社団法人「小さな親切」運動本部				商標登録積立資産		商標権の更新の費用に備えて準備金を積み立てる		当法人は複数の商標権を所有しているため、その更新費用に備えて毎年積立を行う		10年間 ネンカン		令和8年		将来の特許費用を概算で算出

		A002981		公益財団法人どうぶつ基金				TNR事業積立資産		TNR地域集中プロジェクト		福岡・宮崎・大阪の3地域において協力病院医師等と連携し、TNR事業を集中的に実施する。		2年間 ネンカン		令和2年4月～令和3年3月(各月において2～3日間)		不妊手術単価：@5,000円/1匹
手術数見込：(福岡3,000匹＋宮崎3,000匹＋大阪3,000匹)=9,000匹
合計：@5,000円×9,000匹＝45,000,000円

		A003025		公益社団法人日本都市計画学会				研究交流支援積立資産		研究交流事業		本研究交流事業は、会員のみならず多くの都市計画に関わる人達や組織が、学・官・民を横断した研究組織を組成し、研究交流活動を行う事業であり、活動の成果が実際の都市計画やまちづくりに関わり、もって都市計画の発展と学会の社会的発言の強化に資することを目的とするものです。
具体には、活動期間2，3 年の研究交流活動テーマをHP 等で公募し、「研究交流事業審査会」で審査を行い、150 万円／件を上限に、年間の活動支援金総額300 万円の予算で交付します。
成果は本会の機関（例：学会誌、研究発表会）での報告を義務づけます。		8年間 ネンカン		令和3年度から		現在の「研究交流支援積立金」（12，000 千円）を用いるため、この金額が限度額となる。
その後の積立額が減少する段階では、事業予算が当該年度を含め2 ヶ年分確保出来る6，000 千円を限度額として積立する。


		A003039		公益財団法人スペイン舞踊振興ＭＡＲＵＷＡ財団				人材育成事業積立金		2021年第8回新人公演（20周年記念公演）		若手育成を目的とした、過去のコンクールファイナリストによる新人公演。		6年間 ネンカン		令和３年10月		内閣府立入調査により各事業に区分した。2021年財団設立20周年記念公演、「事業費1000万円（会場費、舞台費、出演料他）」、寄付金の減少に伴い6年間かけて事業費から積立。

		A003039		公益財団法人スペイン舞踊振興ＭＡＲＵＷＡ財団				コンクール準備資金		第11回CAFフラメンコ・コンクール		若手芸術家の育成を目指し、将来性のある舞踊家を発掘し、スペインでの研修機会を提供する為の対象者選考を目的とするコンクール。		5年間 ネンカン		令和3年2月		隔年で開催しているコンクール「事業費1千万円超（会場費、舞台費、海外研修費他」）、寄付金の減少に伴い4年間かけて事業費から可能な限り積立をする。


		A003039		公益財団法人スペイン舞踊振興ＭＡＲＵＷＡ財団				第11回CAFフラメンコ・コンクール演奏者手配積立資産		第 11 回 CAF フラメンコ・コンクール 		スペイン舞踊の演奏家を当財団で収集し、プロの評論家の意見を得ながら、コンクールの演
奏者として相応しい者を決定する。ギター、カンテ、パルマの三種の演奏者を手配する。 
本番当日の演奏に加え、事前の練習日についても対応する。演奏者への報酬は当財団が支払
い、コンクール出演者の負担を軽減する。 		4年間 ネンカン		令和2年度		本番演奏 1 人 5 万円×演奏者 3 名（ギター、カンテ、パルマ）×約 25 名（40 名の出演者の
うち希望者想定数）＋練習演奏 1 人 1 万円×演奏者 3 名×練習回数２回×25 名（希望者想
定数） 

		A003039		公益財団法人スペイン舞踊振興ＭＡＲＵＷＡ財団				第12回CAFフラメンココンクール準備資金		第12回CAFフラメンココンクール		若手芸術家の育成を目指し、将来性のある舞踊家を発掘し、スペインでの研修機会を提供する為の対象者選考を目的とするコンクール。		4年間 ネンカン		令和4もしくは5年度		隔年で開催しているコンクール（事業費1千万円超）。
新型コロナウイルスの影響で第11回が令和3年度に延期となり、第12回は令和5年度。
会場費、舞台費、賞金、海外研修費他。

		A003039		公益財団法人スペイン舞踊振興ＭＡＲＵＷＡ財団				ワークショップ開催積立資産		「ほんものを学ぶ」ワークショップ		芸術の質の向上を目的とした、本物のフラメンコを学ぶ機会を提供するワークショップ。		4年間 ネンカン		令和4～5年度		スペインから講師・アテンドを招聘し、東京と名古屋で5日間ずつ開催（事業費200万円/1回）。
交通費、滞在費、講師料他。年に２回開催の可能性あり。

		A003040		公益財団法人日本知的障害者福祉協会				災害時支援活動積立資金		災害支援活動		昨今、頻発する自然災害により被災した知的障害のある人たちとその家族並びにその方たちが利用する施設・事業所への救援と復旧、復興への支援活動を行う。
被災地への人的派遣、支援物資の発送、見舞金の送金等、迅速な支援活動を行うことを目的としている。		6年間 ネンカン		自然災害発生時		会議費100,000円、視察派遣旅費1,000,000円、通信運搬費1,300,000円、消耗品費400,000円、印刷製本費200,000円、見舞金7,000,000円　合計10,000,000円

		A003040		公益財団法人日本知的障害者福祉協会				データベース構築積立資金		会員、受講生用データベース構築作業		本会では会員施設のデータ管理を中心に、月刊誌購読者、通信教育、書籍販売、互助会加入者等について各々データベースを構築して管理・運用を行っている。各データベースは異なるソフトウェアを用いて独自にシステムを構築し、状況に合わせて改良を繰り返しながら運用をしてきたが、システムの老朽化とソフトウェアの保守期限が切れたことにより一部のシステムに不具合が生じ、事務作業に様々な弊害が出てきている。そこで、専門業者に委託し新たなシステムに円滑にデータを移行するとともに、より一層充実したサービスを提供できるよう、部門ごとに異なるシステムの一元化を視野に、複数年にわたって整備を進めることとする。		6年間 ネンカン		平成30年度以降随時		委託費12,000,000円

		A003040		公益財団法人日本知的障害者福祉協会				知的障害福祉作文募集事業積立資金		全国小・中学生　障がい福祉　ふれあい作文コンクール		子どもたちが、これまでの生活の中での障がいのある方とのふれあいや、学校生活や福祉ボランティアなどでの経験等を作文にすることで、障がいのある方の暮らしに関心を持ち、今後の福祉を考える機会になることを期待し、開催する。		9年間 ネンカン		平成２７年４月～１０月、以降毎年同時期に実施予定		選考委員会旅費5,520,000円、通信運搬費1,380,000円、消耗品費184,000円、印刷製本費2,944,000円、選考謝金3,772,000円、表彰費9,200,000円　合計23,000,000円

		A003040		公益財団法人日本知的障害者福祉協会				知的障害福祉作文募集事業積立資金		全国小・中学生　障がい福祉　ふれあい作文コンクール		子どもたちが、これまでの生活の中での障がいのある方とのふれあいや、学校生活や福祉ボランティアなどでの経験等を作文にすることで、障がいのある方の暮らしに関心を持ち、今後の福祉を考える機会になることを期待し、開催する。		7年間 ネンカン		令和４年４月～１０月、以降毎年同時期に実施予定		選考委員会旅費3,600,000円、通信運搬費900,000円、消耗品費120,000円、印刷製本費1,920,000円、選考謝金2,460,000円、表彰費6,000,000円　合計15,000,000円

		A003080		公益財団法人公庫団信サービス協会				財務基盤強化資金		特約料率引下げ及び加入限度年齢の引上げによる公益の拡大		団体生命信用保険事業の特約料率の引下げ及び加入限度年齢の引上げにより、公益目的事業である団体生命信用保険事業の加入者の増加を図り、公益を拡大する。これに伴って、特約料収入が減少するとともに保険料支払いが増加し、死亡等による弁済金支払いも増加すると予想されることから、経常収支が悪化し、保険料、諸経費など固定的経費の支払いに支障をきたすため、積立により財務基盤を強化する。		10年間 ネンカン		○平成３０年４月に特約料率を引下げた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業資金　２．６２→２．３０円/万円　　恩給資金１０．７１円→９．８０円/万円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○平成３１年４月に加入限度年齢と脱退年齢を２歳引き上げた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加入限度年齢　６５→６７歳　脱退年齢　７５→７７歳		○平成３０年度及び３１年度の公益拡大策により、令和９年度までの１０年間に累計で約２５億円の経常赤字発生を見込んで積立限度額は２５億円に増額とした。
○しかしながら、令和２年度は、新型コロナ感染症特別貸付の影響により、想定外の大幅赤字となったことから、当該赤字額を当初計画最終年度の令和９年度から遡り取り崩すこととした。また、令和３年度以降の取崩額については、本資金がゼロになる令和７年度まで当初計画に沿って行うこととした。
　新型コロナウィルス感染症にかかる影響は継続しており、今後計画を見直す可能性がある。

		A003128		公益財団法人日本共同証券財団				金融関連公益的広報事業助成資金		金融に関する公益的広報事業に対する助成		金融に関する公益的広報事業への助成事業の拡大を通じて国民経済の健全な発展に寄与すること		2年間 ネンカン		令和3年度		令和3年度に①全国銀行協会、②信託協会、③生命保険文化センターおよび④日本損害保険協会が行う公益的広報事業について、事業目的に叶うよう助成事業を拡大するために、特定費用準備資金を開設。拡大後の事業助成金(124.35百万円)に対して、同年度の経常収益では不足を来すことが見込まれるため、その不足額に相当する約13.4百万円を積立限度額として、2年度に積立てることとしたもの。

		A003134		公益財団法人東京オペラシティ文化財団				周年事業準備資金（特定資産）		コンサートホール周年事業		・音楽主催事業の創立記念事業（５年毎）		7年間 ネンカン		令和４年度２５周年記念事業		25周年（令和4年度）
　出演料30,000千円、ホール代1,000千円、諸経費9,000千円

		A003134		公益財団法人東京オペラシティ文化財団				周年事業準備資金（特定資産）		アートギャラリー周年事業		・美術主催事業の創立記念事業（５年毎）		6年間 ネンカン		令和６年度２５周年記念事業		25周年（令和6年度）
　制作費25,000千円、広告宣伝費4,500千円、諸経費500千円

		A003158		公益社団法人日本認知症グループホーム協会				25周年記念事業積立資産		25周年記念事業		　国は、認知症施策推進総合戦略において、「団塊の世代」が75歳以上となる平成37年度を目途に地域包括ケアシステムを構築することとしている。
　当協会が創設25周年を迎える平成35年度に、地域包括ケアシステムにおいける認知症ケアサービス拠点としての認知症グループホームの役割機能を更に充実強化を図ることを目的として、25周年記念事業を開催する。
		7年間 ネンカン		令和5年		開催予算
　　会場賃借料 　1,000,000円    イベント費      　600,000円
　　記念誌作成費　700,000円　　交流会食事代　800,000円
　　案内状代　　　　  50,000円　　その他経費　　　850,000円　      計   4,000,000円       

		A003180		公益財団法人エネルギア文化・スポーツ財団				30周年記念事業基金		財団設立30周年記念事業		財団設立30周年を記念した事業を実施する。		5年間 ネンカン		令和6年度		令和元年度に実施した設立30周年記念事業(神楽公演・スポーツ教室)の実施規模である400万円とした。

		A003180		公益財団法人エネルギア文化・スポーツ財団				助成事業基金		助成事業基金		助成金として費消する。		1年間 ネンカン		令和3年度から令和12年度		2020年度の辞退見込み額の上限値

		A003273		公益財団法人徳山科学技術振興財団				助成準備積立資産		研究助成事業の拡充		令和3年度より開始する研究助成事業の拡充に充当する
令和2年度予算：35,000千円、令和3年度以降の計画：44,,000千円
		9年間 ネンカン		令和3年度から		研究助成：35,000,000（R02予算）→44,000,000（R03～R09：計画）
44,000,000－35,000,000＝9,000,000/年
9,000,000×7（年）＝63,000,000/7年（R03～R09）
上記のうち、令和元年度積立34,970,800円を充当する。

		A003276		公益財団法人全日本弓道連盟				中央道場改修特定費用準備資金		中央道場改修工事		競技会に使用する中央道場の経年劣化に対する改修諸工事。		11年間 ネンカン		平成32年度　　		別紙見積書に基づき、経費の概算を算出。下記の経費見込み額を初年度に計上する。合計 100,000,000 円。
なお、令和3年度に中央道場のLED工事を予定しているため、令和2年度に計画を1年間延長している。

		A003447		公益社団法人大日本山林会				立替準備資金		三会堂ビル建替えに伴う準備資金		三会堂ビル建替期間中、毎年交付されている（一財）農林水産奨励会（受取財団交付金）交付されなくなり、事業活動が困難になる恐れがあることから、当該期間中の公益事業を実施するための資金とする。		10年間 ネンカン		令和５年度～令和９年度		建替期間を５年と想定し、年間交付金1,000万円の５年分計5,000万円を予定する。（広益事業割合は88％で4,400万円）

		A003544		公益社団法人日本ガスタービン学会				事務局整備準備資金		事務局整備・事務合理化活動		学会全体の活動を合理的、円滑に行う為、事務所、会議室のレイアウト、什器・備品類、ソフトウェア類、レンタル備品等の定期的な整備、拡充、更新を行うほか、突然の故障等への対応が可能なようにしておく。
また、現在借用している建物、設備は古く、手狭で耐震性にも不安が無いわけではないことから、10年後を一応の目標として事務局の移転を計画する。		11年間 ネンカン		令和7年度に事務所移転		事務所・会議室移転費用としては、新宿区における最新の物件情報を調査したところ、現在使用中の部屋面積(約30坪)程度の物件で、平均坪単価は15,000円、敷金は12ヶ月程度であり、敷金540万円程度の準備が必要となる。引越経費としては、同規模の他学会の最近の引越実績として160万円が必要である。以上、合わせて引越し費用として最低700万円が想定される。
また、什器、備品類、ソフト、ハードウェアの定期的更新に必要な費用については、過去の実績から、2年ごと1回当たり20万円を想定した。以上の合計額800万円を積立限度額とした。

		A003552		公益財団法人よんでん文化振興財団				公益目的事業積立資金		平成３０から令和６年度の公益目的事業		平成３０年度以降の（１）奨学援助、（２）顕彰、（３）主催、（４）派遣助成に係る具体的事業		8年間 ネンカン		平成３０から令和６年度の７年間		平成３０から３５年度（令和５年度）の総事業費は、１億６,８００万円が見込まれる。一方、基本財産の運用益は、１億８００万円にとどまり、差引６,０００万円の資金が不足するため、平成２９年度末で､５,４００万円を特定費用準備資金に積み立てた。
　その後、基本財産の運用見直しにより、運用益の増収を図った結果、令和６年度までの事業費を運用益と特定費用準備資金の活用できる目途がたったため、特定費用準備資金の取崩し時期を令和６年度までに延長した。

		A003619		公益社団法人建設荷役車両安全技術協会				基幹システム等再構築資産		特自検事業の基幹システム等の更新整備		物販管理機能や研修・資格管理機能を有した基幹システム等を活用することにより、特自検の事業活動を適切に推進している。現行システムは平成18年から運用していることから、今後のIT技術革新に対応したシステムを更新整備する。		10年間 ネンカン		令和3年度から順次実施		基幹システム更新等費用の所要見込額　500,000千円
再構築のための調査、要件定義等所要経費　（60,000千円）
基本設計、プログラム作成等所要経費　（320,000千円）
データ移行、マニュアル作成等所要経費　（120,000千円）

		A003646		公益財団法人医療研修推進財団				事務所家賃補償積立資産		大規模再開発計画に伴う当財団ビルの取り壊しに伴う引越しの際の家賃差額補償		平成31年度着工予定のステーションタワー建設により、平成30年度から当財団入居ビルの取り壊しが開始されるため、それに伴う引越しで、ミツヤ虎ノ門ビルから西新橋光和ビルに事務所引越した際に家賃差額保証金分を特定準備費用として管理されている預金。		3年間 ネンカン		令和元年4月～令和3年3月まで		新事務所の西新橋光和ビルの賃料が2,242,220円で、ミツヤ虎ノ門ビルの賃料が1,751,706円で、差額が490,514円なので、その24ヶ月（2年分）。総額は11,772,336円のうち管理分の2.5％294,308円積立資産。

		A003646		公益財団法人医療研修推進財団				言語聴覚士資格付与事業積立資産		言語聴覚士資格付与事業の財政基盤確保		経費削減に努めているものの、毎年経費は増加傾向にあることや、更には今後新卒受験者の減少が見込まれることから、受験手数料･登録手数料等の収入の落ち込みによる収支変動に備えて、国家試験事業を安定的に行うために当該資金を有効に取り崩すことによって、言語聴覚士資格付与事業を安定的に実施する。		6年間 ネンカン		令和2年4月～令和7年3月まで		言語聴覚士付与事業を安定的に行う必要性から50,000千円相当額を積立限度額として、6年計画で特定費用準備資金に計上。

		A003907		公益財団法人ＳＯＭＰＯ美術財団				東郷青児特別プロジェクト資金		東郷青児特別プロジェクト		東郷青児作品・資料のデジタルアーカイブの構築と作品・資料の改善、保全を図る		10年間 ネンカン		令和9年度		デジタルアーカイブの構築と作品・資料の修復に係る費用から算出

		A003971		公益財団法人黒住医学研究振興財団				研究助成事業基金		研究助成金安定化基金		平成2７年度より研究助成金受贈額を100万円増額、さらに平成2９年度からは200万円増額し、毎年度1,500万円としており、収益の増減を考慮し、研究助成を安定的に行うための研究助成資金を積み立てる		7年間 ネンカン		2018年度以降		研究助成を安定的に行うため年間の研究助成金額の1,500万円を上限として、年度平均250万円を積み立てる。

		A004128		公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会				リスク対応準備資金		リスク対応準備資金		公益目的事業の収益減少に備えるための資金		2年間 ネンカン		令和2年度		令和元年度に発生したコロナウイルスの影響による令和2年度の公益目的事業における収益減少見込額38,000千円
　

		A004128		公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会				ロジスティクス・物流研究プロジェクト準備資金		ロジスティクス・物流研究プロジェクト準備資金		「普及啓発」事業における、ロジスティクス・物流研究プロジェクト事業		10年間 ネンカン		令和元,3,5,7,9年度		「普及啓発」事業における、ロジスティクス・物流研究プロジェクト事業の実施費用見込額
1年度当たり8,375千円×5年分＝41,875千円
なお、令和2，4，6，8年度の4か年は、収益事業の黒字が見込まれるため本資金は使用しない。
ただし、令和2年度においてはコロナウイルスの影響により収益事業の黒字が発生しなかったため、取崩しを行った。
　

		A004453		公益社団法人認知症の人と家族の会				事務局移転準備資金		事務局移転準備資金		令和4年度の本部事務局および支部事務所移転のための準備資金		4年間 ネンカン		令和5年1月～3月		業者委託費　3,040,000円
案内等印刷製本費　12,160,000円
事務所消耗品費　9,120,000円
事務所什器備品費　3,300,000円
人件費　2,986,000円
その他経費　554,000円 
合計　31,160,000円

		A004592		公益財団法人中曽根康弘世界平和研究所				事務所移転費用準備資金		事務所移転		現在の事務所の賃貸借契約終了に伴い、将来、事務所を移転する。		6年間 ネンカン		平成28年度		現在の事務所の原状回復費用（工事会社見積り、消費税8％）23,332,320円

移転先の事務所の工事費（前回移転時の工事費実績、消費税は8％に修正）25,151,762円

運搬費（前回移転時の運搬費実績、消費税は8％に修正）1,640,571円

		A004977		公益社団法人日本木材加工技術協会				専門技術者養成積立資金		専門技術者の資格認定事業		　当法人では4種類の資格検定試験を実施しているが、その組合せにより公2における事業収入が年と少ない年を隔年ごとに繰り返す傾向にある。

　当法人の経常増減額がマイナスになった事業年度において取崩しを行い、公2の中心的事業である資格認定事業、特に講習会開催経費に充当し、安定的かつ持続的な事業水準が確保できるようにする。		10年間 ネンカン		経常増減額がマイナスになる年度に取崩し、プラスとなる年度に積立を行う。		　平成27年度第二段階の剰余金7,151,362円を原資とした。

　　　講習会開催経費1回　1,000千円

　　　（会場費200千円、謝金300千円、旅費交通費100千円、印刷製本費400千円）

　　　開催回数　7回/年　→　1,000千円×7＝7,000千円

		A005322		公益財団法人社会福祉振興・試験センター				試験事業安定積立資産		福祉士試験の実施		社会福祉士及び介護福祉士法、精神保健福祉士法に基づき実施する福祉士国家試験の実施に係る下記要因等による事業資金の不足等に充当する。
１、受験者数の変動
２、2020年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会等の開催に伴う試験関係費用の増加
  ①首都圏大規模ｲﾍﾞﾝﾄ会場の確保が難しく、複数の小規模会場に分散されることで会場関係費が増
  ②前年度未実施の各種イベントが多数実施されることで、引き続き会場確保が厳しくなる
３、消費税の増税等による人件費・物価等の変動に伴う事業費の増加		7年間 ネンカン		平成29年度～令和5年度		社会福祉士等三福祉士国家試験の受験手数料は、「実費勘案とする」こととされているが、受験者数変動等による事業収支の悪化に対し、手数料引上げの政省令改正に時間がかかり、経常増減額が２年連続して赤字になることが予想される。
⇒各福祉士試験において、過去３年間（平成２８～３０年度）に発生した最大の経常減少額（赤字額）の２倍を積立限度額とする。

		A005472		公益社団法人全国老人保健施設協会				災害対応積立資産		災害対応事業		全老健災害相互支援プロジェクトと災害派遣ケアチームJCATの構築

  【全老健災害相互支援プロジェクト】（　Disaster Mutual Support Project for ROKEN　）
　　災害等の発生時に、被災地にある老健施設を支援することを目的として、『プロジェクトＡ（要支援者の
    受入れ）』、『プロジェクトＢ（ボランティア職員派遣）』、『プロジェクトＣ（物資の支援）』等を立ち上げ、速
    やかに支援活動を実施。


  【全老健災害派遣ケアチーム】（　Japan Care Assistance Team　）
　　災害の発生後（2～4週間程度）に、被災地の避難所等へ老健施設の多職種をチームを組んで派遣し支
    援活動を行なう。また、多職種によるケアチームをあらかじめ各支部で登録・編成し、行政等と連携しつ
    つ、速やかに支援活動が行なえる体制を整えることを目的とする。
		10年間 ネンカン		令和3年以降		〇システム関係構築費（委託費） 　10,000,000円

〇支部説明会旅費     50,900円×47支部✕3回＝7,176,900円
〇役職員等旅費        50,900円×延べ56人＝2,850,400円
〇備品関係
    ・災害備蓄品関係  20,000,000円（食料、水、発電機、衛生用品等）47都道府県支部＋本部 
    ・システム関係構築  10,000,000円（PC、モバイル、テレビ会議等） 

		A005532		公益財団法人都市づくりパブリックデザインセンター				運用資金積立資金		デザインによる魅力ある都市づくり事業		将来にわたり公１事業で資金不足が生じるので、その改善のため特定費用準備資金を活用する。		15年間 ネンカン		令和9年度まで継続して実施		平成25年度予算による公1事業の資金不足額を見越して算定した。収益2200万円、事業費用4100万円、経常外費用180万円なので約2000万円不足

		A006030		公益財団法人東華教育文化交流財団				事業運営安定化積立資産		奨学援助事業及び助成事業並びに管理運営の安定的、継続的遂行		当法人は、公益目的事業及び管理運営のための財源の大部分を基本財産の運用益によって賄っている。今後、当該運用益の不足が見込まれるため、２０１７年（平成２９年）度より１０年間にわたり当該資産を取崩して、公益目的事業費及び管理運営費（事業活動支出）に充当する。

当該資金及び運用益のうち、８０％を公益目的事業費、２０％を管理運営費に充当するものとする。

利回りの上昇等により継続的に収入不足の解消が見込まれる場合には、公益事業の拡大を検討する。		11年間 ネンカン		2017（平成29）年4月～2026（令和8）年3月		１．過去３事業年度における事業活動支出の移動平均額　6000万円（収支資金ベース。以下同じ）

２．2017年（平成29年）度以降の運用収入見込額　 　　4000万円

３．各期の不足見込額　　　　　　6000万円-4000万円＝2000万円

４．積立限度額の算定　　　　　　2000万円×10年＝2億円

（公益目的事業：1億6000万円、管理運営：4000万円）

		A006139		公益社団法人日本プラントメンテナンス協会				 20年度機保中止準備資金		機械保全技能検定の中止に伴う財務基盤強化		公益目的事業として行っている機械保全技能検定について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止となった2020年度第1回機械保全技能検定（3級）に関する令和2年度収支への影響に備え、財務基盤の強化に充てる。		2年間 ネンカン		令和2年度		令和2年5月29日に2020年度第1回理事会で承認された「2020年度第1回機械保全技能検定（3級）の中止によって見込まれる2020年度収支への影響額」
（同理事会で承認された「機械保全技能検定の中止に伴う財務基盤強化に係る準備資金取扱規程」に記載）


		A007070		公益財団法人ジョイセフ				特定費用準備資金		人口・保健分野の広報啓発・提言活動事業		１．世界のセクシャル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツやジェンダーの平等、人口問題等に関して、政府及び国際機関の行政関係者、政策決定者、専門家、オピニオンリーダー等に対して提言活動を行い、認識の拡大と国際保健に対するさらなる支援の獲得を目差す。
２．保健分野の国際協力NGOのまとめ役として、日本政府の開発途上国における保健分野の政府開発援助に対して、援助効果を高めるために草の根の視点からの提言活動を行い、国際保健の向上を目差す。		6年間 ネンカン		令和3年～令和５年		提言活動事業の収入源である IPPF（国際家族計画連盟 : 本部 英国） からの収入が平成26年から平成30年のあいだに半減し、欧州の経済情勢や難民問題から今後も減少することが見込まれる。
平成30年と同規模の事業を継続していくためには下記の資金不足が見込まれる。
　令和3年　事業費 50,000,000　収入見込 30,000,000 不足資金 20,000,000
　令和4年　事業費 50,000,000　収入見込 20,000,000 不足資金 30,000,000　
　令和5年　事業費 50,000,000　収入見込 20,000,000 不足資金 30,000,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不足資金合計 80,000,000円

		A007155		公益社団法人相模原・町田大学地域コンソーシアム				学生活動継続推進積立資産		公１地域発展事業		学生Clubをはじめとする学生の地域社会活動参画を推進するプログラムは、これまで各年度の収入に応じて実施規模を変動せざるを得ない状況にあった。そのため、収入の多少にかかわらず学生活動を安定、継続して実施できるように活動資金をあらかじめ積み立てることを目的とする。		8年間 ネンカン		委託費等の活動の原資が獲得できなかった場合に取り崩し、学生の地域活動にあてる。		活動支援のためのマネジメント及びディレクション費用として300，000円、学生のより自主的な地域社会活動を推進するための補助金として、年間20，000円×10件で200,000円とし、これを継続的費用として算定する。

		A007957		公益財団法人統計情報研究開発センター				特定公益事業推進積立資金		特定公益推進事業		　
当財団の公益目的事業の多くは対価を得ることのない事業であり、公益目的事業費は基本財産運用益である株式の配当で賄っています。配当は毎年一定額が保障されるものではなく将来は今よりも厳しくなることも予想されるため、公益事業の縮小もせざるを得ない事態も考えられます。平成26年度、これまで例のなかった中間配当による一時的な増収を得たため、平成27年度以降に実施される特定公益事業のための特定費用準備資金として積み立て、公益事業を安定的に推進し、中長期的に収支相償の基準を満たすこととします。

　なお、控除対象財産における特定費用準備資金並びに公益目的事業比率における当期積立額及び取り崩し額の計算において、取り崩し額が年度毎にばらつきがあるのは、実施される統計調査が年度ごとに差があり費用も変動することによります。ちなみに、平成31年度は翌年の国勢調査実施に対する費用であり、統計調査員等の数が他の年度に比べ圧倒的に多くなることによります。

　平成28年度において中間配当による一時的な増収を得たため、公益事業のさらなる安定化を図るため、特定公益事業のための特定費用準備資金を増資するとともに計画年度の変更を行い、中長期的に収支相償の基準を満たすこととします。

　		10年間 ネンカン		平成27年度から		(当初計画分）

統計グラフ全国コンクールに関する事業 　　1,300万円

大内賞に関する事業　　　　　 　　　　　　　　  　650万円

全国統計大会に関する事業 　　　　　　　　　　 450万円

統計講座事業 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 200万円

統計調査総合補償事業　　　　　　　　　　　　 3,000万円　　　合計　5,600万円

(増資計画分)

統計グラフ全国コンクールに関する事業 　　 1,100万円

大内賞に関する事業　　　　 　　　　　　　　　　   500万円

全国統計大会に関する事業　　　　　　　　　　   350万円

統計講座事業　　　　 　　　　　　　　　　　　　　   150万円　

統計調査総合補償事業　　　　　　　　　　　　  2,000万円　　　合計　4,100万円

		A008355		公益財団法人日本薬剤師研修センター				事務所移転等費用積立預金		事務所の移転等の費用の準備		　現在入居している三会堂ビルは、老朽化及び市街地再開発事業の参画のために建替えが予定されている。平成２７年４月には、翌年夏頃に引っ越するよう、いったん通知されたが、東京オリンピックの開催決定に伴う建設資材等の高騰から、延期された。

　このような経緯からすれば、東京オリンピックが開催される令和３年ころには建替え計画が示されることが予想される。現在の場所は事業遂行に至適であり、建替え後の建物に入居することが望ましいため、移転経費及び相当程度の増額が見込まれる家賃の一部を積み立てることにより、円滑な移転及び建替え後の再入居を期すこととしたい。		8年間 ネンカン		令和３年度		移転のための経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　204,073千円

移転中の経費(2年間）＋移転後家賃増額分(5年間）　182,000千円

合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 386,073千円

		A009320		公益財団法人豊川水源基金				新城市（鳳来地域）水源地域対策基金事業費積立資産		新城市（鳳来地域）水源地域対策基金事業		新城市（鳳来地域）水源地域対策基金事業業務方法書第４条に規定する事業		6年間 ネンカン		平成３１年度から令和６年度		５カ年間事業費合計　89,200,000円
　〃　　　果実合計　　39,200,000円
　　　　　不足額　　　　50,000,000円
（１号財産の一部を　理事会・評議員会の議決を得て振替を行った。）

		A009366		公益財団法人水道技術研究センター				移転補償金積立資産		事務所家賃の補填		虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業に係る移転補償金から移転に伴う支出を控除した金額を令和元年から１０年間の事務所家賃の補填とする。		11年間 ネンカン		平成３１年度から令和１０年度まで		①移転補償金　47,706,471円
②移転に関する費用（引っ越し費用、消耗什器備品費、仲介手数料等）　12,970,073円
③工事・什器（固定資産）購入　10,209,533円
（①-②-③）×70％（公益目的保有財産割合）＝17,168,806円

		A010441		公益財団法人循環器病研究振興財団				特定資産－助成事業引当資産		研究助成事業－指定研究助成		循環器病に関する研究に助成する。		10年間 ネンカン		平成30年度から令和8年度		選考委員会で承認した研究助成について、その財源を寄付に頼っているが、その収入が安定しない。平成29年度においてすでに承認された研究助成を確実に実施するため平成30年度以降に見込まれる助成引当金総額：115,015,455円のうち、100,020,000円を積立てた。なお、当初から3年が経過したため見直しを行い、令和3年度以降に見込まれる助成引当金総額77,782,855円となるよう差額を積み立てた。

		A012826		公益財団法人電気通信普及財団				助成事業維持拡充資金		次期助成事業維持・拡充計画		研究助成事業の更なる充実、低金利運用環境による運用収入減に対応した助成等の規模の維持、周年事業準備のために活用する。		8年間 ネンカン		平成２８年度から令和５年度		助成事業維持・拡充計画に基づく事業見込みによる額とする。

		A013853		公益社団法人日本重症心身障害福祉協会				学術集会等準備資金		重症心身障害療育学会学術集会、全国施設協議会、施設職員研修会の実施費用		収入額が減少する重症心身障害療育学会学術集会、全国施設協議会、施設職員研修会を実施する費用の財源として積立を行う		4年間 ネンカン		令和3年4月～令和6年3月まで		学術集会、施設協議会、研修会の参加料の減額が令和5年度まで決定したことにより、その減額分の補填として積立を行う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学術集会収入減額　1,400,000円×3年度分＝4,200,000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設職員研修会収入減額　2,700,000円×３年度分＝8,100,000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全国施設協議会収入減額　2年度分　3,200,000円の合計15,500,000円を積み立てる

		A014063		公益財団法人藤原ナチュラルヒストリー振興財団				事業費安定化資金定期預金		研究助成及び高等学校助成事業		ナチュラルヒストリーに関する研究を行っている研究者または研究グループへの助成並びに初等中等教育機関のなかで高等学校を対象にナチュラルヒストリーに関する授業またはクラブ活動に必要な備品等の助成を行うことにより、学術及び科学技術の振興を目的とする。		10年間 ネンカン		平成28年度～令和6年度		令和3年度以降もより一層収益減少が予想されることから、助成事業安定のために、3年度1500万円を取崩すほか、令和6年度までの取崩す予算額

		A014063		公益財団法人藤原ナチュラルヒストリー振興財団				事業費安定化資金有価証券		研究助成及び高等学校助成事業		ナチュラルヒストリーに関する研究を行っている研究者または研究グループへの助成並びに初等中等教育機関のなかで高等学校を対象にナチュラルヒストリーに関する授業またはクラブ活動に必要な備品等の助成を行うことにより、学術及び科学技術の振興を目的とする。		4年間 ネンカン		令和4年度		令和3年度以降もより一層収益減少が予想されるなか、助成事業安定のため令和4年度に取崩す予定額

		A014063		公益財団法人藤原ナチュラルヒストリー振興財団				特定費用準備資金定期預金（令和3年度地方ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ分）		東京都以外でのシンポジウム開催		ナチュラルヒストリーに関する公開シンポジウムを開催することによってナチュラルヒストリーに関する学術研究と教育への助成並びに普及に寄与しようとするものである。		8年間 ネンカン		平成28年度・平成30年度・令和3年度		令和3年度以降も一層収益減少が予想されることから、定期的に東京都以外でのｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ開催を確実に継続実施するための予算額

		A015405		公益財団法人マブチ国際育英財団				基本財産準備資金		奨学金給付		財団設立時に設立者からマブチモーター株式150万株（＠6,430円）9,645百万円の寄付を受けたが、その後の株価の下落に伴い2013年3月31日現在で金額は7,635百万円（＠5,090円）となり損失が生じ、財団運営基盤の安定化を図る必要性を認識するに至った。一方、財団予算は前年度3月に決定するが、当年度の最終配当は当年度3月に確定するため、予算以上の収入があることが生じ得る。そこで、理事会で承認された予算額を上回る額の配当金があった場合に、超過額を指定正味財産に留め置き、基本財産の安定化を図る。		10年間 ネンカン		令和3年度以降		株価変動のバッファを確保しておく目的のため、過去3年以内安値は2,931円で寄付時点の46％であることから、寄付時点の5割増し水準を当面の積立基準とし、積立額は予算以上の配当収入をそのまま指定正味財産に留め置き、基本財産準備資金として区分して管理する。

		A015405		公益財団法人マブチ国際育英財団				奨学金給付準備資金		奨学金給付		当財団は、大学在籍期間の４年間を実質的に奨学期間として運営している。一方、当財団の主要収入源が株式配当に頼っていることから、仮に減配となった場合、新たな奨学生を認定できないばかりでなく、既存の奨学生に対して給付停止という事態が生じかねない。そこで、当財団の主要財源である株式の配当金が減少し、奨学金給付の財源が不足することによる奨学金給付停止を防ぐため積立てる。		8年間 ネンカン		未定		予算上見込んでいる配当収入がゼロになった場合を想定し、翌年度始に在籍予定の奨学生の残余期間に見合う奨学金合計額を積立限度とする。この金額は毎年度洗い上げて再設定する。２０１９年４月は秋入学予定者を含めて一旦１０１名を想定し、２８９，２００，０００円を積立限度額としている。

		A016710		公益財団法人　日本太鼓財団				太鼓ファンド		海外交流事業費補填		日本財団からの助成金が海外交流事業費の満額に満たないことが予想されるため、将来にわたって海外交流事業費の補填を実施する。		11年間 ネンカン		平成24年度～令和4年度		国際機関や在外公館などの公的機関の推薦があることなどを勘案した海外交流事業の実施計画に基づいて、予算案を作成し、主な支援先である日本財団に申請願うも、一部の支援又は計画予算額を全て助成されることは困難な場合があることが想定されるため、特定準備資金から補填する。この限度額については過去の実施額から策定。積立限度額は理事会評議員会で承認された５千万円で算出
派遣数：演奏者及び随行者10度
人件費(派遣謝金)500，000円
旅費(航空賃･滞在費・太鼓輸送・現地交通費等含む）42,000,000円
物件費　3,000,000円　　事務費(通信・国内楽器運搬)2,000,000円
会議費　500,000円　　雑費(渡航手数料・保険・記録費等)　2,000,000円

		A016826		公益財団法人南葵育英会				奨学援助引当費用準備資金		奨学援助活動		学業優秀でありながら修学困難な者や学術研究に従事する者に対し奨学援助等を行うことにより国家社会に有用な人材を育成する。		10年間 ネンカン		令和７年度より6年間		奨学金は大学の学生及び高等専門学校の生徒には最短修業年限の終期まで月額3万円、又大学院の学生には最短修業年限の終期まで月額5万円を給付している。
収益事業の収益が得られない場合でも、開始した給付を継続すべきであり、以下の準備資金が必要である。
その後支給開始を中止したとしても最短6年続くことを考慮すると6千万円の積立が必要である。

		A018284		公益財団法人朝鮮奨学会				建替時奨学事業等積立資産		本館ビル建替え期間中の奨学事業等		本館ビル建替え時の3年間は収入が見込めないことから、現在行っている規模の奨学事業等を実施するものとして、3年間分の16億円を準備する。		21年間 ネンカン		令和16年度～令和18年度		平成26年度事業計画書における年間奨学事業等の予算5億3500万円の3年間分

		A018497		公益財団法人丸和育志会				奨学金事業積立資産		奨学金事業		今後の寄付金減少を見込み、奨学金事業の原資とすべく積立を行う。		4年間 ネンカン		平成31年3月		奨学金の年間支給額を基に算定している。

		A018497		公益財団法人丸和育志会				ソーシャルビジネス支援事業基盤強化基金		ソーシャルビジネス支援及び人材育成事業		公2事業として行っているソーシャルビジネス支援及び人材育成事業において、今後の収支の変動に備え安定した報奨金の支給を継続できるよう積み立てを行う。		6年間 ネンカン		令和3年度～令和7年度		過去の奨学金支給実績に基づき、その一部として年間100万円を5年分積み立てることとする。

		A020655		公益財団法人天野工業技術研究所				奨学費準備預金2		工業高校生、高専生、大学院博士課程生を支援する奨学金制度		現行の経済環境に恵まれない優秀な学生を対象とする奨学金制度で、弊所の収入が減少した際に備える。		5年間 ネンカン		収入減が起きた事業年度から取り崩しを行う。		現給付水準を維持するため、年間総給付額（≒150百万円/2）×5年間

		A021243		公益財団法人目黒寄生虫館				公益目的事業実施積立資産		公益財団法人目黒寄生虫館 公益目的事業		平成25年に組み入れた資金を、令和3・4年度の公益目的事業を行う経常支出として毎年1000万円ずつ振り替えることを目的とする。人件費や水道光熱費の他、研究等事業では調査旅費や学会費・図書購入費等に充て、普及啓発事業では特別展示の開催に係る費用や展示室の保全など、この法人の公益目的事業全体にわたって支出する。「公1（研究等）事業：500万円」「公2（普及啓発）事業：500万円」とする。当法人の公益目的事業は主として基本財産の運用益で成立してきた。これらは平成12年以降に当時の円高基調の中、年間3000万円の収益を見込んで作成された。一時期な極端な円高で運用益が得られなかったが、今ではようやく落ち着いた運営が可能になっている。しかし、事業の拡大について支出額は増える一方で、基本財産運用収入が得られなくなれば極端な収入の落ち込みも考えられる。今後も引き続き充実した事業を長期にわたって遂行するためには、一定の予算をあらかじめ計上しておき盤石な体制を整えておかなければならない。安定した法人運営が継続できるよう、一時的な積立資金を設けるものである。なお、当該資金は平成31年度から取り崩し予定だったが、平成30年度に大幅な競争資金を得られたことにより取り崩しに至らなかったことで、理事会決議により冒頭の時期へと繰り越されたものである。		10年間 ネンカン		通年		野村証券株式会社を通じて運用する「欧州投資銀行」債券が主体となる。それ以前に運用してきた額面2000万円の債券の償還差損に伴い、新たに差額として補填した普通預金の3,553,619円の合計額をもって積立限度額とし、収益の減少時においても継続して事業が行えるよう積み立てる。経常費用の3分の1を当該資金から振り替えるという全体で全体の費用から按分すると、人件費5,800,000円、旅費交通費200,000円、水道光熱費400,000円、リース料350,000円、委託費250,000円、その他諸費用3,000,000円で計1000万円（公1事業・公2事業計）と見積もられる。上記支出を2か年にわたって行う。10,000,000円×2年＝20,000,000円となる。

		A021726		公益社団法人　
企業情報化協会				リスク対策準備資金		リスク対策準備資金		将来において見込まれている公益目的事業の収入の変動に備えるために積み立てる。		5年間 ネンカン		令和6年度		令和3年3月31日に終了する事業年度における公益目的事業の経常収益額が当該事業年度の前事業年度から変動した額の2年分を必要額として、令和3年5月18日に理事会にて承認された見積額





（参考）POSSに基づく特費に関するQ&A

		Q&A一覧 イチラン

		受付番号 ウケツケ バンゴウ		表題 ヒョウダイ		行政庁 ギョウセイチョウ		質問者 シツモンシャ		質問日 シツモン ビ		回答日 カイトウビ		状況 ジョウキョウ		質問 シツモン		回答 カイトウ		積立可非 ツミタ カ ヒ

		4176		公益法人の特定費用準備資金等について		熊本県		浦田　浩司		42018		42028		対応		②「他の団体の助成」を公益目的事業としている法人が、「助成先が取得する資産の購入」を目的に「資産取得資金」を積み立てることは可能でしょうか。 これが認められない場合、「資産取得資金」ではなく、「特定費用準備資金」として積み立てることは可能でしょうか。		②「資産取得資金」を積み立てるのは、法人が取得する資産に限定されるため、助成先が取得する資産の購入は含まれません。特定費用準備資金についてはその要件を充足すれば可能と思われます。		〇

																③②と同様に、「助成先が主催するイベントの開催等」を目的に、特定費用準備資金を積み立てることは可能でしょうか。		③②と同様に特定費用準備資金の要件を充足すれば可能と思われます。		〇

																④国債、外国債等の有価証券の運用益を財源として事業を実施している公益法人は、相場の変動により運用益が減少すると、事業を縮小しなければならなくなるおそれがあります。将来の相場の変動に対応するために、「特定費用準備資金」を積み立てることは可能でしょうか。		④特定費用準備資金の要件を充足すれば可能と思われますが、通常、相場の変動については、予測が困難なため要件を充足することは難しいと思われます。特定費用準備資金の要件を充足しない場合であっても、将来の支出に備えるために特定資産と計上することは可能です。		〇



		4253		内部取引消去、償却減価・評価益及び特定費用準備資金の取崩等について		群馬県		天田　聡		42187		42193		対応		特定費用準備資金を取り崩した場合、その取崩額は、収支相償の計算、公益目的事業比率の算定、遊休財産額保有制限の判定において、（みかけの収益のように振る舞う等して）経常費用を圧縮するよう作用しますが、取崩額を経常外費用として費用化してしまうと、認定基準の判断上、法人側にとって著しく不利な状況になります。これは、制度上やむを得ないものなのでしょうか。（そもそもの特定費用準備資金の設定時に、使途を「経常費用として費用化されるもの」に限定すべきだったのでしょうか。）または、特定費用準備資金を取崩し費用化したものについては、たとえ臨時的な費用であっても、経常費用として整理すべきなのでしょうか。		特定費用準備資金は法制度上の費用であり、これを設定する場合には、原則として将来の費用を具体的に積み上げ計算し、これを勘定科目で擬制することになります。この勘定科目は事業費、管理費に属するものであるため、経常外費用の内容（臨時・巨額）及び勘定科目については最初から想定されていません。従って、実際に発生した費用が経常外費用に計上されることもありません。		×

																　退職給付債務を簡便法で算定し、期末自己都合要支給額を退職給付債務としている法人が、各年度末における定年退職に係る要支給額を算定し、簡便法による額との差額を将来の定年退職に伴う退職金支給のために、毎年度積み立てることを予定しており、この積立金を特定費用準備資金とする意向を持っている。この積立金については、「将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用」に当たるかなど、特定費用準備資金の要件の該当性に疑義があると考えます。ついては、このような退職金支給のための積立金が特定費用準備資金に該当するか御教示ください。		退職給付債務として、期末自己都合要支給額としている場合には合理的な会計処理と判断されます。各年度末における定年退職に係る要支給額との差額は、期末時点での差額であって、将来支出が確実なものではなく特定費用準備資金の要件を充足していませんので、これは計上できません。最も、将来の退職の支出のために特定資産して固定資産に計上することはできます。		×

		4364		特定費用準備資金について		埼玉県		文書課　公益法人担当職３		42480		42481		対応		　公益社団法人が、現在の事務所の耐震性に問題があり移転を予定しています。
　移転費用が高額のため、年６０万を５年間積み立てるのですが、この積み立ては特定費用準備資金にあたるでしょうか。
　この積立金額は遊休財産の保有上限額の規制にはかかりません。
　また、特定費用準備資金については、資金ごとに取扱規程を定める必要はあるでしょうか。		事務所移転に係る事務所移転費用は通常発生する経常費用と違って、臨時的に発生するものなので、経常外費用に計上されます。従いまして、将来の経常費用の支出のための特定費用準備資金にはあたりません。
　なお、特定費用準備資金については、それぞれの具体的資金ごとに取扱規定を定める必要があります。		×

		4499		将来給付する奨学金資金を特定費用準備資金として積み立てることについて		宮城県		高田　琴美		42690		42692		対応		奨学金を給付する法人が，その年度に採用した奨学生の将来の給付が確定している奨学金資金を特定費用準備資金として積立て，支給に当たって取り崩すことを検討しています。
　当該積立金は，事業の実施に併せて繰り返し積立て，取り崩しを行うものとなりますが，区分経理や規程の整備等の手続的な要件は満たしている場合，このような積立金は，特定費用準備資金に該当するものでしょうか。		ご質問の奨学金が、貸与方式ではなく、給付（渡し切り）方式である場合、当該奨学金支給額は事業費に該当します。FAQ問Ⅴ-4-②にもあるように、収益事業等の利益の50％を公益目的事業財産に繰入れる場合には、目的に沿った積立ては必要ですが、積立期間内に計画的に積み立てる計算までは必要ありません。
　したがって、それが認定規則18条3項の要件を満たせば、特定費用準備資金に該当します。

		4542		定年退職加算金を特定費用準備資金として準備することについて		東京都		中尾　邦彦		42752		42754		対応		　一部の法人（特に、外郭団体）には、通常の退職金とは別に、定年退職の場合にのみ加算がある退職金制度を持つ法人があります。
　退職給付の対象となる職員の数が３００名未満の法人等は、退職給付会計の適用に当たり、退職一時金に係る期末要支給額により算定することができます（簡便法）。原則法では退職給付債務として認識できる定年退職加算部分について、簡便法では退職給付債務として認識できないにも拘らず、定年時には多額の支出をすることになります。
　このような退職金制度を持つ法人には、収支相償をクリアできていない法人も存在しますので、任意の特定資産としてではなく特定費用準備資金として事前積立ができれば、費用・資金の平準化に加えて剰余金の解消策としても有効です。
　そこで、定年で退職を迎えるかどうかは不確定な面はありますが、定年前３～５年程度に限れば、「活動の内容及び時期が費用として擬制できる程度に具体的であること」というガイドラインの要件は満たすものとして、特定費用準備資金として認めてよいのではないかと考えます。
　内閣府のご見解や、類似の事例等についてご教示願いたくよろしくお願い申し上げます。		特定費用準備資金は将来の特定の活動の実施のために特別に支出する事業費又は管理費に充てるための資金であり、その要件が明確に定められています。定年退職加算金について、法人の規定及び過去の実績並びに将来の見通し等を勘案し、当該要件を満たすものと整理可能であれば、特定費用準備資金とすることも妥当であると考えます。なお、現状では内閣府で類似の事例等は認識しておりません。		〇

		4565		第二段階における特定費用準備資金について		愛知県		法務文書　文書・公益法人		42775		42776		対応		法人から複数の公益目的事業番号に係る別表C(５）が１枚で提出された。内容は複数の公益目的事業番号に属する公益目的事業をいくつか取り出し、周年事業として一つにまとめたものであるが、別表C（５）は公益目的事業番号毎に提出しなくても良いのか。本県は、仮に複数の公益目的事業番号に係る別表C(５）が１枚で提出されていても、積立限度額の算定方法の欄に、公益目的事業番号毎の積算が示されてあれば良いものと考える。		特定費用準備資金については、積立てと取崩し並びに残高を管理する必要があり周年事業といえども取崩しに関しては公益目的事業ごとに年度が異なる可能性も考えられます。その場合、複数の公益目的事業を1本化していると個別の残高管理を他で行う必要があり、結局はそれぞれ別表Ｃ（５）を作成するのと等しくなることが考えられます。
　したがって、それぞれの事業ごとで別表Ｃ（５）を作成していただくことが望ましいと考えます。ただし、行政庁として公益目的事業ごとに管理可能と考えられる状況（法人の能力に個体差等があるので）であれば、周年事業としてまとめた別表Ｃ（５）を完全に否定するものではありません。		△

																FAQ（問V－３－④）によれば、特定費用準備資金は、将来の特定の事業に支出するために積み立てる資金で、新規事業、既存事業の拡大、数年周期で開催するイベントや記念事業等の費用が対象になるとあります。
一方で定期提出書類の手引き（公益法人編、事業計画、事業報告等を提出する場合編）の２９Pⓖ欄の記載には、「第一段階（中略）に係る特定費用準備資金と、これら以外に第二段階で設定した特定費用準備資金（中略）」とある。
ここでいう、「これら以外の特定費用準備資金」とは、何をさすのか。公益目的事業に係る特定費用準備資金は、法人が行う公益目的事業に直接的な位置づけがあるので、「これら以外の特定費用準備資金」とは、直接的な位置づけのない「逆特定費用準備資金」という理解で良いか。
さらに言えば、逆特定費用準備資金以外は、第二段階のみで設定される特定費用準備資金はないという理解で良いか。		　第二段階での特定費用準備資金は、法人全体の観点から位置づけられるものです。確かに、複数の公益目的事業であっても事業費は適正に配賦できるという考え方もあろうかと思います。しかしながら、例えば公益目的事業に対する寄付金を募るために法人の活動を広く周知し、認知度を高める施策等に対する特定費用準備資金を考えた場合、法人全体で認識した方が望ましいという考え方も強ち否定できないものと思われます。よって、このような特定費用準備資金は第二段階で認識できる場合があると考えます。従って、「これら以外の特定費用準備資金」とは、直接的な位置づけのない「逆特定費用準備資金」に特定しいる訳ではありません。		〇

		4597		剰余金解消策としての資産取得資金及び特定費用準備資金の積立について		熊本県		県政情報文書課　１		42802		42803		対応		剰余金が発生した場合に、退職給付引当金を超える額を、将来の退職給付債務の増加に備えて、資産取得資金又は特定費用準備資金（退職給付積立資産）として積立てることは、剰余金の解消策として認められるか。		貴県のご認識のとおり、剰余金の解消策としては認められません。退職給付引当金の対象となる事業費又は管理費は、認定規則18条1項より特定費用準備資金の対象外となります。また、将来の退職金支給に充てるための資金について引当金を超えて積み立てる資金は、会計上特定資産に整理されますが、あくまでも任意に積み立てる資金であるため、収支相償上の剰余金解消策とはなりません。		×

		4704		指定正味財産かつ特定費用準備資金の収支相償上の取扱い		茨城県		小圷　研史		42971		42972		対応		H１年度　指定正味財産として受け入れた寄附額をその指定用途の特定費用準備資金として積み立てた。A(1)表には，特定費用準備資金としてみなし費用（10欄）に計上され，指定正味財産の収入に計上されたが，当期の一般正味財産への振替はなかった。（その後H２~４年度同様の積立があり，積み立て限度額まで積立を行った。）
H５年度　当該資金を一般正味財産へ振り替えて使用し，振替額同額を特定費用準備資金の取崩し額とした。A（１）表には，一般正味財産の振替額を経常収入（7欄収入の一部）として，特定費用準備資金の取崩し額がみなし収入（10欄）となり二重計上されてしまう。
このように，積み立て時には，指定正味財産のため，経常収入には計上されず，また，特定費用準備資金のみなし費用となり，収支相償上有利に働くが，取崩し時には逆に不利に働く。
会計処理としてはこれで間違いはないか。また，会計処理として問題がない場合，H５年度の剰余金に対し特別の配慮はできるか。
		Ｈ１年度から4年度まで指定正味で受け入れた寄附金をＨ5年度に指定された○○事業で使用する場合、寄附金を受け入れた年度では、正味財産増減計算書内訳表の指定正味財産増減の部において、受取寄附金として計上するのみで収支相償の対象とはなりません。各年度の寄附金自体は、貸借対照表の特定資産に整理される○○事業資金に区分管理され、遊休財産規制の控除対象財産（別表C(2)）の観点からは6号財産としてＨ5年度期首まで引き継がれます。
当該寄附金を○○事業で使用するＨ5年度では、Ｈ1年度から4年度までの受取寄附金の累計額を正味財産増減計算書内訳表で（指定正味財産増減の部から）一般正味財産へ振替え、一般正味財産増減の部において、受取寄附金振替額として収益計上します。対応する事業費が計上されるため、この対応に関しては収支が均衡します。別表C(2)では、当該6号財産の期末残高が0となります。
すなわち、Ｈ１年度から4年度の各年度にわたり、特定費用準備資金の積立て・取崩しは不要であり、ご質問の会計処理は誤りです。
なお、Ｈ１年度から4年度の各年度で、当該特定費用準備資金の積立額を考慮しなければ収支相償が満たされなかったのであれば、各年度とも収支相償を満たしていない状態であったこととなります。別途、ご確認ください。		×

		4797		特定費用準備資金について		宮城県		西澤　誉浩		43110		43112		対応		特定費用準備資金については，認定規則§18Ⅰにおいて，「将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用（中略）に係る支出に充てるために保有する資金」と規定されております。「将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用」という規定について質問致します。

　セキュリティ対策のために数年おきに業者に委託して行う法人のホームページの更新等，将来の特定の期間のみに発生するが，特定の事業実施に関連して発生する訳ではない費用のために積み立てた資金についても，「将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用」に係る資金に該当し，認定規則§18Ⅲの５要件を充たす限りにおいて，特定費用準備資金に位置付けることが可能ではないかと当県では考えておりますが，このような理解で間違いないでしょうか。 		 法人のホームページの更新等の作業は、一般的に公益目的事業や管理活動等に必要な活動であると整理できるものと考えます。このような整理が可能であれば、当該将来の活動のための費用支出に充てるための資金を特定費用準備資金とすることは可能です。
よって、貴県のご認識で問題ないものと考えます。
なお、当該更新等作業の全体のうち、公益目的事業相当分が収支相償の対象となります。管理活動等に対応する分は、遊休財産規制の控除対象財産にはなりますが、収支相償の対象とはなりません。 		〇

		4808		特定費用準備資金について		山梨県		永田　英惠		43123		43125		対応		　国債の利息収入を財源に奨学金事業を行っている公益財団法人で、近年の金利低下を受けて将来の国債の満期買換え後の利率低下に備えて支出を抑制した結果剰余金が出ている法人があります。
　今後少なくとも５年間にわたり剰余金が発生する見込みで、この剰余金を特費に積立て、現在利率が２％と１．９％の２本の国債の買換え後の利率を過去５年間の平均をもとに１％と仮定し、利率低下による財源不足分を特費から取り崩して使用していくことを検討しています（詳細別添）。
　ＦＡＱ問Ⅴ－3－④により、将来の収支変動に備えて自主的に積み立てる基金は、過去の実績や事業環境の見通しを踏まえて活動見込みや限度額の見積もりが可能など要件を満たす限りで特費を用いることができるとされていますが、このケースの場合、要件を満たすと言えるかどうか御見解を伺いたく、よろしくお願いいたします。
　当方としては、将来の金利は予測不可能のところ、買換え後の金利を１％と仮定している点が認められるか判断に悩んでおります。活動見込みの見積もりは奨学金事業のため固い見込みとなっています。仮に特費として認める場合は、満期買換え後の利率次第で計画を見直すよう条件を付けることになると思います。 		 ご質問の趣旨をまとめると、「将来一定水準の収入減が見込まれるが、事業水準自体は現状レベルを維持したいことから、今後5年間で想定される剰余金を将来の収入減に充てる財源として特定費用準備資金として積立てたい」と理解しました。
特定費用準備資金として積み立てるためには、その要件のなかに資金の目的、事業実施期間、積立限度額の定めも求められます。積立時点でこれら要件が合理的に説明できるのであれば、特定費用準備資金と認められるものと考えます。
（添付された資料を見る限り、合理的に説明は可能と思われます。）
なお、特定費用準備資金として整理すれば、平成34年6月が近づくにつれ、将来の収入減少額、ひいては積立限度額がより明確になるため、限度額超過分を取り崩すか、事業計画を見直すことは当然のこととなります。改めて条件を付すようなことではありません。 		〇

		4833		特定費用準備資金		広島県		本　博之		43153		43154		対応		（相談内容）
 車両更新に伴い減価償却費が増加する見込みであるため，公益目的事業で生じた剰余金を特定費用準備資金として積み立て，将来の減価償却費に充当したい。

（本県担当者の見解）
 特定費用準備資金は，認定法施行規則第18条で「将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用」とされています。
 車両の更新は，「特定の活動の実施」とはいえず，また，同条では，「特別に支出する費用」について「引当金の対象となるものを除く」とされており，現金の支出を伴わない減価償却費も同様に取り扱うべきものと考えられます。
よって，将来の減価償却費に充当することを目的とした特定費用準備資金は，認められないと考えますが，このような理解で問題ないでしょうか。		貴県のご認識のとおり、将来の減価償却費は特定費用準備資金の対象とはなりません。
なお、将来、車両を更新すべく資金を確保するために、資産取得資金を設定して積立てることで収支相償（1号財産相当額）及び遊休財産規制の対応策とすることは可能です。		×

		4849		特定費用準備資金の取り扱いについて		埼玉県		文書課　公益法人担当職３		43166		43168		対応		新規事業を開始するために新たに職員（正規職員）を雇用する場合には、その人件費は特定費用準備資金の積立に含めてもよいのでしょうか。
一般的な将来の人件費のためであれば特定費用準備資金の対象外だと思いますが、その事業に対する人件費が見積もり可能であれば積立可能ではないかと考えますがいかがでしょうか。		　事業費として人件費も含めて積立限度額を算定することは可能と考えます。		〇

		4950		特定費用準備資金の積立について		神奈川県		梅田　英介		43308		43312		対応		特定費用準備資金の積立要件について、「将来の収入の減少が確実に見込まれる場合」の他に、弾力化により「将来的に収入の安定性が損なわれるおそれがあり、専ら法人の責に帰することができない場合」が加わった。
　収益事業からの繰入額を主な財源として公益目的事業を実施してきたが、収益事業を廃止したことにより繰入がなくなり、公益目的事業の実施が危ぶまれると見込まれる法人がある。この場合、当該公益目的事業について特定費用準備資金を積立てることはできるのか。
　なお収益事業が廃止された理由は、ある建物の中で食堂等を運営していたが、建物の移転に伴い、新しい建物ではPFI形式を採用して食堂等の運営業者を決定することとなったため、当該法人については契約満了となったものである。 		ご認識のとおり、会計研究会29年度報告で特定費用準備資金に関して「法人の責に帰することができない場合」が加わりました。しかしながら、本問は従来の特定費用準備資金で整理可能です。
本問の前提として、当該年度に相当の剰余が発生しているものとします。この場合、収益事業を廃止し、今後、収益事業からの利益繰入がなくなることから、当該剰余を公益目的事業費の財源に充てるため、特定費用準備資金を積立てることは可能と考えます。		〇

		4987		特定費用準備資金について		茨城県		村上　よしみ		43356		43384		対応		省略 ショウリャク		回答 FAQV-4-⑪の（注）には、「認定後に寄附者から取得した財産は、上記のとおり5号財産又は6号財産に整理され、直接1号財産に整理されることはありません。・・・」とあります。（5号財産・6号財産は具体的な使途指定があることが前提）
上記考え方と同様に、貴県が述べているように、特定費用準備資金（4号財産）に整理するには、本件1号財産について指定正味財産から一般正味財産への振替えが行われることから、指定正味財産である特定費用準備資金（4号財産）はないと考えます。 
		×

		5036		公益目的保有財産・特定費用準備資金について		香川県		小松　由里乃		43438		43446		対応		（概要）
　公益法人Ａは企業Ｂからの寄附金を主な財源として、奨学金給付事業を行っている。
　法人Ａから奨学生として採用された場合、成績不良など特段の問題がなければ、卒業まで奨学金が給付される。
　年度ごとの寄附金の額については、企業Ｂの業績により、増減が予想される。
　法人Ａは、企業Ｂの業績の悪化に備え、採用した奨学生に対し、将来の給付が確定している奨学金分の資金を確保したいと考えている。
　現在、法人Ａは当該目的の資金を流動資産として保有しているため、遊休財産の保有の制限を満たしていない状態にある。
（質問事項）
③　上記のような奨学金給付事業を行っている法人の場合、年度ごとに奨学生採用者の将来の給付が確定している奨学金分の資金を特定費用準備資金として積み立て、支給にあたって取り崩すといった運用は認められるか。また、そのような運用が認められるか否かについては、当該法人の年度ごとの奨学生採用者の人数が定まっているか否かで異なるか。		
質問③について
年度ごとに奨学生採用者の将来の給付が確定している奨学金分の資金を特定費用準備資金として積立て、支給にあたって取崩すといった運用は、認定規則18条3項の要件を満たせば、年度ごとの奨学生採用者の人数が定まっているかに関わらず認められると考えます。 		〇

		5233		特定費用準備資金		北海道		菊池　浩幸		令和元年07月10日		令和元年07月18日		対応		 市から５ヶ年間（Ｈ３０～Ｒ４年）の指定管理業務を受託し、公益目的事業を実施している公益財団法人から人件費の定期昇給を行っており、指定管理期間の後半になると人件費の費用が年々増加する。
　また、市からの配当が人件費の昇給分を加味しておらず、平均的なものとなっているため、予算が厳しくなることから、余裕がある前半に特定費用準備資金を積み立て対応したい旨の相談がありました。
当該事業は既存事業を拡充するものではありませんが、この場合、特定費用準備資金として積み立てることは可能でしょうか。
※　ＦＡＱ　問Ⅴ－３－④　答１
将来の特定事業費、管理費に特別に支出するための積み立て資金で、新規事業の開始、既存事業の拡大、数年周期で開催するイベントや記念事業等の費用が対象となります。  		 5年間の指定管理期間で、定期昇給に対応して収入が足りなくなる分が過去の状況等から合理的に予想可能である場合には、特定費用準備資金に積み立てることは可能と考えます。 		〇

		5320		特定費用準備資金の積み立て要件について		鹿児島県		学法 上靏智子		令和元年11月19日		令和元年12月12日		対応		　特定費用準備資金の積み立て要件について，「将来の収入の減少が確実に見込まれる場合（通常型）」の他に，弾力化により「将来的に収入の安定性が損なわれるおそれがあり，専ら法人の責に帰することができない場合（特例型）」が加わった。
　さとうきび関係の受託作業収入等を主な収益として公益目的事業を行っているところ，毎年の台風被害により収益が減少しており，今後の台風襲来によっても公益目的事業の実施に影響が出ると見込まれる法人がある。この場合，公益目的事業について特定費用準備資金を積み立てることはできるのか。
［本県の考え］
　FAQ５－３－⑤によると，地震，災害等災害時に備えて積み立てる資金は目的と金額の合理的な見積もりが難しいことから，特定費用準備資金としての要件を充たすことは難しいとの記載があるが，本ケースについては資金の合理的な見積もりについて，過去数年間の台風による減収額の平均値等から算出可能と考えられることから，特定費用準備資金として積み立てられるものと考える。ただし，通常型として積み立てるための「収入減の確実性」があるとまでは言い難いことから，蓋然性の高さに係る見込み額を元に，特例型として特定費用準備資金として積み立てることが可能と考える。つまり，台風等の気象災害等による事業収入の減については，「平成29年度公益法人会計に関する諸課題の検討結果」５ページの「※１　該当する場合の条件」をクリアすれば
特例型として特定費用準備資金として積み立てることが可能と考える。 		 本ケースは、貴見の通り特定費用準備資金として積み立てることは可能であると考えます。
なお、特例型でなくても過去の実績等を踏まえて算出する通常型（将来において見込まれている収支の変動に備えて法人が自主的に積立てる資金）により積み立てることは可能と考えます。（FAQ問Ⅴ-3-⑦参照） 		〇

		5325		指定正味財産を財源とする特定費用準備資金の取り崩しに係る収支相償の計算について		神奈川県		浮津 翔		令和元年11月25日		令和元年12月12日		対応		 　指定正味財産を財源とする特定費用準備資金の取り崩しについて、二重の収益加算（①指定正味財産から一般正味財産への振替額＋②特定費用準備資金の取崩額）が生じてしまう場合、別表Ａ（１）上の計算方法としては、①と②のうち、①指定正味財産から一般正味財産への振替額の方は収支相償上の収益には加算しないとする例外的な扱いを行うことは可能でしょうか。 		 平成29年度に公益目的保有財産から特定費用準備資金へ変更した際に会計上、指定正味財産から一般正味財産へ振替えるところ振替を行わなかったことから、平成30年度の指定正味財産から一般正味財産への振替額を収支相償上の収益には加算しない取扱いとすることは可能と考えます。
その際、H29年度の決算修正を過年度に遡り行うのではなく、平成29年度の別表Aで当該一般正味財産への振替を経常収益に加味したと仮定した場合、収支相償を満たしているかについて再確認することが必要であると考えます。 		指定正味財産を財源とする特定費用準備資金を認めない？ ミト



【機密性2情報】		


https://pictis.cao.hq.admix.go.jp/pictis-poss/fqa0001!showhttps://pictis.cao.hq.admix.go.jp/pictis-poss/fqa0001!show



③ 専ら法人の責に帰すことができない事情により将来の収入が減少する
場合

＜特費を積み立てる際のポイント＞
・対象は既存事業の維持
・積立限度額の合理的な算定にあたっては、理事会等における認識を踏まえた、収入の減少の蓋然性の高さの説

明が必要
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 特定費用準備資金の名称
 （貸借対照表科目名）

将来の特定の活動の名称 当該活動の内容
計画期間
（事業年度）

当該活動の
実施予定時期

積立限度額の算定方法

〇〇事業準備資金 〇〇事業
政策変更に伴う補助金の削減により、収入の減少が
想定されることから、事業を安定的に継続するため
に積み立てる。

5年間
令和×1年度
～令和×5年度

令和×1年度～令和×5年度における補助金の削
減見込額××万円を積立限度額としている。

△△事業準備資金 △△事業

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、事業計画で
予定していたイベントを中止した。今後も同様の理
由により当該事業の安定性が損なわれることが想定
されることから、事業を安定的に継続するために、
開催を見込んで今年度に受け取っていた寄附金や補
助金を特定事業準備資金として積み立てる。

5年間
令和×1年度
～令和×5年度

今年度にイベント開催を見込んで受け取ってい
た寄附金及び補助金の合計額から、開催中止ま
でに生じた費用額を控除した残額を積立限度額
としている。

奨学金事業準備資産 奨学金事業

対象者が大学に在籍している期間を奨学金支給期間
としているが、当法人の主要収入源が株式配当であ
り、過去の配当政策から今後も配当額が減少となる
可能性が高い。仮に減配となった場合に、奨学金事
業を継続できない事態が生じかねないため、そのよ
うな事態を防ぐため積み立てる。

4年間
令和×1年度
～令和×4年度

予算上見込んでいる配当収入がゼロになった場
合を想定し、翌年度始に在籍予定の奨学生の残
余期間に見合う奨学金合計額を積立限度とす
る。この金額は毎年度再設定する。令和×年度
の奨学生は××名を予定しており、××万円を
積立限度額としている。

定期提出書類 別表C(5)の記載例
積立てに際しての留意事項等


事例案

		※FAQ問Ⅴ－３－④、Ⅴ－３－⑦に基づき、特費の事例を3つに区分して記載しています。 トイ モト トク ヒ ジレイ クブン キサイ

		①将来の費用支出の増加が見込まれる場合 ショウライ ヒヨウ シシュツ ゾウカ ミコ バアイ

				定期提出書類 別表C(5)の記載例 テイキ テイシュツ ショルイ ベツ ヒョウ キサイ レイ												積立てに際しての留意事項等 ツミタテ サイ

				 特定費用準備資金の名称
 （貸借対照表科目名）		将来の特定の活動の名称		当該活動の内容 トウガイ カツドウ ナイヨウ		計画期間
（事業年度）		当該活動の
実施予定時期 トウガイ カツドウ ジッシ		積立限度額の算定方法 ツミタテ ゲンド

				50周年記念事業準備資金		50周年記念事業		令和〇年度に財団設立50周年を迎えるため、令和〇年度に使用する50周年記念事業を実施するための公益目的事業会計費用及び法人会計管理費として積み立てる。		10年間 ネンカン		令和〇年度		設立50周年記念として実施する各種事業の経費の見積額の合計額を積立限度額とした。令和△年度に実施した設立40周年記念事業に関する実績額を参考にして以下の金額を見積り、その合計額を積立限度額とした。
会場費300万円、講師料60万円、印刷製本費(ポスター、チラシ等)200万円、旅費交通費100万円、通信運搬費60万円、雑費20万円　合計740万円 レイワ ネン ド ジッシ カン ジッセキ イカ キンガク ゴウケイ エン エン トウ エン エン エン エン エン		計画期間が、ガイドラインで目安とされている10年間を超える場合は、事業計画を説明していただくことがあります。 ケイカク キカン メヤス ネン アイダ コ バアイ ジギョウ ケイカク セツメイ

				建物修繕費用準備資金		建物修繕費用 タテモノ		A事業の研究用建物に関し、長期修繕計画で令和〇年度に実施を予定している建物修繕のための費用として積み立てる。 レイワ ド ジッシ ヨテイ タテモノ		25年間 ネンカン		令和〇年度		業者より提示された見積総額××万円を積立限度額とした。 ソウガク マンエン		計画期間が、ガイドラインで目安とされている10年間を超える場合は、事業計画を説明していただくことがあります。事業の性質上特に必要があり、個別の事情について案件毎に判断された結果、認められた場合に限られます。 ジギョウ セイシツジョウ トク ヒツヨウ コベツ ジジョウ アンケン ゴト ハンダン ケッカ ミト バアイ カギ

				事務所移転費用準備資金		事務所移転		現在の事務所の賃貸借契約終了に伴い、令和〇年度に予定している事務所移転のための費用として積み立てる。 レイワ ネンド ヨテイ		10年間 ネンカン		令和〇年度		移転先の事務所の工事費（前回移転時の工事費実績に基づき算定）×××円
運搬費（前回移転時の運搬費実績に基づき算定）×××円 モト サンテイ		その他の事例として、〇〇賞事業において今年度は受賞に該当する者がなく、来年度へ賞金を繰り越す場合の積立てなども考えられます。 タ ジレイ ショウ ジギョウ コンネンド ジュショウ ガイトウ モノ ライネンド ショウキン ク コ バアイ ツミタテ カンガ

				定期提出書類 別表C(5)の記載例 テイキ テイシュツ ショルイ ベツ ヒョウ キサイ レイ												積立てに際しての留意事項等 ツミタテ サイ

				 特定費用準備資金の名称
 （貸借対照表科目名）		将来の特定の活動の名称		当該活動の内容 トウガイ カツドウ ナイヨウ		計画期間
（事業年度）		当該活動の
実施予定時期 トウガイ カツドウ ジッシ		積立限度額の算定方法 ツミタテ ゲンド

				奨学金事業準備資産 ジギョウ シサン		奨学金事業 ジギョウ		新規に、令和〇年度から令和△年度において、大学生を対象とする奨学金事業を実施する予定であり、当該事業の円滑な実施のために積み立てる。 レイワ ネンド ダイガクセイ タイショウ キン ジギョウ ジッシ ヨテイ トウガイ ジギョウ エンカツ ジッシ		10年間 ネンカン		令和〇年度
～令和△年度 ネンド		募集する奨学生：〇名 ／年
給付額：△△円／年・人
事業実施期間：10年間／人
として、〇名×△△円×10年間　を積立限度額とする。 ボシュウ ショウガク セイ メイ ネン キュウフガク エン ニン ジギョウ ジッシ キカン ネン カン メイ ネンカン		その他の事例として、新規事業としてセミナーを開催するための積立てや、毎年開催しているセミナーについて参加者の増加や規模拡大を予定していてその会場確保のための積立てなども考えられます。 シンキ ジギョウ カイサイ ツミタテ マイトシ カイサイ サンカ モノ ゾウカ キボ カクダイ ヨテイ カイジョウ カクホ ツミタテ カンガ

				研究員雇用準備資産 ジュンビ		シンクタンク事業		シンクタンクとしての組織拡大と機能の充実を図るため、研究員を雇用する費用に充てる。
中期経営計画（令和〇年度～令和△年度）に基づいて研究者の雇用計画を推進する。 レイワ ネンド レイワ モト		10年間 ネンカン		令和〇年度
～令和△年度 ネンド		特任研究員を×名雇用することとし、
月額給与：〇〇千円／人／月
法定福利費：△△円／人／月
昇給率：□％／年
として、×名に関する給与・法定福利費の10年分を積立限度額とする ショウキュウ リツ トシ カン		その他の事例として、公益目的事業に従事する職員や管理部門の職員のための研修費用や、専門知識・技能を持つ高い賃金の職員を雇用する計画なども考えられます。 コウエキ モクテキ ジギョウ ジュウジ ショクイン カンリ ブモン ショクイン ケンシュウ ヒヨウ センモン チシキ ギノウ モ タカ チンギン ショクイン コヨウ ケイカク カンガ

				システム保守費用積立資産		システム更新に伴う保守費用 コウシン		令和×1年度に実施予定のシステム更新に伴う令和×1年度以降5年間のシステム維持のための保守費用支出に備えるもの。 レイワ コウシン		5年間 ネンカン		令和×1年度
～令和×5年度		ベンダーによる見積もりの結果、5年間通算の保守費用合計は××百万円、そのうち公益事業に関わるものは、3分の2相当の△△百万円であることから、△△百万円を積立限度額とする。

				□□事業準備資金 ジギョウ		□□事業 ジギョウ		A国において□□事業を予定していたが、A国において紛争が生じたため、当該事業の実施を中止した。同国の情勢を見極めつつ5年後に同事業を再開する目的で、今年度の事業に充当する予定だった資金を特定事業準備資金として積み立てる。 クニ ジギョウ ヨテイ クニ フンソウ ショウ トウガイ ジギョウ ジッシ チュウシ モクテキ コンネンド ジギョウ ジュウトウ ヨテイ シキン		5年間 ネンカン		令和××年度		今年度の予算書に基づき算定した、□□事業のための資金の合計額から、中止までに既に生じていた費用額を控除した残額を積立限度額としている。 コンネンド ヨサンショ モト サンテイ ジギョウ シキン ゴウケイ ガク チュウシ スデ ショウ ヒヨウ ガク コウジョ ザンガク



		②将来において見込まれている収支の変動に備える場合 ショウライ ミコ シュウシ ヘンドウ ソナ バアイ

				定期提出書類 別表C(5)の記載例 テイキ テイシュツ ショルイ ベツ ヒョウ キサイ レイ												積立てに際しての留意事項等 ツミタテ サイ

				 特定費用準備資金の名称
 （貸借対照表科目名）		将来の特定の活動の名称		当該活動の内容 トウガイ カツドウ ナイヨウ		計画期間
（事業年度）		当該活動の
実施予定時期 トウガイ カツドウ ジッシ		積立限度額の算定方法 ツミタテ ゲンド

				資格認定事業積立資金		資格認定事業		当事業では複数種類の資格検定試験を実施しており、その組合せにより事業収入が多い年と少ない年を繰り返すことが合理的に見込まれる。経常増減額がプラスとなった事業年度に積み立て、マイナスになった事業年度に取り崩して講習会費用等に充当し、安定的かつ持続的に事業を行えるようにする。 ジギョウ フクスウ オオ ゴウリテキ ミコ ジギョウ ヒヨウ トウ オコナ		5年間 ネンカン		過去の実績から、経常増減額がプラスとなる令和〇年度、同△年度及び同□年度に積立てを行い、同じくマイナスになると見込まれる令和2年度及び令和5年度に取崩す。 カコ ジッセキ レイワ ネンド ドウ ネンド オヨ ドウ ネンド オナ ミコ レイワ オヨ レイワ ネンド		講習会開催経費1回当り　××万円
（会場費××万円、謝金××万円、旅費交通費××万円、印刷製本費××万円）
開催回数　〇回/年　
→　××万円×〇×5年を積立限度額とする。 アタ マン マン マン マン マン マン

				奨学金事業積立資産 キン		奨学金事業 キン		事務所ビルの家賃収入を奨学金の原資にしているが、当該ビル建替時の3年間は収入が見込めないことから、現在の奨学金事業を維持するために積み立てる。 ジム ショ ショウガクキン コガネ ゲンシ トウガイ キン イジ ツ タ		3年間 ネンカン		令和×1年度
～令和×3年度		令和×年度事業計画書における奨学金事業等の年間予算××万円の3年間分 レイワ キン		その他の事例として、寄附者が減少することへの備えとしての積立てなども考えられます。 タ ジレイ キフ シャ ゲンショウ ソナ ツミタテ カンガ

				学術集会等準備資金		学術集会、〇〇協議会、△△研修会の実施費用		令和〇年度から令和△年度までの学術集会、〇〇協議会、△△研修会の参加料について減額が決定したため、当該減額分を補填するための積立てを行う。 レイワ ネンド トウガイ		3年間 ネンカン		令和〇年4月
～令和△年3月		学術集会収入減額　××万円×3年度分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇〇協議会収入減額　××万円×３年度分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△△研修会収入減額　××万円×３年度分
の合計額を積立限度額とする。 マン キョウギカイ マン ガク ゲンド ガク



		③専ら法人の責に帰すことができない事情により将来の収入が減少する場合 モッパ ホウジン セキ キ ジジョウ ゲンショウ バアイ

				定期提出書類 別表C(5)の記載例 テイキ テイシュツ ショルイ ベツ ヒョウ キサイ レイ												積立てに際しての留意事項等 ツミタテ サイ

				 特定費用準備資金の名称
 （貸借対照表科目名）		将来の特定の活動の名称		当該活動の内容 トウガイ カツドウ ナイヨウ		計画期間
（事業年度）		当該活動の
実施予定時期 トウガイ カツドウ ジッシ		積立限度額の算定方法 ツミタテ ゲンド

				〇〇事業準備資金 ジギョウ		〇〇事業 ジギョウ		政策変更に伴う補助金の削減により、収入の減少が想定されることから、事業を安定的に継続するために積み立てる。 セイサク ヘンコウ トモナ ホジョキン サクゲン シュウニュウ ゲンショウ ソウテイ ジギョウ アンテイテキ ケイゾク ツ タ		5年間 ネンカン		令和×1年度
～令和×5年度		令和×1年度～令和×5年度における補助金の削減見込額××万円を積立限度額としている。 ホジョキン サクゲン ミコ ガク マンエン

				△△事業準備資金 ジギョウ		△△事業 ジギョウ		新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、事業計画で予定していたイベントを中止した。今後も同様の理由により当該事業の安定性が損なわれることが想定されることから、事業を安定的に継続するために、開催を見込んで今年度に受け取っていた寄附金や補助金を特定事業準備資金として積み立てる。 シンガタ カンセンショウ カクダイ トモナ ジギョウ ケイカク ヨテイ チュウシ コンゴ ドウヨウ リユウ トウガイ ジギョウ		5年間 ネンカン		令和×1年度
～令和×5年度		今年度にイベント開催を見込んで受け取っていた寄附金及び補助金の合計額から、開催中止までに生じた費用額を控除した残額を積立限度額としている。 コンネンド カイサイ ミコ ウ ト キフキン オヨ ホジョキン ゴウケイ ガク カイサイ チュウシ ショウ ヒヨウ ガク コウジョ ザンガク

				奨学金事業準備資産 ジギョウ シサン		奨学金事業 ジギョウ		対象者が大学に在籍している期間を奨学金支給期間としているが、当法人の主要収入源が株式配当であり、過去の配当政策から今後も配当額が減少となる可能性が高い。仮に減配となった場合に、奨学金事業を継続できない事態が生じかねないため、そのような事態を防ぐため積み立てる。 タイショウシャ キン シキュウ ホウジン カコ ハイトウ セイサク コンゴ ハイトウ ガク ゲンショウ カノウセイ タカ カリ キン ジギョウ ケイゾク ジタイ		4年間 ネンカン		令和×1年度
～令和×4年度		予算上見込んでいる配当収入がゼロになった場合を想定し、翌年度始に在籍予定の奨学生の残余期間に見合う奨学金合計額を積立限度とする。この金額は毎年度再設定する。令和×年度の奨学生は××名を予定しており、××万円を積立限度額としている。 レイワ ド ショウガク セイ ヨテイ マン
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（参考）POSSに基づく特費の事例

		※薄い緑のセルは、逆特費と思われるものです。 ウス ミドリ ギャク トク ヒ オモ

		法人コード ホウジン		法人名 ホウジン メイ		事業年度 ジギョウ ネンド		 特定費用準備資金の名称
 （貸借対照表科目名）		将来の特定の活動の名称		当該活動の内容 トウガイ カツドウ ナイヨウ		計画期間
（事業年度）		当該活動の
実施予定時期 トウガイ カツドウ ジッシ		積立限度額の算定方法 ツミタテ ゲンド

		A001125		公益財団法人日本食肉流通センター		令和2年度		特定施設修繕基金		大規模修繕等		平成２７年度からの新棟施設整備基金の積立てを円滑に行うため、今後１０年間に見込まれる大規模修繕等に備えてあらかじめ資金を造成しておくことにより、次の特定の施設修繕を計画的に実施していくことを目的とする。
１．施設の老朽化を原因とする予定価格が１千万円以上になると考えられる修繕
２．フロンガスを含む冷媒の漏洩防止及び冷媒変更のための修繕		10年間 ネンカン		平成２７年度～令和５年度 レイワ		積立限度額：１１億３５８０万円
別紙のとおり、新棟施設整備基金の積立期間中に見込まれる特定の施設修繕に要する経費を積み上げて算定した。

		A001243		公益財団法人放送文化基金		令和2年度		50周年事業積立金		50周年事業		放送文化基金の設立５０周年（令和６年２月１日）を迎えるにあたり、半世紀にわたる当基金の歩みを振り返るとともに、今後一層放送文化を豊かなものにしていく契機となるよう記念事業を実施する。		5年間 ネンカン		令和元年度～令和5年度		現在実施している助成事業の記念事業分として助成額の拡大１,５００万円
全国制作者フォーラム、研究報告会、放送文化基金賞のいずれかを記念事業として拡大実施８００万円（計画額は設立３０、４０周年事業の実施値に基づき算出）
職員の在宅勤務等の事務局の環境整備のための経費として７００万円


		A001359		公益財団法人予防接種リサーチセンター		令和2年度		調査研究事業積立金資産		予防接種調査研究事業		安全で有効な予防接種を推進するため、安全なワクチンの確保とその方法等を研究し、そ
の成果を国民の公衆衛生向上及び増進に寄与することを目的に公益財団法人予防接種リ
サーチセンターの事業として公募する。（3年毎に3課題の研究の公募を行っているが、特
定費用準備資金を積み立て、次回公募時に２課題多く公募を行う。）当初予定では3年計画の最終年度の令和2年度に全額取り崩しを行う予定であったが、1課題の研究者が国の新型コロナウイルス感染症クラスター対策業務のため、研究が実施出来なくなり、翌年度に研究を延期することとなったため、令和2年度末で研究費の1課題分の250万円分は令和3年度に取り崩すこととした。		7年間 ネンカン		平成30年度～令和2年度		対象の研究助成は1課題につき3年にわたる研究助成費用として750万円
（1年250万円が3年分の合計として750万円）とし、2課題分の1,500万円を
積立限度額とする。
平成30年度　予防接種調査研究助成金　250万円×2課題＝500万円
平成31年度　予防接種調査研究助成金　250万円×2課題＝500万円
令和 2年度　予防接種調査研究助成金　250万円×2課題＝500万円

		A001359		公益財団法人予防接種リサーチセンター		令和2年度		公益目的事業積立金資産		公益目的事業		公益目的事業実施における新型コロナウイルス感染症予防対策を契機として、事業継続に必要なテレワークを実施するために使用する機器の整備のため、セキュリティ対策を施した外部から内部ネットワークへの通信機能を持ったノートパソコン（モバイルパソコン）を導入する。		2年間 ネンカン		令和2年7月		費用は、想定するテレワークに対応出来る仕様の中からヒューレットパッカード製ノートパソコン（Ｗｅｂでのカスタマイズ構成見積）を参考に、1台当り176,000円の7台分で1,232,000円を積立限度額とする。なお、当財団の会計規程により資産計上対象外（1台当りの金額が20万円未満）となるため、事業費の備品経費とする。

		A001359		公益財団法人予防接種リサーチセンター		令和2年度		調査研究事業積立金資産②		予防接種調査研究事業		安全で有効な予防接種を推進するため、安全なワクチンの確保とその方法等を研究し、その成果を国民の公衆衛生向上及び増進に寄与することを目的に公益財団法人予防接種リ
サーチセンターの事業として3年毎に3課題の研究の公募を行っているが、令和3年度から始まる3年にわたる研究公募を行った結果、新型コロナウイルスの予防接種に関する研究など、応募が多数あったため、研究2課題の3年分の追加研究助成のための調査研究特定費用準備資金②を積み立て、研究助成を拡大する。		3年間 ネンカン		令和3年度～令和5年度		対象の研究助成は1課題につき3年にわたる研究助成費用として750万円
（1年250万円が3年分の合計として750万円）とし、2課題分の1,500万円を
積立限度額とする。
令和3年度　予防接種調査研究助成金　250万円×2課題＝500万円
令和4年度　予防接種調査研究助成金　250万円×2課題＝500万円
令和5年度　予防接種調査研究助成金　250万円×2課題＝500万円

		A001465		公益社団法人日本フィランソロピー協会		令和2年度		普及啓発事業等積立資金		フィランソロピー活動３０周年記念事業及び情報システムの更改		当協会がフィランソロピーの推進活動を始めて以降、「フィランソロピー元年」、「ボランティア元年」や「CSR元年」など様々な出来事が発生し、様々な活動団体が増加。平成33年度（2021年度）は、当協会がフィランソロピーに関する活動を開始して30周年であることから、それを記念し、改めて当協会の理念である「民主主義の健全な育成」に向け、全国規模の普及・啓発を実施する。		6年間 ネンカン		平成30年度～平成33年度		事業に係る費用の積算に基づき算定。
・フィランソロピー30周年記念事業70,000,000円
・情報システム更改　　　　　　　　　30,000,000円　　計100,000,000円

		A001465		公益社団法人日本フィランソロピー協会		令和2年度		コロナ禍経営安定化資金		コロナ禍経営安定化資金(公益）		コロナ禍影響に伴って収入減が見込まれる中、人件費、委託費、事務所賃借料、他付随費用		3年間 ネンカン		令和2年度～令和4年度		■①2019年度第四半期におけるコロナ禍により事業延期となり、コロナ収束後実施見込部分：1200万円
2019年度第4四半期にかけて実施を予定していた事業がコロナにより開催できなかったため、コロナ終息後に同等の事業を行うための資金として積立
■②安定資金 人件費及び事務所賃借料の1か月分：600万円(公益550万円、管理50万円)                                                                      * R2年度に公益550万を積立、同年中に4,422,288円充当したため差額の1,077,712円を特費に積立 　　　　　　　　　　　　　計13,077,712円(①12,000,000円、②1,077,712円）


		A001465		公益社団法人日本フィランソロピー協会		令和2年度		コロナ禍経営安定化資金		コロナ禍経営安定化資金(管理）		コロナ禍影響に伴って収入減が見込まれる中、人件費、委託費、事務所賃借料、他付随費用		3年間 ネンカン		令和2年度～令和4年度		■安定資金 人件費及び事務所賃借料の1か月分：600万円(公益550万円、管理50万円)                    * R2年度に管理50万円を積立、同年中に481,218円充当したため差額の18,782円を特費に積立                                　　

		A001470		公益社団法人劇場演出空間技術協会		令和2年度		特定費用準備金		JATET劇場演出空間技術展2022		令和2年度はJATET創立30周年となり、当初の計画では2020年12月にJATETフォーラム2020/21を開催予定であったが、新型コロナウイルスの影響により劇場での開催を断念し、セミナープログラムを番組コンテンツとして制作し、インターネット配信によるフォーラムを開催することとした。しかし、新型コロナウィルスが影響して、令和2年度中にはコンテンツの制作及び編集が完了せず、実際の配信事業は令和3年度に実施することとした。このため、令和2年度中の事業費がほとんど発生せず、平成30年度に積立のJATETフォーラム2020用の特定費用準備金250万円は令和3年度に取り崩すこととした。令和3年度に予定していたJATET劇場演出空間技術展2021は、技術展2022として令和4年度に開催することで計画を進める。		7年間 ネンカン		JATET劇場演出空間技術展2022を令和4年度に開催予定として計画を進める。開催場所は未定。																																				令和2年度のJATETフォーラム2020/21は、コロナ禍の影響により2年越しの事業となり、平成30年度に積立の特定費用準備金250万円は、令和3年度に取り崩すことになった。令和元年度に積み立てたJATET劇場演出空間技術展2021用の特定費用準備金120万円は、令和4年度の開催予定に変更した技術展2022に使用する予定とする。令和2年度については、特定費用準備金の積立は行わない。

		A001476		公益社団法人日本表面真空学会		令和2年度		周年記念事業引当預金		周年事業		合併5、10，15周年記念出版を実施する。		10年間 ネンカン		令和5年、令和10年、令和15年		合併5周年記念出版事業費用：200万円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合併10周年記念出版事業費用：200万円　                                                 　　　　　　　　　　　　　合併15周年記念出版事業費用：200万円

		A001476		公益社団法人日本表面真空学会		令和2年度		国際会議引当預金ISSP		国際会議事業ISSP		2019年度実施の国際会議（ISSP2019）開催のための費用に充当する。当該国際会議は2年ごとに、本学会が主催する国際会議であり、海外からの参加者を含め、多数の参加が期待される。		7年間 ネンカン		令和3年、令和5年		過去の実績費用に基づく
国際会議会議場費用：200万円
アブストラクト印刷費：50万円
参加登録委託費：250万円

		A001490		公益財団法人持田記念医学薬学振興財団		令和2年度		40周年記念助成金等準備資金		40周年記念助成金等及び40周年記念助成事業等		2023（令和5）年度に財団設立40周年を迎えるため、2023（令和5）年度に使用する40周年記念助成金等、40周年記念助成事業等を実施するための公益目的事業会計費用及び法人会計管理費として積立てます。		4年間 ネンカン		2023（令和5）年度から2024（令和6）年度を予定		2013（平成25）年度30周年記念時の記念助成金等の実績90,000,000円を基に、運用益を含めて100,000,000円を積立て限度額とします。


		A001559		公益財団法人伊藤記念財団		令和2年度		研究助成事業積立資金		研究助成事業		本財団の基幹事業である研究助成事業の拡大と安定化を目的として積立てる。		8年間 ネンカン		平成31年度から令和7年度までの7年間		過去の年間研究助成額の最低金額10,000千円に拡大額10,000千円を加えた20,000千円を年間積立限度額とし、期間を10年間として20,000千円×10年間の総計200,000千円を積立限度額とする。

		A001560		公益社団法人日本眼科医会		令和2年度		90周年記念事業積立資産		創立90周年記念事業		目の身体障害者手帳を受けている方の3大疾病である、緑内障、糖尿病網膜症、加齢黄斑変性症について講演による啓発活動を行う		5年間 ネンカン		令和3年		会場費、講師謝金、旅費交通費、通信運搬費、消耗品費、印刷製本費等

合計：12,000,000円

		A001567		公益財団法人原子力安全研究協会		令和2年度		環境放射線（能）に関する調査研究積立金		環境放射線（能）分析及びモニタリング事業		国による中間貯蔵施設の整備が進められていることから、区域内及び周辺の放射線量の状況を調査し、周辺環境への影響を把握することが必要である。本業務は、中間貯蔵施設区域及び周辺地域における空間線量率や土壌調査等を実施し、その結果等について評価・検討を行う。		7年間 ネンカン		令和８年度		環境放射線（能）分析及びモニタリング研究施設に係る資機材等経費（食品・環境放射能測定装置、環境放射線分析器、空間線量測定器等9,400万円）、設備等経費（分析場建設費用（土地及び建物6億6,000万円）合計7億5,400万円を目標積立額とする。また、平成30年度まで研究積立金で積み立てていた2億6,760万円をR1年度に本積立金に積み替えを行った。

		A001622		公益財団法人ＮＩＲＡ総合研究開発機構		令和2年度		2020年記念事業資金		2020年記念プロジェクト		世界が日本に注目する東京オリンピック・パラリンピックに合わせて、日本で国際的なフォーラムを開催し、われわれが直面する現状の課題が何かを把握するとともに、将来に向けた市場経済、政治、そして、社会の在り方の道筋を示すことで、変革期にある世界の安定に向けてメッセージを発出する。		6年間 ネンカン		平成31年度～令和3年度		本プロジェクトに係る費用は、給与手当25百万、諸謝金3百万、旅費交通費7百万、PR費用5百万円、印刷費等4百万円、ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ費用等11百万円の合計55百万円を見込んでいる。

		A001622		公益財団法人ＮＩＲＡ総合研究開発機構		令和2年度		海外連携事業資金		グローバル・マイ・ビジョン プロジェクト		主に日本国内の諸問題について５人の識者の意見を発信する「わたしの構想」をよりグローバル化し、国内外への発信を強化するプロジェクト。
世界経済の見通し、自由貿易の行方、中国経済の動向といった、各国に共通する重要課題について、それぞれの国の識者に論じてもらい、定期的な発信を行う。アジア、欧州、米国などの各国から識者を５名程度選出して行う予定。		6年間 ネンカン		平成30年度～令和4年度		本プロジェクトに係る費用は、給与手当810万円、諸謝金2,025万円、旅費交通費450万円、編集･翻訳費450万円、印刷費585万円、PR費用180万円を見込んでいる。

		A001622		公益財団法人ＮＩＲＡ総合研究開発機構		令和2年度		知識ネットワーク構築事業資金		東西知識人のネットワーク構築プロジェクト		アジア、日本が直面する課題が何であるかを共有し、それへの対応策を議論し、政策に生かすための仕組みを構築する。年に１回、フォーラムを開催し、アジア、日本が直面する１０大リスクについて議論する。		9年間 ネンカン		令和元年度～令和8年度		本プロジェクトに係る費用は、給与手当42百万、諸謝金9.6百万、印刷費4.9百万、委託費4.2百万円、ﾌｫｰﾗﾑ費等10.5百万円の合計71.2百万円を見込んでいる。

		A001622		公益財団法人ＮＩＲＡ総合研究開発機構		令和2年度		政策共創の場の構築事業資金		政策共創の場の構築事業		政策に関する議論の場を幅広く提供するため、様々な分野の専門家に政策についての考えを提示してもらう場を構築する。専門家への「問い」を外部から広く募集し、該当する分野の専門家に短めの論考の提出を依頼する。		7年間 ネンカン		令和2年度～令和7年度		本プロジェクトに係る費用は、給与手当8.6百万、諸謝金9.5百万、印刷費6百万、委託費22.9百万円の合計47百万円を見込んでいる。

		A001622		公益財団法人ＮＩＲＡ総合研究開発機構		令和2年度		調査体制とデータベースの構築事業資金		調査体制とデータベースの構築事業		様々な手法を駆使し、科学的知見に基づいた提言を発出するための調査体制とデータベースの構築を図る。		3年間 ネンカン		令和3年度～令和4年度		本プロジェクトに係る費用は、給与手当1.5百万、印刷費0.5百万、委託費8百万円の合計10百万円を見込んでいる。

		A001639		公益財団法人中部科学技術センター		令和2年度		科学の祭典積立資金		青少年のための科学の祭典（名古屋大会・東三河大会）		次世代層の科学技術への関心と理解増進を図るため、多くの青少年が実験や工作を通じて科学技術の楽しさや面白さを体験し、発見する喜びや感動を実感できる機械を地域の理科教師、諸団体、産業界等と協力して開催する。		9年間 ネンカン		毎年１０月（名古屋大会）と１月（東三河大会）に実施		平成２５年度以降７年間の会場設営費や印刷費等の費用に基づく。

		A001639		公益財団法人中部科学技術センター		令和2年度		中部サイエンスネットワーク積立資金		中部サイエンスネットワーク		理科・科学好きな人材を輩出し続けるために、地域で開催されるサイエンスイベント等の情報を収集・体系化し、小・中学生をはじめ一般の人々へ提供するとともにサイエンスイベント等に関わる個人・団体等のネットワークを形成し、地域における科学技術に関する普及啓発活動の有機的、効果的な連携を図る。		11年間 ネンカン		通年実施		平成２９年度以降１０年間において当該事業の実施に必要な旅費及び委託費等の経費見積に基づく。

		A001723		公益社団法人日本キリスト教海外医療協力会		令和2年度		60周年記念事業準備資金		創立60周年記念事業		当初計画：2020年（令和2年）に創立60周年記念事業として、記念集会開催、活動紹介DVD製作等を行う。支援者への感謝を表すとともに、活動の成果をわかりやすく伝え、より多くの支援者を得る機会とすることを目的とする。
→新型コロナウイルス感染拡大により、集会や海外渡航を伴う事業実施が困難になったため、理事会で次のように計画を変更した。2021年（令和3年）に啓発のための絵本製作、2022年（令和4年）に活動紹介DVD製作を行う。記念集会は開催しない。		10年間 ネンカン		令和2年度→令和3年度及び令和4年度に変更		記念集会　700,000円　東京及び関西で開催
活動紹介DVD製作　3,500,000円　2カ国で撮影　15分×2本のDVD
（平成22年の50周年記念事業の実績をふまえて算定）
→以下のとおり変更する。
啓発絵本製作　1,834,000円
活動紹介DVD製作　2,366,000円　2カ国で撮影　15分×2本のDVD

		A001723		公益社団法人日本キリスト教海外医療協力会		令和2年度		使用済み切手運動60周年記念事業準備資金		使用済み切手運動60周年記念事業		2024年（令和6年）に使用済み切手運動60周年記念事業として、記念集会を開催する。協力者への感謝を表すとともに、より多くの人が使用済み切手収集による国際協力活動に参加するよう周知する機会とする。		11年間 ネンカン		令和6年度		記念集会　2,000,000円　東京及び関西で開催
（会場費、講師謝礼、交通費、チラシ印刷・郵送費等）
平成26年の50周年記念事業の実績をふまえて算定）

		A001752		公益財団法人船井情報科学振興財団		令和2年度		奨学事業記念資金		15周年記念奨学事業及び20周年記念奨学事業		15周年記念事業として10名、20周年記念事業として平成28年度以降奨学事業対象者の増員を行い、奨学事業の充実を図る。なお、2021年度から5年間4人ずつ増員を実施する。
		10年間 ネンカン		平成2７年度及び平成28年度以降の各年度		令和2年度末の奨学事業記念資金が4億8513万円の算定根拠（解消計画）は以下のとおりである。

2021年度　
1年目の人授業料　40000ドル/年、生活費3000ドル/月で7か月、サマースクール上限10000ドルだが利用者が少なく0.2人が利用すると想定（2000ドル/人）、支度金50万円/人、飛行機代25万円/人（往復支給）、対象者4人、
　　　＊今期から生活費を3000ドル/月に引き上げ
　　　　＊為替1ドル＝110円
2022年度　
1年目の人　授業料　40000ドル/年、生活費3000ドル/月で7か月、サマースクール上限10000ドルだが利用者が少なく0.2人が利用すると想定（2000ドル/人）、支度金50万円/人、夏季交流会3000ドル/人、飛行機代25万円/人（往復支給）、対象者4人
2年目の人　授業料　50000ドル/年、生活費3000ドル/月で12か月、夏季交流会3000ドル/人、対象者4人
＊為替110円
2023年度
　1年目の人　授業料　40000ドル/年、生活費3000ドル/月で7か月、サマースクール上限10000ドルだが利用者が少なく0.2人が利用すると想定（2000ドル/人）、支度金50万円/人、夏季交流会3000ドル/人、飛行機代25万円/人（往復支給）、対象者4人
2年目の人　授業料　50000ドル/年、生活費3000ドル/月で12か月、夏季交流会3000ドル/人、対象者4人
　3年目の人　授業料　20000ドル/年、生活費3000ドル/月で5か月、夏季交流会3000ドル/人、奨励金1500ドル/半期、対象者4人
　　＊支援期間2年終了後は、半期ごとに研究奨励金1500ドルを支給
　　＊為替1ドル＝110円
2024年度
    1年目の人　授業料　40000ドル/年、生活費3000ドル/月で7か月、サマースクール上限10000ドルだが利用者が少なく0.2人が利用すると想定（2000ドル/人）、支度金50万円/人、夏季交流会3000ドル/人、飛行機代25万円/人（往復支給）、対象者4人
2年目の人　授業料　50000ドル/年、生活費3000ドル/月で12か月、夏季交流会3000ドル/人、対象者4人
　3年目の人　授業料　20000ドル/年、生活費3000ドル/月で5か月、夏季交流会3000ドル/人、奨励金1500ドル/半期、対象者4人
　4年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル/人
　　＊為替110円
2025年度　　
　　1年目の人　授業料　40000ドル/年、生活費3000ドル/月で7か月、サマースクール上限10000ドルだが利用者が少なく0.2人が利用すると想定（2000ドル/人）、支度金50万円/人、夏季交流会3000ドル/人、飛行機代25万円/人（往復支給）、対象者4人
2年目の人　授業料　50000ドル/年、生活費3000ドル/月で12か月、夏季交流会3000ドル/人、対象者4人
　3年目の人　授業料　20000ドル/年、生活費3000ドル/月で5か月、夏季交流会3000ドル、奨励金1500ドル/半期、対象者4人
　4年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル/人
　　5年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル/人
　　＊為替110円
2026年度
2年目の人　授業料　50000ドル/年、生活費3000ドル/月で12か月、夏季交流会3000ドル/人、対象者4人
　3年目の人　授業料　20000ドル/年、生活費3000ドル/月で5か月、夏季交流会3000ドル、奨励金1500ドル/半期、対象者4人
　　4年目・5年目・6年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル/人、対象12名
　　＊為替1ドル＝110円
2027年度
　　まる6年でPh.D.取得と想定しているので、7年目の人は上半期のみ研究奨励金1500ドル取得。帰
りの飛行機代も加算。
3年目の人　授業料　20000ドル/年、生活費3000ドル/月で5か月、夏季交流会3000ドル、奨励金1500ドル/半期、対象者4人
　　4年目・5年目・6年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル、対象12名
　　7年目　研究奨励金1500ドル、帰りの飛行機代25万円、対象4人
　　＊為替1ドル＝110円
2028年度
４・５・6年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル、対象12人
7年目　研究奨励金1500ドル、帰りの飛行機代25万円、対象4人
　　＊為替1ドル＝110円
2029年度
    5・6年目の人  研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル、対象8人
　　7年目の人　研究奨励金1500ドル、帰りの飛行機代25万円、対象4人
　　＊為替1ドル＝110円
2030年度
　　6年目の人　研究奨励金3000ドル/年、夏季交流会3000ドル、対象4人
　　7年目の人　研究奨励金1500ドル、帰りの飛行機代25万円、対象4人
　　＊為替1ドル＝110円
2031年度
　　7年目の人　研究奨励金1500ドル、帰りの飛行機代25万円、対象4人
　　＊為替1ドル＝110円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


		A001795		公益財団法人佐藤陽国際奨学財団		令和2年度		30周年記念事業特定資産		30周年記念事業		設立30周年の事業として、記念事業やリビジットプログラムを実施して財団のネットワークを強化する。事業の内容と金額は下記の通りである。ホームカミングデー及び記念式典　30,000,000円
リビジットプログラム　　　　　　　　　 30,000,000円
                                          合計60,000,000円		11年間 ネンカン		第19事業年度（令和8年度）　設立30周年		2016年度に実施した20周年記念事業の実績金額をベースに算定した。

		A001817		公益財団法人国際花と緑の博覧会記念協会		令和2年度		国際園芸博覧会出展事業積立資産		国際園芸博覧会出展事業		2022年開催予定のアルメール国際園芸博覧会（フロリアード2022）における日本国政府出展に協力する。		4年間 ネンカン		令和元年4月1日～令和4年3月31日		旅費交通費（渡航費）1,000,000円、委託費（出展企画業務委託料）9,000,000円、負担金・会費（出展業務負担金）10,000,000円

		A001817		公益財団法人国際花と緑の博覧会記念協会		令和2年度		法人運営安定化資産		安定した公益目的事業実施		安定した公益目的事業実施		4年間 ネンカン		令和2年4月1日から令和5年3月31日まで		助成金支出20,000,000円、委託費20,000,000円、負担金会費20,000,000円

		A001833		公益社団法人日本理容美容教育センター		令和2年度		技術大会事業積立資金		全国理容美容学生技術大会		学生の技術向上及び理容教育並びに美容教育の啓発普及を図るために技術大会を開催するための資金。		16年間 ネンカン		毎事業年度　地区大会7月～8月　　全国大会　11月		・地区大会
　　北海道、東北、関東、東京、信越北陸、東海、近畿、大阪、中国、四国、九州にて
　　1,600,000,000円を予定。
・全国大会にて800,000,000円を予定。

		A001865		公益財団法人自動車リサイクル促進センター		令和2年度		情報システム刷新準備資金		情報システムの刷新等		平成３５年度（予定）における情報システム刷新のために実施する平成３３年度から平成３５年度にかけての調査・業務設計、詳細設計・開発・移行、稼働検証・調整等		11年間 ネンカン		積立金の取崩期間である令和３年度から令和５年度までの３年間		当該活動は、情報システムの初期構築時と同様の作業が想定される。従って、初期構築時に要した額のうち本財団の資金管理センター、再資源化支援部及び情報管理部のシステム構築等に要した額（約１４２億円）のうち料金で負担することが見込まれる金額（７１．４４億円）が積立限度額となる。

		A001885		公益社団法人日本道路協会		令和2年度		世界道路会議準備引当資産		世界道路会議事業活動		世界道路協会（通称ＰＩＡRＣ、本拠地仏国）が主催する第26回世界道路会議に出席し、各国と道路に関する会議・情報交換を行うとともに、技術展示会に出展して日本の道路技術の海外展開を支援する。(4年に1回開催)		10年間 ネンカン		平成27年度、令和元年度、令和5年度		　一回当り　　30百万円
　床代　　　　　　　　4,000,000円　（過去実績　  3,861千円）
　展示作成費　　  25,000,000円　（過去実績　33,610千円）
　旅費　　　　　　　　1,000,000円　（過去実績　  1,077千円）

		A001885		公益社団法人日本道路協会		令和2年度		日本道路会議準備引当資産		日本道路会議事業活動		日本道路会議は、道路の行政、建設、維持管理、都市計画及び道路交通に取り組んでいる全国の関係者が参画して、道路に関する広範な問題について研究成果を発表し、意見を交換する道路界における我が国最大の会議であり、昭和２７年以降隔年毎に開催している。		14年間 ネンカン		平成２７年度、平成２９年度、令和元年度、令和３年度、令和５年度、令和７年度、令和９年度		一回当り　１5百万円
会場備品等借上費　　10,000,000円　（過去実績　8,357千円）

論文集発行費　　　　  5,000,000円 　（過去実績　5,864千円）

		A001885		公益社団法人日本道路協会		令和2年度		国際交流事業活動準備引当資産		国際交流事業活動		ＰＩＡＲＣ、ＩＲＦ、ＲＥＡＡＡなど国際機関及び海外の技術専門家との意見交換会等を開催するほか、関連する国際会議への参画を通して日本の道路技術の向上を図る。		10年間 ネンカン		平成２８年度～令和６年度		単年度当り、１２百万円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30年度PIARC総会経費
　・会場備品等借上費　　　　８，０００，０００円　　　　　・総会経費　　１５，０００，０００円
　・現場視察費　　　　　　　　 　 　５００，０００円
　・印刷・交通費等事務費　　３，５００，０００円

		A001885		公益社団法人日本道路協会		令和2年度		技術交流促進事業準備引当資産		技術交流促進事業活動		日本道路協会の会員をはじめ道路関係者等の知識、見識の向上と理解を深めるため、セミナーや講演会等を開催して道路施策に関する最新の動向に関する情報を提供するとともに、道路に関するニーズを的確に把握する。		12年間 ネンカン		平成２８年度～令和８年度		単年度当たり８百万円
　　・会場備品等借上費　　　 ２，０００，０００円
　　・講師謝金費　　　　　　 　 ２，０００，０００円
　　・印刷、交通費等事務費　４，０００，０００円

		A001885		公益社団法人日本道路協会		令和2年度		執務室等防災耐震化事業準備引当資産		執務室耐震化等事業		執務室及び倉庫の防災耐震化のための修繕、補強などを行う。		5年間 ネンカン		平成３０年度～令和３年度		単年度当たり4００万円
　　・執務室ＯＡフロアー化（防災）　　4００万円
　　・倉庫の耐震補強化（耐震）　　　 3００万円

		A001885		公益社団法人日本道路協会		令和2年度		講習会等システム化事業準備引当資産		講習会等システム化事業		講習会、会員等申請・受付、請求書作成などの業務のシステム化等を行うことより業務の効率化を図る。		7年間 ネンカン		平成３０年度～令和５年度		単年度当たり８００万円
　　・システム構築　  ５００万円
　　・データ移行等　　３００万円
　　

		A001913		公益財団法人日本レクリエーション協会		令和2年度		地域事業普及促進強化積立資産		地域事業普及促進強化		都道府県レクリエーション協会等で行われる公益事業をより普及・促進するために、当該協会の運営状態を分析し。事業自体への支援、機能の合理化及び運営体制の見直し、経営とガバナンスに対する意識の高い運営者の育成等を行う。令和2年度に予定していた事業については、コロナ禍の影響により実施できなかったため、計画予定期間を1年延期した。		9年間 ネンカン		令和２年度		毎年、５～１０の都道府県レクリエーション協会について、地域事業の普及促進に向けた強化策を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０都道府県　X　５００，０００円＝５，０００，０００円

		A001913		公益財団法人日本レクリエーション協会		令和2年度		人材養成・活用促進事業積立資産		人材養成・活用促進事業		子どもたちの体力向上や高齢者・障がい者の健康・生きがいづくり等に資するレクリエーション活動及び研修プログラムを、公認指導者を活用して無償提供する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    この無償提供するレクリエーション活動の幅を広げ、指導にあたる公認指導者の質を高めるための研修を行う。令和2年度に予定していた事業については、コロナ禍の影響により実施できなかったため、計画予定期間を1年延期した。		10年間 ネンカン		令和元年度		①年間３６５件の無償提供。１件あたり１２，０００円程度の謝金（税・交通費込み）を支給　　　　　　　　　  　３６５件　X　１２，０００円＝４，３８０，０００円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ②毎年、東京にて講師トレーニングを実施　６２０，０００円

		A001923		公益社団法人アジア産業技術交流協会		令和2年度		実習生交流会館開設資金		実習生交流会館を設置する		アジア諸国の技能実習生と多様な世代・様々な産業分野の一般人が双方向に作用して学び、アジア諸国の技能実習生が異国の地で相互に影響し合ってアジア各国と日本の文化を学び、日本とアジア諸国の言語・文化が相互に作用する、互いに影響し合う情報に溢れた会館を設置する。		5年間 ネンカン		令和3年度 レイワ ネンド		内装費（本店移転に伴い、同じ場所に設置）
パーティーション・天井補強工事・受付カウンター　　1,600,000

パソコン・パソコンブース　　　　　　　　　　　　　　　　　　550,000

机・椅子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,250,000

プロジェクター・スクリーン・マイク等　　　　　　　　　　　330,000

配線等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　270,000

　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,000,000

		A001997		公益財団法人医療機器センター				ＩＣＴシステム整備引当資産		ＩＣＴシステム整備		積極的な広報活動や情報提供・パブリシティ活動及びＩＣＴシステムを活用した教育・人材育成活動等を実施するため、当財団のＷＥＢシステムを改修する費用に充てる。
【H31(R1)追加】
テレワーク等業務効率化に資するICTシステムの整備・充実に向けて活動を行っていく
【R2変更】
令和３年度からの第二期中期経営計画に基づき、広報活動・デジタル化推進等を積極的かつ継続的に行っていくために未整備であるＩＣＴシステムの充実に向けて活動する		9年間 ネンカン		平成28年度から令和5年度		【変更前】
ＷＥＢシステム改修費用の見積書を徴し、端数を除いた金額を積立限度額とした。
Webサイト企画構成・デザイン等700,920円、コーディング等費用306,504円
教育用受講受付管理システム6,048,000円、受講管理システム（ｅラーニング+Webﾃｽﾄ）
3,024,000円
【H30変更後】
当初平成３０年度までの計画であったが、広報活動等を積極的かつ継続的に行っていくために未整備であるＩＣＴシステムの充実に向けて活動する。
見積書内容　講習会WEB申込システム2,559,600円、HP製作費5,471,064円、
ICTシステム基盤整備マネジメント費9,180,000円
【H31(R1)追加】
テレワーク対応ノートPC及び会計機関連クラウドシステム化費用の見積を徴し、その金額を積立限度額とした。
テレワーク用ノートパソコン１５台1,487,475円、会計機クラウド費用3,230,700円
【R２変更後】
ＨＰ制作5,471,064円及びＩＣＴ整備にかかる体制整備プロジェクト等10,170,000円の見積額を算出しその金額を積立限度額とした
HP製作費5,471,064円、ICTシステム基盤整備マネジメント費10,170,000円

		A001997		公益財団法人医療機器センター				ハブ機能強化引当資産		ハブ機能強化		第二期中期経営計画における「人財及び情報のハブ機能の明確化・強化」を実現すべく、財団の機能強化と外部組織との連携強化のための活動を行う		4年間 ネンカン		令和３～５年度		若手研究者支援にかかる人件費・研修費等費用及び助成金、医機なびのイベント等にかかる費用、機能強化のために必要な人材を雇用する人件費等の見積額を算出し、その金額を積立限度額とした
若手研究者支援等人件費謝金（給与+法定福利費）16,296,440円、助成金9,000,000円、人財研修費5,775,000円、WEBサイト構築等1,994,850円、広報パンフレット費用1,541,910円研修費医機なびイベント費用11,484,000円（限度額9,000,000円）

		A001997		公益財団法人医療機器センター				特任研究員雇用引当資産		シンクタンク事業		別紙３「２．（１）公益目的事業について［１］事業の概要について」に記載のアの事業において、シンクタンクとしての組織拡大と機能の充実を図るため、若手研究者や企業等を退職したシニア研究員を雇用する費用に充てる。
当該事業に関しては平成27～29年度に行うこととしていたが、当財団の中期経営計画（平成28～32年度）において「今後当財団が果たすべき役割と取組」を掲げておりその中の「事業化支援」「シンクタンク」「教育・人材育成」に関連してそれらを推進する必要性があることから若手・シニア研究者の雇用計画を平成32年度まで推進することとする。
【令和２年度変更】
令和３年度からの第二期中期経営計画（R３～R７）に則り、事業化支援・シンクタンク機能強化を推進する必要性があることから若手・シニア研究者の雇用計画を令和７年度まで推進することとする 		11年間 ネンカン		平成28年度～令和7年度		【変更前】
特任研究員を3名雇用することとし、給与・法定福利費を算出し、その約3年分
月額給与：350千円／人
法定福利費：27年度-626,755円／人、28年度-634,399円／人、29年度-642,043円／人として３名分×３年間分を限度額とした。
【変更後】
特任研究員を3名雇用することとし、給与・法定福利費を算出し、その3年分とする
月額給与：350千円／人／月
法定福利費：54,468円／人／月として、３名分×３年間分を積立限度額とした。
（社会保険料率変更のため）
【H30年度変更後】
令和元年度より、シンクタンク事業の拡張による研究員不足の解消のため特任研究員を4名雇用することとし、給与370千円・法定福利費57,647円／人／月、通勤費として４名分×２年間分を積立額とする。
【令和２年度変更後】
特任研究員を７名雇用することとし、給与等（法定福利費含）を算出、その５年分とする

		A001997		公益財団法人医療機器センター				認証審査員雇用引当資産		認証事業		別紙３「２．（１）公益目的事業について［１］事業の概要について」に記載のイの事業、指定高度管理医療機器等の製品認証(認証事業）の推進において、認証審査員（専門知識の習得と模擬審査の経験からなる資格要件を満たす長期のトレーニングを要する）を確保する必要があることから雇用計画を推進することとする		4年間 ネンカン		令和２～４年度		認証審査員を２名雇用することとし、給与・通勤手当・法定福利費等を算出しその３年分
月額給与：550千円／人、賞与年額：1740千円／人、通勤手当：13千円／人、法定福利費年額：240千円/人として２名×３年間分を限度額とした

		A001997		公益財団法人医療機器センター				35周年記念事業引当資産		３５周年記念事業		社会環境の大きな変化の中、これからの当財団に期待される役割や社会的使命も変化していくことを踏まえ、今後の当財団への期待を産官学臨のステークホルダーからヒアリングし取りまとめる調査事業を行うとともに３５周年記念誌として出版し、次期中期経営計画の礎とする
		3年間 ネンカン		令和２年度		産官学臨のステークホルダーからヒアリングし取りまとめる調査事業として可視化調査費用5,092,109円及び記念誌印刷代1,562,000円の見積書を徴し、その金額を積立限度額とした

		A002023		公益財団法人オイスカ				海外環境保全積立資産（旧海外環境保全準備資金）		海外環境保全事業		開発途上国の農山漁村地域での環境保全を目的とした森林整備活動を行う。近隣自治体の職員や住民を集めた環境保全に関するセミナーも開催する。		11年間 ネンカン		平成22年4月～令和3年3月		積立の原資としては21年度海外環境保全準備資金（78百万円）と法人移行時に組み換えた基本財産分（20百万円）を充てる。

（算出根拠）
インドネシア、フィリピン、タイ、フィジー、バングラデシュにおけるマングローブ植林事業
資機材費　17,500,000円
旅費交通費　7,000,000円
燃料費　2,800,000円
現地謝金手当　7,500,000円
役務費　13,150,000円
印刷製本費　150,000円
通信運搬費　750,000円
会議費　750,000円
修繕費　2,700,000円
保険料　600,000円
雑費　100,000円
計　5300万円
出資者（梅田登氏）の意向により、マングローブ植林については当初より規模を拡大して実施することとしたため、算出根拠額が認定申請時より増額された（23年度修正済）。

中国内モンゴル地区での植林事業
資機材費　13,700,000円
旅費交通費　3,200,000円
燃料費　1,000,000円
現地謝金手当　7,400,000円
役務費　2,000,000円
印刷製本費　80,000円
通信運搬費　2,400,000円
光熱水料費　5,000,000円
修繕費　300,000円
賃借料　1,800,000円
保険料　250,000円
雑費　30,000円
計　3500万円

いずれも21年度実績より算定した

		A002023		公益財団法人オイスカ				「子供の森」計画積立資産（旧「子供の森」計画準備資金）		「子供の森」計画事業		これまで育成してきた当事業推進にかかる人材の技術向上を目的としたセミナーの開催、また海外の子どもたちを本邦へ招聘し先進的な環境への取り組みを行う日本の子どもたちとの交流などを行う。				平成22年4月～令和3年3月		原資として平成21年度特定資産である「子供の森」計画準備資金（153百万円）を充てる。

１．過去の同様の事業の開催経費から算定し、年度毎のセミナー開催、子ども招聘にかかる旅費、滞在費、交流費等の費用としてそれぞれ500万円／年を予定している。

　セミナー開催（10名、2週間を予定）
　　内訳　旅費交通費　2,800,000円
　　　　　　会議費　　　　　500,000円
　　　　　　滞在費　　　　　500,000円
　　　　　　賃借料　　　　　300,000円（車両借り上げ）
　　　　　　燃料費　　　　　100,000円
　　　　　　消耗品費　　　 100,000円
　　　　　　諸謝金　　　　　100,000円
　　　　　　印刷製本費　　150,000円
　　　　　　資機材費　　　 200,000円
　　　　　　保険料　　　　　150,000円
　　　　　　雑費　　　　　　 100,000円

２．子ども招聘事業（子ども8名、同行者2名、3週間程度を予定）
　　内訳　旅費交通費　2,500,000円
　　　　　　滞在費　　　　　500,000円
　　　　　　会議費　　　　　500,000円
　　　　　　体験活動費　　300,000円
　　　　　　賃借料　　　　　300,000円（車両借り上げ）
　　　　　　燃料費　　　　　200,000円
　　　　　　消耗品費　　　 100,000円
　　　　　　諸謝金　　　　　100,000円
　　　　　　印刷製本費　　100,000円
　　　　　　資機材費　　　 150,000円
　　　　　　保険料　　　　　150,000円
　　　　　　雑費　　　　　　 100,000円
３．「子供の森」計画に参加する国と地域、学校等の拡大のための調査・調整にかかる費用　300万円
　　　　　内訳　
　　　　　　旅費交通費　１,8000,000円
　　　　　　滞在費　　　　　550,000円
　　　　　　会議費　　　　　500,000円
　　　　　　保険料　　　　　 50,000円
　　　　　　雑費　　　　　　100,000円　　　　

		A002023		公益財団法人オイスカ				人材育成技術協力研修積立資産（旧人材育成技術協力研修準備資金）		人材育成技術協力研修事業		開発途上国からの研修生を受入、本邦にある当法人所有の研修センターにおいて1年乃至3年間の研修を行う。年間50名程度の研修生の派遣希望が海外の協力機関より出されており、それらの期待に応えるため当資金より取り崩して毎年6名分程度を実施する。研修内容としては農業一般、農業指導者育成等を予定している。		11年間 ネンカン		平成23年4月～令和3年3月		積立の原資としては、21年度特定資産である人材育成技術協力研修準備資金（177百万円）を充てる。
平成21年度までの実績から、研修生の渡航費約10万円、滞在費約100万円、手当36万円、保険料約5万円、講師謝金約50万円など経費として年間1名あたり200万円程度が必要となる。本人材育成技術協力研修積立資産より年間6名、当面経常収支において資金難と想定される5年間で計30名程度の受入れを予定している。当初計画より資金難が深刻化したため計画期間を前倒しした。

		A002023		公益財団法人オイスカ				国内環境保全積立資産（旧国内環境保全準備資金）		国内環境保全事業		富士山麓の病害虫を受けた地域の森づくり事業ならびに東日本大震災で被災した宮城県名取市の海岸林再生事業に資する																																		
																																		
																																				11年間 ネンカン		平成21年4月～令和3年3月		積立の原資としては21年度特定資産である国内環境保全（38百万円）を充てる。不足する分を24年度以降に積み増す。
海岸林再生プロジェクト10か年支出計画
平成23年4月～令和4年3月
給与手当　　　115,800,000円
旅費交通費　　73,000,000円
通信運搬費　　11,500,000円
会議費　　　　　15,400,000円
滞在費　　　　　　4,200,000円
体験活動費　　　9,000,000円
資機材費　　　　28,600,000円
消耗品　　　　 　10,000,000円
修繕費　　　　　　5,500,000円
広報費　　　　　　4,600,000円
燃料費　　　　　 11,000,000円
賃借料　　　　　　8,000,000円
諸謝金　　　　　 17,900,000円
委託費　　　　　 93,000,000円
雑費　　　　　　　42,000,000円
その他　　　　　　50,500,000円
　　　　　　合計　500,000,000円

		A002023		公益財団法人オイスカ				60周年記念事業準備資産		オイスカ創立60周年記念事業		2021年(平成33年)に迎える60周年を記念する事業に支出
記念式典の開催
60周年市の発刊		6年間 ネンカン		平成28年～令和3年		記念誌発行
記念行事
20,000,000円

		A002031		公益社団法人日本鍼灸師会				周年事業積立資産		設立周年記念市民公開講座		本会設立5年ごとに市民公開講座として公衆衛生向上のための講演会を参加無料で開催する。経費を300万円とし平成27年度から毎年60万円ずつ5年間積み立てる。		6年間 ネンカン		令和2年度		経費の積算根拠：会場費100万、講師料30万、印刷製本費(ポスター、チラシなど)80万、旅費交通費(スタッフ)50万、通信運搬費30万、雑費10万　合計300万

		A002031		公益社団法人日本鍼灸師会				75周年事業積立資産		設立周年記念市民公開講座		本会設立5年ごとに市民公開講座として公衆衛生向上のための講演会を参加無料で開催する。経費を300万円とし令和2年度から毎年60万円ずつ5年間積み立てる。		6年間 ネンカン		令和2年度		経費の積算根拠：会場費100万、講師料30万、印刷製本費(ポスター、チラシなど)80万、旅費交通費(スタッフ)50万、通信運搬費30万、雑費10万　合計300万

		A002034		公益社団法人農業農村工学会				周年記念事業積立資産		創立100周年記念事業		定款第５条第２号、第４号及び第６号の事業のうち、創立100周年を記念して実施する活動を目的とする。		10年間 ネンカン		創立100周年を記念して実施する活動時期		５０百万円（創立８０周年記念事業の実績額に準じた金額）

		A002034		公益社団法人農業農村工学会				周年記念事業積立資産		創立９０周年記念事業		定款第５条第２号、第４号及び第６号の事業のうち、創立９０周年を記念して実施する活動を目的とする。		4年間 ネンカン		創立９０周年を記念して実施する活動時期		５０百万円（創立８０周年記念事業の実績額に準じた金額）

		A002037		公益財団法人トヨタ財団				50周年記念事業積立金		トヨタ財団設立50周年記念事業		令和6年10月に迎える設立50周年を記念した事業（記念シンポジウム・50年史発行等）を実施		8年間 ネンカン		令和6年10月前後		30年史編纂費(総額136百万円・2003～2005年度)、40周年記念国際会議開催関係費(総額29百万円・2014～2015年度)をもとに、50周年記念事業に相応しい事業規模として以下のとおりの金額を見込む
(1)50周年史編纂 40百万円
   取材・原稿作成・翻訳 10百万円
   編集・印刷・送料 15百万円
   助成対象者データＤＶＤ作成 5百万円
   別冊インタービュー集等制作 10百万円
(2)国際シンポジウム開催 10百万円
(3)記念助成 50百万円

		A002078		公益社団法人日本滑空協会				滑空スポーツ公益基金		日本滑空選手権大会、準備及び開催		日本の滑空スポーツ統括団体として、2005年の第20回大会以来中断している日本滑空選手権大会を再開し、FAI World gliding championship にナショナルチームとして参加することを目的とする。		10年間 ネンカン		令和6年		日本選手権開催時1000万を準備する

		A002080		公益財団法人中村積善会				奨学積立金（100周年）		１００周年記念奨学事業		【変更前】公益認定時の積立目的
　次の(ｲ)(ﾛ)の目的で積立限度額15億円を計画し、2020/3月期末残高1,383百万円を積立てた。
　　(ｲ)当法人100周年(2047年)記念奨学事業として奨学生100名(600百万円)記念募集する。
　　(ﾛ)中村積善会ビル建替(2046年)期間中の賃貸収入がゼロとなる期間も、滞りなく奨学金を支給
       できることを目的に積立する。(900百万円)

【変更後】
　　(ｲ)奨学積立金
　　上記(ｲ)100周年記念奨学事業計画は継続し、残高483百万円(残高1,383-取崩900)を継承する。

　　[上記(ﾛ)は貸地事業化で不要となり、計画中止。残高900百万円は新設する特定費用準備資金
     (奨学準備金)に繰入し、貸地事業へ移行の当初10年間の奨学金に充当する。]

奨学積立金2020年度(令和2年度)末の残高は、483百万円 とする。

　
　　　
  		22年間 ネンカン		　令和29年（2047年）		1.　計画
　(ｲ)100周年記念事業奨学金（2013年度計画を継続して実施する）
　　1）積立限度額の算定 (積立限度額600百万円)
　　　法人設立100周年（2047年）に100周年記念奨学金として募集する。
　　　2047年に100周年記念奨学金を「100名」募集し、10年間支給する。
　　　　給費　600千円／年　×　100名　×　10年＝600百万円(積立限度額)
　　2）要積立額
　　　①2021年度～2030年度・・・積立金額ｾﾞﾛ（本件事業変更当初10年間は収入半減の為)
　　　②2031年度～2040年度・・・年間積立額 12百万円(2031年度から地代収入増加する為）　
　　3）年間積立額の算定（2031年度から積立開始)
　　　(原則方針）
  　  積立限度額600百万円　　　2020年度残高483百万円（要積立金額117百万円)
　　　117百万円÷10年＝11.7百万円　→　年間積立額 12百万円。

　(ﾛ)
　　上記変更前(ﾛ)「2046年建替期間中の奨学金支給資金の計画」は中止とする。この積立金残高900百万円は、新設する特定費用準備資金(奨学準備金)に繰入する。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2.　その他
※下記表　「1. 控除対象財産における特定費用準備資金並びに公益目的事業比率における当期積立額及び取崩額の計算」表の2019年度（令和元年度）の積立額、取崩額の入力方法について。
　①2019年度末積立残高1,383百万円　
　②ｼｽﾃﾑ入力都合で、表の開始を2019年度（令和元年度）とし、積立額を1,383百万円　取崩額ゼロと入力することで残高を1,383百万円と合わせた。

奨学積立金2020年度(令和2年度)末の残高は、483百万円 とする。　
　　        　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  
  


		A002080		公益財団法人中村積善会				奨学準備金		　事業変更後10年間の奨学金充当資金		　貸地化事業の当初10年間は受取地代が半額となる。毎期支給する奨学金支給資金を補填し滞りなく奨学金を支給できるよう本年度に一括して資金を積立する。（毎期積立てるのではなく、初年度に一括積立し、以降、毎期取崩をしていく為の「特定費用準備資金」である。

1.　繰入計画(一括)　
　　2020年度   繰入額1,656百万円　
　　　　　　 　（公益再建積立金595百万円+奨学積立金900百万円+公益建物売却代金161百万円）

2.　取崩計画                                           　   <取崩額>　　　  　<残高>
　  ①2020年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　106百万円　　　1,550百万円
　　②2021年度～2029年度　160百万円×9年= 1,440百万円　　 　110百万円 
　　③2030年度　                                            110百万円　　　　　 0百万円
　　   取崩合計                                             1,656百万円           0百万円

奨学準備金2020年度(令和2年度)末の残高は、1,550百万円　とする。




　　
  
　
		11年間 ネンカン		　令和2年（2020年）		1.　貸地事業化当初10年間の事業総要資(積立限度額1,656百万円の算定)
　　賃貸借契約による当初10年間の地代は240百万円/年であり、事業費用総額400百万円/年
　　で計画すると、初年度106百万円、2年目以降毎年160百万円、最終年度110百万円不足する。
　　奨学準備金の積立限度額を10年間の不足総額(106+160×9+110=)1,656百万円とする。
　　

2.　奨学準備金の原資
　　貸地化で不要となった下記積立金と建物売却代金を繰入原資とする。
　　①再建積立金(公益)　　595百万円
　　②奨学積立金(公益)　　900百万円(建替時用奨学資金)
　　③建物売却代金(公益) 161百万円　　　　　　　　　　　　　
　　  合計繰入額          　1,656百万円 (積立限度額)
　　
  （11年目から地代収入年506百万円と倍増する為、資金不足なく公益事業規模を更に拡大できる）


3.　下記表1の2020年度（令和2年度）の積立額、取崩額の入力方法
　下記表・・・「1. 控除対象財産における特定費用準備資金並びに公益目的事業比率における当期積立額及び取崩額の計算」
　①実際の額　2020年度積立額(繰入額)1,656百万円　取崩額106百万円（残高1,550百万円）　
　②ｼｽﾃﾑ都合で上記①の入力ができず、積立額1,550百万円　取崩額ｾﾞﾛと入力し、残高1,550百万円に合わせた。

奨学準備金2020年度(令和2年度)末の残高は、1,550百万円　とする。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上　

  
  


		A002102		公益財団法人古都飛鳥保存財団				記念誌等事業積立金		歴史的風土保存活用事業		当法人設立50周年を迎える令和3年度を目途に記念誌の発行、飛鳥保存の普及啓発事業として1,000部発行予定		10年間 ネンカン		令和3年度		事業費目標を2,000万円と定め、10ヶ年をかけ造成を目指す。
年額200万円×10ヶ年＝2,000万円

		A002378		公益財団法人東洋食品研究所				研究棟建物修繕費用準備積立資金		研究棟本館修繕費用		研究棟本館築３０年後の大規模修繕費用積立資金		25年間 ネンカン		令和20年度（2038年度）		長期修繕計画書（見積書）

		A002387		公益財団法人みずほ教育福祉財団				助成事業安定化資金		初等中等教育並びに高齢者福祉にかかる助成事業（公益目的事業）		初等中等教育（へき地教育及び特別支援教育）に対する助成事業、並びに社会福祉事業（高齢者福祉に係るボランティア活動資金助成事業等）や配食サービス用小型電気自動車寄贈事業に係る助成事業（公益目的事業）		5年間 ネンカン		令和２年度～令和６年度		基本財団（60％を公益目的財産として使用）の金融資産による運用益は、令和３年度～令和６年度の期間において、令和２年度対比、年間約４百万円（当該期間合計で約1７百万円）の全体収入減少が見込まれている。これを補填するための助成事業の安定化資金として、全体収入減少の約60％に相当する10百万円を積立限度とする。これにより、寄附金収入も加え、計画期間中、初等中等教育並びに配食用小型電気自動車寄贈）への助成事業は、毎年度2,700万円～3,000万円の規模を維持することが可能となる。

		A002391		公益財団法人損害保険事業総合研究所				保険学会事務局運営費用積立資産		日本保険学会事務局業務		日本保険学会は保険学に関し日本を代表する学会であり、学者、実務家の研究活動・研究発表の場となっているが、その支援の一環として、事務局業務を行う費用。
*日本保険学会事務局業務は、公益財団法人生命保険文化センターと7年交代で行うことになっており、損保総研での業務は平成28年度で一旦終了の後、次回は令和6年度からとなる。従って、この特定費用準備資金の取り崩しは、令和6年度以降に発生する。		15年間 ネンカン		令和6年度から令和12年度まで継続的に実施		実績に基づき年間経費1,800万円に7年を乗じて算定。
(1)事務局職員2名の人件費(事業主負担社会保険料、福利厚生費を含む）。
　1,160万円
(2)同物件費(2名分に対応する支払家賃、光熱費、通信費等）
　450万円
(3)事務局職員2名以外の当財団職員の人件費(事務局業務に関わる従事割合に基づき算出）
　190万円
なお、当該活動に係る特定資産の積立は、合計1億2,600万円を限度とするが、一部公益性と同時に共益性を併せ有していることから、1億2,600万円の5％（630万円）を共益事業分として積み立てる。

		A002391		公益財団法人損害保険事業総合研究所				国内教育研修事業運営費用積立資産		国内教育研修事業システム関連費用		｢働き方改革」の進展等により2019年度見込まれる、国内教育研修事業の若手受講者減少に伴う収入減に対応するため、同年以降に一定程度必要となる、損保講座を管理するシステムの維持・改修費用、通信講座で使用するe-learningシステムの使用料、および入力等事務作業を行う派遣職員費用に充当する。		7年間 ネンカン		平成31年度から令和5年度まで継続的に実施		システム関係費8,500千円／年、派遣職員費用4,600千円／年　計13,100千円／年
13,100千円／年×5年(平成31年度～令和5年度）＝65,500千円
なお、当該活動に係る特定資産の積立は、合計65,500千円を限度とするが、一部公益性と同時に共益性を併せ有していることから、65,500千円の5％（3,275千円）を共益事業分として積み立てる。


		A002411		公益財団法人一般用医薬品セルフメディケーション振興財団				助成費用準備資金		研究調査分野の助成応募者への助成費用支給		近年助成応募者は、薬系、医系のみならず、看護系、医療センターなど多職種からも応募があり、それに応えるために助成拡充を図る。		5年間 ネンカン		平成30年度から令和3度に継続的に実施予定		助成費用として8,000,000円を上限として算定

		A002450		公益社団法人日本フラワーデザイナー協会				日本ＦＤ大賞実施費用積立資産		日本フラワーデザイン大賞		会員、一般を問わず、日本最大規模のフラワーデザインのコンテストを実施。
審査のうえ入賞作品を決定後、一般の方に観覧してもらう事業である。

※令和2年度実施予定であったが、新型コロナの影響により未実施。実施予定が未定のため未使用のまま全額取崩		3年間 ネンカン		令和２年秋		2020年度秋に2019年2月に実施した「日本フラワーデザイン大賞」と同規模の開催を予定。
2019.2月実施時の支出総額約20,000,000円を積立限度額とする。

		A002450		公益社団法人日本フラワーデザイナー協会				花ファッションハウス修繕積立資産		花ファッションハウス修繕		　2011年（平成23年）5月に建設された花ファッションハウスについて、10年ごとを目安に壁面や屋上の防水加工を行う必要性があり、それに備えた積立を行う。
　工事費用見積には、壁面に設置された木製ルーバーや屋上を含む庭園の撤去費用が含まれるが、本計画においてはルーバーや庭園の再設置費用は含めていない。		7年間 ネンカン		令和７年度		業者より提示された見積金額に基づく

		A002468		公益社団法人日本顕微鏡学会				第4回東アジア顕微鏡学会議特定資金		第4回東アジア顕微鏡学会議特定資金		国際顕微鏡学会連合とアジア太平洋顕微鏡学委員会の協賛の下に開催し、東アジア地域の顕微鏡学の進歩と発展を図ることを目的としている。		6年間 ネンカン		令和3年度（当初平成31年度開催の予定だったが、再延期のため令和3年度開催予定となる。） サイ		若手研究者渡航発表奨励金（公募予定）
1,000,000円（100,000円×10名）

		A002468		公益社団法人日本顕微鏡学会				長舩記念特別研究奨励金特定資金		長舩記念特別研究奨励金		顕微鏡学に関連する研究領域で学術的意義が認められる若手研究者の研究に対し、研究奨励を行う。		4年間 ネンカン		平成30年度、平成31年度、令和2年度		2018年度：300,000円×5人＝1,500,000円
2019年度：300,000円×5人＝1,500,000円
2020年度：300,000円×5人＝1,500,000円


		A002520		公益財団法人内藤記念科学振興財団				助成事業拡大積立資産		2022年度、2023年度助成金事業		・「人類の疾病の予防と治療に関する自然科学」（以下「自然科学」という。）の研究の助成
・「自然科学」の進歩発展に顕著な功績のあった研究者に対する褒賞
・「自然科学」の研究を行う者の国内または海外留学の助成
・「自然科学」の研究を行う外国人の招聘の助成ならびに自然科学の研究を行うわが国の学者に対する海外派遣の助成
・「自然科学」に関する講演会の開催ならびに開催の助成		4年間 ネンカン		2022/4/1～2024/3/31		2020年度の公益目的事業収益は6億7,668万円、対する費用は6億767万円であり6,900万円の剰余金を生じた。
2019年度公益目的事業剰余金1,034万円とあわせ、これらを原資とする特定費用準備資金8,000万円を設定する。当該特定費用準備資金は2022年度、2023年度の公益目的事業において研究助成の採択件数を増やし、各年度において4,000万円を費消する予定である。

		A002580		公益財団法人日本建築衛生管理教育センター				財政基盤安定化基金		建築物における衛生的環境の確保に関する事業		建築物における衛生的環境の確保に関する事業に合致する内容とする。		4年間 ネンカン		平成29年度～平成32年度（平成27年度から32年度までの６年間の実績・将来見込みから、収入の減少が確実に見込まれる事業年度）		計画期間４年間の当期経常増減額見込額（29年度△1,008千円、30年度△7,533千円、31年度△44,602千円、32年度△46,494千円）を合算した99,000千円を積立限度額とした。

		A002580		公益財団法人日本建築衛生管理教育センター				50周年記念事業準備基金		建築物における衛生的環境の確保に関する事業		建築物における衛生的環境の確保に関する事業に合致する内容とする。		3年間 ネンカン		平成32年に設立50周年を迎え、設立50周年記念として各種事業を予定している。この事業では通常の予算では賄い切れない費用が見込まれるため、これに充てる準備資金として積み立てる。		設立50周年記念として実施する各種事業の経費の見積額の合計額を積立限度額としたものである。設立30周年記念事業を参考に試算した各種事業の経費の見積額として、記念式典費（15,500千円）、記念誌事業（4,500千円）を合計した20,000千円とした。


		A002580		公益財団法人日本建築衛生管理教育センター				国家試験問題作成支援システム準備資金		建築物における衛生的環境の確保に関する事業		建築物における衛生的環境の確保に関する事業に合致する内容とする。		4年間 ネンカン		試験問題作成支援システムの開発・作成（32年度）及び運用安定化のためのメンテナンス期間（33年度）として、平成30年度～平成33年度を予定している。		国家試験問題作成支援システムの開発・作成及び初期投資に係る経費の見積額の合計額を積立限度額としたものである。システムの開発・作成及び１年間の運用安定化のためのメンテナンスの経費の見積額として、システム開発・作成費（20,000千円）、試験問題データ化費（3,000千円）、初期メンテナンス費（5,000千円）を合計した28,000千円とした。

		A002580		公益財団法人日本建築衛生管理教育センター				国家試験インターネット受験申込システム準備資金		建築物における衛生的環境の確保に関する事業		建築物における衛生的環境の確保に関する事業に合致する内容とする。		4年間 ネンカン		国家試験のインターネット受験申込システムの開発・作成（32年度）及び運用安定化のためのメンテナンス期間（33年度）として、平成30年度～平成33年度を予定している		国家試験のインターネット受験申込システムの開発・作成及び初期投資に係る経費の見積額の合計額を積立限度額としたものである。システムの開発・作成及び１年間の運用安定化のためのメンテナンスの経費の見積額として、システム開発・作成費（32,000千円）、操作サポート費（5,000千円）、初期メンテナンス費（5,000千円）を合計した42,000千円とした。

		A002668		公益社団法人日本食肉格付協会				格付システム整備拡充特定費用準備資金		格付事業		　食肉の規格格付事業で使用しているBIS（牛格付）システム及びPIS（豚格付）システムは当該事業の実施に不可欠であり、今後、中長期的視点に立って同システムの安定的な保守・運営並びに生産者団体等の外部へのサービス向上及び公正かつ厳正な食肉格付の実施に必要な格付職員技術研修の効率化等を図るための新たな機能（「格付員研修システム（GTS)」等）を付加する必要がある。
　そのため、全面的にサーバー等ハードウェア及びソフトウェアの整備・更新を行う。
　また、食肉生産における生産性の向上や、食肉における消費者ニーズの多様化に伴い、新たに農林水産省が家畜改良増殖目標に示した方針には、「食味に関する科学的知見の更なる蓄積」が謳われており、具体的には、その主要な要素とされる脂肪内のオレイン酸含量などの数値化が必要となる。これらの情報を得て、生産者、流通事業者、消費者に対し格付情報に付加して提供すること、さらには輸出拡大をサポートできる基準の策定なども視野に入れ、測定機械の導入や格付システムとの連動性を構築、実現することで格付事業の拡大を図る。		10年間 ネンカン		平成２６年から令和５年		ハードウェアの整備拡充　　116百万円
ソフトウェアの整備拡充　　　150百万円
システムの展開　　　　　　　　２４百万円
格付情報に関連情報を付加するための対策　４０百万円

		A002712		公益財団法人杉野目記念会				特定費用準備資金①		財団設立50周年記念事業		記念講演会及び事業報告書の出版を予定。		7年間 ネンカン		令和6年（2024年）6月講演会、報告書出版		記念講演会　　　　 １，３００，０００円
（内訳：講演者旅費、謝礼１，０００，０００円、会場費１００，０００円、 ポスター等作製、受付等謝礼、 記録等２００，０００円）
記念レセプション　　５００，０００円　　　出版費　１，２００，０００円
事務費　　　　　　　  ５００，０００円　　　（会議、交通、案内状印刷、通信、事務費）

		A002712		公益財団法人杉野目記念会				特定費用準備資金②		助成事業		若手研究者の海外研修に対する助成、内外学識者の招聘・講演助成及び国際学術研究集会の助成等。		6年間 ネンカン		令和２年度～令和６年度		若手研究者の海外研修に対する助成：20万円ｘ3件/年＝60万円
内外学識者の招聘・講演助成：７万円ｘ2件/年＝14万円
国際学術研究集会の助成：30万円ｘ1件/年＝30万円
計　104万円/年ｘ５年間＝520万円

		A002748		公益財団法人京都新聞社会福祉事業団				福祉活動支援・「福祉号」贈呈準備資金資産		　京都新聞社会福祉事業団「福祉号」贈呈		　平成３０年４月に亡くなった京都市内の女性からの遺贈金をもとに、当事業団設立５５周年（令和２年３月）を記念して、京都、滋賀両府県に活動拠点を置く社会福祉施設・団体に「京都新聞社会福祉事業団『福祉号』」を贈呈する。令和元年度から３年間実施し、車いすが積載できる車両や各種活動・作業に活用する一般車両を提供する。贈呈先は、京都新聞紙面などで募集し、当事業団選考委員会規程に基づく選考委員会で決定する。これまで、車両助成は「京都新聞福祉活動支援事業」で購入費の一部を助成してきた。例年申請が多く、今回、記念事業として別枠で車両を贈呈する。		4年間 ネンカン		　令和元年度から３年度までの３年間		　積立限度額は４８００万円。令和元年度から３年度まで各年度１６００万円の予算で事業実施。各年度の事業費内訳は、車いす積載・普通車（ワゴン車）４７０万円×２台＝９４０万円、車いす積載・普通車２５０万円×１台＝２５０万円、軽自動車１５０万円×２台＝３００万円、軽自動車（バン型、トラック）１００万円×１台＝１００万円、通信・交通・選考委員謝礼など１０万円。

		A002751		公益財団法人財務会計基準機構				国際対応積立資産		IFRS財団（国際会計基準財団）への資金拠出による国際貢献		アジア・オセアニア地区サテライト・オフィスの東京設置に伴い増加が見込まれるIFRS財団への拠出金に充当し、会計基準の開発等における国際的な貢献を充実させる。		13年間 ネンカン		平成24年度以降毎年		サテライト・オフィス支援分として、平成24年度から令和3年度までの10年間合計で575,000千円を予定。
イ：平成24年度…初期費用75,000千円+運営費50,000千円＝125,000千円
（→平成24年度実績は、初期費用65,695千円+運営費50,000千円＝115,695千円。
　初期費用の減少により、全体計画も合計565,695千円となる）
ロ：平成25年度～令和3年度…各年度、運営費として50,000千円
尚、公益法人認可前の積立金についても、組み入れ時点で収支相償上の費用としてなくとも、
取崩時は収益として計上するという考え方に基づき、
2. 公益目的事業全体の収支相償における特定費用準備資金の当期積立額及び取崩額の計算
の表中にて公益法人認可前に計上した50,000千円を収支相償上の積立額に加算し、取崩時、
収支相償上の収益として計上する形とした。

		A002751		公益財団法人財務会計基準機構				保守費用対応積立資産		平成30年度システムリプレイスに伴う保守費用		平成30年度に実施予定のシステムリプレイスに伴う令和元年度以降5年間のシステム維持のための保守費用支出に備えるもの。		8年間 ネンカン		令和元年以降毎年		当初5年間通算の保守費用合計は204百万円、内公益事業に関わるものは、6分の5相当の170百万円としたが、契約ベンダーが決まり、詳細な見積もりの結果、
保守費用合計は190百万、内公益事業に関わる160百万円（6分の5相当）を積立限度額とする。


		A002751		公益財団法人財務会計基準機構				保守費用対応積立資産		ペーパレス会議用端末の導入に伴う保守費用				3年間 ネンカン		令和元年及び令和2年		レンタル業者の約款に基づき令和元年4月～令和3年3月末までの2年間の端末保守費として
合計12,600千円を積立限度額とする。


		A002751		公益財団法人財務会計基準機構				国際対応積立資産		国際会議（IFASS会議）開催費用		当財団の常勤委員が、会計基準設定主体国際フォーラム（IFASS）の議長に選任された。
任期は2 年間であり、議長国は任期中にIFASS会議を主催することになっており、この開催に係る費用を積立てる。
当初は令和2年度内に開催することを予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影響により日本での開催は令和3年度に延期された。		4年間 ネンカン		令和3年度		会場費等で合計11,600千円を積立限度額とする。


		A002751		公益財団法人財務会計基準機構				保守費用対応積立資産		リモートワークのためのITインフラ保守費用		令和5年度に実施を予定しているリモートワークのためのITインフラ構築に伴う、令和6年度以降5年間のシステム維持のための保守費用支出に備えるもの。		10年間 ネンカン		令和6年度以降毎年		5年間通算の保守費用合計は140百万円であり、内公益目的事業に関わるものは、6分の5相当の110百万円となる。
（→実施予定年度1年前を目途に、その時点での技術前提・システム環境をベースに、改めて詳細な見積を入手予定）

		A002751		公益財団法人財務会計基準機構				保守費用対応積立資産		令和5年度システムリプレイスに伴う保守費用		令和5年度に実施予定のシステムリプレイスに伴う令和6年度以降5年間のシステム維持のための保守費用支出に備えるもの。				令和6年度以降毎年		5年間通算の保守費用合計は180百万円であり、内公益目的事業に関わるものは、6分の5相当の150百万円となる。
（→実施予定年度1年前を目途に、その時点での技術前提・システム環境をベースに、改めて詳細な見積を入手予定）


		A002869		公益社団法人日本視能訓練士協会				協会設立50周年記念事業積立資金		協会設立50周年記念事業		協会設立50周年記念に伴う事業
　学会、記念式典、記念誌、ホームページなどの制作		3年間 ネンカン		令和4年12月（大会開催は令和3年11月）		50周年記念特別号（記念誌）　4,410,000円
50周年記念に関与するホームページ制作費用　330,000円
合計4,740,000円のうち4,000,000円を積立てる

		A002944		公益財団法人渡邉財団				30周年記念事業準備資金		30周年記念特別事業として研究助成特別枠の設定・30周年記念事業開催		設立より30周年を迎えるにあたり、第25回（平成30年度）より助成研究期間を延長した研究助成特別枠を設定し、30周年にあたる令和6年（2024年）3月には記念すべき特別事業を開催。その費用準備金として第23期（平成28年度）より積立準備。		8年間 ネンカン		平成30年度～平成35年度		積立限度額　25,500,000円
算定根拠
1.特別助成金　5枠　　23,000,000円
30周年記念特別助成2018（研究期間：H3104～R0403）1件　500万円
30周年記念特別助成2019（研究期間：R0204～R0503）1件　500万円
30周年記念特別助成2020（研究期間：R0304～R0603）1件　500万円
30周年記念特別助成2021（研究期間：R0404～R0703）1件　500万円
30周年特別助成金　1件　300万円

2.30周年記念事業費用　2,500,000円
講演者（２名）への謝金及び交通費　700,000円
会場費ほか　　　　1,500,000円
その他事務経費　　300,000円

		A002954		公益財団法人全国老人クラブ連合会				2022全国大会開催積立資産		2022年度全国老人クラブ大会		全国老人クラブ連合会が創立60周年を迎える2022年度に開催する全国老人クラブ大会（地元東京開催）の開催経費		5年間 ネンカン		2022年度（令和４年度）		参加費収入500万円-開催経費1100万円=▲600万円
【開催経費の概算内訳】
会場費・会議費450万円　配布印刷物等作成費270万円　警備等委託費120万円　消耗品費120万円
講演者等謝金80万円　通信運搬費50万円　旅費交通費10万円
合計：1100万円

		A002959		公益社団法人「小さな親切」運動本部				商標登録積立資産		商標権の更新の費用に備えて準備金を積み立てる		当法人は複数の商標権を所有しているため、その更新費用に備えて毎年積立を行う		10年間 ネンカン		令和8年		将来の特許費用を概算で算出

		A002981		公益財団法人どうぶつ基金				TNR事業積立資産		TNR地域集中プロジェクト		福岡・宮崎・大阪の3地域において協力病院医師等と連携し、TNR事業を集中的に実施する。		2年間 ネンカン		令和2年4月～令和3年3月(各月において2～3日間)		不妊手術単価：@5,000円/1匹
手術数見込：(福岡3,000匹＋宮崎3,000匹＋大阪3,000匹)=9,000匹
合計：@5,000円×9,000匹＝45,000,000円

		A003025		公益社団法人日本都市計画学会				研究交流支援積立資産		研究交流事業		本研究交流事業は、会員のみならず多くの都市計画に関わる人達や組織が、学・官・民を横断した研究組織を組成し、研究交流活動を行う事業であり、活動の成果が実際の都市計画やまちづくりに関わり、もって都市計画の発展と学会の社会的発言の強化に資することを目的とするものです。
具体には、活動期間2，3 年の研究交流活動テーマをHP 等で公募し、「研究交流事業審査会」で審査を行い、150 万円／件を上限に、年間の活動支援金総額300 万円の予算で交付します。
成果は本会の機関（例：学会誌、研究発表会）での報告を義務づけます。		8年間 ネンカン		令和3年度から		現在の「研究交流支援積立金」（12，000 千円）を用いるため、この金額が限度額となる。
その後の積立額が減少する段階では、事業予算が当該年度を含め2 ヶ年分確保出来る6，000 千円を限度額として積立する。


		A003039		公益財団法人スペイン舞踊振興ＭＡＲＵＷＡ財団				人材育成事業積立金		2021年第8回新人公演（20周年記念公演）		若手育成を目的とした、過去のコンクールファイナリストによる新人公演。		6年間 ネンカン		令和３年10月		内閣府立入調査により各事業に区分した。2021年財団設立20周年記念公演、「事業費1000万円（会場費、舞台費、出演料他）」、寄付金の減少に伴い6年間かけて事業費から積立。

		A003039		公益財団法人スペイン舞踊振興ＭＡＲＵＷＡ財団				コンクール準備資金		第11回CAFフラメンコ・コンクール		若手芸術家の育成を目指し、将来性のある舞踊家を発掘し、スペインでの研修機会を提供する為の対象者選考を目的とするコンクール。		5年間 ネンカン		令和3年2月		隔年で開催しているコンクール「事業費1千万円超（会場費、舞台費、海外研修費他」）、寄付金の減少に伴い4年間かけて事業費から可能な限り積立をする。


		A003039		公益財団法人スペイン舞踊振興ＭＡＲＵＷＡ財団				第11回CAFフラメンコ・コンクール演奏者手配積立資産		第 11 回 CAF フラメンコ・コンクール 		スペイン舞踊の演奏家を当財団で収集し、プロの評論家の意見を得ながら、コンクールの演
奏者として相応しい者を決定する。ギター、カンテ、パルマの三種の演奏者を手配する。 
本番当日の演奏に加え、事前の練習日についても対応する。演奏者への報酬は当財団が支払
い、コンクール出演者の負担を軽減する。 		4年間 ネンカン		令和2年度		本番演奏 1 人 5 万円×演奏者 3 名（ギター、カンテ、パルマ）×約 25 名（40 名の出演者の
うち希望者想定数）＋練習演奏 1 人 1 万円×演奏者 3 名×練習回数２回×25 名（希望者想
定数） 

		A003039		公益財団法人スペイン舞踊振興ＭＡＲＵＷＡ財団				第12回CAFフラメンココンクール準備資金		第12回CAFフラメンココンクール		若手芸術家の育成を目指し、将来性のある舞踊家を発掘し、スペインでの研修機会を提供する為の対象者選考を目的とするコンクール。		4年間 ネンカン		令和4もしくは5年度		隔年で開催しているコンクール（事業費1千万円超）。
新型コロナウイルスの影響で第11回が令和3年度に延期となり、第12回は令和5年度。
会場費、舞台費、賞金、海外研修費他。

		A003039		公益財団法人スペイン舞踊振興ＭＡＲＵＷＡ財団				ワークショップ開催積立資産		「ほんものを学ぶ」ワークショップ		芸術の質の向上を目的とした、本物のフラメンコを学ぶ機会を提供するワークショップ。		4年間 ネンカン		令和4～5年度		スペインから講師・アテンドを招聘し、東京と名古屋で5日間ずつ開催（事業費200万円/1回）。
交通費、滞在費、講師料他。年に２回開催の可能性あり。

		A003040		公益財団法人日本知的障害者福祉協会				災害時支援活動積立資金		災害支援活動		昨今、頻発する自然災害により被災した知的障害のある人たちとその家族並びにその方たちが利用する施設・事業所への救援と復旧、復興への支援活動を行う。
被災地への人的派遣、支援物資の発送、見舞金の送金等、迅速な支援活動を行うことを目的としている。		6年間 ネンカン		自然災害発生時		会議費100,000円、視察派遣旅費1,000,000円、通信運搬費1,300,000円、消耗品費400,000円、印刷製本費200,000円、見舞金7,000,000円　合計10,000,000円

		A003040		公益財団法人日本知的障害者福祉協会				データベース構築積立資金		会員、受講生用データベース構築作業		本会では会員施設のデータ管理を中心に、月刊誌購読者、通信教育、書籍販売、互助会加入者等について各々データベースを構築して管理・運用を行っている。各データベースは異なるソフトウェアを用いて独自にシステムを構築し、状況に合わせて改良を繰り返しながら運用をしてきたが、システムの老朽化とソフトウェアの保守期限が切れたことにより一部のシステムに不具合が生じ、事務作業に様々な弊害が出てきている。そこで、専門業者に委託し新たなシステムに円滑にデータを移行するとともに、より一層充実したサービスを提供できるよう、部門ごとに異なるシステムの一元化を視野に、複数年にわたって整備を進めることとする。		6年間 ネンカン		平成30年度以降随時		委託費12,000,000円

		A003040		公益財団法人日本知的障害者福祉協会				知的障害福祉作文募集事業積立資金		全国小・中学生　障がい福祉　ふれあい作文コンクール		子どもたちが、これまでの生活の中での障がいのある方とのふれあいや、学校生活や福祉ボランティアなどでの経験等を作文にすることで、障がいのある方の暮らしに関心を持ち、今後の福祉を考える機会になることを期待し、開催する。		9年間 ネンカン		平成２７年４月～１０月、以降毎年同時期に実施予定		選考委員会旅費5,520,000円、通信運搬費1,380,000円、消耗品費184,000円、印刷製本費2,944,000円、選考謝金3,772,000円、表彰費9,200,000円　合計23,000,000円

		A003040		公益財団法人日本知的障害者福祉協会				知的障害福祉作文募集事業積立資金		全国小・中学生　障がい福祉　ふれあい作文コンクール		子どもたちが、これまでの生活の中での障がいのある方とのふれあいや、学校生活や福祉ボランティアなどでの経験等を作文にすることで、障がいのある方の暮らしに関心を持ち、今後の福祉を考える機会になることを期待し、開催する。		7年間 ネンカン		令和４年４月～１０月、以降毎年同時期に実施予定		選考委員会旅費3,600,000円、通信運搬費900,000円、消耗品費120,000円、印刷製本費1,920,000円、選考謝金2,460,000円、表彰費6,000,000円　合計15,000,000円

		A003080		公益財団法人公庫団信サービス協会				財務基盤強化資金		特約料率引下げ及び加入限度年齢の引上げによる公益の拡大		団体生命信用保険事業の特約料率の引下げ及び加入限度年齢の引上げにより、公益目的事業である団体生命信用保険事業の加入者の増加を図り、公益を拡大する。これに伴って、特約料収入が減少するとともに保険料支払いが増加し、死亡等による弁済金支払いも増加すると予想されることから、経常収支が悪化し、保険料、諸経費など固定的経費の支払いに支障をきたすため、積立により財務基盤を強化する。		10年間 ネンカン		○平成３０年４月に特約料率を引下げた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業資金　２．６２→２．３０円/万円　　恩給資金１０．７１円→９．８０円/万円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○平成３１年４月に加入限度年齢と脱退年齢を２歳引き上げた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加入限度年齢　６５→６７歳　脱退年齢　７５→７７歳		○平成３０年度及び３１年度の公益拡大策により、令和９年度までの１０年間に累計で約２５億円の経常赤字発生を見込んで積立限度額は２５億円に増額とした。
○しかしながら、令和２年度は、新型コロナ感染症特別貸付の影響により、想定外の大幅赤字となったことから、当該赤字額を当初計画最終年度の令和９年度から遡り取り崩すこととした。また、令和３年度以降の取崩額については、本資金がゼロになる令和７年度まで当初計画に沿って行うこととした。
　新型コロナウィルス感染症にかかる影響は継続しており、今後計画を見直す可能性がある。

		A003128		公益財団法人日本共同証券財団				金融関連公益的広報事業助成資金		金融に関する公益的広報事業に対する助成		金融に関する公益的広報事業への助成事業の拡大を通じて国民経済の健全な発展に寄与すること		2年間 ネンカン		令和3年度		令和3年度に①全国銀行協会、②信託協会、③生命保険文化センターおよび④日本損害保険協会が行う公益的広報事業について、事業目的に叶うよう助成事業を拡大するために、特定費用準備資金を開設。拡大後の事業助成金(124.35百万円)に対して、同年度の経常収益では不足を来すことが見込まれるため、その不足額に相当する約13.4百万円を積立限度額として、2年度に積立てることとしたもの。

		A003134		公益財団法人東京オペラシティ文化財団				周年事業準備資金（特定資産）		コンサートホール周年事業		・音楽主催事業の創立記念事業（５年毎）		7年間 ネンカン		令和４年度２５周年記念事業		25周年（令和4年度）
　出演料30,000千円、ホール代1,000千円、諸経費9,000千円

		A003134		公益財団法人東京オペラシティ文化財団				周年事業準備資金（特定資産）		アートギャラリー周年事業		・美術主催事業の創立記念事業（５年毎）		6年間 ネンカン		令和６年度２５周年記念事業		25周年（令和6年度）
　制作費25,000千円、広告宣伝費4,500千円、諸経費500千円

		A003158		公益社団法人日本認知症グループホーム協会				25周年記念事業積立資産		25周年記念事業		　国は、認知症施策推進総合戦略において、「団塊の世代」が75歳以上となる平成37年度を目途に地域包括ケアシステムを構築することとしている。
　当協会が創設25周年を迎える平成35年度に、地域包括ケアシステムにおいける認知症ケアサービス拠点としての認知症グループホームの役割機能を更に充実強化を図ることを目的として、25周年記念事業を開催する。
		7年間 ネンカン		令和5年		開催予算
　　会場賃借料 　1,000,000円    イベント費      　600,000円
　　記念誌作成費　700,000円　　交流会食事代　800,000円
　　案内状代　　　　  50,000円　　その他経費　　　850,000円　      計   4,000,000円       

		A003180		公益財団法人エネルギア文化・スポーツ財団				30周年記念事業基金		財団設立30周年記念事業		財団設立30周年を記念した事業を実施する。		5年間 ネンカン		令和6年度		令和元年度に実施した設立30周年記念事業(神楽公演・スポーツ教室)の実施規模である400万円とした。

		A003180		公益財団法人エネルギア文化・スポーツ財団				助成事業基金		助成事業基金		助成金として費消する。		1年間 ネンカン		令和3年度から令和12年度		2020年度の辞退見込み額の上限値

		A003273		公益財団法人徳山科学技術振興財団				助成準備積立資産		研究助成事業の拡充		令和3年度より開始する研究助成事業の拡充に充当する
令和2年度予算：35,000千円、令和3年度以降の計画：44,,000千円
		9年間 ネンカン		令和3年度から		研究助成：35,000,000（R02予算）→44,000,000（R03～R09：計画）
44,000,000－35,000,000＝9,000,000/年
9,000,000×7（年）＝63,000,000/7年（R03～R09）
上記のうち、令和元年度積立34,970,800円を充当する。

		A003276		公益財団法人全日本弓道連盟				中央道場改修特定費用準備資金		中央道場改修工事		競技会に使用する中央道場の経年劣化に対する改修諸工事。		11年間 ネンカン		平成32年度　　		別紙見積書に基づき、経費の概算を算出。下記の経費見込み額を初年度に計上する。合計 100,000,000 円。
なお、令和3年度に中央道場のLED工事を予定しているため、令和2年度に計画を1年間延長している。

		A003447		公益社団法人大日本山林会				立替準備資金		三会堂ビル建替えに伴う準備資金		三会堂ビル建替期間中、毎年交付されている（一財）農林水産奨励会（受取財団交付金）交付されなくなり、事業活動が困難になる恐れがあることから、当該期間中の公益事業を実施するための資金とする。		10年間 ネンカン		令和５年度～令和９年度		建替期間を５年と想定し、年間交付金1,000万円の５年分計5,000万円を予定する。（広益事業割合は88％で4,400万円）

		A003544		公益社団法人日本ガスタービン学会				事務局整備準備資金		事務局整備・事務合理化活動		学会全体の活動を合理的、円滑に行う為、事務所、会議室のレイアウト、什器・備品類、ソフトウェア類、レンタル備品等の定期的な整備、拡充、更新を行うほか、突然の故障等への対応が可能なようにしておく。
また、現在借用している建物、設備は古く、手狭で耐震性にも不安が無いわけではないことから、10年後を一応の目標として事務局の移転を計画する。		11年間 ネンカン		令和7年度に事務所移転		事務所・会議室移転費用としては、新宿区における最新の物件情報を調査したところ、現在使用中の部屋面積(約30坪)程度の物件で、平均坪単価は15,000円、敷金は12ヶ月程度であり、敷金540万円程度の準備が必要となる。引越経費としては、同規模の他学会の最近の引越実績として160万円が必要である。以上、合わせて引越し費用として最低700万円が想定される。
また、什器、備品類、ソフト、ハードウェアの定期的更新に必要な費用については、過去の実績から、2年ごと1回当たり20万円を想定した。以上の合計額800万円を積立限度額とした。

		A003552		公益財団法人よんでん文化振興財団				公益目的事業積立資金		平成３０から令和６年度の公益目的事業		平成３０年度以降の（１）奨学援助、（２）顕彰、（３）主催、（４）派遣助成に係る具体的事業		8年間 ネンカン		平成３０から令和６年度の７年間		平成３０から３５年度（令和５年度）の総事業費は、１億６,８００万円が見込まれる。一方、基本財産の運用益は、１億８００万円にとどまり、差引６,０００万円の資金が不足するため、平成２９年度末で､５,４００万円を特定費用準備資金に積み立てた。
　その後、基本財産の運用見直しにより、運用益の増収を図った結果、令和６年度までの事業費を運用益と特定費用準備資金の活用できる目途がたったため、特定費用準備資金の取崩し時期を令和６年度までに延長した。

		A003619		公益社団法人建設荷役車両安全技術協会				基幹システム等再構築資産		特自検事業の基幹システム等の更新整備		物販管理機能や研修・資格管理機能を有した基幹システム等を活用することにより、特自検の事業活動を適切に推進している。現行システムは平成18年から運用していることから、今後のIT技術革新に対応したシステムを更新整備する。		10年間 ネンカン		令和3年度から順次実施		基幹システム更新等費用の所要見込額　500,000千円
再構築のための調査、要件定義等所要経費　（60,000千円）
基本設計、プログラム作成等所要経費　（320,000千円）
データ移行、マニュアル作成等所要経費　（120,000千円）

		A003646		公益財団法人医療研修推進財団				事務所家賃補償積立資産		大規模再開発計画に伴う当財団ビルの取り壊しに伴う引越しの際の家賃差額補償		平成31年度着工予定のステーションタワー建設により、平成30年度から当財団入居ビルの取り壊しが開始されるため、それに伴う引越しで、ミツヤ虎ノ門ビルから西新橋光和ビルに事務所引越した際に家賃差額保証金分を特定準備費用として管理されている預金。		3年間 ネンカン		令和元年4月～令和3年3月まで		新事務所の西新橋光和ビルの賃料が2,242,220円で、ミツヤ虎ノ門ビルの賃料が1,751,706円で、差額が490,514円なので、その24ヶ月（2年分）。総額は11,772,336円のうち管理分の2.5％294,308円積立資産。

		A003646		公益財団法人医療研修推進財団				言語聴覚士資格付与事業積立資産		言語聴覚士資格付与事業の財政基盤確保		経費削減に努めているものの、毎年経費は増加傾向にあることや、更には今後新卒受験者の減少が見込まれることから、受験手数料･登録手数料等の収入の落ち込みによる収支変動に備えて、国家試験事業を安定的に行うために当該資金を有効に取り崩すことによって、言語聴覚士資格付与事業を安定的に実施する。		6年間 ネンカン		令和2年4月～令和7年3月まで		言語聴覚士付与事業を安定的に行う必要性から50,000千円相当額を積立限度額として、6年計画で特定費用準備資金に計上。

		A003907		公益財団法人ＳＯＭＰＯ美術財団				東郷青児特別プロジェクト資金		東郷青児特別プロジェクト		東郷青児作品・資料のデジタルアーカイブの構築と作品・資料の改善、保全を図る		10年間 ネンカン		令和9年度		デジタルアーカイブの構築と作品・資料の修復に係る費用から算出

		A003971		公益財団法人黒住医学研究振興財団				研究助成事業基金		研究助成金安定化基金		平成2７年度より研究助成金受贈額を100万円増額、さらに平成2９年度からは200万円増額し、毎年度1,500万円としており、収益の増減を考慮し、研究助成を安定的に行うための研究助成資金を積み立てる		7年間 ネンカン		2018年度以降		研究助成を安定的に行うため年間の研究助成金額の1,500万円を上限として、年度平均250万円を積み立てる。

		A004128		公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会				リスク対応準備資金		リスク対応準備資金		公益目的事業の収益減少に備えるための資金		2年間 ネンカン		令和2年度		令和元年度に発生したコロナウイルスの影響による令和2年度の公益目的事業における収益減少見込額38,000千円
　

		A004128		公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会				ロジスティクス・物流研究プロジェクト準備資金		ロジスティクス・物流研究プロジェクト準備資金		「普及啓発」事業における、ロジスティクス・物流研究プロジェクト事業		10年間 ネンカン		令和元,3,5,7,9年度		「普及啓発」事業における、ロジスティクス・物流研究プロジェクト事業の実施費用見込額
1年度当たり8,375千円×5年分＝41,875千円
なお、令和2，4，6，8年度の4か年は、収益事業の黒字が見込まれるため本資金は使用しない。
ただし、令和2年度においてはコロナウイルスの影響により収益事業の黒字が発生しなかったため、取崩しを行った。
　

		A004453		公益社団法人認知症の人と家族の会				事務局移転準備資金		事務局移転準備資金		令和4年度の本部事務局および支部事務所移転のための準備資金		4年間 ネンカン		令和5年1月～3月		業者委託費　3,040,000円
案内等印刷製本費　12,160,000円
事務所消耗品費　9,120,000円
事務所什器備品費　3,300,000円
人件費　2,986,000円
その他経費　554,000円 
合計　31,160,000円

		A004592		公益財団法人中曽根康弘世界平和研究所				事務所移転費用準備資金		事務所移転		現在の事務所の賃貸借契約終了に伴い、将来、事務所を移転する。		6年間 ネンカン		平成28年度		現在の事務所の原状回復費用（工事会社見積り、消費税8％）23,332,320円

移転先の事務所の工事費（前回移転時の工事費実績、消費税は8％に修正）25,151,762円

運搬費（前回移転時の運搬費実績、消費税は8％に修正）1,640,571円

		A004977		公益社団法人日本木材加工技術協会				専門技術者養成積立資金		専門技術者の資格認定事業		　当法人では4種類の資格検定試験を実施しているが、その組合せにより公2における事業収入が年と少ない年を隔年ごとに繰り返す傾向にある。

　当法人の経常増減額がマイナスになった事業年度において取崩しを行い、公2の中心的事業である資格認定事業、特に講習会開催経費に充当し、安定的かつ持続的な事業水準が確保できるようにする。		10年間 ネンカン		経常増減額がマイナスになる年度に取崩し、プラスとなる年度に積立を行う。		　平成27年度第二段階の剰余金7,151,362円を原資とした。

　　　講習会開催経費1回　1,000千円

　　　（会場費200千円、謝金300千円、旅費交通費100千円、印刷製本費400千円）

　　　開催回数　7回/年　→　1,000千円×7＝7,000千円

		A005322		公益財団法人社会福祉振興・試験センター				試験事業安定積立資産		福祉士試験の実施		社会福祉士及び介護福祉士法、精神保健福祉士法に基づき実施する福祉士国家試験の実施に係る下記要因等による事業資金の不足等に充当する。
１、受験者数の変動
２、2020年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会等の開催に伴う試験関係費用の増加
  ①首都圏大規模ｲﾍﾞﾝﾄ会場の確保が難しく、複数の小規模会場に分散されることで会場関係費が増
  ②前年度未実施の各種イベントが多数実施されることで、引き続き会場確保が厳しくなる
３、消費税の増税等による人件費・物価等の変動に伴う事業費の増加		7年間 ネンカン		平成29年度～令和5年度		社会福祉士等三福祉士国家試験の受験手数料は、「実費勘案とする」こととされているが、受験者数変動等による事業収支の悪化に対し、手数料引上げの政省令改正に時間がかかり、経常増減額が２年連続して赤字になることが予想される。
⇒各福祉士試験において、過去３年間（平成２８～３０年度）に発生した最大の経常減少額（赤字額）の２倍を積立限度額とする。

		A005472		公益社団法人全国老人保健施設協会				災害対応積立資産		災害対応事業		全老健災害相互支援プロジェクトと災害派遣ケアチームJCATの構築

  【全老健災害相互支援プロジェクト】（　Disaster Mutual Support Project for ROKEN　）
　　災害等の発生時に、被災地にある老健施設を支援することを目的として、『プロジェクトＡ（要支援者の
    受入れ）』、『プロジェクトＢ（ボランティア職員派遣）』、『プロジェクトＣ（物資の支援）』等を立ち上げ、速
    やかに支援活動を実施。


  【全老健災害派遣ケアチーム】（　Japan Care Assistance Team　）
　　災害の発生後（2～4週間程度）に、被災地の避難所等へ老健施設の多職種をチームを組んで派遣し支
    援活動を行なう。また、多職種によるケアチームをあらかじめ各支部で登録・編成し、行政等と連携しつ
    つ、速やかに支援活動が行なえる体制を整えることを目的とする。
		10年間 ネンカン		令和3年以降		〇システム関係構築費（委託費） 　10,000,000円

〇支部説明会旅費     50,900円×47支部✕3回＝7,176,900円
〇役職員等旅費        50,900円×延べ56人＝2,850,400円
〇備品関係
    ・災害備蓄品関係  20,000,000円（食料、水、発電機、衛生用品等）47都道府県支部＋本部 
    ・システム関係構築  10,000,000円（PC、モバイル、テレビ会議等） 

		A005532		公益財団法人都市づくりパブリックデザインセンター				運用資金積立資金		デザインによる魅力ある都市づくり事業		将来にわたり公１事業で資金不足が生じるので、その改善のため特定費用準備資金を活用する。		15年間 ネンカン		令和9年度まで継続して実施		平成25年度予算による公1事業の資金不足額を見越して算定した。収益2200万円、事業費用4100万円、経常外費用180万円なので約2000万円不足

		A006030		公益財団法人東華教育文化交流財団				事業運営安定化積立資産		奨学援助事業及び助成事業並びに管理運営の安定的、継続的遂行		当法人は、公益目的事業及び管理運営のための財源の大部分を基本財産の運用益によって賄っている。今後、当該運用益の不足が見込まれるため、２０１７年（平成２９年）度より１０年間にわたり当該資産を取崩して、公益目的事業費及び管理運営費（事業活動支出）に充当する。

当該資金及び運用益のうち、８０％を公益目的事業費、２０％を管理運営費に充当するものとする。

利回りの上昇等により継続的に収入不足の解消が見込まれる場合には、公益事業の拡大を検討する。		11年間 ネンカン		2017（平成29）年4月～2026（令和8）年3月		１．過去３事業年度における事業活動支出の移動平均額　6000万円（収支資金ベース。以下同じ）

２．2017年（平成29年）度以降の運用収入見込額　 　　4000万円

３．各期の不足見込額　　　　　　6000万円-4000万円＝2000万円

４．積立限度額の算定　　　　　　2000万円×10年＝2億円

（公益目的事業：1億6000万円、管理運営：4000万円）

		A006139		公益社団法人日本プラントメンテナンス協会				 20年度機保中止準備資金		機械保全技能検定の中止に伴う財務基盤強化		公益目的事業として行っている機械保全技能検定について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止となった2020年度第1回機械保全技能検定（3級）に関する令和2年度収支への影響に備え、財務基盤の強化に充てる。		2年間 ネンカン		令和2年度		令和2年5月29日に2020年度第1回理事会で承認された「2020年度第1回機械保全技能検定（3級）の中止によって見込まれる2020年度収支への影響額」
（同理事会で承認された「機械保全技能検定の中止に伴う財務基盤強化に係る準備資金取扱規程」に記載）


		A007070		公益財団法人ジョイセフ				特定費用準備資金		人口・保健分野の広報啓発・提言活動事業		１．世界のセクシャル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツやジェンダーの平等、人口問題等に関して、政府及び国際機関の行政関係者、政策決定者、専門家、オピニオンリーダー等に対して提言活動を行い、認識の拡大と国際保健に対するさらなる支援の獲得を目差す。
２．保健分野の国際協力NGOのまとめ役として、日本政府の開発途上国における保健分野の政府開発援助に対して、援助効果を高めるために草の根の視点からの提言活動を行い、国際保健の向上を目差す。		6年間 ネンカン		令和3年～令和５年		提言活動事業の収入源である IPPF（国際家族計画連盟 : 本部 英国） からの収入が平成26年から平成30年のあいだに半減し、欧州の経済情勢や難民問題から今後も減少することが見込まれる。
平成30年と同規模の事業を継続していくためには下記の資金不足が見込まれる。
　令和3年　事業費 50,000,000　収入見込 30,000,000 不足資金 20,000,000
　令和4年　事業費 50,000,000　収入見込 20,000,000 不足資金 30,000,000　
　令和5年　事業費 50,000,000　収入見込 20,000,000 不足資金 30,000,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不足資金合計 80,000,000円

		A007155		公益社団法人相模原・町田大学地域コンソーシアム				学生活動継続推進積立資産		公１地域発展事業		学生Clubをはじめとする学生の地域社会活動参画を推進するプログラムは、これまで各年度の収入に応じて実施規模を変動せざるを得ない状況にあった。そのため、収入の多少にかかわらず学生活動を安定、継続して実施できるように活動資金をあらかじめ積み立てることを目的とする。		8年間 ネンカン		委託費等の活動の原資が獲得できなかった場合に取り崩し、学生の地域活動にあてる。		活動支援のためのマネジメント及びディレクション費用として300，000円、学生のより自主的な地域社会活動を推進するための補助金として、年間20，000円×10件で200,000円とし、これを継続的費用として算定する。

		A007957		公益財団法人統計情報研究開発センター				特定公益事業推進積立資金		特定公益推進事業		　
当財団の公益目的事業の多くは対価を得ることのない事業であり、公益目的事業費は基本財産運用益である株式の配当で賄っています。配当は毎年一定額が保障されるものではなく将来は今よりも厳しくなることも予想されるため、公益事業の縮小もせざるを得ない事態も考えられます。平成26年度、これまで例のなかった中間配当による一時的な増収を得たため、平成27年度以降に実施される特定公益事業のための特定費用準備資金として積み立て、公益事業を安定的に推進し、中長期的に収支相償の基準を満たすこととします。

　なお、控除対象財産における特定費用準備資金並びに公益目的事業比率における当期積立額及び取り崩し額の計算において、取り崩し額が年度毎にばらつきがあるのは、実施される統計調査が年度ごとに差があり費用も変動することによります。ちなみに、平成31年度は翌年の国勢調査実施に対する費用であり、統計調査員等の数が他の年度に比べ圧倒的に多くなることによります。

　平成28年度において中間配当による一時的な増収を得たため、公益事業のさらなる安定化を図るため、特定公益事業のための特定費用準備資金を増資するとともに計画年度の変更を行い、中長期的に収支相償の基準を満たすこととします。

　		10年間 ネンカン		平成27年度から		(当初計画分）

統計グラフ全国コンクールに関する事業 　　1,300万円

大内賞に関する事業　　　　　 　　　　　　　　  　650万円

全国統計大会に関する事業 　　　　　　　　　　 450万円

統計講座事業 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 200万円

統計調査総合補償事業　　　　　　　　　　　　 3,000万円　　　合計　5,600万円

(増資計画分)

統計グラフ全国コンクールに関する事業 　　 1,100万円

大内賞に関する事業　　　　 　　　　　　　　　　   500万円

全国統計大会に関する事業　　　　　　　　　　   350万円

統計講座事業　　　　 　　　　　　　　　　　　　　   150万円　

統計調査総合補償事業　　　　　　　　　　　　  2,000万円　　　合計　4,100万円

		A008355		公益財団法人日本薬剤師研修センター				事務所移転等費用積立預金		事務所の移転等の費用の準備		　現在入居している三会堂ビルは、老朽化及び市街地再開発事業の参画のために建替えが予定されている。平成２７年４月には、翌年夏頃に引っ越するよう、いったん通知されたが、東京オリンピックの開催決定に伴う建設資材等の高騰から、延期された。

　このような経緯からすれば、東京オリンピックが開催される令和３年ころには建替え計画が示されることが予想される。現在の場所は事業遂行に至適であり、建替え後の建物に入居することが望ましいため、移転経費及び相当程度の増額が見込まれる家賃の一部を積み立てることにより、円滑な移転及び建替え後の再入居を期すこととしたい。		8年間 ネンカン		令和３年度		移転のための経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　204,073千円

移転中の経費(2年間）＋移転後家賃増額分(5年間）　182,000千円

合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 386,073千円

		A009320		公益財団法人豊川水源基金				新城市（鳳来地域）水源地域対策基金事業費積立資産		新城市（鳳来地域）水源地域対策基金事業		新城市（鳳来地域）水源地域対策基金事業業務方法書第４条に規定する事業		6年間 ネンカン		平成３１年度から令和６年度		５カ年間事業費合計　89,200,000円
　〃　　　果実合計　　39,200,000円
　　　　　不足額　　　　50,000,000円
（１号財産の一部を　理事会・評議員会の議決を得て振替を行った。）

		A009366		公益財団法人水道技術研究センター				移転補償金積立資産		事務所家賃の補填		虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業に係る移転補償金から移転に伴う支出を控除した金額を令和元年から１０年間の事務所家賃の補填とする。		11年間 ネンカン		平成３１年度から令和１０年度まで		①移転補償金　47,706,471円
②移転に関する費用（引っ越し費用、消耗什器備品費、仲介手数料等）　12,970,073円
③工事・什器（固定資産）購入　10,209,533円
（①-②-③）×70％（公益目的保有財産割合）＝17,168,806円

		A010441		公益財団法人循環器病研究振興財団				特定資産－助成事業引当資産		研究助成事業－指定研究助成		循環器病に関する研究に助成する。		10年間 ネンカン		平成30年度から令和8年度		選考委員会で承認した研究助成について、その財源を寄付に頼っているが、その収入が安定しない。平成29年度においてすでに承認された研究助成を確実に実施するため平成30年度以降に見込まれる助成引当金総額：115,015,455円のうち、100,020,000円を積立てた。なお、当初から3年が経過したため見直しを行い、令和3年度以降に見込まれる助成引当金総額77,782,855円となるよう差額を積み立てた。

		A012826		公益財団法人電気通信普及財団				助成事業維持拡充資金		次期助成事業維持・拡充計画		研究助成事業の更なる充実、低金利運用環境による運用収入減に対応した助成等の規模の維持、周年事業準備のために活用する。		8年間 ネンカン		平成２８年度から令和５年度		助成事業維持・拡充計画に基づく事業見込みによる額とする。

		A013853		公益社団法人日本重症心身障害福祉協会				学術集会等準備資金		重症心身障害療育学会学術集会、全国施設協議会、施設職員研修会の実施費用		収入額が減少する重症心身障害療育学会学術集会、全国施設協議会、施設職員研修会を実施する費用の財源として積立を行う		4年間 ネンカン		令和3年4月～令和6年3月まで		学術集会、施設協議会、研修会の参加料の減額が令和5年度まで決定したことにより、その減額分の補填として積立を行う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学術集会収入減額　1,400,000円×3年度分＝4,200,000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設職員研修会収入減額　2,700,000円×３年度分＝8,100,000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全国施設協議会収入減額　2年度分　3,200,000円の合計15,500,000円を積み立てる

		A014063		公益財団法人藤原ナチュラルヒストリー振興財団				事業費安定化資金定期預金		研究助成及び高等学校助成事業		ナチュラルヒストリーに関する研究を行っている研究者または研究グループへの助成並びに初等中等教育機関のなかで高等学校を対象にナチュラルヒストリーに関する授業またはクラブ活動に必要な備品等の助成を行うことにより、学術及び科学技術の振興を目的とする。		10年間 ネンカン		平成28年度～令和6年度		令和3年度以降もより一層収益減少が予想されることから、助成事業安定のために、3年度1500万円を取崩すほか、令和6年度までの取崩す予算額

		A014063		公益財団法人藤原ナチュラルヒストリー振興財団				事業費安定化資金有価証券		研究助成及び高等学校助成事業		ナチュラルヒストリーに関する研究を行っている研究者または研究グループへの助成並びに初等中等教育機関のなかで高等学校を対象にナチュラルヒストリーに関する授業またはクラブ活動に必要な備品等の助成を行うことにより、学術及び科学技術の振興を目的とする。		4年間 ネンカン		令和4年度		令和3年度以降もより一層収益減少が予想されるなか、助成事業安定のため令和4年度に取崩す予定額

		A014063		公益財団法人藤原ナチュラルヒストリー振興財団				特定費用準備資金定期預金（令和3年度地方ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ分）		東京都以外でのシンポジウム開催		ナチュラルヒストリーに関する公開シンポジウムを開催することによってナチュラルヒストリーに関する学術研究と教育への助成並びに普及に寄与しようとするものである。		8年間 ネンカン		平成28年度・平成30年度・令和3年度		令和3年度以降も一層収益減少が予想されることから、定期的に東京都以外でのｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ開催を確実に継続実施するための予算額

		A015405		公益財団法人マブチ国際育英財団				基本財産準備資金		奨学金給付		財団設立時に設立者からマブチモーター株式150万株（＠6,430円）9,645百万円の寄付を受けたが、その後の株価の下落に伴い2013年3月31日現在で金額は7,635百万円（＠5,090円）となり損失が生じ、財団運営基盤の安定化を図る必要性を認識するに至った。一方、財団予算は前年度3月に決定するが、当年度の最終配当は当年度3月に確定するため、予算以上の収入があることが生じ得る。そこで、理事会で承認された予算額を上回る額の配当金があった場合に、超過額を指定正味財産に留め置き、基本財産の安定化を図る。		10年間 ネンカン		令和3年度以降		株価変動のバッファを確保しておく目的のため、過去3年以内安値は2,931円で寄付時点の46％であることから、寄付時点の5割増し水準を当面の積立基準とし、積立額は予算以上の配当収入をそのまま指定正味財産に留め置き、基本財産準備資金として区分して管理する。

		A015405		公益財団法人マブチ国際育英財団				奨学金給付準備資金		奨学金給付		当財団は、大学在籍期間の４年間を実質的に奨学期間として運営している。一方、当財団の主要収入源が株式配当に頼っていることから、仮に減配となった場合、新たな奨学生を認定できないばかりでなく、既存の奨学生に対して給付停止という事態が生じかねない。そこで、当財団の主要財源である株式の配当金が減少し、奨学金給付の財源が不足することによる奨学金給付停止を防ぐため積立てる。		8年間 ネンカン		未定		予算上見込んでいる配当収入がゼロになった場合を想定し、翌年度始に在籍予定の奨学生の残余期間に見合う奨学金合計額を積立限度とする。この金額は毎年度洗い上げて再設定する。２０１９年４月は秋入学予定者を含めて一旦１０１名を想定し、２８９，２００，０００円を積立限度額としている。

		A016710		公益財団法人　日本太鼓財団				太鼓ファンド		海外交流事業費補填		日本財団からの助成金が海外交流事業費の満額に満たないことが予想されるため、将来にわたって海外交流事業費の補填を実施する。		11年間 ネンカン		平成24年度～令和4年度		国際機関や在外公館などの公的機関の推薦があることなどを勘案した海外交流事業の実施計画に基づいて、予算案を作成し、主な支援先である日本財団に申請願うも、一部の支援又は計画予算額を全て助成されることは困難な場合があることが想定されるため、特定準備資金から補填する。この限度額については過去の実施額から策定。積立限度額は理事会評議員会で承認された５千万円で算出
派遣数：演奏者及び随行者10度
人件費(派遣謝金)500，000円
旅費(航空賃･滞在費・太鼓輸送・現地交通費等含む）42,000,000円
物件費　3,000,000円　　事務費(通信・国内楽器運搬)2,000,000円
会議費　500,000円　　雑費(渡航手数料・保険・記録費等)　2,000,000円

		A016826		公益財団法人南葵育英会				奨学援助引当費用準備資金		奨学援助活動		学業優秀でありながら修学困難な者や学術研究に従事する者に対し奨学援助等を行うことにより国家社会に有用な人材を育成する。		10年間 ネンカン		令和７年度より6年間		奨学金は大学の学生及び高等専門学校の生徒には最短修業年限の終期まで月額3万円、又大学院の学生には最短修業年限の終期まで月額5万円を給付している。
収益事業の収益が得られない場合でも、開始した給付を継続すべきであり、以下の準備資金が必要である。
その後支給開始を中止したとしても最短6年続くことを考慮すると6千万円の積立が必要である。

		A018284		公益財団法人朝鮮奨学会				建替時奨学事業等積立資産		本館ビル建替え期間中の奨学事業等		本館ビル建替え時の3年間は収入が見込めないことから、現在行っている規模の奨学事業等を実施するものとして、3年間分の16億円を準備する。		21年間 ネンカン		令和16年度～令和18年度		平成26年度事業計画書における年間奨学事業等の予算5億3500万円の3年間分

		A018497		公益財団法人丸和育志会				奨学金事業積立資産		奨学金事業		今後の寄付金減少を見込み、奨学金事業の原資とすべく積立を行う。		4年間 ネンカン		平成31年3月		奨学金の年間支給額を基に算定している。

		A018497		公益財団法人丸和育志会				ソーシャルビジネス支援事業基盤強化基金		ソーシャルビジネス支援及び人材育成事業		公2事業として行っているソーシャルビジネス支援及び人材育成事業において、今後の収支の変動に備え安定した報奨金の支給を継続できるよう積み立てを行う。		6年間 ネンカン		令和3年度～令和7年度		過去の奨学金支給実績に基づき、その一部として年間100万円を5年分積み立てることとする。

		A020655		公益財団法人天野工業技術研究所				奨学費準備預金2		工業高校生、高専生、大学院博士課程生を支援する奨学金制度		現行の経済環境に恵まれない優秀な学生を対象とする奨学金制度で、弊所の収入が減少した際に備える。		5年間 ネンカン		収入減が起きた事業年度から取り崩しを行う。		現給付水準を維持するため、年間総給付額（≒150百万円/2）×5年間

		A021243		公益財団法人目黒寄生虫館				公益目的事業実施積立資産		公益財団法人目黒寄生虫館 公益目的事業		平成25年に組み入れた資金を、令和3・4年度の公益目的事業を行う経常支出として毎年1000万円ずつ振り替えることを目的とする。人件費や水道光熱費の他、研究等事業では調査旅費や学会費・図書購入費等に充て、普及啓発事業では特別展示の開催に係る費用や展示室の保全など、この法人の公益目的事業全体にわたって支出する。「公1（研究等）事業：500万円」「公2（普及啓発）事業：500万円」とする。当法人の公益目的事業は主として基本財産の運用益で成立してきた。これらは平成12年以降に当時の円高基調の中、年間3000万円の収益を見込んで作成された。一時期な極端な円高で運用益が得られなかったが、今ではようやく落ち着いた運営が可能になっている。しかし、事業の拡大について支出額は増える一方で、基本財産運用収入が得られなくなれば極端な収入の落ち込みも考えられる。今後も引き続き充実した事業を長期にわたって遂行するためには、一定の予算をあらかじめ計上しておき盤石な体制を整えておかなければならない。安定した法人運営が継続できるよう、一時的な積立資金を設けるものである。なお、当該資金は平成31年度から取り崩し予定だったが、平成30年度に大幅な競争資金を得られたことにより取り崩しに至らなかったことで、理事会決議により冒頭の時期へと繰り越されたものである。		10年間 ネンカン		通年		野村証券株式会社を通じて運用する「欧州投資銀行」債券が主体となる。それ以前に運用してきた額面2000万円の債券の償還差損に伴い、新たに差額として補填した普通預金の3,553,619円の合計額をもって積立限度額とし、収益の減少時においても継続して事業が行えるよう積み立てる。経常費用の3分の1を当該資金から振り替えるという全体で全体の費用から按分すると、人件費5,800,000円、旅費交通費200,000円、水道光熱費400,000円、リース料350,000円、委託費250,000円、その他諸費用3,000,000円で計1000万円（公1事業・公2事業計）と見積もられる。上記支出を2か年にわたって行う。10,000,000円×2年＝20,000,000円となる。

		A021726		公益社団法人　
企業情報化協会				リスク対策準備資金		リスク対策準備資金		将来において見込まれている公益目的事業の収入の変動に備えるために積み立てる。		5年間 ネンカン		令和6年度		令和3年3月31日に終了する事業年度における公益目的事業の経常収益額が当該事業年度の前事業年度から変動した額の2年分を必要額として、令和3年5月18日に理事会にて承認された見積額





（参考）POSSに基づく特費に関するQ&A

		Q&A一覧 イチラン

		受付番号 ウケツケ バンゴウ		表題 ヒョウダイ		行政庁 ギョウセイチョウ		質問者 シツモンシャ		質問日 シツモン ビ		回答日 カイトウビ		状況 ジョウキョウ		質問 シツモン		回答 カイトウ		積立可非 ツミタ カ ヒ

		4176		公益法人の特定費用準備資金等について		熊本県		浦田　浩司		42018		42028		対応		②「他の団体の助成」を公益目的事業としている法人が、「助成先が取得する資産の購入」を目的に「資産取得資金」を積み立てることは可能でしょうか。 これが認められない場合、「資産取得資金」ではなく、「特定費用準備資金」として積み立てることは可能でしょうか。		②「資産取得資金」を積み立てるのは、法人が取得する資産に限定されるため、助成先が取得する資産の購入は含まれません。特定費用準備資金についてはその要件を充足すれば可能と思われます。		〇

																③②と同様に、「助成先が主催するイベントの開催等」を目的に、特定費用準備資金を積み立てることは可能でしょうか。		③②と同様に特定費用準備資金の要件を充足すれば可能と思われます。		〇

																④国債、外国債等の有価証券の運用益を財源として事業を実施している公益法人は、相場の変動により運用益が減少すると、事業を縮小しなければならなくなるおそれがあります。将来の相場の変動に対応するために、「特定費用準備資金」を積み立てることは可能でしょうか。		④特定費用準備資金の要件を充足すれば可能と思われますが、通常、相場の変動については、予測が困難なため要件を充足することは難しいと思われます。特定費用準備資金の要件を充足しない場合であっても、将来の支出に備えるために特定資産と計上することは可能です。		〇



		4253		内部取引消去、償却減価・評価益及び特定費用準備資金の取崩等について		群馬県		天田　聡		42187		42193		対応		特定費用準備資金を取り崩した場合、その取崩額は、収支相償の計算、公益目的事業比率の算定、遊休財産額保有制限の判定において、（みかけの収益のように振る舞う等して）経常費用を圧縮するよう作用しますが、取崩額を経常外費用として費用化してしまうと、認定基準の判断上、法人側にとって著しく不利な状況になります。これは、制度上やむを得ないものなのでしょうか。（そもそもの特定費用準備資金の設定時に、使途を「経常費用として費用化されるもの」に限定すべきだったのでしょうか。）または、特定費用準備資金を取崩し費用化したものについては、たとえ臨時的な費用であっても、経常費用として整理すべきなのでしょうか。		特定費用準備資金は法制度上の費用であり、これを設定する場合には、原則として将来の費用を具体的に積み上げ計算し、これを勘定科目で擬制することになります。この勘定科目は事業費、管理費に属するものであるため、経常外費用の内容（臨時・巨額）及び勘定科目については最初から想定されていません。従って、実際に発生した費用が経常外費用に計上されることもありません。		×

																　退職給付債務を簡便法で算定し、期末自己都合要支給額を退職給付債務としている法人が、各年度末における定年退職に係る要支給額を算定し、簡便法による額との差額を将来の定年退職に伴う退職金支給のために、毎年度積み立てることを予定しており、この積立金を特定費用準備資金とする意向を持っている。この積立金については、「将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用」に当たるかなど、特定費用準備資金の要件の該当性に疑義があると考えます。ついては、このような退職金支給のための積立金が特定費用準備資金に該当するか御教示ください。		退職給付債務として、期末自己都合要支給額としている場合には合理的な会計処理と判断されます。各年度末における定年退職に係る要支給額との差額は、期末時点での差額であって、将来支出が確実なものではなく特定費用準備資金の要件を充足していませんので、これは計上できません。最も、将来の退職の支出のために特定資産して固定資産に計上することはできます。		×

		4364		特定費用準備資金について		埼玉県		文書課　公益法人担当職３		42480		42481		対応		　公益社団法人が、現在の事務所の耐震性に問題があり移転を予定しています。
　移転費用が高額のため、年６０万を５年間積み立てるのですが、この積み立ては特定費用準備資金にあたるでしょうか。
　この積立金額は遊休財産の保有上限額の規制にはかかりません。
　また、特定費用準備資金については、資金ごとに取扱規程を定める必要はあるでしょうか。		事務所移転に係る事務所移転費用は通常発生する経常費用と違って、臨時的に発生するものなので、経常外費用に計上されます。従いまして、将来の経常費用の支出のための特定費用準備資金にはあたりません。
　なお、特定費用準備資金については、それぞれの具体的資金ごとに取扱規定を定める必要があります。		×

		4499		将来給付する奨学金資金を特定費用準備資金として積み立てることについて		宮城県		高田　琴美		42690		42692		対応		奨学金を給付する法人が，その年度に採用した奨学生の将来の給付が確定している奨学金資金を特定費用準備資金として積立て，支給に当たって取り崩すことを検討しています。
　当該積立金は，事業の実施に併せて繰り返し積立て，取り崩しを行うものとなりますが，区分経理や規程の整備等の手続的な要件は満たしている場合，このような積立金は，特定費用準備資金に該当するものでしょうか。		ご質問の奨学金が、貸与方式ではなく、給付（渡し切り）方式である場合、当該奨学金支給額は事業費に該当します。FAQ問Ⅴ-4-②にもあるように、収益事業等の利益の50％を公益目的事業財産に繰入れる場合には、目的に沿った積立ては必要ですが、積立期間内に計画的に積み立てる計算までは必要ありません。
　したがって、それが認定規則18条3項の要件を満たせば、特定費用準備資金に該当します。

		4542		定年退職加算金を特定費用準備資金として準備することについて		東京都		中尾　邦彦		42752		42754		対応		　一部の法人（特に、外郭団体）には、通常の退職金とは別に、定年退職の場合にのみ加算がある退職金制度を持つ法人があります。
　退職給付の対象となる職員の数が３００名未満の法人等は、退職給付会計の適用に当たり、退職一時金に係る期末要支給額により算定することができます（簡便法）。原則法では退職給付債務として認識できる定年退職加算部分について、簡便法では退職給付債務として認識できないにも拘らず、定年時には多額の支出をすることになります。
　このような退職金制度を持つ法人には、収支相償をクリアできていない法人も存在しますので、任意の特定資産としてではなく特定費用準備資金として事前積立ができれば、費用・資金の平準化に加えて剰余金の解消策としても有効です。
　そこで、定年で退職を迎えるかどうかは不確定な面はありますが、定年前３～５年程度に限れば、「活動の内容及び時期が費用として擬制できる程度に具体的であること」というガイドラインの要件は満たすものとして、特定費用準備資金として認めてよいのではないかと考えます。
　内閣府のご見解や、類似の事例等についてご教示願いたくよろしくお願い申し上げます。		特定費用準備資金は将来の特定の活動の実施のために特別に支出する事業費又は管理費に充てるための資金であり、その要件が明確に定められています。定年退職加算金について、法人の規定及び過去の実績並びに将来の見通し等を勘案し、当該要件を満たすものと整理可能であれば、特定費用準備資金とすることも妥当であると考えます。なお、現状では内閣府で類似の事例等は認識しておりません。		〇

		4565		第二段階における特定費用準備資金について		愛知県		法務文書　文書・公益法人		42775		42776		対応		法人から複数の公益目的事業番号に係る別表C(５）が１枚で提出された。内容は複数の公益目的事業番号に属する公益目的事業をいくつか取り出し、周年事業として一つにまとめたものであるが、別表C（５）は公益目的事業番号毎に提出しなくても良いのか。本県は、仮に複数の公益目的事業番号に係る別表C(５）が１枚で提出されていても、積立限度額の算定方法の欄に、公益目的事業番号毎の積算が示されてあれば良いものと考える。		特定費用準備資金については、積立てと取崩し並びに残高を管理する必要があり周年事業といえども取崩しに関しては公益目的事業ごとに年度が異なる可能性も考えられます。その場合、複数の公益目的事業を1本化していると個別の残高管理を他で行う必要があり、結局はそれぞれ別表Ｃ（５）を作成するのと等しくなることが考えられます。
　したがって、それぞれの事業ごとで別表Ｃ（５）を作成していただくことが望ましいと考えます。ただし、行政庁として公益目的事業ごとに管理可能と考えられる状況（法人の能力に個体差等があるので）であれば、周年事業としてまとめた別表Ｃ（５）を完全に否定するものではありません。		△

																FAQ（問V－３－④）によれば、特定費用準備資金は、将来の特定の事業に支出するために積み立てる資金で、新規事業、既存事業の拡大、数年周期で開催するイベントや記念事業等の費用が対象になるとあります。
一方で定期提出書類の手引き（公益法人編、事業計画、事業報告等を提出する場合編）の２９Pⓖ欄の記載には、「第一段階（中略）に係る特定費用準備資金と、これら以外に第二段階で設定した特定費用準備資金（中略）」とある。
ここでいう、「これら以外の特定費用準備資金」とは、何をさすのか。公益目的事業に係る特定費用準備資金は、法人が行う公益目的事業に直接的な位置づけがあるので、「これら以外の特定費用準備資金」とは、直接的な位置づけのない「逆特定費用準備資金」という理解で良いか。
さらに言えば、逆特定費用準備資金以外は、第二段階のみで設定される特定費用準備資金はないという理解で良いか。		　第二段階での特定費用準備資金は、法人全体の観点から位置づけられるものです。確かに、複数の公益目的事業であっても事業費は適正に配賦できるという考え方もあろうかと思います。しかしながら、例えば公益目的事業に対する寄付金を募るために法人の活動を広く周知し、認知度を高める施策等に対する特定費用準備資金を考えた場合、法人全体で認識した方が望ましいという考え方も強ち否定できないものと思われます。よって、このような特定費用準備資金は第二段階で認識できる場合があると考えます。従って、「これら以外の特定費用準備資金」とは、直接的な位置づけのない「逆特定費用準備資金」に特定しいる訳ではありません。		〇

		4597		剰余金解消策としての資産取得資金及び特定費用準備資金の積立について		熊本県		県政情報文書課　１		42802		42803		対応		剰余金が発生した場合に、退職給付引当金を超える額を、将来の退職給付債務の増加に備えて、資産取得資金又は特定費用準備資金（退職給付積立資産）として積立てることは、剰余金の解消策として認められるか。		貴県のご認識のとおり、剰余金の解消策としては認められません。退職給付引当金の対象となる事業費又は管理費は、認定規則18条1項より特定費用準備資金の対象外となります。また、将来の退職金支給に充てるための資金について引当金を超えて積み立てる資金は、会計上特定資産に整理されますが、あくまでも任意に積み立てる資金であるため、収支相償上の剰余金解消策とはなりません。		×

		4704		指定正味財産かつ特定費用準備資金の収支相償上の取扱い		茨城県		小圷　研史		42971		42972		対応		H１年度　指定正味財産として受け入れた寄附額をその指定用途の特定費用準備資金として積み立てた。A(1)表には，特定費用準備資金としてみなし費用（10欄）に計上され，指定正味財産の収入に計上されたが，当期の一般正味財産への振替はなかった。（その後H２~４年度同様の積立があり，積み立て限度額まで積立を行った。）
H５年度　当該資金を一般正味財産へ振り替えて使用し，振替額同額を特定費用準備資金の取崩し額とした。A（１）表には，一般正味財産の振替額を経常収入（7欄収入の一部）として，特定費用準備資金の取崩し額がみなし収入（10欄）となり二重計上されてしまう。
このように，積み立て時には，指定正味財産のため，経常収入には計上されず，また，特定費用準備資金のみなし費用となり，収支相償上有利に働くが，取崩し時には逆に不利に働く。
会計処理としてはこれで間違いはないか。また，会計処理として問題がない場合，H５年度の剰余金に対し特別の配慮はできるか。
		Ｈ１年度から4年度まで指定正味で受け入れた寄附金をＨ5年度に指定された○○事業で使用する場合、寄附金を受け入れた年度では、正味財産増減計算書内訳表の指定正味財産増減の部において、受取寄附金として計上するのみで収支相償の対象とはなりません。各年度の寄附金自体は、貸借対照表の特定資産に整理される○○事業資金に区分管理され、遊休財産規制の控除対象財産（別表C(2)）の観点からは6号財産としてＨ5年度期首まで引き継がれます。
当該寄附金を○○事業で使用するＨ5年度では、Ｈ1年度から4年度までの受取寄附金の累計額を正味財産増減計算書内訳表で（指定正味財産増減の部から）一般正味財産へ振替え、一般正味財産増減の部において、受取寄附金振替額として収益計上します。対応する事業費が計上されるため、この対応に関しては収支が均衡します。別表C(2)では、当該6号財産の期末残高が0となります。
すなわち、Ｈ１年度から4年度の各年度にわたり、特定費用準備資金の積立て・取崩しは不要であり、ご質問の会計処理は誤りです。
なお、Ｈ１年度から4年度の各年度で、当該特定費用準備資金の積立額を考慮しなければ収支相償が満たされなかったのであれば、各年度とも収支相償を満たしていない状態であったこととなります。別途、ご確認ください。		×

		4797		特定費用準備資金について		宮城県		西澤　誉浩		43110		43112		対応		特定費用準備資金については，認定規則§18Ⅰにおいて，「将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用（中略）に係る支出に充てるために保有する資金」と規定されております。「将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用」という規定について質問致します。

　セキュリティ対策のために数年おきに業者に委託して行う法人のホームページの更新等，将来の特定の期間のみに発生するが，特定の事業実施に関連して発生する訳ではない費用のために積み立てた資金についても，「将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用」に係る資金に該当し，認定規則§18Ⅲの５要件を充たす限りにおいて，特定費用準備資金に位置付けることが可能ではないかと当県では考えておりますが，このような理解で間違いないでしょうか。 		 法人のホームページの更新等の作業は、一般的に公益目的事業や管理活動等に必要な活動であると整理できるものと考えます。このような整理が可能であれば、当該将来の活動のための費用支出に充てるための資金を特定費用準備資金とすることは可能です。
よって、貴県のご認識で問題ないものと考えます。
なお、当該更新等作業の全体のうち、公益目的事業相当分が収支相償の対象となります。管理活動等に対応する分は、遊休財産規制の控除対象財産にはなりますが、収支相償の対象とはなりません。 		〇

		4808		特定費用準備資金について		山梨県		永田　英惠		43123		43125		対応		　国債の利息収入を財源に奨学金事業を行っている公益財団法人で、近年の金利低下を受けて将来の国債の満期買換え後の利率低下に備えて支出を抑制した結果剰余金が出ている法人があります。
　今後少なくとも５年間にわたり剰余金が発生する見込みで、この剰余金を特費に積立て、現在利率が２％と１．９％の２本の国債の買換え後の利率を過去５年間の平均をもとに１％と仮定し、利率低下による財源不足分を特費から取り崩して使用していくことを検討しています（詳細別添）。
　ＦＡＱ問Ⅴ－3－④により、将来の収支変動に備えて自主的に積み立てる基金は、過去の実績や事業環境の見通しを踏まえて活動見込みや限度額の見積もりが可能など要件を満たす限りで特費を用いることができるとされていますが、このケースの場合、要件を満たすと言えるかどうか御見解を伺いたく、よろしくお願いいたします。
　当方としては、将来の金利は予測不可能のところ、買換え後の金利を１％と仮定している点が認められるか判断に悩んでおります。活動見込みの見積もりは奨学金事業のため固い見込みとなっています。仮に特費として認める場合は、満期買換え後の利率次第で計画を見直すよう条件を付けることになると思います。 		 ご質問の趣旨をまとめると、「将来一定水準の収入減が見込まれるが、事業水準自体は現状レベルを維持したいことから、今後5年間で想定される剰余金を将来の収入減に充てる財源として特定費用準備資金として積立てたい」と理解しました。
特定費用準備資金として積み立てるためには、その要件のなかに資金の目的、事業実施期間、積立限度額の定めも求められます。積立時点でこれら要件が合理的に説明できるのであれば、特定費用準備資金と認められるものと考えます。
（添付された資料を見る限り、合理的に説明は可能と思われます。）
なお、特定費用準備資金として整理すれば、平成34年6月が近づくにつれ、将来の収入減少額、ひいては積立限度額がより明確になるため、限度額超過分を取り崩すか、事業計画を見直すことは当然のこととなります。改めて条件を付すようなことではありません。 		〇

		4833		特定費用準備資金		広島県		本　博之		43153		43154		対応		（相談内容）
 車両更新に伴い減価償却費が増加する見込みであるため，公益目的事業で生じた剰余金を特定費用準備資金として積み立て，将来の減価償却費に充当したい。

（本県担当者の見解）
 特定費用準備資金は，認定法施行規則第18条で「将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用」とされています。
 車両の更新は，「特定の活動の実施」とはいえず，また，同条では，「特別に支出する費用」について「引当金の対象となるものを除く」とされており，現金の支出を伴わない減価償却費も同様に取り扱うべきものと考えられます。
よって，将来の減価償却費に充当することを目的とした特定費用準備資金は，認められないと考えますが，このような理解で問題ないでしょうか。		貴県のご認識のとおり、将来の減価償却費は特定費用準備資金の対象とはなりません。
なお、将来、車両を更新すべく資金を確保するために、資産取得資金を設定して積立てることで収支相償（1号財産相当額）及び遊休財産規制の対応策とすることは可能です。		×

		4849		特定費用準備資金の取り扱いについて		埼玉県		文書課　公益法人担当職３		43166		43168		対応		新規事業を開始するために新たに職員（正規職員）を雇用する場合には、その人件費は特定費用準備資金の積立に含めてもよいのでしょうか。
一般的な将来の人件費のためであれば特定費用準備資金の対象外だと思いますが、その事業に対する人件費が見積もり可能であれば積立可能ではないかと考えますがいかがでしょうか。		　事業費として人件費も含めて積立限度額を算定することは可能と考えます。		〇

		4950		特定費用準備資金の積立について		神奈川県		梅田　英介		43308		43312		対応		特定費用準備資金の積立要件について、「将来の収入の減少が確実に見込まれる場合」の他に、弾力化により「将来的に収入の安定性が損なわれるおそれがあり、専ら法人の責に帰することができない場合」が加わった。
　収益事業からの繰入額を主な財源として公益目的事業を実施してきたが、収益事業を廃止したことにより繰入がなくなり、公益目的事業の実施が危ぶまれると見込まれる法人がある。この場合、当該公益目的事業について特定費用準備資金を積立てることはできるのか。
　なお収益事業が廃止された理由は、ある建物の中で食堂等を運営していたが、建物の移転に伴い、新しい建物ではPFI形式を採用して食堂等の運営業者を決定することとなったため、当該法人については契約満了となったものである。 		ご認識のとおり、会計研究会29年度報告で特定費用準備資金に関して「法人の責に帰することができない場合」が加わりました。しかしながら、本問は従来の特定費用準備資金で整理可能です。
本問の前提として、当該年度に相当の剰余が発生しているものとします。この場合、収益事業を廃止し、今後、収益事業からの利益繰入がなくなることから、当該剰余を公益目的事業費の財源に充てるため、特定費用準備資金を積立てることは可能と考えます。		〇

		4987		特定費用準備資金について		茨城県		村上　よしみ		43356		43384		対応		省略 ショウリャク		回答 FAQV-4-⑪の（注）には、「認定後に寄附者から取得した財産は、上記のとおり5号財産又は6号財産に整理され、直接1号財産に整理されることはありません。・・・」とあります。（5号財産・6号財産は具体的な使途指定があることが前提）
上記考え方と同様に、貴県が述べているように、特定費用準備資金（4号財産）に整理するには、本件1号財産について指定正味財産から一般正味財産への振替えが行われることから、指定正味財産である特定費用準備資金（4号財産）はないと考えます。 
		×

		5036		公益目的保有財産・特定費用準備資金について		香川県		小松　由里乃		43438		43446		対応		（概要）
　公益法人Ａは企業Ｂからの寄附金を主な財源として、奨学金給付事業を行っている。
　法人Ａから奨学生として採用された場合、成績不良など特段の問題がなければ、卒業まで奨学金が給付される。
　年度ごとの寄附金の額については、企業Ｂの業績により、増減が予想される。
　法人Ａは、企業Ｂの業績の悪化に備え、採用した奨学生に対し、将来の給付が確定している奨学金分の資金を確保したいと考えている。
　現在、法人Ａは当該目的の資金を流動資産として保有しているため、遊休財産の保有の制限を満たしていない状態にある。
（質問事項）
③　上記のような奨学金給付事業を行っている法人の場合、年度ごとに奨学生採用者の将来の給付が確定している奨学金分の資金を特定費用準備資金として積み立て、支給にあたって取り崩すといった運用は認められるか。また、そのような運用が認められるか否かについては、当該法人の年度ごとの奨学生採用者の人数が定まっているか否かで異なるか。		
質問③について
年度ごとに奨学生採用者の将来の給付が確定している奨学金分の資金を特定費用準備資金として積立て、支給にあたって取崩すといった運用は、認定規則18条3項の要件を満たせば、年度ごとの奨学生採用者の人数が定まっているかに関わらず認められると考えます。 		〇

		5233		特定費用準備資金		北海道		菊池　浩幸		令和元年07月10日		令和元年07月18日		対応		 市から５ヶ年間（Ｈ３０～Ｒ４年）の指定管理業務を受託し、公益目的事業を実施している公益財団法人から人件費の定期昇給を行っており、指定管理期間の後半になると人件費の費用が年々増加する。
　また、市からの配当が人件費の昇給分を加味しておらず、平均的なものとなっているため、予算が厳しくなることから、余裕がある前半に特定費用準備資金を積み立て対応したい旨の相談がありました。
当該事業は既存事業を拡充するものではありませんが、この場合、特定費用準備資金として積み立てることは可能でしょうか。
※　ＦＡＱ　問Ⅴ－３－④　答１
将来の特定事業費、管理費に特別に支出するための積み立て資金で、新規事業の開始、既存事業の拡大、数年周期で開催するイベントや記念事業等の費用が対象となります。  		 5年間の指定管理期間で、定期昇給に対応して収入が足りなくなる分が過去の状況等から合理的に予想可能である場合には、特定費用準備資金に積み立てることは可能と考えます。 		〇

		5320		特定費用準備資金の積み立て要件について		鹿児島県		学法 上靏智子		令和元年11月19日		令和元年12月12日		対応		　特定費用準備資金の積み立て要件について，「将来の収入の減少が確実に見込まれる場合（通常型）」の他に，弾力化により「将来的に収入の安定性が損なわれるおそれがあり，専ら法人の責に帰することができない場合（特例型）」が加わった。
　さとうきび関係の受託作業収入等を主な収益として公益目的事業を行っているところ，毎年の台風被害により収益が減少しており，今後の台風襲来によっても公益目的事業の実施に影響が出ると見込まれる法人がある。この場合，公益目的事業について特定費用準備資金を積み立てることはできるのか。
［本県の考え］
　FAQ５－３－⑤によると，地震，災害等災害時に備えて積み立てる資金は目的と金額の合理的な見積もりが難しいことから，特定費用準備資金としての要件を充たすことは難しいとの記載があるが，本ケースについては資金の合理的な見積もりについて，過去数年間の台風による減収額の平均値等から算出可能と考えられることから，特定費用準備資金として積み立てられるものと考える。ただし，通常型として積み立てるための「収入減の確実性」があるとまでは言い難いことから，蓋然性の高さに係る見込み額を元に，特例型として特定費用準備資金として積み立てることが可能と考える。つまり，台風等の気象災害等による事業収入の減については，「平成29年度公益法人会計に関する諸課題の検討結果」５ページの「※１　該当する場合の条件」をクリアすれば
特例型として特定費用準備資金として積み立てることが可能と考える。 		 本ケースは、貴見の通り特定費用準備資金として積み立てることは可能であると考えます。
なお、特例型でなくても過去の実績等を踏まえて算出する通常型（将来において見込まれている収支の変動に備えて法人が自主的に積立てる資金）により積み立てることは可能と考えます。（FAQ問Ⅴ-3-⑦参照） 		〇

		5325		指定正味財産を財源とする特定費用準備資金の取り崩しに係る収支相償の計算について		神奈川県		浮津 翔		令和元年11月25日		令和元年12月12日		対応		 　指定正味財産を財源とする特定費用準備資金の取り崩しについて、二重の収益加算（①指定正味財産から一般正味財産への振替額＋②特定費用準備資金の取崩額）が生じてしまう場合、別表Ａ（１）上の計算方法としては、①と②のうち、①指定正味財産から一般正味財産への振替額の方は収支相償上の収益には加算しないとする例外的な扱いを行うことは可能でしょうか。 		 平成29年度に公益目的保有財産から特定費用準備資金へ変更した際に会計上、指定正味財産から一般正味財産へ振替えるところ振替を行わなかったことから、平成30年度の指定正味財産から一般正味財産への振替額を収支相償上の収益には加算しない取扱いとすることは可能と考えます。
その際、H29年度の決算修正を過年度に遡り行うのではなく、平成29年度の別表Aで当該一般正味財産への振替を経常収益に加味したと仮定した場合、収支相償を満たしているかについて再確認することが必要であると考えます。 		指定正味財産を財源とする特定費用準備資金を認めない？ ミト



【機密性2情報】		


https://pictis.cao.hq.admix.go.jp/pictis-poss/fqa0001!showhttps://pictis.cao.hq.admix.go.jp/pictis-poss/fqa0001!show



質問１ 当法人には定款等に、積立目的以外で特定費用準備資金を取り崩す
場合に必要な手続きに関する定めがありません。どのように規定すれ
ばよいでしょうか。

ここでは、理事会決定の根拠を定款に求める例を紹介します。定款又は理事会決定に関
する規程に取崩しの手続きが定められていることが重要です。
＜定款＞

特定費用準備資金及び資産の取得又は改良に充てるために保有する資産その他の特定資産の積立て及び取崩
しについては、理事会において別に定める特定資産管理規程によるものとする。

＜特定資産管理規程＞
第●条 特定費用準備資金には、貸借対照表及び財産目録上名称を付した特定資産として、他の資金（他の特

定費用準備資金を含む。）と明確に区分して管理する。
２ 前項の資金は、その資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことができない。
３ 前項にかかわらず、目的外の取崩しを行う場合には、理事長は、取崩しが必要な理由を付して理事会の承

認を得なければならない。積立計画の中止、積立限度額及び積立期間の変更についても同様とする。
10
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質問２ 特定費用準備資金は、収益事業等会計や法人会計でも設定すること
ができると聞きました。公益目的事業以外の特定費用準備資金は、財
務基準にどのように影響するのでしょうか。

１．収益事業等会計や法人会計で積み立てる特定費用準備資金も、公益目的事業会計の場
合と同様に、将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用であり、積立要件は
公益目的事業会計のものと同様となります（詳しくはP4、ガイドライン又はFAQをご覧
ください）。

２．財務基準との関係では、遊休財産からは除外されます。一方、特定費用準備資金の積
立額は認定法令上の費用となるため、公益目的事業比率における分母（法人全体事業の
経費の合計）が大きくなり、公益目的事業比率を低くする効果がありますので、注意し
てください。

なお、収支相償の計算は、公益目的事業会計だけで行うため、収支相償には影響はあ
りません。
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質問３ 特定資産には、どのようなものがありますか。

１．特定資産とは、会計基準上の区分であり、特定の目的のために使途等に制約を課した
資産です。特定費用準備資金、資産取得資金、負債に対応する特定資産（例えば、退職
給付引当金の引当対象となる退職給付引当資産）、寄附者等による使途の指定のある財
産・資金などが特定資産に計上されます。

２．特定費用準備資金や資産取得資金のように、財務基準の計算に影響するものもありま
すが（詳細は、質問４を参照ください）、特定資産に計上されている全ての資産につい
て、積立額や取崩額が認定法令上の費用や収入として扱われるわけではありませんし、
残高が遊休財産に対する控除対象財産となるわけではありませんので、注意が必要です。
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質問４ 特定費用準備資金と資産取得資金の相違について、財務基準への効
果も含めて教えてください。

１．特定費用準備資金は、将来の特定の事業費、管理費に特別に支出するために積み立て
る資金です。将来、事業等に使用された時に正味財産増減計算書上の費用となります。

２．資産取得資金は、将来、公益目的事業やその他の必要な事業、活動に用いる実物資産
を取得又は改良するために積み立てる資金です。将来、実物資産の取得又は改良時に資
金から実物資産へ振替えが行われます。

３．両資金とも、公益目的事業以外にも積み立てることが可能です。両資金の財務基準へ
の効果は以下となります。(FAQ問Ⅴ－4－④等もご覧ください）

13

特定費用準備資金 資産取得資金
公益目的事業会計 左記以外 公益目的事業会計 左記以外

収支相償 ・積立額：認定法令上の費用
・取崩額：認定法令上の収入 －

・収益事業等の利益の50％超繰入れの場合※
積立額：一定額が認定法令上の費用
取崩額：認定法令上の収入

－

公益目的事業
比率

・積立額：認定法令上の費用
・取崩額：認定法令上費用のマイナス

・同左
・同左

・積立額：認定法令上の費用でない ・同左

遊休財産保有
制限

・遊休財産額から除外
・積立額：保有上限額の計算上加算
・取崩額：保有上限額の計算上減算

・同左
・－
・－

・遊休財産額から除外 ・同左

※ 50％繰入の場合：基本的には積立額や取崩額が当該年度の収支相償の計算に影響することはないが、余剰が生じた場合の解消策として利用できます。
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